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芥川龍之介における仏教的〈地獄〉表象

1

一　

芥
川
・
仏
教
・〈
地
獄
〉

芥
川
龍
之
介
は
、平
安
時
代
を
舞
台
に
し
た〈
王
朝
も
の
〉と
呼
ば
れ
る
小
説
群
で
知
ら
れ
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、「
羅
生
門
」

「
鼻
」「
藪
の
中
」
等
の
短
編
小
説
や
、「
偸
盗
」「
地
獄
変
」「
邪
宗
門
」
と
い
っ
た
中
編
小
説
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
王
朝
も
の
〉
の
典
拠
と
し
て
芥
川
が
重
用
し
た
の
は
、『
今
昔
物
語
集
』
で
あ
っ
た
。
平
安
末
期
（
一
二
世
紀
初
頭
）
に
成
立
し

た
古
説
話
集
で
あ
り
、
天
竺
（
イ
ン
ド
）・
震
旦
（
中
国
）・
本
朝
（
日
本
）
い
ず
れ
の
部
に
お
い
て
も
「
仏
法
部
」
が
優
先
さ
れ
て
い

る
仏
教
説
話
集
で
も
あ
る
。
芥
川
は
晩
年
の
随
筆
「
今
昔
物
語
鑑
賞
」（『
日
本
文
學
講
座　

第
六
卷
』
昭
和
二
・
四
）
の
中
で
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

　
『
今
昔
物
語
』
三
一
一
卷
は
天
竺
、
震
旦
、
本
朝
の
三
部
に
分
れ
て
ゐ
る
。
本
朝
の
部
の
最
も
面
白
い
こ
と
は
、
恐
ら
く
は
誰

も
異
存
は
あ
る
ま
い
。
そ
の
又
本
朝
の
部
に
し
て
も
最
も
僕
な
ど
に
興
味
の
あ
る
の
は
「
世
俗
」
並
び
に
「
悪
行
」
の
部
で
あ
る
。

芥
川
龍
之
介
に
お
け
る
仏
教
的
〈
地
獄
〉
表
象

 

─
─
原
家
旧
蔵
品
と
の
関
わ
り
か
ら
─
─

乾 

英
治
郎
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─
─
即
ち
『
今
昔
物
語
』
中
の
最
も
三
面
記
事
に
近
い
部
で
あ
る
。
し
か
し
、
─
─

　

し
か
し
僕
は
仏
法
の
部
に
も
多
少
の
興
味
を
感
じ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
仏
法
そ
の
も
の
は
勿
論
、
天
台
や
真
言
の
護
摩
の
煙
に

興
味
を
感
じ
て
ゐ
る
と
云
ふ
こ
と
で
は
な
い
。
唯
當
時
の
人
々
の
心
に
興
味
を
感
じ
て
ゐ
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
（
中
略
）
更

に
又
仏
法
の
部
の
僕
に
教
へ
る
の
は
如
何
に
當
時
の
人
々
の
天
竺
か
ら
渡
つ
て
來
た
超
自
然
的
存
在
、
─
─
仏
菩
薩
を
始
め
天

狗
な
ど
の
超
自
然
的
存
在
を
如
実
に
感
じ
て
ゐ
た
か
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
随
筆
の
中
で
芥
川
は
、
自
身
の
関
心
の
対
象
は
「
仏
法
」
そ
れ
自
体
に
は
な
い
と
宣
言
す
る
こ
と
で
、
仏
教
か
ら
距
離
を
取
っ

て
い
る
。
勿
論
、
日
本
人
の
多
く
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
芥
川
の
実
生
活
が
仏
教
や
仏
事
と
全
く
無
縁
で
あ
っ
た
訳
で
は
な
い
。
芥

川
家
の
宗
旨
は
日
蓮
宗
で
あ
り
、
芥
川
の
菩
提
寺
は
巣
鴨
の
日
蓮
宗
正
寿
山
慈
眼
寺
で
あ
る
。
妻
・
文
は
「
毎
年
、
お
会
式
の
日
は
一

家
を
あ
げ
て
料
理
を
作
り
ま
す
。
親
戚
の
も
の
も
呼
ば
れ
て
く
る
し
、
近
所
の
ご
く
親
し
い
所
へ
も
お
重
に
入
れ
て
料
理
の
お
配
り
も

し
ま
し
た
」1

と
述
懐
し
て
い
る
。
し
か
し
、
芥
川
が
仏
典
に
殊
更
に
親
炙
し
た
こ
と
を
示
す
証
言
や
資
料
は
な
い
。
た
だ
、
芥
川
は
随

筆
「
文
学
好
き
の
家
庭
か
ら
」（『
文
章
倶
楽
部
』
大
正
七
・
一
）
の
中
で
、少
年
時
代
に
愛
読
し
た
書
物
と
し
て
、『
西
遊
記
』『
水
滸
伝
』

『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
と
共
に
『
釈
迦
八
相
倭
文
庫
』（
明
治
四
年
刊
行
）
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
釈
迦
の
伝
記
を
日
本
に
置
き

換
え
て
、
平
易
に
翻
案
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
今
昔
物
語
鑑
賞
」
の
草
稿
の
中
で
は
、「
僕
は
中
学
生
の
昔
か
ら
何
度
も
こ
の
本
に
目
を
通
し
た
。
が
、
震
旦
の
部
は
滅
多
に
読

ん
だ
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
僕
の
「
孝
子
説
話
」
に
興
味
を
持
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
為
も
あ
る
で
あ
ら
う
」
と
も
述
べ
て
い
る
。「
孝
」

に
対
す
る
芥
川
の
複
雑
な
感
情
を
看
取
し
得
る
。

我
々
が
知
る
芥
川
は
、
実
は
「
芥
川
龍
之
介
」
と
し
て
誕
生
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
明
治
二
五
年
三
月
一
日
に
、
新
原
敏
三
と
芥

川
フ
ク
の
長
男
・「
新
原
龍
之
介
」
と
し
て
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
後
七
か
月
目
に
フ
ク
が
発
狂
し
た
た
め
に
、
龍
之
介
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は
実
母
と
と
も
に
芥
川
家
に
戻
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
養
子
と
な
っ
た
。
養
家
は
江
戸
城
の
御
奥
坊
主
の
家
柄
で
あ
り
、〈
芥
川
龍
之
介
〉

の
道
徳
律
や
教
養
の
ベ
ー
ス
に
は
儒
教
や
儒
学
が
あ
っ
た
。
芥
川
は
昭
和
二
年
七
月
二
四
日
未
明
、
満
三
五
歳
の
時
に
服
毒
自
殺
を
遂

げ
て
い
る
が
、
遺
書
に
は
「
僕
は
養
家
に
人
と
な
り
、
我
儘
ら
し
い
我
儘
を
言
つ
た
こ
と
は
な
か
つ
た
。（
と
云
ふ
よ
り
も
寧
ろ
言
ひ

得
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
僕
は
こ
の
養
父
母
に
対
す
る
「
孝
行
に
似
た
も
の
」
も
後
悔
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
僕
に
と
つ
て
は
ど

う
す
る
こ
と
も
出
来
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。）」
と
い
う
一
節
が
含
ま
れ
て
い
る
。

と
も
あ
れ
、「
今
昔
物
語
鑑
賞
」
を
読
む
限
り
、
仏
教
説
話
集
で
あ
る
『
今
昔
物
語
集
』
が
必
然
的
に
持
た
ざ
る
を
得
な
い
宗
教
性

や
教
訓
性
と
い
っ
た
も
の
に
、
芥
川
は
あ
ま
り
関
心
を
持
た
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
む
し
ろ
、
そ
れ
と
は
対
照
的
な
「
本
朝
付
悪
行
」
の

部
（
巻
第
二
九
）
に
最
も
興
味
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
部
に
取
材
し
た
小
説
と
し
て
は
、「
羅
生
門
」（『
帝
国
文
学
』
大
正
四
・

一
一
）「
偸
盗
」（『
中
央
公
論
』
大
正
六
・
四
、七
）「
藪
の
中
」（『
新
潮
』
大
正
一
一
・
一
）
の
三
作
品
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
羅
生
門
」「
藪

の
中
」
が
黒
澤
明
監
督
の
映
画
『
羅
生
門
』（
大
映
、
昭
和
二
五
・
八
）
の
原
作
（
内
容
は
実
質
的
に
は
「
藪
の
中
」）
と
し
て
名
高
い

こ
と
も
あ
り
、〈
王
朝
も
の
〉
の
中
で
も
一
際
目
立
つ
作
品
群
で
あ
る
。
一
方
、「
仏
法
部
」
に
依
拠
し
た
作
品
と
し
て
は
「
道
祖
問
答
」

（『
大
阪
朝
日
新
聞
夕
刊
』
大
正
六
・
一
）「
運
」（『
文
章
世
界
』
同
・
同
）「
往
生
絵
巻
」（『
国
粋
』
大
正
一
〇
・
四
）「
六
の
宮
の
姫
君
」（『
表

現
』
大
正
一
二
・
八
）
の
四
作
品
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
作
品
数
だ
け
で
言
え
ば
「
仏
法
部
」
に
取
材
し
た
作
品
の
ほ

う
が
、「
悪
行
」
の
部
に
取
材
し
た
作
品
よ
り
も
若
干
多
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
興
味
の
対
象
は
「
超
自
然
的
存
在
を
如
実
に

感
じ
」
る
「
當
時
の
人
々
の
心
」
に
あ
る
と
、「
今
昔
物
語
鑑
賞
」
の
中
で
芥
川
は
言
う
。
前
掲
引
用
文
の
中
で
、
芥
川
が
「
仏
菩
薩
」

と
「
天
狗
」
と
を
同
列
に
置
い
て
い
る
の
は
不
穏
当
な
印
象
を
与
え
な
い
で
も
な
い
が
、『
今
昔
物
語
集
』
に
お
い
て
天
狗
が
登
場
す

る
八
つ
の
説
話
が
す
べ
て
「
本
朝
付
仏
法
部
」
巻
第
二
○
に
集
中
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

芥
川
に
は
超
自
然
的
な
も
の
に
対
す
る
趣
味
─
─
す
な
わ
ち
妖
怪
趣
味
が
あ
っ
た
。
高
校
生
時
代
に
は
「
如
例
靜
平
な
生
活
を
し
て



蓮花寺佛教研究所紀要　第八号　共同研究

4

ゐ
る
時
に
図
書
館
へ
行
つ
て
怪
異
と
云
ふ
標
題
の
目
録
を
さ
が
し
て
く
る
此
間
稲
生
物
怪
録
を
よ
ん
だ
ら
一
寸
面
白
か
つ
た
其
外
比
叡

山
天
狗
の
沙
汰
だ
の
本
朝
妖
魅
考
だ
の
甚
現
代
に
縁
の
遠
い
も
の
を
よ
ん
で
ゐ
る
何
で
も
天
狗
は
よ
く
「
く
そ
と
び
」
と
い
う
鳶
の
形

を
し
て
現
は
れ
る
さ
う
だ
「
く
そ
と
び
」
は
奇
拔
だ
と
思
ふ
」
と
友
人
に
報
告
し
、「M

ysterious

な
話
を
何
で
も
い
ゝ
か
ら
書
い
て

く
れ
給
へ
」
と
せ
が
ん
で
い
る
（
藤
岡
藏
六
宛
書
簡
、
大
正
一
・
八
・
二
）。
そ
う
や
っ
て
収
集
・
分
類
し
た
怪
異
譚
を
『
椒
図
志
異
』

と
い
う
ノ
ー
ト
に
纏
め
て
い
る
が
、
そ
の
様
式
や
文
体
に
は
柳
田
国
男
『
遠
野
物
語
』（
聚
精
堂
、
明
治
四
三
・
六
）
の
影
響
が
見
ら
れ

る
と
東
雅
夫
は
指
摘
し
て
い
る2

。
柳
田
の
自
費
出
版
で
あ
っ
た
同
書
を
芥
川
は
わ
ざ
わ
ざ
取
寄
せ
、
そ
の
感
想
を
「
此
頃
柳
田
国
男
氏

の
遠
野
語
（
マ
マ
）
と
云
ふ
を
よ
み
大
へ
ん
面
白
く
感
じ
候
」（
山
本
喜
誉
司
宛
書
簡
、明
治
四
三
推
定
）
と
友
人
に
書
き
送
っ
て
い
る
。

『
遠
野
物
語
』
の
序
文
に
は
『
今
昔
物
語
集
』
が
「
わ
が
九
百
年
前
の
先
輩
」
と
い
う
形
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
大
正
時
代
初
期
に
は
『
今

昔
物
語
集
』
の
一
般
的
な
知
名
度
は
高
く
な
く
、
国
文
学
研
究
者
の
間
で
は
『
源
氏
物
語
』『
枕
草
子
』
な
ど
の
文
化
的
背
景
を
知
る

た
め
の
参
考
資
料
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
芥
川
が
同
集
に
着
目
し
た
理
由
は
、
柳
田
の
影
響
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

芥
川
の
仏
教
に
対
す
る
関
心
も
ま
た
、〈
異
界
〉
に
対
す
る
興
味
と
紙
一
重
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
な
る
と
、
必
然
的

に
〈
地
獄
〉
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
浮
上
し
て
く
る
。

「
人
生
は
地
獄
よ
り
も
地
獄
的
で
あ
る
」（「
侏
儒
の
言
葉　

地
獄
」『
文
芸
春
秋
』
大
正
一
三
・
三
）
と
い
う
有
名
な
警
句
を
始
め
と

し
て
、
芥
川
は
〈
地
獄
〉
と
い
う
言
葉
を
好
ん
で
用
い
た
。
そ
の
嚆
矢
と
な
る
の
は
小
品
「
孤
独
地
獄
」（『
新
思
潮
』
大
正
五
・
五
）

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
─
─
芥
川
の
大
叔
父
（
養
母
・
芥
川
儔
の
叔
父
）
に
あ
た
る
幕
末
の
大
通
・
細
木
香
以
は
、
吉
原
の
遊
郭
で
禅

超
と
い
う
人
物
と
知
り
合
う
。
禅
超
は
医
者
を
自
称
し
て
い
た
が
、
や
が
て
「
本
郷
界
隈
の
禅
寺
」
の
破
戒
僧
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。

あ
る
日
、
禅
超
は
香
以
に
〈
孤
独
地
獄
〉
に
つ
い
て
語
り
、
そ
れ
を
最
後
に
行
方
知
れ
ず
と
な
る
─
─
と
い
っ
た
物
語
で
あ
る
。〈
孤

独
地
獄
〉
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。



芥川龍之介における仏教的〈地獄〉表象

5

仏
説
に
よ
る
と
、
地
獄
に
も
さ
ま
ざ
ま
あ
る
が
、
凡
先
づ
、
根
本
地
獄
、
近
辺
地
獄
、
孤
独
地
獄
の
三
つ
に
分
つ
事
が
出
来
る

ら
し
い
。
そ
れ
も
南
瞻
部
洲
下
過
五
百
踰
繕
那
乃
有
地
獄
と
云
ふ
句
が
あ
る
か
ら
、
大
抵
は
昔
か
ら
地
下
に
あ
る
も
の
と
な
つ

て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
唯
、
そ
の
中
で
孤
独
地
獄
だ
け
は
、
山
間
曠
野
樹
下
空
中
、
何
処
へ
で
も
忽
然
と
し
て
現
れ
る
。
云
は

ば
目
前
の
境
界
が
、
す
ぐ
そ
の
ま
ま
、
地
獄
の
苦
艱
を
現
前
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
中
に「
仏
説
」が
引
か
れ
て
い
る
が
、芥
川
が「
孤
独
地
獄
」を
執
筆
す
る
に
際
し
て
、仏
典
に
直
接
あ
た
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

清
水
康
次
が
既
に
指
摘
し
て
い
る3

が
、
上
記
の
記
述
は
、
校
註
国
文
叢
書
『
今
昔
物
語
』
上
巻
（
池
辺
義
象
編
、
博
文
館
、
大
正
四
・
七
）

所
収
「
本
朝
付
仏
法
」
巻
一
（
日
本
へ
の
仏
教
渡
来
・
流
布
史
）
の
「
行
基
菩
薩
仏
法
を
学
び
人
を
導
く
語
」
の
注
釈
を
参
照
し
た
も

の
と
思
し
い
。
芥
川
の
仏
教
的
〈
地
獄
〉
観
を
規
定
す
る
文
章
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
、
全
文
を
引
用
す
る
。

地
獄　
地
獄
界
を
い
ふ
、
獄
は
囚
に
し
て
罪
人
を
守
り
て
罪
室
を
出
で
し
め
ざ
る
也
、
こ
の
獄
地
下
に
あ
る
故
に
か
く
い
ふ

「
婆
沙
論
」
に
瞻
部
洲
下
過
二
五
百
踰
繕
那
一
乃
有
二
其
獄
一
と
い
へ
り
、
地
獄
に
三
種
あ
り
、
一
に
根
本
地
獄
二
に
近
辺
地
獄
三

に
孤
独
地
獄
こ
れ
な
り
、
根
本
地
獄
と
は
等
活
、
黒
縄
、
衆
合
、
号
叫
、
大
号
叫
、
炎
熱
、
極
熱
、
無
間
の
八
大
地
獄
也
、
近

辺
地
獄
に
四
あ
り
煻
煨
増
屍
糞
増
鋒
刃
増
、
烈
河
増
、
こ
れ
な
り
こ
の
四
一
大
地
獄
の
四
方
何
れ
に
も
あ
り
故
に
一
大
地
獄
に

十
六
増
の
近
辺
地
獄
八
大
地
獄
百
二
十
八
増
の
近
辺
地
獄
あ
り
、
こ
れ
に
根
本
の
八
を
合
し
て
総
計
百
三
十
六
地
獄
を
な
す
、

孤
独
地
獄
と
は
山
間
曠
野
樹
下
空
中
に
忽
然
と
し
て
現
は
る
ゝ
地
獄
也
。

孤
独
地
獄
あ
る
い
は
孤
地
獄
・
独
地
獄
に
つ
い
て
は
、玄
奘
訳
『
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
』
巻
一
七
二
の
中
に
「
贍
部
洲
下
有
大
地
獄
。

贍
部
洲
上
亦
有
邊
地
獄
。
及
獨
地
獄
或
在
谷
中
。
或
在
山
上
。
或
在
曠
野
。
或
在
空
中
。
於
餘
三
洲
唯
有
邊
地
獄
獨
地
獄
無
大
地
獄
」

と
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
樹
間
」
と
い
う
言
葉
が
見
え
な
い
が
、『
妙
法
蓮
華
経
玄
賛
』
巻
一
七
二
三
で
は
「
即
是
山
間
壙
野
樹
下
空
中
」

と
い
う
句
が
揃
っ
て
出
て
来
る4

。
地
獄
の
あ
る
場
所
に
つ
い
て
、
校
註
国
文
叢
書
『
今
昔
物
語
』
で
は
「
瞻
部
洲
下
過
五
百
踰
繕
那
乃
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有
「
其
」
獄
」
と
な
っ
て
い
る
が
「
孤
独
地
獄
」
で
は
「「
南
」
瞻
部
洲
下
過
五
百
踰
繕
那
乃
有
「
地
」
獄
」
と
な
っ
て
い
る
。
単
な

る
誤
写
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
が
、た
と
え
ば
『
往
生
要
集
』
で
は
八
大
地
獄
が
「
南
瞻
部
洲
下
」
に
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
、

芥
川
は
前
掲
の
注
釈
文
以
外
に
も
〈
地
獄
〉
に
関
す
る
情
報
源
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。

芥
川
が
「
孤
独
地
獄
」
を
発
表
し
た
の
は
、『
今
昔
物
語
集
』『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
あ
る
鼻
の
長
い
僧
侶
の
逸
話
に
取
材
し
た
「
鼻
」

（『
新
思
潮
』
大
正
五
・
三
）
を
夏
目
漱
石
に
賞
賛
さ
れ
、
一
気
に
文
壇
の
脚
光
を
浴
び
た
の
と
同
時
期
で
あ
る
。
芥
川
が
新
進
作
家
と

し
て
歩
み
出
す
ス
タ
ー
ト
地
点
に
、〈
地
獄
〉
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
既
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
孤
独
地
獄
」
発
表
か
ら
二
か
月
後
の
大
正
五
年
七
月
、
芥
川
は
東
京
帝
大
英
文
科
を
首
席
二
位
で
卒
業
、
同
年
一
二
月
に
横
須
賀

海
軍
機
関
学
校
の
英
語
教
官
に
就
任
す
る
。
こ
れ
を
機
に
東
京
か
ら
鎌
倉
に
転
居
し
、
翌
年
に
は
塚
本
文
と
結
婚
。
文
筆
業
と
教
師
業

を
こ
な
し
な
が
ら
、
次
々
と
傑
作
を
発
表
す
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
二
重
生
活
や
、
鎌
倉
｜
東
京
（
出
版
社
）
の
往
復
に
ス
ト
レ
ス
を

感
じ
始
め
る
。
そ
の
こ
と
と
関
係
す
る
の
か
、
大
正
七
年
に
入
る
と
〈
地
獄
〉
や
そ
の
眷
属
（
悪
魔
や
獄
卒
の
類
）
を
モ
チ
ー
フ
に
し

た
作
品
が
急
増
す
る5

。

新
聞
小
説
「
地
獄
変
」（『
大
阪
毎
日
新
聞
』
大
正
七
・
五
・
一
～
二
二
）
お
よ
び
童
話
「
蜘
蛛
の
糸
」（『
赤
い
鳥
』
同
七
）
は
、
い

ず
れ
も
仏
教
的
な
〈
地
獄
〉
が
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
る
（
後
述
）。
一
方
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
〈
天
国
〉〈
地
獄
〉
観
を
背
景
に
し
た

小
説
も
同
時
期
に
書
か
れ
て
い
る
。「
悪
魔
」（『
青
年
文
壇
』
同
六
）
お
よ
び
「
る
し
へ
る
」（『
雄
弁
』
同
一
一
）
は
、
戦
国
時
代
の

日
本
を
舞
台
に
、堕
落
さ
せ
る
べ
き
人
間
の
女
性
を
愛
し
て
し
ま
っ
た
美
形
の
悪
魔
（
堕
天
使
）
の
悲
し
み
が
描
か
れ
る
。〈
切
支
丹
物
〉

の
代
表
作
と
さ
れ
る
「
奉
教
人
の
死
」（『
三
田
文
学
』
同
七
）
に
も
「「
い
ん
へ
る
の
」（
地
獄
）
に
も
ま
が
ふ
火
焔
」
と
い
う
表
現
が

見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、「
地
獄
変
」
の
続
編
「
邪
宗
門
」（『
大
阪
毎
日
新
聞
』
同
一
〇
・
二
三
～
一
二
・
一
三
）
で
は
〈
王
朝
も
の
〉
と
〈
切

支
丹
も
の
〉
の
融
合
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
洛
中
に
「
摩
利
の
教
」
な
る
も
の
を
説
く
摩
利
信
乃
法
師
な
る
異
形
の
沙
門
が
現
れ
、「
た
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と
い
今
生
で
は
、
い
か
な
る
栄
華
を
極
め
や
う
と
も
、
天
上
皇
帝
の
御
教
に
悖
る
も
の
は
、
一
旦
命
終
の
時
に
及
ん
で
、
た
ち
ま
ち
阿

鼻
叫
喚
の
地
獄
に
堕
ち
、不
断
の
業
火
に
皮
肉
を
焼
か
れ
て
、尽
未
来
ま
で
吠
え
居
ろ
う
ぞ
」
云
々
と
説
法
す
る
。「
阿
鼻
叫
喚
の
地
獄
」

と
い
う
言
葉
か
ら
は
仏
教
的
な
阿
鼻
地
獄
が
想
起
さ
れ
る
が
、摩
利
信
乃
法
師
の
首
に
「
十
文
字
の
怪
し
げ
な
黄
金
の
護
符
」
が
か
か
っ

て
い
る
と
い
う
描
写
か
ら
見
て
、「
摩
利
の
教
」
は
キ
リ
ス
ト
教
の
一
派
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
や
が
て
摩
利

信
乃
法
師
と
「
横
川
の
僧
都
」（「
地
獄
変
」
に
も
登
場
す
る
）
の
法
力
比
べ
が
行
わ
れ
、
僧
都
の
幻
術
に
摩
利
信
乃
法
師
が
打
ち
勝
っ

た
と
こ
ろ
で
「
未
完
」
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
小
説
群
が
書
か
れ
る
前
の
年
、す
な
わ
ち
大
正
六
年
の
末
頃
に
、芥
川
は
雅
号
を
「
我
鬼
」
に
し
て
い
る
。「
エ
ゴ
イ
ス
ト
」

を
意
味
す
る
中
国
語
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
が
、
音
の
上
で
は
「
餓
鬼
」
を
想
起
さ
せ
る
。
芥
川
は
河
童
に
な
ぞ
ら
え
た
自
画
像
を
好

ん
で
描
い
た
が
、
痩
身
で
ざ
ん
ば
ら
髪
の
河
童
の
姿
は
、『
餓
鬼
草
紙
』
等
に
見
え
る
餓
鬼
の
姿
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

大
正
七
年
三
月
一
五
日
付
池
崎
忠
孝
宛
書
簡
に
は
、「
蟻
地
獄　

隠
し
て
牡
丹
の
花
赤
き
」
と
い
う
句
が
書
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

美
し
い
花
＝
〈
極
楽
的
な
る
も
の
〉
と
、
そ
の
下
に
広
が
る
醜
悪
無
残
な
〈
地
獄
〉
と
い
う
取
り
合
わ
せ
は
、〈
極
楽
〉
の
蓮
池
の
「
水

の
面
を
蔽
つ
て
ゐ
る
蓮
の
葉
の
間
」
か
ら
〈
地
獄
〉
が
見
え
る
と
い
う
「
蜘
蛛
の
糸
」
の
世
界
観
と
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
ち
な
み

に
、
前
掲
の
池
崎
宛
書
簡
中
に
は
他
に
三
つ
の
句
が
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
「
蟻
地
獄
」
の
句
と
対
を
な
す
か
の
よ
う
な
「
遅
櫻

　

極
樂
水
と
申
し
け
り
」
と
い
う
句
も
あ
る
（「
極
楽
水
」
と
は
、東
京
都
小
石
川
に
あ
る
宗
慶
寺
の
井
戸
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
）。

大
正
八
年
三
月
に
教
員
を
辞
し
て
専
業
作
家
と
な
り
、
鎌
倉
か
ら
東
京
（
田
端
）
の
実
家
に
戻
る
こ
と
で
「
不
愉
快
な
二
重
生
活
」

に
終
止
符
を
打
つ
。
大
正
七
年
は
そ
の
過
渡
期
に
あ
た
る
時
期
で
あ
り
、
芥
川
に
と
っ
て
〈
地
獄
の
季
節
〉
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

こ
れ
以
降
の
も
の
で
は
、中
国
を
舞
台
に
し
た
童
話「
杜
子
春
」（『
赤
い
鳥
』大
正
九
・
七
）に〈
地
獄
〉が
描
か
れ
る
。
唐
代
の
青
年
・

杜
子
春
は
仙
人
に
な
る
こ
と
を
志
し
、
鉄
冠
子
と
い
う
仙
人
の
命
に
よ
り
、
峨
眉
山
の
上
で
無
言
の
行
に
臨
む
。
そ
こ
に
現
れ
た
神
将
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の
前
で
も
無
言
を
貫
い
た
杜
子
春
は
怒
り
を
買
っ
て〈
地
獄
〉に
墜
と
さ
れ
る
。「
闇
穴
道
」を
通
っ
て〈
地
獄
〉に
到
着
し
た
杜
子
春
は
、

閻
魔
大
王
の
前
で
も
や
は
り
口
を
利
か
な
か
っ
た
た
め
、
獄
卒
（
鬼
）
達
か
ら
「
地
獄
の
呵
責
」
を
受
け
る
。

地
獄
に
は
誰
で
も
知
つ
て
ゐ
る
通
り
、剣
の
山
や
血
の
池
の
外
に
も
、焦
熱
地
獄
と
い
ふ
焔
の
谷
や
極
寒
地
獄
と
い
ふ
氷
の
海
が
、

真
暗
な
空
の
下
に
並
ん
で
ゐ
ま
す
。
鬼
ど
も
は
さ
う
い
ふ
地
獄
の
中
へ
、
代
る
代
る
杜
子
春
を
抛
り
こ
み
ま
し
た
。
で
す
か
ら

杜
子
春
は
無
残
に
も
、
剣
に
胸
を
貫
か
れ
る
や
ら
、
焔
に
顔
を
焼
か
れ
る
や
ら
、
舌
を
抜
か
れ
る
や
ら
、
皮
を
剥
が
れ
る
や
ら
、

鉄
の
杵
に
撞
か
れ
る
や
ら
、
油
の
鍋
に
煮
ら
れ
る
や
ら
、
毒
蛇
に
脳
味
噌
を
吸
は
れ
る
や
ら
、
熊
鷹
に
眼
を
食
は
れ
る
や
ら
、

─
─
そ
の
苦
し
み
を
数
へ
立
て
て
ゐ
て
は
、
到
底
際
限
が
な
い
位
、
あ
ら
ゆ
る
責
苦
に
遇
は
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
も
杜
子

春
は
我
慢
強
く
、
ぢ
つ
と
歯
を
食
ひ
し
ば
つ
た
儘
、
一
言
も
口
を
利
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
杜
子
春
」
の
典
拠
は
鄭
還
古
「
杜
子
春
伝
」
と
い
う
唐
代
（
八
〇
〇
年
代
前
半
）
の
伝
奇
小
説
で
あ
り
、
右
記
の
部
分
は
典
拠
の

次
の
よ
う
な
記
述
と
対
応
す
る

魂
魄
は
閻
羅
王
に
領（
ひ
）き
見（
あ
）わ
さ
る
。
曰
く「
此
れ
乃
ち
雲
台
峰
の
妖
民
か
？　

捉
へ
て
獄
中
に
付
せ
」と
。
是
に
于（
お

い
）
て
鎔
銅
・
鐵
杖
・
碓
擣
・
磑
磨
・
火
坑
・
鑊
湯
・
刀
山
・
剣
樹
の
苦
、
備
（
つ
ぶ
さ
）
に
嘗
め
ざ
る
は
無
し
。
然
れ
ど
も

心
に
道
士
の
言
を
念
ず
れ
ば
、
亦
忍
ぶ
べ
き
に
似
て
、
竟
に
呻
吟
せ
ず
。

「
杜
子
春
伝
」
で
は
こ
の
後
、
杜
子
春
は
女
性
に
転
生
し
、
口
を
利
か
な
い
ま
ま
成
人
し
て
子
を
な
す
。
し
か
し
目
の
前
で
子
供
を

殺
さ
れ
た
時
に
思
わ
ず
声
を
挙
げ
て
し
ま
い
、
仙
人
修
行
に
失
敗
す
る
。
そ
し
て
、
道
士
の
信
義
に
背
い
た
こ
と
を
深
く
恥
じ
る
と
い

う
結
末
に
な
っ
て
い
る6

。「
道
士
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、「
杜
子
春
伝
」
に
は
道
教
の
影
響
が
強
い
。

一
方
、
芥
川
の
「
杜
子
春
」
で
は
、
閻
魔
大
王
が
畜
生
道
に
墜
ち
て
馬
に
転
生
し
た
両
親
を
杜
子
春
の
前
に
引
き
出
し
、
鬼
達
に

責
め
苛
ま
せ
る
。
苦
し
み
の
中
で
も
子
を
思
う
母
親
の
心
に
触
れ
た
杜
子
春
は
、
思
わ
ず
「
お
母
さ
ん
」
と
叫
ぶ
。
そ
の
瞬
間
に
杜
子
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春
は
現
実
に
戻
さ
れ
る
。
す
べ
て
は
鉄
冠
子
が
見
せ
た
幻
で
あ
り
、
杜
子
春
は
超
俗
的
な
仙
人
で
は
な
く
「
人
間
ら
し
い
暮
ら
し
」
を

す
る
こ
と
を
鉄
冠
子
に
誓
う
。
肉
親
へ
の
「
愛
」
に
よ
っ
て
修
行
が
失
敗
す
る
と
い
う
顛
末
は
典
拠
と
同
じ
だ
が
、
そ
の
こ
と
が
肯
定

的
に
描
か
れ
て
い
る
。「
蜘
蛛
の
糸
」
と
並
ん
で
映
像
化
や
舞
台
化
さ
れ
る
機
会
が
多
く
、
日
本
化
さ
れ
た
〈
地
獄
〉
イ
メ
ー
ジ
の
再

生
産
に
寄
与
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
仙
人
を
目
指
す
青
年
が
主
人
公
の
物
語
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
描
か
れ
て
い

る
〈
地
獄
〉
は
仏
教
的
と
い
う
よ
り
も
、
道
教
的
な
〈
地
獄
〉
と
呼
ぶ
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
は
〈
異
界
〉
と
し
て
の
〈
地
獄
〉
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
が
、
晩
年
に
は
「
日
常
生
活
に
お
け
る
現
実
認
識
と
し
て
の
「
地
獄
」」7

の
表
象
が
増
え
て
く
る
。
最
晩
年
に
書
か
れ
た
「
歯
車
」（『
改
造
』
昭
和
二
・
一
〇
、
遺
稿
）
は
小
説
の
形
態
と
し
て
は
私
小
説
に
近

い
も
の
だ
が
、
全
六
章
の
中
で
「
地
獄
」
と
い
う
言
葉
が
都
合
一
二
回
登
場
す
る
。
語
り
手
「
僕
」
は
、
自
ら
が
生
き
な
が
ら
に
〈
地

獄
〉
に
堕
ち
て
い
る
と
い
う
認
識
を
持
つ
人
物
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
事
象
の
中
に
〈
地
獄
的
な
る
も
の
〉
を
見
い
出
し
て
は
、
そ
こ
か

ら
自
ら
の
〈
死
〉
や
〈
破
滅
〉
の
予
兆
を
読
み
取
り
、
戦
慄
す
る
。

僕
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
（
稿
者
注
・
カ
フ
ェ
の
壁
に
か
か
っ
た
肖
像
画
）
を
見
つ
め
た
ま
ま
、
僕
自
身
の
作
品
を
考
へ
出
し
た
。
す

る
と
ま
づ
記
憶
に
浮
か
ん
だ
の
は
「
侏
儒
の
言
葉
」
の
中
の
ア
フ
オ
リ
ズ
ム
だ
つ
た
。（
殊
に
「
人
生
は
地
獄
よ
り
も
地
獄
的
で

あ
る
」
と
云
ふ
言
葉
だ
つ
た
。）
そ
れ
か
ら
「
地
獄
変
」
の
主
人
公
、
─
─
良
秀
と
云
ふ
画
師
の
運
命
だ
つ
た
。
そ
れ
か
ら
…
…

僕
は
巻
煙
草
を
ふ
か
し
な
が
ら
、
か
う
云
ふ
記
憶
か
ら
逃
れ
る
為
に
こ
の
カ
ツ
フ
エ
の
中
を
眺
め
ま
は
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、「
僕
」
が
過
去
に
描
い
て
き
た
〈
地
獄
〉
の
イ
メ
ー
ジ
が
、「
僕
」
自
身
を
苦
し
め
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
歯
車
」

に
お
け
る
〈
地
獄
〉
表
象
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
色
彩
が
強
い
。「
僕
」
は
公
園
の
樹
木
を
見
て
は
「
ダ
ン
テ
の
地
獄
の
中
に
あ
る
、

樹
木
に
な
つ
た
魂
を
思
ひ
出
し
」、「
僕
の
堕
ち
た
地
獄
を
感
じ
」
た
際
に
口
を
つ
い
て
出
る
言
葉
は
「
神
よ
、
我
を
罰
し
給
え
。
怒
り

給
ふ
こ
と
勿
れ
。
恐
ら
く
は
我
滅
び
ん
」
と
い
う
祈
祷
な
の
で
あ
る
。
芥
川
が
自
殺
す
る
際
に
、枕
元
に
聖
書
を
置
い
て
い
た
こ
と
も
、
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晩
年
の
〈
地
獄
〉
観
と
無
関
係
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

芥
川
は
、
文
壇
メ
ジ
ャ
ー
デ
ビ
ュ
ー
の
頃
に
発
表
し
た
「
孤
独
地
獄
」
か
ら
、
最
晩
年
の
「
歯
車
」
に
到
る
ま
で
〈
地
獄
〉
を
描

き
続
け
た
作
家
だ
が
、
仏
教
的
な
〈
地
獄
〉
イ
メ
ー
ジ
を
最
も
よ
く
伝
え
る
作
品
は
、
や
は
り
「
地
獄
変
」
と
「
蜘
蛛
の
糸
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
次
章
以
降
は
、
こ
の
二
作
品
を
中
心
に
論
じ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
作
品
の
〈
地
獄
〉
イ
メ
ー
ジ
に
、
原
三

渓
所
蔵
の
地
獄
絵
図
が
影
響
を
与
え
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
い
と
思
う
。

二　
「
地
獄
変
」
と
仏
教
美
術　

─
─
〈
経
済
〉
に
還
元
し
得
ぬ
も
の

「
地
獄
変
」
は
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
に
、大
正
七
年
五
月
一
日
か
ら
二
〇
日
に
か
け
て
、全
二
○
回
で
連
載
さ
れ
た
中
編
小
説
で
あ
り
、

芥
川
の
代
表
作
に
数
え
ら
れ
る
。

平
安
時
代
。
天
下
人
で
あ
る
堀
川
の
大
殿
は
、
本
朝
随
一
の
画
師
・
良
秀
に
対
し
、
屏
風
に
地
獄
変
相
図
を
描
く
よ
う
に
命
じ
る
。

良
秀
は
画
の
材
料
に
す
る
た
め
に
、
猛
火
に
包
ま
れ
た
車
の
中
で
上
臈
が
悶
死
す
る
様
が
見
た
い
と
大
殿
に
申
し
出
る
。
そ
の
願
い
が

叶
え
ら
れ
る
当
日
、
車
に
乗
せ
ら
れ
て
い
た
の
は
、
良
秀
の
最
愛
の
娘
で
あ
っ
た
。
当
初
は
苦
悩
に
顔
を
歪
め
て
い
た
良
秀
で
あ
っ
た

が
、
娘
が
生
き
な
が
ら
焼
か
れ
て
い
く
凄
惨
な
光
景
を
見
守
る
中
で
そ
の
表
情
は
「
恍
惚
と
法
悦
」
に
輝
き
、
威
厳
す
ら
た
た
え
る
に

至
る
。
や
が
て
地
獄
変
の
屏
風
画
は
完
成
し
、
大
殿
を
始
め
そ
れ
を
見
た
人
々
は
感
嘆
の
声
を
上
げ
る
が
、
開
帳
の
翌
日
に
良
秀
は
首

吊
り
自
殺
を
遂
げ
る
─
─
。

芥
川
は
、
自
ら
の
芸
術
観
を
綴
っ
た
「
芸
術
そ
の
他
」（『
新
潮
』
大
正
八･
一
一
）
と
い
う
随
筆
の
中
で
、「
芸
術
家
は
非
凡
な
作

品
を
作
る
為
に
、
魂
を
悪
魔
へ
売
渡
す
事
も
、
時
と
場
合
で
は
や
り
兼
ね
な
い
。
こ
れ
は
勿
論
僕
も
や
り
兼
ね
な
い
と
云
ふ
意
味
だ
」
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と
述
べ
て
い
る
。「
地
獄
変
」
は
、
芥
川
が
理
想
と
す
る
〈
芸
術
至
上
主
義
〉
の
一
つ
の
極
地
を
描
き
出
し
た
作
品
で
あ
る
と
さ
れ
、

そ
れ
故
に
代
表
作
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

良
秀
と
い
う
名
は
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』巻
三
の
六
―
三
八「
絵
仏
師
良
秀
、家
の
焼
く
る
を
見
て
悦
ぶ
事
」か
ら
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。

高
校
の
国
語
教
科
書
で
の
採
択
率
も
高
い
、
有
名
な
逸
話
で
は
あ
る
が
、
梗
概
を
現
代
語
で
示
す
。

─
─
絵
仏
師
良
秀
の
家
が
隣
家
か
ら
出
た
火
で
類
焼
し
た
時
、
良
秀
は
作
業
途
中
の
仏
画
や
妻
子
を
置
い
て
一
人
で
逃
げ
出
し
、

家
の
向
に
立
っ
て
燃
え
て
い
く
家
を
見
な
が
ら
う
な
ず
い
た
り
時
々
は
笑
っ
た
り
し
て
い
る
。
人
々
が
そ
の
理
由
を
尋
ね
る
と
「
私
は

長
い
間
、
不
動
明
王
の
炎
を
描
く
の
が
下
手
だ
っ
た
の
だ
が
、
今
こ
う
し
て
見
る
こ
と
で
、
火
は
こ
の
よ
う
に
燃
え
る
の
だ
と
理
解
で

き
た
。
こ
れ
こ
そ
得
と
い
う
も
の
だ
。
絵
師
と
し
て
こ
の
世
に
在
る
か
ら
に
は
、
御
仏
さ
え
上
手
に
描
け
れ
ば
家
な
ど
百
で
も
千
で
も

建
て
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
お
前
さ
ん
達
は
才
能
が
な
い
か
ら
物
を
惜
し
む
の
だ
」
と
嘲
笑
う
。
こ
う
し
た
出
来
事
を
経
て
描
か
れ
た
画
は

「
良
秀
の
よ
じ
り
不
動
」
と
し
て
今
で
も
人
々
か
ら
称
賛
さ
れ
て
い
る
─
─

『
十
訓
抄
』
中
巻
六
の
三
五
「
良
秀
の
よ
じ
り
不
動
」
も
ほ
ぼ
同
一
の
内
容
で
あ
る
が
、主
人
公
は
「
絵
仏
師
良
秀
と
い
ふ
僧
」
と
な
っ

て
お
り
、
元
禄
六
（
一
六
九
三
）
年
刊
の
日
本
最
古
の
画
人
伝
と
さ
れ
る
狩
野
永
納
著
『
本
朝
画
史
』
も
、「
僧
」
と
い
う
記
述
を
採

用
し
て
い
る
。
三
木
紀
人
に
よ
れ
ば
、
平
安
中
期
以
降
、
絵
仏
師
は
僧
籍
に
入
る
慣
習
が
あ
っ
た
の
で
、
良
秀
も
僧
形
で
あ
っ
た
筈
で

あ
り
、
名
前
も
音
読
み
で
「
り
ょ
う
し
ゅ
う
」
と
読
む
の
が
正
し
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
芥
川
が
「
地
獄
変
」
を
連
載
す
る

に
あ
た
り
、
総
ル
ビ
だ
っ
た
当
時
の
新
聞
小
説
の
慣
習
に
基
づ
き
「
良
秀
」
に
「
よ
し
ひ
で
」
と
い
う
ル
ビ
を
ふ
っ
た
こ
と
か
ら
、
近

代
の
読
者
が
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
を
読
む
際
に
も
、
良
秀
と
聞
け
ば
狩
衣
・
烏
帽
子
姿
の
老
人
「
よ
し
ひ
で
」
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
よ
う

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う8

。

家
は
勿
論
、
妻
子
す
ら
顧
み
ず
に
絵
師
と
し
て
の
上
達
を
求
め
た
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
良
秀
の
在
り
方
は
、
地
獄
絵
の
完
成
の
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た
め
に
最
愛
の
娘
を
犠
牲
に
し
た
「
地
獄
変
」
の
良
秀
に
通
じ
る
と
こ
ろ
は
あ
る
。
し
か
し
、
火
事
は
偶
発
的
な
も
の
で
あ
る
し
、
妻

子
を
含
め
死
者
が
出
た
と
い
う
記
述
は
な
い
。

一
方
、「
地
獄
変
」
の
場
合
は
、
絵
の
完
成
の
た
め
に
人
間
の
命
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
を
願
い
出
た
の
は
、
他
な
ら
ぬ
良
秀
自
身
で

あ
る
。「
十
五
」
で
良
秀
は
大
殿
に
「
ど
う
か
檳
榔
毛
の
車
を
一
輛
、
私
の
見
て
ゐ
る
前
で
、
火
を
か
け
て
頂
き
た
う
ご
ざ
い
ま
す
る
。

さ
う
し
て
も
し
出
来
ま
す
る
な
ら
ば
─
─
」
と
上
申
す
る
。
そ
れ
に
対
し
、
大
殿
が
「
檳
榔
毛
の
車
に
も
火
を
か
け
よ
う
。
又
そ
の
中

に
は
あ
で
や
か
な
女
を
一
人
、
上
臈
の
装
ひ
を
さ
せ
て
乗
せ
て
遣
は
さ
う
」
と
応
じ
た
の
は
、
良
秀
が
言
葉
を
濁
し
た
部
分
を
忖
度
し

て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
、
恐
ら
く
大
殿
は
良
秀
の
娘
を
焼
き
殺
す
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
娘
に
対

す
る
「
か
な
は
ぬ
恋
の
恨
み
」
に
端
を
発
し
て
い
た
こ
と
が
、
最
終
章
に
あ
た
る
「
二
十
」
で
仄
め
か
さ
れ
る
。

で
は
、
良
秀
に
と
っ
て
こ
れ
は
想
定
外
の
事
態
で
あ
っ
た
の
か
と
言
え
ば
、
そ
う
と
も
言
い
切
れ
な
い
節
が
あ
る
。
何
故
な
ら
、

良
秀
が
「
地
獄
変
の
屏
風
」
に
着
手
し
て
間
も
な
い
「
八
」
章
の
時
点
で
、
仮
眠
中
の
彼
は
次
の
よ
う
な
不
気
味
な
寝
言
を
呟
い
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。「
な
に
、
己
に
来
い
と
云
ふ
の
だ
な
。
─
─
ど
こ
へ
─
─
ど
こ
へ
来
い
と
？　

奈
落
へ
来
い
。
炎
熱
地
獄
へ
来
い
。

─
─
誰
だ
。
さ
う
云
ふ
貴
様
は
。
─
─
貴
様
は
誰
だ
─
─
誰
だ
と
思
つ
た
ら
」「
誰
だ
と
思
つ
た
ら
─
─
う
ん
、
貴
様
だ
な
。
己
も
貴

様
だ
ら
う
と
思
つ
て
ゐ
た
。
な
に
、
迎
へ
に
来
た
と
？　

だ
か
ら
来
い
。
奈
落
へ
来
い
。
奈
落
に
は
─
─
奈
落
に
は
己
の
娘
が
待
つ
て

ゐ
る
」。「
貴
様
」
が
何
者
を
指
す
か
は
諸
説
あ
る
が
、
良
秀
父
娘
が
〈
地
獄
〉
へ
墜
ち
る
原
因
を
作
っ
た
大
殿
で
あ
る
と
い
う
解
釈
が

一
般
的
な
よ
う
で
あ
る
。
良
秀
は
自
分
と
娘
─
─
恐
ら
く
は
大
殿
も
─
─
が
〈
炎
熱
地
獄
〉
に
墜
ち
る
運
命
に
あ
る
こ
と
を
、
意
識
的

で
あ
れ
無
意
識
的
で
あ
れ
、
覚
悟
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
続
編
「
邪
宗
門
」（
前
出
）
の
「
一
」
で
は
、
良
秀
父
娘
が
〈
地

獄
〉
か
ら
堀
川
の
大
殿
を
迎
え
に
来
る
。

中
で
も
殊
に
空
恐
ろ
し
く
思
わ
れ
た
の
は
、
あ
る
女
房
の
夢
枕
に
、
良
秀
の
娘
の
乗
つ
た
や
う
な
、
炎
々
と
火
の
燃
え
し
き
る
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車
が
一
輛
、
人
面
の
獣
に
曳
か
れ
な
が
ら
、
天
か
ら
下
り
て
来
た
と
思
い
ま
す
と
、
そ
の
車
の
中
か
ら
や
さ
し
い
声
が
し
て
、「
大

殿
様
を
こ
れ
へ
御
迎
え
申
せ
。」
と
、
呼
ば
わ
つ
た
さ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
時
、
そ
の
人
面
の
獣
が
怪
し
く
唸
つ
て
、
頭
を

上
げ
た
の
を
眺
め
ま
す
と
、
夢
現
の
暗
の
中
に
も
、
唇
が
生
々
し
く
赤
か
つ
た
の
で
、
思
は
ず
金
切
声
を
あ
げ
な
が
ら
、
そ
の

声
で
や
つ
と
我
に
返
り
ま
し
た
が
、
総
身
は
び
つ
し
ょ
り
冷
汗
で
、
胸
さ
へ
ま
る
で
早
鐘
を
つ
く
や
う
に
躍
つ
て
ゐ
た
と
か
申

し
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
間
も
な
く
、大
殿
は
高
熱
を
出
し
て
悶
死
す
る
。「
地
獄
変
」
の
「
八
」
で
睡
眠
中
の
良
秀
が
口
に
し
た
不
気
味
な
予
言
は
、

「
邪
宗
門
」
に
お
い
て
成
就
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
人
面
の
獣
」
の
「
唇
ば
か
り
が 

生
々
し
く
赤
か
つ
た
」
の
は
、「
地
獄
変
」
の
「
二
」
で
良
秀
の
面
相
が
「
何
故
か
年
よ
り
ら
し

く
も
な
く
、
唇
の
目
立
つ
て
赤
い
の
が
、
そ
の
上
に
又
気
味
の
悪
い
、
如
何
に
も
獣
め
い
た
心
も
ち
を
起
さ
せ
た
」
と
い
う
記
述
と
符

合
す
る
。
ま
た
、
良
秀
を
「
画
の
為
に
は
親
子
の
情
愛
も
忘
れ
て
し
ま
ふ
、
人
面
獣
心
の
曲
者
」
と
罵
る
者
が
い
た
と
い
う
「
二
十
」

の
記
述
を
鑑
み
る
に
、
死
し
て
「
人
面
の
獣
」
に
転
生
す
る
運
命
を
、
芥
川
は
予
め
決
定
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

良
秀
は
地
獄
変
屏
風
が
完
成
し
、
開
帳
し
た
翌
日
に
自
ら
縊
死
す
る
が
、
こ
う
し
た
運
命
は
、「
地
獄
変
」
の
典
拠
の
一
つ
と
さ
れ

る
『
古
今
著
聞
集
』
巻
一
一
「
画
図
」
第
一
六
―
三
八
七
話
「
巨
勢
弘
高
、
地
獄
変
の
屏
風
並
び
に
千
体
不
動
尊
を
書
く
事
」
を
踏
ま

え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。「
地
獄
変
の
屏
風
」
に
関
す
る
部
分
の
み
を
抜
き
出
し
て
引
用
す
る
。

弘
高
、
地
獄
変
の
屏
風
を
書
け
る
に
、
楼
の
上
よ
り
鉾
を
さ
し
お
ろ
し
て
、
人
を
さ
し
た
る
鬼
を
書
き
た
り
け
る
が
、
殊
に
魂

入
り
て
見
え
け
る
と
、
み
づ
か
ら
い
ひ
け
る
は
、
お
そ
ら
く
は
我
運
命
つ
き
ぬ
と
、
は
た
し
て
い
く
程
な
く
て
う
せ
に
け
り
。

弘
高
（
広
高
）
の
死
因
は
自
殺
で
は
な
い
が
、「
地
獄
変
の
屏
風
」
を
描
き
上
げ
た
直
後
に
亡
く
な
っ
て
い
る
点
で
良
秀
と
共
通
す
る
。

ま
た
、「
地
獄
変
」
の
「
四
」
に
は
、
良
秀
に
似
絵
を
描
か
れ
た
女
房
た
ち
は
「
三
年
と
尽
た
た
な
い
中
に
、
皆
魂
の
抜
け
た
や
う
な
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病
気
に
な
つ
て
、
死
ん
だ
」
と
い
う
宮
中
の
噂
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
も
、
入
魂
の
画
が
人
間
の
魂
を
削
る
と
い
う
巨
勢
広

高
の
逸
話
の
、
作
者
と
モ
デ
ル
と
を
反
転
さ
せ
た
も
の
と
言
い
得
る
。

さ
ら
に
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
三
一
の
四
「
絵
師
巨
勢
広
高
、
出
家
し
て
還
俗
せ
し
語
」
に
、
長
楽
寺
の
壁
板
に
描
い
た
地
獄
図
が

素
晴
ら
し
く
、
都
の
評
判
に
な
っ
た
と
い
う
話
が
見
え
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
巨
勢
広
高
は
僧
だ
っ
た
が
、
帝
が
画
師
と
し
て
抱
え
る

上
で
出
家
者
で
は
不
都
合
だ
と
判
断
し
、
強
制
的
に
還
俗
さ
せ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
を
不
本
意
と
す
る
広
高
を
長
楽
寺
に
監
禁
し
、
髪

を
伸
ば
さ
せ
る
。
監
禁
生
活
の
中
で
暇
つ
ぶ
し
に
描
い
た
の
が
、
地
獄
絵
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
話
に
出
て
来
る
地
獄
変
相
図
は
壁

画
で
あ
っ
て
屏
風
画
で
は
な
い
が
、
権
力
者
の
理
不
尽
な
仕
打
ち
の
副
産
物
と
し
て
地
獄
絵
の
傑
作
が
生
ま
れ
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に

お
い
て
「
地
獄
変
」
と
も
共
通
す
る
。

「
地
獄
変
」
は
仏
絵
師
を
主
人
公
に
し
て
い
る
だ
け
に
、
芥
川
も
平
安
時
代
の
仏
教
美
術
に
関
し
て
調
査
し
た
痕
跡
が
見
ら
れ
る
。

そ
の
成
果
を
最
も
よ
く
示
す
箇
所
を
「
四
」
章
か
ら
引
用
す
る
。

川
成
と
か
金
岡
と
か
、
そ
の
外
昔
の
名
匠
の
筆
に
な
つ
た
物
と
申
し
ま
す
と
、
や
れ
板
戸
の
梅
の
花
が
、
月
の
夜
毎
に
匂
つ
た
の
、

や
れ
屏
風
の
大
宮
人
が
、
笛
を
吹
く
音
さ
へ
聞
え
た
の
と
、
優
美
な
噂
が
立
つ
て
ゐ
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
良
秀
の
絵
に

な
り
ま
す
と
、
何
時
で
も
必
ず
気
味
の
悪
い
、
妙
な
評
判
だ
け
し
か
伝
は
り
ま
せ
ん
。
譬
へ
ば
あ
の
男
が
龍
蓋
寺
の
門
へ
描
き

ま
し
た
、
五
趣
生
死
の
絵
に
致
し
ま
し
て
も
、
夜
更
け
て
門
の
下
を
通
り
ま
す
と
、
天
人
の
嘆
息
を
つ
く
音
や
啜
り
泣
き
を
す

る
声
が
、
聞
え
た
と
申
す
事
で
ご
ざ
い
ま
す
。
い
や
、
中
に
は
死
人
の
腐
つ
て
行
く
臭
気
を
、
嗅
い
だ
と
申
す
も
の
さ
へ
ご
ざ

い
ま
し
た
。

川
成
・
金
岡
は
そ
れ
ぞ
れ
、
百
済
川
成
・
巨
勢
金
岡
を
指
す
。
作
中
で
は
良
秀
と
対
照
的
な
「
優
美
な
噂
」
を
持
つ
絵
師
と
し
て

名
前
が
挙
げ
ら
れ
た
二
人
で
は
あ
る
が
、実
は
そ
れ
ぞ
れ
「
気
味
の
悪
い
、妙
な
評
判
」
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
ま
ず
川
成
で
あ
る
が
、『
今
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昔
物
語
集
』
巻
二
四
「
百
濟
川
成
、
飛
彈
の
工
と
挑
み
た
る
語
第
五
」
に
よ
れ
ば
、
彼
の
家
に
招
待
さ
れ
た
飛
騨
の
名
工
が
「
廊
の
有

る
遣
戸
を
引
開
た
れ
ば
、
大
き
な
る
人
の
黒
み
脹
臭
（
ふ
く
れ
く
さ
り
）
た
る
臥
せ
り
。
臭
き
事
鼻
に
入
様
也
」
と
い
う
状
況
で
驚
愕

す
る
が
、
そ
れ
は
実
は
川
成
が
障
子
に
描
い
た
「
死
人
の
形
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
川
成
が
描
い
た
の
は
、「
九
相
詩
絵
巻
」
で
い
う

と
こ
ろ
の
「
肪
張
相
」
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
死
臭
が
し
た
の
は
、
卓
越
し
た
画
力
が
喚
起
し
た
心
理
的
な
も
の
で
あ
っ
た
、
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
大
和
絵
の
確
立
者
と
さ
れ
る
巨
勢
金
岡
に
も
、
彼
が
壁
に
描
い
た
馬
が
夜
な
夜
な
壁
を
抜
け
出
て

田
畑
を
荒
ら
し
た
の
で
、馬
の
目
を
削
る
と
怪
事
が
止
ん
だ
と
い
う
話
が
、『
古
今
著
聞
集
』
巻
一
一
「
画
図
」
第
一
六
―
三
八
五
話
「
仁

和
寺
御
室
に
金
岡
が
画
け
る
馬
、近
辺
の
田
を
食
ふ
事
」と
し
て
伝
わ
る
。
こ
う
し
た『
今
昔
物
語
集
』『
古
今
著
聞
集
』所
収
の
逸
話
が
、

芥
川
の
眼
に
触
れ
て
い
な
い
と
は
考
え
に
く
い
。
む
し
ろ
、
良
秀
が
絵
に
描
い
た
も
の
が
夜
中
に
生
命
を
持
つ
・
死
臭
を
放
つ
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
の
ソ
ー
ス
は
こ
の
二
つ
の
逸
話
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
川
成
・
金
岡
の
名
前
を
挙
げ
な
が
ら
巨
勢
弘
高
の
名
前
は
挙
げ
て

い
な
い
件
も
含
め
、
芥
川
は
自
ら
の
知
識
を
衒
学
的
に
開
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
せ
て
、
そ
の
実
、
典
拠
を
読
者
に
容
易
に
悟
ら
せ
な

い
た
め
の
様
々
な
情
報
操
作
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
良
秀
が
龍
蓋
寺
の
門
へ
描
い
た
と
い
う
「
五
趣
生
死
の
絵
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
初
出
で
は
「
五
種
生
死
」
と
誤

記
さ
れ
て
い
る
。「
七
」
章
で
も
同
様
の
誤
記
が
あ
り
、「
十
二
」
章
で
「
五
趣
生
死
」
に
改
め
ら
れ
、
単
行
本
所
収
時
に
「
四
」「
七
」

章
の
誤
記
も
訂
正
さ
れ
た
。「
地
獄
変
」の
自
筆
原
稿
は
、倉
敷
市
が
所
蔵
す
る
冒
頭
部
二
枚
を
除
き
現
存
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

誤
記
の
責
任
が
芥
川
・
印
刷
所
い
ず
れ
に
あ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

「
五
趣
生
死
の
絵
」と
は「
五
趣
生
死
輪
図
」の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
無
常
大
鬼
と
呼
ば
れ
る
鬼
が
車
輪
を
持
ち
、輪
の
中
に
地
獄
・
餓
鬼
・

畜
生
・
人
間
・
天
上
の
「
五
趣
」（
五
道
）
の
様
子
を
描
き
、
そ
の
輪
の
周
囲
に
有
・
生
・
老
・
死
な
ど
の
一
二
因
縁
・
一
八
種
を
示

す
絵
柄
を
配
置
す
る
の
が
基
本
の
よ
う
で
あ
る
。
大
江
親
通『
七
大
寺
巡
礼
私
記
』（
平
安
時
代
末=

一
二
世
紀
初
頭
）に
、興
福
寺（
奈
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良
）
の
中
門
に
五
趣
生
死
輪
図
ら
し
き
絵
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
と
の
記
録
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
以
外
の
作
例
は
見
当
た
ら
ず
、
江

戸
時
代
末
期
以
降
に
、
紙
本
と
し
て
流
布
し
た
と
い
う
。
勿
論
、
龍
蓋
寺
（
奈
良
県
高
市
郡
明
日
香
村
に
あ
る
真
言
宗
豊
山
派
の
寺
院
・

岡
寺
の
別
称
）
の
門
に
五
趣
生
死
輪
図
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
記
録
は
な
い
。
ま
た
、「
地
獄
変
」
の
「
七
」
に
は
「
龍
蓋
寺
の

五
趣
生
死
の
図
を
描
き
ま
し
た
時
な
ど
は
、
当
り
前
の
人
間
な
ら
、
わ
ざ
と
眼
を
外
そ
ら
せ
て
行
く
あ
の
往
来
の
屍
骸
の
前
へ
、
悠
々

と
腰
を
下
し
て
、
半
ば
腐
れ
か
か
つ
た
顔
や
手
足
を
、
髪
の
毛
一
す
ぢ
も
違
へ
ず
に
、
写
し
て
参
つ
た
事
が
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
あ
る
。

同
図
が
「
信
徒
に
因
果
応
報
の
理
を
教
え
、
生
死
の
苦
を
悟
ら
せ
る
た
め
」9

に
寺
院
の
門
に
掲
げ
ら
れ
る
と
い
う
主
旨
に
照
ら
せ
ば
、

写
実
的
で
生
々
し
い
〈
死
〉
の
図
像
化
を
行
う
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
が
、
明
治
期
以
降
の
「
五
趣
生
死
輪
図
」
を
幾
つ
か
参
照
す
る
限

り
で
は
、
五
道
・
一
二
因
縁
の
表
現
は
や
や
簡
略
化
あ
る
い
は
抽
象
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
時
点
で
良
秀
は
地
獄
を
図
像
化
し

て
い
る
筈
だ
が
、
そ
の
こ
と
に
関
す
る
言
及
も
な
い
。「
四
」
に
あ
る
「
天
人
の
嘆
息
を
つ
く
音
や
啜
り
泣
き
を
す
る
声
」「
死
人
の
腐

つ
て
行
く
臭
気
」
と
い
う
記
述
と
併
せ
て
考
え
る
と
、芥
川
は
「
五
趣
生
死
輪
図
」
と
い
う
よ
り
も
、む
し
ろ
「
天
人
五
衰
図
」
か
「
九

相
図
」
の
よ
う
な
も
の
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

良
秀
が
描
い
た
「
地
獄
変
の
屏
風
」
で
あ
る
が
、「
六
」
の
ほ
ぼ
全
体
を
使
い
切
っ
て
、
具
体
的
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

一
部
を
引
用
す
る
。

そ
れ
は
一
帖
の
屏
風
の
片
隅
へ
、
小
さ
く
十
王
を
始
め
眷
属
の
姿
を
描
い
て
、
あ
と
は
一
面
に
紅
蓮
大
紅
蓮
の
猛
火
が
剣
山
刀

樹
も
爛
れ
る
か
と
思
ふ
程
渦
を
巻
い
て
居
り
ま
し
た
。（
中
略
）

が
、
そ
の
中
で
も
殊
に
一
つ
目
立
つ
て
凄
ま
じ
く
見
え
る
の
は
、
ま
る
で
獣
の
牙
の
や
う
な
刀
樹
の
頂
き
を
半
ば
か
す
め
て
（
そ

の
刀
樹
の
梢
に
も
、
多
く
の
亡
者
が
累
々
と
、
五
体
を
貫
ぬ
か
れ
て
居
り
ま
し
た
が
）
中
空
か
ら
落
ち
て
来
る
一
輛
の
牛
車
で

ご
ざ
い
ま
せ
う
。
地
獄
の
風
に
吹
き
上
げ
ら
れ
た
、
そ
の
車
の
簾
の
中
に
は
、
女
御
、
更
衣
に
も
ま
が
ふ
ば
か
り
、
綺
羅
び
や
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か
に
装
つ
た
女
房
が
、
丈
の
黒
髪
を
炎
の
中
に
な
び
か
せ
て
、
白
い
頸
を
反
ら
せ
な
が
ら
、
悶
え
苦
し
ん
で
居
り
ま
す
が
、
そ

の
女
房
の
姿
と
申
し
、
又
燃
え
し
き
つ
て
ゐ
る
牛
車
と
申
し
、
何
一
つ
と
し
て
炎
熱
地
獄
の
責
苦
を
偲
ば
せ
な
い
も
の
は
ご
ざ

い
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
「
十
王
信
仰
」
に
基
づ
く
「
十
王
図
（
十
王
地
獄
図
）」
と
呼
ば
れ
る
様
式
で
あ
る
。
仏
教
が
中
国
で
マ
ニ
教
や
道
教
と
混

交
し
て
い
く
中
で
『
閻
羅
王
授
記
四
衆
逆
修
生
七
往
生
浄
土
経
』
等
の
経
典
が
生
ま
れ
、
平
安
中
頃
に
日
本
に
渡
り
、『
地
蔵
菩
薩
発

心
因
縁
十
王
経
』
が
作
ら
れ
た
。「
地
獄
変
」
の
中
で
は
「
十
王
」
と
い
う
言
葉
は
「
十
八
」
に
も
見
え
る
。
愛
娘
が
焼
け
死
ん
で
い

く
の
を
見
守
る
良
秀
が
当
初
浮
か
べ
て
い
た
苦
悶
の
表
情
を
、
語
り
手
は
「
首
を
刎
は
ね
ら
れ
る
前
の
盗
人
で
も
、
乃
至
は
十
王
の
庁

へ
引
き
出
さ
れ
た
、十
逆
五
悪
の
罪
人
で
も
、あ
ゝ
ま
で
苦
し
さ
う
な
顔
を
致
し
ま
す
ま
い
」と
表
現
し
て
い
る
。
た
だ
し
、「
十
逆
五
悪
」

と
あ
る
の
は
「
十
悪
五
逆
」
の
誤
記
で
あ
ろ
う
。

清
涼
殿
で
は
平
安
時
代
中
期
に
あ
た
る
八
三
〇
年
頃
か
ら
、
仏
名
会
で
正
面
に
仏
を
描
い
た
曼
荼
羅
を
置
き
、
反
対
側
に
七
間
に

及
ぶ
地
獄
変
屏
風
を
立
て
る
慣
習
が
で
き
、
清
少
納
言
『
枕
草
子
』（
九
九
五
年
頃
の
成
立
と
さ
れ
る
）
等
に
そ
の
記
録
が
見
ら
れ
る
。

一
方
、
十
王
信
仰
が
広
く
浸
透
し
た
の
は
平
安
末
頃
の
こ
と
で
あ
り
、
地
獄
絵
と
融
合
し
た
形
で
画
題
に
な
る
の
は
鎌
倉
時
代
以
降
の

こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る10

。
つ
ま
り
、
良
秀
の
「
地
獄
変
の
屏
風
」
の
様
式
は
、
時
代
的
に
は
や
や
早
す
ぎ
る
よ
う
だ
。

「
地
獄
変
」
お
よ
び
「
邪
宗
門
」
に
は
「
横
川
の
僧
都
」
と
呼
ば
れ
る
人
物
が
登
場
す
る
。
同
名
の
僧
侶
は
「
源
氏
物
語
」
の
宇
治

十
帖
に
も
登
場
し
、
そ
の
モ
デ
ル
は
恵
心
僧
都
（
源
信
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
源
信
は
前
出
の
巨
勢
広
高
と
平
安
中
期
（
一
〇
世
紀
末

～
一
一
世
紀
初
頭
）
の
同
世
代
人
で
あ
り
、
広
高
が
宋
の
人
の
依
頼
に
よ
り
源
信
像
を
制
作
し
た
と
い
う
話
が
『
源
信
伝
』
に
見
え
る

と
い
う
。「
地
獄
変
」
に
お
け
る
「
横
川
の
僧
都
」
は
、「
三
」
で
は
良
秀
に
行
状
を
戯
画
化
さ
れ
て
以
来
「
魔
障
に
で
も
御
遇
ひ
に
な

つ
た
や
う
に
、
顔
の
色
を
変
へ
て
、
御
憎
み
遊
ば
し
」
た
が
、「
二
十
」
で
は
良
秀
の
「
地
獄
変
の
屏
風
」
を
認
め
る
。
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所
が
そ
の
後
一
月
ば
か
り
経
た
つ
て
、
愈
々
地
獄
変
の
屏
風
が
出
来
上
り
ま
す
と
良
秀
は
早
速
そ
れ
を
御
邸
へ
持
つ
て
出
て
、

恭
し
く
大
殿
様
の
御
覧
に
供
へ
ま
し
た
。
丁
度
そ
の
時
は
僧
都
様
も
御
居
合
は
せ
に
な
り
ま
し
た
が
、
屏
風
の
画
を
一
目
御
覧

に
な
り
ま
す
と
、
流
石
に
あ
の
一
帖
の
天
地
に
吹
き
荒
す
さ
ん
で
ゐ
る
火
の
嵐
の
恐
し
さ
に
御
驚
き
な
す
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま

せ
う
。
そ
れ
ま
で
は
苦
い
顔
を
な
さ
り
な
が
ら
、
良
秀
の
方
を
じ
ろ
〳
〵
睨
め
つ
け
て
い
ら
し
つ
た
の
が
、
思
は
ず
知
ら
ず
膝

を
打
つ
て
、「
出
か
し
居
つ
た
」
と
仰
有
い
ま
し
た
。

仮
に
「
横
川
の
僧
都
」
の
モ
デ
ル
を
源
信
と
す
る
と
、
良
秀
の
「
地
獄
変
の
屏
風
」
は
、『
往
生
要
集
』
を
纏
め
た
〈
地
獄
〉
に
関

す
る
最
高
権
威
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
良
秀
の
画
は
単
に
美
術
品
と
し
て
の
価
値
を
有
し
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、

仏
教
的
な
価
値
観
に
照
ら
し
て
も
逸
品
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
良
秀
」
と
い
う
名
前
が
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
登
場
す
る
同
名
の
仏
絵
師
か
ら
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に

述
べ
た
。
こ
の
良
秀
は
、
火
事
に
際
し
て
作
業
途
中
の
仏
画
を
惜
し
げ
も
な
く
見
捨
て
て
、「
こ
の
道
を
立
て
て
世
に
あ
ら
ん
に
は
、

仏
だ
に
よ
く
か
き
た
て
ま
つ
ら
ば
、
百
千
の
家
も
い
で
き
な
ん
」
と
う
そ
ぶ
く
人
物
で
あ
る
。
仏
画
を
「
百
千
の
家
」
と
い
う
経
済
的

価
値
に
置
き
換
え
る
思
考
は
極
め
て
実
利
主
義
的
で
あ
り
、「
こ
の
道
を
立
て
て
世
に
あ
ら
ん
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
現
世
的
な
成

功
を
追
及
す
る
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
宗
教
あ
る
い
は
芸
術
と
い
う
、
現
実
を
超
え
た
観
念
的
な
も
の
に
対
す
る
信
仰

心
が
希
薄
で
あ
る
。

仏
画
を
経
済
的
価
値
に
置
き
換
え
る
こ
と
─
─
い
わ
ば
売
り
モ
ノ
と
し
て
扱
う
精
神
構
造
は
、
芥
川
の
「
羅
生
門
」
の
次
の
よ
う

な
一
節
を
想
起
さ
せ
る
。

旧
記
に
よ
る
と
、仏
像
や
仏
具
を
打
砕
い
て
、そ
の
丹
が
つ
い
た
り
、金
銀
の
箔
が
つ
い
た
り
し
た
木
を
、路
ば
た
に
つ
み
重
ね
て
、

薪
の
料
に
売
つ
て
ゐ
た
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
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こ
こ
で
い
う
「
旧
記
」
と
は
鴨
長
明
『
方
丈
記
』
で
あ
り
、典
拠
で
は
「
あ
や
し
き
事
は
、薪
の
中
に
、赤
き
丹
付
き
、箔
な
ど
所
々

に
見
ゆ
る
木
、
あ
ひ
混
じ
は
り
け
る
を
尋
ぬ
れ
ば
、
す
べ
き
方
な
き
も
の
、
古
寺
に
至
り
て
仏
を
盗
み
、
堂
の
物
の
具
を
破
り
取
り
て
、

割
り
砕
け
る
な
り
け
り
。
濁
悪
世
に
し
も
生
ま
れ
あ
ひ
て
、
か
か
る
心
憂
き
わ
ざ
を
な
ん
見
侍
り
し
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題

に
し
た
い
の
は
、
芥
川
が
作
品
の
時
代
背
景
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
直
接
の
典
拠
で
あ
る
『
今
昔
物
語
集
』
以
外
の
文
献
を
わ
ざ

わ
ざ
引
用
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、〈
仏
教
〉
が
〈
経
済
〉
に
置
き
換
え
ら
れ
て
し
ま
う
状
況
こ
そ
が
〈
末
法
の
世
〉

で
あ
り
「
心
憂
き
」
も
の
で
あ
る
と
す
る
鴨
長
明
の
価
値
観
を
、
芥
川
も
ま
た
共
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
仏
像
や
仏
具
の
中
に
あ

る
、
本
来
は
経
済
的
価
値
に
還
元
し
得
な
い
精
神
性
と
い
っ
た
も
の
を
、
芥
川
は
認
め
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
逆
説
的
に
示
し
た
の
が

「
羅
生
門
」
と
い
う
作
品
で
あ
っ
た
と
も
言
い
得
る
の
で
あ
る
。

「
羅
生
門
」
に
お
い
て
、
京
の
人
々
が
現
世
的
な
利
益
の
た
め
に
仏
像
や
仏
具
を
燃
や
し
て
顧
み
な
か
っ
た
よ
う
に
、『
宇
治
拾
遺

物
語
』
の
良
秀
も
ま
た
、
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
を
前
に
し
て
、
経
済
的
な
還
元
率
の
低
い
過
去
の
仏
画
を
燃
や
す
こ
と
を
惜
し

ま
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
芥
川
が
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
良
秀
に
自
ら
が
理
想
と
す
る
〈
芸
術
至
上
主
義
〉
者
の
姿
を
見
て

「
地
獄
変
」
の
主
人
公
の
モ
デ
ル
に
し
た
と
す
る
、
一
般
的
な
理
解
が
疑
問
に
思
え
て
く
る
。

「
地
獄
変
」
の
良
秀
は
、
最
愛
の
娘
と
、
自
ら
の
生
命
と
を
文
字
通
り
の
意
味
で
燃
焼
さ
せ
て
、
一
世
一
代
の
仏
画
を
残
し
た
。
そ

こ
に
は
芸
術
の
達
成
を
経
済
的
成
功
に
還
元
し
よ
う
と
い
う
打
算
は
な
く
、
名
声
を
得
て
「
こ
の
道
を
立
て
て
世
に
あ
ら
ん
」
と
す
る

「
道
」
を
自
ら
の
死
に
よ
っ
て
閉
ざ
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
墓
所
は
「
と
う
の
昔
誰
の
墓
と
も
知
れ
な
い
や
う
に
、
苔
蒸
て
ゐ
る
」。

つ
ま
り
、「
地
獄
変
」
の
良
秀
の
生
き
方
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
良
秀
の
そ
れ
と
は
対
照
的
な
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
〈
経
済
的
価

値
に
還
元
し
得
な
い
何
か
〉
─
─
そ
れ
は
理
念
や
理
想
と
い
っ
た
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
宗
教
や
芸
術
に
対
す
る
純
粋
な
信
仰

な
の
か
も
し
れ
な
い
─
─
を
高
み
に
置
く
、
芥
川
の
価
値
観
が
覗
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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三　
「
蜘
蛛
の
糸
」
に
お
け
る
〈
地
獄
〉
と
〈
極
楽
〉
の
表
象

「
蜘
蛛
の
糸
」（『
赤
い
鳥
』
一
九
一
八
・
七
）
は
、
芥
川
龍
之
介
が
最
初
に
手
掛
け
た
児
童
文
学
で
あ
り
、
最
も
人
口
に
膾
炙
し
た

芥
川
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。
梗
概
を
示
す
。

あ
る
日
、
お
釈
迦
様
が
極
楽
の
蓮
池
の
ふ
ち
を
歩
い
て
い
る
と
、
池
の
水
面
か
ら
地
獄
の
光
景
が
見
え
た
。
責
め
苦
を
受
け
て
い

る
罪
人
達
の
中
に
、
犍
陀
多
と
い
う
大
泥
棒
の
姿
も
あ
っ
た
。
犍
陀
多
に
は
過
去
に
た
っ
た
一
度
だ
け
、
蜘
蛛
を
踏
み
殺
さ
ず
に
助
け

て
や
っ
た
と
い
う
善
行
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
お
釈
迦
様
は
極
楽
の
蜘
蛛
の
糸
を
一
本
と
っ
て
、
地
獄
の
底
の
犍
陀
多
の
前
に
垂
ら
す
。

犍
陀
多
は
そ
の
糸
を
一
生
懸
命
に
登
る
が
、
ふ
と
振
り
返
る
と
、
無
数
の
罪
人
た
ち
が
糸
を
辿
っ
て
登
っ
て
く
る
の
が
見
え
た
。
罪
人

達
の
重
さ
で
細
い
蜘
蛛
の
糸
が
切
れ
る
の
を
恐
れ
た
犍
陀
多
が
、
彼
ら
を
恫
喝
し
た
瞬
間
、
糸
は
切
れ
て
、
犍
陀
多
達
は
再
び
地
獄
に

落
ち
て
い
く
。
…
一
部
始
終
を
見
届
け
た
お
釈
迦
様
は
、
悲
し
げ
な
顔
を
し
な
が
ら
、
ま
た
歩
き
始
め
る
。

小
学
校
の
国
語
や
道
徳
の
教
材
と
し
て
、
あ
る
い
は
絵
本
・
演
劇
・
人
形
劇
・
ア
ニ
メ
な
ど
を
通
じ
、
児
童
の
眼
に
触
れ
る
機
会

が
現
在
で
も
多
い
作
品
で
あ
り
、
救
済
者
と
し
て
の
「
お
釈
迦
様
」
や
仏
教
的
な
〈
地
獄
〉
の
イ
メ
ー
ジ
を
現
代
社
会
に
再
生
産
し
続

け
て
い
る
。

『
赤
い
鳥
』
創
刊
号
に
「
創
作
童
話
」
と
し
て
発
表
さ
れ
た
が
、
釈
宗
演
校
閲
・
鈴
木
貞
太
郎
（
大
拙
）
訳
述
『
因
果
の
小
車
』（
長

谷
川
商
店
、
明
治
三
一
・
九
）
所
収
の
「
蜘
蛛
の
糸
」
を
典
拠
と
す
る
こ
と
が
、
現
在
で
は
ほ
ぼ
定
説
に
な
っ
て
い
る
。
同
書
はPaul  

C
arus

『K
arm

a

』（
一
八
九
七
）
の
和
訳
本
で
、仏
教
説
話
風
の
創
作
短
篇
五
編
を
収
め
、「
蜘
蛛
の
糸
」
は
四
番
目
の
逸
話
に
あ
た
る
。

類
話
と
し
て
、
セ
ル
マ
・
ラ
ー
ゲ
ル
レ
ー
ブ
『
キ
リ
ス
ト
伝
説
集
』
中
の
一
篇
「our lord and saint peter

（
わ
が
主
と
ペ
ト
ロ
聖
者
）」

や
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
中
の
挿
話
「
一
本
の
葱
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
キ
リ
ス
ト
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教
圏
の
民
話
が
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
と
思
し
い
。

芥
川
自
身
が
生
前
に
知
人
に
語
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
横
須
賀
の
古
本
屋
で
立
ち
読
み
し
た
「
藍
色
の
和
本
」
の
中
か
ら
題
材

を
得
て
、
そ
の
時
に
「
犍
陀
多
」
と
い
う
人
名
だ
け
を
手
帖
に
書
き
留
め
た
が
、
書
名
は
失
念
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る11

。
こ
の
「
犍
陀

多
」
と
い
う
漢
字
は
、Kandaṭa

の
訳
語
と
し
て
鈴
木
大
拙
が
当
て
た
も
の
で
あ
り
、芥
川
版
「
蜘
蛛
の
糸
」
の
典
拠
が
『
因
果
の
小
車
』

所
収
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
有
力
な
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
も
定
説
に
従
い
、
ポ
ー
ル
・
ケ
ー
ラ
ス
著
・
鈴
木
大
拙
訳
の

「
蜘
蛛
の
糸
」
を
典
拠
と
呼
び
、
芥
川
龍
之
介
作
の
「
蜘
蛛
の
糸
」
と
区
別
す
る
。

ち
な
み
に
、「K

andaṭa
」
と
い
う
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
は
、『M

onier W
illiam

s Sanskrit-English D
ictionary

』
に
よ
れ
ば
「the 

w
hite esculent w

ater-lily

」、
す
な
わ
ち
「
白
い
睡
蓮
」
を
意
味
す
る12

。
蓮
と
睡
蓮
は
植
物
学
的
に
は
区
別
さ
れ
る
が
、
漢
語
の
仏
典

で
は
ど
ち
ら
も
「
蓮
華
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
の
で13

、「K
andaṭa

」
は
〈
白
い
蓮
華
〉
と
訳
す
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
芥
川
が
こ
の
語

義
を
知
っ
て
い
た
と
は
思
え
な
い
の
だ
が
、「
蜘
蛛
の
糸
」
で
は
〈
白
い
蓮
華
〉
が
極
め
て
印
象
的
に
描
か
れ
る
。

あ
る
日
の
事
で
ご
ざ
い
ま
す
。
御
釈
迦
様
は
極
楽
の
蓮
池
の
ふ
ち
を
、
独
り
で
ぶ
ら
ぶ
ら
御
歩
き
に
な
つ
て
い
ら
つ
し
や
い
ま

し
た
。
池
の
中
に
咲
い
て
ゐ
る
蓮
の
花
は
、
み
ん
な
玉
の
や
う
に
ま
つ
白
で
、
そ
の
ま
ん
中
に
あ
る
金
色
の
蕊
か
ら
は
、
何
と

も
云
へ
な
い
好
い
匂
が
、
絶
間
な
く
あ
た
り
へ
溢
れ
て
居
り
ま
す
。
極
楽
は
丁
度
朝
な
の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。

「
蜘
蛛
の
糸
」は
三
章
か
ら
成
り
、「
一
」「
三
」で
は
釈
迦
の
い
る〈
極
楽
〉の
光
景
が
描
か
れ
、「
二
」の
犍
陀
多
を
主
人
公
と
す
る〈
地

獄
〉
の
物
語
を
囲
い
込
む
構
成
を
取
る
。
右
に
引
用
し
た
の
は
冒
頭
文
で
あ
る
が
、〈
白
い
蓮
華
〉
は
結
び
の
文
章
に
も
現
れ
る
。

し
か
し
極
楽
の
蓮
池
の
蓮
は
、
少
し
も
そ
ん
な
事
に
は
頓
着
致
し
ま
せ
ん
。
そ
の
玉
の
や
う
な
白
い
花
は
、
御
釈
迦
様
の
御
足

の
ま
は
り
に
、
ゆ
ら
ゆ
ら
萼
を
動
か
し
て
、
そ
の
ま
ん
中
に
あ
る
金
色
の
蕊
か
ら
は
、
何
と
も
云
へ
な
い
好
い
匂
が
、
絶
間
な

く
あ
た
り
へ
溢
れ
て
居
り
ま
す
。
極
楽
も
も
う
午
に
近
く
な
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。
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こ
の
よ
う
に
、
冒
頭
部
の
文
章
が
部
分
的
に
反
復
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、〈
白
い
蓮
華
〉
が
薫
る
〈
極
楽
〉
の
場
面
は
、
実
は

典
拠
に
は
な
い
も
の
で
あ
る
。〈
極
楽
〉
の
支
配
者
は
そ
も
そ
も
釈
迦
で
は
な
く
阿
弥
陀
如
来
で
あ
り
、
ま
た
〈
地
獄
〉
は
衆
生
が
住

む
閻
浮
提
の
下
に
あ
る
も
の
で
、「
極
楽
の
蓮
池
の
下
は
、
丁
度
地
獄
の
底
に
當
つ
て
」
い
る
こ
と
な
ど
、
本
来
の
仏
教
的
世
界
観
・

宇
宙
観
に
照
ら
せ
ば
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、
釈
迦
が
「
極
楽
の
蓮
池
」
を
介
し
て
〈
地
獄
〉
で
苦
し
む
犍
陀
多
の
様
子
を
知

る
場
面
や
、
救
い
の
糸
を
「
白
蓮
の
間
か
ら
、
遙
か
下
に
あ
る
地
獄
へ
ま
つ
す
ぐ
に
お
下
ろ
し
」
に
な
る
と
い
っ
た
状
況
設
定
は
、
芥

川
の
創
作
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
芥
川
が
描
く
〈
極
楽
〉
は
随
分
と
寂
し
い
と
こ
ろ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
叙
景
の
対
象
が

「
蓮
池
」
に
限
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
と
比
べ
る
と
、
親
友
・
菊
池
寛
の
短
編
「
極
楽14

」（『
改
造
』
大
正
九
・
五
）
の
〈
極
楽
〉

像
の
ほ
う
が
遥
か
に
煌
び
や
か
だ
。

直
ぐ
眼
前
に
広
が
つ
て
居
る
の
は
、
七
宝
池
の
一
つ
に
違
な
か
つ
た
。
水
晶
を
溶
か
し
た
や
う
な
八
功
徳
水
が
、
岸
を
浸
し
て

湛
え
て
居
る
。
し
か
も
、
美
し
い
水
の
底
に
は
、
一
面
に
金
砂
が
敷
か
れ
て
、
降
り
そ
ゝ
ぐ
空
の
光
を
照
り
返
し
て
居
る
。
水

を
切
つ
て
、
車
輪
の
や
う
に
大
き
い
真
紅
や
雪
白
の
蓮
華
が
、
矗
々
と
生
え
て
居
る
。
水
に
蒞
ん
で
は
、
金
銀
瑠
璃
玻
璃
の
楼

閣
が
、
蜿
蜒
と
し
て
連
つ
て
居
る
。
楼
閣
を
め
ぐ
つ
て
は
、
珊
瑚
瑪
瑙
な
ど
の
宝
樹
が
、
七
重
に
並
ん
で
居
る
。
宝
樹
の
枝
か

ら
枝
へ
と
飛
び
交
う
て
居
る
、
色
々
様
々
な
諸
鳥
は
、
白
鵠
、
孔
雀
、
舎
利
、
伽
陵
頻
迦
、
共
命
な
ど
の
鳥
で
あ
ら
う
と
思
つ
た
。

「
蜘
蛛
の
糸
」
の
場
合
は
、児
童
向
け
と
い
う
制
約
か
ら
、難
解
な
漢
語
を
極
力
省
い
た
と
い
う
可
能
性
も
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、

子
供
が
喜
び
そ
う
な
宝
樹
や
諸
鳥
く
ら
い
は
描
い
て
も
良
さ
そ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
。そ
う
い
え
ば
、「
地
獄
変
」に
お
い
て
も〈
地
獄
〉

に
類
す
る
描
写
や
語
彙
は
豊
富
で
あ
っ
た
が
、〈
極
楽
〉に
関
す
る
語
彙
は
皆
無
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。あ
る
い
は
、芥
川
は〈
極

楽
〉
を
具
体
的
に
描
写
す
る
た
め
の
材
料
（
知
識
）
を
、あ
ま
り
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
裏
を
返
せ
ば
、芥
川
が
「
地
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獄
変
」「
蜘
蛛
の
糸
」
で
〈
地
獄
〉
を
詳
細
に
書
け
た
の
は
、
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
ソ
ー
ス
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
…
…
と

い
う
推
論
も
成
り
立
つ
が
、
こ
の
件
に
関
し
て
は
後
述
し
た
い
。

　

さ
て
、「
蜘
蛛
の
糸
」
に
お
け
る
〈
地
獄
〉
の
描
写
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
ち
ら
は
地
獄
の
底
の
血
の
池
で
、
ほ
か
の
罪
人
と
一
し
よ
に
、
浮
い
た
り
沈
ん
だ
り
し
て
い
た
犍
陀
多
で
ご
ざ
い
ま
す
。
何

し
ろ
ど
ち
ら
を
見
て
も
、
ま
つ
暗
で
、
た
ま
に
そ
の
暗
か
ら
ぼ
ん
や
り
浮
き
上
つ
て
ゐ
る
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
と
、
そ
れ

は
恐
し
い
針
の
山
の
針
が
光
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
心
細
さ
と
云
つ
た
ら
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
の
上
あ
た
り
は
墓
の

中
の
や
う
に
し
ん
と
静
ま
り
返
つ
て
、た
ま
に
聞
え
る
も
の
と
云
つ
て
は
、た
だ
罪
人
が
つ
く
微
な
嘆
息
ば
か
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
は
こ
こ
へ
落
ち
て
来
る
ほ
ど
の
人
間
は
、
も
う
さ
ま
ざ
ま
な
地
獄
の
責
苦
に
疲
れ
は
て
て
、
泣
声
を
出
す
力
さ
え
な
く
な

つ
て
ゐ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。

こ
こ
で
は
、
針
の
山
・
三
途
の
川
・
血
の
池
と
い
っ
た
、
日
本
人
に
馴
染
み
の
深
い
〈
地
獄
〉
の
風
景
が
描
か
れ
る
。
犍
陀
多
が

墜
ち
た
場
所
は
、
典
拠
で
は
「
地
獄
」
と
記
さ
れ
る
の
み
で
漠
然
と
し
て
い
た
が
、
こ
ち
ら
は
「
地
獄
の
底
の
血
の
池
」
に
設
定
さ
れ

て
い
る
。「
極
楽
の
蓮
池
」
と
の
対
照
性
を
意
識
し
た
選
択
で
あ
ろ
う
。
血
の
池
は
女
性
が
堕
ち
る
と
さ
れ
た
地
獄
で
あ
り
、
犍
陀
多

の
行
き
先
と
し
て
は
相
応
し
く
な
い
と
の
指
摘15

も
あ
る
が
、
地
獄
の
底
に
で
き
た
血
溜
り
の
中
に
犍
陀
多
を
始
め
と
す
る
罪
人
た
ち
が

浮
き
沈
み
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
も
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

「
蜘
蛛
の
糸
」
と
典
拠
の
最
も
大
き
な
違
い
の
一
つ
は
、
釈
迦
と
犍
陀
多
の
関
係
性
で
あ
る
。
典
拠
の
作
中
時
間
は
、
入
れ
替
え
可

能
な
「
或
日
」
で
は
な
く
、
釈
迦
（「
仏
陀
」
と
表
記
）
が
「
大
覚
の
位
に
昇
り
給
ひ
」
た
「
正
に
こ
れ
空
前
絶
後
の
時
節
」、
つ
ま
り

一
回
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
閻
浮
提
に
降
臨
し
た
釈
迦
の
放
つ
光
明
が
地
獄
の
底
ま
で
照
ら
す
の
を
見
た
犍
陀
多
は
、「
わ
れ
誠
に

罪
を
犯
し
た
れ
ど
も
正
道
の
道
を
踏
ま
ん
と
の
心
な
き
に
あ
ら
ず
（
中
略
）
世
尊
願
は
く
ば
吾
を
憐
れ
み
給
へ
」
と
叫
び
、釈
迦
は
「
地
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獄
の
中
に
悩
め
る
犍
陀
多
の
熱
望
を
聞
き
給
ひ
」
て
、
使
い
の
蜘
蛛
を
差
し
向
け
る
展
開
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
釈
迦
と
犍
陀

多
は
お
互
い
を
視
認
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、〈
声
＝
言
葉
〉
を
媒
介
に
す
る
こ
と
で
〈
双
方
向
〉
の
関
係
が
成
立
し
て
い
る
。
釈

迦
は
犍
陀
多
に
対
し
、「
一
切
の
我
執
を
脱
し
、貪
瞋
痴
の
三
毒（
稿
者
注
・
仏
教
に
お
い
て
克
服
す
べ
き
根
源
的
な
三
つ
の
煩
悩
。
貪
欲
・

怒
り
や
憎
し
み
・
真
理
を
見
失
う
こ
と
）
を
洗
ふ
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
永
劫
解
脱
の
期
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
の
訓
戒
を
与
え
、
使
い
の
蜘

蛛
に
は
「
糸
を
昇
り
て
昇
り
来
れ
」
と
言
わ
せ
て
い
る
。
最
終
的
に
犍
陀
多
は
、自
分
だ
け
助
か
ろ
う
と
い
う
「
貪
」
欲
と
、糸
を
辿
っ

て
き
た
罪
人
達
に
対
す
る
「
瞋
」
か
ら
、
真
理
を
見
失
う
「
痴
」
の
状
態
に
陥
っ
た
が
た
め
に
自
滅
す
る
の
は
芥
川
版
と
同
様
で
あ
る

が
、
こ
の
件
に
関
す
る
釈
迦
の
落
ち
度
は
殆
ど
な
く
、
む
し
ろ
犍
陀
多
の
自
業
自
得
で
あ
る
こ
と
が
読
者
に
了
解
さ
れ
や
す
い
構
成
に

な
っ
て
い
る
。

一
方
、「
蜘
蛛
の
糸
」
の
釈
迦
と
犍
陀
多
の
関
係
性
に
は
、
下
沢
勝
井
が
早
く
に
指
摘
し
た
よ
う
に
「
コ
ミ
ュ
ニ
ュ
ケ
ー
ト
（
対
話
）

の
欠
如
」
が
見
ら
れ
、
釈
迦
が
差
し
伸
べ
た
救
い
の
糸
も
、「
カ
ン
ダ
タ
に
と
っ
て
は
、
な
ん
の
因
果
関
係
も
感
じ
さ
せ
ら
れ
な
い
、

な
ぞ
解
き
の
よ
う
な
く
も
の
糸
と
な
」
っ
て
し
ま
っ
て
い
る16

。
犍
陀
多
は
最
後
ま
で
、
蜘
蛛
の
糸
が
自
分
の
前
に
垂
ら
さ
れ
た
こ
と
の

意
味
は
お
ろ
か
、
釈
迦
の
存
在
す
ら
認
識
し
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
「
蜘
蛛
の
糸
」
の
釈
迦
を
「
不
親
切
な
試
験
官
」17

と
す
る
捉
え
方
が
、
現
在
で
は
定
着
し
つ
つ
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、宮
坂
覺
は
犍
陀
多
の
行
動
の
「
一
部
始
終
を
ぢ
つ
と
」
見
守
り
続
け
た
釈
迦
の
視
線
の
温
か
さ
と
、「
朝
」
か
ら
「
午

近
く
」
ま
で
犍
陀
多
を
待
ち
続
け
た
忍
耐
と
を
指
摘
し
、
釈
迦
の
慈
悲
深
さ
に
対
す
る
読
者
の
注
意
を
促
し
て
い
る18

。
典
拠
中
の
釈
迦

は
ア
ド
バ
イ
ス
に
関
し
て
は
「
蜘
蛛
の
糸
」
の
釈
迦
よ
り
も
周
到
で
あ
っ
た
が
、
犍
陀
多
の
地
獄
か
ら
の
脱
出
劇
の
「
一
部
始
終
」
を

見
守
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
描
写
は
な
く
、
そ
の
顛
末
を
見
届
け
て
「
悲
し
さ
う
な
お
顔
を
な
さ
」
る
こ
と
も
な
い
。
芥
川
版
「
蜘
蛛

の
糸
」
に
お
い
て
、
犍
陀
多
を
見
守
る
釈
迦
の
眼
差
し
は
必
ず
し
も
冷
淡
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。



芥川龍之介における仏教的〈地獄〉表象

25

平
成
二
五
年
六
月
に
、
女
性
ア
イ
ド
ル
が
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
上
で
「
ど
う
や
っ
た
ら
カ
ン
ダ
タ
は
極
楽
に
行
け
た
と
思
う
？
」

と
問
い
か
け
た
と
こ
ろ
、
熱
心
な
回
答
が
多
数
寄
せ
ら
れ
た
と
い
う
話
題
は
記
憶
に
新
し
い
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
解
答
は
、
典
拠
に

は
実
は
書
か
れ
て
い
る
。

彼
（
稿
者
注
・
犍
陀
多
）
は
上
の
方
に
登
り
て
正
道
の
本
地
に
到
ら
ん
と
す
る
決
定
信
心
の
一
念
に
如
何
な
る
不
可
思
議
の
力

あ
る
か
を
解
せ
ざ
り
し
な
り
、
唯
是
信
心
の
一
念
繊
き
こ
と
蜘
蛛
の
糸
の
如
く
な
れ
ど
も
、
無
辺
の
衆
生
は
悉
く
之
に
牽
か
れ

て
こ
そ
は
解
脱
の
道
に
到
る
な
れ
、
其
衆
生
の
数
多
け
れ
ば
多
き
ほ
ど
尚
ほ
正
道
に
帰
す
る
こ
と
一
層
容
易
な
る
わ
け
な
り
、

さ
れ
ど
一
た
び
我
執
の
念
に
惹
れ
て
「
是
は
吾
が
も
の
な
り
、
正
道
の
福
徳
を
し
て
唯
わ
れ
の
み
の
所
有
な
ら
し
め
よ
」
と
思

ふ
こ
と
あ
ら
ん
に
は
、
一
縷
の
糸
は
忽
ち
に
断
滅
し
て
汝
は
旧
の
我
執
の
窟
宅
に
陥
ら
ん
、
そ
は
我
執
の
念
は
亡
び
に
し
て
真

理
は
生
命
な
れ
ば
な
り

し
か
し
、こ
う
し
た〈
解
答
〉を
欠
落
さ
せ
た
こ
と
で
、芥
川
版「
蜘
蛛
の
糸
」は
読
後
感
に
一
抹
の
後
味
の
悪
さ
を
残
す
こ
と
に
な
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
犍
陀
多
の
「
自
分
一
人
で
さ
え
断
れ
さ
う
な
、
こ
の
細
い
蜘
蛛
の
糸
が
、
ど
う
し
て
あ
れ
だ
け
の
人
数
の
重
み
に
堪

る
事
が
出
来
ま
せ
う
。
も
し
万
一
途
中
で
断
れ
た
と
致
し
ま
し
た
ら
、
折
角
こ
こ
へ
ま
で
の
ぼ
つ
て
来
た
こ
の
肝
腎
な
自
分
ま
で
も
、

元
の
地
獄
へ
逆
落
に
落
ち
て
し
ま
は
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
事
が
あ
つ
た
ら
、
大
変
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
判
断
は
、「
蜘

蛛
の
糸
」
を
読
む
限
り
に
お
い
て
は
正
当
で
あ
り
、
だ
と
す
れ
ば
犍
陀
多
に
与
え
ら
れ
た
試
練
に
合
格
し
得
る
人
間
は
（
読
者
自
身
も

含
め
て
）
殆
ど
い
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
を
予
感
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。「
二
」
末
尾
の
「
月
も
星
も
な
い
空
の
中
途
に
、
短

く
垂
れ
て
」
途
切
れ
た
蜘
蛛
の
糸
は
、
人
生
の
不
条
理
の
象
徴
の
よ
う
な
不
吉
な
印
象
を
読
者
に
与
え
る
。

　

こ
の
「
月
も
星
も
な
い
空
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
が
、『
往
生
要
集
』
の
中
で
、「
阿
鼻
地
獄
」
に
墜
ち
た
罪
人
達
の
「
我
、
今
帰
す

る
所
な
く
、
孤
独
に
し
て
同
伴
な
し
、
悪
処
の
闇
の
中
に
あ
り
て
、
大
火
炎
聚
に
入
る
。
我
、
虚
空
の
中
に
於
て
、
日
月
星
を
見
ざ
る
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な
り
」
と
い
う
訴
え
を
想
起
さ
せ
る
。「
阿
鼻
地
獄
」
は
〈
地
獄
〉
の
最
下
層
に
あ
り
、「
一
切
は
た
だ
火
炎
な
り
、
空
に
遍
し
て
中
間

な
し
」
と
い
う
火
炎
地
獄
で
あ
る
が
、「
一
切
の
地
界
の
処
に
、
悪
人
皆
遍
満
せ
り
」
と
い
う
状
況
を
血
の
池
に
置
き
換
え
れ
ば
、「
地

獄
の
底
に
、
犍
陀
多
と
云
ふ
男
が
一
人
、
ほ
か
の
罪
人
と
一
し
ょ
に
蠢
い
て
ゐ
る
」
と
い
う
「
蜘
蛛
の
糸
」
の
〈
地
獄
〉
像
と
も
符
合

す
る
。「
地
獄
変
」
で
「
横
川
の
僧
都
」
こ
と
源
信
を
思
わ
せ
る
僧
侶
を
登
場
さ
せ
た
芥
川
は
、『
往
生
要
集
』
に
目
を
通
し
て
い
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
そ
れ
に
し
て
は
〈
極
楽
〉
の
描
写
が
簡
素
に
過
ぎ
る
の
は
気
に
な
る
が
）。

「
蜘
蛛
の
糸
」
一
編
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
東
洋
学
者
ポ
ー
ル
・
ケ
ー
ラ
ス
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
民
話
を
脚
色
し
て
仏
教
説
話
風
に
仕
立

て
挙
げ
た
と
思
し
き
物
語
を
、
日
本
人
の
仏
教
学
者
・
鈴
木
大
拙
が
訳
し
、
そ
れ
を
さ
ら
に
芥
川
が
童
話
に
仕
立
て
る
と
い
う
、
複
雑

な
成
立
過
程
を
経
て
い
る
。
こ
の
中
に
描
か
れ
る
〈
地
獄
〉〈
極
楽
〉
像
も
、
様
々
な
地
理
的
・
歴
史
的
な
変
遷
の
果
て
に
、
大
正
時

代
の
作
家
・
芥
川
に
よ
っ
て
形
象
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
短
い
作
品
で
は
あ
る
が
、
古
今
東
西
の
文
化
交
流
の
結
節
点
と
で
も
い
う

べ
き
テ
キ
ス
ト
な
の
で
あ
る
。

四 　
「
地
獄
変
」「
蜘
蛛
の
糸
」
の
〈
地
獄
〉
表
象
と
旧
原
家
所
蔵
品

地
獄
変
は
ボ
ム
バ
ス
テ
ィ
ツ
ク
な
の
で
書
い
て
ゐ
て
も
気
が
さ
し
て
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
本
来
も
う
少
し
気
の
利
い
た
も
の
に

な
る
筈
だ
つ
た
ん
だ
が
な
と
毎
日
、
新
聞
を
見
ち
ゃ
考
え
て
ゐ
ま
す　

御
伽
噺
に
は
弱
り
ま
し
た
あ
れ
で
精
ぎ
り
一
杯
な
ん
で

す
但
自
信
は
更
に
あ
り
ま
せ
ん
ま
ず
い
所
は
遠
慮
な
く
筆
削
し
て
貰
ふ
や
う
に
鈴
木
（
論
者
注
・
鈴
木
三
重
吉
）
さ
ん
に
も
頼

ん
で
置
き
ま
し
た 

 
 

 
 

 

（
小
島
政
二
郎
宛
書
簡
、
大
正
七
・
五
・
一
六
）

　

こ
の
書
簡
を
書
い
て
い
る
時
点
で
「
地
獄
変
」
は
執
筆
中
、「
御
伽
噺
」
す
な
わ
ち
「
蜘
蛛
の
糸
」
は
既
に
脱
稿
し
て
い
た
こ
と
が
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わ
か
る
。
後
者
の
初
出
誌
お
よ
び
自
筆
原
稿
用
紙（
神
奈
川
近
代
文
学
館
所
蔵
）の
末
尾
に
は
、脱
稿
年
月
日
を
示
す
と
思
わ
れ
る「
七
・

四
・
一
六
」
と
い
う
日
付
が
書
か
れ
て
い
る
が
、こ
れ
は
「
地
獄
変
」
の
執
筆
時
期
と
重
な
る
。
い
ず
れ
も
〈
地
獄
〉
が
重
要
な
モ
チ
ー

フ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
再
三
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
〈
地
獄
〉
の
イ
メ
ー
ジ
は
対
照
的
で
あ
る
。

　

ま
ず
「
地
獄
変
」
で
あ
る
が
、「
六
」
で
語
ら
れ
る
「
地
獄
変
の
屏
風
」
は
、「
一
帖
の
屏
風
の
片
隅
へ
、
小
さ
く
十
王
を
始
め
眷
属

た
ち
の
姿
を
描
い
て
、
あ
と
は
一
面
に
紅
蓮
大
紅
蓮
の
猛
火
が
剣
山
刀
樹
も
爛
れ
る
か
と
思
ふ
程
渦
を
巻
い
て
居
」
る
。
そ
し
て
、「
上

は
月
卿
雲
客
か
ら
下
は
乞
食
非
人
ま
で
」「
束
帯
の
い
か
め
し
い
殿
上
人
、五
つ
衣
の
な
ま
め
か
し
い
青
女
房
、珠
数
を
か
け
た
念
仏
僧
、

高
足
駄
を
穿
い
た
侍
学
生
、
細
長
を
着
た
女
の
童
、
幣
を
か
ざ
し
た
陰
陽
師
」
と
い
っ
た
「
あ
ら
ゆ
る
身
分
の
人
間
」
が
「
火
と
煙
と

が
逆
捲
く
中
を
、
牛
頭
馬
頭
の
獄
卒
に
虐
ま
れ
て
」
い
る
。
い
わ
ば
「
炎
熱
地
獄
」
の
熱
気
に
満
ち
た
絢
爛
た
る
極
彩
色
の
パ
ノ
ラ
マ

的
風
景
で
あ
る
。

一
方
、「
蜘
蛛
の
糸
」
の
〈
地
獄
〉
は
「
何
し
ろ
ど
ち
ら
を
見
て
も
、
ま
つ
暗
」
で
あ
り
、「
そ
の
上
あ
た
り
は
墓
の
中
の
や
う
に

し
ん
と
静
ま
り
返
つ
て
」
い
る
。「
地
獄
変
」
の
「
六
」
で
語
ら
れ
る
「
地
獄
変
の
屏
風
」
が
「
こ
れ
を
視
る
も
の
ゝ
耳
の
底
に
は
、

自
然
と
物
凄
い
叫
喚
の
声
が
伝
は
つ
て
来
る
か
と
疑
う
程
」
で
あ
っ
た
の
と
は
対
照
的
な
、
彩
度
が
低
く
殆
ど
音
の
な
い
空
間
と
し
て

表
象
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
年
『
赤
い
鳥
』
に
発
表
さ
れ
た
童
話
「
杜
子
春
」
で
は
、〈
地
獄
〉
に
墜
ち
た
主
人
公
を
閻
魔
大
王

や
獄
卒
（
鬼
）
達
が
責
め
苛
む
が
、「
蜘
蛛
の
糸
」
に
は
そ
の
名
前
す
ら
見
え
な
い
。「
地
獄
変
」
に
描
か
れ
て
い
る
の
が
凄
惨
な
処
刑

場
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
ち
ら
の
〈
地
獄
〉
は
さ
し
ず
め
陰
鬱
な
監
獄
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
蜘
蛛
の
糸
」
の
血
の
池
に
関
し
て
吉
原
浩
人
は
、
一
二
世
紀
末
の
絵
巻
『
地
獄
草
紙
』
に
描
か
れ
た
熱
沸
河
や
膿
血

所
を
芥
川
が
見
て
血
の
池
と
混
同
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る19

。
実
在
す
る
地
獄
絵
が
芥
川
の
文
学
に
影
響
を
与

え
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
提
起
は
示
唆
に
富
む
。
何
故
な
ら
、
芥
川
は
大
正
時
代
に
あ
っ
て
、『
地
獄
草
紙
』
の
現
物
を
閲
覧
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し
得
え
た
可
能
性
が
あ
る
数
少
な
い
日
本
人
の
一
人
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

同
絵
巻
の
断
簡
の
う
ち
、
現
在
、
奈
良
国
立
博
物
館
に
国
宝
と
し
て
所
蔵
さ
れ
て
い
る
通
称
「
奈
良
博
本
」
は
、
大
正
期
に
は
横
浜

の
実
業
家
・
原
三
渓
（
富
太
郎
）
が
所
有
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
「
原
家
本
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
（
本
稿
で
も
こ
ち
ら
の
呼
称
を
用

い
る
）。『
起
世
経
』
所
説
の
八
大
地
獄
付
属
一
六
別
所
う
ち
「
屎
糞
所
」「
函
量
所
」「
鉄
磑
所
」「
鶏
地
獄
」「
黒
雲
沙
地
獄
」「
膿
血
所
」

の
絵
六
段
・
詞
書
六
段
に
、『
起
世
経
』
の
異
訳
同
本
『
大
楼
炭
経
』
所
説
一
六
別
所
の
「
狼
野
干
泥
梨
」
図
が
詞
書
を
欠
い
た
状
態

で
附
属
し
た
、
計
七
段
の
絵
巻
で
あ
る
。
他
に
、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
所
蔵
の
「
一
銅
釜
地
獄
」
図
も
原
家
本
の
断
簡
と
見
ら
れ
る
。

（
図
１
）
焔
魔
天
像
（
原
三
渓
旧
蔵
・M

IH
O

 M
U

SEU
M

蔵
）　　
　
　
　
　
（
図
２
）『
地
獄
草
子
』
屎
糞
所
図
（
原
三
渓
旧
蔵
・
奈
良
国
立
博
物
館
蔵
）
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原
三
渓
の
息
子
・
善
一
郎
は
芥
川
の
中
学
時
代
の
後
輩
で
あ
り
、
芥
川
は
し
ば
し
ば
原
家
の
所
蔵
品
を
鑑
賞
し
て
い
る
。
大
正
六

年
一
月
二
九
日
付
善
一
郎
宛
書
簡
に
は
『
焔
魔
天
像
』（
芥
川
は
「
瑞
魔
天
」
と
誤
記
）
と
い
う
仏
画
に
「
甚
大
な
感
銘
を
う
け
た
」

と
書
い
て
い
る
（
図
１
）。
こ
れ
は
地
獄
絵
の
類
で
は
な
く
、
一
般
的
に
想
像
さ
れ
る
閻
魔
大
王
像
と
も
異
な
る
優
美
な
も
の
だ
が
、

翌
年
の
〈
地
獄
〉
モ
チ
ー
フ
の
作
品
群
と
の
関
連
性
は
、
一
応
は
疑
わ
れ
て
も
よ
い
。

肝
心
の
『
地
獄
草
紙
』
で
あ
る
が
、
原
家
は
熱
沸
河
図
を
所
有
し
て
は
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
膿
血
所
図
と
、
そ
れ
に
よ
く
似
た

構
図
の
屎
糞
所
図
と
を
所
有
し
て
い
た
。
い
ず
れ
も
汚
物
の
池
の
中
で
喘
ぐ
罪
人
達
を
描
い
た
も
の
で
、
画
面
上
部
を
覆
う
黒
色
の
背

景
と
、あ
る
種
の
静
謐
さ
が
特
徴
で
あ
る
（
図
２
）。「
蜘
蛛
の
糸
」
の
「
何
し
ろ
ど
ち
ら
を
見
て
も
、ま
つ
暗
」
な
〈
地
獄
〉
の
イ
メ
ー

ジ
は
、
原
家
本
『
地
獄
草
紙
』
と
も
共
通
す
る
。

ま
た
、
原
三
渓
は
『
地
獄
草
紙
』
以
外
に
も
、『
十
王
地
獄
図
』
と
い
う
二
幅
か
ら
な
る
掛
幅
を
所
蔵
し
て
い
た
。
現
在
は
東
京
の

出
光
美
術
館
が
所
蔵
し
て
お
り
、「
出
光
本
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
旧
蔵
者
の
名
を
取
っ
て
「
原
家
本
」「
前
田
家
本
」
と
い

う
呼
び
方
も
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、『
地
獄
草
紙
』
の
時
と
同
じ
く
「
原
家
本
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

原
家
旧
蔵
の『
十
王
地
獄
図
』は
鎌
倉
時
代（
一
四
世
紀
後
半
）に
成
立
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
画
面
上
半
分
に
十
王
と
そ
の
眷
属
が
、

一
幅
に
つ
き
五
名
ず
つ
描
か
れ
、
各
王
の
頭
上
に
は
本
地
仏
の
図
像
と
尊
名
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
王
の
前
で
は
罪
人
が
審
理
を
受
け

た
り
、
獄
卒
に
よ
っ
て
拷
問
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
は
、
中
国
か
ら
渡
っ
て
き
た
宗
元
十
王
図
や
、
そ
の
影
響
を
受
け
て
鎌

倉
時
代
以
降
の
日
本
で
作
成
さ
れ
た
十
王
図
の
基
本
的
な
構
成
と
同
じ
で
あ
る
が
、
画
面
下
半
分
に
八
大
熱
地
獄
が
描
か
れ
て
い
る
点

に
特
色
が
あ
る
。
こ
の
掛
幅
が
『
十
王
地
獄
図
』
と
呼
ば
れ
る
由
縁
で
あ
る
。
右
幅
に
「
大
叫
喚
地
獄
」「
焦
熱
地
獄
」「
大
焦
熱
地
獄
」

「
阿
鼻
地
獄
」
左
幅
に
「
等
活
地
獄
」「
黒
縄
地
獄
」「
衆
合
地
獄
」「
叫
喚
地
獄
」
お
よ
び
「
八
寒
地
獄
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
左
右
計

四
枚
の
色
紙
形
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
地
獄
に
つ
い
て
の
要
文
が
『
往
生
要
集
』
を
参
照
す
る
形
で
記
さ
れ
て
い
る
（
図
３
）。
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（
図
３
）『
十
王
地
獄
図
』（
原
三
渓
旧
蔵
・
出
光
美
術
館
蔵
）

「
地
獄
変
」
の
良
秀
が
描
い
た
「
地
獄
変
の
屏
風
」
の
「
一
帖
の
屏
風
の
片
隅
へ
、
小
さ
く
十
王
を
始
め
眷
属
の
姿
を
描
い
て
、
あ

と
は
一
面
に
紅
蓮
大
紅
蓮
の
猛
火
が
剣
山
刀
樹
も
爛
れ
る
か
と
思
ふ
程
渦
を
巻
い
て
居
り
ま
し
た
」
と
い
う
画
面
構
成
と
は
若
干
異
な

る
も
の
の
、
八
大
熱
地
獄
を
描
い
た
右
幅
は
画
面
の
下
半
分
を
朱
色
の
炎
が
覆
っ
て
い
る
（
剣
山
刀
樹
も
描
か
れ
て
い
る
）。『
十
王
地
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獄
図
』
と
の
構
成
上
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る20

禅
林
寺
（
京
都
）
蔵
『
十
王
図
』
二
幅
よ
り
も
火
勢
が
強
く
、
ま
た
十
王
の
道

着
や
調
度
品
・
獄
卒
の
体
色
等
に
も
赤
が
多
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
全
体
的
に
熱
量
の
高
い
絵
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
、「
地
獄
変
」

に
お
け
る
〈
地
獄
〉
表
象
と
の
共
通
点
が
あ
る
。

芥
川
が
原
家
旧
蔵
の
地
獄
絵
を
見
た
と
い
う
確
証
は
な
い
。
し
か
し
、「
蜘
蛛
の
糸
」「
地
獄
変
」
の
〈
地
獄
〉
表
象
が
、『
地
獄
草
紙
』

『
十
王
地
獄
図
』
の
特
色
と
重
な
る
点
が
あ
る
こ
と
は
、
や
は
り
興
味
深
い
。

芥
川
は
原
家
で
持
ち
味
の
違
う
複
数
の
地
獄
絵
を
閲
覧
す
る
機
会
を
持
ち
、そ
れ
ぞ
れ
の〈
地
獄
〉の
イ
メ
ー
ジ
を
、「
蜘
蛛
の
糸
」「
地

獄
変
」
と
い
う
執
筆
時
期
の
重
な
る
二
つ
の
作
品
に
振
り
当
て
た
。
そ
の
こ
と
が
両
作
に
お
け
る
〈
地
獄
〉
表
象
の
違
い
と
な
っ
て
現

れ
た
の
で
は
な
い
か
─
─
と
い
う
の
が
、
稿
者
の
仮
説
で
あ
る
。

結
び

芥
川
龍
之
介
は
、
古
今
東
西
の
文
学
に
関
す
る
広
範
な
知
識
を
一
つ
の
短
編
の
中
に
結
集
し
、
融
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
独

自
の
文
学
世
界
を
築
い
た
作
家
で
あ
る
。『
今
昔
物
語
集
』
の
醸
し
出
す
終
末
観
と
一
九
世
紀
末
の
西
洋
の
世
紀
末
芸
術
の
頽
廃
趣
味
、

あ
る
い
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
倫
理
観
と
、
ニ
ー
チ
ェ
の
脱
キ
リ
ス
ト
教
的
な
超
人
思
想
と
が
一
つ
の
作
品
の
中

で
出
会
う
と
い
う
よ
う
な
縦
横
無
尽
な
〈
知
〉
の
交
差
が
、
芥
川
文
学
の
魅
力
の
一
つ
と
言
い
得
る
。

芥
川
文
学
を
構
成
す
る
要
素
の
中
に
は
、
当
然
の
よ
う
に
仏
教
に
関
す
る
〈
知
〉
も
含
ま
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
芥
川

は
仏
教
の
み
な
ら
ず
信
仰
全
般
に
対
し
て
冷
笑
的
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
定
説
化
し
、
夥
し
い
数
の
芥
川
関
連
の
書
籍
・
論
文
に
お
い

て
も
、〈
芥
川
龍
之
介
と
仏
教
〉
と
い
う
主
題
は
殆
ど
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
。
仏
教
研
究
者
・
芥
川
研
究
者
い
ず
れ
も
、
こ
の
問
題
系



蓮花寺佛教研究所紀要　第八号　共同研究

32

に
あ
ま
り
関
心
を
持
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。〈
芥
川
龍
之
介
と
キ
リ
ス
ト
教
〉
と
い
う
問
題
系
に
関
す
る
研
究
が
蓄
積
さ
れ
つ

つ
あ
る
今
、〈
芥
川
龍
之
介
と
仏
教
〉
研
究
の
然
る
べ
き
発
展
を
見
る
こ
と
が
、
芥
川
文
学
に
お
け
る
〈
知
〉
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
全

貌
を
解
明
す
る
上
で
も
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は〈
地
獄
〉表
象
と
い
う
観
点
か
ら
、芥
川
文
学
と
仏
教
と
を
接
続
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
視
覚
芸
術
を
含
め
た
仏
教
的〈
知
〉

の
大
系
の
中
に
芥
川
文
学
を
位
置
付
け
る
こ
と
を
、
特
に
意
識
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
仏
典
や
仏
教
美
術
の
専
門
家

で
は
な
い
た
め
、
本
稿
内
に
は
看
過
さ
れ
ざ
る
不
見
識
が
多
々
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
と
思
う
。
何
卒
の
御
叱
責
と
御
教
示
を
お
願
い
で

き
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

註
1 

芥
川
文
述
・
中
野
妙
子
記
『
追
想
・
芥
川
龍
之
介
』（
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
〇
・
二
）。
つ
い
で
な
が
ら
、
芥
川
が
御
会
式
の
夜
に
詠
ん
だ
と
思
し
き
句

を
紹
介
し
て
お
く
。「
御
会
式
の
夜
ル
を
か
き
か
く
鰹
節
音
冴
え
ぬ
れ
ば
酔
い
が
て
ぬ
か
も
」「
男
三
人
酔
へ
ば
ま
さ
び
し
こ
の
宵
は
日
蓮
上
人
の
御

命
日
か
も
」（
小
穴
隆
一
宛
書
簡
、
大
正
九
・
一
〇
・
一
六
）。

2 

東
雅
夫
『
百
物
語
の
百
怪
』（
角
川
書
店
、
平
成
一
三
・
七
）

3 

清
水
康
次
「
孤
独
地
獄
」
注
解
（『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
一
巻
』
岩
波
書
店
、
平
成
七
・
一
一
）

４ 

山
野
千
恵
子
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

５ 

大
正
七
年
の
芥
川
作
品
に
お
け
る
〈
地
獄
〉
モ
チ
ー
フ
の
増
加
に
つ
い
て
は
、宮
坂
覺
「
芥
川
文
学
に
お
け
る
〈
地
獄
〉
の
意
識
─
「
歯
車
」
を
中
心
に
」
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（『
キ
リ
ス
ト
教
文
学
研
究
』
平
成
一
二
・
五
）
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
。

６ 
「
杜
子
春
伝
」
所
収
の
今
村
与
志
雄
訳
『
唐
宋
伝
奇
集
（
下
）』（
岩
波
文
庫
、
昭
和
六
三
・
九
）
の
注
に
は
、
同
時
期
の
類
話
「
蕭
洞
玄
伝
」
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
他
、
玄
奘
『
大
唐
西
域
記
』（
成
立
は
六
四
六
年
）
の
中
に
あ
る｢

烈
士
池
（
救
命
池
）｣

に
ま
つ
わ
る
故
事
が
「
杜
子
春
伝
」
の
源
流

で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
あ
る
。

７ 

石
崎
等
「
地
獄
」（『
芥
川
龍
之
介
事
典
』
明
治
書
院
、
昭
和
六
二
・
二
）

８ 

三
木
紀
人
「
古
典
教
材
研
究
講
座
２　

絵
仏
師
良
秀
―
宇
治
拾
遺
物
語
か
ら
」（『
月
刊
国
語
教
育
』
昭
和
五
六
・
一
〇
）

９ 

田
中
公
明
「
六
道
輪
廻
図
」（『
仏
教
美
術
事
典
』
東
京
書
籍 

、
平
成
一
四
・
七
）

10 

地
獄
絵
及
び
十
王
図
に
関
し
て
は
、真
保
亨
監
修『
地
獄
絵
』（
毎
日
新
聞
社
、昭
和
五
一
・
六
）、神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
編『
地
獄
と
十
王
図
』展
図
録（
平

成
三
・
一
二
）
等
を
参
照
し
た
。

11 

神
代
種
亮
「
閑
談
（
一
）」（『
書
物
礼
賛
』
大
正
一
五
・
一
）
お
よ
び
「
芥
川
氏
の
原
稿
そ
の
他
」（『
文
章
倶
楽
部
』
昭
和
二
・
九
）。
尚
、『
因
果
の
小
車
』

の
装
丁
は
「
藍
色
の
和
本
」
で
あ
る
。

12 

山
野
千
恵
子
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。
参
照
は
一
九
七
九
年
度
版P249

。
尚
、似
た
よ
う
な
言
葉
と
し
て「K

andoṭa (K
andottha)

」と
い
う
も
の
も
あ
り
、

こ
ち
ら
は
「N

ym
phaea  esculent

」
＝
「
青
い
睡
蓮
」
を
意
味
す
る
。

13 

中
村
元
『
仏
教
植
物
散
策
』（
東
書
選
書
、
昭
和
六
一
・
一
〇
）

14 

お
か
ん
と
い
う
女
性
が
死
ん
で
極
楽
に
行
き
、
そ
こ
で
夫
・
宗
兵
衛
と
再
会
す
る
が
、
永
遠
の
幸
福
と
い
う
状
態
に
や
が
て
倦
怠
感
を
覚
え
始
め
る
。

彼
女
が
ふ
と
「
地
獄
は
何
ん
な
処
か
し
ら
ん
」
と
い
う
疑
問
を
口
に
し
た
瞬
間
、
夫
と
彼
女
に
好
奇
心
が
甦
り
、
二
人
は
極
楽
の
「
同
じ
蓮
の
台
」

の
上
で
「
血
の
池
や
剣
の
山
の
有
様
」
を
あ
れ
こ
れ
想
像
し
て
話
し
合
う
こ
と
を
唯
一
の
幸
福
と
す
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
逆
説
的
な
状
況
を
描

い
た
短
編
小
説
。
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15 

吉
原
浩
人
「
仏
教
的
世
界
観
と
の
懸
隔
と
地
獄
の
表
象
─
「
蜘
蛛
の
糸
」」（『
国
文
学
』
平
成
八
・
四
）

16 
下
沢
勝
井
「
蜘
蛛
の
糸
」（『
芥
川
龍
之
介
作
品
研
究
』
八
木
書
店
、
昭
和
四
四
・
五
）

17 

越
智
良
二
「
芥
川
童
話
の
展
開
を
め
ぐ
っ
て
」『
愛
媛
国
文
と
教
育
』
平
成
一
・
一
二
）

18 

宮
坂
覺
「〈
視
る
こ
と
〉〈
視
ら
れ
て
い
る
こ
と
〉
─
中
断
さ
れ
た
救
済
」（『
芥
川
龍
之
介
・
第
三
号
』
洋
々
社
、
平
成
六
・
二
）

19 

註
15
に
同
じ
。

20 

「
重
要
文
化
財
」
編
纂
委
員
会
編
『
新
指
定
重
要
文
化
財　

解
説
版
１　

絵
画
１
』（
毎
日
新
聞
社
、
昭
和
五
五
・
一
）『
十
王
地
獄
図
』
解
説
（
執
筆

者
の
表
記
な
し
）

本
文
中
に
引
用
し
た
芥
川
の
文
章
は
全
て
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』（
岩
波
書
店
、
平
成
三
─
六
）
に
拠
っ
た
。
ま
た
、
本
稿
は
蓮
花
寺

仏
教
研
究
所
に
お
け
る
口
頭
発
表｢

芥
川
龍
之
介
に
お
け
る
〈
地
獄
〉
表
象
─
原
家
本
『
地
獄
草
紙
』
と
の
関
わ
り
を
中
心
に｣

（
平

成
二
六
・
一
〇
・
一
三
）
を
元
に
し
て
い
る
。
会
場
で
貴
重
な
御
意
見
を
下
さ
っ
た
方
々
に
心
よ
り
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉　

芥
川
龍
之
介　

仏
教　

地
獄　

蜘
蛛
の
糸　

地
獄
変　

原
三
渓　
　



近世公家社会における葬祭と寺院 

35

は
じ
め
に

本
稿
は
、
公
家
社
会1

に
お
け
る
葬
祭2

実
践
に
、
寺
院
が
果
た
し
た
役
割
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
葬
祭
を
介
し
た
家
と
寺
院

と
の
近
世
的
関
係
が
成
立
す
る
に
至
っ
た
一
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
公
家
社
会
に
お
け
る
葬
祭
を
介
し
た
寺
檀
関
係
に
関
す
る
先
学
の
研
究
を
踏
ま
え
る
と
、
そ
う
し
た
関
係
の
あ
り
方
は
中

世
と
近
世
と
で
大
き
く
相
違
し
て
い
た
と
見
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
世
の
寺
檀
関
係
に
つ
い
て
は
、
勧
修
寺
流
藤
原
氏
の
祖
先

祭
祀
を
扱
っ
た
高
橋
秀
樹
氏
の
論
考
が
注
目
さ
れ
る3

。
氏
に
よ
れ
ば
、
公
家
（
貴
族
）
社
会
に
お
い
て
、
直
系
的
に
家
の
祖
先
を
遡
っ

て
祭
祀
す
る
行
為
、
す
な
わ
ち
「
家
（「
家
」）
の
祖
先
祭
祀
」
が
成
立
す
る
の
は
、
中
世
後
期
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
当

該
期
に
お
け
る
家
の
祖
先
祭
祀
が
行
わ
れ
る
「
家
（「
家
」）
の
祭
祀
空
間
」
と
は
、
嫡
継
承
さ
れ
る
自
宅
の
祭
祀
空
間
で
あ
っ
た
と
す

る4

。
そ
れ
に
対
し
、「
檀
那
寺
」
で
の
死
者
祭
祀
は
、
中
世
後
期
の
段
階
で
は
、
故
人
の
信
仰
に
左
右
さ
れ
、
必
ず
し
も
家
の
祖
先
祭

祀
と
は
一
致
し
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
氏
が
い
う
と
こ
ろ
の
家
の
祭
祀
空
間
と
は
、
家
の
直
系
が
遡
及
的
に
祭
祀
さ
れ
る
空
間
で
あ

り
、
且
つ
そ
の
空
間
利
用
が
家
と
同
様
に
嫡
々
継
承
さ
れ
る
よ
う
な
空
間
で
あ
る
と
換
言
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
中
世
後

近
世
公
家
社
会
に
お
け
る
葬
祭
と
寺
院 

的
場
匠
平
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期
の
家
に
と
っ
て
の
寺
院
と
は
、
代
々
に
わ
た
っ
て
葬
祭
を
介
し
た
関
係
を
継
続
し
た
り
、
そ
こ
で
代
々
の
家
長
を
祭
祀
し
た
り
す
る

こ
と
が
、
必
ず
し
も
要
請
さ
れ
な
い
祭
祀
空
間
で
あ
っ
た
と
す
る
説
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
近
世
公
家
社
会
に
お
い
て
は
、
公
家
と
そ
の
妻
子
の
葬
祭
が
依
頼
さ
れ
る
寺
院
は
、
前
代
よ
り
も
家
の
祭
祀
空
間
的
性
格

を
強
め
て
い
た
と
、
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
後
藤
み
ち
子
氏
は
、
公
家
社
会
を
対
象
と
し
た
論
考
の
中
で
、

一
七
世
紀
半
ば
に
寺
檀
関
係
が
固
定
化
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る5

。
こ
う
し
た
近
世
段
階
に
関
す
る
言
及
は
、概
し
て
展
望
に
と
ど
ま
り
、

史
料
に
則
し
た
検
討
を
欠
い
て
い
る
が
、
管
見
で
は
確
か
に
近
世
の
公
家
は
、
特
定
の
寺
院
と
の
間
に
継
続
的
関
係
を
構
築
し
て
い
る

こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
に
、
公
家
と
寺
院
と
の
葬
祭
を
介
し
た
関
係
は
、
特
に
そ
の
継
続
性
と
い
う
面
に
お
い
て
、
中
世
と
近
世
と

で
は
顕
著
な
変
容
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
家
的
祭
祀
の
成
立
が
家
の
祭
祀
空
間
た
る
寺
院
の
成
立
を
促
す
と
は
限
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
中
世
か
ら
近
世
へ
か
け
て
の

こ
う
し
た
変
容
は
な
ぜ
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
近
世
に
お
け
る
固
定
的
寺
檀
関
係
と
聞
い
て
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
が
、
寺
檀
制
度
下

の
被
支
配
層
を
主
た
る
対
象
と
し
た
、
離
檀
に
関
す
る
議
論
で
あ
ろ
う
。
宗
判
寺
院
か
ら
の
離
檀
に
は
、
し
ば
し
ば
困
難
が
伴
っ
た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
実
情
に
つ
い
て
は
、
幕
藩
権
力
に
よ
る
禁
止
と
い
う
側
面
を
強
調
す
る
立
場6

や
、
宗
判
権
を
背
景
と
し

た
寺
院
の
抵
抗
を
重
視
す
る
立
場7

、
社
会
通
念
と
し
て
の
離
檀
困
難
観
の
漸
次
的
形
成
に
注
目
す
る
立
場8

な
ど
、
様
々
な
見
解
が
示
さ

れ
て
い
る
が
、
宗
判
寺
院
か
ら
の
離
檀
に
は
制
度
を
要
因
と
す
る
障
害
が
存
在
し
た
（
存
在
す
る
と
思
わ
れ
て
い
た
）
と
見
る
点
は
、

ど
の
立
場
で
も
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
近
世
宗
判
寺
檀
関
係
に
関
す
る
理
解
を
参
考
に
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
仮
説
が

一
応
は
成
り
立
ち
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
近
世
公
家
の
家
と
寺
院
と
の
葬
祭
を
介
し
た
関
係
は
、
関
係
解
消
が
制
度
的
に
困
難
で
あ
っ

た
、
あ
る
い
は
制
度
的
に
困
難
で
あ
る
と
観
念
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
固
定
化
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
、
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
に
は
以
下
に
示
す
よ
う
な
問
題
が
あ
る
。
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第
一
に
、
こ
の
考
え
に
は
、
人
々
が
関
係
の
維
持
に
消
極
的
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
難
点
が
あ
る
。
離
檀
制

限
や
困
難
観
は
、
人
々
が
関
係
の
改
変
を
希
望
す
る
際
に
、
は
じ
め
て
眼
前
に
立
ち
は
だ
か
る
障
害
で
あ
る
。
果
た
し
て
、
皆
が
皆
そ

れ
を
望
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
仮
に
関
係
維
持
に
積
極
的
な
者
や
、
そ
も
そ
も
関
係
の
あ
り
方
を
問
題
化
す
ら
し
な
い

者
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
彼
ら
が
な
ぜ
そ
う
し
た
態
度
を
取
る
の
か
を
、
如
上
の
考
え
で
は
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
二
に
、
上
述
し
た
離
檀
に
関
す
る
諸
見
解
は
、
主
と
し
て
宗
判
寺
院
と
の
関
係
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
公
家
の
葬
祭

が
依
頼
さ
れ
る
寺
院
は
、
そ
も
そ
も
公
家
の
信
仰
を
保
証
す
る
よ
う
な
立
場
に
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
管
見
で
は
、
公

家
が
家
臣
や
領
民
の
宗
旨
を
寺
請
に
よ
っ
て
改
め
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
め
ら
れ
る
が
、
彼
ら
自
身
の
宗
旨
が
葬
祭
寺
院
に
よ

る
寺
請
で
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
史
料
は
未
だ
見
出
せ
て
い
な
い
。

以
上
の
疑
問
点
ゆ
え
に
、
公
家
や
そ
の
妻
子
の
葬
祭
を
担
う
寺
院
が
、
近
世
に
な
る
と
家
の
祭
祀
空
間
的
性
格
を
有
す
る
よ
う
に

な
る
理
由
は
、
改
め
て
考
察
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
課
題
に
答
え
る
た
め
、
本
稿
で
は
ま
ず
、
近
世
に
お
い
て
公
家
の

家
と
特
定
の
寺
院
と
の
葬
祭
を
介
し
た
関
係
が
ど
の
よ
う
に
観
念
さ
れ
、
維
持
さ
れ
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
。
そ
の
上
で
、
近
世
以

降
に
そ
う
し
た
状
況
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
一
因
に
ま
で
、
議
論
を
及
ぼ
し
た
い
と
思
う
。

第
一
章　

固
定
的
寺
檀
関
係
の
実
態

第
一
節　

寺
檀
関
係
の
変
更
可
能
性

筆
者
は
「
は
じ
め
に
」
で
、
近
世
に
お
け
る
公
家
の
家
と
特
定
寺
院
と
の
葬
祭
を
介
し
た
関
係
は
、
家
の
継
続
と
と
も
に
維
持
さ
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れ
て
い
た
と
述
べ
た
。
本
章
で
は
、
そ
う
し
た
関
係
が
当
事
者
の
意
志
で
改
変
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
否
か
、
ま
た
、
も
し
可
能

で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
「
固
定
化
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
様
相
を
見
せ
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
を
検
討
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
特
定
の

寺
院
が
家
の
祭
祀
空
間
的
性
格
を
付
与
さ
れ
て
い
た
当
該
期
の
状
況
が
、
よ
り
明
確
に
な
る
と
考
え
る
。

ま
ず
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
い
っ
た
い
葬
祭
を
介
し
た
寺
檀
関
係
に
は
、
ど
の
程
度
檀
家
、
す
な
わ
ち
公
家
に
維
持
・

解
消
に
関
す
る
主
導
権
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
の
が
、「
実
種
公
記
」9

天
明
四

年
（
一
七
八
四
）
一
一
月
一
九
日
条
に
見
え
る
次
の
記
述
で
あ
る
。

〔
史
料
一
〕

本
圀
寺
方
丈
庭
廟
所
、瑞
龍
寺
幷
当
家
代
々
之
外
無
之
、然
所
当
春
二
月
於
南
方
有
新
墳
、相
糺
之
処
、丹
州
亀
山
家
老
之
塚
云
々
、

一
応
之
沙
汰
も
無
之
建
之
条
不
快
、
殊
近
年
廟
所
掃
除
等
已
下
頗
以
不
行
届
之
間
、
自
先
日
其
旨
申
入
于
本
圀
寺
、
返
答
之
様

ニ
よ
り
自
今
代
々
可
葬
鳴
瀧
三
宝
寺
之
由
存
之
処
、
種
々
歎
申
之
間
、
令
赦
免
了
、
仍
自
寺
門
件
墓
所
江
以
築
垣
可
仕
切
之
由

申
之
、
若
已
後
ヶ
様
之
儀
候
ハ
ヽ
、
早
速
改
葬
可
申
付
之
由
、
役
者
共
連
印
一
札
指
出
了
、10

「
実
種
公
記
」
は
、近
世
中
後
期
に
活
躍
し
た
公
家
、今
出
川
実
種
の
日
記
で
あ
る
。
今
出
川
家
は
、菊
亭
家
と
も
称
す
る
堂
上
公
家
で
、

精
華
の
家
格
に
あ
る
。
同
家
の
家
長
や
そ
の
配
偶
者
・
子
女
の
た
め
の
葬
祭
は
、
近
世
前
期
以
降
、
日
蓮
宗
の
本
圀
寺
と
三
宝
寺11

の
両

寺
に
、そ
の
大
部
分
を
依
頼
す
る
の
が
慣
例
と
な
っ
て
い
た
。〔
史
料
一
〕は
、そ
の
内
の
本
圀
寺
を
め
ぐ
る
一
件
に
関
す
る
記
録
で
あ
る
。

同
史
料
に
よ
る
と
、
本
圀
寺
の
方
丈
の
庭
に
所
在
す
る
廟
所
（
墓
地
）
に
は
、
こ
れ
ま
で
豊
臣
秀
吉
の
姉
で
あ
る
瑞
龍
院
と
今
出

川
家
歴
代
の
墓
の
み
が
営
ま
れ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
年
の
二
月
に
、
そ
の
墓
地
の
中
に
そ
れ
以
外
の
者
の
墓
が
、
同
家
に

対
し
て
何
の
配
慮
も
な
い
ま
ま
設
営
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
近
頃
は
墓
地
の
清
掃
も
行
き
届
い
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
不
満
を
、

実
種
は
本
圀
寺
に
申
し
入
れ
、
寺
側
か
ら
改
善
の
確
約
を
取
り
付
け
た
。
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以
上
が
〔
史
料
一
〕
の
大
意
で
あ
る
。
同
史
料
で
注
目
す
べ
き
は
、
寺
側
の
対
応
次
第
で
は
本
圀
寺
を
葬
地
と
し
て
き
た
従
来
の

慣
例
を
取
り
や
め
て
、
三
宝
寺
へ
と
葬
地
を
変
更
す
る
こ
と
を
も
辞
さ
な
い
と
考
え
る
、
実
種
の
強
硬
な
態
度
と
、
そ
れ
と
は
対
照
的

な
寺
側
の
低
姿
勢
な
応
対
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
両
者
の
思
考
や
行
動
か
ら
は
、
次
の
点
を
読
み
取
り
う
る
。
第
一
に
、
両
者
の
関
係

は
、
当
事
者
の
意
志
に
基
づ
く
可
変
的
関
係
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
事
実
を
指
摘
し
た
い
。
寺
院
の
側
の
認
識
は
〔
史
料
一
〕
か

ら
明
ら
か
に
し
が
た
い
が
、
少
な
く
と
も
檀
家
の
側
は
、
自
ら
の
意
志
に
よ
る
関
係
改
変
を
不
可
能
と
は
考
え
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

第
二
に
、
関
係
の
維
持
・
改
変
に
関
す
る
主
導
権
が
、
檀
家
の
側
に
所
在
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
う
る
。
本
圀
寺
が
今
出
川
家
家

長
の
信
仰
を
保
証
す
る
立
場
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
同
家
の
主
張
に
抵
抗
で
き
る
ほ
ど
の
無
条
件
な
優
位
性
を
有

し
て
い
た
こ
と
を
、〔
史
料
一
〕
か
ら
見
て
取
る
こ
と
は
難
し
い
。
む
し
ろ
、
檀
家
の
意
に
反
し
た
こ
と
は
不
本
意
で
あ
り
、
関
係
維

持
に
腐
心
す
る
様
が
垣
間
見
え
る
。

近
世
公
家
社
会
に
お
け
る
、
可
変
的
且
つ
檀
家
優
位
な
寺
檀
関
係
の
存
在
を
、
同
事
例
は
示
唆
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し

た
関
係
が
該
社
会
に
お
い
て
一
般
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
可
変
的
と
い
う
性
質
は
、
多
く
の
場
合
顕
在
化
す
る
こ
と
が
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
近
世
を
通
し
て
、
公
家
と
寺
院
と
の
関
係
は
安
定
し
て
い
る
。
ま
た
、〔
史
料
一
〕

の
事
例
で
も
、
結
局
は
寺
側
の
対
応
に
よ
っ
て
、
関
係
の
危
機
は
事
な
き
を
得
て
い
る
。
寺
檀
関
係
は
、
可
変
的
で
は
あ
っ
て
も
、
あ

ま
り
変
化
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
本
節
の
考
察
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
関
係
に
関
す
る
主
導
権
を
有
し
た
檀
家
＝
公
家
の
側

の
志
向
に
原
因
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
公
家
側
の
意
志
に
よ
っ
て
寺
檀
関
係
が
維
持
さ
れ
る

様
相
を
、
節
を
変
え
て
見
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。
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第
二
節　

檀
家
に
よ
る
寺
檀
関
係
の
維
持

①
押
小
路
家
（
中
原
氏
）
の
場
合

は
じ
め
に
、
地
下
官
人
中
原
氏
の
一
流
で
あ
る
押
小
路
家
の
事
例
を
検
討
す
る
。
同
家
は
戦
国
時
代
以
降
近
世
を
通
し
て
局
務
を

世
襲
し
た
、
地
下
の
中
で
も
最
上
層
に
位
置
す
る
家
の
一
つ
で
あ
る
。
同
家
の
菩
提
所
は
、
東
山
霊
山
に
所
在
す
る
、
時
宗
寺
院
霊
山

寺
（
霊
山
正
法
寺
）12

で
あ
る
。
近
世
押
小
路
家
の
日
記
を
見
る
と
、
中
原
氏
と
霊
山
及
び
霊
山
寺
と
の
関
係
は
一
二
世
紀
ま
で
遡
る
と

い
う
見
解
を
、
同
家
の
人
々
が
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
「
大
外
記
師
資
記
」13

寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
三
月
三
日
条
に

見
え
る
同
家
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
建
久
年
中
に
中
原
師
尚
が
霊
山
内
の
地
を
「
拝
領
・
管
領
」
し
、
代
々
の
墳
墓
と
「
霊
山
霊
山
寺
」

を
「
支
配
」。
そ
の
後
、
応
永
年
中
に
国
阿
上
人
に
「
当
山
」
を
預
け
、
そ
の
替
わ
り
に
、
同
家
代
々
の
菩
提
を
弔
う
こ
と
と
、
同
家

の
命
に
背
か
な
い
こ
と
を
契
約
し
た
と
い
う
。
た
だ
し
、
仮
に
こ
の
見
解
が
あ
る
程
度
事
実
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
中

世
段
階
で
の
霊
山
寺
が
、
押
小
路
流
中
原
氏
の
葬
祭
に
表
だ
っ
た
関
与
を
見
せ
た
こ
と
を
史
料
的
に
裏
づ
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
一
五

世
紀
の
中
原
師
郷
の
日
記
『
師
郷
記
』14

に
見
え
る
、
記
主
の
祖
父
や
父
母
の
忌
日
仏
事
に
関
す
る
記
事
に
よ
る
と
、
そ
れ
ら
の
忌
日
に

は
清
和
院
や
東
北
院
の
僧
侶
を
自
邸
に
招
請
す
る
の
が
恒
例
で
あ
り
、
霊
山
寺
に
よ
る
忌
日
仏
事
へ
の
関
与
は
窺
え
な
い
。
同
記
で
霊

山
が
現
れ
る
の
は
、
毎
年
の
盆
の
期
間
に
行
わ
れ
る
墓
参
関
係
の
記
事
な
ど
に
限
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
師
郷
期
の
押
小
路

流
中
原
氏
に
と
っ
て
の
霊
山
と
は
、
墳
墓
の
地
と
し
て
の
役
割
が
主
と
し
て
期
待
さ
れ
る
空
間
で
あ
り
、
同
地
に
所
在
し
た
寺
院
と
の

関
係
は
、
葬
祭
実
践
の
際
に
そ
れ
ほ
ど
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
近
世
の
押
小
路
家
の
葬
祭
は
、
多
く
が
霊
山
寺
を
会
場
と
し
、
同
寺
僧
に
よ
っ
て
諸
仏
事
が
執
行
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
画
期
は
定
か
で
は
な
い
が
、
押
小
路
師
定
（
一
六
二
〇
～
七
六
）
の
頃
に
は
、
霊
山
寺
を
会
場
と
し
た
仏
事
や
、
自
邸
へ
の
霊
山
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寺
僧
の
招
請
が
忌
日
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で15

、
同
時
期
に
は
す
で
に
葬
祭
を
介
し
た
霊
山
寺
と
の
密
接
な
関
係
が
構
築
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。

　

近
世
押
小
路
家
が
、
霊
山
寺
に
期
待
し
た
役
割
は
、
次
に
掲
げ
る
史
料
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。

〔
史
料
二
〕

誓
願
寺
末
寺
光
明
寺
予
実
父
〈
水
円
居
士
、〉
有
墳
墓
、
明
年
正
月
四
日
十
三
廻
忌
也
、
依
之
予
為
追
善
奉
供
養
施
餓
鬼
、
白
銀

弐
拾
両
者
施
餓
鬼
料
、
金
子
弐
百
疋
者
斎
料
也
、
於
当
家
者
先
祖
累
代
霊
山
寺
也
、
依
憚
先
祖
之
霊
於
当
家
不
可
行
仏
事
、
且

又
予
一
代
光
明
寺
通
路
也
、
子
孫
必
不
可
訪
光
明
寺
者
也
、

〔
史
料
二
〕
は
、「
大
外
記
師
英
記
」16

宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
一
二
月
二
日
条
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
。
同
史
料
に
よ
る
と
、
記
主
の
実

父
で
あ
る
栗
原
水
円17

の
墓
は
誓
願
寺
末
寺
の
光
明
寺
に
あ
り
、
師
英
は
明
年
正
月
四
日
の
十
三
回
忌
に
先
だ
っ
て
、
同
寺
に
仏
事
の
費

用
を
遣
わ
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
押
小
路
家
累
代
の
菩
提
所
は
霊
山
寺
で
あ
る
が
、
同
家
の
「
先
祖
之
霊
」
へ
の
憚
り
か
ら
、
押
小
路

家
と
し
て
霊
山
寺
で
の
仏
事
は
行
わ
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
光
明
寺
と
の
関
係
は
、
師
英
一
代
の
も
の
で
、
同
家
の
子
孫
が
今
後
光
明

寺
と
の
関
係
を
継
続
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

同
史
料
か
ら
は
、
師
英
が
霊
山
寺
を
押
小
路
家
歴
代
の
仏
事
の
場
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
家
の
菩
提
所
と
、

血
縁
関
係
な
ど
に
由
来
す
る
一
代
限
り
の
寺
檀
関
係
と
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
意
志
が
見
ら
れ
る
点
に
も
注
目
し
た
い
。
霊
山
寺
は
、

押
小
路
家
の
家
の
祭
祀
空
間
的
性
格
を
同
家
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
、
同
家
の
明
確
な
意
志
に
よ
っ
て
寺
檀
の
関
係
が
維
持
さ
れ
て
い
た

と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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②
近
衛
家
の
場
合

続
い
て
、
最
上
層
の
公
家
で
あ
る
摂
関
家
近
衛
家
の
事
例
を
検
討
し
た
い
。
中
世
近
衛
家
歴
代
の
葬
儀
の
模
様
は
、
一
部
の
者
に

つ
い
て
し
か
判
明
し
な
い
も
の
の
、
一
五
世
紀
後
葉
以
降
に
は
東
福
寺
海
蔵
院
で
葬
儀
を
行
う
か
、
同
寺
の
僧
侶
の
沙
汰
で
葬
儀
が
実

施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
同
時
代
の
史
料
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る18

。
し
か
し
、
こ
の
葬
儀
を
介
し
た
関
係
は

慶
長
一
七
年
（
一
六
一
二
）
に
死
亡
し
た
信
尹
ま
で
で
途
絶
え
、次
代
の
信
尋
以
降
は
大
徳
寺
で
葬
儀
を
行
う
よ
う
に
な
る19
（
後
掲
〔
表

一
〕
参
照
）。
ま
た
、
東
福
寺
に
よ
っ
て
葬
儀
が
行
わ
れ
た
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
追
善
仏
事
に
東
福
寺
は
必
ず
し
も
関
与
せ
ず
、
家

長
の
信
仰
な
ど
に
基
づ
き
、
会
場
と
な
る
寺
院
や
従
事
す
る
僧
侶
が
選
択
さ
れ
て
い
た20

。

こ
う
し
た
状
況
は
、
近
世
に
な
る
と
変
容
を
見
せ
る
。
歴
代
家
長
の
葬
儀
の
場
は
、
先
述
の
通
り
信
尋
以
後
大
徳
寺
で
一
定
す
る
。

ま
た
、
彼
ら
の
追
善
仏
事
は
、
基
熙
期
を
画
期
と
し
て
、
葬
儀
を
担
う
大
徳
寺
と
、
基
煕
を
開
基
と
す
る
西
王
寺21

の
両
寺
院
に
よ
っ
て

主
と
し
て
担
わ
れ
る
の
が
恒
例
と
な
る
。
近
衛
家
の
葬
祭
で
中
心
的
役
割
を
担
う
寺
院
は
、
先
に
検
討
し
た
押
小
路
家
と
同
様
、
近
世

に
固
定
的
外
観
を
呈
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
大
徳
寺
と
西
王
寺
の
両
寺
を
中
心
と
す
る
、
こ
の
よ
う
な
葬
祭
の
秩
序
が
維
持
さ
れ
て
い
た
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
三

月
二
〇
日
、
近
衛
内
前
が
薨
去
し
た
。
内
前
の
葬
儀
は
先
例
通
り
大
徳
寺
に
お
い
て
行
わ
れ
、
そ
の
後
は
大
徳
寺
と
西
王
寺
の
両
寺
を

中
心
と
し
た
追
善
仏
事
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
薨
去
か
ら
二
年
後
の
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
三
月
一
三
日
、
清
浄
華
院22

の

子
院
で
あ
る
良
樹
院
が
、
同
院
で
の
内
前
の
位
牌
安
置
を
近
衛
家
に
願
い
出
て
き
た23

。
次
に
掲
げ
る
「
近
衛
家
雑
事
日
記
」
天
明
七
年

四
月
二
三
日
条
に
は
、
そ
の
交
渉
の
結
果
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

〔
史
料
三
〕

一
、
浄
華
院
塔
中
良
樹
院
義
、
龍
山
様
御
由
緒
之
義
有
之
、
古
ニ
書
物
・
記
録
等
致
類
焼
無
之
候
得
共
、
過
去
帳
持
参
、
裏
ニ
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御
由
緒
之
趣
書
付
有
之
、
写
御
前
へ
上
ル
、
願
之
趣
ハ
龍
山
様
・
大
解
脱
院
様
御
位
牌
安
置
仕
度
旨
也
、
依
之
御
聞
届
ケ
左
之

通
許
状
被
下
之
、
御
納
戸
方
よ
り
呼
寄
相
渡
者
也
、（
後
略
）

同
史
料
に
よ
る
と
、
良
樹
院
は
自
院
と
前
久
（
龍
山
）
と
の
由
緒
を
主
張
し
、
そ
の
根
拠
と
な
る
「
過
去
帳
」24

を
近
衛
家
に
提
出
し
た
。

こ
う
し
た
交
渉
の
結
果
、
良
樹
院
に
お
け
る
内
前
（
大
解
脱
院
）
の
位
牌
安
置
が
許
可
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
、
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
四
月
一
九
日
の
近
衛
基
前
薨
去
時
に
は
、
同
じ
清
浄
華
院
の
子
院
で
あ
る
龍
泉
院
が
同
様
に
位

牌
安
置
を
願
い
出
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
ち
ら
は
良
樹
院
の
事
例
と
は
対
照
的
な
経
過
を
見
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

〔
史
料
四
〕

一
、
清
浄
華
院
寺
中
龍
泉
院
参
上
、
御
尊
牌
安
置
仕
度
旨
相
願
候
由
ニ
付
、
御
用
部
家
へ
申
入
候
処
、
御
先
々
よ
り
御
例
茂
不

被
為
在
候
間
、
不
被
許
候
趣
申
渡
候
様
、
斎
藤
氏
御
下
知
也
、
依
而
其
段
申
聞
差
帰
候
事
、

〔
史
料
四
〕
は
、「
近
衛
家
御
次
日
記
」25

文
政
三
年
五
月
二
八
日
条
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
龍
泉
院
へ
の
位
牌
安
置
は

先
例
が
な
い
た
め
許
可
で
き
な
い
旨
が
、
近
衛
家
か
ら
同
院
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

〔
史
料
三
・
四
〕
の
両
事
例
か
ら
は
、
近
世
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
近
衛
家
の
人
々
が
有
し
て
い
た
菩
提
所
観
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
。
近
衛
家
所
縁
の
寺
院
は
、
同
家
構
成
員
の
葬
祭
を
介
し
て
、
お
そ
ら
く
同
家
と
の
関
係
を
深
化
さ
せ
よ
う
と
努
め
て
い

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
近
衛
家
側
は
、
先
例
や
由
緒
と
い
う
条
件
を
設
け
、
葬
祭
に
関
与
す
る
寺
院
を
制
限
し
て
い
る
。

葬
祭
を
介
し
た
家
と
寺
院
と
の
関
係
は
、
も
は
や
流
動
性
を
認
め
ら
れ
て
は
い
な
い
。
先
例
を
踏
襲
す
る
こ
と
で
、
家
と
関
係
す
る
寺

院
や
、
そ
の
関
係
の
あ
り
方
は
永
続
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
事
実
は
、
当
該
期
の
近
衛
家
に
お
い
て
、
特
定
の
寺
院
の
み
を
家
の
祭
祀
空

間
と
し
て
区
別
す
る
観
念
が
存
在
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
い
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
近
世
公
家

社
会
に
お
け
る
寺
檀
関
係
の
「
固
定
化
」
と
は
、
近
衛
家
や
先
に
見
た
押
小
路
家
の
例
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
家
の
意
向
に
よ
っ
て
葬



蓮花寺佛教研究所紀要　第八号　共同研究

44

祭
を
介
し
た
（
諸
）
寺
院
と
の
関
係
が
維
持
さ
れ
る
状
況
の
、
見
か
け
上
の
様
相
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

以
上
、
本
章
で
は
、
近
世
公
家
社
会
に
お
け
る
寺
檀
関
係
が
呈
す
る
固
定
的
外
観
の
内
実
を
考
察
し
た
。
近
世
に
お
け
る
寺
檀
の

関
係
は
、
家
側
の
意
向
に
よ
っ
て
変
更
し
え
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
特
定
の
寺
院
を
家
の
祭
祀
空
間
と
見
る
家
の
意
志

に
よ
っ
て
、
変
更
は
あ
ま
り
生
じ
る
こ
と
が
な
く
、
寺
院
と
の
関
係
は
安
定
的
に
持
続
し
て
い
た
。
で
は
、
な
ぜ
近
世
に
な
る
と
、
特

定
の
寺
院
と
の
関
係
が
「
固
定
化
」
し
、
そ
の
寺
院
が
家
の
祭
祀
空
間
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
が
現
出
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
章
に
て
検
討
し
た
い
。

第
二
章　

寺
檀
関
係
と
格
式
観
念

第
一
節　

寺
院
の
格
式
性

な
ぜ
葬
祭
を
介
し
た
寺
院
と
家
と
の
関
係
は
近
世
に
な
る
と「
固
定
化
」す
る
の
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
の
が
、

後
藤
み
ち
子
氏
の
入
墓
秩
序
に
関
す
る
研
究
で
あ
る26

。
氏
は
公
家
の
妻
の
墓
が
、
一
五
世
紀
半
ば
以
降
は
夫
と
同
一
の
墓
地
に
営
ま
れ

る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
近
世
以
降
寺
檀
関
係
が
固
定
化
す
る
こ
と
で
、
こ
う
し
た
夫
婦
同
墓
地
形
態
が
一
般
化

す
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
入
墓
秩
序
の
変
化
は
、
家
内
部
に
お
け
る
正
妻
の
地
位
・
役
割
の
生
成
と
相
関
関
係
に
あ

る
と
想
定
し
て
い
る
。

氏
の
議
論
は
大
筋
に
お
い
て
首
頷
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
近
世
に
お
け
る
正
室
の
墓
地
は
、
確
か
に
家
長
と
同
一
の
墓

地
に
所
在
す
る
の
が
普
通
で
は
あ
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
例
も
若
干
な
が
ら
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
第
一
章
で
見
た
今
出
川
家
の
場
合
、
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家
長
の
葬
儀
の
場
や
通
常
の
墓
参
対
象
と
な
る
墓
の
所
在
地
は
本
圀
寺
で
あ
る
の
に
対
し
、
正
室
の
葬
儀
は
三
宝
寺
で
実
施
す
る
の
が

近
世
を
通
し
て
の
慣
例
と
な
っ
て
い
た
と
思
し
い27

。
寺
院
の
「
固
定
化
」
が
夫
婦
別
墓
地
状
態
の
「
固
定
化
」
を
生
じ
さ
せ
る
場
合
も

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
後
藤
氏
の
議
論
、
お
よ
び
そ
の
補
足
を
述
べ
た
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
家
長
や
正
室
と
い
っ
た
家
内
部
に
お
け
る

各
人
の
地
位
が
、
各
々
の
墓
所
を
決
定
す
る
重
要
な
因
子
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
近
世
に
お
け
る
公
家
や
そ
の
家
族
の

墓
は
、
境
内
墓
地
を
は
じ
め
と
す
る
、
寺
院
に
付
随
す
る
墓
地
に
設
営
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
墓
の
設
営
地
が
被
葬

者
の
地
位
や
身
分
を
反
映
す
る
こ
と
は
、
墓
地
を
提
供
す
る
寺
院
が
被
葬
者
の
地
位
・
身
分
ご
と
に
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
よ

う
。
実
際
、
こ
う
し
た
例
は
今
出
川
家
を
含
め
て
幾
例
か
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
一
例
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
寺
檀
の
秩
序
の

存
在
が
最
も
明
瞭
に
見
て
取
れ
る
近
世
近
衛
家
の
事
例
を
、
以
下
で
詳
し
く
検
討
し
た
い
と
思
う
。

近
衛
家
の
歴
代
家
長
に
つ
い
て
は
、
そ
の
葬
儀
が
大
徳
寺
で
行
わ
れ
、
中
陰
や
忌
日
な
ど
の
仏
事
は
大
徳
寺
と
西
王
寺
で
併
修
さ

れ
る
こ
と
が
、
近
世
中
期
以
降
の
慣
例
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
先
述
し
た
。
で
は
、
そ
れ
以
外
の
家
構
成
員
の
葬
祭
は
、
ど
の
よ
う
な

寺
院
に
委
任
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
正
室
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
一
七
世
紀
以
降
の
正
室
格
女
性
の
内
、
葬
儀
が
行
わ
れ
た
寺
院
が
判
明
す
る
者
を
ま
と
め

た
も
の
が
、〔
表
二
〕（
後
掲
）
で
あ
る
。
同
表
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
正
室
の
葬
儀
は
元
禄
一
五
年
（
一
七
〇
二
）
に
死
亡
し
た
基
煕

室
無
上
法
院
以
後
、
一
貫
し
て
大
徳
寺
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
お
り
、
志
向
性
が
存
在
し
た
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
方
針

は
実
の
と
こ
ろ
、
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
に
死
亡
し
た
家
煕
室
台
岳
院
の
時
点
で
す
で
に
そ
の
萌
芽
が
確
か
め
ら
れ
る
。「
基
煕
公

記
」28

貞
享
五
年
四
月
二
二
日
条
に
よ
る
と
、
彼
女
の
葬
儀
・
中
陰
仏
事
は
、
当
初
大
徳
寺
で
実
施
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

故
人
の
母
で
あ
る
藤
原
房
子
（
坊
城
俊
広
の
娘
）
の
葬
儀
が
清
浄
華
院
で
行
わ
れ
た
こ
と
や
、故
人
の
生
前
の
信
仰
を
考
慮
し
た
上
で
、
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最
終
的
に
は
実
父
で
あ
る
霊
元
院
の
命
に
よ
り
、
清
浄
華
院
と
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
と
い
う
。
当
初
の
予
定
地
で
あ
っ
た
大
徳
寺

が
、
故
人
の
信
仰
な
ど
と
は
無
関
係
に
選
択
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
家
の
方
針
に
基
づ
く
選
択
で
あ
っ
た
と

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
家
長
同
様
、
西
王
寺
に
よ
る
葬
祭
へ
の
副
次
的
関
与
が
見
受
け
ら
れ
る
。
西
王
寺
に
は
、
大
徳
寺
の
墓
塔
と
は
別
に
、
一

部
の
正
室
の
た
め
に
建
立
さ
れ
た
塔
が
現
存
し
て
い
る29

。
忌
日
仏
事
に
つ
い
て
も
、
大
徳
寺
と
同
時
に
西
王
寺
に
対
し
て
も
仏
事
の
執

行
が
近
衛
家
か
ら
依
頼
さ
れ
る
こ
と
が
多
い30

。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
近
世
近
衛
家
の
正
室
の
葬
祭
は
、
寺
院
と
の
関
係
と
い
う
点
に

限
る
な
ら
ば
、
家
長
に
準
じ
た
扱
い
を
受
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

続
い
て
、
側
室
（
家
女
房
な
ど
）
の
葬
祭
を
見
て
み
よ
う
。
近
世
近
衛
家
に
は
、
正
室
以
外
に
も
歴
代
家
長
と
の
間
に
子
を
な
し

た
女
性
が
多
数
存
在
し
た
。
彼
女
ら
の
多
く
は
、
死
後
近
衛
家
に
よ
っ
て
葬
祭
が
担
わ
れ
て
い
る
。
葬
儀
の
場
と
な
っ
た
寺
院
が
確
認

で
き
る
、
信
尋
側
室
円
珠
院
以
降
の
事
例
を
ま
と
め
た
も
の
が
〔
表
三
〕（
後
掲
）
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
一
八
世
紀
以
降
の
側

室
の
葬
儀
は
、
そ
の
多
く
が
西
王
寺
で
行
わ
れ
て
お
り
、
や
は
り
明
ら
か
な
志
向
性
が
看
取
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
中
陰
以
下
の
追
善
仏

事
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
多
く
の
場
合
西
王
寺
に
お
い
て
催
行
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
家
煕
側
室
義
常
院
と
玉
岑
院
の
時
は
、
西
王
寺
以
外
の
寺
院
が
選
択
さ
れ
て
い
る
。「
西
王
寺
過
去
帳
」31

に
よ
る
と
、
前

者
の
義
常
院
は
嵯
峨
の
直
指
庵
に
葬
ら
れ
、
西
王
寺
に
お
い
て
中
陰
仏
事
が
修
さ
れ
た
と
い
う
。
彼
女
は
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
時

点
で
す
で
に
嵯
峨
（
直
指
庵
か
）
に
隠
棲
し
て
い
た
ら
し
く32

、死
亡
時
に
は
近
衛
家
に
帰
属
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、

彼
女
の
葬
儀
に
関
す
る
記
述
が
、
近
衛
家
歴
代
家
長
・
妻
子
の
ほ
と
ん
ど
の
葬
儀
を
詳
述
し
て
い
る
「
近
衛
家
雑
事
日
記
」
に
は
見
出

せ
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
彼
女
が
近
衛
家
に
よ
る
葬
儀
主
催
の
対
象
か
ら
離
脱
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

お
そ
ら
く
、
彼
女
所
縁
の
人
々
に
よ
っ
て
、
直
指
庵
で
主
た
る
葬
祭
が
行
わ
れ
る
の
に
並
行
し
て
、
近
衛
家
主
催
の
中
陰
仏
事
が
、
側
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室
相
当
の
寺
院
で
あ
る
西
王
寺
を
会
場
と
し
て
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
玉
岑
院
の
事
例
も
、
同
様
の
事
情
に
よ
る
も
の
と
推
測
さ

れ
る
。

以
上
か
ら
、
少
な
く
と
も
近
世
中
期
以
降
、
近
衛
家
の
成
人
層
の
葬
祭
に
関
与
す
る
寺
院
に
は
、
各
人
の
家
内
部
に
お
け
る
地
位

に
応
じ
た
選
択
が
働
い
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
家
長
・
正
室
は
大
徳
寺
を
葬
儀
・
営
墓
の
場
と
し
、
中
陰
・
忌
日
の
仏
事
は
大
徳
寺

と
西
王
寺
の
両
寺
が
主
と
し
て
執
行
す
る
。
そ
れ
に
対
し
側
室
は
、
西
王
寺
一
寺
が
葬
儀
・
営
墓
・
仏
事
の
場
と
し
て
割
り
当
て
ら
れ

て
い
る
。
近
世
近
衛
家
に
お
け
る
各
人
の
葬
祭
委
任
寺
院
は
、
同
家
構
成
員
の
身
位
指
標
と
し
て
、
そ
の
格
式
が
一
程
度
規
定
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
節　

葬
祭
の
格
式
性
と
寺
院

も
っ
と
も
、
各
人
の
葬
祭
を
主
と
し
て
担
う
寺
院
が
、
各
人
の
家
内
に
お
け
る
地
位
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
う
、
近
衛
家
や
今
出

川
家
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
寺
檀
の
秩
序
は
、
複
数
の
寺
院
と
の
関
係
を
維
持
し
て
い
る
家
で
な
け
れ
ば
実
現
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
た
と
え
家
構
成
員
の
葬
祭
が
す
べ
て
単
一
の
寺
院
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
家
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
寺
院
は
前
節
で
見
た
も
の
と
は

異
な
る
形
で
、
葬
祭
の
格
式
化
実
現
に
寄
与
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
佐
竹
朋
子
氏33

や
筆
者34

が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
近
世
公
家
社
会

で
は
、
家
構
成
員
各
人
の
葬
送
儀
礼
に
、
各
人
の
身
分
・
地
位
に
基
づ
く
細
か
な
格
差
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
も
と

で
、
寺
院
は
公
家
や
そ
の
家
族
の
葬
儀
に
参
画
し
て
い
た
こ
と
を
、
ま
ず
は
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

寺
院
が
公
家
や
そ
の
家
族
の
死
亡
後
数
日
中
に
行
う
事
柄
は
、
管
見
で
は
ど
の
家
の
葬
儀
で
も
大
差
な
く
、
法
号
の
考
案
と
檀
家

へ
の
提
出
、中
陰
仏
事
の
式
次
第
の
作
成
と
檀
家
へ
の
提
出
、「
葬
送
」
当
日
の
寺
院
で
の
仏
事
な
ど
を
主
と
し
て
い
る
。
特
に
、「
葬
送
」
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当
日
の
仏
事
や
中
陰
仏
事
の
計
画
・
執
行
に
際
し
て
、
寺
院
が
果
た
す
役
割
は
非
常
に
重
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
示
す
の
が
別
稿
で
も

紹
介
し
た
、近
衛
家
久
側
室
真
涼
院
の
葬
儀
を
め
ぐ
る
近
衛
家
と
西
王
寺
と
の
や
り
と
り
で
あ
る
。
真
涼
院
は
、安
永
二
年（
一
七
七
三
）

閏
三
月
二
七
日
に
死
亡
。
そ
の
翌
日
に
西
王
寺
の
僧
が
近
衛
家
に
呼
び
出
さ
れ
て
、
葬
儀
な
ど
に
関
す
る
相
談
が
実
施
さ
れ
た
。
真
涼

院
の
葬
儀
に
関
す
る
記
録
で
あ
る
「
真
涼
院
様
御
葬
送
記
」35

の
同
日
部
分
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

〔
史
料
五
〕

（
前
略
）
真
涼
院
様
御
事
、
御
病
気
御
大
切
ニ
付
、
柳
之
図
子
御
屋
敷
へ
為
御
養
生
昨
夜
御
下
リ
候
ハ
ヽ
、
尤
此
節
女
御
様
御
疱

瘡
中
故
昨
日
之
御
日
取
ニ
テ
来
月
中
ハ
隠
密
ニ
テ
御
座
候
、
瑶
林
院
様
格
式
ニ
テ
御
座
候
間
、
右
之
御
葬
送
之
節
之
記
録
若
在

之
候
ハ
ヽ
、
御
差
出
可
在
旨
也
、
猶
帰
候
テ
老
師
ヘ
モ
申
聞
セ
可
申
上
旨
ニ
テ
罷
帰
、
同
日
午
ノ
刻
嵩
山
参
殿
進
藤
刑
部
少
輔

殿
・
木
村
勘
ケ
由
殿
エ
対
面
、
今
朝
賢
子
エ
御
下
候
趣
承
候
、
瑶
林
院
様
御
葬
送
之
記
録
七
十
年
以
前
之
御
事
一
向
記
録
無
御

座
候
、
芳
林
院
様
御
葬
送
之
御
格
凡
同
様
ニ
相
聞
ヘ
申
候
、
若
不
苦
候
ハ
ヽ
芳
林
院
様
御
葬
送
之
御
書
付
者
用
意
仕
候
、
進
藤

殿
云
、
左
候
ハ
ヽ
其
御
書
付
先
見
可
旨
、
則
呈
、（
後
略
）

こ
の
時
近
衛
家
側
は
、
真
涼
院
の
葬
儀
を
瑶
林
院
の
格
式
で
執
行
す
る
よ
う
に
、
西
王
寺
に
依
頼
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
西
王
寺

は
、
瑶
林
院
の
葬
儀
は
七
〇
年
も
前
の
こ
と
で
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
近
年
実
施
さ
れ
た
芳
林
院
の
例
を
用
い
る
こ
と
を
提
案

し
た
。
別
稿
で
指
摘
し
た
通
り
、
瑶
林
院
と
真
涼
院
は
ど
ち
ら
も
側
室
で
あ
り
、
且
つ
嫡
子
の
生
母
で
も
あ
る
と
い
う
共
通
点
を
有
し

て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
真
涼
院
の
葬
儀
は
瑶
林
院
と
同
格
に
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
近
衛
家
構
成
員
の
葬

儀
を
担
当
す
る
寺
院
が
、
被
葬
者
の
家
内
部
に
お
け
る
地
位
・
身
分
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
先
述
し
た
が
、
同
じ
寺
院
が

充
当
さ
れ
る
者
の
中
に
も
、
さ
ら
に
細
か
な
格
式
差
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
同
史
料
か
ら
は
見
て
取
れ
る
。
そ
し
て
、
檀
家
の

側
は
、
そ
う
し
た
格
式
差
を
踏
ま
え
た
葬
儀
の
実
施
を
、
寺
院
に
対
し
て
要
求
す
る
。
し
か
し
、〔
史
料
五
〕
の
事
例
か
ら
明
ら
か
な
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よ
う
に
、
こ
の
時
寺
院
が
十
分
な
資
料
を
保
管
し
て
い
な
け
れ
ば
、
檀
家
が
望
む
葬
儀
形
態
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
寺
院
に

は
、
家
構
成
員
の
葬
祭
に
関
わ
る
記
録
を
保
管
し
、
新
た
な
葬
祭
の
機
会
が
生
じ
た
暁
に
は
、
檀
家
か
ら
の
要
望
に
従
っ
て
、
故
人
の

身
位
に
相
応
し
い
格
式
で
そ
れ
ら
を
遂
行
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
る
と
、
本
稿
が
課
題
と
す
る
と
こ
ろ
の
、
な
ぜ
近
世
に
な
る
と
公
家
と
寺
院
と
の
葬
祭
を

介
し
た
関
係
は
「
固
定
化
」
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
、
一
つ
の
回
答
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
筆
者
は
別
稿
で
、
近
世
移
行

に
伴
っ
て
、
葬
送
儀
礼
に
対
す
る
人
々
の
価
値
観
が
大
き
な
変
容
を
遂
げ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
中
世
以
前
で
は
、
葬
儀
が
他
の
儀
礼
同

様
に
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
地
位
・
身
分
指
標
機
能
に
、
人
々
は
あ
ま
り
価
値
を
見
出
さ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
近
世
以
後
に
な
る

と
、
葬
儀
の
そ
う
し
た
側
面
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
故
人
の
身
位
の
細
か
な
差
異
が
、
葬
儀
を
構
成
す
る
諸
要
素
の
差
異
と
し

て
具
現
化
さ
れ
る
こ
と
が
規
範
と
な
る
。
こ
の
見
解
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
寺
院
に
期
待
さ
れ
る
役
割
も
ま
た
、
中
世
以
前
と
近

世
以
後
で
、
変
化
が
生
じ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
近
世
以
後
の
寺
院
に
は
、
過
去
の
葬
儀
記
録
を
蓄
積
し
、
そ
れ
を
参
照
す
る
こ
と
で
、

檀
家
か
ら
指
示
さ
れ
た
格
式
で
の
葬
儀
を
過
不
足
な
く
遂
行
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
ゆ
え
、
檀
家
が
故
人
に
相

応
し
い
格
式
に
則
っ
た
葬
儀
の
円
滑
な
実
行
を
望
む
な
ら
ば
、
自
家
の
葬
儀
を
何
度
も
執
行
し
た
経
験
の
あ
る
寺
院
に
葬
儀
を
依
頼
す

る
の
が
、
最
も
無
難
な
選
択
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
近
世
公
家
社
会
に
お
け
る
、
地
位
・
身
分
指
標
機
能
の
価
値
上
昇
と
い
う
葬
儀

観
の
変
化
に
よ
っ
て
、
寺
院
は
檀
家
に
と
っ
て
格
式
秩
序
を
維
持
す
る
上
で
不
可
欠
の
協
力
者
と
な
っ
た
。
ま
た
前
節
で
論
じ
た
よ
う

に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
寺
院
そ
れ
自
体
が
格
式
性
を
付
与
さ
れ
、
被
葬
者
の
地
位
・
身
分
を
指
標
す
る
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

こ
と
も
あ
っ
た
。
儀
礼
価
値
の
変
質
に
伴
う
こ
う
し
た
寺
院
の
役
割
の
変
容
こ
そ
が
、
近
世
公
家
社
会
に
お
い
て
寺
院
と
檀
家
と
の
葬

祭
を
介
し
た
関
係
が
「
固
定
化
」
す
る
、
一
つ
の
要
因
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
近
世
公
家
社
会
に
見
ら
れ
る
、
特
定
寺
院
の
家
の
祭
祀
空
間
化
が
な
ぜ
生
じ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
考
察
し
た
。
該

社
会
に
お
い
て
、
家
と
寺
院
と
の
葬
祭
を
介
し
た
関
係
は
解
消
不
可
能
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
檀
家
が
基
本
的
に
関
係
の
維
持
を

志
向
し
た
た
め
、
関
係
は
固
定
的
様
相
を
見
せ
た
。
そ
れ
は
、
故
人
の
地
位
・
身
分
に
応
じ
た
過
不
足
な
き
葬
儀
の
実
践
を
規
範
と
す

る
葬
儀
観
が
近
世
に
な
っ
て
形
成
さ
れ
た
こ
と
で
、
寺
院
が
葬
祭
の
格
式
実
現
の
た
め
に
不
可
欠
な
役
割
を
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
を
一
因
と
す
る
。
第
一
章
で
見
た
よ
う
な
、
代
々
関
係
す
る
特
定
の
寺
院
と
一
代
限
り
の
寺
院
と
を
区
別
す
る
観
念
や
、
家
と

の
由
緒
を
重
視
す
る
態
度
は
、
特
定
寺
院
と
の
関
係
が
継
続
す
る
過
程
で
、
徐
々
に
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
い
く
つ
か
の
課
題
を
述
べ
て
結
び
と
し
た
い
。
ま
ず
、
今
回
の
議
論
の
応
用
可
能
性
に
つ
い
て
。
本
稿
は
あ
く
ま
で
も

公
家
社
会
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
り
、こ
こ
で
得
ら
れ
た
結
論
を
直
ち
に
他
の
社
会
階
層
に
適
用
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
、

寺
檀
関
係
に
家
格
差
が
反
映
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
民
俗
事
例
が
、
野
口
武
徳
氏
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る36

。
ま
た
、
先
学
が
明
ら

か
に
し
て
い
る
武
家
の
寺
檀
関
係
の
変
遷
を
見
る
と
、
寺
檀
の
秩
序
形
成
と
い
っ
た
点
な
ど
に
、
本
稿
で
検
討
し
た
公
家
の
寺
檀
関
係

と
類
似
す
る
部
分
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る37

。
葬
儀
観
の
変
容
と
い
う
本
稿
の
視
座
を
応
用
す
る
こ
と
で
、
近
世
寺
檀
関
係
の
幾
つ
か

の
事
例
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
、
あ
る
い
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
本
稿
で
は
主
と
し
て
檀
家
の
側
の
事
情
に
注
目
し
て
論
を
進
め
た
が
、
寺
院
の
側
の
思
惑
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う38

。

第
一
章
で
見
た
よ
う
な
、
檀
家
の
位
牌
安
置
を
積
極
的
に
願
い
出
る
寺
院
の
姿
か
ら
は
、
寺
院
に
と
っ
て
公
家
と
の
関
係
は
少
な
か
ら

ず
魅
力
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
寺
院
が
公
家
と
の
関
係
に
期
待
し
た
も
の
は
何
で
あ
り
、
そ
れ
が
関
係
の
あ
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り
方
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
の
か
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

〔
表
一
〕
近
世
近
衛
家
家
長
の
葬
儀
の
場

没
年
月
日

享
年

俗
称

院
号

実
父
（
養
父
）

実
母

葬
儀
の
場
（
出
典
）

慶
長
17
（
一
六
一
二
）
５
／
８

77

前
久

東
求
院

近
衛
稙
家

高
源
院

東
福
寺
（
孝
）

慶
長
19
（
一
六
一
四
）
11
／
25

50

信
尹

三
藐
院

近
衛
前
久

宝
樹
院

東
福
寺
（
孝
）

慶
安
2
（
一
六
四
九
）
10
／
11

51

信
尋

本
源
自
性
院

後
陽
成
院

（
近
衛
信
尹
）

中
和
門
院

大
徳
寺
（
皇
）

承
応
2
（
一
六
五
三
）
７
／
19

32

尚
嗣

妙
有
真
空
院

近
衛
信
尋

円
珠
院

大
徳
寺
（
隔
）

享
保
7
（
一
七
二
二
）
９
／
14

76

基
熙

応
円
満
院

近
衛
尚
嗣

瑶
林
院

大
徳
寺
（
兼
）

元
文
元
（
一
七
三
六
）
10
／
３

70

家
煕

予
楽
院

近
衛
基
煕

無
上
法
院

大
徳
寺
（
兼
）

元
文
2
（
一
七
三
七
）
８
／
17

51

家
久

如
是
観
院

近
衛
家
煕

台
岳
院

大
徳
寺
（
雑
）

天
明
5
（
一
七
八
五
）
３
／
20

58

内
前

大
解
脱
院

近
衛
家
久

真
涼
院

大
徳
寺
（
雑
）

寛
政
10
（
一
七
九
九
）
６
／
25

39

経
熙

後
予
楽
院

近
衛
内
前

韶
参
院

大
徳
寺
（
過
）

文
政
3
（
一
八
二
〇
）
４
／
19

38

基
前

証
常
楽
院

近
衛
経
煕

円
台
院

大
徳
寺
（
次
）

〔
表
二
〕
近
世
近
衛
家
正
室
の
葬
儀
の
場

没
年
月
日

享
年

俗
称

院
号

実
父
（
養
父
）

配
偶
者

葬
儀
の
場
（
出
典
）

慶
安
4
（
一
六
五
一
）
５
／
15

27

女
二
宮

光
明
心
院

後
水
尾
院

尚
嗣

東
福
寺
（
忠
）

貞
享
5
（
一
六
八
八
）
４
／
15

20

憲
子
内
親
王

台
岳
院

霊
元
院

家
煕

清
浄
華
院
（
基
）

元
禄
15
（
一
七
〇
二
）
８
／
26

62

品
宮
常
子
内
親
王

無
上
法
院

後
水
尾
院

基
煕

大
徳
寺
（
妙
）

宝
永
2
（
一
七
〇
五
）
10
／
４

16

亀
姫

英
光
院

島
津
綱
貴

（
島
津
吉
貴
）

家
久

大
徳
寺
（
雑
）
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正
徳
5
（
一
七
一
五
）
11
／
30

17

満
君

光
相
院

島
津
吉
貴 

（
近
衛
家
煕
）

家
久

大
徳
寺
（
雑
）

宝
暦
10
（
一
七
六
〇
）
10
／
20

33

頼
君
・
勝
子

霊
樹
院

徳
川
宗
春 

（
徳
川
宗
勝
）

内
前

大
徳
寺
（
雑
）

天
保
12
（
一
八
四
一
）
10
／
９

83

泰
宮
薫
子
女
王

円
台
院

職
仁
親
王

経
煕

大
徳
寺
（
公
）

弘
化
4
（
一
八
四
七
）
７
／
26

62

琴
姫
・
維
君

維
学
心
院

松
平
勝
当 

（
徳
川
宗
睦
）

基
前

大
徳
寺
（
系
）

嘉
永
3
（
一
八
五
〇
）
３
／
29

44

郁
姫
・
興
子

常
興
善
院

島
津
斉
宣 

（
島
津
斉
興
）

忠
煕

大
徳
寺
（
公
）

〔
表
三
〕
近
世
近
衛
家
側
室
の
葬
儀
の
場

没
年
月
日

享
年

俗
称

院
号

実
父
（
養
父
）

配
偶
者

葬
儀
の
場
（
出
典
）

延
宝
5
（
一
六
七
七
）
７
／
２

84

─

円
珠
院

池
田
氏
？

信
尋

千
本
（
基
）

元
禄
16
（
一
七
〇
三
）
５
／
16

82

─

瑶
林
院

堀
氏
？

尚
嗣

西
王
寺
（
基
）

正
徳
5
（
一
七
一
五
）
９
／
10

31

お
つ
ま
・
量
子

景
雲
院

町
尻
兼
量

家
煕

西
王
寺
（
雑
）

寛
延
元
（
一
七
四
八
）
12
／
２

66

侍
従
・
按
察

芳
林
院

久
我
通
名

基
煕

西
王
寺
（
過
）

宝
暦
8
（
一
七
五
八
）
10
／
26

─

お
て
よ

宝
池
院

朝
井
治
部
卿

内
前

西
王
寺
（
雑
）

宝
暦
13
（
一
七
六
三
）
３
／
２

─

小
弁

桂
巌
院

─

家
久

西
王
寺
（
繰
）

明
和
2
（
一
七
六
五
）
９
／
３

─

お
ひ
て
・
玉
の
井

玉
岑
院

─

家
煕

金
戒
光
明
寺
（
過
）

安
永
2
（
一
七
七
三
）
閏 3
／
27

68

陸
奥

真
涼
院

─

家
久

西
王
寺
（
真
）

安
永
3
（
一
七
七
四
）
11
／
４

86

吉
岡
・
常
陸

義
常
院

─

家
煕

直
指
庵
（
過
）

文
化
9
（
一
八
一
二
）
３
／
２

76

三
河

韶
参
院

（
吉
田
良
倶
）

内
前

西
王
寺
（
雑
）

文
政
10
（
一
八
二
七
）
８
／
５

─

小
塩

玉
樹
院

─

経
煕

西
王
寺
（
円
）
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※
〔
表
一
～
三
〕
の
凡
例

①
本
表
中
の
諸
情
報
は
、
近
衛
家
歴
代
家
長
な
ど
の
日
記
や
同
家
家
政
機
関
が
作
成
し
た
史
料
な
ど
と
い
っ
た
近
衛
家
で
作
成
さ
れ
た
史
料
と
、「
西
王
寺
過

去
帳
」
な
ど
の
西
王
寺
で
作
成
さ
れ
た
史
料
に
、
主
と
し
て
依
拠
し
て
い
る
。
ま
た
、
次
の
著
書
・
論
文
を
参
考
と
し
て
い
る
。
芝
葛
盛
「
後
水
尾
天
皇

皇
女
昭
子
内
親
王
に
就
い
て
」（『
国
史
学
』
二
一
、一
九
四
三
年
一
二
月
）、橋
本
政
宣
『
近
世
公
家
社
会
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
二
年
一
二
月
）、

松
崎
瑠
美
「
近
世
前
期
か
ら
中
期
に
お
け
る
薩
摩
藩
島
津
家
の
女
性
と
奥
向
」（『
歴
史
』
一
一
〇
、
東
北
史
学
会
、
二
〇
〇
八
年
四
月
）、
松
澤
克
行
「
近

衛
信
尋
・
尚
嗣
の
子
女
―
近
世
前
期
近
衛
家
系
図
の
補
訂
―
」（『
日
本
史
学
集
録
』
一
六
、一
九
九
三
年
一
一
月
）、
緑
川
明
憲
『
豫
楽
院
鑑　

近
衞
家
凞

公
年
譜
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
二
年
七
月
）、『
史
料
纂
集　

本
源
自
性
院
記
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
六
年
七
月
）「
解
題
」。

②
「
葬
儀
の
場
（
出
典
）」
項
に
は
、葬
儀
の
場
に
関
す
る
記
載
が
あ
る
史
料
の
内
、主
な
も
の
を
出
典
と
し
て
掲
げ
た
。
な
お
、次
の
略
称
を
使
用
し
た
。「
孝
」

＝
「
孝
亮
宿
祢
記
」（
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
）、「
皇
」
＝
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』（『
群
書
類
従
』
所
収
）、「
隔
」
＝
『
隔
蓂
記
』、「
兼
」
＝
「
兼
香
公
記
」（
東

京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
）、「
雑
」
＝
「
近
衛
家
雑
事
日
記
」、「
過
」
＝
「
西
王
寺
過
去
帳
」、「
次
」
＝
「
近
衛
家
御
次
日
記
」、「
忠
」
＝
「
忠
利
宿
祢
記
」

（
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
）、「
基
」
＝
「
基
煕
公
記
」、「
妙
」
＝
『
妙
法
院
日
次
記
』、「
公
」
＝
「
公
純
公
記
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
）、「
系
」
＝
『
御

系
譜
』（『
名
古
屋
叢
書
三
編　

第
一
巻　

尾
張
徳
川
家
系
譜
』
所
収
）、「
繰
」
＝
「
近
衛
家
御
用
部
屋
日
記
繰
出
」（
陽
明
文
庫
所
蔵
。
東
京
大
学
史
料
編

纂
所
所
蔵
の
写
真
帳
を
使
用
し
た
）、「
真
」
＝
「
真
涼
院
様
御
葬
送
記
」、「
円
」
＝
「
円
台
院
殿
御
日
記
」（
陽
明
文
庫
所
蔵
。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所

蔵
の
謄
写
本
を
使
用
し
た
）。

③
表
中
の
「
─
」
は
不
明
を
表
す
。
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註
1 

具
体
的
に
は
、
公
家
と
そ
の
配
偶
者
・
子
女
を
検
討
対
象
と
す
る
。

2 

遺
体
処
理
過
程
に
見
ら
れ
る
儀
礼
行
為
（
葬
送
儀
礼
）
と
、
死
者
の
祭
祀
・
追
福
な
ど
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
儀
礼
行
為
（
祭
祀
儀
礼
）
の
二
つ

の
儀
礼
行
為
の
総
称
と
し
て
、
本
稿
で
は
「
葬
祭
」
の
語
を
使
用
す
る
。
な
お
、
遺
体
処
理
過
程
に
追
福
を
目
的
と
し
た
行
為
が
導
入
さ
れ
る
な
ど
、

両
儀
礼
行
為
は
必
ず
し
も
峻
別
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
納
棺
・
出
棺
・
葬
列
・
土
火
葬
と
い
っ
た
死
亡
後
の
一
連
の
作
業
に
関
す
る
儀
礼
行
為
を
、

本
稿
で
は
便
宜
上
「
葬
送
儀
礼
（
葬
儀
）」
と
呼
称
し
て
い
る
。

3 

高
橋
秀
樹「
祖
先
祭
祀
に
見
る
一
門
と「
家
」―
勧
修
寺
流
藤
原
氏
を
例
と
し
て
―
」（
同『
日
本
中
世
の
家
と
親
族
』、吉
川
弘
文
館
、一
九
九
六
年
七
月
。

初
出
一
九
九
五
年
七
月
）。

4 

佐
藤
健
治
氏
は
、
摂
関
家
が
行
う
先
祖
の
忌
日
仏
事
が
、
鎌
倉
前
期
以
降
に
、
各
家
系
に
て
継
承
さ
れ
る
屋
敷
地
内
の
持
仏
堂
的
空
間
で
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
れ
は
先
祖
の
忌
日
仏
事
が
「
家
の
行
事
」
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
論

じ
て
い
る
（
佐
藤
健
治
「
鎌
倉
時
代
摂
関
家
の
年
中
行
事
」（
遠
藤
基
郎
編
『
生
活
と
文
化
の
歴
史
学
２　

年
中
行
事
・
神
事
・
仏
事
』、
竹
林
舎
、

二
〇
一
三
年
三
月
））。
氏
の
指
摘
も
ま
た
、
中
世
公
家
の
家
に
お
い
て
自
邸
の
祭
祀
空
間
が
果
た
し
て
い
た
役
割
の
重
要
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
い

え
よ
う
。

5 

後
藤
み
ち
子
「
中
世
公
家
の
墓
制
に
み
る
夫
婦
と
「
家
」」（『
総
合
女
性
史
研
究
』
二
三
、二
〇
〇
六
年
三
月
）、
同
『
戦
国
を
生
き
た
公
家
の
妻
た
ち
』

（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
四
月
）
一
五
四
頁
。

　

 　

な
お
、
西
田
圓
我
氏
は
、
公
家
（
貴
族
）
の
宗
派
や
寺
檀
関
係
（
師
檀
関
係
）
が
室
町
時
代
中
期
を
境
と
し
て
固
定
化
に
向
か
う
と
し
、
そ
れ
を

近
世
檀
家
制
度
確
立
前
史
に
お
け
る
関
係
固
定
化
の
先
駆
的
形
態
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
（
西
田
圓
我
「
室
町
時
代
中
・
末
期
に
お
け
る
浄
土
教
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信
仰
―
公
卿
の
日
記
を
中
心
と
し
て
―
」（
同
『
古
代
・
中
世
の
浄
土
教
信
仰
と
文
化
』、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
。
初
出
一
九
七
三
年

一
一
月
）、
同
「
室
町
時
代
に
お
け
る
貴
族
の
浄
土
教
信
仰
―
師
檀
関
係
の
固
定
化
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
同
前
書
。
初
出
一
九
七
五
年
七
月
）、
同
「
室

町
公
家
衆
と
浄
土
宗
―
藤
原
勧
修
寺
流
を
中
心
と
し
て
―
」（
同
前
書
。
初
出
一
九
八
二
年
二
月
））。
固
定
化
の
始
期
を
室
町
中
期
に
設
定
す
る
論
拠

と
し
て
氏
は
、
室
町
時
代
に
作
成
さ
れ
た
数
点
の
日
記
か
ら
、
葬
祭
な
ど
を
介
し
た
寺
院
と
公
家
と
の
関
係
を
示
す
記
事
を
抽
出
し
、
提
示
し
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
史
料
か
ら
は
、
各
日
記
の
記
主
の
代
に
お
け
る
家
と
寺
院
と
の
具
体
的
関
係
を
窺
い
知
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
家
と
寺
院

と
の
関
係
の
「
固
定
化
」
傾
向
を
見
て
取
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
寺
檀
関
係
の
「
固
定
化
」
を
主
張
す
る
た
め
に
は
、
長
期
に
わ
た
っ
て
家
と
特

定
の
寺
院
と
の
関
係
が
継
続
し
て
い
る
こ
と
か
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
状
態
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
意
志
の
存
在
を
読
み
取
り
う
る
事
例
を
提
示
す

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
一
六
世
紀
段
階
の
公
家
の
家
と
寺
院
と
の
葬
祭
を
介
し
た
関
係
を
観
察
す
る
と
、
そ
の
流
動
性
を
窺
わ
せ
る

事
象
を
数
多
く
検
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
さ
し
あ
た
り
、
拙
稿
「
中
近
世
移
行
期
貴
族
層
に
お
け
る
寺
院
・
墓
地
・
檀
家
の
関
係
に
つ
い
て
」（『
年

報
三
田
中
世
史
研
究
』
一
九
、二
〇
一
二
年
一
〇
月
）
を
参
照
）。
ゆ
え
に
、
少
な
く
と
も
本
稿
第
一
章
第
二
節
で
論
じ
る
よ
う
な
寺
檀
関
係
の
固
定

的
状
態
を
規
範
と
す
る
観
念
の
普
及
は
、
お
そ
ら
く
室
町
時
代
段
階
ま
で
遡
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。

6 

豊
田
武
「
檀
家
制
度
の
成
立
」（
同
『
豊
田
武
著
作
集　

第
五
巻　

宗
教
制
度
史
』、吉
川
弘
文
館
、一
九
八
二
年
一
一
月
。
初
出
一
九
三
八
年
一
二
月
）

を
嚆
矢
と
す
る
。

7 

林
宏
俊
「
近
世
後
期
の
「
離
檀
」
を
め
ぐ
る
権
力
・
寺
院
・
民
衆
」（『
地
方
史
研
究
』
三
四
三
、二
〇
一
〇
年
二
月
）
な
ど
。

8 

朴
澤
直
秀
「
幕
藩
権
力
と
寺
檀
関
係
―
一
家
一
寺
制
法
令
の
形
成
過
程
―
」（
同
『
幕
藩
権
力
と
寺
檀
制
度
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
。

初
出
二
〇
〇
一
年
四
月
）、
同
「
近
世
仏
教
を
め
ぐ
る
通
念
の
醸
成
」（『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
七
〇
―
一
〇
、二
〇
〇
五
年
一
〇
月
）、
同
「
寺
檀

制
度
を
め
ぐ
る
通
念
と
情
報
」（『
日
本
史
研
究
』
九
一
一
、二
〇
一
三
年
一
〇
月
）。

9 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
。
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10 

本
稿
で
は
、
史
料
の
引
用
に
当
た
り
、
異
体
字
・
略
字
等
を
現
今
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
字
体
に
改
め
た
（
た
だ
し
一
部
例
外
あ
り
）。
ま
た
、
割
書

箇
所
は
「〈
〉」
で
示
し
た
。

11 
三
宝
寺
は
、
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
に
京
都
鳴
滝
の
地
に
創
建
さ
れ
た
日
蓮
宗
寺
院
。
同
寺
の
開
創
に
は
今
出
川
家
が
関
与
し
た
と
さ
れ
る
。

同
寺
に
つ
い
て
は
、『
日
蓮
宗
寺
院
大
鑑
』（
大
本
山
池
上
本
門
寺
、
一
九
八
一
年
一
月
）
同
寺
項
、『
京
都
山
城
寺
院
神
社
大
事
典
』（
平
凡
社
、

一
九
九
七
年
二
月
）「
さ
ん
ぽ
う
じ
」
項
を
参
照
。

12 

な
お
、
小
野
澤
眞
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
近
世
の
霊
山
正
法
寺
山
内
に
は
、
霊
山
寺
と
称
す
る
子
院
が
存
在
し
た
（
小
野
澤
眞
「
霊
山
時
衆

の
展
開
―
山
城
国
の
事
例
か
ら
―
」（
同
『
中
世
時
衆
史
の
研
究
』、
八
木
書
店
、
二
〇
一
二
年
六
月
。
初
出
二
〇
〇
七
年
四
月
））。
押
小
路
家
歴
代

の
日
記
中
に
見
ら
れ
る
「
霊
山
寺
」
と
い
う
語
の
中
に
は
、
正
法
寺
全
体
の
通
称
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
正
法
寺
山
内
の
霊
山
寺
を
指
す
の
か
が

不
明
瞭
な
も
の
も
多
い
。
ま
た
、「
大
外
記
師
徳
卿
記
」（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
七
月
二
六
日
条
で
は
、
正
法
寺
内
霊
山

寺
の
僧
侶
を
「
宿
坊
」
と
呼
ん
で
お
り
、
同
寺
と
の
宿
坊
関
係
の
起
源
に
つ
い
て
も
追
究
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
は
後
考
を

俟
つ
ほ
か
な
い
が
、
本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
、
正
法
寺
一
山
と
の
関
係
や
各
子
院
と
の
関
係
を
包
括
す
る
形
で
、
霊
山
寺
と
の
関
係
と
い
う
表
現
を
用

い
て
い
る
。

13 

国
立
公
文
書
館
所
蔵
。

14 『
史
料
纂
集
』
所
収
。

15 「
万
治
二
年
御
記
（
師
定
朝
臣
記
）」（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）。

16 

国
立
公
文
書
館
所
蔵
。

17 

伝
未
詳
。「
大
外
記
師
英
記
」
元
禄
一
二
年
（
一
六
九
九
）
記
冒
頭
に
、
同
人
物
の
死
に
関
連
す
る
記
述
が
見
え
る
。

18 

房
嗣（『
大
日
本
史
料
』八
―
二
三
、長
享
二
年（
一
四
八
八
）一
〇
月
一
九
日
第
三
条
を
参
照
）、政
家（『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』永
正
二
年（
一
五
〇
五
）
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七
月
七
日
条
な
ど
）、尚
通
（「
二
条
寺
主
家
記
抜
萃
」（『
続
々
群
書
類
従
』
三
「『
続
南
行
雑
録
』
所
収
）
天
文
一
三
年
（
一
五
四
四
）
条
）、前
久
（『
大

日
本
史
料
』
一
二
―
九
、慶
長
一
七
年
（
一
六
一
二
）
五
月
八
日
第
二
条
を
参
照
）、信
尹
（『
大
日
本
史
料
』
一
二
―
一
六
、慶
長
一
九
年
（
一
六
一
四
）

一
一
月
二
五
日
第
一
条
を
参
照
）
ら
が
該
当
す
る
。

19 

「
看
聞
秘
鈔
」（
西
王
寺
所
蔵
。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
写
真
帳
を
使
用
し
た
）
二
「
大
徳
寺
御
檀
越
ニ
相
成
候
発
端
ハ
」
条
に
よ
れ
ば
、
信

尋
の
時
に
大
徳
寺
方
丈
の
檀
越
と
な
り
、
同
寺
芳
春
院
に
「
万
事
世
話
」
を
頼
む
と
い
う
関
係
が
築
か
れ
た
と
い
う
。

20 

例
え
ば
近
衛
政
家
は
、
父
房
嗣
の
年
忌
仏
事
を
、
日
蓮
宗
の
本
満
寺
で
催
し
て
い
る
。
当
該
期
近
衛
家
の
信
仰
・
葬
祭
に
関
し
て
は
、
辻
善
之
助
『
日

本
佛
敎
史　

中
世
篇
之
四
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
〇
年
九
月
）
四
〇
二
～
四
一
二
頁
、
渡
邊
正
氣
「
中
世
公
家
生
活
史
考
―
特
に
近
衞
政
家
の
宗
敎

生
活
に
つ
い
て
―
」（『
史
淵
』
四
六
、一
九
五
一
年
二
月
）、
中
尾
堯
「
日
蓮
宗
と
貴
族
の
信
仰
―
近
衛
家
を
中
心
に
―
」（
同
『
日
蓮
信
仰
の
系
譜
と

儀
礼
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
一
二
月
。
初
出
一
九
八
〇
年
六
月
）、
神
田
千
里
「
中
世
後
期
の
公
家
社
会
に
み
る
家
の
信
心
」（『
東
洋
大
学

文
学
部
紀
要
』
五
二
（
史
学
科
篇
二
四
）、
一
九
九
九
年
三
月
）
を
参
照
。

21 

現
中
京
区
西
ノ
京
中
保
町
に
所
在
す
る
臨
済
宗
永
源
寺
派
寺
院
。
同
寺
に
つ
い
て
は
、
橋
本
政
宣
・
小
宮
木
代
良
・
馬
場
章
「
西
王
寺
お
よ
び
下
御

霊
神
社
・
出
雲
路
家
史
料
の
調
査
撮
影
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
報
』
二
六
、一
九
九
一
年
三
月
）
を
参
照
。

22 

寺
町
に
所
在
す
る
浄
土
宗
寺
院
。
浄
華
院
と
も
呼
ば
れ
る
。

23 

以
上
、「
近
衛
家
雑
事
日
記
」（
陽
明
文
庫
所
蔵
。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
写
真
帳
を
使
用
し
た
）
に
よ
る
。

24 

こ
の
過
去
帳
裏
書
の
文
面
は
、「
近
衛
家
雑
事
日
記
」
天
明
七
年
四
月
五
日
条
に
見
え
る
。

25 

陽
明
文
庫
所
蔵
。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
写
真
帳
を
使
用
し
た
。

26 

後
藤
み
ち
子
「
中
世
公
家
の
墓
制
に
み
る
夫
婦
と
「
家
」」（
註
５
前
掲
）、
同
『
戦
国
を
生
き
た
公
家
の
妻
た
ち
』（
註
５
前
掲
）。

27 

実
種
の
正
室
瑶
林
院
と
、
尚
季
の
正
室
浄
功
徳
院
の
両
名
は
、
そ
の
葬
儀
の
様
子
が
あ
る
程
度
判
明
す
る
。
瑶
林
院
は
、
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
三
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月
二
四
日
に
没
し
た
。『
本
圀
寺
年
譜
』（「
本
圀
寺
年
譜
（
一
）
～
三
」（『
日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
』
一
七
～
一
九
、一
九
九
〇
年
三
月
～
一
九
九
二

年
三
月
）
の
翻
刻
に
依
拠
し
た
）
に
よ
る
と
、
瑶
林
院
の
「
葬
式
」
は
、
同
年
四
月
四
日
に
三
宝
寺
に
お
い
て
実
施
さ
れ
、
同
寺
に
墓
塔
が
築
か
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
う
一
方
の
浄
功
徳
院
は
、「
日
次
記
」（
専
修
大
学
図
書
館
「
菊
亭
文
庫
」
所
収
。
目
録
番
号
：
一
二
一
九
）
に
よ
る
と
、
天

保
九
年
（
一
八
三
八
）
九
月
八
日
に
死
亡
し
、
同
年
九
月
二
八
日
に
瑶
林
院
と
同
じ
く
三
宝
寺
に
お
い
て
「
葬
送
」
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
　

な
お
、歴
代
家
長
の
日
記
な
ど
を
見
る
限
り
で
は
、 

正
室
の
み
な
ら
ず
、側
室
や
早
世
し
た
子
女
の
葬
祭
も
、専
ら
三
宝
寺
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
。

28 

陽
明
文
庫
所
蔵
。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
写
真
帳
を
使
用
し
た
。

29 

西
王
寺
境
内
墓
地
に
は
、
台
岳
院
・
無
上
法
院
・
霊
樹
院
・
円
台
院
・
維
学
心
院
の
塔
が
確
認
で
き
る
。

30 

た
だ
し
、
す
べ
て
の
正
室
の
仏
事
が
西
王
寺
に
依
頼
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
管
見
で
は
、
家
久
の
正
室
で
あ
る
英
光
院
・
光
相
院
の
回
忌
仏
事
が

西
王
寺
に
依
頼
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。「
近
衛
家
雑
事
日
記
」
に
よ
る
と
、
英
光
院
の
三
十
三
回
忌
・
五
十
回
忌
・
百
回
忌
や
光
相
院
の
百
回
忌
と
い
っ 

た
仏
事
は
、
そ
の
他
の
正
室
と
は
異
な
り
、
近
衛
家
で
は
な
く
生
家
で
あ
る
薩
摩
藩
島
津
家
が
大
徳
寺
に
お
い
て
主
催
し
、
そ
こ
に
近
衛
家
家
臣
が

派
遣
さ
れ
る
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
両
名
に
つ
い
て
は
、
西
王
寺
に
塔
の
存
在
を
確
認
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
家
久
正
室
両
名

と
そ
の
他
と
の
間
に
、
何
ら
か
の
格
差
が
存
在
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

31 

西
王
寺
所
蔵
。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
写
真
帳
を
使
用
し
た
。

32 「
近
衛
家
雑
事
日
記
」
元
文
四
年
一
一
月
九
日
条
。

33 

佐
竹
朋
子
「
近
世
公
家
社
会
に
お
け
る
葬
送
儀
礼
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
四
一
、二
〇
〇
八
年
三
月
）。

34 

拙
稿
「「
密
葬
」
の
誕
生
―
公
家
社
会
に
み
る
葬
送
儀
礼
の
近
世
移
行
―
」（『
史
学
雑
誌
』
一
二
三
―
九
、二
〇
一
四
年
九
月
）。
以
下
、本
文
中
の
「
別

稿
」
と
は
同
稿
を
指
す
。

35 

西
王
寺
所
蔵
。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
写
真
帳
を
使
用
し
た
。
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36 

野
口
武
徳「
複
檀
家
制
と
夫
婦
別
・
親
子
別
墓
制
―
日
本
の
親
族
研
究
へ
の
一
視
角
―
」（『
成
城
文
芸
』四
四
、一
九
六
六
年
一
〇
月
）、同「
民
俗
と
階
層
」

（『
人
類
科
学
』
一
九
、一
九
六
七
年
三
月
）。

37 
桐
原
千
文
「
複
数
寺
制
の
導
入
と
「
檀
家
」
の
成
立
―
美
濃
国
交
代
寄
合
西
高
木
家
の
場
合
―
」（『
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀
要
』
昭
和
五
六
年
度
、

一
九
八
二
年
三
月
）、
岩
淵
令
治
「
文
献
史
料
か
ら
見
た
大
名
家
菩
提
所
の
確
立
」（
大
名
墓
研
究
会
編
『
近
世
大
名
墓
の
成
立
―
信
長
・
秀
吉
・
家

康
の
墓
と
各
地
の
大
名
墓
を
探
る
―
』、
雄
山
閣
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
）。

38 

高
橋
大
樹
氏
は
、
室
町
・
戦
国
時
代
に
お
け
る
二
尊
院
の
再
興
過
程
を
事
例
と
し
て
、
僧
侶
の
勧
進
活
動
が
、
寺
院
と
公
家
と
の
恒
常
的
・
固
定
的

関
係
構
築
を
促
し
た
可
能
性
を
論
じ
て
い
る
（
高
橋
大
樹
「
室
町
・
戦
国
期
二
尊
院
の
再
興
と
「
勧
進
」
―
法
然
廟
・
檀
那
・
菩
提
所
―
」（『
仏
教

史
学
研
究
』
五
五
―
二
、二
〇
一
三
年
三
月
））。
勧
進
を
契
機
と
し
て
成
立
し
た
菩
提
所
関
係
が
、
な
ぜ
代
々
継
承
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
は
、
十
分

検
討
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
が
、
公
家
と
の
関
係
構
築
に
積
極
的
な
寺
院
の
姿
を
明
ら
か
に
し
た
、
興
味
深
い
論
考
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉　

公
家
、
葬
送
・
祭
祀
儀
礼
、
寺
檀
関
係
、
家
の
祭
祀
空
間
、
格
式
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一　

問
題
の
所
在

　

近
世
日
本
に
お
け
る
主
要
な
宗
教
─
─
む
ろ
ん
宗
教
の
定
義
に
つ
い
て
は
種
々
の
議
論
が
あ
り
、
本
稿
の
議
論
と
も
密
接
に
関
わ
っ

て
く
る
の
だ
が
、
議
論
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
一
般
的
に
日
本
で
伝
統
的
に
宗
教
と
呼
べ
る
も
の
と
し
て
、
神
道
、
儒
教
、
佛
教
の
三

教
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
で
三
教
一
致
論
と
言
っ
た
場
合
、
こ
の
神
儒
佛
の
三
教
を
挙
げ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。

　

い
ま
「
三
教
一
致
論
」
と
い
う
術
語
を
挙
げ
た
が
、
一
致
の
対
極
に
は
排
除
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
私
は
排
佛
論
、
そ
の
反
論
と
し
て

の
護
法
論
を
中
心
に
研
究
を
続
け
て
き
た1

。
な
ぜ
、「
排
佛
論
」
を
取
り
上
げ
る
か
と
言
え
ば
、
理
由
は
次
の
通
り
に
な
る
。

　

通
俗
的
な
思
想
史
の
常
識
に
反
し
て
、
江
戸
幕
府
が
寺
請
制
度
に
よ
っ
て
寺
院
を
通
し
て
宗
教
管
理
を
行
い
、
そ
の
宗
教
管
理
に
戸

籍
管
理
を
兼
ね
さ
せ
た
た
め
に
、
佛
教
が
近
世
に
お
い
て
は
、
あ
た
か
も
《
国
教
》
と
呼
べ
る
地
位
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ

は
制
度
的
な
こ
と
だ
が
、
制
度
に
よ
っ
て
存
在
が
保
証
さ
れ
た
佛
教
の
教
え
は
日
本
の
隅
々
に
行
き
渡
る
こ
と
に
な
っ
た
。

近
世
日
本
に
お
け
る
神
儒
佛
三
教
関
係
の
再
検
討

 

─
そ
の
排
他
と
共
存
の
構
造
─

森 

和
也
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た
だ
し
、《
国
教
》
と
言
っ
て
も
、
や
は
り
主
体
は
制
度
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
寺
請
を
拒
否
す
れ
ば
キ
リ
シ
タ
ン
の
嫌
疑
が
か

か
り
、
捕
縛
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
佛
教
を
批
判
す
る
こ
と
の
《
言
論
の
自
由
》
は
許
容
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
挑
戦
者
と
し

て
思
想
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
奪
お
う
と
す
る
儒
教
、
あ
る
い
は
神
佛
習
合
の
影
響
圏
内
か
ら
脱
し
よ
う
と
す
る
神
道
に
は
、
自
ら
の
存
在

を
誇
示
す
る
た
め
に
排
佛
論
を
展
開
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
。
排
佛
論
と
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
近
世
日
本
に
お
け
る

儒
教
、
神
道
・
国
学
の
存
在
証
明
な
の
で
あ
る
。

　

我
々
が
よ
く
知
っ
て
い
る
思
想
史
は
、
儒
教
を
基
礎
教
養
と
す
る
書
生
の
革
命
で
あ
る
明
治
維
新
に
よ
っ
て
、
廃
佛
毀
釈
の
焦
土
の

上
に
、
国
家
神
道
が
打
ち
立
て
ら
れ
た
以
降
の
人
々
に
よ
る
思
想
史
で
あ
る
が
た
め
に
、
佛
教
の
社
会
的
影
響
力
が
不
当
に
低
く
見
積

も
ら
れ
た
思
想
史
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
歪
め
ら
れ
た
虚
像
か
ら
近
世
日
本
思
想
史
の
姿
を
本
来
あ
っ
た
も
の
と
し
て
再
現
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
佛
教
と
儒
教
、
神
道

と
の
関
係
性
を
精
査
す
る
必
要
が
あ
り
、
一
言
で
排
佛
論
と
言
っ
て
も
、
そ
の
内
容
は
佛
教
の
完
全
否
定
と
い
う
単
純
な
も
の
ば
か
り

で
は
な
い
。
様
々
な
傾
向
、
様
々
な
方
法
論
に
よ
っ
て
、
排
佛
論
の
言
説
は
形
成
さ
れ
て
き
た
。

　

先
学
に
よ
っ
て
排
佛
論
の
研
究
は
こ
れ
ま
で
か
な
り
蓄
積
が
な
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
排
佛
論
の
類
型
を
列
挙
す
れ
ば
次
の
よ
う
に

な
る
だ
ろ
う2

。

　

Ⅰ
：
儒
学
者

　
　

-

１　

倫
理
的

　
　

-

２　

儒
家
神
道
（
神
儒
一
致
）
的

　
　

-

３　

経
世
論
的

　
　

-

４　

科
学
（
儒
教
合
理
主
義
）
的
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-
５　

歴
史
学
的

　

Ⅱ
：
国
学
者

　
　

-
１　

主
情
主
義
的

　
　

-

２　

国
粋
主
義
的

　
　

-

３　

科
学
的
（
蘭
（
洋
）
学
を
援
用
）

　
　

-

４　

歴
史
学
的

　

Ⅲ
：
キ
リ
ス
ト
者

　

Ⅳ
：
蘭
学
者
（
洋
学
者
）- 
科
学
的

　

こ
こ
に
挙
げ
た
整
理
は
、
排
佛
論
者
を
思
想
的
立
場
に
よ
っ
て
大
き
く
分
類
し
、
そ
う
し
た
上
で
、
い
か
な
る
傾
向
・
方
法
論
か
ら

議
論
を
展
開
し
た
か
と
い
う
こ
と
で
細
分
化
し
た
も
の
で
、
排
佛
論
の
全
体
像
を
論
述
す
る
上
で
分
か
り
易
く
、
こ
れ
自
体
に
つ
い
て

否
定
す
る
必
要
は
な
く
、
否
定
す
る
意
志
も
な
い
が
、
不
満
を
言
え
ば
、
一
面
で
は
機
械
的
な
分
類
で
あ
る
。

　

な
ぜ
「
一
面
で
は
機
械
的
」
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、「
排
佛
」
で
大
き
く
括
っ
て
い
る
が
、
儒
教
、
神
道
、
佛
教
の
相
互
の
関
係
は

す
べ
て
に
お
い
て
同
様
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
私
の
抱
い
た
疑
問
で
あ
り
、
本
稿
で
試
論
と
し
て
提
示
し

よ
う
と
す
る
の
は
、
そ
れ
に
対
す
る
、
今
現
在
に
お
け
る
私
の
解
答
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
私
の
試
み
た
方
法
と
い
う
の
は
、
排
佛
論
の
内
容
を
神
道
、
儒
教
、
佛
教
の
三
教
間
の
位
置
づ
け
に
注
意
し
た
排
佛
論
の

類
型
化
の
検
討
で
あ
る
。
こ
の
神
儒
佛
三
教
の
位
置
づ
け
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
宗
教
多
元
主
義
の
議
論
で
使
用
さ
れ
る
他
宗
教

理
解
の
三
類
型
（
排
他
主
義
・
包
括
主
義
・
多
元
主
義
）3

を
用
語
と
し
て
援
用
し
た
い
と
思
う
。
む
ろ
ん
、
本
来
の
宗
教
多
元
主
義
の

議
論
自
体
は
諸
宗
教
の
共
存
を
指
向
す
る4

も
の
で
あ
る
の
で
、
排
佛
論
と
は
ベ
ク
ト
ル
を
異
に
す
る
こ
と
は
、
事
前
に
確
認
し
て
お
き
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た
い
。

　

さ
ら
に
本
稿
で
は
通
常
の
宗
教
多
元
主
義
の
議
論
か
ら
は
逸
脱
し
た
論
述
を
展
開
す
る
。
宗
教
多
元
主
義
の
議
論
で
は
、
排
他
主
義

→
包
括
主
義
→
多
元
主
義
へ
と
、
諸
宗
教
の
共
存
へ
向
か
っ
て
他
の
宗
教
に
対
す
る
許
容
度
が
進
化
し
て
ゆ
く
の
に
対
し
て
、
本
稿
で

は
、
多
元
主
義
、
排
他
主
義
、
包
括
主
義
の
順
で
論
述
し
て
ゆ
く
。
こ
の
改
変
が
何
を
意
味
す
る
か
は
、
本
稿
を
辛
抱
強
く
最
後
ま
で

読
ん
で
頂
け
れ
ば
理
解
し
て
頂
け
る
も
の
と
思
う
。
な
お
、以
降
、無
用
な
議
論
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
、多
元
主
義
を
多
元
型
と
、「
主

義
」
を
「
型
」
に
言
い
換
え
る
。
排
他
主
義
、
包
括
主
義
も
同
様
で
あ
る
。

二　

多
元
型
三
教
関
係

　

多
元
的
三
教
関
係
と
は
、
諸
宗
教
が
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
を
認
め
て
共
存
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
が
、
神
佛
習
合
の
長
い
伝
統
を
持
ち
、

漢
詩
文
を
僧
侶
と
儒
学
者
と
が
贈
答
し
、
国
学
者
の
講
筵
に
僧
侶
が
並
ぶ
よ
う
な
近
世
日
本
社
会
に
お
い
て
流
布
し
た
三
教
一
致
論
な

ど
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
排
他
性
の
強
い
一
神
教
の
風
土
と
は
違
い
、
日
本
に
お
い
て
は
、
三
教
一
致
の
議
論

は
む
し
ろ
通
俗
的
な
レ
ベ
ル
ま
で
降
り
て
く
る
議
論
で
あ
っ
た
。5

　

談
義
本
に
分
類
さ
れ
る
穎
斎
主
人
の『
当
世
穴
さ
が
し
』（
明
和
六
年（
一
七
六
九
）刊
）（
巻
の
二「
さ
が
の
釈
伽
も
ん
ど
う
」）で
は
、

「
唐
人
は
儒
道
、
天
ぢ
く
人
は
佛
道
、
日
本
人
は
神
道
が
あ
た
り
ま
へ
な
れ
ど
、
日
本
は
儒
佛
入
こ
ん
で
、
め
ず
き
し
だ
い
に
成
か
ら
、

何
成
と
ほ
ん
と
の
所
を
、
一
い
ろ
き
わ
め
る
が
よ
い
。6

」
と
、
三
教
の
風
土
性
の
違
い
を
認
め
た
う
え
で
、
ど
れ
で
も
よ
い
の
で
「
ほ

ん
と
の
所
」
を
極
め
れ
ば
良
い
と
、
三
教
を
同
列
に
扱
っ
て
い
る
。

　

も
う
少
し
高
級
な
も
の
が
良
け
れ
ば
、石
門
心
学
の
開
祖
石
田
梅
岩
の
言
行
を
ま
と
め
た『
石
田
先
生
語
録
』（
巻
十
八（
一
二
九
））に
、
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「
神
儒
佛
三
道
ノ
中
ニ
テ
ハ
何
レ
ヲ
至
極
ニ
忝
シ
ト
思
ヒ
尊
ブ
ヤ
、
信
心
ス
ル
所
ニ
依
テ
倚
ル
所
ア
ラ
バ
申
ベ
シ
ト
存
」
と
い
う
質
問

に
対
し
て
、
梅
岩
は
「
腸
ヲ
サ
グ
ッ
テ
見
申
候
ヘ
共
、
少
シ
モ
倚
ル
所
コ
レ
ナ
ク
候
。7

」
と
答
え
て
い
る
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

穎
斎
主
人
、
梅
岩
と
も
、
後
へ
読
み
進
む
と
神
道
へ
の
傾
斜
を
見
せ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
日
本
人
な
ら
神
道
で
あ
る
と
い
う
単
純
な

風
土
論
的
傾
斜
で
、
神
儒
佛
三
教
の
間
を
分
か
っ
て
、
こ
と
さ
ら
に
順
位
を
つ
け
よ
う
と
い
う
意
志
は
み
ら
れ
な
い
。
神
儒
佛
の
三
教

の
関
係
は
対
等
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
選
択
は
生
国
と
い
う
偶
然
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。

　

三
教
一
致
的
な
言
説
は
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
多
元
主
義
を
理
想
と
す
る
な
ら
ば
、
近
世
日
本
で
は
す
で
に
達
成
さ
れ
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
日
本
の
宗
教
世
界
に
お
い
て
は
、
多
元
主
義
と
も
呼
べ
な
い
土
俗
化
し
た
神
儒
佛
習
合
の
信
仰
世
界
が
そ
の
周
辺
を
取
り
巻

い
て
い
た
。
明
治
新
政
府
が
修
験
道
や
牛
頭
天
王
信
仰
を
徹
底
し
て
弾
圧
し
た8

の
は
、
神
儒
佛
が
混
然
と
な
っ
て
《
得
体
の
知
れ
な
い

も
の
》
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
彼
ら
明
治
新
政
府
に
と
っ
て
い
か
に
厭
う
べ
き
現
実
で
あ
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
。

三　

排
他
型
三
教
関
係

　

排
他
型
三
教
関
係
が
排
佛
論
の
典
型
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
本
稿
で
は
、
三
教
の
関
係
性
に
お
い
て
、
い
か
な
る
価

値
判
断
の
う
え
で
排
他
的
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　

よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
次
の
包
括
型
と
の
差
異
と
な
る
の
だ
が
、
Ｂ
と
い
う
宗
教
が
、
Ａ
と
い
う
宗
教
の
脅
威
と
捉
え
ら
れ
た
場

合
、
Ａ
に
と
っ
て
Ｂ
は
置
き
換
え
可
能
な
、
つ
ま
り
匹
敵
し
得
る
対
等
な
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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佛
は
慈
悲
濟
度
を
以
主
と
爲
。
禪
に
至
て
は
、
則
一
向
に
棄
て
去
る
。
理
を
説
く
こ
と
至
高
、
必
此
に
到
ら
ざ
る
こ
と
を
得
ず
。

其
の
慈
悲
濟
度
を
主
と
す
る
は
、仁
に
似
た
り
。
然
ど
も
義
を
知
ざ
る
こ
と
は
、則
一
な
り
。
殊
へ
て
知
ず
義
と
は
天
下
の
大
路
、

一
日
も
離
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
。
老
氏
も
亦
然
り
。9

　

伊
藤
仁
斎
の
『
童
子
問
』（
巻
之
下
）
か
ら
、
儒
教
の
佛
教
に
対
す
る
優
位
を
語
っ
た
箇
所
を
引
用
し
た
。
佛
教
は
「
慈
悲
済
度
」

と
い
う
「
仁
」
に
相
似
し
た
も
の
を
持
っ
て
い
る
が
、
佛
教
は
「
義
」
に
相
当
す
る
も
の
を
欠
い
て
い
る
の
で
、
儒
教
の
方
が
優
れ
て

い
る
と
い
う
議
論
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
対
等
な
思
想
同
士
の
優
劣
と
し
て
儒
佛
の
比
較
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

排
佛
論
で
は
、
儒
学
者
に
よ
る
倫
理
的
な
批
判
に
分
類
さ
れ
る
言
説
で
あ
る
が
、『
童
子
問
』
で
は
繰
り
返
し
、
佛
教
に
は
「
義
」

に
あ
た
る
も
の
が
無
い
、
つ
ま
り
社
会
規
範
と
し
て
の
教
え
が
な
い
と
い
う
批
判
を
行
っ
て
い
る
。「
儒
釋
の
分
る
る
所
以
を
問
」
と

い
う
質
問
を
想
定
し
て
、「
聖
人
は
天
下
と
共
に
斯
の
善
を
同
ふ
せ
ん
こ
と
を
欲
し
て
、
天
下
を
離
れ
て
獨
り
其
の
身
を
善
く
す
る
こ

と
を
欲
せ
ず
」
と
、
社
会
と
と
も
に
あ
る
の
に
対
し
、
佛
教
は
異
な
り
、「
蓋
釋
氏
は
天
下
を
離
れ
て
獨
り
其
の
身
を
善
く
せ
ん
こ
と

を
欲
す
」
と
、
社
会
か
ら
離
れ
て
あ
る
と
い
う
典
型
的
な
佛
教
の
出
世
間
性
へ
の
批
判
を
行
う
。
こ
の
章
で
も
、「
仁
に
居
り
義
に
由

る
と
き
は
、
則
坐
禪
せ
ず
面
壁
せ
ず
と
雖
ど
も
、
然
ど
も
身
自
修
り
、
家
自
齊
り
、
國
自
治
り
、
天
下
自
平
か
に
し
て
、
往
く
と
し
て

可
な
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
無
し
。
苟
も
仁
に
居
り
義
に
由
ら
ざ
る
と
き
は
、
則
設
ひ
其
の
心
明
鏡
の
如
く
、
止
水
の
如
く
、
一
毫
人
欲
の

私
無
く
と
も
益
無
し
」
と
さ
れ
、
結
論
と
し
て
「
聖
人
の
道
、
諸
子
百
家
に
度
越
し
て
、
宇
宙
の
間
獨
り
尊
し
と
爲
る
所
以
な
り10

」（
巻

下
）
が
導
き
出
さ
れ
る
が
、「
仁
に
居
り
義
に
由
る
」
＝
儒
教
と
「
仁
に
居
り
義
に
由
ら
ざ
る
」
＝
佛
教
と
で
、
優
劣
は
「
義
に
由
る
」

こ
と
の
有
無
で
あ
る
が
、
議
論
の
前
提
と
し
て
、
儒
佛
で
は
「
仁
」
的
な
る
も
の
が
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
こ
と
は
見

逃
せ
な
い
。
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儒
佛
の
共
通
性
を
主
張
す
る
三
教
一
致
的
な
世
界
観
を
抜
け
出
し
て
儒
教
の
優
位
を
「
義
」
に
お
い
て
見
出
す
と
い
う
行
為
は
、
儒

佛
を
思
想
の
上
で
対
等
な
敵
と
し
て
措
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

歴
史
的
な
排
佛
論
の
言
説
で
は
、
神
道
の
代
替
物
と
し
て
の
佛
教
と
い
う
認
識
が
歴
史
上
の
事
実
と
し
て
確
認
さ
れ
る
。
会
沢
正
志

斎
の
『
新
論
』
國
体
上
で
は
、「
何
を
か
邪
説
の
害
と
謂
ふ
」
と
い
う
質
問
を
設
定
し
、
ま
ず
「
昔
者
、
神
聖
す
で
に
神
道
を
以
て
教

を
設
け
て
、
民
心
を
緝
収
し
た
ま
ふ
所
以
の
も
の
は
、
專
ら
一
に
出
で
、
固
よ
り
成
規
あ
り
。
而
し
て
天
に
事
へ
先
を
祀
る
の
意
、
こ

れ
を
後
世
に
伝
ふ
れ
ば
、
民
は
本
に
報
い
始
め
に
反
る
の
義
を
知
れ
り
」
と
、
神
道
が
─
─
た
だ
し
、
こ
の
「
神
道
」
は
、「
報
本
反
始
」

（『
礼
記
』
郊
特
牲
）
と
い
う
表
現
が
端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
儒
教
的
に
再
構
成
さ
れ
た
神
儒
一
致
の
神
道
で
あ
る
─
─
、
本
来
日

本
の
教
え
と
し
て
あ
っ
た
が
、「
佛
法
の
中
國
（
筆
者
注
。
日
本
を
指
す
）
に
入
る
や
、
朝
議
謂
ら
く
、
國
家
に
祀
典
あ
り
、
よ
ろ
し
く
蕃

神
を
拝
す
べ
か
ら
ず
、
と
。
し
か
る
に
逆
臣
馬
子
、
私
か
に
こ
れ
を
奉
じ
、
皇
子
厩
戸
ら
と
黨
比
し
て
、
伽
藍
を
興
造
す
。
こ
れ
よ
り

僧
徒
日
に
衆
く
、争
ひ
て
そ
の
説
を
鼓
し
、民
の
志
こ
こ
に
お
い
て
か
離
渙
せ
り
」
と
佛
教
が
「
逆
臣
」
蘇
我
馬
子
と
厩
戸
皇
子
に
よ
っ

て
日
本
に
定
着
し
、「
聖
武
・
孝
謙
の
朝
に
及
ん
で
は
、
す
な
は
ち
佛
事
ま
す
ま
す
盛
ん
に
し
て
、
朝
政
廷
議
も
、
佛
を
奉
ず
る
所
以

に
あ
ら
ざ
る
も
の
な
く
、
遂
に
國
分
寺
を
諸
道
に
置
き
て
、
國
府
と
並
立
し
、
以
て
そ
の
法
を
國
郡
に
布
き
、
佛
事
を
し
て
政
と
一
た

ら
し
む
。
上
の
好
む
と
こ
ろ
、
用
ひ
て
以
て
政
を
な
せ
ば
、
こ
れ
が
下
た
る
者
、
た
れ
か
争
ひ
て
こ
れ
に
趨
か
ざ
ら
ん11

」
と
、
つ
い
に
、

奈
良
時
代
に
は
、
佛
教
が
神
道
を
逐
っ
て
、
そ
の
地
位
を
奪
う
事
態
に
至
っ
た
と
い
う
宗
教
史
を
描
い
て
い
る
。

　

こ
の
佛
教
は
神
道
を
排
除
し
た
国
体
の
敵
で
あ
る
と
い
う
構
図
の
上
で
は
、
佛
教
と
神
道
と
は
対
等
の
立
場
で
国
家
の
宗
旨
の
地
位

を
争
う
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。

　

時
代
的
に
前
後
す
る
が
、
国
学
に
お
い
て
も
、
歴
史
的
経
緯
の
上
で
、
儒
佛
な
ど
外
国
の
教
え
が
神
道
の
競
争
者
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
る
。
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然
る
を
や
ゝ
降
り
て
、
書
籍
と
い
ふ
物
渡
參
來
て
、
其
を
學
び
よ
む
事
始
ま
り
て
後
、
其
國
の
て
ぶ
り
を
な
ら
ひ
て
、
や
ゝ
萬

の
う
へ
に
ま
じ
へ
用
ひ
ら
れ
る
ゝ
御
代
に
な
り
て
ぞ
、
大
御
國
の
古
の
大
御
て
ぶ
り
を
ば
、
取
別
て
神
道
と
は
な
づ
け
ら
れ
た

り
け
る
。
そ
は
か
の
外
國
の
道
々
に
ま
が
ふ
が
ゆ
ゑ
に
、
神
と
い
ひ
、
又
か
の
名
を
借
り
て
、
こ
ゝ
に
も
道
と
は
い
ふ
な
り
け

り
。12

　

引
用
し
た
の
は
本
居
宣
長
の
『
直
毘
霊
』
か
ら
、
日
本
の
古
来
よ
り
の
教
え
（「
大
御
國
の
古
の
大
御
て
ぶ
り
」）
が
、
儒
佛
の
教
え

の
伝
来
を
う
け
て
、「
取
別
て
」
神
道
と
い
う
名
を
付
け
ら
れ
、「
か
の
名
を
借
り
て
」
道
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
記
述
だ
が
、

神
道
の
圧
倒
的
な
優
位
を
説
く
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
に
「
ま
が
ふ
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
示
す
こ
と
で
、
結
果
と
し
て
、
神

儒
佛
を
競
争
者
と
し
て
対
等
の
地
位
に
並
べ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

対
等
の
競
争
者
で
あ
る
ゆ
え
、「
世
々
の
も
の
し
り
び
と
ど
も
の
心
も
、
み
な
禍
津
日
神
に
ま
じ
こ
り
て
、
た
ゞ
か
ら
ぶ
み
に
の
み

惑
ひ
て
、
思
ひ
と
お
も
ひ
い
ひ
と
い
ふ
こ
と
は
、
み
な
佛
と
漢
と
の
意
に
し
て
、
ま
こ
と
の
道
の
こ
ゝ
ろ
を
ば
、
え
さ
と
ら
ず
な
も
あ

る
。」13

と
い
う
望
ま
し
く
な
い
事
態
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
む
ろ
ん
宣
長
の
議
論
は
、
漢
意
に
染
ま
っ
た
現
状
か
ら
遡
上
さ
せ
て
、
あ

り
得
べ
き
「
大
御
國
の
古
の
大
御
て
ぶ
り
」
に
再
び
目
覚
め
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
が
、
現
状
が
三
教
競
合
あ
る
い
は
三
教
一
致
と

い
う
状
況
で
あ
る
が
た
め
に
、
自
ず
か
ら
神
儒
佛
は
対
等
の
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　

最
初
に
例
と
し
て
挙
げ
た
仁
斎
の
議
論
に
立
ち
戻
る
と
、
仁
斎
は
多
元
型
か
ら
排
他
型
へ
の
移
行
を
示
し
、
正
志
斎
、
宣
長
は
多
元

型
と
い
う
現
状
か
ら
排
他
型
の
議
論
を
立
ち
上
げ
て
い
る
。
な
ぜ
こ
う
し
た
議
論
の
展
開
が
起
こ
り
得
た
か
と
言
え
ば
、
多
元
型
と
排

他
型
と
は
、
と
も
に
宗
教
を
対
等
に
扱
い
、
そ
れ
を
共
存
者
と
し
て
見
る
か
、
競
争
者
と
し
て
見
る
か
と
い
う
点
に
お
い
て
異
な
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
対
等
の
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
互
い
に
排
除
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。
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多
元
型
と
排
他
型
と
は
、
共
存
と
排
除
と
い
う
真
逆
の
ベ
ク
ト
ル
を
持
ち
な
が
ら
、
宗
教
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
は
対
等
な
も
の
と
し

て
い
る
こ
と
で
は
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

正
志
斎
も
宣
長
も
神
祇
祭
祀
の
行
法
が
主
体
で
あ
る
神
道
と
い
う
器
の
中
に
思
想
的
要
素
を
満
た
す
こ
と
で
、
儒
佛
へ
の
対
抗
者
に

再
構
成
し
て
い
る
。
他
の
宗
教
に
対
し
て
大
き
な
差
異
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
上
下
の
優
劣
が
生
じ
、
必
ず
し
も
排
除
を
す
る
必
要
が

な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
。
宣
長
の
言
説
の
中
に
、
そ
れ
へ
の
傾
斜
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

後
世
、
國
天
下
を
治
む
る
に
も
、
ま
づ
は
其
時
の
世
に
害
な
き
事
に
は
、
古
へ
の
や
う
を
用
ひ
て
、
随
分
に
善
神
の
御
心
に
か

な
ふ
や
う
に
有
べ
く
、
又
儒
を
以
て
治
め
ざ
れ
ば
治
ま
り
が
た
き
事
あ
ら
ば
、
儒
を
以
て
治
む
べ
く
、
佛
に
あ
ら
で
は
か
な
は

ぬ
事
あ
ら
ば
、
佛
を
以
て
治
む
べ
し
、
是
皆
、
其
時
の
神
道
な
れ
ば
也
、
然
る
に
た
ゞ
ひ
た
す
ら
上
古
の
や
う
を
以
て
、
後
世

を
も
治
む
べ
き
も
の
の
や
う
に
思
ふ
は
、
人
の
力
を
以
て
神
の
力
に
勝
ん
と
す
る
物
に
て
、
あ
た
は
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
返
て

其
時
の
神
道
に
そ
む
く
物
也
、14

　

宣
長
の
『
鈴
屋
答
問
録
』
を
引
用
し
た
が
、
宣
長
は
、
こ
こ
で
は
、
儒
佛
の
存
在
を
肯
定
す
る
ば
か
り
か
、
そ
れ
を
「
其
時
の
神
道
」

と
表
現
し
、
一
方
で
、
こ
と
さ
ら
な
復
古
を
否
定
し
て
い
る
。
宣
長
の
思
想
の
現
状
肯
定
の
特
徴
を
示
す
文
と
し
て
知
ら
れ
た
箇
所
だ

が
、
宣
長
が
三
教
一
致
論
に
転
じ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
多
元
型
と
排
他
型
と
は
宗
教
を
対
等
な

も
の
と
見
る
の
で
、
こ
こ
で
見
る
よ
う
な
『
直
毘
霊
』
に
代
表
さ
れ
る
国
粋
主
義
者
宣
長
の
思
想
か
ら
の
逸
脱
の
よ
う
な
表
現
が
可
能

な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
宣
長
の
変
節
で
は
な
い
。
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世
中
は
、
何
事
も
み
な
神
の
し
わ
ざ
に
候
、
是
第
一
の
安
心
に
候
、
も
し
此
安
心
決
定
せ
ず
し
て
、
神
の
し
わ
ざ
と
申
事
を
假

令
の
如
く
思
ひ
候
て
は
、
誠
に
老
子
に
も
流
る
べ
く
候
、
さ
て
何
事
も
神
の
し
わ
ざ
に
て
、
世
中
に
わ
ろ
き
事
共
の
あ
る
も
、

み
な
惡
神
の
し
わ
ざ
に
候
へ
ば
、
儒
佛
老
な
ど
と
申
す
道
の
出
來
た
る
も
神
の
し
わ
ざ
、
天
下
の
人
心
そ
れ
に
ま
よ
ひ
候
も
又

神
の
し
わ
ざ
に
候
、
然
れ
ば
善
惡
邪
正
の
異
こ
そ
候
へ
、
儒
も
佛
も
老
も
、
み
な
ひ
ろ
く
い
へ
ば
、
其
時
々
の
神
道
也
、15

　

宣
長
は
「
神
の
し
わ
ざ
」
と
い
う
儒
佛
の
上
位
者
を
措
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
儒
佛
が
存
在
す
る
と
い
う
現
状
、
こ
と
さ
ら
な
復

古
の
否
定
を
「
神
の
し
わ
ざ
」
に
よ
っ
て
合
理
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
包
括
型
の
要
素
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

四　

包
括
型
三
教
関
係

　

包
括
主
義
と
は
、
多
元
主
義
の
議
論
で
は
、
宗
教
Ｂ
の
教
義
は
す
で
に
宗
教
Ａ
の
一
部
と
し
て
示
さ
れ
て
お
り
、
宗
教
Ｂ
は
宗
教
Ａ

の
一
部
と
し
て
包
括
さ
れ
る
も
の
と
し
て
宗
教
Ｂ
の
存
在
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、排
他
主
義
か
ら
多
元
主
義
へ
と《
進

化
》
す
る
中
間
形
態
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
一
神
教
世
界
に
お
い
て
始
ま
っ
た
宗
教
多
元
主
義
の
議
論
で
は

理
想
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
多
元
的
宗
教
世
界
、
少
な
く
と
も
そ
れ
に
近
似
し
た
異
な
っ
た
宗
教
が
並
存
し
た
宗
教
世
界
が
現
実
の
状
況

と
し
て
存
在
し
て
い
た
日
本
に
お
い
て
は
、
包
括
主
義
は
、
中
間
形
態
で
は
な
く
、
一
つ
の
完
成
形
と
し
て
そ
の
姿
を
現
し
て
い
た
。

あ
る
い
は
多
元
的
無
秩
序
に
秩
序
を
与
え
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
言
っ
て
も
良
い
が
、
そ
の
言
説
の
担
い
手
の
多
く
は
、
政

治
改
良
の
言
説
と
し
て
の
経
世
論
を
説
く
儒
者
で
あ
っ
た
。

　

包
括
主
義
が
多
元
主
義
と
異
な
る
の
は
、
あ
く
ま
で
優
れ
た
宗
教
Ａ
に
よ
る
他
宗
教
の
包
括
と
い
う
点
に
お
い
て
他
宗
教
と
の
《
価
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値
の
対
等
》
を
認
め
な
い
排
他
性
に
あ
る
が
、
本
稿
で
あ
え
て
宗
教
多
元
主
義
の
術
語
を
援
用
し
た
こ
と
の
底
意
は
こ
の
点
に
あ
る
。

包
括
型
の
三
教
関
係
に
お
い
て
は
、
宗
教
は
序
列
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
儒
教
に
よ
る
序
列
づ
け
の
基
準
と
な
る
も
の
は
治
道

論
、
よ
り
倫
理
色
を
薄
め
て
言
い
換
え
れ
ば
政
治
主
義
で
あ
り
、
政
治
主
義
に
お
け
る
政
治
と
そ
の
道
具
と
し
て
の
《
宗
教
》
と
の
弁

別
で
あ
っ
た
。

　

熊
沢
蕃
山
は
、『
大
学
或
問
』
下
冊
で
、「
佛
教
の
再
興
」
と
い
う
議
論
を
行
っ
て
い
る
。「
今
寺
請
を
止
て
、
天
下
の
人
の
信
不
信

に
任
せ
ば
、
檀
那
寺
持
た
ざ
る
も
の
大
分
な
ら
ん
。
然
ら
ば
僧
は
飢
に
及
び
な
ん
か
。」
と
、
寺
請
制
度
を
廃
止
し
て
、
信
仰
は
個
人

の
自
由
に
任
せ
る
と
い
う
江
戸
幕
府
の
宗
教
政
策
に
切
り
込
む
質
問
を
想
定
す
る
。
蕃
山
の
主
張
は
、
幕
政
か
ら
佛
教
勢
力
を
切
り
離

し
て
、
そ
の
空
い
た
席
に
儒
教
が
座
る
こ
と
が
究
極
に
は
あ
る
が
、
そ
の
議
論
の
過
程
で
現
状
の
僧
侶
の
腐
敗
を
問
題
に
し
、
僧
侶
の

綱
紀
粛
正
を
提
案
す
る
。
江
戸
時
代
に
は
宗
派
の
区
別
無
く
戒
律
復
興
運
動
が
起
こ
る
よ
う
に
、
僧
侶
の
質
的
低
下
は
佛
教
徒
自
身
が

認
識
し
て
い
る
問
題
で
あ
り
、
蕃
山
の
議
論
は
、
儒
佛
間
に
公
約
数
的
な
普
遍
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
蕃
山
の
佛
教
批
判

の
付
け
目
が
あ
っ
た
。

　

蕃
山
の
想
定
問
答
は
、
ま
ず
僧
侶
の
経
済
的
自
立
か
ら
論
を
起
こ
す
が
、「
仁
政
を
先
に
し
て
餘
米
を
以
て
粮
な
き
僧
を
養
へ
り
。

み
だ
り
に
み
づ
か
ら
出
家
す
る
も
の
を
禁
じ
、
前
に
い
ふ
所
の
得
度
の
法
行
は
れ
ば
、
出
家
す
る
も
の
千
分
が
一
な
ら
ん
。」
と
、
ま

ず
僧
侶
の
数
を
経
済
的
に
適
切
な
数
に
絞
り
込
み
、
さ
ら
に
、「
僧
少
く
作
法
正
し
く
ば
、
不
レ
貪
し
て
法
力
を
以
て
日
を
送
る
べ
し
。

樹
下
石
上
・
麻
衣
草
座
の
昔
に
返
り
、
戒
・
定
・
慧
の
三
學
全
く
ば
、
佛
法
の
再
興
に
あ
ら
ず
や
。16

」
と
、
僧
侶
の
質
的
向
上
を
目
指

す
も
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
僧
侶
の
質
的
向
上
は
、
蕃
山
の
議
論
に
お
い
て
は
、
寺
請
制
度
の
廃
止
を
担
保
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
佛
教
の
統
治
シ
ス

テ
ム
か
ら
の
排
除
と
、
佛
教
の
宗
教
と
し
て
の
純
粋
化
と
は
、
連
動
し
て
い
た
。
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蕃
山
は
、「
神
道
の
再
興
」
と
い
う
こ
と
も
問
題
に
し
て
い
る
が
、「
今
世
間
に
神
道
と
い
へ
る
は
、
昔
の
社
家
の
法
な
り
。
神
道
に

は
あ
ら
で
神
職
の
人
の
心
用
ひ
の
作
法
な
り
。」
と
し
て
、
神
祇
祭
祀
は
「
神
道
」
に
非
ず
と
否
定
し
、「
唯
三
種
の
神
器
の
み
、
此
國

の
神
書
な
り
。
上
古
は
文
字
も
な
く
書
も
な
し
。
心
の
智
・
仁
・
勇
を
三
種
の
象
に
よ
り
て
示
し
給
へ
り
。」
と
、
神
儒
習
合
の
議
論

を
展
開
し
つ
つ
も
、「
神
道
者
は
儒
を
借
事
を
憚
れ
り
。
故
に
理
せ
ば
く
し
て
孤
獨
の
小
術
の
ご
と
く
成
て
、
儒
佛
に
對
す
べ
き
道
學

な
し
。
賢
君
出
世
し
給
は
で
は
、
神
道
の
再
興
難
か
る
べ
し
。17

」
と
、
現
状
の
神
道
に
対
し
て
、
か
な
り
低
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。

　
『
大
学
或
問
』
で
は
こ
の
「
神
道
の
再
興
」
を
託
さ
れ
た
「
賢
君
」
の
出
現
と
い
う
も
の
に
、
神
儒
佛
三
教
の
秩
序
形
成
を
期
待
さ

れ
て
い
る
。

或
問
。
今
賢
君
日
本
を
中
興
し
給
は
ゞ
、
儒
道
を
用
ひ
給
ふ
べ
き
か
。

云
。
中
興
の
主
、
何
ぞ
儒
佛
に
倚
給
は
ん
。
唯
賢
君
の
仁
政
に
て
、
儒
も
佛
も
其
中
に
養
は
る
べ
き
の
み
。18

　
「
賢
君
の
仁
政
」
と
い
う
上
位
者
に
よ
っ
て
、
儒
教
佛
教
、
さ
ら
に
こ
こ
で
は
名
を
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
神
道
と
い
う
も
の
が
等

し
く
下
位
に
あ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
鍵
と
な
る
の
が
「
仁
政
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。「
仁
政
」
と
い
う

政
治
に
よ
っ
て
宗
教
で
あ
る
佛
教
が
「
養
は
」
れ
る
と
い
う
関
係
性
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

　

儒
教
に
す
ら
優
越
す
る
「
賢
君
の
仁
政
」
と
い
う
政
治
の
優
位
性
の
主
張
に
い
た
る
『
大
学
或
問
』
の
蕃
山
は
、
政
治
主
義
に
足
早

に
至
ろ
う
と
し
て
い
る19

。
こ
の
蕃
山
を
伊
藤
仁
斎
と
並
ん
で
優
れ
た
先
行
者
と
評
価
し
て
い
た20

荻
生
徂
徠
は
、
蕃
山
の
政
治
優
位
の
考

え
方
を
継
承
し
て
ゆ
く
。

　

徂
徠
は
、
ま
ず
先
に
触
れ
た
仁
斎
が
儒
教
と
佛
教
と
を
「
仁
」
に
お
い
て
は
公
約
数
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
主
張
を
否
定
す
る
。
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そ
の
學
を
主
張
す
る
者
、
つ
ひ
に
佛
に
は
仁
あ
り
て
義
な
し
と
謂
ふ
に
至
る
な
り
。
そ
れ
佛
に
は
天
下
を
安
ん
ず
る
の
道
な
し
。

あ
に
以
て
仁
と
な
す
に
足
ら
ん
や
。21

　

徂
徠
は
『
辨
道
』
で
、「
そ
の
學
を
主
張
す
る
者
」、
す
な
わ
ち
仁
斎
が
、
佛
教
に
は
「
義
」
は
な
い
が
「
仁
」
は
あ
る
と
す
る
の
を

否
定
し
、
佛
教
に
は
「
仁
」
も
な
い
と
す
る
。
徂
徠
の
言
う
「
仁
」
と
は
、「
天
下
を
安
ん
ず
る
の
道
」、
す
な
わ
ち
「
仁
政
」
に
収
斂

さ
れ
る
「
仁
」
で
あ
り
、
徹
底
し
た
政
治
主
義
か
ら
の
断
定
で
あ
る
。

　

寺
請
制
度
の
廃
止
と
い
う
幕
府
の
宗
教
政
策
に
対
し
て
異
義
を
唱
え
た
『
大
学
或
問
』
の
よ
う
な
過
激
さ
は
無
い
が
、
や
は
り
徂

徠
も
佛
教
を
政
治
か
ら
切
り
離
そ
う
と
い
う
議
論
を
行
う
。
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
に
提
出
し
た
政
策
提
言
『
政
談
』（
巻
之
一
）
で
は
、

寺
領
統
治
に
つ
い
て
切
り
込
ん
で
ゆ
く
。

寺
領
ニ
代
官
ヲ
指
置
コ
ト
、
是
又
有
マ
ジ
キ
コ
ト
也
。
近
村
ノ
御
料
・
私
領
ヨ
リ
支
配
シ
テ
、
年
貢
計
リ
ヲ
其
寺
ニ
可
レ
渡
事
也
。

寺
社
門
前
ヲ
寺
社
奉
行
ノ
支
配
ト
ス
ル
コ
ト
、
是
又
一
統
ニ
町
奉
行
ノ
支
配
ナ
ル
ベ
シ
。22

　

徂
徠
は
、
寺
領
の
統
治
を
寺
院
に
任
せ
ず
、
こ
れ
を
周
辺
の
幕
府
代
官
・
藩
に
任
せ
、
ま
た
門
前
の
支
配
も
寺
社
奉
行
か
ら
町
奉
行

に
移
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
が
、
そ
の
論
拠
と
な
る
の
が
、
蕃
山
の
『
大
学
或
問
』
の
議
論
を
下
敷
き
に
し
た
か
の
よ
う
な
、
佛
教
の

統
治
シ
ス
テ
ム
か
ら
の
排
除
と
佛
教
の
宗
教
と
し
て
の
純
粋
化
と
の
連
動
で
あ
っ
た
。
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子
細
ハ
、殺
生
戒
ヲ
第
一
ト
シ
、一
大
藏
經
ノ
内
ニ
國
ヲ
治
ル
道
ハ
一
向
ニ
無
レ
之
、公
法
ノ
咎
人
ヲ
モ
慈
悲
ノ
爲
ニ
命
ヲ
モ
ラ
ヒ
、

或
ハ
構
有
レ
之
者
ヲ
モ
ワ
ビ
言
ヲ
ス
ル
コ
ト
、
当
時
僧
ノ
所
作
也
。
土
地
ヲ
持
テ
民
ヲ
支
配
ス
ル
ト
キ
ハ
、
刑
罰
無
テ
ハ
法
ノ
立

ヌ
コ
ト
也
。
刀
指
ヲ
召
仕
フ
カ
ラ
ハ
、
事
ニ
ヨ
リ
切
腹
ヲ
モ
申
付
ズ
シ
テ
ハ
叶
ヌ
事
也
。
帯
剣
ノ
者
ヲ
連
レ
テ
、
供
先
ニ
テ
何

ノ
用
ニ
立
ツ
ベ
キ
。是
ニ
ヨ
リ
テ
覺
彦
比
丘
一
生
ノ
間
供
ノ
者
ニ
脇
指
ヲ
指
セ
ズ
。是
等
ハ
唯
武
家
ノ
真
似
ヲ
ス
ル
ト
云
者
ニ
テ
、

全
ク
佛
法
ノ
衰
廢
也
。
佛
法
ヲ
崇
敬
ス
ル
上
ニ
テ
モ
、
是
ハ
制
ス
ベ
キ
コ
ト
也
。23

　

佛
教
に
は
、「
殺
生
戒
」
と
い
う
時
に
は
刑
罰
も
必
要
と
な
る
民
衆
統
治
に
は
不
向
き
な
教
え
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
大
蔵
経

に
は
政
道
論
自
体
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
論
拠
と
し
て
、
佛
教
が
政
治
の
ま
ね
ご
と
を
す
る
こ
と
は
「
佛
法
ノ
衰
廢
」
で
あ
る
と
批
判

し
、「
佛
法
ヲ
崇
敬
ス
ル
」
た
め
に
は
、
佛
教
の
非
政
治
化
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
寺
院
に
よ
る
寺
領
統
治
の
廃
止
、

つ
ま
り
非
政
治
化
は
、
佛
教
の
宗
教
と
し
て
の
純
粋
化
を
梃
子
に
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
宗
教
と
い
う
も
の
は
、
決
し
て
政
治
と
同
列
の
価
値
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
政
治
の
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
年
）、
老
中
水
野
忠
之
か
ら
、「
禹
祠
」
と
記
す
か
ら
水
神
祠
の
類
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
碑
文
を
依
頼

さ
れ
た
徂
徠
は
、
そ
れ
は
僧
侶
に
依
頼
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
断
っ
て
い
る24

。
徂
徠
の
拒
否
に
対
し
、「
儒
釋
の
相
容
れ
ざ
る
は
、

水
火
の
如
く
然
り
」
だ
か
ら
で
す
か
と
い
う
反
問
に
対
し
て
、
徂
徠
が
言
う
に
は
、「
吾
が
所
謂
聖
人
な
る
者
は
、
古
の
帝
王
也
。
聖

人
の
道
な
る
者
は
、
古
の
帝
王
の
天
下
を
治
む
る
の
道
也
。
孔
子
の
傳
ふ
る
所
は
是
の
み
。」
と
、「
聖
人
の
道
」
と
い
う
の
は
「
天
下

を
治
む
る
の
道
」
で
あ
り
、
儒
教
と
は
政
道
論
で
あ
る
と
い
う
自
己
の
立
場
の
確
認
を
行
い
、
そ
の
上
で
、「
佛
氏
の
如
き
は
、
未
だ

嘗
て
天
下
國
家
を
治
む
る
の
道
を
言
は
ず
。
豈
に
聖
人
と
抗
せ
ん
や
。」
と
、
佛
教
に
は
政
道
論
は
な
く
、「
聖
人
の
道
」
と
は
匹
敵
し

な
い
。
そ
の
こ
と
を
認
識
せ
ず
、「
儒
者
佛
氏
を
疾
視
し
て
以
て
仇
と
爲
す
者
は
、
乃
ち
聖
人
の
道
を
以
て
佛
氏
の
類
と
爲
す
也
。
豈
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に
亦
聖
人
の
道
を
小
に
せ
ざ
ら
ん
や
。
謬
な
る
か
な
。」
と
、
佛
教
を
敵
視
す
る
儒
者
を
、
佛
教
を
儒
教
と
同
等
の
も
の
と
考
え
る
誤

謬
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
と
断
じ
て
、「
今
佛
氏
の
道
と
爲
す
所
を
觀
る
に
、
乃
ち
鬼
神
の
道
也
。
僧
も
亦
巫
祝
の
類
の
み
。

何
と
な
れ
ば
、
巫
祝
は
神
を
奉
じ
、
僧
は
佛
を
奉
ず
。
其
の
名
殊
な
り
と
雖
も
、
彼
の
命
く
る
所
殊
な
る
の
み
。」
と
、
大
胆
に
佛
教

は
儒
教
の
文
脈
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
鬼
神
の
道
」、
つ
ま
り
祭
祀
で
あ
る
と
断
定
す
る
。
徂
徠
の
中
で
は
、「
天
下
を
治
む
る
の
道
」
と

「
鬼
神
の
道
」
と
の
優
劣
は
明
確
で
あ
る
。

故
に
曰
く
、
佛
道
な
る
者
は
鬼
神
の
道
也
。
僧
な
る
者
は
巫
祝
の
類
也
。
佛
氏
を
仇
視
す
る
者
は
、
吾
が
聖
人
の
道
を
小
に
す

る
者
也
と
。
夫
れ
佛
法
よ
り
以
来
千
有
餘
歳
。
僧
と
巫
祝
と
は
皆
民
也
。
聖
人
の
民
に
於
け
る
は
、
一
視
同
仁
す
。
況
や
巫
祝

は
三
代
の
時
よ
り
既
に
之
有
り
。
而
も
其
の
道
と
爲
す
所
は
得
て
之
を
知
る
べ
か
ら
ず
。
聖
人
も
亦
民
の
俗
に
因
り
て
以
て
之

を
存
す
れ
ば
、
則
ち
何
ぞ
必
ず
し
も
其
の
道
と
爲
す
所
の
如
何
な
る
を
問
は
ん
や
。
祇
だ
其
の
已
甚
だ
し
き
者
を
禁
じ
、
治
に

害
あ
ら
ざ
ら
俾
む
れ
ば
可
也
。

　

佛
教
は
「
聖
人
」
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
側
で
あ
る
「
民
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
政
治
に
お
け
る
優
劣
は
明
ら
か
で
あ

る
。「
其
の
已
甚
だ
し
き
者
を
禁
じ
、
治
に
害
あ
ら
ざ
ら
俾
む
れ
ば
可
」
で
あ
る
よ
う
な
、
政
治
の
上
で
無
害
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て

存
在
が
許
容
さ
れ
て
い
る
も
の
で
し
か
な
い
。

今
の
世
の
神
を
奉
ず
る
者
は
五
、曰
く
巫
、曰
く
祝
、曰
く
陰
陽
、曰
く
僧
、曰
く
修
験
。
其
の
奉
ず
る
所
の
道
は
二
、曰
く
神
道
、

曰
く
佛
道
。
然
れ
ど
も
之
を
均
し
く
す
る
に
皆
神
道
に
し
て
、
五
者
何
ぞ
擇
ば
ん
。
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日
本
に
お
け
る
「
鬼
神
の
道
」
の
例
を
列
挙
し
た
上
で
、
そ
の
中
で
、「
頗
る
字
を
識
る
」
の
は
僧
侶
な
の
で
、「
鬼
神
の
道
」
に
属

す
る
「
禹
祠
」
の
碑
文
の
よ
う
な
も
の
は
僧
侶
に
依
頼
し
て
欲
し
い
、
と
い
う
の
が
徂
徠
の
回
答
で
あ
っ
た
。

　

祭
祀
に
つ
い
て
は
、『
辨
名
』
巻
上
「
礼
」
第
二
則
に
、「
三
代
の
天
子
の
、
一
政
を
出
し
一
事
を
興
す
が
ご
と
き
も
、
ま
た
み
な
祖

宗
を
祀
り
て
こ
れ
を
天
に
配
し
、
し
か
う
し
て
天
と
祖
宗
と
の
命
を
以
て
こ
れ
を
出
し
、
卜
筮
を
以
て
こ
れ
を
行
ふ
。
古
の
道
し
か
り

と
な
す
。25

」
と
あ
る
よ
う
な
、
宗
廟
・
社
禝
・
郊
天
の
皇
帝
祭
祀
に
お
け
る
政
教
一
致
の
言
説
が
古
文
辞
学
と
い
う
六
経
を
政
治
の
基

本
と
す
る
学
問
で
導
き
出
さ
れ
て
く
る
の
が
当
然
で
あ
る
が
、
徂
徠
の
軍
学
書
『
鈐
録
』（
巻
十
三
）
で
は
、「
鬼
神
・
占
筮
・
災
祥
ノ

コ
ト
ハ
聖
人
ノ
一
術
ニ
テ
愚
ヲ
使
フ
道
ナ
リ
。26

」
と
、「
鬼
神
の
道
」
な
ど
の
宗
教
行
事
は
露
骨
に
政
治
術
の
一
つ
と
い
う
認
識
に
落
と

し
込
ま
れ
て
い
る
。

　

徂
徠
の
こ
う
し
た
政
治
主
義
を
価
値
判
断
の
基
準
と
す
る
包
括
型
三
教
関
係
は
、
諸
書
に
散
見
さ
れ
る
も
の
だ
が
、
こ
の
包
括
型
三

教
関
係
を
整
理
し
た
の
が
、
徂
徠
の
弟
子
の
太
宰
春
台
の
『
辨
道
書
』
で
あ
る
。『
辨
道
書
』
に
対
す
る
反
論
書
が
佛
教
、
神
道
・
国

学
の
側
か
ら
陸
続
と
起
こ
っ
た
の
は27

、
徂
徠
・
春
台
師
弟
に
お
け
る
政
治
優
位
の
包
括
型
三
教
関
係
が
整
理
さ
れ
て
一
書
と
な
っ
て
世

に
現
れ
た
も
の
と
い
う
『
辨
道
書
』
の
性
格
か
ら
当
然
で
あ
っ
た
。

　

春
台
は
言
う
。

神
道
と
い
ふ
文
字
は
周
易
に
出
候
て
聖
人
の
道
の
中
の
一
儀
に
て
候
を
、
今
の
世
に
は
巫
祝
の
道
を
神
道
と
心
得
て
王
公
大
人

よ
り
士
農
工
商
に
至
る
ま
で
是
を
好
み
学
ぶ
者
多
く
候
は
、
大
な
る
誤
に
て
、
以
の
外
の
僻
事
と
存
候
。
巫
祝
の
道
は
只
鬼
神

に
給
事
す
る
の
み
に
て
、
吾
人
の
身
を
修
め
家
を
治
め
國
を
治
め
天
下
を
治
む
る
道
に
あ
ら
ず
候
へ
ば
、
巫
祝
に
あ
ら
ざ
る
者

は
知
ら
ず
し
て
少
も
事
か
け
ず
候
間
、
士
君
子
の
學
ぶ
べ
き
事
に
あ
ら
ず
と
思
し
め
さ
る
べ
く
候
。28
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ま
ず
神
道
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
神
道
と
い
わ
ゆ
る
俗
神
道
に
分
け
る
。
前
者
の
神
道
は
、「
神
道
」
の
語
の
出
典
を
『
易
経
』
に

求
め
る29

こ
と
か
ら
論
を
起
こ
し
て
、
神
道
を
「
聖
人
の
道
」
に
回
収
す
る
所
説
を
述
べ
て
、
こ
れ
と
世
間
に
あ
る
い
わ
ゆ
る
神
道
（
＝

俗
神
道
）
を
「
巫
祝
の
道
」
と
区
別
す
る
。
そ
う
し
て
お
い
て
、「
巫
祝
の
道
」
は
、「
吾
人
の
身
を
修
め
家
を
治
め
國
を
治
め
天
下
を

治
む
る
道
」
で
は
な
い
の
で
、「
士
君
子
の
學
ぶ
べ
き
事
」
で
は
な
い
と
断
じ
る
。

　

佛
道
は
五
千
餘
巻
に
演
説
し
て
廣
大
無
邊
な
る
様
に
見
え
候
へ
共
、天
下
を
治
る
道
に
あ
ら
ず
、獨
身
の
一
心
を
治
る
道
に
て
候
。

右
に
申
候
如
く
僧
は
君
臣
な
く
父
子
な
く
夫
婦
無
く
兄
弟
な
く
朋
友
な
く
國
も
無
く
家
も
な
き
者
に
て
候
へ
ば
、
獨
身
の
外
に

治
む
べ
き
物
な
く
候
。
今
獨
身
を
治
る
道
を
先
王
の
天
下
を
治
る
道
に
並
べ
て
同
等
に
御
心
得
候
は
大
な
る
御
誤
に
て
候
。30

　

ま
た
、
佛
教
は
、
哲
学
と
し
て
は
高
邁
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
獨
身
を
治
る
道
」
に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
も
「
天
下
を
治
る
道
」

で
は
な
い
。

儒
者
の
道
は
二
帝
三
王
の
道
に
て
候
。
二
帝
三
王
は
皆
古
の
聖
天
子
な
る
故
に
、
其
道
を
總
じ
て
先
王
の
道
と
申
候
。
先
王
の

道
は
天
下
を
治
る
道
に
て
候
。31

　

残
る
儒
教
は
、
当
然
、「
天
下
を
治
る
道
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
佛
教
、
俗
神
道
に
は
、
そ
の
資
格
は
な
い
。
政
治
主
義

の
上
か
ら
統
治
者
の
思
想
と
し
て
機
能
し
得
な
い
佛
教
を
担
う
僧
侶
は
、「
い
か
ほ
ど
の
學
問
い
か
ほ
ど
の
智
恵
あ
り
て
も
、
天
下
國
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家
の
政
に
あ
づ
か
る
こ
と
を
得
ず
、
却
て
天
下
の
法
制
を
受
け
士
民
の
末
に
列
す
る
者32

」
で
し
か
な
く
、
被
治
者
の
身
分
に
属
す
る
者

で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
排
佛
論
で
あ
っ
て
も
、
包
括
型
が
排
他
型
と
異
な
る
の
は
、
佛
教
の
い
る
場
所
は
、
儒
教
の
支
配
下
の
立
場
に
甘
ん
じ
て
、

そ
の
宗
教
（「
巫
祝
の
道
」）
と
し
て
与
え
ら
れ
た
役
割
を
果
た
し
さ
え
す
れ
ば
、
用
意
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。

偏
屈
な
る
儒
者
は
、
諸
子
百
家
を
異
端
邪
説
と
名
づ
け
て
、
其
書
を
読
ま
ざ
る
故
に
、
其
道
を
知
ら
ず
。
一
概
に
取
べ
き
處
な

き
様
に
存
候
。
佛
法
を
惡
む
こ
と
は
、
又
諸
子
百
家
を
惡
む
よ
り
も
甚
し
く
、
僧
を
ば
人
類
に
も
あ
ら
ぬ
様
に
思
ひ
て
、
天
下

の
事
を
論
ず
る
に
も
、
佛
法
を
絶
さ
ず
ば
國
家
は
治
ま
る
ま
じ
く
な
ど
申
候
。
善
く
学
問
し
て
先
王
の
道
を
明
ら
め
た
る
上
に

て
は
、
諸
子
百
家
の
道
は
國
家
の
病
を
治
す
る
良
藥
に
て
候
。
釋
氏
は
國
家
に
預
か
ら
ぬ
者
に
て
、
僧
は
古
の
巫
祝
の
類
な
る

者
な
れ
ば
、
上
の
政
た
ゞ
し
き
時
は
國
家
の
害
に
な
る
事
も
な
く
候
。
日
本
の
神
道
は
又
殊
に
小
さ
き
道
に
て
、
政
を
妨
る
こ

と
あ
た
は
ず
候
。
畢
竟
諸
子
百
家
も
佛
道
も
神
道
も
、
堯
舜
の
道
を
戴
か
ざ
れ
ば
世
に
立
こ
と
は
あ
た
は
ず
候
。
さ
れ
ば
中
華

の
古
代
も
日
本
の
今
も
、
天
下
は
い
つ
も
堯
舜
の
道
に
て
治
り
候
。33

　

春
台
は
、単
純
な
排
佛
論
者
を
学
問
の
足
ら
な
い「
偏
屈
な
る
儒
者
」と
し
て
否
定
す
る
。
学
問
を
し
て「
先
王
の
道
」を
理
解
す
れ
ば
、

諸
子
百
家
の
学
問
は
「
國
家
の
病
を
治
す
る
良
藥
」
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
し
、佛
教
は
国
家
統
治
の
外
に
あ
る
「
巫
祝
の
類
」

な
の
で
、
上
の
政
治
が
正
し
く
行
わ
れ
て
い
る
時
は
、「
國
家
の
害
に
な
る
事
」
は
な
く
、「
日
本
の
神
道
」（
こ
こ
で
は
俗
神
道
）
は

政
治
の
妨
げ
に
も
な
ら
な
い
小
さ
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、「
堯
舜
の
道
」
＝
「
先
王
の
道
」
＝
儒
教
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、

そ
の
上
で
、
分
け
与
え
ら
れ
た
役
割
を
果
た
す
の
が
佛
教
、
神
道
な
の
だ
と
い
う
、
儒
教
優
位
に
お
け
る
三
教
の
共
存
が
説
か
れ
る
こ
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と
に
な
る
。
徂
徠
・
春
台
師
弟
の
儒
教
は
、
倫
理
学
の
要
素
を
薄
め
て
政
治
思
想
に
限
り
な
く
近
づ
い
て
ゆ
く
性
格
を
持
ち
、
三
教
の

関
係
は
治
政
上
の
役
割
分
担
に
な
る
の
で
、
こ
れ
を
《
近
世
型
政
教
分
離
》
と
呼
ん
で
も
良
い
か
も
し
れ
な
い
（
図
１
参
照
）。

　

春
台
の
『
辨
道
書
』
に
対
す
る
反
論
が
、
こ
う
し
た
《
近
世
型
政
教
分
離
》
に
対
し
て
正
鵠
を
射
た
も
の
で
あ
る
か
は
検
討
が
必
要

で
あ
る
。

　

摂
津
国
の
生
國
魂
神
社
の
社
僧
（
持
宝
院
。
真
言
宗
）
で
あ
っ
た
聖
応
は
、「
王
法
の
常
理
の
み
に
て
は
、
惡
業
の
衆
生
化
し
が
た

き
故
に
、
因
果
應
報
の
説
、
地
獄
天
堂
の
善
巧
方
便
を
以
て
王
法
の
助
け
と
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
り
。
即
ち
是
裁
成
輔
相
の
道
な
り
。34

」

（『
胡
蝶
庵
随
筆
』）
と
、
佛
教
も
政
道
論
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
得
る
と
い
う
近
世
的
な
治
国
利
民
論
を
主
張
し
て
春
台
を
批
判
し

て
い
る
。
あ
る
い
は
、
曹
洞
宗
の
乙
堂
喚
丑
は
、「
僧
已
ニ
出
家
シ
テ
佛
道
ヲ
務
ム
ル
ト
キ
ン
バ
、
臣
子
ノ
列
ニ
不
レ
入
、
君
王
モ
亦

コ
レ
ニ
任
ス
、
徳
ヲ
全
ス
ル
ト
キ
ハ
、
君
王
ノ
恩
ハ
云
ニ
及
バ
ズ
、
広
ク
四
恩
ヲ
報
ズ
、
臣
ト
称
セ
ザ
レ
ド
モ
報
恩
臣
子
ニ
過
グ35

」（『
駁

弁
道
書
』
坤
）
と
、
一
見
、
沙
門
不
敬
王
者
論
に
傾
く
と
見
え
な
が
ら
、
や
は
り
治
国
利
民
論
に
回
収
さ
れ
、「
純
ガ
王
法
ノ
外
ニ
出

ヅ
ル
事
能
ハ
ヌ
ト
ハ
、
一
概
ノ
愚
論
也
」
と
、
佛
教
を
政
道
論
の
文
脈
、
つ
ま
り
春
台
の
文
脈
に
乗
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の

議
論
は
、
佛
教
の
宗
教
と
し
て
の
特
性
を
語
る
の
で
は
な
く
、
政
治
思
想
と
し
て
儒
教
と
同
等
か
否
か
と
い
う
議
論
と
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
政
治
に
お
い
て
有
用
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
果
た
し
て
春
台
の
論
を
討
つ
正
し
い
箭
か
否
か
は
、
は
な
は
だ
心
元
な
い
。

政
治
的
有
用
性
の
主
張
は
一
歩
間
違
え
れ
ば
宗
教
を
治
世
の
道
具
と
し
て
捉
え
る
春
台
の
言
説
に
自
ら
は
ま
り
込
む
可
能
性
を
も
孕
ん

で
い
る
。

　

国
学
の
立
場
か
ら
の
平
田
篤
胤
の
『
呵
妄
書
』（
下
巻
）
で
の
批
判
も
同
様
で
あ
る
。

國
々
の
禮
各
異
な
り
。
然
れ
ど
も
其
敬
の
心
を
あ
ら
は
す
は
同
じ
こ
と
也
。
必
し
も
堯
舜
が
教
の
如
く
な
ら
ざ
れ
ば
道
に
か
な
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は
ぬ
な
ど
思
ふ
は
更
に
云
ふ
に
も
足
ら
ぬ
狹
見
な
り
。
世
に
漢
學
に
迷
へ
る
者
ど
も
が
、
彼
の
國
の
書
ど
も
に
中
華
は
萬
國
の

師
な
り
な
ど
ゝ
戎
人
の
狹
き
心
よ
り
云
出
た
漫
言
を
聞
て
、
如
何
に
も
然
る
こ
と
と
心
得
、
漢
國
の
教
に
有
ら
ざ
れ
ば
諸
事
を

為
し
得
ぬ
こ
と
く
一
向
に
思
ふ
様
子
だ
が
甚
し
き
愚
な
り
。
か
ら
國
の
教
と
云
も
の
は
我
が
皇
國
の
正
し
き
上
よ
り
見
れ
ば
知

れ
た
る
こ
と
を
こ
と
ご
と
し
く
を
し
へ
た
る
も
の
だ
。36

　

こ
の
篤
胤
の
議
論
は
、
多
元
型
か
ら
排
他
型
へ
の
移
行
可
能
性
を
端
的
に
示
し
て
い
る
が
、
篤
胤
は
、
儒
教
と
古
道
と
の
差
は
国
の

違
い
と
い
う
だ
け
で
、
古
道
と
儒
教
と
の
教
え
の
内
容
は
対
等
で
あ
る
と
い
う
反
論
を
展
開
し
て
い
る
。

　

宗
教
Ａ
と
宗
教
Ｂ
と
に
上
下
の
優
劣
関
係
が
な
く
、
同
等
の
も
の
と
し
て
置
き
換
え
可
能
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
宗
教
Ａ
か
、
宗
教
Ｂ

か
と
い
う
二
者
択
一
（
あ
る
い
は
三
者
、
四
者
・
・
・
）
が
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
宗
教
Ａ
に
よ
る
宗
教
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
・
・
・

の
包
括
と
い
う
宗
教
関
係
モ
デ
ル
と
は
異
な
る
宗
教
関
係
の
モ
デ
ル
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
多
元
型
・
排
他
型
と
包
括
型
と
は
、
異

な
る
宗
教
間
の
価
値
が
対
等
か
否
か
と
い
う
こ
と
を
境
と
し
て
分
か
れ
る
別
の
宗
教
関
係
モ
デ
ル
な
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
他
宗
教
の

存
在
を
許
容
す
る
か
否
か
で
は
、
多
元
型
・
包
括
型
と
排
他
型
と
に
二
分
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
包
括
型
こ
そ
ま
さ
に
許
容
で
あ
っ
て
、

多
元
型
の
よ
う
な
共
存
で
は
な
い
（
表
１
参
照
）。

　

先
行
者
と
し
て
の
蕃
山
、
そ
し
て
徂
徠
・
春
台
師
弟
の
包
括
型
の
宗
教
関
係
モ
デ
ル
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
、
聖
応
、
乙
堂
喚
丑
、

篤
胤
の
よ
う
に
、
多
元
型
・
排
他
型
の
宗
教
関
係
モ
デ
ル
を
対
置
さ
せ
る
か
、
も
う
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
包
括
型
の
宗
教
関
係
モ

デ
ル
で
、
儒
教
の
い
る
位
置
を
奪
い
取
る
こ
と
の
二
つ
が
あ
り
得
る
。
後
者
の
宗
教
関
係
モ
デ
ル
は
近
代
に
登
場
す
る
国
家
神
道
体
制

へ
と
転
写
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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五　

包
括
型
の
近
代
へ
の
継
承

　

蕃
山
・
徂
徠
・
春
台
の
包
括
型
三
教
関
係
に
共
通
す
る
の
は
、
儒
教
の
政
治
主
義
へ
の
傾
斜
で
あ
る
。
政
治
と
い
う
基
準
に
よ
っ
て

宗
教
間
の
序
列
を
つ
け
る
と
一
応
は
述
べ
て
お
い
た
が
、
改
め
て
《
宗
教
》
と
い
う
視
点
に
注
目
に
し
た
場
合
、
儒
教
を
非
宗
教
化
す

る
一
方
で
、
佛
教
、
神
道
な
ど
を
宗
教
と
し
て
純
粋
化
す
る
こ
と
で
、
政
治
と
宗
教
と
を
弁
別
し
、《
近
世
的
政
教
分
離
》
を
形
成
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
従
っ
て
、
純
粋
に
は
多
宗
教
間
の
関
係
と
い
う
点
で
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は

《
宗
教
》
と
《
宗
教
な
ら
ざ
る
も
の
》
と
の
弁
別
で
あ
っ
て
、《
宗
教
な
ら
ざ
る
も
の
》
と
は
こ
こ
で
は
政
治
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
政

治
が
純
粋
に
《
政
治
》
で
あ
る
こ
と
は
、
実
際
に
は
難
し
い
。
春
台
の
反
対
者
た
ち
が
宗
教
の
政
治
的
効
能
を
主
張
し
た
よ
う
に
、
宗

教
も
ま
た
政
治
の
一
部
と
し
て
機
能
す
る
以
上
、
政
治
か
ら
宗
教
を
取
り
込
ん
で
ゆ
く
ベ
ク
ト
ル
も
存
在
し
得
る
。
政
教
分
離
と
い
う

《
言
動
》
の
方
向
は
一
様
で
は
な
い
。
多
分
に
そ
れ
は
、
御
都
合
主
義
的
で
す
ら
あ
る
。
そ
れ
を
政
治
の
狡
知
（
あ
る
い
は
巧
緻
）
と

呼
べ
ば
呼
べ
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
狡
知
は
徂
徠
の
『
鈐
録
』
に
露
悪
的
に
現
れ
た
が
、
例
え
ば
、
藤
田
東
湖
の
『
弘
道
館
記
述
義
』（
巻
上
）
に
、「
衆
、
皆
佛
を

信
ず
る
に
、
我
れ
独
り
こ
れ
に
違
ふ
は
、
不
智
な
り
。
且
つ
そ
の
説
妄
な
り
と
い
へ
ど
も
、
以
て
愚
俗
を
勧
懲
す
る
に
足
る
。
苟
し
く

も
我
が
治
に
補
ひ
あ
ら
ば
、
何
ぞ
夷
狄
の
法
を
嫌
は
ん
。37

」
と
い
う
主
張
に
正
し
く
継
承
さ
れ
て
い
る
。38

　

明
治
の
開
明
的
と
さ
れ
る
政
教
分
離
の
主
張
も
、
徂
徠
学
の
議
論
を
踏
ま
え
る
と
、
佛
教
そ
の
他
の
宗
教
を
、《
宗
教
》
と
い
う
範

疇
に
囲
い
込
む
こ
と
、
つ
ま
り
非
政
治
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
で
、
逆
説
的
に
信
教
の
自
由
を
主
張
し
た
と
い
う
評
価
が
可
能
で
あ
る
。

政
府
既
ニ
教
門
ト
相
連
絡
ス
ル
ノ
脈
ヲ
絶
チ
、
政
治
ノ
大
權
ヲ
明
カ
ニ
シ
、
公
正
ノ
法
度
ヲ
立
テ
以
テ
其
ノ
民
ニ
臨
ム
、
則
チ
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民
間
數
百
教
門
ア
リ
テ
各
其
信
ス
ル
所
ヲ
信
セ
シ
メ
、
各
其
奉
ス
ル
所
ヲ
奉
セ
シ
ム
ル
モ
亦
何
ソ
政
治
ノ
害
ヲ
ナ
ス
ヲ
得
ン
ヤ
。39

　

西
周40

の
『
教
門
論
』（
二
）
の
政
教
分
離
の
思
想
は
、
春
台
の
「
上
の
政
た
ゞ
し
き
時
は
國
家
の
害
に
な
る
事
も
な
く
候
」
と
い
う

口
吻
を
想
起
さ
せ
る
し
、
政
教
分
離
の
主
張
と
し
て
著
名
な
「
尊
王
ハ
國
體
也
、
教
ニ
非
ル
也41

」
と
述
べ
る
島
地
黙
雷
の
「
三
条
教
則

批
判
建
白
書
」
の
言
葉
は
、
よ
り
重
要
な
問
題
を
胚
胎
し
て
い
る
。「
尊
皇
」
が
非
宗
教
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
、
宗
教
と
し
て
の
佛

教
の
立
場
を
確
保
し
よ
う
と
い
う
戦
略
は
、
国
家
神
道
に
お
け
る
神
社
非
宗
教
論
の
陰
画
で
あ
る
。
い
や
、
ど
ち
ら
が
ネ
ガ
で
、
ど
ち

ら
が
ポ
ジ
で
あ
る
か
は
、
問
題
で
は
な
い
。
両
者
は
同
根
な
の
で
あ
る
。
政
治
と
宗
教
と
の
弁
別
と
い
う
の
を
制
度
化
す
れ
ば
、
神
社

行
政
が
内
務
省
で
、
そ
の
他
の
宗
教
の
所
管
が
文
部
省
と
い
う
形
で
具
体
化
さ
れ
る
。

　

包
括
型
の
三
教
関
係
の
モ
デ
ル
（
図
１
）
で
、「
聖
人
の
道
」
の
あ
る
位
置
に
「
国
体
」、
あ
る
い
は
「
聖
上
の
道
」
を
置
き
換
え
れ

ば
、
大
東
亜
戦
争
の
敗
北
以
前
の
近
代
日
本
に
お
け
る
政
教
分
離
の
構
造
へ
と
そ
の
ま
ま
転
写
で
き
る
。
国
学
と
と
も
に
維
新
を
思
想

的
に
支
え
た
水
戸
学
の
「
神
道
」
が
、
儒
教
の
王
道
と
一
体
化
さ
れ
た
神
道
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
表
裏
を
逆
転
さ
せ
る
操
作
だ
け
で
、

転
写
に
大
き
な
思
想
的
な
跳
躍
は
必
要
と
さ
れ
な
か
っ
た
。「
教
育
ニ
関
ス
ル
勅
語
」
に
盛
ら
れ
た
倫
理
が
、
儒
教
倫
理
と
双
児
的
で

あ
る
の
は
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。

　

佛
教
、
あ
る
い
は
他
の
宗
教
が
、
国
体
を
頂
点
と
し
て
、
そ
の
し
か
る
べ
き
位
置
を
占
め
、
果
た
す
べ
き
役
割
を
果
た
す
と
い
う
姿

は
、
戦
前
の
近
代
日
本
に
そ
の
例
を
挙
げ
る
の
に
暇
は
な
い
。

　

紙
数
も
尽
き
た
。
本
稿
は
近
世
日
本
に
お
け
る
三
教
関
係
に
つ
い
て
、
宗
教
多
元
主
義
の
術
語
を
援
用
し
て
整
理
を
試
み
る
こ
と
を

主
眼
と
し
た
の
で
、
近
代
の
分
析
は
次
の
課
題
と
し
た
い
が
、
近
代
日
本
の
宗
教
世
界
が
、
近
世
日
本
か
ら
地
続
き
で
あ
る
こ
と
を
改

め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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本
稿
は
試
論
で
あ
り
、
今
後
、
こ
の
三
教
関
係
の
三
類
型
の
妥
当
性
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
検
討
し
て
ゆ
き
、
修
正
す
べ
き
点
は
修

正
し
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
る42

。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

表
１　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

図
１

多
元
型

三
教
関
係

排
他
型

三
教
関
係

包
括
型

三
教
関
係

宗
教
間
の
関
係

横
に
対
等

横
に
対
等

上
下
に
従
属

価
値
の
対
等

価
値
の
優
劣

価
値
の
優
劣

宗
教
間
の
共
存

可

不
可

可
（
許
容
）

＊ 1 この「神道」とは、王道と一体化された神道である。
＊ 2「非政治」とは政治の決定権あるいは参加権を有さないと

いう意味である。
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註
1 
拙
稿
「
近
代
仏
教
の
自
画
像
と
し
て
の
護
法
論
」『
宗
教
研
究
』
第
八
一
巻
第
二
輯
、
二
〇
〇
七
年
。「
仏
教
の
社
会
的
存
在
証
明
─
伴
林
光
平
の
〈
転

向
〉
の
事
例
か
ら
─
」『
宗
教
研
究
』
第
八
四
巻
第
三
輯
、二
〇
一
〇
年
。「
外
在
す
る
排
佛
と
内
在
す
る
排
佛
」『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
第
四
号
、

二
〇
一
一
年
。「
太
宰
春
台
の
仏
典
刪
修
に
み
る
近
世
日
本
社
会
と
仏
教
」『
中
央
大
学
政
策
文
化
総
合
研
究
所
年
報
』
第
一
七
号
、
二
〇
一
四
年
。

２ 

家
永
三
郎
・
赤
松
俊
秀
・
圭
室
諦
成
監
修
『
日
本
佛
教
史
』
Ⅲ
（
法
蔵
館
、一
九
六
七
年
）。
柏
原
祐
泉
「
近
世
の
排
仏
思
想
」
日
本
思
想
大
系
五
七
『
近

世
佛
教
の
思
想
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
）
な
ど
を
参
考
に
モ
デ
ル
表
と
し
て
筆
者
が
独
自
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
参
考
し
た
著
作
に
対
し

て
代
表
的
な
研
究
者
を
選
ん
だ
と
い
う
以
外
に
特
別
の
意
図
は
な
い
。

３ 

岸
根
敏
幸
『
宗
教
多
元
主
義
と
は
何
か
』（
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）、 

間
瀬
啓
充
編
『
宗
教
多
元
主
義
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』（
世
界
思
想
社
、

二
〇
〇
八
年
）
参
照
。

４ 

異
な
る
宗
教
の
共
存
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
、
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
は
通
約
的
多
元
主
義
、
ジ
ョ
ン
・
カ
プ
は
非
通
約
的
多
元
主
義
な
ど
、
代
表
的
な

宗
教
多
元
主
義
の
論
者
に
お
い
て
も
主
張
に
差
異
が
あ
る
。（
岸
根
二
〇
〇
一
。
前
掲
）

５ 

青
山
忠
一
『
近
世
仏
教
文
学
の
研
究
』（
お
う
ふ
う
。
一
九
九
九
）
の
特
に
「
第
三
章 

仏
道
の
文
学
」「
第
四
章 

儒
道
の
文
学
」
に
、
近
世
文
学
に
お

け
る
三
教
一
致
の
言
説
に
つ
い
て
詳
し
い
。

６ 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
八
一
『
田
舎
荘
子 

当
世
下
手
談
義 

当
世
穴
さ
が
し
』。
二
〇
七
頁
。

７
『
石
田
梅
岩
全
集
』
下
、
一
四
四
頁
。

８ 

慶
応
四
年
三
月
二
十
八
日　

神
祇
官
事
務
局
達

一
、
中
古
以
來
、
某
權
現
或
ハ
牛
頭
天
王
之
類

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
其
外
佛
語
ヲ
以
神
號
ニ
相
稱
候
神
社
不
少
候
、
何
レ
モ
其
神
社
之
由
緒
委
細
ニ
書
付
、
早
々
可
申
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出
候
事

但
勅
祭
之
神
社　

御
宸
翰　

勅
額
等
有
之
候
向
ハ
、
是
又
可
伺
出
、
其
上
ニ
テ
御
沙
汰
可
有
之
候
、
其
餘
之
社
ハ
、
裁
判
・
鎭
臺
・
領
主
・

支
配
頭
等
ヘ
可
申
出
候
事

一
、
佛
像
ヲ
以
神
體
ト
致
候
神
社
ハ
以
來
相
改
可
申
候
事

附
、
本
地
抔
ト
唱
ヘ
、
佛
像
ヲ
社
前
ニ
掛
、
或
ハ
鰐
口
・
梵
鐘
・
佛
具
等
之
類
差
置
候
分
ハ
、
早
々
取
除
キ
可
申
事

明
治
五
年
九
月
十
五
日　

太
政
官
布
告
（
第
二
七
三
号
）

府
縣
ヘ

修
驗
宗
ノ
儀

4

4

4

4

4

、
自
今
被
廢
止

4

4

4

4

4

、
本
山
當
山
羽
黒
派
共
從
來
ノ
本
寺
所
轄
ノ
儘
、
天
台
眞
言
ノ
兩
本
山
ヘ
歸
入
被　

仰
付
候
條
、
各
地
方
官
ニ
於
テ
此

旨
相
心
得
、
管
内
寺
院
ヘ
可
相
達
候
事

　

但
、
將
來
營
生
ノ
目
的
等
無
之
ヲ
以
歸
俗
出
願
ノ
向
ハ
始
末
其
狀
ノ
上
、
教
部
省
ヘ
可
申
出
候
事
（
傍
点
筆
者
。
以
下
同
）

９ 

日
本
古
典
文
学
大
系
九
七
『
近
世
思
想
家
文
集
』。
一
七
四
頁
。

10 

同
右
。
一
七
四
～
一
七
五
頁
。

11 

日
本
思
想
大
系
五
三
『
水
戸
学
』。
六
四
～
六
六
頁
。

12 『
本
居
宣
長
全
集
』
九
。
五
三
頁

13  

同
右
。
五
八
頁

14 『
本
居
宣
長
全
集
』
一
。
五
二
七
～
五
二
八
頁
。

15 

同
右
。
五
二
七
頁
。

16 

日
本
思
想
大
系
三
〇
『
熊
沢
蕃
山
』。
四
四
七
～
四
四
八
頁
。
引
用
文
中
に
言
う
「
前
に
い
ふ
所
の
得
度
の
法
」
と
は
、
上
冊
に
「
昔
の
得
度
の
法
を
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再
興
し
て
、
猥
に
我
と
出
家
す
る
こ
と
を
禁
じ
給
は
ん
。」（
同
。
四
三
六
頁
）
と
述
べ
る
国
家
に
よ
る
出
家
公
認
制
度
の
復
活
を
指
し
て
い
る
。

17 
同
右
。
四
四
八
～
四
四
九
頁
。

18 
同
右
。
四
四
九
～
四
五
〇
頁
。

19 『
集
義
外
書
』
巻
七
・
脱
論
四
「
夫
我
道
は
王
道
也
。
王
道
は
大
道
な
り
。
大
道
は
大
路
の
如
し
。
佛
法
ご
と
き
の
小
道
は
、
夷
中
の
小
路
の
ご
と
し
。

異
端
の
品
々
は
川
流
の
如
し
。
我
道
は
大
海
の
ご
と
し
。
皆
受
入
て
辞
せ
ず
。
何
の
ふ
せ
ぎ
退
る
と
云
事
か
あ
ら
ん
。
防
ぎ
退
る
は
同
じ
小
道
の
わ

ざ
な
り
。」（『
蕃
山
全
集
』
二
。
一
二
〇
～
一
二
一
頁
）
の
よ
う
な
議
論
は
、
ま
だ
儒
教
の
範
囲
内
に
あ
る
と
い
え
る
。

20 『
先
哲
叢
談
』
巻
六
「
徂
徠
毎
自
言
、
熊
澤
之
智

4

4

4

4

、
伊
藤
之
行

4

4

4

4

、
加
之
以
我
之
學
、
則
東
海
始
出
一
聖
人
。」（
第
十
五
条
）

21 

日
本
思
想
大
系
三
六
『
荻
生
徂
徠
』。
一
八
頁
。

22 

同
右
。
二
八
三
頁
。

23 

同
右
。
二
八
三
頁
。

24
『
徂
徠
集
』
巻
之
十
七
「
対
問
」。
同
右
。
四
九
九
～
五
〇
〇
頁
。

25 

日
本
思
想
大
系
三
六
『
荻
生
徂
徠
』。
七
三
頁
。

26 

河
出
書
房
版
『
荻
生
徂
徠
全
集
』
六
。
四
四
三
頁
。

27 

小
笠
原
春
夫
『
国
儒
論
争
の
研
究
』（
ぺ
り
か
ん
社
。
一
九
八
八
年
）「
第
一
篇 

論
争
の
発
端
」
に
『
辨
道
書
』
の
反
論
書
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
て
参

考
に
な
る
が
、
該
書
の
性
格
上
、
神
道
・
国
学
系
が
中
心
の
論
述
と
な
っ
て
い
る
。

28 『
日
本
倫
理
彙
篇
』
古
学
派
下
。
二
〇
八
頁
。

29
『
易
経
』
観
卦
彖
伝
に
「
觀
天
之
神
道
4

4

、而
四
時
不
忒
、聖
人
以
神
道

4

4

設
教
、而
天
下
服
矣
」
と
あ
る
。
考
証
家
伊
勢
貞
丈
は
『
神
道
独
語
』
で
『
易
経
』

の
こ
の
「
天
の
神
道
」
と
「
我
国
上
古
神
道
」
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。
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30 『
日
本
倫
理
彙
篇
』
古
学
派
下
。
二
一
二
～
二
一
三
頁
。

31 
同
右
。
二
一
二
頁
。

32 
同
右
。
二
一
五
頁
。

33 

同
右
。
二
二
七
～
二
二
八
頁
。

34 『
日
本
随
筆
大
成
』
二
期
九
。
八
二
頁
。

35 『
続
曹
洞
宗
全
書
』
九
。
三
〇
三
頁
。

36 『
新
修
平
田
篤
胤
全
集
』
一
〇
。
一
七
七
頁
。

37 

日
本
思
想
大
系
五
三
『
水
戸
学
』。
二
八
四
～
二
八
五
頁
。

38 

水
戸
学
に
お
け
る
徂
徠
学
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
尾
藤
正
英
「
水
戸
学
の
特
質
」（
日
本
思
想
大
系
五
三
『
水
戸
学
』
解
説
。
岩
波
書
店
。
一
九
七
三

年
）
が
代
表
的
な
論
考
と
し
て
議
論
の
対
象
に
さ
れ
る
が
、
尾
藤
の
所
説
を
受
け
継
い
だ
も
の
に
、
近
年
で
は
子
安
宣
邦
『
国
家
と
祭
祀
』（
青
土
社
、

二
〇
〇
四
年
）
な
ど
が
あ
る
。

39 『
西
周
全
集
』。
四
九
五
～
四
九
六
頁
。

40 

西
周
の
徂
徠
学
へ
の
親
炙
は
「
徂
徠
学
に
対
す
る
志
向
を
述
べ
た
文
」（『
西
周
全
集
』
一
所
収
）
な
ど
に
う
か
が
え
る
。

41 

日
本
近
代
思
想
大
系
五
『
宗
教
と
国
家
』。
二
三
九
頁
。

42 

当
面
の
課
題
と
し
て
富
永
仲
基
の
「
誠
の
道
」
に
よ
る
三
教
の
統
合
に
つ
い
て
の
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉　

宗
教
多
元
主
義　

排
佛
論　

政
教
分
離
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は
じ
め
に

　

１
．
張
潮
の
文
学
活
動
と
僧
侶

　
　
ａ
．
張
潮
の
文
学
活
動
、
及
び
書
簡
の
往
来
に
つ
い
て

　
　

ｂ
．
張
潮
と
僧
侶

　

２
．
伝
達
者
と
し
て
の
僧
侶

　
　
ａ
．
書
簡
の
伝
達
（
揚
州
―
北
京
）

　
　

ｂ
．
書
簡
の
伝
達
（
揚
州
―
江
南
）

　
　
ｃ
．
旅
の
目
的
―
釈
海
嶽
と
克
巳
上
人
―

　

お
わ
り
に

は
じ
め
に

　

旧
中
国
、
特
に
明
清
時
代
の
文
人
た
ち
は
、
営
利
・
非
営
利
を
問
わ
ず
多
種
多
様
な
文
学
作
品
を
制
作
し
出
版
し
て
い
た
。
そ
の
中

書
簡
の
伝
達
者
と
し
て
の
僧
侶

    

─
張
潮
の
交
遊
関
係
を
手
が
か
り
に
─

小
塚 

由
博
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に
は
複
数
の
人
物
の
詩
や
文
章
を
集
め
た
選
集
や
、
筆
記
・
小
説
を
集
め
た
叢
書
な
ど
大
部
の
作
品
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
ら
が
ど
の

よ
う
に
編
集
さ
れ
出
版
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
流
通
・
伝
播
し
て
い
っ
た
の
か
、
こ
れ
は
明
清
文
学
作
品
の
み
な
ら

ず
、
中
国
に
お
け
る
文
人
文
化
の
有
り
様
を
知
る
上
で
大
き
な
手
が
か
り
と
も
な
り
得
る
。

　

本
論
で
取
り
上
げ
る
清
初
の
文
人
張
潮
（
一
六
五
〇
─
一
七
〇
九
？
）
は
、
警
句
集
『
幽
夢
影
』
の
作
者
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
こ

の
『
幽
夢
影
』
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
は
、
こ
れ
に
多
く
の
文
人
た
ち
が
評
語
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
後
述
の
通
り
張

潮
は
当
時
流
行
し
た
小
品
文
（
筆
記
・
小
説
な
ど
の
短
編
作
品
）
を
集
め
た
叢
書
の
編
者
で
も
あ
り
、
そ
こ
に
は
や
は
り
当
時
の
文
人

た
ち
が
多
数
作
品
を
寄
せ
て
い
る
。
果
た
し
て
、
こ
れ
ら
が
編
集
・
出
版
さ
れ
る
に
当
た
り
、
ど
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
行
わ
れ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
か
な
り
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
張
潮
が
文
人
た
ち
と
交
わ
し
た
書
簡
で
あ
る
。

　

当
時
の
中
国
に
お
け
る
民
間
の
書
簡
の
伝
達
は
、
現
在
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
た
郵
便
伝
達
制
度
と
し
て
確
立
さ
れ
て
は
お
ら

ず
、
そ
の
都
度
個
人
的
に
依
頼
し
て
行
わ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
そ
の
伝
達
は
使
用
人
、
親
族
、
友
人
、
馴
染
み

の
商
人
な
ど
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
身
近
に
伝
達
者
が
存
在
せ
ず
、
伝
達
者
が
近
く
に
来
る
の
を
待
つ
場
合
も
珍
し
く

な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
伝
達
者
と
し
て
、
僧
侶
も
ま
た
そ
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た1

。

　

前
号
論
文2

で
述
べ
た
と
お
り
、
張
潮
は
仏
教
に
あ
る
程
度
の
知
識
を
有
し
て
お
り
、
作
品
中
に
し
ば
し
ば
仏
教
に
関
す
る
記
述
が
見

ら
れ
る
。
ま
た
僧
侶
の
友
人
も
少
な
く
な
く
、
彼
ら
に
書
簡
や
作
品
の
伝
達
を
依
頼
す
る
ケ
ー
ス
も
多
か
っ
た
。
僧
侶
が
書
簡
の
伝
達

者
と
し
て
活
動
し
て
い
た
状
況
に
つ
い
て
も
多
少
言
及
を
加
え
た3

が
、
あ
く
ま
で
そ
の
簡
単
な
紹
介
に
留
ま
っ
た
。
本
論
で
は
そ
れ
を

踏
ま
え
た
上
で
、
書
簡
の
伝
達
者
と
し
て
の
僧
侶
に
つ
い
て
更
に
詳
細
な
考
察
を
加
え
、
清
初
に
お
け
る
文
人
と
僧
侶
の
交
遊
関
係
の

一
端
に
迫
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

な
お
、
本
論
は
あ
く
ま
で
中
国
文
学
研
究
の
立
場
か
ら
僧
侶
と
の
交
遊
関
係
や
書
簡
の
伝
達
に
つ
い
て
究
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
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あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。

１
．
張
潮
の
文
学
活
動
と
僧
侶

ａ
．
張
潮
の
文
学
活
動
、
及
び
書
簡
の
往
来
に
つ
い
て

　　

張
潮
（
一
六
五
〇
―
一
七
〇
九
？
）、
字
は
山
来
、
号
は
心
斎
居
士
・
三
在
道
人
。
安
徽
歙
県
［
新
安
］
出
身
の
文
人
で
あ
る
。
父

の
張
習
孔
（
一
六
〇
六
？
―
？
。
字
は
念
難
、
号
は
黄
嶽
。
室
名
は
詒
清
堂
）
は
順
治
六
〈
一
六
四
九
〉
年
の
進
士
で
、
山
東
提
学
僉

事
で
あ
っ
た
。
張
潮
も
ま
た
官
僚
の
道
を
目
指
し
た
が
途
中
で
諦
め
、
そ
の
後
は
揚
州
に
居
を
移
し
（
一
六
七
〇
年
代
半
ば
）、
出
版

活
動
に
専
念
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
父
の
代
か
ら
の
版
元
を
有
し
、
ま
た
王
晫
を
始
め
と
し
た
出
版
家
と
も
交
遊
が
あ
り
、
自
身
の
作

品
か
ら
大
部
の
叢
書
に
至
る
ま
で
、
多
数
の
作
品
を
出
版
し
た
。
中
で
も
有
名
な
の
が
前
述
の
警
句
集
『
幽
夢
影
』
や
小
品
作
品
を
集

め
た
３
種
の
叢
書
『
虞
初
新
志
』『
檀
几
叢
書
』『
昭
代
叢
書
』
で
あ
る
。
そ
の
編
集
期
間
は
他
誌4

で
も
述
べ
た
と
お
り
、
一
六
八
〇
年

前
後
か
ら
一
七
〇
〇
年
代
前
半
の
お
よ
そ
二
十
年
以
上
に
も
及
ん
だ
。

　

中
で
も
３
種
の
叢
書
は
、
当
時
の
文
人
た
ち
の
小
品
作
品
（
筆
記
・
小
説
な
ど
の
短
編
の
作
品
）
を
集
め
た
大
部
の
も
の
で
、
そ
の

大
き
な
特
徴
は
他
の
叢
書
と
は
異
な
り
、
過
去
の
歴
史
的
な
作
品
を
集
め
る
の
で
は
な
く
、
張
潮
と
同
時
代
の
作
者
の
作
品
を
リ
ア
ル

タ
イ
ム
に
集
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
張
潮
は
自
作
・
他
作
を
問
わ
ず
広
く
友
人
た
ち
に
作
品
を
募
集
し
、
贈
っ
て
貰
っ
た
り
、
知
人

に
採
集
し
て
貰
っ
た
り
し
て
集
め
た
作
品
を
次
々
と
叢
書
に
収
録
し
た
。
始
め
の
う
ち
は
順
調
に
編
集
・
出
版
作
業
を
行
っ
て
い
た
が
、

や
が
て
そ
の
噂
を
聞
い
た
様
々
な
文
人
か
ら
多
数
作
品
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、そ
の
選
定
や
校
訂
な
ど
編
集
作
業
に
苦
心
し
た
。
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作
品
の
収
集
・
編
集
・
校
訂
・
出
版
に
は
、
費
用
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
多
く
の
人
手
を
必
要
と
す
る
も
の
で
、
と
り
わ
け
張
潮
の
場
合

は
殆
ど
揚
州
を
動
か
ず
に
編
集
作
業
に
打
ち
込
ん
で
い
た
た
め
、
実
際
に
作
品
の
収
集
・
受
け
取
り
か
ら
、
校
訂
者
や
出
版
者
へ
の
郵

送
、
ま
た
彼
ら
と
の
書
簡
の
や
り
と
り
な
ど
を
誰
が
ど
の
よ
う
に
行
う
か
が
重
要
と
な
る
。
そ
の
解
決
策
の
一
つ
と
し
て
張
潮
が
行
っ

た
の
は
多
数
の
便
人
〈
何
ら
か
の
つ
い
で

0

0

0

に
書
簡
・
荷
物
を
伝
達
す
る
人
〉
を
利
用
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
そ
の
際
に
寄

せ
た
或
い
は
寄
せ
ら
れ
た
書
簡
も
膨
大
な
数
に
及
ん
だ
。

　

ふ
つ
う
、
こ
の
よ
う
な
雑
多
で
文
学
的
内
容
に
欠
け
る
書
簡
は
あ
ま
り
後
世
に
残
ら
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
張
潮
の
場
合
は
、
ひ
と

ま
と
ま
り
に
な
っ
て
遺
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
本
論
で
も
使
用
す
る
『
尺
牘
友
声
集
』（
友
人
た
ち
が
張
潮
に
寄
せ
た
書
簡
を
集
め
た

も
の
。
約
一
〇
〇
〇
通
）
お
よ
び
『
尺
牘
友
声
偶
存
』（
張
潮
が
友
人
た
ち
に
寄
せ
た
書
簡
を
集
め
た
も
の
。
約
四
五
〇
通
）
で
、
こ

れ
は
当
時
の
江
南
文
人
た
ち
の
交
遊
状
況
を
解
き
明
か
す
も
の
と
し
て
極
め
て
重
要
な
資
料
で
も
あ
る5

。
な
お
、
こ
こ
に
収
め
ら
れ
た

書
簡
の
制
作
年
代
は
、
張
潮
が
出
版
活
動
を
活
発
に
行
っ
て
い
た
時
期
と
ほ
ぼ
合
致
す
る
。
そ
の
中
に
は
王
士
禛
、
孔
尚
任
、
閻
若
璩
、

高
士
奇
、
張
竹
坡
な
ど
か
ら
張
潮
の
地
元
の
友
人
や
親
族
な
ど
に
到
る
ま
で
、
著
名
・
無
名
を
問
わ
ず
様
々
な
人
物
の
書
簡
が
収
録
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
僧
侶
に
関
す
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
内
容
は
仏
教
に
関
す
る
知
識
を
披
露
し
た
り
、
議
論

を
交
わ
し
た
り
す
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、僧
侶
に
書
簡
の
伝
達
を
依
頼
す
る
も
の
も
多
く
、僧
侶
が
張
潮
の
書
簡
伝
達
の
一
翼
を
担
っ

て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。
こ
れ
を
調
査
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
文
人
と
僧
侶
と
の
交
遊
関
係
が
垣
間
見
ら
れ
る
だ
け
で
は

な
く
、
文
人
た
ち
の
交
遊
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
ひ
い
て
は
旧
中
国
に
お

け
る
文
人
た
ち
の
有
り
様
を
解
明
す
る
一
つ
の
大
き
な
手
が
か
り
と
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
全
て
の
書
簡
に

誰
が
そ
の
書
簡
を
伝
達
し
た
の
か
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
訳
で
は
無
く
、
そ
の
よ
う
な
書
簡
は
寧
ろ
稀
少
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
だ
け

に
伝
達
状
況
を
知
り
得
る
書
簡
は
そ
の
全
容
を
解
明
す
る
貴
重
な
資
料
で
も
あ
る
。
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以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
張
潮
の
書
簡
に
見
ら
れ
る
僧
侶
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
と
思
う
。
全
体
的
に
見
て
、
張
潮
と
交
遊

の
あ
っ
た
僧
侶
は
無
名
の
人
物
が
多
く
、
他
の
史
料
に
殆
ど
記
さ
れ
て
い
な
い
者
も
多
い
。
し
か
し
、
そ
の
中
に
は
張
潮
に
と
っ
て
重

要
な
人
物
も
少
な
く
な
い
。
ま
ず
本
節
で
は
、
書
簡
の
伝
達
に
は
あ
ま
り
関
係
の
な
い
僧
侶
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
と
し
、
書
簡
や

作
品
の
伝
達
者
と
し
て
の
記
述
が
存
在
す
る
僧
侶
に
関
し
て
は
、
次
節
で
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

な
お
、
以
下
便
宜
的
に
『
尺
牘
友
声
集
』
を
『
友
声
』、『
尺
牘
友
声
偶
存
』
を
『
偶
存
』
と
称
す
こ
と
と
し
、
引
用
す
る
場
合
は
巻

数
を
記
し
、
ま
た
拙
稿
資
料6

に
基
づ
い
て
通
し
番
号
（
及
び
『
偶
存
』
は
書
簡
の
宛
て
名
も
）
を
付
し
た
。
さ
ら
に
、
推
定
の
制
作
年

代
を
西
暦
で
示
し
た
が
、
あ
く
ま
で
現
段
階
の
も
の
で
あ
り
、
参
考
程
度
に
お
考
え
頂
き
た
い
。

　

加
え
て
、
本
論
で
紹
介
す
る
僧
侶
に
も
①
、
②
、
③･･･

と
通
し
番
号
を
振
り
、
そ
の
僧
侶
が
張
潮
に
宛
て
た
、
も
し
く
は
張
潮
が

僧
侶
に
宛
て
た
書
簡
に
つ
い
て
、
前
述
の
張
潮
書
簡
集
中
の
掲
載
数
を
姓
名
の
下
に
（『
友
声
』
／
『
偶
存
』）
で
示
す
こ
と
と
し
た
。

更
に
、
そ
の
僧
侶
自
体
の
書
簡
は
存
在
し
て
い
な
い
が
、
他
者
の
書
簡
に
そ
の
人
物
に
つ
い
て
記
述
が
さ
れ
て
い
る
場
合
も
存
在
す
る
。

そ
の
数
も
併
せ
て
［　

］
に
示
す
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
僧
侶
別
に
一
覧
表
と
し
て
文
末
資
料
１
を
付
し
た
の
で
、
そ
ち
ら
も
併
せ
て

参
照
願
い
た
い
。

　

ｂ
．
張
潮
と
僧
侶

　　

さ
て
、
そ
れ
で
は
以
下
張
潮
と
交
遊
の
あ
っ
た
僧
侶
を
書
簡
中
か
ら
見
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

　

①
釈
行
溗
（
１
［
０
］
／
２
［
０
］）
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釈
行
溗7

、
字
は
法
音
、
号
は
遠
峰
。
江
蘇
興
化
の
人
。『
五
灯
全
書
』
巻
七
十
七
に
は
「
揚
州
建
隆
法
音
溗
禪
師
、
長
洲
彭
氏
子
、

生
長
興
化
」(

浮
石
賢
嗣)

と
あ
る
。
揚
州
建
隆
寺
の
僧
。『
晩
晴
簃
詩
匯
』（『
清
詩
匯
』）
巻
百
九
十
六
に
は
「
雲
間
名
士
倪
永
淸
選
詩
、

最
於
邗
上
遠
峯
主
之
（
雲
間
［
松
江
］
の
名
士
で
あ
る
倪
永
清
が
詩
を
選
し
、最
も
邗
上
［
揚
州
］
の
遠
峯
を
主
と
し
た
）」
云
々
と
あ
る
。

詩
人
倪
永
清
（
名
は
匡
世
、
法
名
超
定
。
江
蘇
松
江
の
人
）
は
行
溗
の
弟
子
で
あ
り8

、
張
潮
の
友
人
で
も
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
張
潮

の
友
人
で
あ
る
聶
先
（
字
は
晋
人
。
楽
読
居
士
。
江
蘇
蘇
州
の
人
。『
続
指
月
録
』
の
作
者
）
も
行
溗
の
弟
子
で
あ
る9

。

　

張
潮
は
書
簡
で
臨
済
宗
の
伝
灯
に
関
す
る
知
識
を
披
露
し
た
り10

、
自
ら
が
制
作
し
た
「
二
十
八
祖
頌
」11

を
贈
り
、
そ
の
感
想
を
求
め

た
り
も
し
て
い
る
。

　

詩
人
の
徐
崧
（
字
は
松
之
、号
は
臞
菴
居
士
。
江
蘇
呉
江
の
人
。
一
六
一
七
―
一
六
九
〇12

）
は
詩
僧
と
広
く
交
遊
し
、唱
和
詩
を
作
っ

た
。
彼
も
ま
た
遠
峰
と
交
遊
が
あ
り
、
彼
は
書
簡
で
張
潮
に
「
而
主
人
遠
峰
和
尚
思
致
蕭
疎
、
爲
弟
三
十
年
老
友
。
相
於
在
寺
不
分
主

客
。（
主
の
遠
峰
は
思
い
を
蕭
疎
に
致
し
、我
が
三
十
年
来
の
老
友
で
す
。寺
に
お
い
て
は
主
客
を
分
か
た
ず
お
つ
き
あ
い
致
し
ま
し
た
）」

〈『
友
声
』
甲
集
・
75
・
一
六
八
〇
前
？
〉
と
述
べ
て
い
る
。
一
方
の
釈
行
溗
も
「
同
臞
菴
居
士
過
董
公
祠
訪
鄧
孝
威
」
詩
を
制
作
し
て

い
る13

。

　

②
釈
元
運
（
１
［
０
］
／
２
［
０
］）

　

字
は
泊
三
、
号
は
檪
亭
居
士
。
彼
に
つ
い
て
具
体
的
な
記
述
は
殆
ど
見
当
た
ら
な
い
が
、
書
簡
の
署
名
に
「
焦
山
」
と
記
さ
れ
て
お

り
、
ま
た
書
簡
中
に
「
深
入
焦
山
」
な
ど
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
江
蘇
鎮
江
の
焦
山
在
住
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
張
潮
の
住

む
揚
州
を
訪
ね
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
彼
は
張
潮
に
書
簡
を
寄
せ
、
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。



書簡の伝達者としての僧侶

93

･･･

毎
仰
高
風
、
久
疎
教
益
。
茲
因
鑑
菴
門
人
向
在
黃
山
、
爲
中
公
奔
馳
南
北
、
不
勝
土
木
之
勞
。
深
媿
荒
廢
本
業
。
特
來
親

近
山
僧
窮
參
力
究
、
有
志
法
門
。
特
遣
持
書
到
揚
、
奉
候
興
居
附
敬
。･･･

（
い
つ
も
あ
な
た
の
事
を
お
慕
い
し
て
お
り
ま
す
が
、
暫
く
お
教
え
を
頂
い
て
お
り
ま
せ
ん
。
今
鑑
菴
門
人
は
黄
山
に
ず
っ
と
お

り
、
中
公
〈
後
述
の
中
洲
［
釈
海
嶽
］
の
こ
と
か
〉
の
た
め
に
南
北
に
奔
走
し
て
お
り
ま
す
。
土
木
の
労
〈
不
詳
。
後
述
の
黄

山
慈
光
寺
改
修
事
業
の
こ
と
か
〉
に
は
堪
え
ら
れ
ず
、
深
く
本
業
を
荒
廃
さ
せ
た
こ
と
を
恥
ず
か
し
く
思
い
ま
す
。
た
だ
近
親

の
山
僧
を
招
い
て
真
理
を
講
究
し
、
法
門
を
志
す
だ
け
で
す
。
た
だ
手
紙
を
持
た
せ
て
揚
州
に
行
き
、
あ
な
た
の
も
と
に
ご
機

嫌
を
お
伺
い
さ
せ
ま
す
。･･･

）〈『
友
声
』
辛
集
・

643
・
一
六
九
六
〉

　

鑑
［
鑒
］
菴
と
は
孫
治
（
字
は
宇
台
、
号
は
鑑
菴
。
浙
江
仁
和
の
人
。
西
冷
十
子
の
一
人
。『
靈
隱
寺
志
』
の
編
者
）
の
こ
と
か
。

彼
に
つ
い
て
は
別
の
元
運
か
ら
の
書
簡
に
も
「
舊
冬
遣
鑒
菴
拝
候
台
階
、
忝
承
答
教
云･･･

（
昨
年
の
冬
、
鑒
［
鑑
］
菴
を
遣
わ
し
て

あ
な
た
の
下
に
お
伺
い
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
か
た
じ
け
な
く
も
ご
返
信
を
頂
き･･･

）」〈『
友
声
』
壬
集
・

708
・
一
六
九
七
〉
云
々
と
あ
り
、

こ
の
鑑
菴
な
る
人
物
が
書
簡
を
届
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
鑑
菴
は
何
ら
か
の
理
由
で
各
地
を
奔
走
し
て
い
た
よ

う
で
、
も
し
か
す
る
と
他
に
も
書
簡
の
伝
達
を
行
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

③
釈
元
壠
［
龍
］（
１
［
１
］
／
０
［
０
］）

　

字
は
牧
堂
、
江
蘇
雲
間
［
松
江
］
の
人
。『
嘉
慶
松
江
府
志
』
巻
六
十
三
に
よ
る
と
、「
字
牧
堂
、
華
亭
人
。
俗
姓
李
。
自
云
李
雯
姪

（
字
は
牧
堂
、
華
亭
の
人
、
俗
姓
李
。
自
ら
李
雯
〈
字
は
舒
章
。
松
江
の
人
。
明
末
の
政
治
結
社
で
あ
る
復
社
の
代
表
格
。
一
六
〇
八

―
一
六
四
七
〉
の
姪
と
称
し
た
）」
と
あ
る
。
ま
た
『
五
灯
全
書
』
巻
九
十
四
に
は
「
華
亭
牧
堂
龍
禪
師
」(

大
淵
奫
嗣)

と
あ
り
、
ま
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た
『
晩
晴
籍
詩
匯
』
巻
百
九
十
七
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る14

。
彼
は
張
潮
に
自
作
の
詩
を
寄
せ
、
そ
れ
に
張
潮
の
文
章
を
付
け
て
出
版
し

よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、

前
以
小
詩
奉
、
別
欲
求
大
篇
教
和
、
付
梓
以
光
行
集
。
辱
承
大
偈
、
但
巻
中
無
偈
。
倘
不
棄
方
外
疎
狂
、
再
示
一
詩
、
喜
出
望
外
。

先
生
邗
江
名
士
、
海
内
推
仰
。
不
可
無
詩
。
衲
因
雨
阻
天
晴
卽
欲
解
維
、
未
審
能
一
晤
否
。･･･

（
以
前
我
が
詩
を
奉
じ
ま
し
た
が
、
別
に
大
篇
を
求
め
て
、「
光
行
集
」〈
書
名
か
？
〉
を
出
版
し
た
く
存
じ
ま
す
。
か
た
じ
け
な

く
も
あ
な
た
の
偈
頌
を
承
け
ま
し
た
が
、
た
だ
巻
中
に
は
偈
〈
を
載
せ
る
場
所
？
〉
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
も
し
拙
僧
の
疎
狂
を

お
見
捨
て
に
な
ら
ず
、更
に
一
詩
を
示
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、望
外
の
喜
び
で
ご
ざ
い
ま
す
。
先
生
は
邗
江
〈
揚
州
〉
の
名
士
で
、

海
内
で
敬
愛
さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
詩
が
な
い
は
ず
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
拙
僧
は
天
候
を
見
て
す
ぐ
に
船
を
出
発
さ
せ

ま
す
が
、
お
会
い
で
き
る
か
ど
う
か
は
っ
き
り
致
し
ま
せ
ん
。･･･

）〈『
友
声
』
新
集
巻
一
・

785
・
一
六
九
九
〉

　

と
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
先
ん
じ
て
詩
人
の
姜
実
節
（
字
は
学
在
、
号
は
鶴
澗
。
山
東
莱
陽
の
人
。
一
六
四
七
―
一
七
〇
九
）
は
彼

に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

牧
堂
和
尚
自
雲
間
來
相
訪
、
出
詩
見
示
。
爲
拝
服
頂
禮
。
此
僧
之
所
謂
高
才
者
也
。
…

（
牧
堂
和
尚
が
雲
間
よ
り
お
こ
し
に
な
り
、詩
を
お
示
し
に
な
り
ま
し
た
。〈
そ
の
す
ば
ら
し
さ
に
？
〉拝
服
頂
禮
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
お
方
は
僧
侶
の
所
謂
高
才
な
人
物
で
す
）〈『
友
声
』
新
集
巻
一
・

780
・
一
六
九
九
〉
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こ
の
よ
う
に
、
釈
元
壠
を
張
潮
に
紹
介
し
た
の
は
姜
実
節
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
姜
実
節
は
山
東
の
出
身
で
あ
る
が
、
後
蘇
州
に
居

を
移
し
て
い
る
。
こ
の
書
簡
で
釈
元
壠
が
訪
ね
た
の
は
蘇
州
だ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　

④
釈
祖
香
（
１
［
０
］
／
０
［
０
］）

　

釈
祖
香
に
関
す
る
書
簡
は
本
人
の
書
簡
一
通
だ
け
で
、
号
は
蘭
村
、
四
川
の
人
と
い
う
こ
と
し
か
わ
か
ら
な
い
。
書
簡
で
は
翌
年

〈
一
六
九
七
年
？
〉
の
春
に
五
岳
と
天
下
の
名
勝
地
を
遍
歴
す
る
計
画
を
立
て
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

來
春
志
遊
五
岳
及
徧
遊
天
下
名
勝
、欲
辦
諸
物
以
壯
行
。
嚢
書
則
六
種
［
史
記
、前
後
漢
書
、文
選
、杜
詩
、水
經
注
。
不
求
精
好
。

但
係
全
書
亦
可
］、共
約
二
十
斤
。
琴
一
、硯
一
、氊
一［
可
作
蒲
團
、臥
具
兩
用
］、又
約
十
斤
。
百
衲
衣
一［
可
便
日
衣
夜
衾
之
用
］、

再
約
十
斤
。
統
計
四
十
斤
則
予
足
力
之
所
能
任
也
。
…

（
来
春
、
五
岳
に
遊
び
、
さ
ら
に
天
下
の
名
勝
を
遍
歴
し
よ
う
と
計
画
し
、
諸
物
を
整
え
て
壮
行
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
旅
の
袋

に
入
れ
る
書
物
は
六
種
［『
史
記
』『
漢
書
』『
後
漢
書
』『
文
選
』『
杜
詩
』『
水
經
注
』
は
書
の
精
好
さ
を
求
め
ま
せ
ん
。
但
だ

全
書
〈
不
詳
〉
に
よ
る
の
も
ま
た
可
で
す
］、
併
せ
て
約
二
十
斤
。
琴
一
張
、
硯
一
面
、
毛
氈
一
枚
［
蒲
団
〈
が
ま
の
敷
き
布
団
〉

を
作
れ
ば
、
寝
具
と
両
用
に
し
ま
す
］、
さ
ら
に
お
よ
そ
十
斤
。
袈
裟
一
領
［
日
用
の
衣
服
と
夜
具
の
用
と
し
て
便
利
で
す
］、

ま
た
十
斤
、
す
べ
て
合
わ
せ
て
四
十
斤
、
我
が
力
の
堪
え
う
る
重
さ
で
す
。
…
）〈『
友
声
』
辛
集
・

640
・
一
六
九
六
〉　

※
［　

］

は
割
注

　

こ
れ
は
遠
回
し
に
旅
立
ち
の
寄
付
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
も
と
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
の
事
は
わ
か
ら
な
い
。
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⑤
釈
広
徹
（
２
［
１
］
／
０
［
０
］）

　

字
は
豁
菴
、
江
西
彭
沢
の
人
。
揚
州
天
寧
寺
の
僧
。『
晩
晴
籍
詩
匯
』
巻
百
九
十
七
に
「
廣
徹
、
字
豁
庵
、
彭
澤
人
、
本
姓
葉
。
主

江
都
天
寧
寺
」
と
あ
る
。
ま
た
、『
雨
山
和
尚
語
録
』
巻
二
十
に
よ
る
と
、
雨
山
思
禅
師
の
門
下
で
あ
り
、
張
潮
の
関
係
者
で
は
彼
以

外
に
釈
広
蓮
、
釈
師
昂
（
広
元
）
が
同
門
で
あ
る
。

　

後
述
の
黄
山
慈
光
寺
の
僧
釈
海
嶽
も
知
人
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
海
嶽
は
張
潮
に
広
徹
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

･･･

方
丈
豁
公
、
係
前
天
寧
雪
兄
法
乳
、
賦
性
柔
易
、
雖
無
祖
父
濶
大
之
風
、
然
不
失
衲
僧
本
色
。
實
非
諸
方
滔
滔
者
也
。
有

語
録
數
卷
、
將
付
剞
氏
問
世
。
欲
求
布
施
大
序
一
篇
。
冠
首
審
其
所
存
卽
古
人
因
序
而
傳
之
。･･･

（･･･

方
丈
の
豁
公
〈
豁
菴
〉
は
先
の
天
寧
寺
の
雪
兄
〈
雪
堂
〉
の
仏
法
を
受
け
継
ぎ
、
天
性
は
温
和
で
、
祖
父
の
𤄃
大
〈
人

名
？
〉
の
風
は
無
い
が
禅
僧
と
し
て
の
本
領
は
失
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
ま
こ
と
に
諸
方
滔
滔
た
る
者
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

語
録
数
巻
が
有
り
、
版
元
に
依
頼
し
て
出
版
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
あ
な
た
の
序
文
を
求
め
て
い
ま
す
。
そ
の
〈
文
章
の
〉
前

に
そ
の
い
わ
れ
を
審
ら
か
に
す
る
場
合
は
、
古
人
は
序
文
に
よ
っ
て
之
を
伝
え
る
も
の
で
す
。･･･

）〈『
友
声
』
壬
集
・

684
・

一
六
九
七
〉

　

天
寧
雪
兄
と
は
超
群
の
こ
と
か
。『
晩
晴
籍
詩
匯
』
巻
百
九
十
六
に
「
超
群
、
字
紫
仙
、
号
雪
堂
、
徽
州
人
。
本
姓
程
。
天
寧
寺
僧
」

と
あ
る
。

　

⑥
釈
石
濤
（
１
［
１
］
／
０
［
０
］）、
⑦
八
大
山
人
（
１
［
０
］
／
１
［
０
］）



書簡の伝達者としての僧侶

97

　

釈
石
濤
（
一
六
四
二
―
一
七
〇
七
）
は
俗
名
朱
若
極
、
号
は
原
［
元
］
済
。
広
西
桂
林
の
人
。
八
大
山
人
（
一
六
二
五
―

一
七
〇
五
）
は
俗
名
朱
耷
、
字
は
雪
箇
。
江
西
南
昌
の
人
。
ど
ち
ら
も
前
王
朝
で
あ
る
明
朝
の
王
族
に
連
な
る
人
物
で
あ
る
が
、
明
滅

亡
後
は
特
に
画
家
と
し
て
名
声
を
得
た
人
物
で
あ
る
。
張
潮
を
介
し
て
二
人
は
作
品
の
や
り
と
り
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
本
論

で
は
割
愛
す
る
。

　

⑧
釈
鉄
夫
（
１
［
０
］
／
２
［
０
］）

　
『
五
灯
全
書
』
巻
九
十
四
に
よ
る
と
、「
京
口
焦
山
鐵
夫
立
禪
師
。
山
陽
張
氏
子
」(

天
岳
晝
嗣)

と
あ
る
。
俗
名
張
立
、
号
は
雪
堂
。

江
蘇
秦
郵
〈
高
郵
〉
の
人
。
鎮
江
焦
山
寺
の
僧
。
張
潮
の
親
族
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

書
簡
で
は
「
刀
圭
」（
薬
の
さ
じ
）
に
関
す
る
議
論
を
交
わ
し
た
り15

、
張
潮
が
晩
年
訴
訟
ご
と
に
巻
き
込
ま
れ
て
家
財
を
失
い
、
気

力
を
な
く
し
た
際
に
仏
の
教
え
に
の
め
り
込
ん
だ
り
す
る
様
子
を
記
し
た
も
の
な
ど
あ
る16

が
、
本
論
で
は
割
愛
す
る
。

　　

⑨
釈
浮
村
（
０
［
１
］
／
０
［
０
］）

　

釈
浮
村
に
つ
い
て
は
、『
幽
夢
影
』
に
評
語
が
あ
る
以
外
は
、
孫
蘭
の
書
簡
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。
孫
蘭
（
字
は
滋
九
、
号
は
柳
庭
。

揚
州
の
人
）
は
地
理
関
係
の
書
物
を
複
数
著
し
て
い
る
学
者
で
、
彼
は
以
下
の
よ
う
に
張
潮
に
書
簡
を
寄
せ
て
い
る
。

･･･

昨
大
熱
、
偕
浮
村
上
人
特
攜
字
學
一
書
奉
證
、
令
姪
先
生
云
、
卷
帙
繁
重
難
入
叢
書
。･･･

（･･･

昨
日
は
た
い
へ
ん
な
暑
さ
で
し
た
が
、浮
村
上
人
が
わ
ざ
わ
ざ『
字
学
』〈
不
詳
〉一
書
を
携
え
て
奉
じ
た
と
こ
ろ
、甥
御
様〈
不

詳
〉
は
「
巻
帙
が
多
く
叢
書
に
入
れ
る
の
は
難
し
い
」
と
仰
い
ま
し
た
。･･･

）〈『
友
声
』
癸
集
・

737
・
一
六
九
八
〉
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こ
れ
は
張
潮
に
叢
書
に
掲
載
す
べ
き
作
品
を
紹
介
し
て
い
た
書
簡
と
考
え
ら
れ
る
。

　

⑩
釈
師
昂
（
書
簡
な
し
）

　

彼
に
関
す
る
書
簡
は
存
在
せ
ず
、『
幽
夢
影
』
に
評
語
が
あ
る
以
外
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
し
、『
宗
統
編
年
』
巻
三
十
二
に
「
揚

州
天
甯
上
思
雨
山
和
尚
寂
、
門
人
師
昂
元
繼
席
（
揚
州
天
寧
寺
の
上
思
雨
山
和
尚
が
入
寂
し
、
門
人
師
昂
元
が
席
を
継
ぐ
）」（
康
煕

二
十
七
〈
一
六
八
八
〉
年
）
と
あ
り
、
或
い
は
こ
の
人
物
の
こ
と
か
。
ま
た
、『
雨
山
和
尚
語
録
』
巻
二
十
に
も
名
が
見
ら
れ
、
そ
こ

で
は
名
を
広
元
と
す
る
。
こ
の
記
述
が
正
し
け
れ
ば
、
前
述
の
釈
広
徹
や
後
述
の
釈
広
蓮
と
と
も
に
雨
山
思
和
尚
の
弟
子
で
あ
り
、
揚

州
天
寧
寺
の
僧
で
あ
る
。

　

⑪
麗
杲
行
昱
（
０
［
０
］
／
０
［
１
］）

　
『
正
源
略
集
』
卷
十
五17

に
よ
る
と
、
平
山
堂
の
僧
。
平
山
堂
は
揚
州
の
大
明
寺
に
あ
る
。
嘗
て
宋
の
欧
陽
脩
が
こ
こ
を
訪
れ
、
詞
に

詠
じ
た18

こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
張
潮
は
釈
元
運
に
寄
せ
た
書
簡
の
中
で
、
麗
杲
行
昱
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

･･･

弟
近
刻
瘞
鶴
銘
辯
及
古
鼎
釋
文
裝
成
五
十
帙
、屬
平
山
堂
麗
杲
上
人
郵
至
焦
山
、以
其
曾
卓
錫
、于
此
有
因
緣
。
想
不
久
當
送
、

到
今
各
奉
一
帙
呈
閲
。
倘
吾
師
果
有
山
志
之
擧
、
幸
載
入
其
中
爲
荷
。･･･

（･･･

私
が
最
近
刻
し
た『
瘞
鶴
銘
辯
』〈
張
弨［
字
は
力
臣
］の
作
。
江
蘇
淮
安
の
人
。
王
士
禛
の
弟
子
。『
昭
代
叢
書
』乙
集
所
収
〉

及
び
『
古
鼎
釈
文
』〈『
焦
山
古
鼎
考
』
の
こ
と
。
王
士
禄
［
王
士
禛
の
兄
］
の
作
。『
昭
代
叢
書
』
乙
集
所
収
〉
の
装
丁
本
五
十

帙
が
完
成
し
、
平
山
堂
の
麗
杲
上
人
に
依
頼
し
て
焦
山
に
送
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
の
は
、〈
行
昱
が
〉
か
つ
て
こ
こ
に
い
ら
っ
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し
ゃ
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
、
ご
縁
の
あ
る
方
な
の
で
す
。
し
ば
ら
く
は
届
か
な
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
今
各
々
一
帙
を
お

贈
り
し
ま
す
の
で
ご
覧
下
さ
い
。も
し
師
に
山
志
制
作
の
話
が
あ
れ
ば
、そ
の
中
に
入
れ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。･･･

）〈『
偶

存
』
巻
七
・

294
「
復
泊
三
上
人
」・
一
六
九
九
〉

　

詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
麗
杲
行
昱
は
焦
山
に
関
わ
り
の
あ
る
人
物
で
、
彼
に
焦
山
に
関
す
る
作
品
の
抜
き

刷
り
を
運
ん
で
貰
う
算
段
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

⑫
雲
門
梵
林
（
０
［
１
］
／
０
［
０
］）

　

張
潮
「
二
十
八
祖
頌
」
に
評
語
が
あ
る
ほ
か
、
項
斗
文
（
字
は
霊
野
、
一
六
五
〇
？
―
？
。
安
徽
歙
県
の
人
）
の
書
簡
に
「
有
方
外

老
友
道
號
梵
林
者
、
久
擅
風
雅
、
爲
當
世
推
重
…
（
僧
侶
の
老
友
で
道
号
を
梵
林
と
い
う
者
が
お
り
ま
す
。
彼
は
し
ば
ら
く
風
雅
を
ほ

し
い
ま
ま
に
し
、
当
世
尊
ば
れ
て
お
り
ま
す
）」〈『
友
聲
』
甲
集
・
44
・
一
六
八
〇
前
？
〉
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

　

な
お
、
興
機
（
字
は
霊
巖
、
太
原
人
。
江
寧
天
界
寺
）
に
「
辭
雲
門
梵
林
禪
師
徴
詩
入
選
和
元
韻
」
詩
が
あ
る19

。

　

⑬
霊
淵
禅
師
（
０
［
０
］
／
０
［
１
］）

　

釈
広
蓮
へ
の
書
簡
に
、「
靈
淵
禪
師
來
、
弟
適
他
往
、
未
獲
一
晤
。（
霊
淵
禅
師
が
お
こ
し
に
な
っ
た
よ
う
で
す
が
、
私
は
た
ま
た
ま

他
所
に
行
っ
て
い
て
、
ま
だ
一
度
も
お
会
い
し
て
お
り
ま
せ
ん
）〈『
偶
存
』
巻
八
・

298
「
寄
根
潔
上
人
」・
一
七
〇
〇
〉
と
あ
る
。
霊

淵
が
ど
の
よ
う
な
目
的
で
来
訪
し
た
の
か
は
記
述
が
な
い
が
、釈
広
蓮
の
知
り
合
い
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
だ
け
は
窺
う
事
が
出
来
る
。
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⑭
月
樵
上
人
（
０
［
０
］
／
０
［
１
］）

　
『
五
灯
全
書
』
巻
九
十
四
［
補
遺
］
に
、「
萬
壽
月
樵
柯
禪
師
」(

古
田
元
嗣)

と
あ
る
。
揚
州
万
寿
寺
の
僧
。
宛
て
先
不
明
の
張
潮

の
書
簡
に
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

･･･

台
諭
月
樵
上
人
募
冊
、
若
在
三
載
前
、
理
應
如
命
。
奈
自
前
歳
失
足
以
來
、
竟
成
江
河
日
下
之
勢
。･･･

（
あ
な
た
に
言
付
か
り
ま
し
た
月
樵
上
人
の
募
冊
の
件
で
す
が
、
も
し
三
年
前
で
あ
れ
ば
、
き
っ
と
お
言
い
つ
け
通
り
に
し
た
で

し
ょ
う
。〈
し
か
し
〉
昨
年
〈
一
六
九
九
年
〉
足
を
失
っ
て
〈
家
財
を
失
う
〉
以
来
、つ
い
に
勢
い
を
無
く
し
て
し
ま
い
ま
し
た
）

〈『
偶
存
』
巻
八
・

332
「
與
某
」・
一
七
〇
〇
〉

　

な
お
、
張
潮
は
康
煕
三
八
〈
一
六
九
九
〉
年
に
訴
訟
事
に
巻
き
込
ま
れ
、
家
財
の
大
半
を
失
っ
て
い
る
。

　

⑮
雲
坡
上
人
（
０
［
０
］
／
０
［
１
］）

　

雲
坡
上
人
に
関
し
て
は
詳
細
不
明
で
あ
る
が
、
張
潮
が
余
懐
（
字
は
澹
心
、
号
は
曼
翁
。
一
六
一
六
―
一
六
九
六
。
福
建
莆
田
の
人
、

の
ち
蘇
州
に
寓
居
す
）
に
寄
せ
た
書
簡
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

･･･

眞
娘
墓
詩
呈
政
雲
坡
上
人
處
。
已
屬
三
世
兄
、
詢
其
曾
否
立
碑
。･･･

（･･･

「
真
娘
墓
詩
」
は
雲
坡
上
人
の
と
こ
ろ
に
呈
上
し
、
訂
正
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
す
で
に
三
世
兄
〈
不
詳
〉
に
頼
ん
で
、〈
こ

の
詩
を
刻
ん
で
？
〉
石
碑
を
建
て
る
か
ど
う
か
を
相
談
し
て
お
り
ま
す
。･･･
）〈『
偶
存
』
巻
三
・
115
「
寄
復
余
澹
心
」・
一
六
九
五
？
〉



書簡の伝達者としての僧侶

101

　

一
方
の
余
懐
も
書
簡
で
「
虎
丘
立
碑
之
事
、
小
児
往
覓
主
僧
、
未
遇
俟
。
弟
帰
督
之
以
報
晉
人
處
。（
虎
丘
に
石
碑
を
建
て
る
件
に

つ
い
て
、我
が
子
が
行
っ
て
住
職
を
訪
ね
ま
し
た
が
、ま
だ
お
会
い
で
き
て
お
り
ま
せ
ん
。私
が
帰
っ
て
こ
の
件
を
監
督
し
、晋
人〈
聶
先
〉

に
報
告
致
し
ま
す
）」〈『
友
声
』
己
集
・

489
・
一
六
九
四
〉
云
々
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
蘇
州
虎
丘
山
の
西
武
丘
寺
に
唐
代
の
妓

女
真
娘
〈
胡
瑞
珍
〉
の
墓
が
あ
り
、
張
潮
が
そ
こ
に
石
碑
を
建
て
る
計
画
を
し
た
こ
と
に
関
す
る
書
簡
で
あ
る
。
真
娘
墓
は
、
白
居
易

や
李
商
隠
な
ど
歴
代
の
様
々
な
人
物
が
詩
に
詠
じ
て
お
り
、
た
び
た
び
石
碑
が
補
修
さ
れ
た
り
、
新
た
に
立
て
ら
れ
た
り
し
た
。
張
潮

も
新
た
に
石
碑
を
建
て
、
石
碑
に
刻
む
詩
を
制
作
し
た
。
ま
た
複
数
の
人
物
の
書
簡
で
も
「
真
娘
墓
」
に
関
し
て
言
及
し
て
お
り
、
特

に
蘇
州
在
住
の
余
懐
に
寺
と
の
交
渉
を
依
頼
し
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。
雲
坡
上
人
は
も
し
か
す
る
と
西
武
丘
寺
の
僧
侶
だ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
本
論
で
は
こ
れ
以
上
述
べ
な
い
こ
と
と
す
る
。

　

⑯
釈
堯
南
（
１
［
１
］
／
０
［
０
］）

　

釈
堯
南（
号
は
崶
領
）に
つ
い
て
、張
潮
の
書
簡
以
外
、他
の
資
料
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ
し
彭
瓏（
雲
客
。
太
倉
の
人
）・
汪
琬（
苕

文
。
長
洲
の
人
）・
秦
松
齢
（
対
巌
。
無
錫
の
人
）・
韓
菼
（
元
少
。
長
洲
の
人
）・
徐
秉
義
（
彦
和
。
崑
山
の
人
）・
帰
允
肅
（
孝
儀
。

常
熟
の
人
）
の
蘇
州
近
辺
の
文
人
６
名
が
連
名
で
張
潮
に
寄
せ
た
書
簡
に
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

茲
啓
靈
巖
退
翁
老
和
尚
、
爲
天
人
師
闡
揚
宗
風
有
自
來
矣
。
今
雖
隻
履
西
帰
、
尚
復
傳
燈
東
土
。
其
高
弟
崶
公
和
尚
、
係
巖
存

翁
少
宗
伯
之
弟
、
現
住
梁
渓
大
覺
寶
安
寺
。
克
承
師
旨
、
宗
風
復
振
。
近
因
大
殿
傾
圯
、
托
鉢
四
方
。･･･

（
こ
こ
で
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
霊
巌
〈
寺
の
〉
退
翁
老
和
尚
が
天
人
師
〈
如
来
〉
の
為
に
宗
風
に
根
拠
が
あ
る
の
を
闡
楊
し
た

方
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
〈
和
尚
は
達
磨
大
師
の
よ
う
に
〉
片
方
の
く
つ
を
残
し
た
ま
ま
西
に
帰
っ
て
〈
逝
去
し
て
〉
し
ま
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い
ま
し
た
が
、
な
お
ま
た
〈
そ
の
教
え
は
〉
東
土
に
伝
灯
し
て
〈
弟
子
に
受
け
継
が
れ
て
〉
お
り
ま
す
。
そ
の
高
弟
の
崶
公
和

尚
〈
釈
堯
南
、
字
は
崶
領
〉
は
巌
存
翁
〈
不
詳
〉
少
宗
伯
〈
礼
部
侍
郎
〉
の
弟
と
繫
が
り
が
あ
り
、
現
在
梁
渓
の
大
覚
宝
安
寺

に
住
ん
で
お
り
ま
す
。
よ
く
師
の
教
え
を
承
け
、
宗
風
も
ま
た
振
興
し
て
い
ま
す
。
最
近
大
殿
が
傾
き
壊
れ
た
の
で
、
四
方
に

托
鉢
し
〈
寄
付
を
求
め
〉
て
お
り
ま
す
。･･･

）〈『
友
声
』
丙
集
・

222
・
一
六
八
九
前
？
〉

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
堯
南
は
蘇
州
霊
巌
寺
の
退
翁
和
尚
（
一
六
〇
五
―
一
六
七
二
）20

の
弟
子
で
、
梁
渓
大
覚
宝
安
寺
の
僧
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
の
書
簡
は
大
殿
〈
霊
巌
寺
か
〉
の
改
修
に
関
す
る
寄
付
を
求
め
る
書
簡
の
よ
う
で
あ
る
。

　

以
上
、
張
潮
と
交
遊
の
あ
っ
た
僧
侶
に
つ
い
て
、
書
簡
の
記
述
を
中
心
に
簡
単
に
見
て
き
た
が
、
資
料
の
不
足
も
あ
っ
て
ま
だ
ま
だ

不
明
な
点
が
多
い
。
こ
れ
以
上
の
事
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

２
．
伝
達
者
と
し
て
の
僧
侶

　
ａ
．
書
簡
の
伝
達
（
揚
州
―
北
京
）

　　

さ
て
、
本
節
で
は
本
論
の
中
心
で
あ
る
伝
達
者
と
し
て
の
僧
侶
に
つ
い
て
個
々
の
ケ
ー
ス
を
見
て
み
た
い
と
思
う
が
、
大
き
く
分
け

て
張
潮
の
い
る
揚
州
を
中
心
と
し
て
、
揚
州
と
北
京
と
の
間
の
伝
達
と
、
揚
州
と
江
南
と
の
間
の
伝
達
と
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
さ

ら
に
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
そ
も
そ
も
僧
侶
が
書
簡
を
伝
達
す
る
の
は
ど
の
よ
う
な
目
的
が
あ
っ
た
か
ら
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
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つ
い
て
も
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

　

ま
ず
は
、
揚
州
と
北
京
と
の
間
の
書
簡
の
伝
達
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
中
心
と
な
る
人
物
が
次
の
釈
広
蓮
で
あ
る
。

　

⑰
釈
広
蓮
（
３
［
１
］
／
５
［
３
］）

　

号
は
根
潔
、安
徽
歙
県
の
人
。
書
簡
に
は
住
居
を
「
白
雲
菴
」
も
し
く
は
「
白
雲
寺
」
と
す
る
が
、所
在
は
不
明
で
あ
る21

。
た
だ
し
、「
白

雲
庵
」
は
安
徽
黄
山
に
も
存
在
し
て
お
り22

、
彼
の
出
身
地
を
考
え
る
と
そ
の
可
能
性
は
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
前
述
の
釈
広
徹
や
釈
師

昂
と
同
じ
く
『
雨
山
和
尚
語
録
』〈
巻
二
十
〉
に
そ
の
名
が
見
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
る
と
雨
山
思
和
尚
の
弟
子
で
あ
り
、
揚
州
天
寧
寺
と

も
関
係
が
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
釈
広
蓮
は
書
簡
か
ら
考
え
る
と
少
な
く
と
も
一
六
九
六
年
か
ら
一
七
〇
〇
年
の
間
北
京
に
滞
在

し
て
お
り
、
そ
の
間
張
潮
と
北
京
の
文
人
た
ち
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
書
簡
を
仲
介
し
て
い
た
。
彼
が
仲
介
を
し
た
人
物
は
、
王
室
の

愛
新
覚
羅
岳
端
（
字
は
正
子
、
号
は
玉
池
生
、
別
号
紅
蘭
主
人
。
ヌ
ル
ハ
チ
の
曾
孫
、
勤
郡
王
。
一
六
七
一
―
一
七
〇
四
）
に
関
係
す

る
人
物
で
、
又
従
兄
弟
の
愛
新
覚
羅
博
爾
都
（
字
は
問
亭
、
室
名
は
白
燕
楼
。
三
等
輔
国
将
軍
。
一
六
四
九
―
一
七
〇
八
？
）
を
始
め

と
し
て
、
岳
端
の
幕
客
で
あ
っ
た
詩
人
の
朱
襄
（
字
は
賛
皇
、
号
は
織
字
軒
。
江
蘇
無
錫
の
人
）・
顧
卓
（
字
は
爾
立
、
江
蘇
呉
江
の
人
）

な
ど
で
、
書
簡
の
ほ
か
作
品
の
往
来
も
行
わ
れ
て
い
た
。
釈
広
蓮
と
岳
端
と
の
関
係
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
詩
人
に
交
ざ
っ
て
岳
端

の
詩
会
に
参
加
し
て
お
り23

、
あ
る
程
度
親
し
い
間
柄
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
張
潮
が
岳
端
と
交
流24

す
る
き
っ
か
け
と
な
っ

た
の
は
、
彼
の
力
が
大
き
い
の
は
間
違
い
な
い25

。

　

た
だ
し
、
広
蓮
は
あ
く
ま
で
仲
介
者
だ
っ
た
よ
う
で
、
実
際
に
揚
州
と
北
京
の
間
の
伝
達
に
は
、
他
の
僧
侶
た
ち
、
例
え
ば
、
梅
谷

上
人
・
語
松
禅
師
・
龍
舒
上
人
・
見
菴
禅
師
・
克
巳
上
人
な
ど
が
関
わ
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
後
述
す
る
こ

と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
釈
広
蓮
に
関
す
る
書
簡
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
以
下
は
顧
卓
が
張
潮
に
寄
せ
た
書
簡
で
あ
る
。
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…
客
歳
根
潔
上
人
引
賛
府
徐
公
持
尊
啓
至
。
茲
値
徐
公
回
署
、
主
人
囑
筆
致
問
興
居
併
附
畫
一
幅
、
幸
爲
檢
収
。
…

（
昨
年
根
潔
上
人
が
賛
府
〈
県
丞
〉
の
徐
公
〈
不
詳
〉
に
頼
ん
で
あ
な
た
の
啓
を
持
っ
て
き
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
徐
公
は
役

所
に
戻
っ
て
参
り
ま
し
た
の
で
、〈
紅
蘭
〉
主
人
に
あ
な
た
の
ご
機
嫌
を
お
窺
い
し
、
あ
わ
せ
て
絵
画
一
幅
を
付
す
よ
う
頼
ま
れ

ま
し
た
。
ご
査
収
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
）〈『
友
声
』
癸
集
・

724
・
一
六
九
八
〉

　

こ
こ
で
は
ま
ず
釈
広
蓮
が
張
潮
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
書
簡
を
県
丞
経
由
で
送
っ
て
も
ら
い
、
そ
の
後
ま
た
紅
蘭
主
人
〈
岳
端
〉
か
ら
書

簡
と
荷
物
を
送
る
よ
う
依
頼
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
朱
襄
に
寄
せ
た
書
簡
で
は
、

客
歳
一
緘
、寄
根
潔
上
人
處
。
想
已
達
左
右
矣
。
…
拙
選
昭
代
叢
書
呈
教
外
六
本
幷
書
寄
上
主
人
。
又
綾
字
一
幅
寄
博
問
亭
將
軍
。

統
希
代
領
回
示
爲
禱
。

（
昨
年
の
書
簡
は
、
根
潔
上
人
の
と
こ
ろ
に
寄
せ
ま
し
た
。
已
に
お
近
く
に
達
し
て
い
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
…
拙
選
の
『
昭
代

叢
書
』
を
呈
上
し
、外
六
本
並
び
に
書
は
〈
紅
蘭
〉
主
人
に
差
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
綾
字
一
幅
は
博
問
亭
将
軍
に
お
寄
せ
し
ま
す
。

す
べ
て
代
わ
り
に
受
領
し
、
ご
回
覧
下
さ
る
こ
と
を
お
願
い
致
し
ま
す
）〈『
偶
存
』
巻
三
・

190
「
與
朱
賛
皇
」・
一
六
九
六
～
七
〉

と
あ
り
、
張
潮
が
寄
せ
た
書
簡
が
釈
広
蓮
を
介
し
て
朱
襄
に
託
さ
れ
、
彼
か
ら
岳
端
へ
と
渡
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
の
他
、
張
潮
は
岳
端
の
門
人
に
な
る
こ
と
を
希
望
し
、
後
に
そ
の
願
い
が
叶
う
こ
と
と
な
る
が
、
そ
れ
を
強
く
奨
め
た
の
は
釈
広

蓮
だ
っ
た
よ
う
で
、
例
え
ば
「
而
奬
成
之
、
敝
里
僧
人
廣
蓮
言
之
尤
爲
諄
切
。
潮
是
以
敢
蒙
妄
想
願
隨
諸
門
下
士
之
末
。
敬
涓
吉
日
、

遙
望
紅
蘭
殿
邸
、
叩
首
門
牆
、
伏
懇
殿
下
恩
賜
（
し
か
も
〈
私
に
も
門
人
に
〉
な
る
よ
う
に
と
奨
め
、〈
中
で
も
〉
敝
里
の
〈
釈
〉
広
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蓮
が
最
も
強
く
言
っ
て
お
り
ま
す
。
私
潮
は
そ
こ
で
思
い
切
っ
て
門
人
の
末
席
に
入
れ
て
頂
こ
う
と
不
遜
に
も
考
え
ま
し
た
。
吉
日
を

選
ん
で
、遙
か
に
紅
蘭
殿
下
の
お
邸
を
望
ん
で
門
の
牆
の
前
で
叩
首
し
ま
し
た
。
伏
し
て
殿
下
の
恩
賜
を
願
う
ば
か
り
で
す
）」〈『
偶
存
』

巻
六
・

236
「
寄
上
紅
蘭
主
人
」・
一
六
九
八
〉
な
ど
と
岳
端
に
寄
せ
て
い
る26

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
釈
広
蓮
は
単
に
北
京
の
文
人
た
ち
と
の
書
簡
の
仲
介
者
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
張
潮
の
北
京
に
お
け
る
交
遊
関

係
を
支
え
た
人
物
と
言
っ
て
も
よ
い
。

　

⑱
梅
谷
上
人
（
０
［
３
］
／
０
［
３
］）

　

梅
谷
と
は
梅
谷
行
悦
（
一
六
二
〇
？
～
？
）
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。『
正
源
略
集
』
巻
四27

や
『
武
林
理
安
寺
志
』
巻
五28

に
よ
る
と
、

彼
の
原
姓
は
曹
、名
は
行
悦
、字
は
梅
谷
、呆
翁
と
号
し
た
。
江
蘇
太
倉
出
身
の
僧
侶
で
後
杭
州
理
安
寺
の
住
持
と
な
る
（『
五
灯
全
書
』

巻
八
十29

で
は
金
陵
寺
と
す
る
）30

。
長
谷
部
幽
蹊
氏31

は
行
悦
の
生
没
年
を
一
六
一
九
～
一
六
八
四
と
し
て
お
り
、
と
な
れ
ば
こ
の
書
簡
の

時
期
に
は
既
に
こ
の
世
に
は
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
生
存
し
て
い
た
と
し
て
も
七
十
九
歳
と
い
う
高
齢
で
あ
り
、
そ
の
彼
が
ど

の
よ
う
な
理
由
で
北
京
と
揚
州
を
行
き
来
し
て
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。
或
い
は
別
人
で
あ
ろ
う
か
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
梅
谷
上
人
な
る
僧
侶
が
張
潮
と
北
京
の
友
人
と
の
間
の
書
簡
を
伝
達
し
て
い
た
の
は
間
違
い
な
く
、
張
潮
に
と
っ

て
重
要
な
伝
達
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。

　

特
に
梅
谷
が
書
簡
を
伝
達
し
た
の
は
残
さ
れ
て
い
る
書
簡
か
ら
考
え
る
に
主
と
し
て
張
潮
〈
揚
州
〉
と
岳
端
〈
北
京
〉
と
の
間
で
や

り
と
り
さ
れ
た
書
簡
や
作
品
で
、
そ
の
間
に
前
述
の
よ
う
に
釈
広
蓮
や
朱
襄
が
介
し
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
張
潮
は
朱
襄
に
「
梅
谷
上
人
來
、
得
接
手
教
具
悉
。（
梅
谷
上
人
が
お
こ
し
に
な
っ
て
お
手
紙
を
頂
き
、
全
て
奉
読
致
し

ま
し
た
。）」〈『
偶
存
』
巻
四
・

182
「
與
朱
賛
皇
」・
一
六
九
五
〉
云
々
と
寄
せ
て
い
る
。
そ
の
後
梅
谷
は
張
潮
に
書
簡
を
託
さ
れ
、
再
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び
北
京
に
向
か
う
こ
と
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
釈
広
蓮
に
寄
せ
た
書
簡
で
は
、

･･･
來
札
云
梅
谷
上
人
、
未
入
都
門
。
則
是
［
弟
］
所
呈　

紅
蘭
室
主
人
啓
本
並
詩
扇
、
俱
未
曾
寄
到
、
其
悞
事
一
至
于
此
。･･･

（･･･
お
手
紙
に
「
梅
谷
上
人
は
ま
だ
都
に
入
っ
て
い
な
い
」
と
の
こ
と
。
こ
の
［
私
が
］
進
呈
す
る
〈
は
ず
の
〉
紅
蘭
室
主
人

へ
の
お
手
紙
な
ら
び
に
詩
扇
を
と
も
に
ま
だ
お
贈
り
し
て
い
な
い
の
は
、
こ
の
手
違
い
か
ら
で
す
。･･･

）〈『
偶
存
』
巻
五
・

191

「
復
根
潔
上
人
」・
一
六
九
五
〉

　

と
述
べ
て
お
り
、
北
京
に
向
か
っ
た
は
ず
の
梅
谷
が
、
ま
だ
北
京
に
到
着
し
て
い
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
れ
は
次
の
朱
襄
へ
の
書

簡
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。

客
歳
曁
今
春
曾
屢
具
札
寄
、
候
諒
不
浮
沉
。
但
聞
梅
谷
上
人
並
未
囘
京
。
則
是
弟
所
寄
呈
紅
蘭
主
人
之
啓
本
詩
扇
俱
未
到
。･･･

（
昨
年
お
よ
び
今
春
し
ば
し
ば
お
手
紙
を
お
寄
せ
し
ま
し
た
が
、
届
き
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
梅
谷
上
人
が
ま
だ
京
師
に
お

戻
り
で
な
い
と
お
聞
き
し
ま
し
た
。
だ
か
ら
私
が
寄
せ
〈
る
は
ず
だ
っ
た
？
〉
紅
蘭
主
人
へ
の
啓
本
・
詩
扇
は
と
も
に
届
い
て

お
り
ま
せ
ん
。
…
）〈『
偶
存
』
巻
五
・

192
・「
再
寄
朱
賛
皇
」・
一
六
九
五
〉

　

以
上
二
書
は
連
続
し
て
収
め
ら
れ
て
お
り
、
誰
が
伝
達
し
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
恐
ら
く
一
緒
に
北
京
に
運
ば
れ
た
書
簡
だ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
何
ら
か
の
理
由
で
梅
谷
は
北
京
へ
の
到
着
が
遅
れ
て
し
ま
い
、
書
簡
が
な
か
な
か
届
か
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
は
た
し
て
こ
の
梅
谷
が
届
け
る
は
ず
で
あ
っ
た
書
簡
が
実
際
に
届
い
た
の
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
後
も
し
ば
し
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ば
梅
谷
上
人
は
北
京
と
揚
州
を
行
き
来
し
て
い
た
よ
う
で
、
釈
広
蓮
は
「
梅
谷
上
人
返
南
、
主
人
贈
言
可
接
着
否
。（
梅
谷
上
人
が
南

に
お
戻
り
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
主
人
の
贈
言
に
接
し
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
）〈『
友
声
』
辛
集
・

601
・
一
六
九
六
〉
と
述
べ
て
お
り
、

ま
た
朱
襄
も
書
簡
を
寄
せ
て
「
所
寄
象
脅
林
雜
咏
及
梅
谷
寄
來
復
啓
與
詩
並
諸
稿
俱
已
領
」（〈
あ
な
た
の
〉
お
寄
せ
し
た
「
象
脅
林
雜

咏
」〈
不
詳
〉
及
び
梅
谷
が
寄
せ
た
復
啓
と
詩
、
並
び
に
諸
稿
は
と
も
に
既
に
拝
領
致
し
ま
し
た
）〈『
友
声
』
壬
集
・

689
・
一
六
九
七
〉

と
記
し
て
い
る
。

　

⑲
語
松
禅
師
（
０
［
０
］
／
０
［
３
］）

　
『
五
灯
全
集
』
巻
一
〇
一
［
補
遺
］
に
よ
る
と
、「
瑞
龍
語
松
裕
禪
師
」(

美
發
淳
嗣)

と
あ
る
。
寧
波
瑞
龍
寺
の
僧
。
梅
谷
と
同
じ

く
揚
州
と
北
京
の
間
の
書
簡
を
伝
達
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
顧
卓
に
寄
せ
た
書
簡
に
「
茲
以
語
松
上
人
匆
匆
北
上
、
不
暇
覼
縷
（
こ
こ

に
語
松
上
人
が
〈
こ
の
書
簡
を
持
っ
て
〉
急
ぎ
北
上
す
る
こ
と
と
な
り
、〈
す
ぐ
に
手
紙
を
書
く
よ
う
急
か
さ
れ
て
〉
詳
述
す
る
い
と

ま
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
）」〈『
偶
存
』
巻
六
・

227
「
寄
顧
爾
立
」・
一
六
九
八
〉
と
あ
り
、
こ
の
書
簡
が
語
松
上
人
に
よ
っ
て
北
京
に

寄
せ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
そ
の
次
に
収
め
ら
れ
て
い
る
釈
広
蓮
へ
の
返
信
で
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
い
記

述
が
見
ら
れ
る
。

四
月
廿
六
日
、
語
松
師
來
、
得
接
手
教
。
兼
悉
近
祉
。
次
日
始
于
徐
公
祖
處
、
領
到
台
翰
、
又
紅
蘭
殿
下
綾
畵
二
幅
、
詩
稿
一
本
、

又
博
問
亭
先
生
詩
稿
曁
鎭
國
公
拙
齋
先
生
字
、
並
諸
斗
方
各
各
領
到
。
敬
謝
。
…

（
四
月
二
十
六
日
、語
松
禅
師
が
お
越
し
に
な
っ
て
、〈
あ
な
た
の
〉お
手
紙
を
得
ま
し
た
。
ご
機
嫌
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
次
の
日
、

や
っ
と
徐
公
祖
〈
不
明
〉
の
所
で
お
手
紙
を
頂
戴
し
、
ま
た
紅
蘭
主
人
の
綾
画
二
幅
と
詩
稿
一
本
、
ま
た
博
問
亭
先
生
の
詩
稿
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お
よ
び
鎮
国
公
〈
吞
珠
。
字
は
拙
齋
。
親
王
阿
敏
泰
の
曾
孫
〉
拙
齋
先
生
の
書
、並
び
に
諸
斗
方
そ
れ
ぞ
れ
拝
領
い
た
し
ま
し
た
。

謹
ん
で
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
…
）〈『
偶
存
』
巻
六
・

228
「
寄
復
根
潔
上
人
」・
一
六
九
八
〉

　

こ
れ
は
、
釈
広
蓮
の
書
簡
が
語
松
を
介
し
て
張
潮
に
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
返
信
を
釈
広
蓮
へ
届
け
た
の

は
、
語
松
以
外
の
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
次
の
顧
卓
に
寄
せ
た
書
簡
も
、
語
松
が
届
け
た
書
簡
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

語
松
上
人
回
一
緘
寄
、
復
此
後
麟
鴻
未
便
。
音
問
爲
疎
、
可
勝
惆
悵
。
…

（
語
松
上
人
が
お
戻
り
に
な
っ
て
〈
あ
な
た
の
〉
書
簡
を
お
寄
せ
に
な
り
ま
し
た
が
、
ま
た
こ
の
後
書
簡
の
都
合
が
ご
ざ
い
ま
せ

ん
。
音
信
が
疎
遠
に
な
っ
た
の
は
、
非
常
に
残
念
な
こ
と
で
す
。
…
）〈『
偶
存
』
巻
六
・

237
「
寄
顧
爾
立
」・
一
六
九
八
〉

　

⑳
龍
舒
上
人
（
０
［
０
］
／
０
［
１
］）

　

龍
舒
上
人
は
霊
祐
寺
〈
不
詳
〉
の
僧
侶
と
い
う
こ
と
し
か
わ
か
ら
な
い
。
彼
は
揚
州
と
北
京
と
の
間
の
伝
達
を
引
き
受
け
た
が
、
途

中
で
書
簡
を
投
げ
棄
て
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
経
緯
を
簡
単
に
説
明
す
る
と
、
こ
の
年
〈
一
六
九
六
年
？
〉
の
四
月
に
釈
広
蓮
か
ら
一
度

に
三
通
の
書
簡
が
寄
せ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
本
来
前
年
の
冬
十
、十
一
、十
二
月
に
そ
れ
ぞ
れ
発
送
さ
れ
た
書
簡
で
あ
り
、
と
う
に
届
い

て
い
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
遅
れ
た
の
は
、
託
さ
れ
た
霊
祐
寺
の
僧
侶
が
、
年
が
明
け
て
か
ら
や
っ
と
届
け
た
た
め
で
あ

る32

。
そ
し
て
前
述
の
梅
谷
も
ま
だ
都
に
入
っ
て
お
ら
ず
、
改
め
て
書
簡
を
寄
せ
る
こ
と
に
し
た
の
が
、
次
の
書
簡
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

四
月
下
浣
、
靈
祐
寺
龍
舒
上
人
囘
京
、
一
函
奉
寄
。
附
有
拙
著
幽
夢
影
四
册
、
外
一
册
呈
上
紅
蘭
主
人
封
。
朱
賛
考
札
内
不
意
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龍
師
並
不
入
京
、
擲
在
天
寧
方
丈
。
幸
備
人
語
。［
弟
］
方
得
知
之
、
其
時
已
過
端
陽
。
適
有
安
慶
友
人
、
入
都
凂
其
寄
上
、
想

已
送
到
矣
。･･･

（
四
月
下
旬
に
霊
祐
寺
の
龍
舒
上
人
が
北
京
に
お
帰
り
に
な
る
時
、一
函
を
お
持
ち
頂
き
ま
し
た
。〈
そ
こ
に
〉
拙
著
の
『
幽
夢
影
』

四
冊
の
外
、
紅
蘭
主
人
に
差
し
上
げ
る
封
書
を
付
け
ま
し
た
。〈
と
こ
ろ
が
〉
朱
賛
考
〈
朱
賛
皇
？
＝
朱
襄
〉
か
ら
の
お
手
紙
で

意
外
に
も
龍
舒
上
人
が
北
京
に
お
入
り
に
な
ら
ず
、
天
寧
〈
寺
。
揚
州
？33

〉
の
住
職
に
手
紙
を
投
げ
棄
て
て
し
ま
っ
た
と
の
こ

と
で
す
。
幸
い
に
人
か
ら
こ
の
話
を
聞
き
ま
し
た
が
、［
私
が
］
こ
の
こ
と
を
知
っ
た
時
に
は
、
す
で
に
端
午
が
過
ぎ
て
お
り
ま

し
た
。
た
ま
た
ま
安
慶
〈
安
徽
安
慶
〉
の
友
人
が
お
り
、
都
に
入
っ
て
書
簡
を
寄
せ
ま
し
た
の
で
、
す
で
に
お
受
け
取
り
に
な
っ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。･･･
）〈『
偶
存
』
巻
五
・

198
・「
與
根
潔
上
人
」・
一
六
九
六
？
〉

　

様
々
な
理
由
で
書
簡
が
届
か
な
か
っ
た
り
、
到
着
が
遅
延
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
当
時
と
し
て
は
珍
し
く
な
か
っ
た
。
ま
た
、
頼
ま

れ
た
者
が
書
簡
を
途
中
で
棄
て
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
起
こ
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
龍
舒
上
人
の
場
合
も
、
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
に
直
接
関
連
す
る
書
簡
か
否
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
張
潮
は
そ
の
後
岳
端
に
以
下
の
よ
う
な
書
簡
を
寄
せ
て
い
る
。

仲
夏
一
函
寄
候
。
萬
安
。
附
有
拙
刻
幽
夢
影
一
冊
、想
已
久
呈
電
覽
。
續
于
六
月
下
浣
友
人
王
世
淳
入
都
、又
寄
上
査
士
標
屏
字
。

不
謂
世
淳
展
轉
遅
延
、
及
知
而
往
索
已
届
深
秋
。
疎
慢
之
愆
、
莫
能
自
逭
。･･･

（
仲
夏
、
一
函
を
お
寄
せ
し
ま
す
。
ご
機
嫌
い
か
が
で
す
か
。『
幽
夢
影
』
一
冊
を
附
し
ま
し
た
の
で
、
き
っ
と
す
で
に
ご
覧
に

な
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。
続
い
て
六
月
下
旬
に
友
人
の
王
世
淳
（
字
は
子
龐
、
浙
江
平
湖
の
人
）
が
都
に
入
り
、
ま
た
査
士
標

の
〈
書
い
た
〉
屏
風
を
お
寄
せ
致
し
ま
し
た
。〈
し
か
し
〉
思
い
も
よ
ら
ず
、世
淳
は
あ
ち
こ
ち
立
ち
寄
っ
て
遅
れ
て
し
ま
い
、〈
事
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態
を
〉
知
っ
て
探
し
に
行
か
せ
た
時
に
は
已
に
深
秋
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
お
粗
末
な
不
手
際
、
逃
れ
よ
う
も
ご
ざ
い
ま

せ
ん
。･･･

）〈『
偶
存
』
巻
五
・

202
「
上
勤
郡
王
」・
一
六
九
六
？
〉

　

こ
の
当
時
、
北
京
と
い
う
遠
距
離
の
書
簡
の
伝
達
や
信
頼
す
る
伝
達
者
を
確
保
す
る
の
が
如
何
に
難
し
い
も
の
だ
っ
た
か
、
そ
の
一

端
が
窺
え
る
。

　

㉑
見
菴
禅
師
（
０
［
１
］
／
０
［
０
］）

　

見
菴
に
関
し
て
は
、
釈
広
蓮
か
ら
の
書
簡
に
唯
一
そ
の
名
が
登
場
す
る
。

去
秋
到
京
、日
將
足
下
好
風
雅
之
勝
。
呈
白
主
人
即
欲
作
詩
相
招
入
都
。
奈
鴻
羽
未
便
、故
遅
遅
耳
。
梅
谷
上
人
返
南
、主
人
贈
言
、

可
接
着
否
。
白
燕
有
詩
託
寄
。
茲
因
見
菴
師
囘
南
、
轉
託
寄
上
。･･･

（
去
年
の
秋
、北
京
に
到
着
し
ま
し
た
が
、あ
な
た
が
お
好
み
の
風
雅
な
風
景
で
し
た
。〈
紅
蘭
〉主
人
に〈
あ
な
た
の
お
手
紙
を
？
〉

進
呈
し
た
と
こ
ろ
、す
ぐ
に
詩
を
作
っ
て
都
に
贈
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
が
、い
か
ん
せ
ん
都
合
が
悪
く
、遅
れ
て
い
る
次
第
で
す
。

梅
谷
上
人
が
南
に
お
帰
り
に
な
り
、主
人
が
言
付
け
し
ま
し
た
が
、お
着
き
に
な
り
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
。
白
燕
〈
楼
。
博
爾
都
〉

に
詩
で
寄
託
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
見
菴
師
が
南
に
お
帰
り
に
な
り
ま
す
の
で
、転
じ
て
寄
託
致
し
ま
す
。･･･

）〈『
友

声
』
辛
集
・

601
・
一
六
九
六
〉

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
前
述
の
梅
谷
に
揚
州
へ
の
書
簡
と
荷
物
を
託
し
た
後
、
更
に
伝
達
を
す
る
必
要
が
出
来
た
の
で
見
菴
に
託
し
た
、
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と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
「
見
菴
師
囘
南
」
と
あ
る
の
で
、
或
い
は
江
南
の
僧
で
あ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
届
か
な
か
っ
た
り
、
遅
れ
た
り
と
い
う
こ
と
は
あ
る
に
し
ろ
、
や
は
り
書
簡
の
伝
達
者
は
得
が
た
い
存
在
で
あ
っ

た
。
張
潮
は
北
京
に
在
住
の
釈
広
蓮
を
介
し
、
ま
た
知
り
合
い
の
様
々
な
僧
侶
に
伝
達
を
依
頼
し
て
、
北
京
方
面
の
交
遊
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
構
築
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ｂ
．
書
簡
の
伝
達
（
揚
州
―
江
南
）

　　

一
方
、
江
南
の
伝
達
状
況
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
江
南
は
僧
侶
よ
り
も
友
人
や
馴
染
み
の
商
人
な
ど
の
手
を
借
り
る
こ
と
が
比
較

的
容
易
だ
っ
た
よ
う
で
、
僧
侶
に
伝
達
を
依
頼
し
た
ケ
ー
ス
は
北
京
に
較
べ
れ
ば
か
り
少
な
い
。
こ
こ
で
紹
介
す
る
二
人
の
僧
侶
は
、

ど
ち
ら
も
杭
州
の
王
晫
と
の
間
で
往
来
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
。

　

王
晫
（
字
は
丹
麓
、号
は
木
菴
。
杭
州
の
人
。
一
六
三
六
―
？
）
は
、張
潮
と
と
も
に
『
檀
几
叢
書
』［
一
六
九
五
年
刊
］
の
共
編
者
で
、

ま
た
『
今
世
説
』
の
作
者
と
し
て
知
ら
れ
る
文
人
で
あ
る
。
張
潮
は
王
晫
と
の
べ
六
〇
通
を
超
え
る
書
簡
を
や
り
と
り
し
て
お
り
、
そ

の
大
半
は
叢
書
の
編
纂
・
出
版
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
張
潮
と
王
晫
は
互
い
に
入
手
し
た
作
品
を
相
手
に
送
り
、
叢
書
に
掲
載
す
る

作
品
を
収
集
・
校
訂
し
、
出
版
し
て
い
っ
た
。
そ
の
際
交
わ
さ
れ
た
両
者
の
膨
大
な
書
簡
や
作
品
は
、
使
用
人
、
友
人
、
商
人
、
僧
侶

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
に
よ
っ
て
届
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
論
で
は
詳
し
く
述
べ
な
い
。
こ
こ
で
は
僧
侶
が
伝
達
し
た

ケ
ー
ス
に
つ
い
て
い
く
つ
か
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
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㉒
恬
菴
上
人
（
０
［
２
］
／
０
［
０
］）

　

ど
の
よ
う
な
人
物
か
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
王
晫
の
書
簡
に
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

九
月
二
十
日
尊
札
至
十
一
月
十
二
日
纔
到
、而
廿
九
日
恬
菴
上
人
來
、又
接
十
一
月
十
四
日
札
。
俱
已
収
明
。
適
遇
便
人
至
嚴
州
、

卽
緘
寄
毛
會
候
矣
。･･･

（
九
月
二
十
日
の
お
手
紙
は
十
一
月
十
二
日
に
や
っ
と
届
き
、
二
十
九
日
に
恬
菴
上
人
が
お
こ
し
に
な
り
、
ま
た
十
一
月
十
四
日

の
お
手
紙
に
接
し
ま
し
た
。
と
も
に
確
か
に
拝
領
い
た
し
ま
し
た
。
た
ま
た
ま
便
人
で
厳
州〈
杭
州
建
徳
県
〉に
来
る
者
と
遭
い
、

す
ぐ
に
毛
会
老
〈
名
は
際
可
、号
は
会
候
。
浙
江
遂
安
の
人
。
一
六
三
三
―
一
七
〇
八
〉
に
お
手
紙
を
寄
せ
ま
し
た
。･･･

）〈『
友

声
』
癸
集
・

766
・
一
六
九
八
〉

　

ま
た
、別
の
書
簡
に
も「
呉
寶
老
書
劄
俱
轉
付
去
恬
菴
上
人
。（
呉
宝
老〈
呉
宝
崖
〉の
書
册
は
す
べ
て
転
じ
て
恬
菴
上
人
に
持
っ
て
行
っ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
）」〈『
友
声
』
新
集
巻
一
・

784
・
一
六
九
九
〉
と
あ
る
。
吳
陳
琰
（
字
は
宝
崖
）
は
浙
江
銭
塘
の
人
で
、
張
潮
の

叢
書
に
も
作
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
王
晫
は
先
に
も
述
べ
た
通
り
張
潮
と
と
も
に
『
檀
几
叢
書
』
の
編
者
で
あ
り
、
両

者
は
頻
繁
に
書
簡
を
や
り
と
り
し
て
編
集
作
業
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
伝
達
手
段
は
様
々
で
あ
っ
た
が
、
恬
菴
上
人
が
張
潮
〈
揚
州
〉

と
王
晫
〈
杭
州
〉
と
の
間
の
書
簡
を
一
部
と
り
も
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

㉓
斗
山
上
人
（
０
［
１
］
／
０
［
０
］）

　
　

王
晫
が
張
潮
に
寄
せ
た
書
簡
に
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
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五
月
七
日
、
斗
山
上
人
攜
中
洲
和
尚
黃
山
賦
至
、
并
得
捧
讀
。
雲
章
知
福
履
、
駢
集
爲
慰
。
細
閲
所
作
、
非
中
洲
不
能
爲
此
賦
、

亦
非
先
生
不
能
爲
此
序
也
。
傳
之
藝
林
可
稱
雙
絕
。･･･

（
五
月
七
日
、
斗
山
上
人
が
中
洲
和
尚
の
「
黄
山
賦
」
を
携
え
て
お
こ
し
に
な
り
、
奉
読
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

素
晴
ら
し
い
文
章
が
ま
る
で
福
禄
の
よ
う
に
詰
ま
っ
て
い
る
の
を
知
り
、
ほ
っ
と
し
た
気
分
に
な
り
ま
し
た
。
細
か
く
作
品
を

閲
読
致
し
ま
し
た
が
、
中
洲
で
な
け
れ
ば
こ
の
賦
は
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
先
生
〈
張
潮
〉
で
な
け
れ
ば
こ
の
序
文

は
作
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
を
芸
苑
に
伝
え
て
双
絶
と
称
す
べ
き
で
す
。･･･

）〈『
友
声
』
新
集
巻
三
・

902
・

一
七
〇
一
～
二
〉

　

こ
の
記
述
か
ら
考
え
る
に
、
斗
山
上
人
は
後
述
の
釈
中
洲
〈
海
嶽
〉
と
関
係
の
あ
る
僧
侶
で
あ
り
、
ま
た
王
晫
と
も
交
流
が
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
黄
山
の
僧
な
の
か
、
王
晫
の
住
む
杭
州
の
僧
な
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
果
た
し
て
斗
山
上
人
が
書
簡
も
携
え
て

き
た
の
か
否
か
は
不
明
だ
が
、
作
品
の
伝
達
状
況
を
示
し
た
一
例
に
は
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
ｃ
．
旅
の
目
的
―
釈
海
嶽
と
克
巳
上
人
―

　

以
上
の
よ
う
に
、
張
潮
は
複
数
の
僧
侶
を
利
用
し
て
書
簡
や
作
品
の
伝
達
を
行
っ
て
い
た
が
、
む
ろ
ん
僧
侶
に
と
っ
て
書
簡
の
伝
達

は
事
の
つ
い
で

0

0

0

で
あ
っ
て
主
目
的
で
は
な
い
。
で
は
そ
の
目
的
と
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

一
概
に
は
言
え
な
い
が
、
前
掲
の
釈
堯
南
に
関
す
る
記
述
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
張
潮
の
書
簡
を
伝
達
し
た
僧
侶
の
場
合
、
そ
の
一

つ
は
寺
の
修
復
に
拘
わ
る
寄
付
金
集
め
や
支
援
依
頼
の
一
環
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
比
較
的
詳
細
な
一
例
と
し
て
、
以
下
釈
海
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嶽
の
ケ
ー
ス
を
見
て
み
よ
う
。

　

㉔
釈
海
嶽
［
岳
］（
９
［
５
］
／
３
［
６
］）

　

字
は
菌
人
、
号
は
中
洲
［
州
］。
江
蘇
鎮
江
丹
徒
の
人
。『
嘉
慶
新
修
江
寧
府
志
』34

や
『
晩
晴
簃
詩
匯
』（
清
詩
滙
）
で
は
清
涼
寺
の

僧35

と
す
る
が
、
書
簡
に
「
住
黄
山
」36

と
あ
る
。『
正
源
略
集
』
巻
十
一
で
は
、「
遇
山
藏
法
嗣　

慈
光
中
洲
嶽
禪
師
」
と
し
て
お
り
、
黄

山
慈
光
寺
の
僧
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
張
潮
が
王
晫
に
寄
せ
た
書
簡
に
「
其
中
洲
乃
敝
郷
黃
山
方
丈
和
尚
、
係
丹
徒
人
。
乃

今
相
國
家
素
存
先
生
族
叔
。
所
著
有
木
蘭
花
詩
百
首
又
集
句
、
黃
山
賦
、
弟
爲
集
句
作
序
（
そ
の
中
州
は
敝
郷
黄
山
の
和
尚
で
、
丹

徒
の
人
で
す
。
現
在
の
相
国
［
尚
書
］
で
あ
る
素
存
先
生
〈
張
玉
書
、
字
は
素
存
。
一
六
四
二
―
一
七
一
一
。
江
蘇
丹
徒
の
人
。
順
治

十
八
［
一
六
六
一
］
年
の
進
士
。
翰
林
院
編
修
、
文
華
殿
大
学
士
、
刑
部
・
礼
部
・
戸
部
尚
書
を
歴
任
〉
の
族
叔
で
す
。
著
作
に
「
木

蘭
花
詩
」
百
首
ま
た
「
集
句
」、「
黄
山
賦
」
が
あ
り
、
私
は
「
集
句
」
の
た
め
に
序
文
を
作
り
ま
し
た
）」〈『
偶
存
』
巻
十
・

424
「
復

王
丹
麓
」・
一
七
〇
二
～
三
〉
云
々
と
あ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
彼
は
詩
文
の
才
能
も
あ
り
、
作
品
も
残
さ
れ
て
い
る37

。

ま
た
彼
は
張
潮
の
仏
門
の
師
で
も
あ
り
、書
簡
に
は
仏
教
に
つ
い
て
談
義
し
た
り
、問
答
を
し
た
り
す
る
様
子
が
し
ば
し
ば
窺
え
る
。

文
学
的
な
交
流
も
盛
ん
で
あ
り
、
作
品
の
出
版
な
ど
に
も
協
力
し
て
い
た38

。
ま
た
揚
州
を
訪
ね
た
際
に
は
、
色
々
と
便
宜
を
図
る
こ
と

も
あ
っ
た39

。

江
注
（
字
は
允
冰
、
号
は
菂
菴
）・
汪
士
鋐
（
字
は
扶
晨
、
号
は
栗
亭
。
一
六
五
八
―
一
七
二
三
）・
王
煒
（
字
は
雄
石
、
号
は
不
菴
）

と
い
っ
た
張
潮
の
地
元
安
徽
歙
県
の
人
物
た
ち
と
も
交
流
が
あ
り
、
彼
ら
安
徽
歙
県
の
友
人
た
ち
と
張
潮
と
の
間
の
書
簡
の
伝
達
に
も

関
わ
っ
て
い
た40

。
王
晫
と
も
交
遊
が
あ
り
、
斗
山
上
人
が
中
洲
の
「
黄
山
賦
」
を
届
け
た
こ
と
は
前
掲
の
通
り
で
あ
る
。

　

彼
は
、
黄
山
の
寺
の
大
殿
修
復
工
事
に
関
し
て
尽
力
し
て
お
り
、
張
潮
の
関
係
者
に
寄
付
や
支
援
を
募
っ
て
い
る
。
書
簡
に
は
具
体
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的
な
寺
の
名
前
が
無
い
が
、
恐
ら
く
黄
山
慈
光
寺
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
張
潮
と
同
郷
の
江
注
（
允
冰
）
が
張
潮
に
寄
せ
た
書

簡
に
は
、

･･･
茲
瀆
者
、
中
洲
大
和
尚
繋
吾
郡
諸
當
事
曁
諸
紳
衿
迎
來
、
因
覩
黃
山
大
殿
將
漸
傾
危
、
賚
書
附
靳
父
母
、
來
邗
募
助
修
整
。

凡
諸
要
路
親
知
、
悉
求
鼎
言
賛
助
、
不
第
爲
佛
增
輝
已
也
。
…

（･･･

い
ま
お
願
い
申
し
上
げ
た
い
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
、
中
州
大
和
尚
が
吾
が
郡
の
諸
当
事
者
お
よ
び
諸
郷
紳
を
連
れ
て
お
迎

え
し
、
そ
こ
で
黄
山
の
大
殿
が
傾
き
か
け
て
い
る
の
を
目
の
あ
た
り
に
し
、
お
手
紙
を
寄
せ
て
靳
長
官
［
靳
治
荊
―
歙
県
知
県
］

に
お
願
い
し
て
揚
州
に
お
越
し
頂
き
、
修
復
を
援
助
し
て
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。
お
よ
そ
諸
要
路
の
親
し
い
友
人
に
、
こ
と

ご
と
く
ご
助
言
や
ご
厚
意
を
求
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
、た
だ
仏
光
が
輝
を
増
す
だ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。･･･

）〈『
友
声
』丁
集
・

341
・
一
六
九
二
〉

　

と
あ
る
。
江
注
は
僧
侶
で
画
家
で
も
あ
っ
た
江
韜
（
漸
江
弘
仁
。
一
六
一
一
―
一
六
六
三
）
の
弟
で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
に
登
場
す
る

歙
県
知
県
の
靳
治
荊
（
字
は
熊
封
、
号
は
書
樵
。
満
軍
黄
旗
）
も
張
潮
の
知
人
で
あ
る
。
詳
し
い
経
緯
は
不
明
で
あ
る
が
、
中
洲
は
黄

山
慈
光
寺
の
大
殿
修
復
に
あ
た
り
、
寄
付
金
の
募
集
や
支
援
依
頼
を
行
い
、
そ
の
際
張
潮
に
も
支
援
を
要
請
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

例
え
ば
「
佛
殿
因
緣
任
事
諸
公
、
想
能
報
命
。･･･

（
仏
殿
の
因
縁
〈
修
復
事
業
の
事
〉
は
、
諸
公
に
お
任
せ
す
れ
ば
、
き
っ
と
命
に

報
ず
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。･･･

）」〈『
偶
存
』
巻
二
・
79
「
復
中
洲
上
人
」・
一
六
九
三
〉
と
も
あ
り
、
そ
れ
は
資
金
の
提
供

な
ど
の
直
接
的
な
支
援
だ
け
で
は
な
く
、
人
脈
も
紹
介
し
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。

　

そ
の
数
年
後
、
再
び
江
注
は
中
洲
和
尚
に
つ
い
て
書
簡
で
言
及
し
、「･･･
茲
中
州
和
尚
重
詣
詞
壇
、
面
懇
鼎
言
代
達
諸
公
。･･･

（
い
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ま
中
州
［
洲
］
和
尚
が
重
ね
て
お
出
で
に
な
り
、
直
々
に
懇
々
と
請
願
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
の
お
言
葉
を
諸
公
に
代
わ
り
に
伝
達
致

し
ま
し
た
。
…
）」〈『
友
声
』
己
集
・

479
・
一
六
九
四
〉
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
請
願
の
具
体
的
な
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
恐
ら
く

先
の
修
復
事
業
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
修
復
事
業
は
康
煕
三
十
九
〈
一
七
〇
〇
〉
年
に
到
っ
て
も
、
進
ん
で
は
い
る
も
の
の
ま
だ
完
成
し
て
い
な
い
様
子
が
窺
え
る
。

例
え
ば
、
同
年
に
寄
せ
た
と
思
わ
れ
る
釈
広
蓮
へ
の
書
簡
に
「
茲
者
中
洲
和
尚
以
黃
山
功
德
未
完
、
…
」（
こ
こ
に
中
洲
和
尚
は
黄
山

の
功
徳
が
ま
だ
完
成
し
て
い
な
い
の
で･･･

）〈『
偶
存
』
巻
八
・

298
「
寄
根
潔
上
人
」・
一
七
〇
〇
〉
と
あ
り
、
ま
た
親
族
の
張
瑗
（
字

は
蘧
若
）
に
「
…
吾
郡
黃
山
修
復
因
緣
、
大
費
中
洲
上
人
心
力
、
迄
今
猶
未
就
緒
。
…
（
我
が
郡
の
黄
山
修
復
の
因
縁
は
、
大
い
に
中

洲
の
ご
尽
力
を
費
や
し
て
も
、
今
も
ま
だ
成
就
し
て
お
り
ま
せ
ん
）」〈『
偶
存
』
巻
八
・

300
「
寄
蘧
若
家
侍
御
」・
一
七
〇
〇
〉
と
寄
せ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
中
洲
は
寺
の
改
修
事
業
に
関
す
る
支
援
を
求
め
る
た
め
に
、
様
々
な
文
人
た
ち
に
要
請
を
行
い
、
場
合
に
よ
っ
て

は
張
潮
も
口
添
え
を
し
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。
そ
の
範
囲
は
江
南
だ
け
で
は
な
く
、
北
京
に
も
及
ん
で
い
る
。
た
だ
し
、
中
洲
自
身

は
直
接
足
を
運
ん
で
は
お
ら
ず
、
北
京
の
文
人
た
ち
に
直
接
書
簡
を
届
け
、
要
請
を
行
っ
た
の
は
弟
子
の
克
巳
だ
っ
た
。
以
下
克
巳
に

つ
い
て
そ
の
足
取
り
を
見
て
み
よ
う
。

　

㉕
克
巳
上
人
（
０
［
３
］
／
０
［
13
］）

　

克
巳
［
克
己
？
］
そ
の
も
の
の
書
簡
は
存
在
し
な
い
が
、
彼
の
名
は
し
ば
し
ば
他
者
の
書
簡
に
登
場
す
る
。
そ
の
殆
ど
は
書
簡
や
作

品
の
伝
達
者
と
し
て
で
あ
り
、
も
っ
と
限
定
す
れ
ば
、
康
煕
三
十
九
〈
一
七
〇
〇
〉
年
、
北
京
の
文
人
と
の
間
で
や
り
と
り
さ
れ
た
書

簡
に
集
中
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
愛
新
覚
羅
岳
端
、
博
爾
都
、
王
士
禛
、
趙
吉
士
、
黄
元
治
、
釈
広
蓮
、
裴
賡
年
、
張
瑗
な
ど
に
関
す
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る
書
簡
で
あ
り
、
彼
ら
は
当
時
北
京
在
住
の
人
物
で
あ
っ
た
。

　

中
州
は
康
煕
三
十
九
〈
一
七
〇
〇
〉
年
、
弟
子
の
克
巳
を
北
京
に
派
遣
し
、
北
京
の
有
力
者
に
寄
付
や
支
援
を
求
め
さ
せ
た41

。

　

こ
れ
に
つ
い
て
、
例
え
ば
安
徽
休
寧
出
身
（
後
杭
州
に
籍
を
移
す
）
の
官
吏
、
趙
吉
士
（
字
は
天
羽
、
号
は
恒
夫
。
一
六
二
八
―

一
七
〇
六
）
は
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

…
黃
山
得
中
洲
和
尚
眞
大
願
力
、
自
能
振
興
。
高
足
克
巳
入
都
、
廣
募
宦
輦
下
者
無
不
樂
輸
。
但
有
心
無
力
、
止
成
虛
願
。･･･

（･･･

黄
山
〈
寺
の
修
復
事
業
〉
は
中
洲
和
尚
の
大
き
な
お
力
を
得
て
、
盛
ん
に
行
う
こ
と
が
で
き
て
お
り
ま
す
。
お
弟
子
の

克
巳
が
都
に
入
り
、
広
く
官
吏
に
〈
寄
付
を
？
〉
募
っ
て
援
助
し
て
い
た
だ
か
な
い
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。〈
し
か

し
私
に
は
？
〉
た
だ
心
は
あ
っ
て
も
力
が
な
く
、
た
だ
虚
願
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。･･･

）〈『
友
声
』
新
集
二
巻
・

884
・

一
七
〇
〇
〉

　

趙
吉
士
は
順
治
八
年
に
郷
試
に
合
格
し
て
交
城
知
県
と
な
り
、
ま
た
戸
部
山
西
清
吏
司
主
事
、
四
川
司
主
事
な
ど
を
歴
任
。
の
ち
揚

州
関
に
て
船
の
通
行
税
を
徴
収
す
る
職
務42

に
就
き
、
最
終
的
に
は
国
子
監
学
正
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
書
簡
は
趙
吉
士
が
北
京
に
い
た

時
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

趙
吉
士
の
ほ
か
、
こ
の
時
克
巳
が
回
っ
た
の
は
、
前
掲
の
王
族
の
愛
新
覚
羅
岳
端
や
博
爾
都
、
刑
部
尚
書
の
王
士
禛
（
字
は
貽
上
、

号
は
阮
亭
・
漁
洋
山
人
。
山
東
新
城
の
人
。
一
六
三
四
―
一
七
一
一
）、
戸
部
の
黄
元
治
（
字
は
自
先
、
号
は
涵
斎
。
安
徽
黟
県
の
人
）、

翰
林
院
編
修
の
裴
賡
年
〈
不
詳
〉、
侍
御
で
張
潮
の
親
族
で
も
あ
る
張
瑗
〈
前
掲
〉
な
ど
で
あ
る43

。
む
ろ
ん
、
彼
ら
を
通
じ
て
他
の
有

力
者
た
ち
に
も
寄
付
を
求
め
た
と
想
像
さ
れ
る
。
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そ
の
寄
付
集
め
の
際
に
、
張
潮
か
ら
託
さ
れ
た
書
簡
も
併
せ
て
届
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
岳
端
に
寄
せ
た
書
簡
に
「･･･

茲
以
敝
郷
黃
山
僧
人
之
便
、恭
候
崇
禧
。
附
貢
徐
渭
畫
卷
一
軸
・
拙
選
昭
代
叢
書
乙
集
一
部
。･･･

（･･･

こ
こ
に
敝
郷
黄
山
の
僧
人
〈
克

巳
〉
の
便
で
、
ご
機
嫌
を
お
伺
い
致
し
ま
す
。
徐
渭
〈
字
は
文
長
、
号
は
青
藤
、
天
池
山
人
な
ど
。
浙
江
山
陰
の
人
。
一
五
二
一
～

一
五
九
三
〉
の
画
巻
一
軸
、
拙
選
の
『
昭
代
叢
書
』
乙
集
一
部
を
進
呈
致
し
ま
す
）」〈『
偶
存
』
巻
八
・

295
・「
寄
紅
蘭
主
人
」〉
と
あ
り
、

ま
た
博
爾
都
へ
の
書
簡
に
「
…
茲
以
黃
山
僧
人
之
便
、
肅
候
崇
禧
。
拙
選
一
部
恭
呈
台
覽
（
こ
こ
に
黄
山
僧
人
〈
克
巳
〉
の
便
で
ご
機

嫌
を
お
伺
い
致
し
ま
す
。
拙
選
一
部
、謹
ん
で
進
呈
致
し
ま
す
の
で
ご
覧
下
さ
い
）」〈『
偶
存
』
巻
八
・

301
「
寄
輔
國
將
軍
博
問
亭
先
生
」〉

と
あ
る
。

　

ま
た
王
士
禛
に
寄
せ
た
書
簡
に
は
、

前
月
下
浣
一
函
寄
候
台
安
。
附
有
燃
脂
集
例
幷
大
著
隴
蜀
餘
聞
・
廣
州
遊
覽
小
志
・
紀
恩
錄
・
諡
法
考
・
琉
球
入
太
學
始
末
・

東
西
二
漢
水
辨
・
焦
古
鼎
釋
文
、
桐
城
相
公
飯
有
十
二
合
説
諸
種
各
五
十
帙
、
又
拙
選
昭
代
叢
書
乙
集
、
係
附
敝
郷
黃
山
僧
克

巳
上
人
、
水
路
入
都
。

（
先
月
下
旬
一
函
を
寄
せ
て
ご
機
嫌
を
お
伺
い
致
し
ま
し
た
。〈
あ
な
た
の
兄
士
禄
の
〉『
燃
脂
集
例
』
並
び
に
大
著
『
隴
蜀
餘
聞
』

『
廣
州
遊
覧
小
志
』『
紀
恩
録
』『
諡
法
考
』『
琉
球
入
太
学
始
末
』『
東
西
二
漢
水
辨
』『
焦
古
鼎
釈
文
』、
桐
城
相
公
〈
張
英
、
字

は
敦
複
。
安
徽
桐
城
の
人
。
文
華
殿
大
学
士
・
礼
部
尚
書
。
一
六
三
七
―
一
七
〇
八
〉
の
『
飯
有
十
二
合
説
』
諸
種
各
々
五
十

帙
ず
つ
、ま
た
拙
選
の
『
昭
代
叢
書
』
乙
集
を
附
け
、敝
郷
の
黄
山
僧
克
巳
上
人
に
依
託
し
、水
路
で
都
に
入
り
ま
す
。･･･

）〈『
偶

存
』
巻
八
・

302
「
與
王
阮
亭
先
生
」・
一
七
〇
〇
〉
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と
あ
る
。
こ
こ
に
登
場
す
る
作
品
は
全
て
『
昭
代
叢
書
』
に
収
め
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
抜
き
刷
り
を
五
〇
部
ず
つ
王
士
禛
に
贈
っ

た
書
簡
で
あ
る
。
か
な
り
の
量
に
な
る
た
め
、
克
巳
は
船
で
運
ん
だ
様
子
が
窺
え
る
。

　

た
だ
し
、
克
巳
は
ど
う
や
ら
何
ら
か
の
理
由
で
、
到
着
が
遅
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
王
士
禛
は
同
年
の
書
簡
で
「
…
黃
山

上
人
尚
未
到
（･･･

黄
山
上
人
は
ま
だ
到
着
し
て
お
り
ま
せ
ん
）」〈『
友
声
』
新
集
巻
二
・

857b
・
一
七
〇
〇
〉
と
張
潮
に
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
す
る
返
信
か
否
か
は
不
明
だ
が
、
張
潮
は
更
に
以
下
の
よ
う
な
書
簡
を
寄
せ
て
い
る
。

…
黃
山
克
巳
上
人
定
已
抵
京
。
但
聞
其
改
舟
而
陸
、
不
識
郵
奉
諸
書
、
不
致
有
損
否
耳
。
茲
以
坊
賈
之
便
寄
上
甘
泉
宮
瓦
考
・

瘞
鶴
銘
辯
・
昭
陵
六
駿
賛
辯
各
五
十
帙
。
伏
惟
檢
入
。･･･

（
…
黄
山
の
克
巳
上
人
は
き
っ
と
北
京
に
到
着
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
舟
を
降
り
て
陸
路
を
行
っ
た
よ
う
で
、
お
届

け
の
荷
物
に
欠
損
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
坊
賈
〈
書
店
〉
の
便
で
〈
林
佶
の
〉『
甘
泉
宮
瓦
考
』〈
張
弨
の
〉『
瘞
鶴

銘
辯
』『
昭
陵
六
駿
賛
辯
』
各
五
十
帙
を
お
送
り
致
し
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
ご
査
収
下
さ
い
。･･･

）〈『
偶
存
』
巻
八
・

312
「
寄
大

司
寇
王
阮
亭
先
生
」〉

　

更
に
克
巳
は
そ
の
年
の
冬
に
は
北
京
よ
り
戻
っ
て
き
て
揚
州
の
張
潮
の
も
と
を
訪
ね
て
お
り
、
そ
の
際
黄
元
治
か
ら
の
書
簡
を
携
え

て
い
た
ら
し
い
。
以
下
は
そ
れ
を
受
け
て
、
翌
年
、
新
年
の
挨
拶
を
兼
ね
た
書
簡
で
あ
る
。

･･･

客
冬
黃
山
克
巳
上
人
來
、
具
道
近
祉
、
深
慰
鄙
私
。
承
諭
叢
書
拙
選
、
因
郵
人
多
從
陸
路
入
都
、
俟
有
便
舟
、
自
當
補
奉
。

茲
以
鮑
子
子
儒
之
便
、
附
候
崇
禧
。
子
儒
爲
通
政
司
鮑
公
同
族
。･･･
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（･･･

昨
年
の
冬
、
黄
山
の
克
巳
上
人
が
お
こ
し
に
な
っ
て
、〈
あ
な
た
か
ら
の
〉
ご
挨
拶
を
い
た
だ
き
、
深
く
私
の
心
の
慰
め

と
な
り
ま
し
た
。〈
あ
な
た
が
〉
お
求
め
の
叢
書
拙
選
で
す
が
、
郵
人
は
陸
路
で
都
に
入
る
者
が
多
く
〈
大
き
な
荷
物
は
運
べ
な

い
た
め
？
〉、船
便
を
俟
っ
て
、ご
進
呈
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
茲
に
鮑
子
子
儒
〈
不
詳
〉
の
便
で
ご
機
嫌
を
お
伺
い
致
し
ま
す
。

子
儒
は
通
政
司
鮑
公
〈
不
詳
〉
の
同
族
で
す
。･･･

）〈『
偶
存
』
巻
八
・

319
「
寄
黄
涵
斎
戸
部
」・
一
七
〇
一
？
〉

　　

こ
れ
以
降
、
克
巳
の
名
が
張
潮
の
書
簡
に
は
登
場
し
な
い
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
克
巳
が
張
潮
の
た
め
に
書
簡
を
伝
達
し
た
の
は
、

一
七
〇
〇
年
の
一
度
限
り
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
黄
山
慈
光
寺
修
復
事
業
の
一
環
と
し
て
北
京
の
文
人
た
ち
に
寄
付
や
援
助
を
求
め
る
こ

と
が
主
目
的
で
あ
り
、
そ
の
つ
い
で

0

0

0

に
書
簡
や
作
品
を
伝
達
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
当
然
克
已
だ
け

が
寄
付
金
集
め
を
行
っ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
関
す
る
詳
細
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
不
明
な
点
が
多
く
、
こ
れ

以
上
の
こ
と
は
ま
た
稿
を
改
め
て
述
べ
る
こ
と
に
し
、
本
論
で
は
こ
こ
ま
で
と
し
た
い
。
な
お
、
本
論
で
判
明
し
た
僧
侶
の
書
簡
の
伝

達
経
路
に
つ
い
て
、
試
み
に
文
末
資
料
２
に
図
示
し
た
の
で
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

　

お
わ
り
に

　

以
上
、
張
潮
の
書
簡
の
記
述
か
ら
、
彼
と
交
遊
関
係
の
あ
っ
た
僧
侶
、
特
に
書
簡
の
伝
達
を
行
っ
た
人
物
を
中
心
に
そ
の
事
象
を
考

察
し
て
き
た
。
書
簡
と
い
う
当
人
同
士
し
か
知
り
得
な
い
情
報
を
多
分
に
含
む
性
質
も
あ
っ
て
未
だ
不
明
な
点
も
多
く
、
そ
の
詳
細
に

つ
い
て
充
分
知
り
得
た
と
は
言
い
難
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
、
ま
た
先
賢
の
ご
教
示
を
得
ら
れ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
表
面
的
な
事
象
を
概
観
す
る
だ
け
で
も
、
当
時
の
書
簡
の
伝
達
に
僧
侶
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
様
子
を
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少
な
か
ら
ず
窺
う
事
は
出
来
た
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
僧
侶
が
書
簡
を
伝
達
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
事
の
つ
い
で

0

0

0

で
あ
り
、
常
に
僧
侶

が
書
簡
の
伝
達
に
関
与
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
片
道
だ
け
伝
達
す
る
場
合
も
珍
し
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
例
は
、
僧
侶
に
限
っ
た

こ
と
で
は
な
く
、
民
間
の
郵
便
制
度
が
殆
ど
確
立
さ
れ
て
い
な
い
当
時
の
社
会
状
況
で
は
、
如
何
に
信
頼
が
置
け
て
、
し
か
も
都
合
良

く
そ
の
地
方
に
行
く
用
事
の
あ
る
便
人
を
確
保
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
っ
た
。
張
潮
は
僧
侶
を
含
め
た
そ
の
幅

広
い
交
遊
関
係
を
う
ま
く
利
用
し
、
ま
た
僧
侶
も
張
潮
の
人
脈
を
巧
み
に
使
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
の
た
め
に
書
簡
の
伝
達
を
依
頼

し
、
ま
た
請
け
負
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
本
論
は
あ
く
ま
で
書
簡
の
伝
達
者
と
し
て
の
僧
侶
を
中
心
に
考
察
し
た
も
の
で
あ
り
、
張
潮
と
僧
侶
と
の
間
に
は
文
学
的
な
、

も
し
く
は
思
想
的
な
関
係
も
当
然
な
が
ら
存
在
す
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
と
思
う
。

資
料
１　

張
潮
の
書
簡
に
見
ら
れ
る
僧
侶

僧
名

生
没
・
字
・
号
・
出
身
な
ど

書
簡
（
友
／
偶
）

張
潮
作
品

伝
記
史
料

 

①
釈
行
溗

本
姓
彭
。
字
は
法
音
、
号
は
遠
峰
。
江

蘇
興
化
の
人
、
臨
済
。
揚
州
建
隆
寺
。

友
［
75
徐
崧
］・
82
・

126
／
偶

143
・

187

『
幽
』
評
２
『
五
灯
』
77

 

②
釈
元
運

字
は
泊
三
、
号
は
檪
亭
。
江
蘇
鎮
江
焦

山
の
人
。

友
708
／
偶

294
・

434

 

③
釈
元
壠

字
は
牧
堂
。
江
蘇
雲
間
の
人
。

友
768
・［

780
姜
實
節
］・

785
／
偶
な
し

『
嘉
慶
松
江
府
志
』
63
／
『
五

灯
』
94
／
『
詩
匯
』

197
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④
釈
祖
香

蘭
村
、
四
川
の
人
。

友
640
／
偶
な
し

 

⑤
釈
廣
徹

号
は
豁
菴
。
江
西
彭
沢
の
人
。
本
姓
葉
。

揚
州
天
寧
寺
住
職
。

友
［

684
釈
海
岳
］・

725
・

753
／
偶
な
し

『
雨
山
』
20
／
『
詩
匯
』

197

 

⑥
釈
石
濤

一
六
四
二
―
一
七
〇
七
。
俗
名
朱
若
極
、

号
は
原［
元
］済
。広
西
桂
林
の
人
。臨
済
。

友
397
・［

820
八
大
山
人
］
／
偶
な
し

『
幽
』
評
１
『
五
灯
』
94

 

⑦
八
大
山
人

一
六
二
五
―
一
七
〇
五
。
俗
名
朱
耷
、

字
は
雪
箇
。
江
西
南
昌
の
人
。
曹
洞
。

友
820
／
偶

259

 

⑧
釈
鉄
夫

張
立
、
号
は
雪
堂
、
鉄
夫
上
人
、
江
蘇

秦
郵
〈
高
郵
〉
の
人
。
臨
済
。
鎭
江
焦

山
寺
。

友
293
／
偶
43
・

448

『
五
灯
』
94
［
補
遺
］

 

⑨
釈
浮
村

不
明

友
［

737
孫
蘭
］
／
偶
な
し

『
幽
』
評
１

 

⑩
釈
師
昂

名
は
広
元
。
揚
州
の
人
。
揚
州
天
寧
寺
。
な
し

『
幽
』
評
１
『
宗
統
』
32
／
『
雨
山
』
20

 

⑪
麗
杲
行
昱

揚
州
大
明
寺
平
山
堂
。
臨
済
。

友
な
し
／
偶
［

294
釈
元
運
］

『
正
源
』
15

 

⑫
雲
門
梵
林

不
明

友
［
44
項
斗
文
］
／
偶
な
し

『
聊
』
評
１

 

⑬
霊
淵
禅
師

不
明

友
な
し
／
偶
［

298
釈
廣
蓮
］
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⑭
月
樵
上
人

揚
州
萬
壽
寺
。
月
樵
柯
禅
師
。
臨
済
。

友
な
し
／
偶
［

332
某
］

『
五
灯
』
94
［
補
遺
］

 

⑮
雲
坡
上
人

不
明

友
な
し
／
偶
［

115
余
懐
］

 

⑯
釈
堯
南

号
は
崶
領
。
梁
渓
大
覚
宝
安
寺
。
霊
巌

退
翁
和
尚
の
弟
子
。

友
［

222
連
名
［
注
］］・

228
／
偶
な
し

 

⑰
釈
広
蓮

号
は
根
潔
、
安
徽
歙
県
の
人
。
白
雲
寺

［
庵
］。

友
601
・

696
・［

724
顧
卓
］・

725
／
偶
［

190
朱

襄
］・

191
・

198
・

228
・［

236
岳
端
］・［

237
顧
卓
］・

298
・

350

『
雨
山
』
20

 

⑱
梅
谷
行
悦

字
は
梅
谷
、号
は
呆
翁
。江
蘇
太
倉
の
人
。

武
林
理
安
寺
。

友
［

600
朱
襄
］・［

601
釈
広
蓮
］・[

681
黄
袞]

／
偶
［

182
朱
襄
］・［

191
釈
広
蓮
］・［

192
朱
襄
］

『
正
源
』
４
／
『
五
灯
』
80
／

『
詩
匯
』

196

 

⑲
語
松
禅
師

象
山
〈
寧
波
〉
瑞
龍
寺
。
臨
済
。

友
な
し
／
［

227
顧
卓
］・［

228
釈
広
広
］・［

237

顧
卓
］

『
五
灯
』

101 ［
補
遺
］

 

⑳
龍
舒
上
人

霊
祐
寺
の
僧

友
な
し
／
偶
［

198
釈
広
蓮
］

 

㉑
見
菴
禅
師

不
明

友
［

601
釈
広
蓮
］
／
偶
な
し

 

㉒
恬
菴
上
人

不
明

友
［

766
王
晫
］・［

784
王
晫
］
／
偶
な
し
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㉓
斗
山
上
人

不
明
。
杭
州
？

友
［

902
王
晫
］
／
偶
な
し

 

㉔
釈
中
洲

字
は
菌
人
、
号
は
中
洲
［
州
］。
江
蘇
鎮

江
の
人
。
南
京
清
涼
寺
、
黄
山
慈
光
寺
。

臨
済
。

友
［

341
江
注
］・

352
・

389
・

476
・［

479
江
注
］・

［
514
汪
煒
］・

533
・

684
・

852
・［

884
趙
吉
士
］・

893
・［

902
王
晫
］・

908
・

917
／
偶
59
・
79
・

120
・［

147
汪
士
鋐
］・［

298
釈
広
蓮
］・［

300
張

瑗
］・［

303
釈
広
蓮
］・［

424
王
煒
］

『
幽
』
評
８
『
嘉
慶
新
修
江
寧
府
志
』
51
／

『
五
灯
』

106
／
『
詩
匯
』

196

 

㉕
克
巳
上
人

克
己
？
黄
山〈
安
徽
〉僧
。
中
洲
の
弟
子
。
友
［

857b
王
士
禛
］・［

884
趙
吉
士
］
／
偶
［

295

岳
端
］・［

296
王
士
禛
］・［

297
黄
元
治
］・［

298

釈
広
蓮
］・［

299
趙
吉
士
］・［

299b
裴
賡
年
］・

［
300
張
瑗
］・［

301
博
爾
都
］・［

302
王
士
禛
］・

［
303
釈
広
蓮
］・［

312
某
］・［

319
黄
元
治
］

※
書
簡
番
号
は
、
拙
稿
「
張
潮
『
尺
牘
友
聲
集
』『
尺
牘
友
聲
偶
存
』
硏
究
資
料
編
」
表
２
［
友
］・
表
３
［
偶
］
の
書
簡
通
し
番
號
に
よ
っ
た
（
末

尾
に
「
ｂ
」
の
つ
く
も
の
は
、
番
号
が
脱
落
し
た
書
簡
）。
書
簡
で
［　

］
は
他
の
人
物
に
関
す
る
書
簡
に
登
場

略
称 

―
『
尺
牘
友
声
集
』
→
『
友
』、『
尺
牘
友
声
偶
存
』
→
『
偶
』、『
幽
夢
影
』
→
『
幽
』、『
心
斎
聊
復
集
初
集
』
→
『
聊
』、

『
五
灯
全
書
』
→
『
五
灯
』、『
正
源
略
集
』
→
『
正
源
』、『
晩
晴
簃
詩
匯
』［
清
詩
匯
］
→
『
詩
匯
』、『
宗
統
編
年
』
→
『
宗
統
』、

『
雨
山
和
尚
語
録
』
→
『
雨
山
』

　
［
注
］
彭
瓏
・
汪
琬
・
秦
松
齢
・
韓
菼
・
徐
秉
義
・
帰
允
肅
の
連
名
。
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資
料
２　

伝
達
者
と
し
て
の
僧
侶　

推
定
伝
達
図

- 1 -

資資
料料
２２
．．
伝伝
達達
者者
とと
しし
てて
のの
僧僧
侶侶

推
定
伝
達
図
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註
１ 

例
え
ば
、明
の
文
人
遠
宏
道（
字
は
中
郎
。
一
五
六
八
─
一
六
一
〇
）の
書
簡
に
も
、「
而
所
謂
致
書
郵
者
非
山
人
則
緇
客
」云
々
と
あ
る（『
袁
中
郎
全
集
』

巻
二
十
四
、「
與
耿
中
丞
叔
台
」）。

２ 「
明
清
文
人
と
仏
教
―
張
潮
と
僧
と
の
交
遊
関
係
を
中
心
に
―
」（『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
第
七
号
・
二
〇
一
四
年
三
月
）

262
─

230
頁

３ 

前
掲
「
明
清
文
人
と
仏
教
―
張
潮
と
僧
と
の
交
遊
関
係
を
中
心
に
―
」「
第
二
節　

張
潮
と
僧
侶
の
交
遊
関
係
―
書
簡
を
手
が
か
り
に
―
」「
ｃ
．
書
簡
・

作
品
の
伝
達
者
と
し
て
」

232
―

227
頁
。

４ 

例
え
ば
「
張
潮
編
纂
の
叢
書
に
つ
い
て
―
編
集
狀
況
を
中
心
に
―
」（
大
東
文
化
大
學
『
漢
學
會
誌
』
五
十
三
号
・
二
〇
一
四
年
三
月
）

143
─

183
頁
、「
張

潮
の
書
簡
に
見
ら
れ
る
『
虞
初
新
志
』
の
編
集
狀
況
」（
大
東
文
化
大
學
『
漢
學
會
誌
』
五
十
四
号
・
二
〇
一
五
年
三
月
）
87
─

125
頁
な
ど
を
参
照
。

５ 

本
稿
で
は
米
国
国
会
図
書
館
蔵
本
（
台
湾
国
家
図
書
館
ウ
ェ
ブ
画
像
公
開
デ
ー
タ
）
を
使
用
し
た
。
な
お
、
こ
の
書
簡
集
に
関
し
て
は
拙
稿
「
張
潮

の
交
遊
關
係
に
つ
い
て
―
『
尺
牘
友
聲
集
』
及
び
『
尺
牘
友
聲
偶
存
』
を
手
が
か
り
に
―
」（
大
東
文
化
大
學
『
漢
學
會
誌
』
五
十
二
号
・
二
〇
一
三

年
三
月
）
73
─

108
頁
、「
張
潮
『
尺
牘
友
聲
集
』『
尺
牘
友
聲
偶
存
』
研
究
資
料
編
」（
大
東
文
化
大
學
『
中
國
學
論
集
』
三
十
号
・
二
〇
一
二
年
十
二
月
）

87
─

112
頁
等
を
参
照
の
こ
と
。

６ 

前
掲
「
張
潮
『
尺
牘
友
聲
集
』『
尺
牘
友
聲
偶
存
』
硏
究
資
料
編
」、『
友
声
』
は
表
２
、『
偶
存
』
は
表
３
の
通
し
番
号
。

７
「
溗
」
は
「

」
と
も
記
す
が
、
本
論
で
は
「
溗
」
で
統
一
す
る
。

８
『
五
灯
全
書
』
卷
九
十
七
「
松
江
倪
超
定
永
清
居
士
」

９
『
五
灯
全
書
』
卷
九
十
七
「
廬
陵
聶
先
樂
讀
居
士
」

10 

こ
れ
に
つ
い
て
は
前
掲
「
明
清
文
人
と
仏
教
―
張
潮
と
僧
と
の
交
遊
関
係
を
中
心
に
―
」
参
照
。
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11 『
心
齋
聊
復
集
初
集
』
所
収

12 
彼
自
身
も
居
士
で
あ
り
、『
五
灯
全
書
』
巻
九
十
九
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

13 『
晩
晴
簃
詩
匯
』
巻
百
九
十
六

14 

た
だ
し
名
を
「
元
龍0

」
と
し
、「
字
牧
堂
、
江
南
華
亭
人
。
本
姓
李
」
と
あ
る
。

15 『
友
声
』
丁
集
・

293
・
一
六
九
二
、『
偶
存
』
巻
一
・
43
「
與
雪
堂
」・
一
六
八
〇
前

16 『
偶
存
』
巻
十
一
・

448
「
與
鐵
夫
上
人
」・
一
七
〇
四
～
五

17 『
正
源
略
集
』
卷
十
五
「
揚
州
平
山
麗
杲
行
昱
禪
師
」（
道
宏
南
禪
師
法
嗣
）

18 『
歐
陽
脩
集
』
巻
百
三
十
一
［
朝
中
措
］
詞

19 『
晩
晴
簃
詩
匯
』
巻
百
九
十
六

20 『
五
灯
全
書
』
巻
六
十
九
に
「
退
翁
弘
儲
禪
師
」（
三
峯
藏
嗣
）
と
あ
る
。

21 『
清
史
稿
』
卷
三
百
四
十
五
・
列
傳
一
百
三
十
二
・
永
保
伝
に
は
湖
北
保
康
の
「
白
雲
寺
山
」
が
、
ま
た
山
西
五
臺
山
に
も
白
雲
寺
が
存
在
す
る
（『
續

文
獻
通
考
』）。
そ
の
他
に
も
複
数
存
在
す
る
。

22 

閔
麟
嗣
編
『
黃
山
志
定
本
』
巻
之
二

23 

岳
端
の
詩
集
で
あ
る
『
玉
池
生
稿
』（
満
族
詩
人
詩
詞
専
集
・
天
津
古
籍
出
版
社
・
一
九
九
〇
年
）
に
、「
冬
暮
紅
蘭
室
小
集
分
韻
同
姜
宸
英
、
程
斯
莊
、

朱
襄
、
顧
卓
諸
子
釋
廣
蓮
」（
蓼
汀
集
巻
二
）
詩
が
あ
る
。

24 

前
掲
『
玉
池
生
稿
』
に
「
寄
贈
張
潮
四
絶
句
」（
蓼
汀
集
巻
一
）
詩
有
り
。

25 

な
お
、張
潮
と
紅
蘭
主
人
と
の
交
遊
関
係
に
つ
い
て
は
、拙
論
「
張
潮
と
紅
蘭
主
人
の
交
遊
―
書
簡
を
手
が
か
り
に
―
」（
大
東
文
化
大
学
『
東
洋
研
究
』

一
九
四
号
・
二
〇
一
四
年
十
二
月
）
を
参
照
。
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26 

そ
の
他
、顧
卓
へ
の
書
簡
で
も「
近
晤
費
滋
衡
兄
云
、主
人
並
不
之
拒
。
根
潔
上
人
向
嘗
道
及
此
意
。
不
惟
不
拒
而
且
喜
之
。
是
以
不
揣
冒
昧
、遙
拝
門
牆
。

（
近
頃
費
滋
衡
兄
に
お
会
い
し
、「
主
人
は
決
し
て
拒
ん
で
は
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
」と
の
こ
と
。
根
潔
上
人〈
釈
広
蓮
〉も
以
前
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
仰
っ

て
お
り
、
拒
ん
で
い
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
お
喜
び
に
な
ら
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
不
逞
蒙
昧
な
が
ら
、
遙
か
に
〈
紅
蘭
主
人
の
〉

門
下
に
拝
し
よ
う
と
思
い
ま
す
）」〈『
偶
存
』
巻
六
・

237
「
寄
顧
爾
立
」・
一
六
九
八
〉
云
々
と
述
べ
て
い
る
。

27 『
正
源
略
集
』
巻
四
「
杭
州
理
安
梅
谷
悅
禪
師
」

28 

『
武
林
理
安
寺
志
』
巻
五
「
師
諱
行
悅
、
字
梅
谷
、
號
呆
翁
、
別
號
蒲
衣
尊
者
。
吳
郡
婁
東
曹
氏
子
。
生
於
明
庚
申
年
八
月
初
四
日
午
時
」（
傳
臨
濟

正
宗
第
三
十
二
代
第
三
次
住
持
梅
谷
悅
禪
師
）

29 『
五
灯
全
書
』
巻
八
十
「
金
陵
寺
梅
谷
悅
禪
師
」

30 『
晩
晴
簃
詩
匯
』
巻
百
九
十
六
で
も
「
行
悦
、
字
梅
谷
、
太
倉
人
。
住
理
安
寺
」
と
す
る
。

31 

長
谷
部
幽
蹊
『
明
清
仏
教
研
究
資
料 

僧
伝
之
部
』（
黄
檗
文
化
研
究
所
編
・
黄
檗
山
萬
福
寺
文
華
殿
刊
行
・
二
〇
〇
八
年
）

107
頁

32 

『
偶
存
』
巻
五
・

191
・「
復
根
潔
上
人
」・
一
六
九
五　

原
文
お
よ
び
訳
は
前
掲
拙
稿
「
明
清
文
人
と
仏
教
―
張
潮
と
僧
と
の
交
遊
関
係
を
中
心
に
―
」

229
頁
参
照
。

33 

前
号
拙
稿
で
は
北
京
の
天
寧
寺
と
し
た
が
、
前
述
の
よ
う
に
揚
州
天
寧
寺
に
張
潮
の
関
係
者
が
多
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
可
能
性
も
否
定
出
来
な
い
。

34 

『
嘉
慶
新
修
江
寧
府
志
』
巻
五
十
一
「
釋
海
岳
、
字
中
州
、
本
丹
徒
儒
家
子
。
住
持
清
涼
寺
。
戒
行
精
嚴
。
詩
文
騰
躍
有
勢
氣
嘗
登
金
山
、
有
遙
天
豈

肯
隨
江
盡
、
萬
派
應
知
到
海
無
、
瓜
渚
人
家
新
草
色
、
潤
州
城
郭
舊
斜
陽
之
句
。
尋
登
黃
山
有
木
蓮
花
賦
數
千
言
皆
典
雅
精
麗
。
年
八
十
餘
。
終
葬

清
涼
山
」

35 『
清
詩
滙
』
巻
百
九
十
六
、「
海
岳
字
菌
人
號
中
州
丹
徒
人
」
の
割
注
に
「
詩
話
中
州
主
持
清
涼
寺
、
戒
行
精
厳
」
と
あ
る
。

36 『
友
声
』

476
・

893
。
ま
た
『
友
声
』

533
・

684
・

917
も
送
り
主
に
「
黃
山 

釋
海
岳
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
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37 

前
掲
『
清
詩
滙
』
巻
百
九
十
六
に
「
詩
文
騰
躍
有
氣
勢
」
と
あ
る
。

38 
例
え
ば
、「
承
諭
代
印
離
珠
集
五
十
冊
」〈『
偶
存
』
巻
八
・

298
「
寄
根
潔
上
人
」・
一
七
〇
〇
〉
云
々
と
あ
る
。
と
あ
る
。

39 
例
え
ば
、『
友
声
』
庚
集
・

533
に
「
両
度
維
揚
、
辱
培
植
照
拂
者
不
淺
」
と
あ
る
。

40 

例
え
ば
、
小
品
作
家
王
煒
が
張
潮
に
寄
せ
た
書
簡
に
「
…
前
蒙
中
洲
和
尚
賜
函
。（･･･

以
前
中
州
和
尚
よ
り
お
手
紙
を
頂
き
ま
し
た
）」〈『
友
声
』
己

集
・

514
・
一
六
九
四
〉
云
々
と
あ
る
。

41 

例
え
ば
、「
…
茲
者
中
洲
和
尚
以
黃
山
功
德
未
完
、
特
着
克
巳
上
人
到
京
」〈『
偶
存
』
巻
八
・

298
・「
寄
根
潔
上
人
」・
一
七
〇
〇
〉、「
…
吾
郡
黃
山
修

復
因
緣
、
大
費
中
洲
上
人
心
力
、
迄
今
猶
未
就
緒
。
特
遣
克
巳
上
人
到
京
」〈『
偶
存
』
巻
八
・

300
「
寄
家
蘧
若
侍
御
」・
一
七
〇
〇
〉
な
ど
と
あ
る
。

42 『
清
史
稿
』
卷
四
百
七
十
六
・
列
傳
二
百
六
十
三
・
循
吏
一
・
趙
吉
士
伝
に
「
監
揚
州
鈔
關
」
と
あ
る
。

43 

例
え
ば
、「
…
茲
以
敝
郷
黃
山
僧
人
之
便
、肅
候
崇
禧
」〈『
偶
存
』巻
八
・

296「
寄
大
司
寇
王
阮
亭
先
生
」〉、「
…
茲
以
黃
山
克
巳
上
人
之
便
、肅
候
近
祉
」〈『
偶

存
』
巻
八
・

297
「
寄
黃
涵
齋
戸
部
」〉、「
…
茲
以
黃
山
克
巳
上
人
之
便
、
肅
候
崇
禧
」〈『
偶
存
』
巻
八
・

299
「
寄
趙
天
羽
前
輩
」〉、「
…
茲
敝
郷
黃
山

克
巳
上
人
之
便
、
肅
候
崇
禧
」〈『
偶
存
』
巻
八
・

299b
「
寄
裴
賡
年
編
修
」〉、「
黃
山
中
洲
和
尚
遣
克
巳
上
人
入
都
、
有
一
字
附
彼
處
」〈『
偶
存
』
巻
八
・

303
「
與
根
潔
上
人
」〉
と
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
皆
一
七
〇
〇
年
の
書
簡
で
あ
る
。
な
お
、
書
簡
に
よ
っ
て
は
「
克
巳
」
と
明
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も

あ
る
が
、
書
簡
が
連
続
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
前
後
の
状
況
か
ら
こ
れ
ら
は
み
な
克
巳
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉　

僧
侶
（
禅
宗
）　

張
潮　

書
簡
の
伝
達　

交
遊
関
係　

文
人
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は
じ
め
に

こ
れ
ま
で
、
当
紀
要
第
七
号
に
於
て
鈴
木
正
三
の
「
正
直
」
を
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
「
正
直
」
は
我
国
に
於
い
て
ど

の
よ
う
に
語
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
正
直
」
の
用
語
を
思
想
史
的
に
溯
っ
て
み
る
な
ら
、
先
ず
は
所
謂
「
神
道
五
部
書
」
に
着
目
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の

よ
う
に
言
う
の
も
、「
正
直
」
が
主
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
な
思
想
的
構
成
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
、
そ
れ
よ
り
以
前
に
見
出
さ
れ

る
こ
と
が
な
い
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
論
で
は
そ
れ
を
我
国
に
於
け
る
「
正
直
」
の
思
想
的
濫
觴
と
一
応
に
定
め
、
そ
れ
が
如
何

に
語
ら
れ
て
き
た
の
か
、
些
か
考
察
を
試
み
よ
う
と
考
え
る
。

神
道
五
部
書
は
『
天
照
坐
伊
勢
二
所
皇
太
神
宮
御
鎭
座
次
第
記
』（
御
鎭
座
次
第
記
）・『
伊
勢
二
所
皇
太
神
御
鎭
座
傳
記
』（
御
鎭
座

傳
記
）・『
豐
受
皇
太
神
御
鎭
座
本
記
』（
御
鎭
座
本
記
）・『
造
伊
勢
二
所
太
神
宮
寶
基
本
記
』（
寶
基
本
記
）・『
倭
姫
命
世
記
』
の
五
書

中
世
伊
勢
神
道
に
於
け
る
「
正
直
」（
そ
の
１
）

    　
　
　
　
　
　

─
神
道
五
部
書
に
見
ら
れ
る
「
正
直
」
を
め
ぐ
っ
て
─

遠
藤
純
一
郎
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よ
り
成
り
、
伊
勢
神
道
の
教
理
・
信
仰
の
基
盤
を
形
成
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
五
部
書
と
の
括
り
は
後
に
垂
加
神
道
に
於
い
て
強

調
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
便
宜
上
本
論
で
も
か
く
呼
称
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
実
に
そ
の
内
容
・
成
立
は
個
別
に
解
す
る
必
要
が

有
る
。
内
容
に
関
し
て
は
「
正
直
」
の
語
り
を
巡
っ
て
以
下
に
検
討
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
成
立
つ
い
て
は
諸
氏
の
考
察
を
経
て

も
な
お
、
史
料
の
欠
如
か
ら
、
未
だ
一
定
し
た
見
解
が
導
か
れ
て
は
お
ら
ず
、
茫
漠
と
し
た
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
。

本
論
の
意
図
は
伊
勢
神
道
の
成
立
史
を
扱
う
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
以
上
こ
の
成
立
に
関
す
る
問
題
に
立
ち
入
ろ
う
と
は
し
な
い
。

こ
こ
で
の
課
題
は
、
伊
勢
神
道
に
於
い
て
「
正
直
」
は
如
何
に
語
ら
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
在
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
言
う
伊
勢
神
道
と

は
、
後
世
に
至
っ
て
も
参
照
さ
れ
続
け
た
思
想
と
し
て
の
伊
勢
神
道
を
眼
目
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
解
釈
の
反
復
に
視

線
が
注
が
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
課
題
を
考
察
す
る
に
際
し
て
、
度
会
行
忠
（
一
二
三
六
～

一
三
〇
六

）
に
一
応
の
起
点
を
定
め
て
お
こ

う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
神
道
五
部
書
が
別
個
の
内
容
を
持
ち
、
個
別
に
成
立
し
て
い
た
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
所
与
の
テ
キ
ス
ト
に
向

き
合
う
解
釈
者
と
し
て
の
姿
勢
に
、
そ
の
起
点
を
見
出
そ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
度
会
行
忠
は
神
道
五
部
書
の
成
立
に
関
わ
る
も
の

と
疑
わ
れ
る
む
き
も
あ
る
が
、
彼
の
『
神
名
祕
書
』
で
語
る
歴
史
は
、『
日
本
書
紀
』
を
始
め
神
道
五
部
書
の
記
述
を
相
補
的
に
再
構

成
し
た
も
の
で
、
そ
こ
で
は
積
極
的
に
他
の
文
献
を
援
用
し
な
が
ら
註
釈
を
加
え
て
お
り
、
徹
底
し
て
註
釈
者
と
し
て
の
態
度
が
貫
か

れ
て
お
り
、
こ
こ
に
伊
勢
神
道
に
於
け
る
註
釈
者
の
濫
觴
を
見
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
神
道
五
部
書
自
身
も
、
そ
れ
が
編
集
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
に
せ
よ
、
仮
託
に
向
け
た
創
出
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
神
道
的
文
脈
か
ら
了
解
し
得
る
言
語
を
語
る
上
で
は
、

従
来
テ
キ
ス
ト
と
の
関
わ
り
か
ら
決
し
て
自
由
で
は
な
く
、
そ
こ
に
解
釈
が
常
に
介
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
解
釈
の
反

復
の
起
点
を
そ
こ
に
求
め
る
こ
と
も
或
い
は
可
能
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
仮
託
の
創
作
に
形
式
上
要
請
さ
れ
る
弁
法
は
、
註
釈
的
態
度

と
は
明
確
に
区
分
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
本
論
で
は
、
伊
勢
神
道
の
濫
觴
を
度
会
行
忠
を
境
に
前
後
に
大
別
し
て
「
正
直
」

を
巡
る
解
釈
の
展
開
を
概
観
し
て
み
よ
う
と
考
え
た
わ
け
で
あ
る
。
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神
道
五
部
書
の
「
正
直
」

神
道
五
部
書
に
於
て
「
正
直
」
は
如
何
に
語
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
神
道
五
部
書
は
註
釈
者
に
と
っ
て
所
与
の
神
典
と
の
位
置
を

占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
度
会
行
忠
に
既
に
現
前
し
て
い
た
一
群
の
典
籍
と
し
て
一
応
に
扱
う
こ
と
に
す
る
。

「
正
直
」
の
用
例
は
、
神
道
五
部
書
の
内
、『
御
鎭
座
傳
記
』・『
寶
基
本
記
』・『
倭
姫
命
世
記
』
に
限
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
三
書
は
倭
姫

の
託
宣
「
神
垂
は
祈
禱
を
以
て
先
と
爲
し
、
冥
加
は
正
直
を
以
て
本
と
爲
す
。」1

の
一
文
を
親
し
く
共
有
し
て
お
り
、
何
れ
が
時
代
的

に
先
行
し
て
成
立
し
た
か
に
つ
い
て
は
明
瞭
で
は
な
い
が
、
後
発
の
二
書
が
引
用
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
且
つ
先
行
す
る
書
と
の

内
容
的
呼
応
が
企
図
さ
れ
た
と
見
て
よ
い
。
し
か
し
、
各
書
の
思
想
的
記
述
・
構
成
は
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
く
、
そ
れ
故
、
共
有
さ

れ
た
託
宣
の
意
味
合
い
を
直
ち
に
同
一
の
文
脈
か
ら
捉
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
留
保
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な

ら
、
三
書
の
託
宣
を
巡
る
相
違
性
は
成
立
問
題
と
深
く
関
わ
る
も
の
と
も
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
未
だ
成
立
の
前
後
関
係
が
確
定
さ

れ
て
い
な
い
た
め
、
相
違
す
る
と
い
う
こ
と
以
上
の
意
味
を
持
ち
え
な
い
し
、
ま
し
て
前
後
関
係
を
導
く
証
左
に
も
な
り
え
な
い
。
そ

れ
で
も
、
相
違
性
を
孕
み
な
が
ら
三
書
は
註
釈
者
の
眼
前
に
供
さ
れ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
註
釈
史
の
一
応
の
起
点
を
知
る
上
で
、

先
ず
註
釈
の
対
象
と
な
っ
た
「
正
直
」
を
各
書
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
検
討
し
て
お
く
必
要
が
有
る
だ
ろ
う
。

『
倭
姫
命
世
記
』
の
「
正
直
」

こ
れ
よ
り
各
書
の
本
文
に
即
し
て
「
正
直
」
の
用
法
を
眺
め
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
が
、
先
ず
は
『
倭
姫
命
世
記
』
を
取
り
上
げ
る
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こ
と
に
し
よ
う
。
と
言
う
の
も
、
彼
の
書
は
三
書
の
中
で
も
最
も
簡
潔
に
託
宣
を
記
述
し
、
思
想
的
記
述
も
限
定
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

理
念
的
基
本
形
を
供
し
う
る
為
で
あ
る
。
勿
論
、
最
も
簡
素
な
形
が
必
ず
し
も
歴
史
的
に
先
行
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
成
立
論
的
な
祖

型
を
想
定
し
て
の
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
、
仮
に
基
本
形
を
求
め
て
お
く
こ
と
で
、
そ
れ
よ
り
複
雑
な
二
書
の
思
想
的
特
徴
を
差
分
と

し
て
求
め
て
み
よ
う
と
の
こ
と
で
あ
り
、
い
わ
ば
作
業
上
の
利
便
性
を
見
い
だ
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

さ
て
、『
倭
姫
命
世
記
』
に
於
け
る
「
正
直
」
の
用
例
は
以
下
に
求
め
ら
れ
る
。

「
心
神
ハ
則
ち
天
地
の
本
基
、
身
躰
ハ
則
ち
五
行
の
化
生
な
り
。
肆
ニ
元
ヲ
元
ト
シ
テ
元
ノ
初
ニ
入
リ
、
本
ヲ
本
と
シ
テ
本
ノ
心

ニ
任
セ
よ
。
神
ハ
垂
ル
ル
ニ
祈
禱
ヲ
以
テ
先
ト
為
す
。
冥
ハ
加
ふ
ル
ニ
正
直
ヲ
以
て
本
と
為
セ
り
。
夫
レ
天
ヲ
尊
ビ
地
に
事
リ
、

神
ヲ
崇
メ
祖
ヲ
敬
フ
則
ハ
、
宗
廟
絕
ヱ
ズ
、
天
業
ヲ
経
綸
ム
。
又
仏
法
ノ
息
ヲ
屏
シ
テ
神
祇
を
再
拜
し
奉
レ
。
日
月
ハ
四
洲
を
迴

り
、
六
合
ヲ
照
ら
す
と
雖
モ
、
須
ら
ク
正
直
ノ
頂
ヲ
照
ら
ス
ベ
シ
」
と
、
詔
命
シ
タ
マ
フ
コ
ト
明
ケ
シ
。
己
如
在
ノ
礼
ヲ
專
に
シ
、

朝
廷
ヲ
祈
り
奉
ラ
ば
、
天
ガ
下
泰
平
ニ
し
て
、
四
民
安
然
な
ら
む
」
と
布
ベ
告
ゲ
訖
り
テ
、
自
ら
尾
上
山
ノ
峰
に
石
隱
ニ
退
キ
坐

し
ま
ス
。2

こ
こ
で
は
先
ず
、
諸
存
在
（
天
地
）
の
本
源
（
本
基
）
を
「
心
神
」
に
定
め
、
祭
祀
者
に
本
来
的
な
る
心
の
在
り
方
（
本
源
性
）
を

損
な
わ
ぬ
よ
う
要
請
し
て
い
る
。
そ
れ
に
続
け
て
直
ち
に
「
神
ハ
垂
ル
ル
ニ
祈
禱
ヲ
以
テ
先
ト
為
す
。
冥
ハ
加
ふ
ル
ニ
正
直
ヲ
以
て
本

と
為
セ
り
。」
と
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、「
祈
禱
」
を
な
す
祭
祀
者
に
応
え
て
神
が
冥
加
す
る
要
件
に
挙
げ
ら
れ
た
「
正
直
」
は
、
も
は

や
通
俗
的
な
そ
れ
と
し
て
漠
然
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
寧
ろ
先
の
心
的
本
源
性
と
の
関
わ
り
か
ら
解
さ
れ
る
必
要
が
有
る
。
い
わ

ば
、「
正
直
」
は
心
的
本
源
性
に
対
す
る
正
直
さ
、或
い
は
心
的
本
源
性
の
あ
り
の
ま
ま

3

3

3

3

3

の
体
現
の
要
請
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

同
書
は
他
に
も
「
件
の
童
女
を
大
物
忌
と
定
め
給
ひ
て
、
天
磐
戸
の
鑰
領
カ
リ
賜
ハ
り
て
、
墨
心
を
無
く
し
て
、
丹
心
を
以
て
、
清
く

潔
く
斎
り
慎
み
、
左
ノ
物
を
右
に
移
さ
ず
、
右
ノ
物
を
左
ニ
移
さ
ず
し
て
、
左
ヲ
左
ニ
シ
、
右
ヲ
右
ニ
シ
、
左
ニ
帰
リ
右
ニ
廻
ル
事
も
、
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万
事
違
フ
事
な
く
し
て
、
太
神
に
仕
ヘ
奉
ル
。」３

と
も
言
っ
て
、
祭
祀
者
の
要
件
と
し
て
心
的
清
浄
性
を
強
調
し
て
お
り
、
中
で
も
「
丹

心
」
は
祭
祀
者
の
心
的
在
り
方
を
直
示
す
る
こ
と
か
ら
、
先
の
「
正
直
」
と
概
念
的
に
接
続
し
て
お
れ
ば
、
心
的
本
源
性
の
体
現
が
同

時
に
清
浄
性
と
も
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
が
分
か
る
。

こ
の
よ
う
に
眺
め
て
み
る
な
ら
、
彼
の
「
正
直
」
は
、
仏
教
の
自
性
清
浄
心
を
類
比
的
に
踏
ま
え
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

冒
頭
で
「
心
神
ハ
天
地
の
本
基
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
既
に
『
倭
姫
命
世
記
』
は
諸
存
在
を
心
的
本
源
に
基
礎
づ
け
、
当
時
、
仏

教
以
外
で
殆
ど
展
開
さ
れ
る
こ
と
の
無
か
っ
た
唯
心
論
的
構
え
を
（
不
徹
底
な
が
ら
も
）
見
せ
て
お
れ
ば
、
彼
の
心
の
本
源
的
清
浄
性

と
結
ぶ
「
正
直
」
は
、
殊
に
如
来
蔵
思
想
の
構
え
か
ら
理
解
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、彼
の
祭
祀
に
関
る
思
想
は
仏
教
的
な
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。
上
掲
の
文
中
で
は
「
如
在
の
礼
」
と
も
言
っ
て
お
り
、

祭
祀
を
「
礼
」
と
し
て
捉
え
る
側
面
を
示
し
て
お
り
、
更
に
「
天
ヲ
尊
ビ
地
に
事
リ
、
神
ヲ
崇
メ
祖
ヲ
敬
フ
則
ハ
、
宗
廟
絕
ヱ
ズ
、
天

業
ヲ
経
綸
ム
」
と
も
述
べ
て
、
祭
祀
を
国
家
祭
祀
に
位
置
づ
け
る
な
ど
、
儒
学
的
な
構
え
が
顕
著
に
表
わ
れ
て
い
る
。

「
如
在
の
礼
」
と
は
、『
論
語
』
八
佾
の
「
祭
如
在
。
祭
神
如
神
在
。
子
曰
。
吾
不
與
。
祭
如
不
祭
。」４

、
或
い
は
『
中
庸
』
の
「
子
曰
、

鬼
神
之
為
德
、其
盛
矣
乎
。
視
之
而
弗
見
、聽
之
而
弗
聞
、體
物
而
不
可
遺
。
使
天
下
之
人
、齊
明
盛
服
、以
承
祭
祀
、洋
洋
乎
如
在
其
上
、

如
在
其
左
右
。
詩
曰
、
神
之
格
思
、
不
可
度
思
、
矧
可
射
思
。
夫
微
之
顯
、
誠
之
不
可
揜
如
此
夫
。」５

に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
う
ち
『
中
庸
』
で
は
、こ
の
「
如
在
の
礼
」
を
行
う
心
的
態
度
と
し
て
「
誠
」
を
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、こ
れ
が
先
の
「
正

直
」
と
実
に
相
似
し
た
意
味
内
容
を
有
し
て
い
る
。

『
中
庸
』
で
は
「
誠
」
に
つ
い
て
「
誠
者
、天
之
道
也
。
誠
之
者
、人
之
道
也
。
誠
者
、不
勉
而
中
、不
思
而
得
、從
容
中
道
、聖
人
也
。

誠
之
者
、擇
善
而
固
執
之
者
也
。」６

と
言
い
、先
ず
「
誠
」
は
「
天
之
道
」
で
あ
る
と
言
う
。
こ
の
「
天
之
道
」
な
る
語
は
、「
天
命
之
謂
性
、

率
性
之
謂
道
」７

と
も
言
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
存
在
を
そ
の
よ
う
に
あ
ら
し
め
る
本
質
を
「
性
」
と
言
い
、
そ
の
性
の
ま
ま
に
従
う
こ
と
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を
「
道
」
と
言
い
、
本
来
の
在
り
方
が
そ
の
ま
ま
に
体
現
さ
れ
る
こ
と
を
「
誠
」
と
言
う
の
で
あ
る
。「
誠
」
で
あ
れ
ば
、
作
為
を
介

在
さ
せ
る
ま
で
も
な
く
、
人
間
の
動
作
が
適
切
に
調
整
さ
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
人
間
は
既
に
こ
の
本
来
性
か
ら
乖
離
し

て
お
る
た
め
、
本
来
性
へ
の
回
帰
に
向
け
た
実
修
が
意
識
的
に
課
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
『
中
庸
』
で
は
換

言
し
て
「
自
誠
明
、
謂
之
性
。
自
明
誠
、
謂
之
教
。
誠
則
明
矣
、
明
則
誠
矣
。」８

と
も
言
い
、
続
け
て
「
唯
天
下
至
誠
、
為
能
盡
其
性
。

能
盡
其
性
、
則
能
盡
人
之
性
。
能
盡
人
之
性
、
則
能
盡
物
之
性
。
能
盡
物
之
性
、
則
可
以
贊
天
地
之
化
育
。
可
以
贊
天
地
之
化
育
、
則

可
以
與
天
地
參
矣
。」９

と
言
っ
て
、
自
己
の
本
性
を
尽
く
す
こ
と
で
、
天
地
と
参
じ
る
に
ま
で
至
る
の
だ
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
「
誠
」

が
『
中
庸
』
で
は
鬼
神
祭
祀
に
振
り
向
け
ら
れ
て
い
る
と
な
れ
ば
、
先
の
「
正
直
」
と
内
容
的
に
お
お
よ
そ
重
な
り
あ
っ
て
く
る
の
で

あ
り
、「
正
直
」
は
『
中
庸
』
の
「
誠
」
に
基
づ
く
も
の
と
も
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
結
果
、『
倭
姫
命
世
記
』
の
「
正
直
」
の
意
義
は
儒
家
思
想
と
仏
教
思
想
に
よ
り
複
合
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
了
解

さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。10

そ
れ
で
は
「
正
直
」
と
い
う
表
現
そ
の
も
の
は
、
そ
も
そ
も
当
の
儒
学
や
仏
教
の
側
で
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ

て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
ず
儒
学
の
領
域
を
概
観
し
て
み
る
と
、
当
時
我
が
国
で
既
に
受
用
さ
れ
て
い
た
「
五
経
正
義
」
に
、「
正
直
」
の
用
例
が
見
出
さ

れ
て
く
る
。
但
し
そ
の
用
例
は
あ
ま
り
多
く
な
く
、
せ
い
ぜ
い
『
尚
書
正
義
』
洪
範
第
六
で
「
此
三
德
者
、
人
君
之
德
、
張
弛
有
三
也
。

一
曰
正
直
、
言
能
正
人
之
曲
使
直
。
二
曰
剛
剋
、
言
剛
強
（
彊
）
而
能
立
事
。
三
曰
柔
剋
、
言
和
柔
而
能
治
。
既
言
人
主
有
三
德
、
又

說
隨
時
而
用
之
。
平
安
之
世
、
用
正
直
治
之
。
強
（
彊
）
禦
不
順
之
世
、
用
剛
能
治
之
。
和
順
之
世
、
用
柔
能
治
之
。」11

と
言
い
、
正

直
を
王
者
治
政
の
「
三
徳
」
の
一
と
す
る
箇
所
で
や
や
強
調
さ
れ
る
程
度12

で
、
正
直
が
思
想
の
主
題
と
さ
れ
る
よ
う
な
場
面
は
見
当
た

ら
な
い
。
し
か
も
「
三
徳
」
で
言
う
「
正
直
」
は
「
人
の
曲
を
正
し
て
直
な
ら
し
め
る
」
こ
と
で
あ
っ
て
、
直
ち
に
神
道
で
言
う
よ
う

な
意
味
で
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
で
も
、中
に
は
い
く
つ
か
神
道
の
そ
れ
と
類
似
し
た
意
味
合
い
が
含
ま
れ
る
場
合
も
有
る
。
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例
え
ば
『
毛
詩
正
義
』
で
「
知
此
少
而
端
愨
、
非
初
生
時
者
、
幼
小
之
時
、
則
凡
人
皆
無
情
欲
。
論
語
云
。
人
之
生
也
直
。
註
云
。
始

生
之
性
皆
正
直
。
謂
初
生
幼
小
之
時
、
悉
皆
正
直
、
人
性
皆
同
、
無
可
羨
樂
。
以
此
故
知
、
年
少
者
、
謂
十
五
六
時
也
。」13

と
の
一
文

で
は
、「
正
直
」
は
「
人
性
」
の
情
欲
の
無
さ
を
意
味
し
、14

『
尚
書
正
義
』
で
は
「
更
言
大
中
之
體
。
爲
人
君
者
當
無
偏
私
、
無
陂
曲
、

動
循
先
王
之
正
義
。
無
有
亂
為
私
好
、
謬
賞
惡
人
、
動
循
先
王
之
正
道
。
無
有
亂
為
私
惡
、
濫
罰
善
人
、
動
循
先
王
之
正
路
。
無
偏
私
、

無
阿
黨
、
王
家
所
行
之
道
蕩
然
開
闢
矣
。
無
阿
黨
、
無
偏
私
、
王
者
所
立
之
道
平
平
然
辯
治
矣
。
所
行
無
反
道
、
無
偏
側
、
王
家
之
道

正
直
矣
。
所
行
得
無
偏
私
皆
正
直
者
、
會
集
其
有
中
之
道
而
行
之
。
若
其
行
必
得
中
、
則
天
下
歸
其
中
矣
。
言
人
皆
謂
此
人
爲
大
中
之

人
也
。」15

と
言
い
、「
大
中
」
の
体
現
と
し
て
の
偏
私
の
無
さ
を
「
正
直
」
と
し
て
い
る
。
と
は
言
え
、
こ
の
程
度
の
用
例
で
は
、
神
道

思
想
と
の
直
接
的
な
影
響
関
係
を
わ
ざ
わ
ざ
想
定
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
仏
教
で
も
儒
学
と
同
様
に
、「
正
直
」
は
「
邪
曲
の
無
さ
」、「
偏
曲
の
無
さ
」、「
真
っ
直
ぐ
さ
」
を
意
味
す
る
語
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
が
、
但
し
儒
学
よ
り
も
ず
っ
と
広
範
に
散
見
さ
れ
、
そ
の
用
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
主
要
な
経
だ
け
で
も
「
阿
含
經
」

『
大
般
若
波
羅
蜜
多
經
』『
勝
天
王
般
若
波
羅
蜜
多
經
』『
大
寶
積
經
』『
大
方
廣
佛
華
嚴
經
』（
六
十
巻
本
及
び
八
十
巻
本
）『
妙
法
蓮
華

經
』『
大
般
涅
槃
經
』『
大
方
等
大
集
經
』『
正
法
念
処
經
』『
金
剛
頂
一
切
如
來
眞
實
攝
大
乘
現
證
大
教
王
經
』、
他
に
も
論
で
は
『
十

地
經
論
』『
十
住
毘
婆
沙
論
』『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』『
瑜
伽
師
地
論
』『
成
唯
識
論 

』『
顯
揚
聖
教
論
』『
大
乘
莊
嚴
經
論
』『
大
乘
阿
毘

達
磨
雜
集
論
』な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
も
例
え
ば『
大
般
若
波
羅
蜜
多
經
』で
は「
是
諸
菩
薩
由
曾
供
養
無
量
諸
佛
則
重
正
法
。

由
重
法
故
廣
爲
他
說
。
爲
護
正
法
不
惜
身
命
。
身
語
意
業
悉
皆
淸
淨
。
業
淸
淨
已
得
離
障
礙
。
離
障
礙
故
心
常
歡
喜
。
心
歡
喜
故
則
勤

精
進
。
心
性
正
直
念
智
圓
滿
。」16

と
「
心
性
正
直
」
を
言
い
、
ま
た
「
時
舍
利
子
問
善
現
言
。
是
心
云
何
本
性
淸
淨
。
善
現
答
言
。
是

心
本
性
非
貪
相
應
非
不
相
應
。
非
嗔
相
應
非
不
相
應
。
非
癡
相
應
非
不
相
應
。
非
諸
纒
結
隨
眠
相
應
非
不
相
應
。
非
諸
見
趣
漏
暴
流
軛

取
等
相
應
非
不
相
應
。
非
諸
聲
聞
獨
覺
心
等
相
應
非
不
相
應
。
舍
利
子
。
是
心
如
是
本
性
清
淨
。」17

と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
正
直
」
は
本
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源
性
と
の
関
り
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
ま
た
『
法
華
經
』
の
「
正
直
捨
方
便
」
な
ど
は
、
本
来
的
な
る
真
理
の
開
示
を
言

う
も
の
で
あ
る
が
、
天
台
智
顗
も 

『
妙
法
蓮
華
經
文
句
』 

で 

「
五
乘
是
曲
而
非
直
。
通
別
偏
傍
而
非
正
。
今
皆
捨
彼
偏
曲
。
但
說
正
直

一
道
也
。」18

と
言
う
よ
う
に
、「
正
直
」
は
彼
の
本
来
的
な
る
真
理
と
緊
密
に
結
ん
で
い
た
。
特
に
こ
れ
は
平
安
期
に
隆
盛
を
誇
っ
た
一

乗
円
教
天
台
宗
の
要
諦
で
あ
る
し
、
ま
た
当
時
の
法
華
信
仰
の
隆
盛
と
相
俟
っ
て
、
思
想
的
に
尤
も
聞
知
さ
れ
え
た
「
正
直
」
の
用
例

と
し
て
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
追
善
・
現
世
利
益
を
目
的
と
し
た
法
華
八
講
は
、『
三
代
實
錄
』
を
中
心
に
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
、

殊
に
摂
関
期
を
中
心
に
し
げ
く
催
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
法
要
は
教
義
的
問
答
を
伴
う
も
の
で
あ
る
た
め
、
思
想
的
内
容
に
接
触

し
う
る
契
機
を
在
家
者
に
供
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る19

。
例
え
ば
、
具
平
親
王
の
「
西
方
極
樂
讃
」20

に
は
「
四
土
不
二
極
樂
国
。
三

身
卽
一
阿
弥
陀
。
娑
婆
有
緣
於
彼
佛
。
彼
佛
有
願
於
娑
婆
。
八
方
妙
相
莊
嚴
身
。
六
八
弘
誓
變
成
地
。
觀
之
者
皆
除
塵
勞
。
念
之
者
悉

至
覺
位
。 

雖
十
惡
兮
猶
引
攝
。
甚
於
疾
風
排
雲
霧
。
雖
一
念
兮
必
感
應
。
喩
之
巨
海
納
涓
露
。 

正
直
心
地
爲
國
界
。
無
漏
善
根
爲
林
叢
。

若
能
了
達
于
是
理
。
華
池
宝
樹
在
胸
中
。」
と
あ
り
、「
正
直
心
地
爲
国
界
」
と
「
無
漏
善
根
爲
林
叢
」
が
対
句
を
形
成
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
煩
悩
に
汚
さ
れ
て
い
な
い
状
態
を
指
し
て
「
正
直
」
と
し
て
い
る
と
言
え
、
本
源
性
と
の
関
わ
り
か
ら
語
ら
れ
る
、
仏
教
用
語

と
し
て
の
「
正
直
」
の
普
及
を
一
応
に
確
認
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
用
例
は
平
安
期
の
文
献
に
殆
ど
見

い
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
一
般
的
に
は
そ
れ
と
は
違
っ
た
形
で
「
正
直
」
は
語
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
我
が
国
に
於
け
る
「
正
直
」
の
用
例
は
、
古
く
は
『
日
本
書
紀
』
に
「
於
是
、
磐
井
、
掩
據
火
豐
二
國
、
勿
使
修
職
、
外

邀
海
路
、
誘
致
高
麗
、
百
濟
、
新
羅
、
任
那
等
國
年
貢
職
船
、
內
遮
遣
任
那
毛
野
臣
軍
、
亂
語
揚
言
曰
。
今
爲
使
者
、
昔
爲
吾
伴
、
摩

肩
觸
肘
、
共
器
同
食
。
安
得
率
爾
爲
使
、
俾
余
自
伏
儞
前
。
遂
戰
而
不
受
、
驕
而
自
矜
。
是
以
、
毛
野
臣
乃
見
防
遏
、
中
途
淹
滯
。
天

皇
、
詔
大
伴
大
連
金
村
、
物
部
大
連
麁
鹿
火
、
許
勢
大
臣
男
人
等
曰
。
筑
紫
磐
井
、
反
掩
、
有
西
戎
之
地
。
今
誰
可
將
者
。
大
伴
大
連

等
僉
曰
。
正
直
仁
勇
通
於
兵
事
、
今
無
出
於
麁
鹿
火
右
。
天
皇
曰
、
可
。」21

と
あ
り
、
人
物
の
性
質
を
積
極
的
に
評
す
る
語
と
し
て
僅
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か
に
登
場
す
る
が
、
以
後
多
く
の
場
合
に
、
そ
れ
は
土
地
や
人
事
と
い
っ
た
利
害
に
関
わ
る
訴
訟
文
書
で
用
い
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
具

体
的
な
用
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
そ
こ
で
は
法
律
・
職
務
・
契
約
に
対
す
る
公
正
さ
が
期
待
さ
れ
て
い
た22

。
こ
の
法
制
上
か
ら
語

ら
れ
る
「
正
直
」
は
仏
教
や
儒
学
の
よ
う
に
真
理
と
の
関
わ
り
か
ら
語
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
ま
し
て
神
と
の
関
わ
り
を
示
唆
す
る
わ
け

で
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
僅
か
に
「
私
曲
の
無
さ
」
と
い
う
意
味
を
共
有
す
る
に
留
ま
り
、『
倭
姫
命
世
記
』
で
言
う
「
正
直
」
と

直
接
的
な
関
係
を
見
い
出
す
こ
と
は
困
難
だ
と
言
え
る
。
但
し
、
平
安
末
以
後
、
神
官
の
職
務
怠
慢
、
横
領
、
神
威
を
盾
に
し
た
民
衆

か
ら
の
掠
奪
等
が
問
題
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
度
重
な
る
新
制
の
発
布
に
よ
り
法
的
に
規
制
を
受
け
る
に
至
っ
た
状
況
、
殊
に
敬

虔
な
る
祭
祀
の
厳
格
な
実
行
に
至
る
ま
で
規
定
さ
れ
た
状
況
を
鑑
み
る
な
ら
、
神
道
に
受
容
さ
れ
た
「
正
直
」
は
法
制
上
の
意
味
合
い

を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う23

。

他
に
も
、「
正
直
」
は
天
皇
の
発
す
る
宣
命
に
も
見
ら
れ
、
聖
武
天
皇
の
即
位
に
際
し
て
は
「
親
王
等
始
而
王
臣
汝
等
清
支
明
支
正
支

直
支
心
以
皇
朝
乎
穴
奈
比
扶
奉
而
天
下
公
民
乎
奏
賜
止
詔
命
衆
聞
食
宣
。」24

と
あ
り
、こ
の
場
合
も
先
の
用
例
と
同
様
に
執
政
に
於
け
る「
私

曲
の
無
さ
」
を
言
っ
て
い
る25

。
こ
の
「
正
直
」
の
用
例
は
、
以
後
、
淳
和
天
皇26

、
仁
明
天
皇27

、
清
和
天
皇28

、
陽
成
天
皇29

、
光
孝
天
皇30

ら

の
即
位
宣
命
に
も
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
り
、
最
終
的
に
は
『
朝
野
群
載
』
の
内
記31

で
定
型
化
さ
れ
る
に
至
る
が
、
こ
の
こ
と
は
臣

下
に
と
っ
て
一
義
的
な
高
次
の
倫
理
的
価
値
を
「
正
直
」
に
付
与
す
る
も
の
と
言
え
、
神
道
思
想
に
於
け
る
祭
祀
者
の
「
正
直
」
の
強

調
を
考
え
る
上
で
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
用
例
と
見
做
し
う
る
で
あ
ろ
う32

。

こ
れ
ま
で
主
に
法
制
上
か
ら
語
ら
れ
て
き
た
「
正
直
」
も
、
鎌
倉
期
に
さ
し
か
か
る
と
、
神
と
の
関
わ
り
か
ら
語
ら
れ
る
用
例
が
散

見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
中
で
も
殊
に
顕
著
な
用
例
と
し
て
、
先
ず
八
幡
菩
薩
と
の
関
わ
り
か
ら
語
ら
れ
る
「
正
直
」
が
注
目
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。

「
宗
淸
願
文
案
」
で
は
「
一　

不
可
行
新
議
非
法
事
」
と
し
て
「
右
、
神
不
享
非
禮
、
舊
史
之
明
文
也
、
祠
官
之
中
、
以
正
直
可
爲
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先
、
寺
務
之
輩
、
守
舊
規
可
行
事
、
就
中
大
菩
薩
御
詫
宣
云
、
大
神
我
不
正
之
物
者
不
受
、
此
物
意
穢
有
故
反
弃
倍
之
、
文
、
縱
無
此

炳
誡
、
可
愼
〻
〻
、
況
有
彼
靈
託
、
可
恐
可
恐
」33

と
言
い
、「
大
菩
薩
御
託
宣
」
を
引
き
合
い
に
し
て
、
祠
官
が
何
よ
り
「
正
直
」
で

あ
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
就
中
大
菩
薩
御
詫
宣
云
、
大
神
我
不
正
之
物
者
不
受
、
此
物
意
穢
有
故
反
弃
倍
之
」
と
言
い
、

或
い
は
ま
た
「
神
不
享
非
禮
」
と
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、「
正
直
」
は
「
不
正
」「
意
穢
」「
非
禮
」
と
丁
度
反
対
の
意
味
合
い
を
持
つ

も
の
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う34

。
ま
た
、
同
じ
く
石
清
水
護
国
寺
別
当
の
「
行
淸
立
願
文
案
」
に
は
「
一　

同
願
云
、
新
儀
非
法
お

こ
な
ふ
へ
か
ら
さ
る
事
云
　〻
　

右
、
道
理
を
も
て
佛
法
と
い
ひ
、
正
直
を
も
て
神
慮
と
あ
ふ
く
、
時
〻
に
此願

意儀
を
そ
む
か
す
し
て
、

日
〻
に
加
被
を
た
の
む
へ
し
、」35

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
の
「
正
直
」
は
仏
法
の
道
理
と
対
比
的
に
神
道
に
特
別
な
概
念
と
し
て
指
標

化
さ
れ
た
と
受
け
止
め
る
必
要
が
有
る
。
と
は
言
え
、
一
方
、
や
や
時
代
は
下
が
る
が
『
八
幡
愚
童
訓
』
を
参
照
す
る
な
ら
、
そ
こ
で

は
、「
近
来
河
内
国
よ
り
常
に
参
詣
せ
し
僧
、
御
躰
を
拝
見
せ
ん
と
祈
請
し
け
る
。
御
示
現
に
、「
吾
を
み
ん
と
思
は
ゞ
桜
本
へ
参
べ
し
。

我
か
し
こ
に
か
よ
ふ
也
」
と
有
し
か
ば
、「
未
其
名
を
だ
に
き
か
ず
。
ま
し
て
在
所
を
争
か
知
べ
き
」
と
歎
し
程
に
、
神
の
御
方
便
に

や
、
桜
町
の
中
納
言
成
範
と
云
人
あ
り
と
聞
付
て
、
急
か
し
こ
へ
行
て
伺
に
、
成
範
は
浄
衣
着
て
、
紺
紙
金
字
に
一
字
三
礼
の
法
華
経

を
か
ゝ
れ
け
り
。
法
華
実
相
の
義
、「
我
躰
は
正
道
な
り
」
と
あ
る
御
詫
宣
に
同
敷
、「
正
直
の
頭
を
棲
と
す
」
と
つ
げ
給
ふ
ゆ
へ
に
、

成
範
の
正
直
の
頭
は
神
の
所
居
、
法
華
の
実
相
中
道
は
是
御
躰
成
と
覚
ゆ
。
誠
を
い
た
し
て
祈
請
す
れ
ば
、
感
応
の
故
に
加
様
に
人
法

に
あ
ら
わ
れ
告
給
へ
共
、
実
躰
に
お
き
て
は
ふ
か
く
か
く
し
給
へ
ば
、
剣
璽
こ
れ
真
実
の
御
躰
成
と
仰
敬
奉
ら
ん
。
定
て
神
慮
に
叶
べ

し
。」36

と
あ
る
よ
う
に
、
実
相
中
道
を
本
体
と
す
る
八
幡
神
の
所
居
を
「
正
直
の
頭
」
と
し
て
、「
正
直
」
に
仏
教
思
想
（
殊
に
天
台
宗
）

に
基
づ
く
教
理
的
構
成
を
与
え
て
い
る
。
い
わ
ば
、「
正
直
」
に
實
相
中
道
の
本
体
と
相
応
す
る
関
係
性
を
認
め
、「
正
直
」
た
る
こ
と

の
究
竟
の
意
義
を
實
相
中
道
に
基
礎
づ
け
て
お
れ
ば
、
神
・
仏
は
不
可
分
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
「
正
直
の
頭
を
棲
と
す
」
る
託
宣
は
、
既
に
『
春
日
社
司
祐
茂
日
記
』
所
収
の
「
興
福
寺
牒
」
に
「
大
菩
薩
卽
立
法
相
擁
護
之
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誓
、
又
在
非
正
直
頭
不
住
之
詫
宣
、
被
加
刑
罰
於
謀
詐
重
科
之
宗
淸
、
深
可
叶
本
誓
、
豈
敢
背
冥
慮
哉
」37

と
見
え
て
お
り
、
他
に
も
『
日

蓮
遺
文
』38

『
十
訓
抄
』39

な
ど
に
も
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
社
家
の
範
囲
を
超
え
た
広
範
な
受
用
を
想
定
す
る
必
要
が
有
る
。
ま
た
弘

安
五
年
七
月
二
十
三
日
の
「
藤
原
か
う
た
い
願
文
」（「
武
蔵
峰
岡
八
幡
宮
藏
僧
形
神
像
胎
内
文
書
」）
の
「
う
や
ま
ん
て
申
、　

ち
ゝ
の

ゆ
つ
り
の
事（

マ
マ
）く

に
、
あ
ん
と
な
さ
せ
給
へ
、
し（

正

直

）

や
う
ち
き
の
か
う
へ
に
、
や
と
ら
セ
給
へ
候
へ
、
三
七
日
こ
も
り
さ
ふ
ら
へ
て
、
ま
ん

く
わ
ん
の
し
ん
き
や
う
を
よ
ミ
て
ま
い
ら
す
へ
く
候
」40

、
正
応
元
年
の
「
島
津
莊
官
等
申
狀
」
の
「
謹
案
事
情
、
大
菩
薩
者
、
忝
示
御

誓
於
正
直
、
爰
神
官
等
背
神
意
、
令
穩
密
五
百
余
歳
之
本
役
所
、
令
新
儀
濫
訴
之
条
、
更
難
協
冥
慮
、
且
難
澁
自
役
、
且
貪
利
潤
爲
渡

世
、
所
秘
計
也
、」41

と
の
一
文
か
ら
す
る
と
、
神
に
対
す
る
「
正
直
」
の
全
国
的
な
流
布
の
一
翼
を
八
幡
菩
薩
の
祭
祀
・
信
仰
が
担
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

ま
た
一
方
で
、「
平
重
時
家
訓
」（
北
条
重
時
）を
参
照
す
る
と
、「
返
〻
た
か
き
い
や
し
き
に
か
き
ら
す
、貪
欲
を
す
て
、正
直
な
ら
ん
と
、

神
に
も
佛
に
も
い
の
る
へ
し
」42

と
言
っ
て
お
り
、「
正
直
」
は
祠
官
な
ど
と
い
っ
た
特
定
の
階
層
に
限
ら
ず
、
人
間
一
般
に
要
求
さ
れ

る
徳
目
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
貪
欲
」
を
捨
て
る
こ
と
が
「
正
直
」
に
つ
な
が
る
と
言
い
、
ま
た
「
一　

舟
ハ
か
ち
と

い
ふ
物
を
も
つ
て
、
お
そ
ろ
し
き
浪
を
も
し
の
き
、
あ
ら
き
風
を
ふ
せ
き
、
大
海
を
も
わ
た
る
也
、
人
間
界
の
人
ハ
、
正
直
の
心
を
も

ち
て
、
あ
ふ
な
き
世
を
も
、
神
佛
の
た
す
け
わ
た
し
給
ふ
也
、
此
心
の
よ
る
と
こ
ろ
ハ
、
め
い
と
の
た
ひ
に
む
か
ハ
ん
時
、
し
て
の
山

の
道
を
も
つ
く
る
へ
し
、
三
つ
の
川
の
は
し
を
も
わ
た
す
へ
し
、
大
か
た
を
き
と
比
な
き
ほ
と
の
た
か
ら
也
、
よ
く
〳
〵
心
え
給
ふ
へ

し
、
正
直
の
心
は
む
よ
く
也
、
む
よ
く
ハ
後
生
の
く
す
り
也
、
返
〻
夢
の
世
の
い

（
く
脱
カ
）

程
な
ら
ぬ
事
を
、
く
わ
ん
す
へ
し
、」43

と
言
う
よ
う
に
、

「
む
よ
く
」（
無
欲
）
な
る
「
正
直
」
の
心
が
「
あ
ふ
な
き
世
を
も
、
神
佛
の
た
す
け
わ
た
し
給
ふ
」
利
益
を
も
た
ら
し
、
い
わ
ば
「
後

生
の
く
す
り
」
と
な
る
の
だ
と
言
う
。
ま
た
「
一　

佛
法
を
あ
か
め
、
心
を
正
直
ニ
も
つ
人
ハ
、
今
生
も
す
な
を
に
、
後
生
も
極
樂
に

ま
い
り
、
親
の
よ
き
に
ハ
、
子
も
天
下
に
め
し
い
た
さ
る
ゝ
事
お
ほ
し
、
我
か
力
ニ
あ
ら
す
、
神
佛
の
加
護
し
給
ふ
ゆ
へ
な
り
、」44

と
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も
言
い
、
後
生
の
往
生
に
限
ら
ず
、
現
世
に
於
け
る
「
神
佛
の
加
護
」
に
も
預
か
る
の
だ
と
さ
れ
る
。
い
わ
ば
、
人
間
の
死
生
全
般
に

わ
た
り
、「
正
直
」
で
あ
る
こ
と
が
極
め
て
有
用
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
こ
れ
を
人
に
勧
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
有
用
性

を
齎
す
「
神
佛
の
加
護
」
は
「
佛
法
を
あ
か
め
、
心
を
正
直
ニ
も
つ
人
ハ
、【
中
略
】
我
か
力
ニ
あ
ら
す
、
神
佛
の
加
護
し
給
ふ
ゆ
へ

な
り
、」
と
あ
る
の
で
、「
正
直
」
に
対
す
る
神
仏
の
感
応
と
し
て
顕
れ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
な
れ
ば
、
こ
こ
に
「
神
に
向

か
う
祭
祀
者
」
の
「
正
直
」
と
同
様
の
構
造
を
見
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
か
ら
、
八
幡
菩
薩
に
限
ら
ず
、
片
方
で
は
既
に
神
仏
一
般

に
対
す
る
「
正
直
」
の
世
俗
倫
理
化
は
相
当
に
推
し
進
め
ら
れ
て
い
た
可
能
性
を
想
起
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

『
吾
妻
鏡
』
所
収
の
「
文
覺
上
人
意
見
狀
」
に
は
「
殿
の
御
身
ハ
、
日
本
國
の
大
將
軍
に
て
お
は
し
ま
す
、
さ
れ
ハ
い
の
り
ま
い
ら

せ
ん
物
も
、
廣
大
正
直
の
こ
ゝ
ろ
を
も
ち
て
、
ゆ
め
〳
〵
千
秋
万
歳
の
そ
ら
ほ
め
し
た
て
ま
つ
ら
ぬ
無
想
の
こ
ハ
物
の
、
し
か
も
慈
悲

あ
ら
ん
人
か
、御
祈
の
師
に
ハ
相
應
す
へ
く
候
也
、」45

と
有
り
、祈
禱
者
の
資
質
と
し
て
「
廣
大
正
直
の
こ
ゝ
ろ
」
が
望
ま
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
も
特
定
の
神
格
と
の
結
び
付
き
に
つ
い
て
は
直
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
そ
こ
で
は
、
祭
祀
そ
の
も
の
を
副
次
的
に
扱
う
態
度

が
有
る
。つ
ま
り
、「
返
〻
も
鎌
倉
の
中
將
殿
の
御
恩
に
て
、無
道
の
う
れ
へ
な
け
き
も
な
く
、よ
こ
さ
ま
の
わ
さ
ハ
ひ
に
も
あ
ハ
ぬ
そ
と
、

よ
ろ
つ
の
人
に
お
も
ハ
れ
、
た
の
ま
れ
む
と
お
ほ
し
め
せ
、
さ
た
に
も
候
は
ゝ
、
別
而
御
祈
候
ハ
す
と
も
、
伊
勢
太
神
宮
・
八
幡
大
菩
薩
・

賀
茂
・
春
日
み
な
〳
〵
う
れ
し
〳
〵
と
お
ほ
し
め
し
、
諸
佛
諸
聖
諸
天
善
神
、
必
〻
ま
ほ
り
ま
い
ら
せ
さ
せ
給
候
へ
く
候
也
、」
と
言
い
、

ま
た
「
信
と
徳
を
接
受
す
」
と
言
う
よ
う
に
、
特
別
な
祭
祀
と
い
う
形
式
以
上
に
、
神
は
祈
願
者
の
平
生
の
信
・
徳
を
喜
ぶ
も
の
だ
と

い
う
の
で
あ
る
。
更
に
「
猶
　〻

伊
勢
八
幡
等
大
神
善
神
ハ
、物
を
ま
い
ら
す
る
に
ハ
、ふ
け
ら
せ
給
候
ハ
ぬ
事
と
御
存
知
候
へ
、た
ゝ

心
う
る
は
し
く
、
身
お
さ
ま
り
た
る
人
を
ま
ほ
ら
せ
給
候
也
、
八
幡
大
菩
薩
の
御
詫
宣
に
ハ
、
わ
れ
わ
け
る
あ
か
ゝ
ね
の
ほ
む
ら
を
ハ

の
む
と
も
、
心
の
よ
か
ら
さ
ら
ん
物
の
そ
な
へ
む
物
を
ハ
、
う
く
へ
か
ら
す
と
候
也
、」
と
も
言
い
、「
伊
勢
」「
八
幡
」
の
両
神
を
引

き
あ
い
に
先
の
自
説
を
補
強
し
て
お
れ
ば
、「
諸
佛
諸
聖
諸
天
善
神
」
と
は
言
い
な
が
ら
、
特
に
彼
の
両
神
が
意
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
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に
も
見
え
る
。
し
か
し
そ
こ
で
は
「
正
直
」
の
表
現
を
用
い
て
お
ら
ず
、
寧
ろ
「
心
う
る
は
し
き
」
が
鍵
と
さ
れ
て
お
り
、
先
の
「
正

直
」
は
、「
伊
勢
」「
八
幡
」
を
意
識
す
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
類
同
し
た
内
容
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、「
伊
勢
」「
八
幡
」
で

強
調
さ
れ
る
「
正
直
」
が
引
用
さ
れ
な
い
事
実
は
、
そ
れ
ら
を
目
睹
し
て
い
な
い
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
、我
が
国
に
於
け
る
「
正
直
」
の
用
例
を
概
観
し
て
み
た
が
、神
と
の
関
わ
り
か
ら
語
ら
れ
る
用
例
は
鎌
倉
時
代
以
後
の
こ
と
で
、

そ
れ
よ
り
以
前
に
於
て
は
法
制
上
の
文
脈
か
ら
語
ら
れ
る
場
合
が
殆
ど
で
あ
っ
た
の
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
一
つ
の
歴
史
的
推

移
を
見
る
と
す
る
な
ら
、
神
道
書
の
「
正
直
」
は
世
間
の
用
例
を
転
用
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
既
に
保
元
元
年

の
新
制
な
ど
に
「
神
不
享
非
礼
」
と
あ
り23

、
こ
れ
は
先
の
「
宗
淸
願
文
案
」
と
表
現
を
共
有
し
て
お
れ
ば
、
神
と
の
関
わ
り
か
ら
語
ら

れ
る
語
り
方
と
法
制
上
の
そ
れ
と
は
も
と
よ
り
近
接
し
て
い
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
も
そ
も
「
正
直
」
と
い
う
語
そ
の
も
の
は
、
儒

学
や
仏
教
で
広
く
重
用
さ
れ
た
と
は
言
え
ず
、そ
の
た
め
思
想
的
な
そ
れ
が
直
ち
に
神
道
書
に
導
入
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
実
際
、

先
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
神
と
の
関
わ
り
か
ら
語
ら
れ
る
「
正
直
」
も
、
当
初
は
神
性
、
或
い
は
本
来
性
と
い
っ
た
原
理
と
の
結
び
付

き
を
前
提
と
す
る
よ
う
な
哲
理
的
な
性
格
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。そ
う
な
る
と
、法
制
上
の「
正
直
」、或
い
は
世
俗
倫
理
と
し
て
の「
正

直
」の
導
入
を
待
っ
て
、儒
学
・
仏
教
思
想
を
援
用
し
な
が
ら
神
道
的
解
釈
へ
と
開
け
る
円
滑
な
展
開
の
経
路
を
見
る
こ
と
に
も
な
る
が
、

そ
れ
で
も
『
倭
姫
命
世
記
』（
ま
た
『
御
鎭
座
傳
記
』
や
『
寶
基
本
記
』）
の
成
立
時
期
は
不
明
瞭
な
上
、
限
定
的
な
史
料
の
範
囲
で
こ

れ
を
成
立
論
的
に
一
般
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
留
保
し
て
お
く
の
が
宜
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

時
期
に
な
っ
て
彼
の
「
正
直
」
を
巡
る
特
徴
的
な
語
り
が
新
た
に
顕
著
と
な
る
傾
向
は
到
底
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
彼
の
趨
勢
の

上
か
ら
、
一
応
に
『
倭
姫
命
世
記
』
等
の
「
正
直
」
を
捉
え
て
お
く
べ
き
で
は
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
眺
め
て
み
る
と
、『
倭
姫
命
世
記
』
に
見
ら
れ
る
「
正
直
」
は
、
相
当
に
多
元
的
・
複
合
的
な
構
え
を
有
す
る

（
逆
か
ら
言
え
ば
、
彼
の
書
が
成
立
し
た
で
あ
ろ
う
時
代
に
は
、「
正
直
」
は
上
述
の
よ
う
に
多
様
に
解
釈
が
開
か
れ
て
し
ま
う
言
葉
と
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し
て
存
し
て
い
る
）
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
実
際
、
そ
こ
で
は
そ
れ
自
身
で
「
正
直
」
を
詳
説
す
る
こ
と
も
な
い
た
め
、
そ
れ
が
思
想

的
に
は
儒
学
的
・
仏
教
的
構
え
の
上
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
限
り
、
彼
の
思
想
の
参
照
を
待
っ
て
理
解
す
る
よ
り
他
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、

『
倭
姫
命
世
記
』
で
は
「
又
た
佛
法
の
息
を
屏
し
神
祇
を
再
拜
し
奉
れ
。」46

と
言
い
、
ま
た
「
内
ノ
七
言
と
は
、
仏
ヲ
中
子
ト
称
ヒ
、
経

ヲ
染
紙
と
称
ヒ
、
塔
ヲ
阿
良
良
伎
ト
称
ヒ
、
寺
ヲ
瓦
葺
ト
称
ひ
、
僧
ヲ
髮
長
ト
称
ヒ
、
尼
ヲ
女
髮
長
ト
称
ヒ
、
長
齋
ヲ
片
膳
ト
称
フ
。

外
ノ
七
言
と
は
、
死
ヲ
奈
保
留
ト
称
ヒ
、
病
ヲ
夜
須
美
ト
称
ヒ
、
哭
ヲ
塩
垂
ト
称
ヒ
、
血
ヲ
阿
世
ト
称
ヒ
、
打
つ
ヲ
撫
づ
ト
称
ヒ
、
完

ヲ
菌
ト
称
ひ
、
墓
ヲ
壞
ト
称
フ
。
亦
優
婆
塞
ヲ
角
波
須
ト
称
フ
。」47

と
言
っ
て
、
こ
と
仏
教
（
仏
教
用
語
）
に
限
っ
て
は
あ
か
ら
さ
ま

な
拒
絶
の
態
度
を
示
し
て
お
り
、
儒
学
に
つ
い
て
は
留
保
さ
れ
る
に
せ
よ
、
仏
教
思
想
の
文
脈
か
ら
の
解
釈
は
除
外
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
よ
う
に
も
見
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
意
識
は
既
に
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』（
延
暦
二
十
三
年 　

八
〇
四
年
）
に
も
顕
れ
て

お
り
、
伝
統
的
に
そ
れ
が
踏
襲
さ
れ
た
も
の
と
も
解
さ
れ
る
の
で
、『
倭
姫
命
世
記
』
に
特
別
な
態
度
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
先
に
見
た
と
お
り
『
倭
姫
命
世
記
』
に
は
仏
教
思
想
の
痕
跡
が
伺
え
、「
亦
聞
ク
、
夫
レ
悉
地
ハ
則
ち
心
ヨ
リ
生
ズ
。

意
は
則
ち
信
心
ヨ
リ
顕
ル
。
神
明
ノ
利
益
ヲ
蒙
ル
事
は
、
信
力
ノ
厚
薄
ニ
依
る
と
な
り
。
天
下
ノ
四
方
国
の
人
夫
等
に
至
る
ま
で
、
斎

リ
敬
ヒ
奉
レ
。」48

と
の
一
文
に
至
っ
て
は
、「
悉
地
」
な
る
仏
教
用
語
が
無
批
判
に
用
い
ら
れ
て
さ
え
お
り
、
全
く
仏
教
思
想
か
ら
自
由

で
は
な
い
。
片
方
で
は
援
用
し
な
が
ら
、片
方
で
は
拒
絶
す
る
態
度
と
な
る
と
、実
に
矛
盾
的
に
も
見
え
て
く
る
。
仮
に『
倭
姫
命
世
記
』

の
「
正
直
」
に
仏
教
思
想
の
痕
跡
が
疑
わ
れ
た
と
し
て
も
、仏
教
思
想
の
援
用
な
ど
書
物
と
し
て
意
図
し
て
い
な
い
も
の
と
す
る
な
ら
、

テ
ク
ス
ト
の
意
思
に
即
す
上
で
は
彼
の
矛
盾
は
無
く
、
そ
の
場
合
は
彼
の
「
正
直
」
の
多
元
的
構
え
か
ら
仏
教
は
除
外
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
勿
論
、「
正
直
」
が
託
宣
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
書
物
の
体
裁
と
し
て
そ
の
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と
は
当
然
で
あ
る

に
せ
よ
、
そ
れ
は
仏
教
思
想
を
援
用
し
た
事
実
を
無
効
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
れ
ば
、
仏
教
（
仏
教
用
語
）
を
拒
絶
す
る
方
針
と

実
際
の
援
用
の
間
に
ど
う
し
て
も
困
難
を
覚
え
ね
ば
な
ら
ず
、
問
題
は
こ
の
両
者
の
調
停
如
何
に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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『
倭
姫
命
世
記
』
に
仏
教
忌
避
の
根
拠
を
求
め
る
な
ら
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
天
照
太
神
の
意
向
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
彼
の
本
文

に
即
す
限
り
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
何
故
に
天
照
太
神
が
仏
教
を
忌
避
す
る
の
か
と
い
っ
た
理
由
は
全
く

明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
『
倭
姫
命
世
記
』
と
一
部
本
文
の
表
現
を
共
有
す
る
『
中
臣
祓
訓
解
』
を
参
照
し
て
み
る
な
ら49

、
そ

こ
で
は
既
に
神
話
的
な
操
作
に
よ
り
矛
盾
的
対
立
の
合
理
化
が
試
み
ら
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。

（
法
界
法
身
心
王
大
日
は
）
権
化
の
姿
ヲ
現
じ
、
跡
ヲ
閻
浮
堤
に
垂
れ
、
府
璽
を
魔
王
に
請
ひ
テ
、
降
伏
の
神
力
を
施
シ
テ
、
神

光
神
使
八
荒
ニ
駅
シ
、
慈
悲
慈
檄
、
十
方
に
領
シ
ヨ
リ
以
降
、
悉
ク
大
神
、
外
ニ
ハ
仏
教
ニ
異
ナ
ル
儀
式
ヲ
顕
シ
、
内
ニ
ハ
仏
法

を
護
る
神
兵
と
為
る
。
内
外
詞
異
ナ
ル
ト
雖
モ
、
化
度
の
方
便
に
同
じ
ク
、
神
ハ
則
ち
諸
佛
ノ
魂
、
仏
ハ
則
ち
諸
神
ノ
性
な
り50

。

こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
第
六
天
魔
王
譚
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
た
逸
話
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
類
す
る
逸
話
は
他
に
も
『
沙
石
集
』
で
も
些

か
詳
し
く
披
瀝
さ
れ
て
い
る
。

去
弘
長
年
中
、
太
神
宮
ヘ
詣
テ
侍
シ
ニ
、
或
社
官
ノ
語
シ
ハ
、
当
社
ニ
三
寶
ノ
御
名
ヲ
忌
、
御
殿
近
ク
ハ
僧
ナ
ド
モ
詣
デ
ヌ
事
ハ
、

昔
此
國
未
ダ
ナ
カ
リ
ケ
ル
時
、
大
海
ノ
底
ニ
大
日
ノ
印
文
ア
リ
ケ
ル
ニ
ヨ
リ
、
太
神
宮
御
鉾
指
下
テ
サ
グ
リ
給
ケ
ル
。
其
鉾
ノ

滴
、
露
ノ
如
ク
也
ケ
ル
時
、
第
六
天
魔
王
遥
ニ
見
テ
、「
此
滴
國
ト
成
テ
、
佛
法
流
布
シ
、
人
倫
生
死
ヲ
出
ベ
キ
相
ア
リ
」
ト
テ
、

失
ハ
ン
為
ニ
下
ダ
リ
ケ
ル
ヲ
、
太
神
宮
、
魔
王
ニ
會
給
テ
、「
我
三
寶
ノ
名
ヲ
モ
イ
ハ
ジ
、
我
身
ニ
モ
近
ヅ
ケ
ジ
、
ト
ク
〳
〵
歸

リ
上
給
ヘ
」
ト
、
誘
ヘ
給
ケ
レ
バ
歸
ニ
ケ
リ
。
其
御
約
束
ヲ
〔
タ
ガ
ヘ
ジ
ト
テ
〕、
僧
ナ
ド
御
殿
近
ク
參
ラ
ズ
。
社
檀
ニ
シ
テ
ハ
、

経
ヲ
モ
ア
ラ
ハ
ニ
ハ
持
ズ
。
三
寶
ノ
名
ヲ
モ
タ
ヾ
シ
ク
謂
ズ
。
佛
ヲ
バ
立
ス
ク
ミ
、
經
ヲ
バ
染
紙
、
僧
ヲ
〔
バ
〕
髪
長
、
堂
ヲ
バ

コ
リ
タ
キ
ナ
ド
イ
ヒ
テ
、
外
ニ
ハ
仏
法
ヲ
憂
キ
事
ニ
シ
、
内
ニ
ハ
深
ク
三
寶
ヲ
守
リ
給
フ
事
ニ
テ
御
座
マ
ス
故
ニ
、
我
國
ノ
佛
法
、

偏
ニ
太
神
宮
ノ
御
守
護
ニ
ヨ
レ
リ51

。

こ
れ
は
要
す
る
に
、
日
本
の
国
土
誕
生
は
仏
法
の
流
布
を
伴
う
も
の
で
、
魔
王
は
そ
れ
に
対
し
て
妨
害
を
企
て
よ
う
と
す
る
わ
け
で
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あ
る
が
、
天
照
太
神
は
仏
法
の
忌
避
を
魔
王
と
約
束
し
国
土
の
誕
生
を
認
め
さ
せ
た
と
言
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
逸
話
を
無
住
は
伊
勢

の
社
官
よ
り
聞
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら52

、
神
道
者
の
間
で
通
用
し
た
も
の
と
も
言
え
よ
う
が
、
そ
も
そ
も
『
倭
姫
命
世
記
』
に

は
こ
の
逸
話
の
存
在
を
示
唆
す
る
よ
う
な
表
現
が
無
く
、
仏
教
的
痕
跡
に
つ
い
て
も
仏
教
の
肯
定
に
結
び
つ
い
て
は
お
ら
ず
、
し
か
も

そ
の
仏
教
的
痕
跡
は
潜
在
的
に
疑
わ
れ
る
程
度
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
文
面
上
は
あ
く
ま
で
仏
教
忌
避
が
強
調
さ
れ
た
と
見
る
の
が
良

い
。
そ
れ
故
、『
倭
姫
命
世
記
』
の
文
脈
上
で
第
六
天
魔
王
譚
に
仏
教
忌
避
の
理
由
を
積
極
的
に
求
め
る
こ
と
は
困
難
な
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、『
倭
姫
命
世
記
』
か
ら
や
や
範
囲
を
拡
大
し
、
伊
勢
神
道
に
等
し
く
依
拠
さ
れ
た
神
道
五
部
書
と
い
う
範
疇
に
仏
教
忌
避

の
理
由
を
求
め
て
み
る
と
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。『
寶
基
本
記
』
で
は
「
故
神
人
守
混
沌
之
始
。
屛
佛
法
之
息
。
置
高
臺
之
上
。

崇
敬
神
祗
。
住
無
貳
之
心
。
奉
祈
朝　

。」53

、『
御
鎭
座
傳
記
』
で
は
「
佛
法
言
忌
」54

、「
故
神
人
守
混
沌
之
始
。
屛
佛
法
之
息
。
崇
神

祗
。」55

と
言
い
、
他
に
も
『
御
鎭
座
本
記
』
で
は
「
不
行
佛
法
言
」56

と
も
言
い
、『
倭
姫
命
世
記
』
と
同
様
に
仏
教
忌
避
の
態
度
が
貫
か

れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
『
寶
基
本
記
』
で
は
神
道
と
仏
教
が
類
比
的
に
併
記
さ
れ
て
お
り
、
神
道
に
対
す
る
仏
教
の
位
置
づ
け

を
端
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

神
道
は
混
沌
の
堺
よ
り
出
て
混
沌
の
始
に
帰
す
。
三
寶
は
有
無
之
見
を
破
り
、
實
相
の
地
に
佛
る
。
神
は
穢
悪
を
罸
し
正
源
に
導

く
。
佛
も
ま
た
教
令
を
立
て
、
有
想
を
破
り
、
目
は
妄
に
視
ず
、
耳
は
妄
に
聽
か
ず
、
鼻
は
妄
に
香
ず
、
口
は
妄
に
言
ず
、
手
は

妄
に
持
た
ず
、
足
は
妄
に
行
か
ず
、
精
は
妄
に
施
さ
ず
。
其
れ
死
し
た
れ
ば
、
是
に
及
ぶ
な
り57

。

こ
こ
で
は
神
仏
両
者
の
類
似
性
が
一
応
に
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
て
末
尾
に
「
詔
、
掃
災
招
福
、
必
憑
幽
冥
、

敬
神
尊
佛
、
淸
淨
爲
先
。」
と
さ
え
言
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
「
其
れ
死
し
た
れ
ば
、
是
に
及
ぶ
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
神

道
で
忌
ま
れ
る
死
が
仏
教
と
緊
密
に
結
び
付
け
ら
れ
て
お
れ
ば
、
こ
の
点
に
於
て
両
者
は
鮮
や
か
に
切
り
分
け
ら
れ
る
。
恐
ら
く
は
、

長
き
に
亘
り
生
死
を
繰
り
返
す
菩
薩
行
、
或
い
は
浄
土
往
生
と
い
っ
た
こ
と
が
、
死
を
媒
介
と
し
た
成
仏
と
捉
え
ら
れ
た
為
な
の
で
あ
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ろ
う58

。
こ
の
よ
う
な
死
と
仏
教
の
結
び
つ
き
は
『
寶
基
本
記
』
に
限
ら
れ
な
い
。
他
に
も
『
古
老
口
實
伝
』
で
「
一
、宮
司
家
中
禁
法
の
事
」

と
し
て
「
僧
尼
及
び
重
輕
服
人
々
等
、
同
宿
同
坐
せ
ざ
れ
。（
割
註
：
但
し
僧
は
、
烏
帽
子
直
垂
に
し
て
俗
形
が
如
く
し
て
、
そ
の
像

を
改
む
れ
ば
、
同
じ
く
坐
す
。
云
々
）」59

と
言
い
、
僧
侶
が
死
と
関
る
範
疇
で
扱
わ
れ
禁
忌
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
規

定
は
既
に
『
年
中
行
事
秘
抄
』
の
「
大
中
小
祀
、
其
の
致
斎
、
散
斎
の
間
、
幷
び
に
仏
寺
、
故
者
を
忌
む
事
の
限
を
相
い
定
む
べ
き
事
」

の
項
に
「
貞
観
神
祇
式
に
云
く
、
凡
そ
六
月
、
十
二
月
の
月
次
、
十
一
月
の
新
嘗
等
の
祭
の
前
後
の
散
斎
の
間
に
、
僧
尼
及
び
重
服
の

情
を
奪
い
て
公
に
從
う
の
輩
は
内
裏
に
参
入
を
す
る
を
得
ざ
れ
。
軽
服
人
と
雖
も
、
致
斎
幷
び
に
散
斎
之
日
に
、
参
入
す
る
を
得
ざ
れ
。

自
余
の
諸
祭
斎
日
、
皆
な
此
の
例
に
同
じ
く
せ
よ
、
と
。」
に
も
見
え
て
い
る
。
し
か
し
『
古
老
口
實
伝
』
で
は
、
僧
侶
を
俗
形
に
改

め
る
こ
と
で
禁
忌
の
回
避
が
可
能
だ
と
も
し
て
お
り
、
そ
う
な
る
と
こ
の
場
合
、
そ
の
人
が
出
家
者
だ
と
い
う
事
実
が
で
は
な
く
、
出

家
者
特
有
の
容
貌
が
禁
忌
の
対
象
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
、
あ
く
ま
で
形
式
の
適
正
化
の
範
囲
に
禁

忌
回
避
の
方
策
を
求
め
る
態
度
で
あ
る
と
言
え
、ま
さ
に
こ
れ
と
同
様
の
構
造
が
忌
詞
の
用
法
に
於
て
も
見
い
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

先
に
既
に
挙
げ
た
通
り
、
内
七
言
は
仏
教
に
関
る
忌
詞
で
あ
る
が
、
仏
教
用
語
を
い
わ
ば
換
言
す
る
こ
と
で
禁
忌
を
回
避
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る60

。
外
七
言
に
つ
い
て
も
こ
れ
と
同
様
の
働
き
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
例
え
ば
「
死
」
を
「
な
ほ

る
」
と
言
っ
て
、
い
か
に
死
を
忌
避
し
て
も
、
死
は
厳
然
と
存
在
し
、
死
そ
の
も
の
を
否
定
し
、
無
化
す
る
こ
と
は
叶
わ
ず
、
忌
避
は

存
在
の
否
定
・
無
化
ま
で
を
決
し
て
意
味
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
故
、
僧
侶
に
対
し
て
も
、
そ
の
存
在
を
否
定
・
無
化
す
る
ま
で
も
な

く
、
俗
形
に
改
め
る
こ
と
で
禁
忌
の
対
象
か
ら
回
避
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
仏
教
の
思
想
的
援
用

の
事
実
は
、
忌
避
の
対
象
が
あ
く
ま
で
そ
の
形
式
面
に
限
定
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
、
こ
れ
に
よ
り
援
用
と
忌
避
の
対
立
を
矛
盾
無
く

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る61

。
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こ
の
よ
う
に
眺
め
て
見
る
と
、
神
道
の
「
正
直
」
を
仏
教
の
「
自
性
清
浄
心
」
と
捉
え
る
に
せ
よ
、
仏
教
的
な
言
表
・
表
示
を
改
め

る
こ
と
で
、
仏
教
の
忌
避
は
足
り
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
思
想
構
築
の
上
で
仏
教
と
本
源
性
を
共
有
し
な
が
ら
、
神
道
祭
祀
の

自
立
性
・
優
位
性
を
保
持
す
る
こ
と
に
一
定
の
合
理
化
が
果
た
さ
れ
た
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、『
倭
姫
命
世
記
』
が
「
正

直
」
を
仏
教
思
想
の
文
脈
上
か
ら
語
る
方
途
が
開
か
れ
、
彼
の
多
元
的
構
え
か
ら
仏
教
が
排
除
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

『
御
鎭
座
傳
記
』
の
「
正
直
」

続
け
て
『
御
鎭
座
傳
記
』
を
見
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

倭
姬
命
、
礒
宮
に
坐
す
。
冬
十
一
月
、
新
嘗
祭
の
夜
深
て
、
雜
人
等
退
出
の
後
、
神
主
物
忌
等
に
宣
く
、
我
今
夜
、
皇
太
神
并
止

由
氣
皇
太
神
の
勅
を
承
り
て
、
託
宣
す
る
所
、
汝
正
明
し
く
聞
き
給
へ
。
人
は
乃
ち
天
下
之
神
物
也
。
心
神
を
傷
ふ
莫
か
れ
。
神

垂
は
祈
禱
を
以
て
先
と
爲
し
、
冥
加
は
正
直
を
以
て
本
と
爲
す
。
其
の
本
心
に
任
し
、
皆
大
道
を
得
せ
し
む
。
故
に
神
人
は
混
沌

之
始
を
守
り
、
佛
法
之
息
を
屛
し
、
神
祗
を
崇
む
。
散
齋
致
齋
内
外
潔
齋
之
日
に
は
、
喪
を
弔
ひ
、
疾
を
問
ひ
、
完
を
食
ら
ふ
を

得
ざ
れ
。
刑
煞
を
判
ぜ
ず
、
罪
人
を
決
罰
せ
ず
、
音
樂
を
作
さ
ず
、
穢
惡
事
に
預
ら
ず
、
そ
の
正
し
き
を
散
失
せ
ず
、
其
の
精
明

の
德
を
致
せ
。
左
物
を
右
に
移
さ
ず
、
兵
器
を
用
い
る
こ
と
无
く
、
鞆
音
を
聞
か
ず
、
口
に
穢
惡
を
言
は
ず
、
目
に
不
淨
を
見
ず
、

鎭
め
て
謹
愼
之
誠
を
專
に
し
、
宜
し
く
在
す
が
如
き
の
礼
を
致
す
べ
し
、
と
。
時
に
大
神
主
阿
波
良
波
命
、
宣
を
承
り
て
之
れ
を

記
す62

。
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こ
こ
で
は
先
ず
「
人
は
乃
ち
天
下
之
神
物
也
。
心
神
を
傷
ふ
莫
か
れ
。」
と
し
て
、
人
間
存
在
が
「
神
物
」
で
あ
り
、
そ
れ
故
「
心

神
」
を
障
害
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
こ
の
表
現
は
『
老
子
河
上
公
章
句
』
無
為
第
二
十
九
の
「
將
欲
取
天
下
欲
爲

天
下
主
也
。
而
爲
之
、
欲
以
有
爲
治
民
。
吾
見
其
不
得
已
。
我
見
其
不
得
天
道
人
心
已
明
矣
、
天
道
惡
煩
濁
、
人
心
惡
多
欲
。
天
下
神

器
、
不
可
爲
也
（
或
作
「
不
可
執
也
」）。
器
、
物
也
。
人
乃
天
下
之
神
物
也
、
神
物
好
安
靜
、
不
可
以
有
爲
治
。
爲
者
敗
之
、
以
有
為

治
之
、
則
敗
其
質
性
。
執
者
失
之
。
強
執
教
之
、
則
失
其
情
實
、
生
於
詐
僞
也
。
故
物
或
行
或
隨
、
上
所
行
、
下
必
隨
之
也
。
或
歔
或

吹
、
歔
、
溫
也
。
吹
、
寒
也
。
有
所
溫
必
有
所
寒
也
。
或
強
或
羸
、
有
所
強
大
、
必
有
所
贏
弱
也
。
或
挫
或
隳
。
載
、
安
也
。
隳
、
危

也
。
有
所
安
必
有
所
危
、
明
人
君
不
可
以
有
爲
治
國
與
治
身
也
。
是
以
聖
人
去
甚
、
去
奢
、
去
泰
。
甚
謂
貪
淫
聲
色
。
奢
謂
服
飾
飮
食
。

泰
謂
宮
室
臺
榭
。
去
此
三
者
、
處
中
和
、
行
無
爲
、
則
天
下
自
化
。」63

と
す
る
箇
所
を
参
照
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。『
河
上
公
章
句
』

で
は
、
人
間
存
在
の
源
底
に
無
為
な
る
「
天
道
」
を
据
え
、
有
為
（
人
間
の
作
為
）
を
否
定
し
、
寧
ろ
本
来
性
へ
の
回
帰
を
待
っ
て
治

政
が
成
る
と
の
主
張
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
言
う
「
神
」
は
決
し
て
『
御
鎭
座
傳
記
』
で
言
う
よ
う
な
「
神
」
で
は
な
い
し
、
そ

も
そ
も
有
為
な
礼
に
対
す
る
批
判
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
た
め
、『
河
上
公
章
句
』
の
論
理
性
を
そ
の
ま
ま
『
御
鎭
座
傳
記
』
に
適

用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
人
間
が
「
神
物
」
で
あ
る
こ
と
と
「
心
神
」
を
損
な
わ
な
い
こ
と
と
の
関
連
性
は
、
あ
く

ま
で
『
御
鎭
座
傳
記
』
の
記
述
の
範
囲
で
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

蓋
し
聞
け
り
。
天
地
未
だ
剖
せ
ず
、
陰
陽
分
か
れ
ざ
る
以
前
、
是
を
混
沌
と
名
づ
く
。
万
物
の
靈
に
し
て
是
を
虛
空
神
と
名
づ
く
。

亦
た
大
元
神
と
曰
ふ
。
亦
た
國
常
立
神
、
亦
た
倶
生
神
と
も
名
づ
く
。
希
夷
視
聽
之
外
、
氤
氳
氣
象
之
中
、
虛
に
し
て
靈
有
り
、

一
に
し
て
體
無
く
、
故
に
廣
大
慈
悲
を
發
し
、
自
在
神
力
に
於
て
種
〻
形
を
現
じ
、
種
〻
心
行
に
随
ひ
方
便
利
益
を
爲
し
、
表
す

る
所
を
名
づ
け
て
大
日
孁
貴
と
曰
ふ
。
亦
た
天
照
太
神
と
曰
ふ
。
万
物
の
本
躰
と
爲
り
て
萬
品
を
度
し
、
世
間
人
兒
が
母
胎
に
宿

る
が
如
き
な
り
。
亦
た
止
由
氣
皇
太
神
月
天
尊
、
天
地
之
間
に
氣
形
質
未
だ
相
い
離
れ
ざ
る
を
、
是
を
渾
淪
と
名
づ
け
、
顯
す
所
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の
尊
形
を
金
神
と
名
づ
け
、
生
化
の
本
性
、
万
物
の
惣
躰
な
り
。
金
は
則
ち
水
に
朽
ち
ず
火
に
燒
か
れ
ず
、
本
性
精
明
に
し
て
、

故
に
亦
た
名
づ
け
て
神
明
と
曰
ふ
。
亦
た
大
神
と
も
名
づ
く
。
大
慈
・
本
誓
に
任
し
て
、
人
毎
に
、
思
に
随
ひ
て
、
寶
を
雨
ふ
ら

す
こ
と
龍
王
寶
珠
の
如
く
、
萬
品
を
利
す
こ
と
水
德
の
如
く
、
故
に
亦
た
御
氣
都
神
と
名
づ
く
。
金
玉
は
則
ち
衆
物
の
中
で
功
用

甚
だ
勝
に
し
て
、
朽
ち
ず
焼
か
れ
ず
、
壊
さ
ず
黒
れ
ず
、
故
に
名
を
爲
す
な
り
。
内
外
表
裏
無
く
、
故
に
本
性
と
爲
す
。
謂
く
、

人
は
乃
ち
金
神
之
性
を
受
け
、
須
く
渾
屯
之
始
を
守
る
べ
し
。
故
に
則
ち
神
を
敬
う
態
、
淸
淨
を
以
て
先
と
爲
す
。
謂
く
、
正
に

從
う
を
以
て
淸
淨
と
爲
し
、
惡
に
随
ふ
を
以
て
不
淨
と
爲
す
。
惡
と
は
不
淨
之
物
に
し
て
、
鬼
神
の
惡
む
所
な
り64

。

右
は
『
御
鎭
座
傳
記
』
に
示
さ
れ
た
天
地
開
闢
論
で
あ
る
が
、
人
間
存
在
は
天
地
開
闢
以
前
の
神
性
た
る
「
金
神
之
性
」
を
内
に
宿

す
存
在
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、「
神
物
」
と
は
、
神
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
、
神
を
本
質
と
す
る
存
在
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
「
心
神
」
を
損
な
う
べ
き
で
な
い
と
の
こ
と
は
、「
人
は
乃
ち
金
神
之
性
を
受
け
、
須
く
渾
屯
之
始
を
守
る
べ
し
。
故

に
則
ち
神
を
敬
う
態
、
淸
淨
を
以
て
先
と
爲
す
。
謂
く
、
正
に
從
う
を
以
て
淸
淨
と
爲
し
、
惡
に
随
ふ
を
以
て
不
淨
と
爲
す
。
惡
と
は

不
淨
之
物
に
し
て
、
鬼
神
の
惡
む
所
な
り
。」
と
内
容
的
に
呼
応
し
て
お
り
、「
心
神
」
は
、
そ
の
神
性
の
所
在
が
心
で
あ
る
こ
と
を
指

示
す
る
語
と
し
て
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
け
て
、件
の
「
神
垂
は
祈
禱
を
以
て
先
と
爲
し
、冥
加
は
正
直
を
以
て
本
と
爲
す
。」

の
一
文
が
示
さ
れ
、更
に
「
其
の
本
心
に
任
し
、皆
大
道
を
得
せ
し
む
。」
と
言
う
。
こ
の
一
連
の
言
説
の
流
れ
を
踏
ま
え
る
な
ら
、「
正

直
」
は
「
心
神
」
を
損
な
わ
ず
本
来
在
る
べ
き
ま
ま
の
よ
う
に
在
る
状
態
を
意
味
し
、
祭
祀
者
は
そ
の
本
源
性
（
本
心
）
に
基
づ
き
つ

つ
大
道
を
体
現
し
た
人
物
を
理
想
と
す
る
こ
と
が
描
写
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
眺
め
て
み
る
と
、『
御
鎭
座
傳
記
』
は
『
河
上
公
章
句
』
の
「
天
道
」
を
日
本
の
神
へ
と
読
み
替
え
た
も
の
と
言
え
、

作
為
な
く
本
来
性
の
あ
る
が
ま
ま
の
表
出
を
望
む
主
張
を
共
有
し
た
も
の
と
評
さ
れ
る
。
実
に
『
御
鎭
座
傳
記
』
の
善
悪
は
「
淸
淨
」

と
「
不
淨
」
と
い
っ
た
本
来
性
の
障
礙
の
存
否
に
即
し
て
語
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
道
家
的
な
「
無
為
自
然
」
に
親
和
的
で
あ
る
一
方
、



蓮花寺佛教研究所紀要　第八号　共同研究

150

先
に
指
摘
し
た
通
り
、
祭
祀
が
あ
く
ま
で
「
在
す
が
如
き
の
礼
」
と
さ
れ
て
い
る
点
で
、
祭
祀
の
捉
え
方
は
儒
学
的
構
え
の
上
に
在
り
、

こ
こ
で
『
河
上
公
章
句
』
の
主
張
と
分
岐
す
る
こ
と
に
な
る
。

祭
祀
を
礼
と
す
る
『
御
鎭
座
傳
記
』
の
記
述
は
、「
鎭
め
て
謹
慎
之
誠
を
專
に
し
、宜
し
く
在
す
が
如
き
の
礼
を
致
す
べ
し
」
と
あ
り
、

祭
祀
者
の
態
度
と
し
て
明
瞭
に
「
誠
」
を
要
請
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
中
庸
』
に
対
し
て
近
し
い
位
置
を
示
唆
す
る
も
の
と
言
え
る
。

そ
れ
で
は
、『
御
鎭
座
傳
記
』
は
い
か
に
し
て
「
在
す
が
如
き
の
礼
」
を
無
為
な
る
本
来
性
の
表
出
と
捉
え
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
『
中
庸
』
で
「
誠
」
を
「
天
の
道
」
と
す
る
こ
と
に
依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、『
禮
記
正
義
』（
禮
運
第
九
）
で

は
そ
の
こ
と
を
天
地
開
闢
論
と
関
連
付
け
て
詳
説
し
て
い
る
。

○
正
義
曰
：
此
一
節
論
上
言
禮
既
藏
於
郊
社
天
地
之
中
、是
故
制
禮
必
本
於
天
以
爲
教
也
。
○
「
必
本
於
大
一
」
者
、謂
天
地
未
分
、

混
沌
之
元
氣
也
。
極
大
曰
大
、
未
分
曰
一
、
其
氣
既
極
大
而
未
分
、
故
曰
大
一
也
。
禮
理
既
與
大
一
而
齊
、
故
制
禮
者
用
至
善
之

大
理
以
爲
教
本
、
是
本
於
大
一
也
。
○
「
分
而
爲
天
地
」
者
、
混
沌
元
氣
既
分
、
輕
清
爲
天
在
上
、
重
濁
爲
地
在
下
、
而
制
禮
者

法
之
、
以
立
尊
卑
之
位
也
。
○
「
轉
而
爲
陰
陽
」
者
、
天
地
二
形
既
分
、
而
天
之
氣
運
轉
爲
陽
、
地
之
氣
運
轉
爲
陰
。
而
制
禮
者
、

貴
左
以
象
陽
、
貴
右
以
法
陰
。
又
因
陽
時
而
行
賞
、
因
陰
時
而
行
罰
也
。
○
「
變
而
爲
四
時
」
者
、
陽
氣
則
變
爲
春
夏
、
陰
氣
則

變
爲
秋
冬
、
而
制
禮
者
、
吉
禮
則
有
四
面
之
坐
、
凶
時
有
恩
理
節
權
、
是
法
四
時
也
。
○
「
列
而
爲
鬼
神
」
者
、
鬼
神
、
謂
生
成

萬
物
鬼
神
也
。
四
時
變
化
、生
成
萬
物
、皆
是
鬼
神
之
功
。
聖
人
制
禮
、則
陳
列
鬼
神
之
功
以
爲
教
也
。
○
「
其
降
曰
命
」
者
、降
、

下
也
。
言
聖
人
制
禮
、
皆
仰
法
「
大
一
」
以
下
之
事
、
而
下
之
以
爲
教
命
也
。
○
「
其
官
於
天
也
」
者
、
結
之
也
。
官
、
猶
法
也
。

言
聖
人
所
以
下
爲
教
命
者
、
皆
是
取
法
於
天
也65

。

右
に
よ
れ
ば
、
礼
は
天
地
開
闢
以
前
の
「
混
沌
之
元
氣
」
に
基
礎
付
け
ら
れ
て
お
り
、「
至
善
之
大
理
」
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の

だ
と
言
う
。
そ
れ
故
、
礼
は
天
地
運
行
の
有
り
様
の
反
映
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
礼
は
本
来
性
の
あ
り
の
ま
ま
の
表
出
と
い
う
こ
と
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に
な
る
。
更
に
「
四
時
變
化
」「
生
成
萬
物
」
は
皆
な
「
鬼
神
之
功
」
で
あ
る
と
し
て
、聖
人
は
そ
れ
を
礼
と
し
て
示
す
の
だ
と
も
言
っ

て
お
り
、「
四
時
變
化
」「
生
成
萬
物
」
が
自
然
な
る
在
り
方
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
生
み
出
す
「
鬼
神
」
は
先
の
原
理
に
親

し
い
位
置
を
占
め
て
い
る
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら『
御
鎭
座
傳
記
』に
於
け
る
礼
と
本
来
性
の
関
り
を
伺
う
な
ら
、そ
の
論
理
の
基
本
的
構
え
は『
河
上
公
章
句
』

よ
り『
中
庸
』に
親
し
い
と
判
じ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
祭
祀
の
潔
斎
に
関
す
る「
散
齋
致
齋
内
外
潔
齋
之
日
」と
の
記
述
は
、『
禮

記
正
義
』
に
「
致
齊
於
內
、
散
齊
於
外
。
齊
之
日
、
思
其
居
處
、
思
其
笑
語
、
思
其
志
意
、
思
其
所
樂
、
思
其
所
嗜
。
齊
三
日
、
乃
見

其
所
爲
齊
者
。
致
齊
思
此
五
者
也
、
散
齊
七
日
不
禦
、
不
樂
、
不
吊
耳
。
見
所
爲
齊
者
、
思
之
熟
也
。
所
嗜
、
素
所
欲
飲
食
也
。」66

と
す
る
構
え
を
踏
襲
し
て
い

る
こ
と
か
ら
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
の
結
果
、『
御
鎭
座
傳
記
』
の
「
正
直
」
を
巡
る
言
説
が
、
本
源
性
の
境
位
に
於
て
道
家
と
儒
家
を
邂
逅
さ
せ
、『
中
庸
』
の
礼

を
基
本
的
構
え
と
し
な
が
ら
構
成
さ
れ
る
様
子
を
窺
い
知
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
ま
た
『
御
鎭
座
傳
記
』
で
は
、「
天
地
未
だ
剖
せ
ず
、

陰
陽
分
か
れ
ざ
る
以
前
、是
を
混
沌
と
名
づ
く
。
万
物
の
靈
に
し
て
是
を
虛
空
神
と
名
づ
く
。
亦
た
大
元
神
と
曰
ふ
。
亦
た
國
常
立
神
、

亦
た
倶
生
神
と
も
名
づ
く
。
希
夷
視
聽
之
外
、
氤
氳
氣
象
之
中
、
虛
に
し
て
靈
有
り
、
一
に
し
て
體
無
く
、
故
に
廣
大
慈
悲
を
發
し
、

自
在
神
力
に
於
て
種
〻
形
を
現
じ
、
種
〻
心
行
に
随
ひ
方
便
利
益
を
爲
し
、
表
す
る
所
を
名
づ
け
て
大
日
孁
貴
と
曰
ふ
。
亦
た
天
照
太

神
と
曰
ふ
。
万
物
の
本
躰
と
爲
り
て
萬
品
を
度
し
、
世
間
人
兒
が
母
胎
に
宿
る
が
如
き
な
り
。」
と
言
い
、「
廣
大
慈
悲
」「
方
便
利
益
」

な
ど
の
仏
教
用
語
を
持
ち
出
し
つ
つ
、
神
は
「
萬
品
を
度
」
す
存
在
と
捉
え
る
な
ど
、
神
の
性
格
は
相
当
に
仏
教
的
色
彩
を
帯
び
た
も

の
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
殊
に
人
間
の
本
質
と
さ
れ
る
神
性
を
「
本
心
」
と
評
し
、
心
に
そ
の
所
在
を
求
め
、
更
に
そ
こ
か
ら
万
物

を
顕
現
さ
せ
る
よ
う
な
原
理
と
し
て
の
位
置
を
付
与
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
先
ず
は
如
来
蔵
思
想
的
枠
組
み
が
基
層
に

潜
在
し
、
そ
の
上
に
先
の
「
正
直
」
の
言
説
が
構
成
さ
れ
た
と
解
す
る
必
要
が
有
る
だ
ろ
う
。
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『
造
伊
勢
二
所
太
神
宮
寶
基
本
記
』
の
「
正
直
」

そ
れ
で
は
最
後
に
『
造
伊
勢
二
所
太
神
宮
寶
基
本
記
』
に
於
け
る
「
正
直
」
を
巡
る
言
説
を
見
て
み
よ
う
。

人
は
乃
ち
天
下
之
神
物
な
り
。
須
く
靜
謐
を
掌
す
べ
し
。
心
は
乃
ち
神
明
之
主
た
り
。
心
神
を
傷
る
こ
と
莫
か
れ
。
神
垂
は
祈
禱

を
先
と
爲
し
、
冥
加
は
正
直
を
本
と
爲
す
。
其
の
本
誓
に
よ
り
、
皆
な
大
道
を
得
せ
し
む
れ
ば
、
天
下
は
和
順
し
、
日
月
は
精
明
、

風
雨
は
時
を
た
が
へ
ず
、
国
豐
民
安
な
り
。
故
に
神
人
は
混
沌
之
始
を
守
り
、
佛
法
之
息
を
屛
し
、
高
臺
之
上
に
置
き
、
神
祗
を

崇
祭
し
、
貳
無
き
の
心
に
住
し
、
朝

を
祈
し
奉
る
。
則
ち
天
地
は
龍
圖
と
ひ
と
し
く
し
て
運
長
し
。
日
月
は
鳳
曆
と
ひ
と
し
く

徳
遥
な
り
。
海
内
は
泰
平
に
し
て
、
民
間
は
殷
富
な
り
。
各
念
へ
。
神
を
祭
る
礼
は
淸
淨
を
先
と
し
、
眞
信
を
宗
と
す
。
散
齋
致

齋
内
外
潔
齋
之
日
、
樂
さ
ず
弔
は
ず
、
其
の
心
を
散
失
せ
ず
、
其
の
精
明
之
德
を
致
し
、
左
物
を
右
に
移
さ
ず
、
兵
戈
を
用
い
ず
、

鞆
音
を
聞
か
ず
、
口
に
穢
惡
を
言
は
ず
、
目
に
不
淨
を
見
ず
、
鎭
め
て
謹
愼
之
誠
を
專
に
し
、
宜
し
く
如
在
之
礼
を
致
す
べ
し
。

法
に
背
く
を
行
は
ざ
れ
ば
、
則
ち
日
月
は
照
見
し
給
ふ
。
文
に
違
ふ
を
判
ぜ
ざ
れ
ば
、
則
ち
神
明
記
識
給
へ
り67

。

こ
こ
で
は
冒
頭
で
「
人
は
乃
ち
天
下
之
神
物
な
り
。
須
く
靜
謐
を
掌
す
べ
し
。
心
は
乃
ち
神
明
之
主
た
り
。
心
神
を
傷
る
こ
と
莫
か

れ
。」
と
言
い
、
先
の
『
御
鎭
座
傳
記
』
よ
り
一
層
明
瞭
に
神
性
の
所
在
を
心
に
求
め
て
い
る
が
、
こ
れ
に
続
け
て
件
の
「
神
垂
は
祈

禱
を
先
と
爲
し
、
冥
加
は
正
直
を
本
と
爲
す
。」
が
述
べ
ら
れ
、
以
下
も
同
様
に
『
御
鎭
座
傳
記
』
と
表
現
を
一
部
共
通
さ
せ
な
が
ら
、

天
人
感
応
說
を
強
調
さ
せ
る
と
い
っ
た
点
に
相
違
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
も
『
御
鎭
座
傳
記
』
の
内
容
と
齟
齬
を
き
た
す
よ
う

な
も
の
で
は
な
く
、
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
内
容
が
披
瀝
さ
れ
て
い
る
。

な
ほ
か
た
神
代
に
は
、
人
心
は
聖
に
し
て
常
、
直
に
し
て
正
な
り
。
地
神
之
末
、
天
下
四
國
人
夫
等
、
其
心
き
た
な
く
し
て
、
有



中世伊勢神道に於ける「正直」（その１）

153

無
之
異
名
を
分
け
、
心
走
り
使
は
し
て
、
安
時
有
る
こ
と
無
し
。
心
藏
傷
れ
て
、
神
散
去
ぬ
。
神
散
ず
れ
ば
身
喪
ぶ
。
人
、
天
地

の
靈
氣
を
受
く
る
も
、
靈
氣
之
所
化
を
貴
ば
ず
、
神
明
の
光
胤
を
種
ふ
れ
ど
も
、
神
明
の
禁
令
を
信
ぜ
ず
。
故
に
生
死
長
夜
闇
に

沇
み
、
根
國
底
國
に
吟
ふ
。
茲
に
於
て
皇
天
に
代
り
奉
り
、
西
天
眞
人
は
苦
心
を
以
て
誨
喩
し
、
修
善
せ
し
め
、
器
に
随
ひ
て
法

を
授
け
て
以
來
、
太
神
本
居
に
歸
り
託
宣
を
止
め
給
へ
り
。
若
し
節
に
應
じ
て
自
ら
告
示
す
こ
と
在
ら
ば
、
則
ち
大
明
戸
を
開
き
、

形
無
く
し
て
音
を
顯
し
、
或
は
小
童
女
茅
葉
の
上
に
昇
立
し
、
須
く
驗
言
在
る
べ
し
。
猥
に
狂
言
の
類
を
信
ず
る
莫
れ
。
天
地
に

從
ひ
て
陰
陽
を
官
す
。
神
木
を
掌
し
て
宜
し
く
自
正
を
存
す
べ
し
。
是
れ
長
生
術
に
し
て
不
老
藥
な
り
。
神
主
部
物
忌
等
は
、
託

宣
す
る
所
に
懇
に
其
の
誠
を
致
し
、
終
に
欺
貳
無
く
、
齋
仕
し
て
天
神
地
祗
を
敬
祭
せ
よ68

。

右
は
、
先
に
掲
げ
た
引
用
文
の
直
後
に
位
置
す
る
が
、
そ
こ
で
は
天
地
開
闢
し
て
以
後
の
経
緯
を
概
説
し
て
い
る
。『
寶
基
本
記
』

に
よ
れ
ば
、
当
初
人
心
は
清
浄
で
あ
っ
た
が
、
時
代
が
下
が
り
、
地
神
の
末
に
は
そ
の
心
が
汚
染
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
言
う
。
こ

の
よ
う
な
歴
史
的
な
人
心
の
劣
化
は
、『
老
子
』
第
三
十
八
章
で
も
「
失
道
而
後
徳
。
失
徳
而
後
仁
。
失
仁
而
後
義
。
失
義
而
後
禮
。

夫
禮
者
、
忠
信
之
薄
、
而
亂
之
首
。」
と
述
べ
て
お
り
、
よ
り
明
瞭
に
は
『
河
上
公
章
句
』
論
徳
第
三
十
八
に
「
上
德
不
德
、
上
德
、

謂
太
古
無
名
號
之
君
、
德
大
無
上
、
故
言
上
德
也
。
不
德
者
、
言
其
不
以
德
教
民
、
因
循
自
然
、
養
人
性
命
、
其
德
不
見
、
故
言
不
德

也
。【
中
略
】
上
禮
為
之
、
謂
上
禮
之
君
、
其
禮
無
上
、
故
言
上
禮
。
為
之
者
，
言
為
禮
制
度
，
序
威
儀
。
而
莫
之
應
、
言
禮
華
盛
實
衰
、

飾
偽
煩
多
、
動
則
離
道
、
不
可
應
也
。
則
攘
臂
而
仍
之
。
言
煩
多
不
可
應
，
上
下
忿
爭
，
故
攘
臂
相
仍
引
。」69

と
有
る
よ
う
に
、
原
初

的
太
古
に
理
想
の
状
態
を
見
て
い
る
点
で
道
家
思
想
と
共
通
性
を
見
る
。
し
か
し
、『
河
上
公
章
句
』
で
は
統
治
者
の
治
政
が
無
為
か

有
為
か
に
よ
る
変
異
で
あ
り
、『
寶
基
本
記
』
で
言
う
民
衆
自
身
の
心
の
劣
化
と
は
直
ち
に
内
容
的
に
応
じ
て
い
な
い
。
ま
た
『
河
上

公
章
句
』
で
は
「
夫
禮
者
、
忠
信
之
薄
言
禮
廢
本
治
末
、
忠
信
日
以
衰
薄
。
而
亂
之
首
。
禮
者
賤
質
而
貴
文
、
故
正
直
日
以
少
、
邪
亂

日
以
生
。」70

と
し
て
、「
礼
」
は
「
正
直
」
を
阻
害
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
祭
祀
を
「
礼
」
と
す
る
神
道
の
立
場
と
相
容
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れ
ず
、
両
者
を
直
ち
に
結
び
付
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

『
寶
基
本
記
』
の
本
文
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
人
心
の
劣
化
は
「
生
死
長
夜
闇
に
沇
」
む
こ
と
で
あ
り
、
後
半
で
我
が
国
に
仏
教
が

存
立
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
箇
所
と
円
滑
に
連
関
し
て
い
る
た
め
、
道
家
思
想
よ
り
仏
教
思
想
の
文
脈
上
か
ら
捉
え
て
お
く
の
が
宜

し
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、「
其
心
き
た
な
く
し
て
、
有
無
之
異
名
を
分
け
、
心
走
り
使
は
し
て
、
安
時
有

る
こ
と
無
し
」
は
、
不
二
平
等
真
理
の
場
に
有
無
の
二
な
る
分
別
を
持
ち
込
む
こ
と
と
解
さ
れ
、
い
わ
ば
如
来
蔵
思
想
で
い
う
無
明
に

よ
る
真
如
の
破
れ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
の
箇
所
で
も
「
神
道
は
混
沌
の
堺
よ
り
出
て
混
沌
の
始
に
歸
す
。
三
寶
は
有
無

之
見
を
破
り
、
實
相
の
地
に
仏
る
。
神
は
穢
悪
を
罸
し
正
源
に
導
く
。
佛
も
ま
た
教
令
を
立
て
、
有
想
を
破
り
、
目
は
妄
に
視
ず
、
耳

は
妄
に
聴
か
ず
、鼻
は
妄
に
香
ず
、口
は
妄
に
言
ず
、手
は
妄
に
持
た
ず
、足
は
妄
に
行
か
ず
、精
は
妄
に
施
さ
ず
。
其
れ
死
し
た
れ
ば
、

是
に
及
ぶ
な
り
。」71

と
述
べ
、「
有
無
」
の
執
著
を
解
消
し
た
先
に
「
實
相
の
地
」
を
見
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
先
の
理
解
に
齟
齬

は
無
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
如
来
蔵
思
想
で
は
、
例
え
ば
『
大
乘
起
信
論
』
で
「
無
始
無
明
」
と
言
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

真
如
の
破
れ
は
歴
史
的
に
還
元
さ
れ
る
事
象
と
し
て
扱
わ
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た『
大
乘
起
信
論
』で
は
世
界
の
開
け
は
あ
く
ま
で「
無

明
」
を
契
機
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、『
寶
基
本
記
』
で
は
「
其
心
き
た
な
く
し
て
、有
無
之
異
名
を
分
け
」
た
の
は
「
地
神
の
末
」
で
あ
っ

て
、
そ
れ
よ
り
先
の
「
神
代
に
は
、
人
心
は
聖
に
し
て
常
、
直
に
し
て
正
な
り
」
と
し
て
、
既
に
清
浄
な
る
世
界
が
成
立
し
て
い
た
と

す
る
。
或
い
は
こ
れ
を
『
大
乘
起
信
論
』
思
想
の
文
脈
か
ら
解
釈
し
て
、
三
細
相
に
よ
り
分
化
さ
れ
た
世
界72

を
尚
も
清
浄
と
理
解
し
た

可
能
性
を
完
全
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
も
そ
も
神
が
出
生
し
、
世
界
が
開
か
れ
る
動
因
を
消
極
的
な
「
無
明
」
に
求
め
る

こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
こ
の
点
に
留
意
す
る
な
ら
、『
大
乘
起
信
論
』
の
言
う
如
来
蔵
思
想
と
い
う
よ
り
も
密
教
の
そ
れ
と
し
て
捉
え

る
の
が
適
当
で
あ
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
既
に
『
天
地
麗
氣
記
』
で
は
こ
の
問
題
を
意
識
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、「
亦

た
問
ふ
。
以
何
が
觀
行
之
樞
要
と
爲
す
や
。
凡
そ
所
詮
を
答
ふ
る
に
、
憾
字
本
不
生
之
儀
を
觀
す
る
を
以
て
觀
の
最
頂
と
爲
す
。
不
生
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の
義
に
付
き
て
、
顯
と
密
は
少
し
く
異
な
り
、
顯
の
意
は
、
一
切
の
諸
法
は
妄
相
よ
り
生
じ
て
自
性
空
な
り
。
自
性
空
な
る
が
故
に
本

不
生
な
り
と
文
へ
り
。
密
教
の
心
は
、
萬
法
は
憾
字
よ
り
生
じ
て
、
還
つ
て
憾
字
に
歸
し
、
憾
字
は
滑
字
を
生
じ
、
能
生
も
滑
字
、
所

生
も
憾
字
、
能
所
は
一
體
に
し
て
實
際
を
動
ぜ
ざ
る
が
故
に
、
不
生
不
滅
な
り
。
ま
た
因
緣
生
の
法
は
、
因
緣
を
遠
離
し
て
之
れ
を
見

る
時
、
因
卽
法
界
、
緣
も
亦
法
界
な
り
。
所
生
の
法
は
是
れ
法
界
な
り
。
因
果
共
に
法
界
な
る
が
故
に
、
本
來
よ
り
實
際
を
動
ぜ
ず
。」73

と
言
い
、
無
明
に
よ
る
世
界
の
開
け
を
凡
情
の
見
な
し
と
し
て
、
そ
の
深
奥
に
密
教
的
視
点
を
据
え
る
こ
と
で
、
世
界
の
開
け
を
憾
字

の
開
展
と
し
て
捉
え
、
神
の
登
場
に
無
明
な
る
穢
悪
を
介
在
さ
せ
な
い
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
『
寶
基
本
記
』
で
如
来
蔵
性
に
写
像
さ
れ
た
神
性
に
は
『
御
鎭
座
傳
記
』
以
上
に
仏
教
的
な
論
理
構
成
が
認
め
ら
れ
る

わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
実
践
的
領
域
に
ま
で
色
濃
く
影
を
落
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
「
大
麻
。
不
淨
妄
執
を
解
除
し
、
淸
淨
本
源
に

住
す
る
爲
な
り
。
故
に
謂
く
、
神
國
を
鎮
護
す
る
境
、
福
智
円
滿
の
國
、
魔
緣
を
䥫
際
に
遷
し
、
穢
惡
を
他
界
に
撥
し
、
己
身
淸正

直
也淨
の

義
な
り
。
蓋
、
罪
を
滅
し
善
を
生
ず
る
神
呪
な
り
。
故
に
祓
と
謂
ふ
。」74

と
の
記
述
で
は
、「
祓
」
の
意
義
が
全
く
に
如
来
蔵
思
想
（
狭

義
に
は
密
教
思
想
）
的
な
構
え
の
上
で
語
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
正
直
」
を
巡
る
言
説
が
如
来
蔵
思
想
を
基
層
と
し
て
構
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
の
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
他
の
二
書
に
比
し
て
一
層
明
瞭
に
顕
れ
て
い
る
点
に
『
寶
基
本
記
』
の
記
述
の
特

徴
を
見
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

「
正
直
」
の
用
例
は
神
道
五
部
書
の
う
ち
『
倭
姫
命
世
記
』『
御
鎭
座
傳
記
』『
寶
基
本
記
』
の
三
書
に
見
出
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
倭
姫
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の
託
宣
「
神
垂
は
祈
禱
を
先
と
爲
し
、
冥
加
は
正
直
を
本
と
爲
す
」
を
共
有
し
て
い
た
。
し
か
し
三
書
の
成
立
は
個
別
的
に
考
え
ら
れ

ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
思
想
も
必
ず
し
も
同
質
で
あ
る
と
は
即
断
で
き
な
い
。
そ
れ
で
も
、
三
書
は
等
し
く
仏
教
・
儒
家
・
道
家
思
想
か

ら
多
く
の
引
用
を
行
い
、
そ
の
思
想
構
成
の
在
り
方
は
共
通
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
は
僅
か
に
三
教
の
強
調
の
加
減
に
求
め
ら

れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
故
、
三
書
に
於
け
る
「
正
直
」
は
強
調
さ
れ
る
側
面
を
そ
れ
ぞ
れ
相
違
さ
せ
な
が
ら
も
、
そ
の
他
の
要
素
と

互
い
に
接
続
可
能
な
状
態
に
開
か
れ
て
い
る
と
言
え
、
思
想
的
結
び
付
き
は
極
め
て
緊
密
で
あ
る
と
も
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
成
立
の
問
題
に
関
る
こ
と
で
も
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
順
序
で
形
成
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
言
え
な
い
ま
で
も
、

何
れ
か
先
行
の
神
書
を
肯
定
的
に
踏
ま
え
た
結
果
で
あ
る
と
ま
で
は
言
明
で
き
よ
う
。
そ
れ
故
、
最
後
発
の
神
書
か
ら
遡
行
し
て
求
め

ら
れ
る
等
質
性
は
認
め
う
る
わ
け
で
あ
り
、
神
道
五
部
書
に
向
か
い
合
う
解
釈
者
が
神
道
五
部
書
を
統
合
的
に
捉
え
る
上
で
、
実
に
積

極
的
な
契
機
を
与
え
た
と
一
応
に
評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
に
三
書
に
於
け
る
「
正
直
」
の
思
想
構
成
が
三
教
の
引
用
に
依
存
し
て
い
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
な
に
も
「
正
直
」

を
三
教
に
還
元
的
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
態
度
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
の
神
書
で
は
神
道
に
内
発
さ
れ
る
独
自
の

言
葉
で
「
正
直
」
を
明
確
に
定
義
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
が
、「
正
直
」
を
語
る
言
葉
と
し
て
三
教
の
言
葉
を
用
い
る
に
せ
よ
、
本

来
の
思
想
的
文
脈
か
ら
切
り
離
し
て
道
具
的
に
配
置
し
て
お
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
思
想
的
に
構
成
さ
れ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
神
書
の

神
道
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
為
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
対
立
的
主
張
を
含
む
三
教
の
言
説
は
、
そ
れ
が
い
か
に
類
似
し
て
い
て
も
、

本
来
の
思
想
的
文
脈
・
論
理
性
に
立
っ
て
解
釈
す
る
限
り
、
ど
う
し
て
も
相
違
性
を
呼
び
寄
せ
て
し
ま
わ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
そ
れ
故
、

神
道
と
い
う
一
つ
の
体
系
下
、
こ
れ
は
勿
論
強
固
な
体
系
と
は
到
底
言
明
で
き
な
い
ま
で
も
、
少
な
く
と
も
混
乱
な
く
語
る
話
者
の
持

つ
一
定
の
文
脈
と
い
う
意
で
解
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
一
つ
の
系
へ
の
配
置
に
は
先
の
思
想
的
分
離
が
要
件
と
な
る
。
こ

れ
に
よ
り
、
三
教
由
来
で
あ
り
な
が
ら
、
一
つ
の
系
の
下
で
再
解
釈
さ
れ
た
、
も
は
や
純
然
た
る
三
教
な
ら
ぬ
三
教
の
言
表
が
矛
盾
無
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く
成
立
す
る
様
子
を
見
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
れ
故
、
ま
さ
に
そ
の
矛
盾
の
無
さ
、
三
教
に
遍
く
求
め
ら
れ
る
共
通
性
に
、
彼
ら

の
言
う
神
道
の
所
在
を
見
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
基
本
形
は
「
人
間
存
在
の
根
底
に
真
理
を
据
え
、
そ
の
本
来
性
へ
の
回

帰
に
理
想
を
見
る
」
と
す
る
よ
う
な
言
説
に
僅
か
に
求
め
ら
れ
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
神
典
は
こ
れ
を
自
前
の
言
葉
で
自
立
的
に
語
る

こ
と
は
せ
ず
に
、
三
教
の
表
記
を
援
用
す
る
こ
と
で
自
ら
の
思
想
を
語
る
の
で
あ
り
、
そ
の
際
、
語
り
の
各
場
面
に
於
け
る
三
教
そ
れ

ぞ
れ
の
強
調
の
具
合
が
、
具
体
的
な
記
述
の
在
り
方
に
多
様
な
変
異
を
齎
す
結
果
と
な
っ
て
い
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。

註

1 『
御
鎭
座
本
記
』
に
も
「
祭
神
淸
淨
爲
先
、
我
鎭
以
得
一
爲
念
也
。」（『
新
訂
増
補
國
史
大
系
』
七　

二
五
頁
）
と
い
う
相
似
し
た
表
現
が
有
る
が
、
そ

こ
で
は
「
正
直
」
で
は
な
く
「
淸
淨
」
と
し
て
い
る
の
で
、
本
論
で
は
こ
れ
を
考
察
の
対
象
と
し
な
い
。
但
し
、『
御
鎭
座
本
記
』
に
於
て
も
、
祭
祀

者
に
対
し
て
同
様
の
態
度
が
要
請
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
注
意
を
要
す
る
。

2 『
中
世
神
道
論
』
日
本
思
想
大
系
十
九　

三
〇
頁

3 『
中
世
神
道
論
』
日
本
思
想
大
系
十
九　

十
二
～
三
頁

4 『
論
語
』
金
谷
治
訳
注　

岩
波
文
庫　

五
九
頁

5 『
大
學
・
中
庸
』
金
谷
治
訳　

岩
波
文
庫　

一
七
〇
頁

6
『
大
學
・
中
庸
』
金
谷
治
訳　

岩
波
文
庫　

二
〇
二
頁

7 『
大
學
・
中
庸
』
金
谷
治
訳　

岩
波
文
庫　

一
四
一
頁
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8 『
大
學
・
中
庸
』
金
谷
治
訳　

岩
波
文
庫　

二
〇
六
頁

9 『
大
學
・
中
庸
』
金
谷
治
訳　

岩
波
文
庫　

二
〇
六
～
七
頁

10 
『
老
子
道
德
經
河
上
公
章
句
』「
論
德
第
三
十
八
」
で
は
「
上
德
不
德
、
上
德
、
謂
太
古
無
名
號
之
君
、
德
大
無
上
、
故
言
上
德
也
。
不
德
者
、
言
其

不
以
德
教
民
、
因
循
自
然
、
養
人
性
命
、
其
德
不
見
、
故
言
不
德
也
。
是
以
有
德
。
言
其
德
合
於
天
地
、
和
氣
流
行
、
民
德
以
全
也
。
下
德
不
失
德
、

下
德
、
謂
號
謚
之
君
、
德
不
及
上
德
、
故
言
下
德
也
。
不
失
德
者
、
其
德
可
見
、
其
功
可
稱
也
。
是
以
無
德
。
以
有
名
號
及
其
身
故
。
上
德
無
為
謂

法
道
安
靜
、
無
所
施
爲
也
。
而
無
以
爲
、
言
無
以
名
號
爲
也
。
下
德
爲
之
言
爲
教
令
、
施
政
事
也
。【
中
略
】
故
失
道
而
後
德
、
言
道
衰
而
德
化
生
也
。

失
德
而
後
仁
、
言
德
衰
而
仁
愛
見
也
。
失
仁
而
後
義
、
言
仁
衰
而
分
義
明
也
。
失
義
而
後
禮
。
言
義
衰
則
失
禮
聘
、
行
玉
帛
也
。
夫
禮
者
、
忠
信
之

薄
言
禮
廢
本
治
末
、
忠
信
日
以
衰
薄
。
而
亂
之
首
。
禮
者
賤
質
而
貴
文
、
故
正
直
日
以
少
、
邪
亂
日
以
生
。」（『
老
子
道
德
經
河
上
公
章
句
』
王
卡
點

校　

中
華
書
局　

一
四
七
～
一
五
〇
頁
）
と
言
う
。
こ
こ
で
は
、
人
間
存
在
の
自
然
的
善
良
さ
の
喪
失
に
対
し
て
、
本
源
性
へ
の
回
帰
の
道
を
取
ら

ず
に
、
人
為
的
制
度
化
（
儒
学
的
礼
）
に
解
決
を
求
め
る
態
度
を
批
判
し
て
お
り
、「
正
直
」
は
人
間
本
来
の
質
朴
な
る
善
良
さ
の
表
出
と
し
て
、
彼

の
礼
と
対
置
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。「
淳
德
第
六
十
五
」
で
は
「
古
之
善
爲
道
者
、
非
以
明
民
、
將
以
愚
之
。
說
古
之
善
以
道
治
身
及
治
國
者
、

不
以
道
教
民
明
智
巧
詐
也
、
將
以
道
德
教
民
、
使
質
朴
不
詐
僞
。
民
之
難
治
、
以
其
智
多
。
民
之
所
以
難
治
者
、
以
其
智
多
而
爲
巧
僞
。
故
以
智
治
國
、

國
之
賊
；
使
智
慧
之
人
治
國
之
政
事
、
必
遠
道
德
、
妄
作
威
福
、
爲
國
之
賊
也
。
不
以
智
治
國
、
國
之
福
。
不
使
智
慧
之
人
治
國
之
政
事
、
則
民
守

正
直
、
不
爲
邪
飾
、
上
下
相
親
、
君
臣
同
力
、
故
爲
國
之
福
也
。」（
同
書　

二
五
四
～
五
頁
）
と
言
い
、
こ
こ
で
の
「
正
直
」
は
「
邪
飾
」
と
対
を

な
し
、「
質
朴
に
し
て
詐
偽
し
な
い
」
こ
と
の
類
義
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
誤
っ
た
虚
飾
を
廃
し
、
質
朴
に
し
て
偽
り
な
き
本
来
性
の
顕
れ
と
し

て
「
正
直
」
の
語
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
「
任
信
第
七
十
八
」
で
も
「
天
下
莫
柔
弱
於
水
、
圓
中
則
圓
、
方
中
則
方
、
壅
之
則
止
、
決
之

則
行
。
而
攻
堅
强
者
莫
之
能
勝
、
水
能
懷
山
襄
陵
、
磨
鐵
消
銅
、
莫
能
勝
水
而
成
功
也
。
以
其
無
以
易
之
。
夫
攻
堅
强
者
、
無
以
易
於
水
。
弱
之
勝

强
、
水
能
滅
火
、
陰
能
消
陽
。
柔
之
勝
剛
、
舌
柔
齒
剛
、
齒
先
舌
亡
。
天
下
莫
不
知
、
知
柔
弱
者
久
長
、
剛
强
者
折
傷
。
莫
能
行
。
恥
謙
卑
、
好
强
梁
。
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故
聖
人
云
：
謂
下
事
也
。
受
國
之
垢
、
是
謂
社
稷
主
；
人
君
能
受
國
之
垢
濁
者
、
若
江
海
不
逆
小
流
、
則
能
長
保
其
社
稷
、
爲
一
國
之
君
主
也
。
受

國
不
祥
、
是
爲
天
下
王
。
人
君
能
引
過
自
與
、
代
民
受
不
祥
之
殃
、
則
可
以
王
天
下
。
正
言
若
反
。
此
乃
正
直
之
言
、
世
人
不
知
、
以
爲
反
言
。」（
同

書　

二
九
七
～
八
頁
）
と
言
い
、こ
こ
に
も
「
正
直
」
の
用
例
が
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
正
直
之
言
」
と
「
反
言
」
が
対
と
な
っ
て
お
れ
ば
、「
正
直
」

は
「
反
」
と
直
接
的
に
対
と
な
る
の
で
、「
事
実
そ
の
ま
ま
」
と
の
意
と
捉
え
ら
れ
、
先
の
二
例
が
思
想
的
な
タ
ー
ム
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
一
般

的
な
用
法
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
概
観
し
て
み
る
な
ら
、『
河
上
公
章
句
』
の
「
正
直
」
に
は
人
間
存
在
の
本
来
性
の
あ
り
の
ま
ま
の
表
出

と
解
さ
れ
る
用
例
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
り
、こ
れ
は『
倭
姫
命
世
記
』の
用
例
と
極
め
て
親
し
く
あ
る
の
で
、神
書
の
成
立
に
際
し
て
道
家
典
籍
の「
正

直
」
が
踏
ま
え
ら
れ
た
可
能
性
を
想
定
さ
せ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
本
来
性
と
い
う
こ
と
以
上
に
、『
倭
姫
命
世
記
』
の
「
正
直
」
に
見
ら
れ
た

思
想
的
特
徴
で
あ
る
唯
心
論
的
構
え
、
儒
学
的
構
え
に
対
し
て
、『
河
上
公
章
句
』
の
そ
れ
は
全
く
適
合
し
て
お
ら
ず
、
寧
ろ
儒
学
的
構
え
に
対
し
て

は
否
定
的
で
さ
え
あ
り
、
そ
の
両
者
の
関
わ
り
を
儒
学
・
仏
教
ら
の
場
合
と
同
列
に
し
て
論
じ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
留
保
し
て
お
く
必

要
が
有
る
と
考
え
る
。

11 『
十
三
經
注
疏　

尚
書
正
義
』
上
海
古
籍
出
版　

二
〇
〇
七　

四
六
六
頁　

12 『
本
朝
文
粋
』
巻
三
の
「
壽
考
」
に
「
正
直
剛
柔
之
義
是
叶
」
と
有
り
、
当
該
の
箇
所
は
当
時
注
目
さ
れ
て
い
た
。

13 『
毛
詩
正
義
（
十
三
經
注
疏
）』
北
京
大
学
出
版　

二
〇
〇
〇　

五
四
五
頁　

14 

他
に
も
「
靖
共
爾
位
、
正
直
是
與
。
神
之
聽
之
、
式
穀
以
女
。
靖
、
謀
也
。
正
直
爲
正
、
能
正
人
之
曲
曰
直
。
箋
云
：
共
、
具
。
式
、
用
。
穀
、
善
也
。

有
明
君
謀
具
女
之
爵
位
、
其
志
在
於
與
正
直
之
人
爲
治
。
神
明
若
祐
而
聽
之
、
其
用
善
人
、
則
必
用
女
。
是
使
聽
天
任
命
、
不
汲
汲
求
仕
之
辭
。
言

女
位
者
、
位
無
常
主
、
賢
人
則
是
。
○
治
、
直
吏
反
。
祐
音
又
、
本
或
作
「
右
」、
又
作
「
祐
」、
並
同
。【
疏
】「
嗟
爾
」
至
「
以
女
」。
○
正
義
曰
：

大
夫
既
自
悔
仕
亂
、
又
戒
朋
友
、
恐
其
仕
不
擇
時
、
還
同
己
悔
、
故
嗟
嘆
而
深
戒
之
。
嗟
乎
！
汝
有
德
未
仕
之
君
子
、
人
之
居
、
無
常
安
樂
之
處
。

謂
不
要
以
仕
宦
爲
安
。
汝
但
安
以
待
命
、
勿
汲
汲
求
仕
、
當
自
有
明
君
謀
具
汝
之
爵
位
、
其
志
在
於
正
直
之
人
、
於
是
與
之
爲
治
者
。
此
明
君
能
得
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如
是
、
爲
神
明
之
所
聽
祐
之
、
其
用
善
人
、
必
當
用
汝
矣
。
勿
以
今
亂
世
而
仕
也
。
言
神
之
聽
之
者
、
明
君
志
與
正
直
、
故
爲
神
明
聽
祐
而
用
善
人
。

用
其
善
則
國
治
、
是
神
明
祐
之
。
○
箋
「
嗟
女
」
至
「
擇
木
」。
○
正
義
曰
：
以
此
大
夫
悔
而
戒
之
、
下
言
「
式
穀
以
汝
」、
是
知
未
仕
者
。
無
常
安

之
處
、
謂
隱
之
與
仕
、
所
安
無
常
也
。「
安
安
而
能
遷
」
者
、
無
明
君
、
當
安
此
潛
遁
之
安
居
。
若
有
明
君
、
而
能
遷
往
仕
之
、
是
出
處
須
時
、
無
常

安
也
。
必
待
時
而
遷
者
、
孔
子
曰
「
鳥
則
擇
木
」、
猶
臣
之
擇
君
、
故
須
安
此
之
安
、
擇
君
而
能
遷
也
。「
安
安
而
能
遷
」、
曲
禮
文
也
。
孔
子
曰
「
鳥

則
擇
木
」、
哀
十
一
年
左
傳
文
。
○
傳
「
靖
、
謀
」
至
「
曲
曰
直
」。
○
正
義
曰
：
「
靖
、
謀
」、
釋
詁
文
也
。
襄
七
年
左
傳
公
族
穆
子
引
此
詩
乃
云
：

「
正
直
爲
正
、
正
曲
為
直
。」
此
傳
解
正
直
、
取
彼
文
也
。
彼
杜
預
注
云
：
「
正
直
為
正
、
正
已
之
心
。
正
曲
爲
直
、
正
人
之
曲
也
。」
取
此
爲
說
。
論

語
曰
：
「
舉
直
錯
諸
枉
、能
使
枉
者
直
。」
是
直
者
能
正
人
之
曲
也
。
○
箋
「
是
使
」
至
「
則
是
」。
○
正
義
曰
：
人
之
窮
達
、在
於
上
天
。
貴
賤
生
死
、

命
皆
先
定
。
故
子
夏
云
：
「
死
生
有
命
、
富
貴
在
天
。」
是
上
天
之
命
、
定
於
冥
兆
、
非
可
以
智
力
求
、
非
可
以
進
取
得
。
易
稱
「
君
子
樂
天
知
命
」、

爲
此
也
。
大
夫
身
遭
困
厄
、
悔
於
進
仕
、
勸
友
脩
德
以
待
賢
君
。
此
詩
是
令
其
友
聽
天
之
處
分
、
任
命
之
窮
達
、
不
汲
汲
求
仕
之
辭
也
。
又
爵
位
是

君
所
設
、
官
非
其
友
之
物
、
而
此
詩
謂
之
「
爾
位
」、
故
又
解
言
汝
位
者
、
以
「
位
無
常
主
、
賢
人
則
是
」
也
。
其
友
賢
者
、
有
此
位
分
、
故
謂
之
汝

位
也
。」『
毛
詩
正
義
（
十
三
經
注
疏
）』
北
京
大
学
出
版　

二
〇
〇
〇　

九
三
九
頁
）
と
言
う
よ
う
に
、『
毛
詩
正
義
』
に
「
正
直
」
の
用
例
が
見
受

け
ら
れ
、
そ
こ
で
は
「
神
明
」
と
の
関
わ
り
か
ら
「
正
直
」
が
語
ら
れ
て
い
る
点
に
注
意
を
要
す
る
も
の
の
、
神
明
祭
祀
と
は
直
接
に
関
わ
っ
て
お

ら
ず
、「
正
直
」
そ
の
も
の
の
意
味
も
神
道
で
の
用
例
に
必
ず
し
も
親
し
く
な
い
。

15 『
十
三
經
注
疏　

尚
書
正
義
』
上
海
古
籍
出
版　

二
〇
〇
七　

四
六
四
頁　

16 『
大
正
藏
』
巻
七　

九
三
二
上

17 『
大
正
藏
』
巻
五　

二
〇
二
上

18 『
大
正
藏
』
巻
三
四　

六
二
下

19 『
大
鏡
』で
は「
此
ご
ろ
だ
に
生
れ
た
る
ち
ご
も
。
法
花
經
を
よ
む
と
申
せ
ど
も
。
ま
だ
よ
ま
ぬ
も
侍
る
ぞ
か
し
。」（『
大
鏡
』巻
七　

道
長　
『
国
史
大
系
』
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十
七　

六
四
四
頁
）
と
言
い
、『
法
華
經
』
流
行
の
様
子
を
伝
え
て
い
る
。
実
際
、
彼
の
書
で
も
「
つ
て
に
う
け
給
は
れ
ば
。
法
花
經
一
部
を
と
き
た

て
ま
つ
ら
ん
と
て
こ
そ
。
ま
づ
四
け
う
を
ば
と
き
給
け
れ
「
と
」。
そ
れ
を
な
づ
け
て
五
時
教
と
は
い
ふ
に
こ
そ
は
あ
ん
な
れ
。」（
同　

四
六
三
頁
）、

「
よ
ろ
づ
の
事
の
中
に
た
ヾ
い
ま
の
入
道
殿
下
の
あ
り
さ
ま
。
い
に
し
へ
を
き
ゝ
今
を
見
侍
に
も
。
二
つ
も
な
く
又
三
つ
も
な
く
。
な
ら
び
な
く
は
か

り
な
く
お
は
し
ま
す
。
た
と
へ
ば
一
乘
法
の
ご
と
し
。」（
同　

四
八
三
～
四
頁
）
な
ど
と
言
い
、
天
台
法
華
宗
の
教
理
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
作
品
は
読
者
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
知
識
は
作
者
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
な
い
。

20 『
本
朝
文
粋
』
巻
十
二　

讃　

後
中
書
王

21 『
日
本
書
紀
』
繼
體
天
皇
二
十
一
年
六
月

22 

幾
つ
か
例
を
挙
げ
る
な
ら
、「
大
同
四
年
閏
二
月
四
日
太
政
官
符
」
に
「
夫
奉
公
之
道
。
淸
愼
爲
先
。
無
功
之
賞
。
廉
吏
所
耻
。
冝
細
勘
上
日
依
實
申

送
。
務
從
正
直
不
得
踈
略
。」（『
類
聚
三
代
格
』
巻
六　
『
新
討
増
補
国
史
大
系
』
二
六
巻
二
六
三
頁
）、『
熊
野
御
幸
略
記
』
所
収
「
熊
野
本
宮
別
當

大
衆
等
申
文
案
」
に
は
「
然
而
偏
住
貪
欲
之
思
、
已
忘
冥
道
之
譴
、
是
以
御
山
具
録
牒
狀
、
雖
送
國
衙
、
前
司
寄
事
左
右
、
更
無
裁
許
、
唯
耽
一
旦

賄
賂
之
利
潤
、
長
背
三
所
權
現
之
護
持
、
因
茲
滿
山
大
衆
卷
舌
箝
口
、
取
返
御
牒
、
不
訴
而
去
、
非
是
人
力
之
所
覃
、
偸
待
神
明
之
相
示
而
已
、
然

間
府
君
不
慮
拝
當
州
、
是
則
爲
使
正
直
之
吏
、
以
匡
理
非
之
故
、
權
現
新
施
靈
驗
、
所
令
然
也
。
則
知
淸
廉
之
誠
、
既
在
府
君
之
意
、
伏
請
、
府
君

任
本
券
之
旨
、
垂
無
偏
之
裁
、
然
彼
此
之
眞
僞
見
調
度
之
文
書
者
也
」（『
平
安
遺
文
』
十
巻
三
八
四
〇
頁　

文
書
番
号
四
九
四
九
）
と
あ
り
、「
正
直
」

は
役
人
の
清
廉
さ
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
ま
た
『
東
大
寺
文
書
』
四
ノ
三
十
七
「
山
城
國
賀
茂
莊
住
人
等
解
」
に
は
「
右
、
謹
撿　

案
内
、
當
御
庄

爲
往
代
官
省
符
、
敢
无
他
妨
、
而
彼
御
牧
住
人
幷
定
使
藤
原
宗
元
、
始
号
御
牧
之
内
、
以
右
大
臣
家
御
勢
、
恣
引
率
八
十
餘
人
隨
兵
、
入
亂
御
庄
内
、

住
宅
□
垣
栗
林
被
切
燒
掃
條
、
未
知
其
理
、
若
有
道
理
限
者
、
被
理
非
對
決
之
後
、
正
直
可
被
領
知
、
何
窺
遷
替
隙
、
發
数
多
隨
兵
、
被
好
惡
行
哉
」

（『
平
安
遺
文
』
五
巻
一
七
六
五
頁　

文
書
番
号
二
〇
三
三
）
と
あ
り
、「
正
直
」
は
公
務
以
外
に
も
、遵
法
精
神
一
般
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
が
分
か
る
。

平
安
期
に
は
「
公
に
定
め
ら
れ
た
こ
と
に
対
す
る
私
曲
の
無
さ
」
を
意
味
す
る
語
と
し
て
一
般
に
通
用
し
た
と
解
さ
れ
よ
う
。
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23 

公
家
新
制
に
関
す
る
知
見
の
多
く
は
水
戸
部
正
男
氏
の
『
公
家
新
制
の
研
究
』（
創
文
社　

昭
和
三
六
）
に
負
っ
て
い
る
。
ま
た
当
書
に
て
新
制
の
条

文
が
校
訂
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

長
保
一
年
七
月
二
七
日
新
制
に
は

一
、
応
慎
神
事
違
例
事

右
検
案
内
、
散
斎
之
内
、
諸
司
理
事
不
可
違
失
之
状
、
載
在
令
条
、
又
太
政
官
延
長
四
年
五
月
廿
七
日
符
儞
、
国
大
事
、
莫
先
祭
祀
、
因
茲
供
奉

神
事
諸
司
、
判
官
一
人
専
当
其
事
、
可
加
督
察
之
状
、
既
在
式
条
、
然
則
神
供
之
物
、
宜
先
慎
行
、
而
今
諸
司
所
行
多
有
違
越
、
或
迫
期
日
唯
充

代
物
、
或
臨
当
日
僅
行
其
䉼
、
雖
有
充
行
之
名
、
猶
少
供
神
之
実
、
如
此
違
濫
、
積
習
為
例
、
左（

道
長
）

大
臣
宣
、
奉
勅
、
自
今
以
後
諸
祭
䉼
物
惣
計
年

中
可
用
之
数
、
諸
国
調
庸
雜
物
貢
進
之
日
、
割
納
別
蔵
、
択
本
司
并
出
納
諸
司
官
人
各
一
人
、
差
充
勾
当
令
勤
其
事
、
供
奉
諸
司
専
当
官
人
之
事

依
式
行
之
、
仍
須
量
社
遠
近
、
祭
日
以
前
、
毎
色
充
行
。
若
不
勤
預
事
、
一
物
有
闕
、
任
法
科
責
、
不
曽
寛
宥
者
、
祭
祀
之
礼
務
在
潔
、
闕
怠
之
輩
、

明
立
章
条
、
而
時
世
漸
久
、
憲
法
已
緩
、
或
供
奉
諸
司
任
意
懈
怠
、
或
禰
宜
祝
部
忘
跡
疎
略
、
遂
使
当
日
之
祭
近
及
明
朝
早
旦
之
□
、
果
臨
昏
黒
、

事
渉
非
礼
、
勤
異
如
在
、
因
之
妖
祥
荐
臻
咎
懲
不
息
、
尋
此
所
由
崇
在
神
事
左
大
臣
宣
、
奉
勅
、
自
今
以
後
、
年
中
神
事
、
分
配
上
卿
及
弁
官
等
、

慥
誠
仰
供
奉
諸
司
、
必
致
礼
信
、
依
法
勤
行
（『
公
家
新
制
の
研
究
』　

四
三
頁
）

と
あ
り
、
神
官
の
懈
怠
が
問
題
視
さ
れ
、
法
令
に
よ
り
規
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
祭
祀
は
「
国
大
事
」
で
あ
り
、「
神
供
之
物
」
は
「
慎

行
を
先
に
」
す
べ
き
で
あ
り
、「
祭
祀
之
礼
」
は
「
潔
」「
如
在
之
礼
」「
致
礼
信
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
依
法
勤
行
」
せ
よ
と
し
て
い
る
。

保
元
元
年
閏
九
月
十
八
日
の
新
制
で
は

⑴
一
、
可
令
。
下
知
諸
国
司
、
且
従
停
止
、
且
録
状
、
言
上
神
社
仏
寺
院
宮
諸
家
新
立
庄
園
事

仰
、
九
州
之
地
者
一
人
之
有
也
、
王
命
之
外
、
何
施
私
威
、
而
如
聞
、
近
年
或
語
取
国
判
、
或
称
云
公
験
、
不
経
官
奏
、
恣
立
荘
園
、
論
之
朝
章
、

理
不
可
然
、
久
寿
二
年
七
月
廿
四
日
以
後
、
不
帯
宣
旨
、
若
立
庄
園
、
且
従
停
廃
、
且
令
注
進
国
宰
容
隠
不
上
奏
者
、
即
解
見
任
、
科
違
勅
罪
、
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至
于
子
孫
、
永
不
叙
用
者
。

⑵
一
、
可
令
同
下
知
諸
国
司
、
停
止
同
社
寺
院
宮
諸
家
庄
園
本
免
外
、
加
納
余
田
幷
庄
民
濫
行
事

仰
、
件
庄
園
等
、
或
載
宮
省
符
、
或
為
勅
免
地
、
四
至
坪
付
券
契
分
明
、
而
世
及
澆
季
、
人
好
貪
婪
、
号
加
納
、
称
出
作
、
本
免
之
外
、
押
領
公

田
、
暗
減
率
法
、
対
捍
官
物
、
蚕
食
之
漸
、
狼
戻
之
基
也
、
兼
亦
以
在
庁
官
人
郡
司
百
姓
補
庄
官
、
定
寄
人
恣
募
名
田
、
遁
避
課
役
、
郡
県
之
滅
亡
、

乃
貢
之
壅
怠
、
職
而
此
由
、
庄
園
相
共
注
出
加
納
、
停
止
濫
行
、
令
従
国
務
、
若
庄
家
寄
事
於
左
右
、
不
弁
決
理
非
者
、
国
司
勒
状
、
早
経
言
上
、

随
其
状
跡
、
且
停
廃
庄
号
、
且
召
取
庄
司
、
下
検
非
違
使
、
宣
令
糺
弾
但
帯
宣
旨
幷
白
川
鳥
羽
両
院
庁
下
文
者
、
領
家
進
件
証
文
宣
待
天
裁

⑶
一
、
可
令
且
下
知
本
社
且
諸
国
司
停
止
諸
社
神
人
濫
行
事

伊
勢
大
神
宮
、
石
清
水
八
幡
宮
、
鴨
御
祖
社
、
賀
茂
別
雷
社
、
春
日
社
、
住
吉
社
、
日
吉
社
、
感
神
院
（
○
祇
園
）

仰
、
恒
例
神
事
、
所
役
惟
同
、
往
古
神
人
、
員
数
有
限
、
而
頃
年
以
降
、
社
司
等
偏
誇
神
眷
、
不
顧
皇
猷
、
恣
耽
賄
賂
、
猥
補
神
人
、
或
号
正
員
、

或
称
其
掖
、所
部
公
民
、蔑
爾
国
威
、(
先)
格
後
符
、厳
制
稠
畳
、神
不
享
非
礼
、豈
叶
神
慮
哉
、早
可
注
進
本
神
人
交
名
幷
証
文
、至
于
新
加
神
人
、

永
俾
停
止
、
社
司
若
致
懈
緩
、
改
補
他
人
者
。

⑷
一
、
可
令
仰
本
寺
幷
国
司
、
停
止
諸
寺
諸
山
悪
僧
行
事

興
福
寺
、
延
暦
寺
、
園
城
寺
、
熊
野
山
、
金
峰
山

仰
、
悪
僧
凶
暴
禁
遏
惟
重
、
而
彼
三
寺
両
山
、
夏
衆
、
彼
岸
衆
、
先
達
、
寄
人
等
、
或
号
僧
供
料
加
増
出
挙
利
、
或
称
会
頭
料
、
掠
取
公
私
物
、

若
斯
之
類
寔
蕃
有
徒
、
国
之
損
害
、
莫
大
於
此
、
慥
加
懲
粛
、
勿
令
違
犯
、
不
拘
制
法
之
輩
、
遺
本
寺
所
司
、
注
進
父
母
師
主
及
所
縁
等
、
知
不

録
与
同
罪
、
但
愁
緒
不
可
黙
止
者
、
宜
付
本
司
経
奏
聞

⑸
一
、
可
令
諸
国
司
停
止
国
中
寺
社
濫
行
事
、

仰
、
部
内
寺
社
皆
是
国
司
之
最
也
、
頃
者
或
称
霊
祠
之
末
社
、
或
号
権
門
之
所
領
社
、
補
数
千
人
之
神
人
等
者
、
定
巨
多
之
講
衆
、
各
振
己
威
、
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打
妨
吏
務
頻
横
行
郷
村
、
動
責
煩
国
衙
、
格
律
所
制
、
罪
科
不
軽
、
自
今
以
後
、
慥
従
停
止
若
於
致
奸
濫
、
早
注
進
交
名
、
随
其
所
行
、
任
法
断

決⑹
一
、
可
令
下
知
諸
社
司
、
注
進
社
領
幷
神
事
用
途
事

伊
勢
、
石
清
水
、
賀
茂
、
松
尾
、
平
野
、
稲
荷
、
春
日
、
大
原
野
、
大
神
、
石
上
、
大
和
、
広
瀬
、
竜
田
、
住
吉
、
日
吉
、
梅
宮
、
吉
田
、
広
田
、
祗
園
、

北
野
、
丹
生
、
貴
布
禰

仰
、
件
諸
社
封
戸
庄
園
勅
免
有
限
、
奠
祭
之
勤
、
且
載
在
竹
帛
、
而
近
代
社
司
等
、
好
立
神
領
、
奪
妨
公
用
、
供
最
少
之
上
分
、
籠
広
博
之
四
至
、

結
構
之
至
尤
非
穏
便
、
不
日
注
進
社
領
幷
用
途
、
若
致
遅
怠
、
処
以
重
科
。

⑺
一
、
可
令
下
知
諸
寺
司
、
注
進
寺
領
幷
仏
事
用
途
事

東
大
寺
、
興
福
寺
、
元
興
寺
、
大
安
寺
、
薬
師
寺
、
西
大
寺
、
法
隆
寺
、
延
暦
寺
、
園
城
寺
、
天
王
寺
、

仰
、
件
寺
、
或
謂
本
願
之
起
請
、
或
謂
臨
時
之
仏
寺
、
計
宛
色
数
、
施
入
田
園
而
所
司
大
衆
為
貪
旧
領
之
地
利
、
趍
求
新
立
之
庄
園
、
不
啻
忘
戒

行
兼
亦
背
憲
章
、
早
注
進
寺
領
幷
用
途
目
非
聖
断
一
勿
掠
公
地
（
上
掲
書　

八
九
頁
）

と
言
う
。
こ
の
う
ち
、
⑴
と
⑵
は
寺
社
を
含
め
た
荘
園
整
理
令
、
⑶
と
⑷
と
⑸
は
神
人
・
僧
兵
の
略
奪
行
為
禁
止
令
、
⑹
と
⑺
は
社
寺
に
属
す
る
個

人
の
横
領
を
防
止
す
る
令
と
な
っ
て
お
り
、
社
寺
の
私
利
私
欲
に
基
づ
く
経
済
的
拡
大
が
国
家
的
に
問
題
視
さ
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
そ
れ
に
対

し
て
「
神
不
享
非
礼
、
豈
叶
神
慮
哉
」
と
言
い
、
社
寺
の
動
向
を
戒
め
て
い
る
。

治
承
二
年
七
月
一
八
日
新
制
で
は
、

一
、
応
同
搦
進
諸
社
神
人
諸
寺
悪
僧
往
反
国
中
致
濫
行
事

右
同
宣
、
奉
勅
、
近
年
、
諸
社
神
人
、
諸
寺
悪
僧
或
横
行
京
中
決
断
訴
訟
、
或
発
向
諸
国
侵
奪
田
地
。
就
中
延
暦
興
福
両
寺
悪
僧
、
熊
野
山
先
達
、

日
吉
社
神
人
等
、
殊
以
蜂
起
、
同
下
知
諸
国
、
慥
令
搦
進
其
身
者
。（
上
掲
書　

一
〇
四
頁
）



中世伊勢神道に於ける「正直」（その１）

165

と
あ
り
、
訴
訟
沙
汰
、
暴
力
行
為
に
よ
り
社
寺
が
経
済
的
拡
大
を
行
う
こ
と
を
問
題
視
し
、
そ
の
実
行
犯
の
逮
捕
を
命
じ
て
い
る
。

建
久
二
年
三
月
二
二
日
新
制
の
社
寺
に
関
る
事
書
を
窺
う
と
、

⑴
一
、
可
令
下
知
諸
国
司
、
注
進
神
社
仏
寺
院
宮
諸
家
庄
園
本
免
外
加
納
余
田
幷
保
元
己
後
新
立
庄
々
及
国
中
訴
訟
庄
民
濫
行
事

⑵
一
、
可
令
下
知
諸
国
司
、
停
止
神
社
仏
寺
及
諸
人
所
領
不
経
上
泰
、
成
国
免
庁
宣
事

⑶
一
、
可
停
止
諸
国
人
民
以
私
領
寄
与
神
人
悪
僧
幷
武
勇
輩
事

⑷
一
、
可
令
本
社
修
造
諸
国
一
二
宮
及
為
宗
霊
社
事

⑸
一
、
可
令
諸
国
司
修
造
国
分
二
寺
事

⑹
一
、
可
令
且
下
知
本
社
、
仰
京
畿
諸
国
所
部
官
司
停
止
諸
社
神
人
濫
行
事

⑺
一
、
可
令
仰
本
寺
幷
京
畿
諸
国
所
部
官
司
、
停
止
諸
寺
諸
山
悪
僧
濫
行
事

⑻
一
、
可
令
下
知
諸
司
、
停
止
国
中
社
寺
濫
行
事

⑼
一
、
可
令
下
知
諸
社
司
、
注
進
神
領
子
細
幷
神
事
用
途
事

⑽
一
、
可
令
下
知
諸
寺
司
、
注
進
寺
領
子
細
幷
仏
事
用
途
事
（
上
掲
書　

一
〇
七
～
九
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
以
前
に
発
布
さ
れ
た
令
が
繰
り
返
し
示
さ
れ
て
い
る
の
が
看
取
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
実
効
性
の
困
難
さ
を
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。

建
久
二
年
三
月
廿
八
日
新
制
で
は
、

⑴
一
、
可
如
法
勤
行
諸
社
祭
祀
事

仰
、
宗
廟
安
則
国
安
、
々
々
則
民
不
乱
、
因
茲
国
之
大
事
、
莫
過
祭
祀
、
神
之
冥
助
、
在
護
国
家
、
而
諸
国
泥
幣
物
之
進
済
、
有
司
忘
式
条
而
怠
慢
、

非
啻
乖
忤
皇
憲
、
抑
之
亦
黷
神
禁
、
加
之
供
奉
諸
司
不
具
之
時
、
以
一
僚
下
為
諸
代
官
、
神
事
違
例
、
職
而
此
由
、
就
中
近
年
、
諸
官
多
以
剰
任
、
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何
闕
職
掌
哉
、
不
致
敬
於
心
与
不
祭
之
同
、
経
史
明
文
也
、
慥
任
祭
式
、
宜
令
興
行
、
其
中
二
月
祈
年
祭
已
下
四
度
祭
日
、
諸
社
司
幷
諸
国
雑
掌
、

各
参
神
祗
官
、
受
取
幣
物
、
奉
送
本
社
、
於
遠
国
社
者
、
不
誤
行
程
、
取
進
請
文
、
寺
致
尊
崇
之
礼
、
宜
待
潜
通
之
感
、
然
則
歳
災
不
起
、
時
令

順
度
者
歟
、
兼
又
春
日
、
大
原
野
、
吉
田
等
三
社
祭
会
参
氏
人
殊
可
令
催
参
之
、
凡
恒
例
祭
奠
、
臨
時
神
事
任
度
々
制
符
、
兼
卅
箇
日
差
定
行
事
官
、

如
法
勤
行
之
、
具
守
先
符
、
勿
致
緩
怠

⑵
一
、
可
停
止
太
神
宮
権
任
禰
宜
己
下
経
廻
他
国
、
常
、
住
京
都
、
幷
同
氏
人
等
任
京
官
事

⑶
一
、
可
加
灼
誡
太
神
宮
已
下
諸
社
氏
人
等
不
勤
番
直
事

仰
、
己
上
二
所
太
神
宮
司
等
、
於
正
禰
宜
者
、
為
長
番
、
於
権
官
者
、
皆
有
結
番
歟
、
而
正
禰
宜
背
式
条
幷
承
暦
符
結
小
番
、
権
官
己
下
偏
不
勤
其
役
、

或
移
住
外
国
、
或
経
廻
上
都
、
或
不
改
本
姓
、
或
亦
称
他
姓
、
各
忘
厳
制
、
濫
望
京
官
、
自
今
以
後
、
全
守
旧
符
、
莫
違
新
制
、
若
尚
不
拘
厳
禁

者
任
宝
亀
八
年
符
収
其
位
記
、
宜
停
従
社
務
、
其
外
諸
社
司
各
可
直
本
社
事
、
幷
違
犯
之
科
亦
同
（
上
掲
書　

一
三
八
頁
）

と
言
い
、
宗
廟
を
安
ん
じ
る
こ
と
は
国
家
の
安
寧
に
直
結
す
る
こ
と
で
、
そ
の
為
に
は
祭
祀
を
用
い
る
こ
と
を
第
一
と
す
る
。
な
れ
ば
、
こ
の
こ
と

に
怠
慢
が
有
っ
て
は
な
ら
ず
、「
不
致
敬
於
心
与
不
祭
之
同
、
経
史
明
文
也
」
と
言
っ
て
、
心
に
「
敬
」
を
致
す
態
度
が
要
請
さ
れ
る
。
ま
た
、
⑵
と

⑶
は
特
に
伊
勢
神
宮
に
向
け
ら
れ
た
法
令
で
あ
る
。
神
官
は
伊
勢
に
留
ま
り
、
神
へ
の
奉
仕
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
国
や
京

都
に
居
住
し
て
、
そ
れ
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
い
る
と
し
て
、
こ
れ
を
禁
じ
て
い
る
。

建
暦
二
年
三
月
廿
二
日
新
制
に
は
、

⑴
可
如
法
勤
行
諸
社
祭
祀
神
事
等
事

抑
、
吾
朝
彝
範
、
為
先
敬
神
、
万
機
繁
務
無
過
慎
祭
、
是
以
治
邦
安
民
、
忩
馮
幽
冥
恒
例
臨
時
宜
儼
礼
儀
而
有
司
怠
慢
、
而
不
調
職
掌
諸
国
拒
捍
、

而
如
忘
本
条
非
只
乖
忤
且
是
狎
黷
神
禁
、
事
之
陵
夷
、
責
而
有
余
、
早
守
祭
式
宜
令
催
行
就
中
祈
年
祭
已
下
四
度
祭
、
幣
物
案
下
雖
有
整
設
之
備
、

諸
国
諸
社
如
無
奉
送
之
実
、
任
建
久
二
年
符
旨
、
仮
令
遵
行
、
兼
又
祈
年
穀
以
下
伊
勢
幣
、
率
分
所
納
物
国
、
或
近
年
季
充
猶
致
所
渋
、
或
当
日
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刻
限
纔
以
進
済
、
然
間
儀
式
空
入
夜
景
奉
遣
殆
及
暁
更
、
自
今
以
後
専
存
謹
慎
、
永
勿
懈
緩

⑵
一
、
可
如
法
勤
行
恒
例
臨
時
仏
事
等
事

抑
、
攘
災
招
福
、
偏
仰
仏
陀
、
顕
教
密
法
、
宜
抽
精
勤
、
就
中
、
八
省
御
齋
会
、
真
言
太
元
両
法
者
、
講
肆
之
、
積
薫
修
也
、
春
花
久
伝
、
密
壇

之
専
請
祈
也
、
夜
月
無
傾
、
既
為
三
春
最
初
之
御
願
、
豈
非
一
歳
安
寧
之
上
計
乎
、
而
頃
年
一
会
両
法
、
施
供
尚
易
闕
、
恒
例
臨
時
排
備
殆
如
廃
、

是
則
所
司
壅
滞
、
宰
吏
難
済
之
所
致
、
慥
守
先
符
、
宜
令
勤
行

⑺
一
、
可
停
止
伊
勢
大
神
宮
以
下
諸
社
進
奏
状
上
猶
企
濫
訴
事

抑
、
諸
社
有
訴
之
時
、
勒
状
付
官
、
官
以
頭
蔵
人
奏
聞
、
尋
理
非
成
敗
、
随
状
跡
裁
断
、
是
則
聖
代
之
勝
躅
、
明
時
之
軌
範
也
、
而
近
年
外
者
任

例
雖
令
上
達
、
内
者
就
縁
猶
企
濫
奏
、
已
不
待
次
第
之
裁
定
偏
伺
諸
人
之
形
勢
、
已
求
媚
於
奥
、
不
仰
裁
於
理
、
神
者
不
禀
非
礼
、
定
乖
違
干
冥

慮
者
歟
、
就
中
、
理
訴
者
就
理
被
決
断
執
奏
人
弥
立
我
者（

誤
脱
ア
ラ
ン
）

非
拠
者
、
依
非
無
裁
報
、
上
達
輩
殆
猜
聖
断
、
政
道
之
濫
吹
、
何
事
之
加
旃
、
自
今
以
後
、

慥
従
停
止
、
若
不
拘
厳
禁
、
宜
令
処
重
科

⑻
一
、
可
令
所
部
官
司
停
止
諸
社
神
人
諸
寺
悪
僧
濫
行
事

抑
、
神
人
者
斎
敬
為
本
、
僧
徒
者
修
学
為
先
、
而
頃
年
猛
悪
之
民
、
称
神
人
盈
城
、
愚
癡
之
侶
、
号
寺
僧
溢
郭
、
不
顧
神
眷
、
偏
致
梟
悪
、
不
憚
仏
意
、

剰
事
狼
戻
、
濫
行
之
至
、
責
而
有
余
、
自
今
以
後
、
慥
可
禁
遏
、
若
不
拘
厳
制
者
、
任
法
令
糺
断
（
上
掲
書　

一
六
〇
頁
）

と
あ
り
、
国
家
の
大
事
と
し
て
「
敬
神
」「
慎
祭
」
を
言
い
、
そ
れ
に
は
「
礼
儀
を
厳
に
す
る
」
必
要
が
有
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
官
の
怠
慢
が

有
る
と
し
て
、
こ
れ
を
禁
じ
て
い
る
。
ま
た
⑵
で
は
、
仏
教
界
で
も
同
様
の
現
象
が
見
ら
れ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
禁
じ
て
い
る
。
⑺
で
は
、
伊
勢
神

宮
を
始
め
と
し
て
諸
社
は
、
正
規
の
訴
訟
手
続
き
を
経
ず
に
、
宮
中
の
縁
故
を
利
用
し
な
が
ら
、
非
理
を
も
通
そ
う
と
し
て
い
る
が
、「
神
は
非
礼
を

禀
け
ず
」
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
態
度
は
「
定
め
て
冥
慮
に
乖
違
」
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
を
禁
じ
る
の
で
あ
る
。
⑻
で
は
、
神

人
は
「
斎
敬
」
を
本
、
僧
侶
は
「
修
学
」
を
先
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
乱
行
す
る
不
心
得
者
が
居
る
の
で
、
こ
れ
を
禁
圧
す
る
と
し
て
い
る
。
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嘉
禄
元
年
十
月
二
十
九
日
、
寛
喜
三
年
十
一
月
三
日
に
も
新
制
が
発
布
さ
れ
る
が
、
特
別
に
新
た
な
条
文
は
そ
こ
に
見
出
さ
れ
な
い
。

建
長
五
年
七
月
十
二
日
の
新
制
に
は
、

277
一
、
可
興
行
諸
社
幣
物
不
法
事

仰
、
以
聖
承
重
、
敬
神
為
本
、
資
明
継
治
世
為
先
而
祈
年
、
月
次
祭
、
神
今
食
以
下
諸
社
祭
幣
帛
供
神
物
等
、
追
年
有
不
法
之
聞
、
偏
是
有
司
存
擁
怠
、

而
不
備
職
掌
、
宰
吏
専
難
渋
、
而
加
忘
式
条
縦
雖
非
本
数
、
守
建
久
二
年
符
旨
慥
令
遵
行
、
祈
年
穀
以
下
、
伊
勢
幣
率
分
所
納
物
、
延
年
季
充
国
々

等
猶
致
対
捍
、
当
日
晩
陰
纔
以
進
済
、
因
茲
、
陣
役
之
営
入
夜
景
、
発
遣
之
儀
送
半
更
、
神
事
之
陵
夷
、
職
而
斯
由
、
自
今
以
後
、
専
存
如
在
、

殊
致
謹
慎

278
一
、
可
慥
進
発
同
使
事

仰
、
請
取
幣
物
、
置
私
宅
、
徒
過
日
限
、
付
本
社
之
由
、
有
其
聞
、
四
位
五
位
守
結
番
、
慥
令
勤
仕
、
不
誤
行
程
、
不
違
日
限
、
雖
為
遠
所
可
参

着279
一
、
可
為
諸
寺
務
者
以
執
四
ヶ
年
任
限
事

仰
、
有
封
之
寺
、
已
有
治
力
、
被
置
執
務
者
、
為
令
荘
厳
也
、
赴
挙
之
日
、
巧
称
条（

マ
マ
）治

力
補
任
之
後
、
更
無
其
実
、
只
犯
用
資
財
、
徒
破
壊
堂
塔
、

因
茲
任
貞
観
符
、
以
四
ヶ
年
、
為
遷
替
期
、
若
有
殊
功
者
、
可
被
延
任
、
於
致
緩
怠
者
、
不
秩
満
可
被
改
其
職

280
一
、
可
令
停
廃
諸
社
新
加
神
人
事

仰
、
諸
社
之
民
、
人
数
加
増
、
格
条
所
制
、
科
法
不
軽
、
各
仰
本
社
惣
官
等
、
本
社
人
者
、
令
注
進
交
名
幷
証
文
、
至
新
加
之
輩
者
、
慥
解
其
職
（
上

掲
書　

二
〇
八
頁
）

と
あ
り
、
社
寺
の
人
事
が
法
制
化
さ
れ
た
。

弘
長
三
年
八
月
一
三
日
新
制
で
は
、
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⑴
一
、
可
興
行
伊
勢
幣
事

仰
、
宗
廟
之
礼
奠
者
、
我
朝
所
粛
祗
也
、
於
自
今
以
後
者
、
兼
被
仰
諸
国
司
、
可
進
納
率
分
所
、
臨
時
奉
幣
及
度
々
之
時
、
往
季
相
残
者
、
可
宛
催
之
、

徒
閤
未
済
之
国
、
莫
徴
来
季

⑵
一
、
可
早
速
裁
断
同
訴
訟
事

仰
、
神
宮
奏
状
、
不
経
一
宿
、
亦
不
顧
機
嫌
、
早
可
奏
聞
、
具
任
先
規
、
可
定
上
卿
弁
官
、
且
随
近
例
、
被
定
職
事
一
人
、
是
依
崇
重
異
他
、
為

早
速
裁
断
也
、
宮
中
違
例
、
式
内
神
領
、
委
尋
陵
遅
ノ
運
致
沙
汰
但
誇
此
行
、
恣
莫
致
濫
訴
、
兼
又
諸
人
越
訴
一
切
停
止

⑶
一
、
可
停
止
同
権
任
禰
宜
己
下
経
廻
他
国
、
常
住
京
都
幷
同
氏
人
等
任
京
宮
事

⑷
一
、
可
加
炳
誡
太
神
宮
已
下
諸
社
氏
人
等
、
不
勤
番
直
事

仰
、已
上
二
所
太
神
宮
司
等
、於
正
禰
宜
者
、為
長
番
、於
権
官
者
、皆
有
結
番
歟
、而
正
禰
宜
背
式
条
幷
承
暦
符
、私
結
番
、権
官
己
下
偏
不
勤
其
役
、

或
移
住
他
国
、
或
経
廻
上
都
、
或
不
本
姓
、
或
称
異
姓
、
各
不
拘
禁
制
、
恣
濫
望
京
官
、
自
今
以
後
、
従
停
止
、
尚
不
拘
此
制
者
、
任
宝
亀
八
年
符
、

止
其
位
記
、
宜
停
従
神
事
、
其
外
諸
社
司
、
各
可
直
本
社
事
幷
違
犯
之
科
亦
同

⑸
一
、
可
令
諸
社
奉
幣
使
公
卿
四
位
五
位
等
結
番
事

仰
、
慥
任
結
番
、
不
可
怠
慢
、
於
四
位
五
位
者
、
無
故
致
懈
怠
者
、
可
令
貶
一
階
、

⑹
一
、
可
令
慥
参
着
本
社
同
使
幷
幣
物
事

荷
前
山
陵
使
結
番
幷
来
着
幣
物
等
同
前

仰
、
或
直
帰
私
廬
、
不
来
其
社
、
或
偸
以
衛
士
、
令
付
宣
命
云
々
、
就
中
於
荷
前
使
者
、
雖
参
禁
闕
、
不
向
陵
戸
、
彼
是
如
泥
、
宜
令
制
禁

⑺
一
、
可
令
祗
園
御
霊
会
馬
長
被
定
人
数
、
殿
上
人
結
番
騎
進
事

仰
、
馬
長
之
所
役
者
、
□
侶
之
攸
存
也
而
近
年
頻
雖
有
沙
汰
、
動
欲
及
闕
如
、
於
自
今
以
後
者
、
永
守
結
番
、
莫
令
擁
怠
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⑻
一
、
可
令
諸
社
司
定
任
限
修
造
事

仰
、
神
主
任
限
、
載
在
格
条
、
而
頃
年
以
来
、
飽
雖
浴
重
任
之
恩
、
更
以
無
殊
功
之
聞
、
其
上
恣
以
神
領
、
各
譲
子
孫
、
称
別
相
伝
、
不
従
社
務
、

依
之
神
税
減
少
、
冥
慮
有
恐
、
自
今
以
後
、
永
可
停
止
、
兼
又
一
任
中
、
有
殊
功
者
、
有
評
議
可
延
任

⑼
一
、
可
令
同
司
止
賄
賂
事

仰
、
近
代
彼
司
等
、
忘
本
社
、
趨
権
門
、
只
有
賄
賂
之
聞
、
偏
無
修
治
之
勤
、
自
小
破
及
大
破
、
於
公
務
、
背
公
平
、
恣
申
別
功
、
忽
達
天
聴
、

自
今
以
後
可
有
炳
誡

⑽
一
、
可
令
慥
転
読
諸
国
最
勝
王
経
事

仰
、
早
致
如
説
如
法
之
転
読
宜
抽
無
二
無
三
之
丹
祈
、
而
近
来
国
分
二
寺
礎
石
不
全
者
、
点
便
宜
之
堂
舎
、
可
展
其
梵
席
、
兼
又
以
其
国
正
税
、

可
令
宛
其
施
供
、
天
下
静
謐
、
国
中
豊
稔
、
職
而
斯
由
、
更
莫
令
失
墜

⑾
一
、
可
令
諸
寺
執
務
、
定
任
限
修
造
本
寺
事

仰
、
其
任
限
載
在
式
条
、
任
中
四
ヶ
年
、
若
有
殊
功
者
、
向
後
何
無
抽
賞
、
是
則
延
任
限
、
可
優
恤
、
而
諸
御
願
寺
執
務
輩
、
多
是
称
而
請
之
労
、

偏
只
存
俸
禄
之
由
、
因
茲
庭
除
空
荒
、
春
花
忘
閼
伽
之
具
棟
甍
半
破
、
秋
露
代
不
断
之
香
、
若
忍
衣
鉢
之
資
令
励
土
木
之
営
、
区
々
之
勤
、
漸
々

可
成

⑿
一
、
可
諸
寺
諸
山
顕
密
僧
侶
守
戒
法
事

仰
、
仏
法
之
紹
隆
者
、
偏
在
僧
宝
、
僧
宝
之
住
持
者
、
偏
在
徳
行
、
徳
行
之
中
、
持
戒
為
先
、
而
近
来
頻
好
宴
飲
、
剰
蓄
妻
妾
、
四
重
猶
不
全
、

十
戒
敢
不
禁
、
非
只
黷
乱
真
諦
、
固
亦
違
犯
国
典
、
早
任
延
暦
、
弘
仁
、
貞
観
符
、
偏
仰
諸
寺
諸
山
、
可
禁
放
逸
無
慙
、
但
其
身
雖
欠
戒
律
、
能

言
者
国
師
也
、
不
可
弃
之
、
凡
如
僧
総（

マ
マ
）呂

幷
別
請
之
時
、
採
用
浄
行
、
可
励
後
輩

⒀
一
、
不
可
三
諸
社
諸
寺
造
国
徒
送
年
序
事
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仰
、
雖
有
経
宮
之
名
、
更
無
土
木
之
実
、
寺
社
無
益
、
宰
吏
不
忠
、
只
徒
貪
一
州
之
土
貢
、
致
多
年
之
国
務
、
自
今
以
後
、
云
新
造
、
云
修
理
、

早
致
不
日
之
勤
、
宜
終
成
風
之
功
、
毎
年
遣
朝
使
、
加
実
検
（
上
掲
書　

二
二
二
頁
）

と
あ
り
、
こ
の
新
制
は
詳
し
く
寺
社
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
禁
制
を
加
え
て
い
る
。
⑴
で
は
伊
勢
神
宮
の
奉
幣
の
諸
国
負
担
分
を
早
急
に
徴
収
す
べ

き
こ
と
を
言
う
。
⑵
で
は
、
伊
勢
神
宮
の
訴
え
は
速
や
か
に
処
理
す
べ
き
こ
と
を
言
う
。
但
し
濫
訴
、
越
訴
は
禁
止
す
る
。
⑶
で
は
、
定
め
ら
れ
た

神
社
に
神
官
が
定
住
す
る
こ
と
な
く
移
動
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、
⑷
と
⑸
で
は
、
神
官
の
宿
直
の
厳
正
化
を
求
め
て
い
る
。
⑻
で
は
神
領
を
私
財
化

し
て
神
社
の
予
算
を
圧
迫
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
⑼
で
は
賄
賂
に
ば
か
り
興
味
を
持
っ
て
本
務
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
⑾
は

僧
侶
に
対
し
て
言
っ
て
い
る
が
、「
偏
に
俸
禄
に
存
す
る
」
と
し
て
本
務
を
忘
れ
て
い
る
と
指
摘
し
、
⑿
は
戒
行
が
乱
れ
、
宴
飲
・
妻
妾
に
感
け
て
、

戒
律
ど
こ
ろ
か
国
法
さ
え
遵
守
さ
れ
て
い
な
い
と
指
摘
す
る
。

以
上
概
観
し
て
み
る
と
、
新
制
に
於
て
も
神
官
は
私
曲
無
く
神
を
祭
祀
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
「
如
在
之
禮
」
で
あ
る
と
か
、「
誠
」

「
慎
」「
信
」「
敬
」
な
ど
の
儒
学
的
徳
目
に
基
づ
き
語
ら
れ
て
お
れ
ば
、
直
接
に
「
正
直
」
が
語
ら
れ
て
い
な
く
と
も
、
内
容
的
に
は
十
分
に
相
似
し

て
い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
故
、
法
と
の
関
り
か
ら
だ
け
で
な
く
、「
神
」
と
の
関
り
か
ら
語
ら
れ
る
「
正
直
」
と
接
続
し
う
る
可
能
性
を
そ
こ
に
見
る

の
で
あ
る
。

24 『
續
日
本
紀
』
巻
第
九　

神
亀
元
年
二
月

25 

文
武
天
皇
は
「
天
皇
朝
庭
敷
賜
行
賜
幣
留
國
法
乎
過
犯
事
無
久
。
明
支
淨
支
直
支
誠
之
心
以
而
御
稱
稱
而
緩
怠
事
無
久
。
務
結
而
仕
奉
止
詔
大
命
乎
諸
聞
食

止
詔
。」（『
續
日
本
紀
』
巻
一　

文
武
天
皇
元
年
八
月
）
と
あ
り
「
明
淨
直
誠
之
心
」
が
言
わ
れ
、
元
明
天
皇
で
は
「
淨
明
心
」（『
續
日
本
紀
』
巻
四

慶
雲
四
年
七
月
）
を
言
う
な
ど
、「
正
直
」
に
相
当
す
る
箇
所
に
「
明
」「
淨
」
が
用
い
ら
れ
る
場
合
が
多
く
見
ら
れ
、
同
じ
く
「
私
曲
の
無
さ
」
を

同
じ
く
意
味
す
る
も
、
表
現
は
一
定
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
即
位
宣
命
以
外
の
詔
勅
に
於
て
も
同
様
の
傾
向
を
有
し
て
い
る
。

26 「
朕
雖
拙
劣
、
親
王
等
始
弖
王
等
臣
等
乃
相
穴
奈
比
奉
利
相
扶
奉　

事
牟
依
弖
之
、
此
仰
賜
比
授
賜
閇
流
食
国
乃
天
下
之
政
波
、
平
久
安
久
仕
奉
閇
之
止
奈
母
所
念
行
。
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是
以
、以
正
直
之
心
、天
皇
朝
廷
乎
衆
助
仕
奉
止
宣
天
皇
勅
、衆
聞
食
止
宣
。」（『
日
本
後
紀
』
巻
第
三
十
一　

淳
和
天
皇　

弘
仁
十
四
年
四
月
）
と
あ
る
。

27 
「
朕
雖
拙
幼
親
王
等
乎
始
弖
王
等
臣
等
乃
相
穴
奈
比
奉
利
相
扶
奉
牟
事
依
天
之
。
此
乃
仰
賜
比
授
賜
閇
留
食
國
乃
天
下
之
政
波
平
久
安
久
仕
奉
倍
之
止
所
念
行
。
是

以
々
正
直
之
心
天
天
皇
朝
庭
乎
衆
助
仕
奉
止
宣
天
皇
勅
衆
聞
食
止
宣
。」（『
續
日
本
後
紀
』
巻
一　

仁
明
天
皇　

天
長
十
年
三
月
）
と
あ
る
。

28 「
朕
雖
拙
劣
。親
王
等
乎
始
天
。王
等
臣
等
乃
相
穴
奈
比
奉
利
相
扶
奉
牟
事
依
弖
之
。此
乃
仰
賜
比
授
賜
閇
留
食
國
乃
天
下
之
政
波
。平
久
安
久
可
奉
仕
止
奈
毛
所
念
行
。

是
以
正
直
之
心
天
。
天
皇
朝
庭
乎
衆
助
仕
奉
止
宣
天
皇
勅
乎
衆
聞
食
止
宣
。」（『
三
代
實
錄
』
巻
一　

清
和
天
皇　

天
安
二
年
十
一
月
）
と
あ
る
。

29 

「
朕
雖
幼
稚
。
親
王
等
乎
始
天
。
王
等
臣
等
乃
相
穴
奈
比
奉
利
相
扶
奉
牟
事
依
天
之
。
此
乃
仰
賜
比
授
賜
倍
留
食
國
乃
天
下
之
政
波
。
平
久
安
久
供
奉
倍
之
止
奈
毛
所

念
行
。
是
以
以
正
直
之
心
天
。
天
皇
朝
廷
乎
助
仕
奉
止
宣
天
皇
乎
衆
聞
食
止
宣
。」（『
三
代
實
錄
』
巻
三
十　

陽
成
天
皇　

元
慶
元
年
正
月
）
と
あ
る
。

30 

「
朕
雖
拙
劣
、
親
王
等
乎
始
天
王
等
臣
等
乃
相
穴
奈
比
奉
利
相
扶
奉
无
事
尓
依
天
之
此
食
国
天
下
政
波
平
安
可
聞
行
止
奈
毛
所
念
行
。
是
以
以
正
直
之
心
天
天
皇

朝
廷
乎
衆
助
仕
奉
止
宣
天
皇
勅
乎
衆
聞
食
止
宣
。」（『
三
代
實
錄
』
巻
四
十
五　

光
孝
天
皇　

元
慶
八
年
二
月
）
と
あ
る
。

31 

「
朕
雖
拙
劣
、
親
王
等
乎
始
天
、
王
等
臣
等
乃
相
穴
奈
比
奉
利
相
扶
奉
无
事
尓
依
天
、
仰
賜
比
授
賜
倍
留
、
食
國
乃
天
下
之
政
波
、
平
久
安
久
仕
奉
倍
之
止
奈
毛
、
所

念
行
須
、
故
是
以
以
正
直
之
心
、
天
皇
朝
廷
乎
、
衆
助
仕
奉
止
宣
、
天
皇
勅
乎
、
衆
聞
食
止
宣
。」（『
朝
野
群
載
』
巻
十
二　

○
御
即
位
）
と
あ
る
。

32 

「
永
仁
三
年
歳
次
乙
未
九
月
朔
丙
戌
十
四
日
乙
酉
」
の
日
付
を
持
つ
「
伏
見
天
皇
告
文
案
」（『
鎌
倉
遺
文
』
二
五
巻
一
三
四
頁　

文
書
番
号

一
八
九
〇
二
）
は
「
天
照
大
神
・
八
幡
大
菩
薩
・
賀
茂
・
春
日
等
大
明
神
、
日
吉
山
王
七
社
、
住
吉
・
祇
園
・
北
野
等
神
明
乎
奉
始
天
、
廿
二
社
、
殊

ニ
ハ
熊
野
山
三
所
權
現
、
凡
式
內
式
外
一
切
垂
迹
乃
諸
神
、
悉
仁
明
久
聞
食
せ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
諸
神
に
向
け
ら
れ
た
告
文
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
「
𠘑

仁
以
不
德
乃
身
天
受
天
日
嗣
天
、
主
天
下
古
止
既
及
九
年
べ
り
、
其
間
隨
分
爾
致
正
直
乃
誠
天
、
專
國
家
乃
志
須
」
と
言
い
、
為
政
上
「
正
直
」
が
要
求
さ

れ
る
範
囲
は
臣
下
か
ら
天
皇
に
至
る
ま
で
上
位
に
拡
大
し
、
ま
た
「
神
は
受
德
與
信
天
、
不
受
物
備
須
、
願
波
神
明
速
爾
出
其
力
氐
、
退
邪
佞
之
輩
天
、

立
正
直
之
道
天
、
國
家
靜
謐
仁
、
萬
民
安
楽
な
ら
し
め
給
へ
、
縱
一
方
乃
念
力
熾
盛
な
り
と
も
、
爭
か
正
直
の
神
明
と
之
天
、
乖
理
天
彼
祈
請
爾
從
牟
、
愚
昧
之
至
、

不
信
懈
怠
の
咎
有
と
も
、
大
綱
の
心
中
、
一
切
爾
不
乖
正
直
之
道
理
須
、
住
正
直
之
道
理
留
加
故
爾
、
必
急
速
爾
奔
波
乃
思
比
無
之
、
依
之
氐
緩
怠
乃
咎
、
自
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良
成
身
歟
、
然
而
爭
か
一
旦
不
直
の
祈
請
を
受
天
、
正
直
の
道
乎
捨
む
、」
と
あ
る
よ
う
に
、「
正
直
」
は
為
政
上
の
み
な
ら
ず
、
神
と
の
関
り
か
ら
も
同
時

に
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
は
「
正
直
」
の
「
祈
請
」
に
感
応
す
る
「
正
直
の
神
明
」
の
構
図
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
、
祭
祀

者
に
求
め
ら
れ
た
「
正
直
」
と
親
し
く
そ
れ
を
共
有
し
て
い
る
。

33 『
鎌
倉
遺
文
』
四
巻
二
四
二
頁　

文
書
番
号
二
二
八
七

34 

祭
祀
者
に
「
正
直
」
が
求
め
ら
れ
る
の
は
、神
が
「
不
正
」「
意
穢
」「
非
禮
」
を
嫌
う
こ
と
に
由
る
わ
け
で
あ
る
が
、例
え
ば
「
法
印
棟
淸
契
狀
」
で
は
「
今

度
超
淸
濫
望
匪
直
也
事
、
正
直
之
神
慮
定
有
樣
歟
、」(

『
鎌
倉
遺
文
』
五
巻
三
一
七
頁　

文
書
番
号
三
三
一
八)

と
言
い
、「
正
直
」
は
「
神
慮
」
に

対
し
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
神
が
「
非
禮
」「
不
正
」「
意
穢
」
を
嫌
う
の
も
、
神
が
そ
も
そ
も
「
正
直
」
な
る
在
り
方
を
し
て

い
る
為
で
あ
る
と
言
え
、
祭
祀
者
と
神
と
が
共
に
「
正
直
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
両
者
が
媒
介
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
く
る
。

35 『
鎌
倉
遺
文
』
十
二
巻
一
九
八
頁　

文
書
番
号
補
八
八
二
五

36 

『
寺
社
縁
起
』
日
本
思
想
大
系
二
〇　

二
二
四
頁　

こ
れ
に
類
似
し
た
文
と
し
て
、『
八
幡
愚
童
訓
』
に
先
行
す
る
と
思
わ
れ
る
『
八
幡
宮
寺
巡
拝
記
』

に
「
河
内
國
ヨ
リ
參
ケ
ル
僧
御
躰
を
拝
奉
ラ
ン
ト
祈
請
シ
ケ
ル
ニ
、
或
夜
ノ
御
示
現
云
、
吾
ヲ
見
ト
思
ハ
櫻
本
へ
行
ヘ
シ
、
我
カ
シ
コ
ヱ
通
也
ト
云
云
、

然
ニ
此
僧
御
示
現
ノ
所
ヲ
知
ス
、
ヒ
ロ
ク
尋
ン
ト
思
テ
、
京
ヘ
ノ
ホ
リ
テ
人
ニ
尋
ヌ
ル
ニ
、
或
人
ノ
云
、
法
勝
寺
の
東
禪
林
院
ノ
邊
ニ
櫻
本
ト
云
フ

所
ア
リ
ト
云
云
、
カ
シ
コ
ヱ
行
テ
尋
ヌ
レ
ハ
、
中
納
言
成
範
ト
云
人
ア
リ
、
中
に
入
テ
申
ヘ
キ
事
ア
リ
ト
キ問

ケ
レ
ハ

コ
ヱ
レ
ハ
、
人
ヲ
出
テ
尋
ネ
ラ
レ
ケ
リ
、

此
僧
對
面
ニ
申
ヘ
キ
事
ア
リ
ト
云
、
成
範
ミ
ツ
カ
ラ
ミ
ス
ヲ
カ
キ
ア
ケ
タ
ル
ヲ
見
ハ
、
白
キ
淨
衣
ヲ
キ
テ
南
ニ
向
テ
法
華
經
ヲ
書
給
ケ
リ
、
紺
紙
ニ
金

字
ニ
一
字
三
禮
也
。僧
御
示
現
ノ
ヤ
ウ
ヲ
語
リ
申
ス
ニ
落
涙
シ
テ
云
ク
、我
精
進
ニ
テ
此
經
を
書
奉
ル
ヲ
、遥
御
照
見
ア
リ
テ
御
影
向
ア
リ
ケ
リ
ト
云
云
、

寫
經
ヲ（

ハ
脱
カ
）

リ
テ
八
幡
宮
ニ
シ
テ
八
講
ヲ
行
フ
」（『
中
世
神
佛
說
話
』
古
典
文
庫　

九
五
～
六
頁
）
と
あ
る
。
そ
こ
で
は
、「
正
直
」
と
「
實
相
中
道
」
と

の
関
り
に
つ
い
て
述
べ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
『
八
幡
宮
寺
巡
拝
記
』
で
は
、
例
え
ば
「
汚
穢
不
淨
ヲ
ハ
不
嫌
、
謟
曲
不
實
ヲ
嫌
フ
ト
云
云
」（
上
掲
書

　

三
九
頁
）
と
言
い
、
或
い
は
「
御
託
宣
ニ
ハ
、
心
ケ
カ
ラ
ハ
シ
ク
オ
ノ
レ
カ
分
ヲ
知
ス
、
愚
癡
巧
謀
ニ
シ
テ
、
夏
ノ
虫
ノ
火
ニ
入
カ
如
ク
、
貪
欲
ニ
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迷
惑
シ
テ
、
佛
神
ノ
事
ヲ
モ
知
ス
、
慈
悲
ヲ
モ
ホ
ト
コ
サ
ス
、
惡
ヲ
好
ム
衆
生
ヲ
ハ
、
諸
天
モ
厭
惡
シ
、
神
祗
モ
掃
退
シ
給
モ
ノ
ソ
ト
云
云
」（
上
掲
書

　

五
八
頁
）、
ま
た
「
財
施
ヲ
サ
ヽ
ク
ル
事
モ
ナ
シ
、
法
施
ヲ
奉
ル
事
モ
ナ
ケ
レ
ト
モ
、
神
人
ノ
カ
ク
ハ
シ
ト
ナ
リ
シ
故
ニ
、
思
食
ス
テ
ス
シ
テ
如
此

利
生
ニ
ア
ツ
カ
リ
ケ
リ
、」（
上
掲
書　

九
三
頁
）
と
も
言
い
、
こ
れ
ま
で
「
正
直
」
と
関
連
付
け
ら
れ
て
き
た
託
宣
の
類
に
も
「
正
直
」
の
語
が
見

え
て
お
ら
ず
、『
八
幡
愚
童
訓
』
が
「
正
直
事
」
と
し
て
一
章
を
設
け
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
八
幡
菩
薩
と
「
正
直
」
の
関
係
性
の
強
調
は
こ
れ

よ
り
や
や
後
れ
て
語
ら
れ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
以
下
に
引
用
す
る
「
文
覺
上
人
意
見
狀
」
で
も
八
幡
菩
薩
の
託
宣
を
引
く
が
、そ
こ
で
も
「
正

直
」
に
関
連
す
る
内
容
が
語
ら
れ
な
が
ら
、
語
そ
の
も
の
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

37 

『
鎌
倉
遺
文
』
七
巻
二
四
五
頁　

文
書
番
号
四
九
〇
二　

当
該
の
託
宣
は
「
石
淸
水
八
幡
宮
護
國
寺
祠
官
等
解
」
で
は
「
右
、
祠
官
等
謹
考
舊
實
、
八

幡
大
菩
薩
、
昔
者
通
三
之
明
王
兮
、
掌
憲
法
於
萬
機
、
今
者
第
二
之　

宗
廟
兮
、
示
正
直
於
四
海
、
因
茲
、
寶
龜
年
中
神
託
云
、
以
銅
炎
天
爲
床
止
毛
、

不
受
邪
幣
、
我
波
以
正
直
首
天
爲
栖
云
云
、」（『
鎌
倉
遺
文
』
四
五
巻
一
九
三
頁　

文
書
番
号
補
一
五
八
〇
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
在
非
正
直
頭
不
住

之
詫
宣
」
は
「
寶
龜
年
中
」
の
託
宣
を
言
う
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、『
八
幡
宇
佐
宮
御
託
宣
集
』
に
は

・
一
。
称
徳
天
皇
二
年
、
天
平
神
護
二
年
丙
午
十
二
月
、
託
宣
し
た
ま
は
く
。

・
昔
は
第
十
六
代
誉
田
天
皇
、
今
は
五
畿
七
道
を
鎮
護
の
宗
廟
な
り
。
設
ひ
銅
の
炎
を
以
て
、
座
と
為
す
と
雖
も
、
心
の
穢
き
人
の
施
を
受
く
べ
か

ら
ず
。
我
が
栖
む
所
は
、
天
子
の
殿
に
し
て
、
正
直
の
人
の
頂
な
り
て
へ
り
。（
重
松
明
久
校
注
『
八
幡
宇
佐
宮
御
託
宣
集
』
二
三
七
頁
）

と
あ
り
、
天
平
神
護
二
年
の
託
宣
と
も
考
え
ら
れ
る
。

『
八
幡
宇
佐
宮
御
託
宣
集
』
で
は
彼
の
託
宣
を
、

・
一
。
称
徳
天
皇
二
年
、
天
平
神
護
二
年
丙
午
十
月
二
日
、
大
宮
司
田
麻
呂
・
女
祢
宜
社
女
、
配
所
に
経
る
こ
と
十
二
年
に
し
て
神
託
以
後

四
年
な
り
。召
し
還
さ

る
。
同
じ
く
大
神
の
姓
を
給
ひ
、
田
麻
呂
に
、
位
豊
後
員
外
の
掾
を
給
ふ
。
其
の
後
同
じ
く
十
一
月
八
日
、
大
弐

・
勅
使
、
同
じ
時
に
参
宮
の
日
、
社
女
託
宣
を
偽
る
。
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〽
田
麻
呂
を
哀
む
べ
し
と
云
々
。

後
日
、
七
歳
の
童
子
、
地
上
七
尺
に
登
つ
て
託
宣
す
。
同
じ
き
九
日
な
り
。

・
今
よ
り
以
後
、
託
宣
を
用
ふ
べ
か
ら
ず
。
社
女
は
我
が
峯
を
穢
し
て
、
偽
の
託
宣
を
成
す
が
故
に
、
十
五
年
、
此
に
住
む
べ
か
ら
ず
。
大
尾
に
移

る
べ
し
。
今
よ
り
以
後
、
七
歳
の
童
子
、
地
上
七
尺
に
登
り
坐
し
て
、
云
ふ
事
を
用
ふ
べ
し
て
へ
り
。

・
一
。
称
徳
天
皇
二
年
、
天
平
神
護
二
年
丙
午
十
二
月
十
一
日
、
託
宣
し
た
ま
は
く
。

・
神
吾
は
、
一
切
の
物
の
中
に
は
、
朝
廷
の
御
命
の
み
ぞ
、
甚
し
惜
し
き
。
君
に
奉
仕
す
る
事
、
更
に
他
の
心
無
し
。
御
体
を
守
護
し
奉
る
事
、
影

の
如
し
て
へ
り
。

と
し
た
上
で
示
し
て
お
り
、
こ
の
文
脈
か
ら
す
る
と
、
神
の
感
応
の
要
件
と
し
て
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
社
女
の
偽
託
と
い
う
実
際
の
出
来
事
に
対

し
て
「
正
直
」
が
語
ら
れ
た
意
味
合
い
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
同
書
で
は
後
に
、

仍
ち
清
麻
呂
卿
、
涙
禁
じ
難
く
、
思
惟
し
て
云
く
。
今
日
直
に
大
御
神
の
宣
を
奉
る
は
、
祢
宜
の
功
な
り
。
汝
、
臣
我
と
共
に
し
て
、
真
言
並
に

御
託
宣
等
を
仰
ぎ
、
新
旧
を
注
記
せ
し
め
、
且
は
公
家
に
進
り
、
且
は
社
家
に
置
き
、
末
代
に
広
め
ん
と
。
仍
ち
女
袮
宜
と
共
に
、
南
大
門
の
下

に
於
て
こ
れ
を
記
す
。

・
八
幡
大
神
託
宣
奏
記

〽
一
通
は
以
て
御
に
献
り
、
一
通
は
以
て
神
宮
に
置
く
。
直
の
伝
奏
に
准
ふ
。
使
は
右
近
衛
将
監
兼
美
濃
大
掾
従
五
位
下
勲
六
等
臣
輔
治
能
真
人

清
麻
呂
な
り
。
七
月
十
一
日
巳
時
、
祢
宜
従
六
位
上
辛
嶋
勝
与
曽
売
に
託
宣
し
た
ま
ふ
。（
前
掲
書　

二
五
六
頁
）

と
述
べ
、
道
鏡
へ
の
称
徳
天
皇
譲
位
に
対
す
る
託
宣
（
天
平
神
護
三
年
七
月
十
一
日
）
を
記
録
・
注
記
し
て
、
勅
使
和
気
清
麻
呂
・
女
祢
宜
辛
嶋
勝

与
曽
売
ら
が
『
八
幡
大
神
託
宣
奏
記
』
を
成
し
た
と
伝
え
て
い
る
。
そ
の
経
緯
は
『
續
日
本
紀
』
に
「
始
大
宰
主
神
習
宜
阿
曾
麻
呂
希
旨
。
方
媚
事

道
鏡
。
因
矯
八
幡
神
教
言
。
令
道
鏡
即
皇
位
。
天
下
太
平
。
道
鏡
聞
之
。
深
喜
自
負
。
天
皇
召
清
麻
呂
於
床
下
。
勅
曰
。
昨
夜
夢
。
八
幡
神
使
來
云
。
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大
神
爲
令
奏
事
。
請
尼
法
均
。
宜
汝
清
麻
呂
相
代
而
往
聽
彼
神
命
。
臨
發
。
道
鏡
語
清
麻
呂
曰
。
大
神
所
以
請
使
者
。
蓋
爲
告
我
即
位
之
事
。
因
重

募
以
官
爵
。
清
麻
呂
行
詣
神
宮
。
大
神
詫
宣
曰
。
我
國
家
開
闢
以
來
。
君
臣
定
矣
。
以
臣
爲
君
。
未
之
有
也
。
天
之
日
嗣
必
立
皇
緒
。
无
道
之
人
。

宜
早
掃
除
。
清
麻
呂
來
歸
。
奏
如
神
教
。
於
是
道
鏡
大
怒
。
解
清
麻
呂
本
官
。
出
爲
因
幡
員
外
介
。
未
之
任
所
。
尋
有
詔
。
除
名
配
於
大
隅
。
其
姉

法
均
還
俗
配
於
備
後
。」（
巻
卅
神
護
景
雲
三
年
九
月
己
丑　

廿
五
）
と
概
略
的
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
、
称
徳
天
皇
の
譲
位
の
方
針
は
偽
託
に
基
づ

き
推
進
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
彼
の
「
・
一

（
朱
）。

大
神
吾
は
、
不
正
の
物
は
受
け
ず
。
此
の
物
の
意
、
穢
く
有
る
が
故
に
、
返
し
弃
つ
べ
し
。」

な
る
託
宣
、
及
び
そ
れ
に
付
さ
れ
た
「
大
神
吾
は
、
銅
の
火
村
を
飯
と
食
へ
ど
も
、
意
穢
き
人
の
物
を
ば
受
け
ず
。
銅
の
火
村
を
座
と
為
す
と
も
、

穢
き
人
の
物
は
受
け
ず
と
し
て
、
正
直
の
人
の
頂
を
、
栖
と
す
。
諂
曲
の
人
を
ば
、
稟
け
ず
と
云
々
」（
前
掲
書　

二
五
七
頁
）
と
の
注
記
を
窺
う
と
、

「
正
直
」
に
「
偽
託
の
も
た
ら
す
混
乱
・
弊
害
と
の
関
わ
り
か
ら
語
る
構
成
」
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
な
れ
ば
、
こ
と
八
幡
神
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ

け
「
正
直
」
が
取
り
沙
汰
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
が
歴
史
的
に
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

38 

例
え
ば
「
日
蓮
書
状
」
に
「
佛
滅
度
の
後
二
千
二
百
二
十
餘
年
か
間
、
月
氏
・
漢
土
・
日
本
・
一
閻
浮
提
の
內
に
、
聖
人
賢
人
と
生
る
ゝ
人
を
は
、
皆

釋
迦
如
來
の
化
身
と
こ
そ
申
せ
と
も
、
か
ゝ
る
不
思
議
は
未
見
聞
、
か
ゝ
る
不
思
議
の
候
上
、
八
幡
大
菩
薩
の
御
誓
は
、
月
氏
に
て
は
法
華
經
を
說

て
、
正
直
捨
方
便
と
な
の
ら
せ
給
、
日
本
國
に
し
て
は
、
正
直
の
頂
に
や
と
ら
ん
と
誓
給
ふ
、
而
に
去
十
一
月
十
四
日
の
子
の
時
に
、
御
寶
殿
を
や

い
て
天
に
の
ほ
ら
せ
給
ぬ
る
故
を
か
ん
か
へ
候
に
、
此
神
は
正
直
の
人
の
頂
に
や
と
ら
ん
と
誓
へ
る
に
、
正
直
の
人
の
頂
の
候
は
ね
は
、
居
處
な
き
故
、

栖
な
く
し
て
天
に
の
ほ
り
給
け
る
也
、
日
本
國
の
第
一
の
不
思
議
に
は
、
釋
迦
如
來
の
國
に
生
て
、
此
佛
を
す
て
て
一
切
衆
生
皆
一
同
に
阿
彌
陀
佛

に
つ
け
り
、
有
緣
の
釋
迦
を
す
て
奉
り
、
無
緣
の
阿
彌
陀
佛
を
あ
を
き
た
て
ま
つ
り
ぬ
、
其
上
、
親
父
釋
迦
佛
の
入
滅
の
日
を
は
、
阿
彌
陀
佛
に
つ
け
、

又
誕
生
の
日
を
は
藥
師
に
な
し
ぬ
、
八
幡
大
菩
薩
を
は
崇
る
や
う
な
れ
と
も
、
又
本
地
を
阿
彌
陀
佛
に
な
し
ぬ
、
本
地
垂
迹
を
捨
る
上
に
、
此
事
を

申
人
を
は
か
た
き
と
す
る
故
に
、
力
及
は
せ
給
は
す
し
て
、
此
神
は
天
に
の
ほ
り
給
ぬ
る
歟
、
但
し
、
月
は
影
を
水
に
う
か
ふ
る
、
濁
れ
る
水
に
は

栖
こ
と
な
し
、
木
の
上
草
の
葉
な
れ
と
も
、
澄
め
る
露
に
は
移
事
な
れ
は
、
か
な
ら
す
國
主
な
ら
す
と
も
、
正
直
の
人
の
か
う
へ
に
は
や
と
り
給
な



中世伊勢神道に於ける「正直」（その１）

177

る
へ
し
、
然
れ
は
、
百
王
の
頂
に
や
と
ら
ん
と
誓
給
し
か
と
も
、
人
王
八
十
一
代
安
德
天
皇
・
二
代
隱
岐
天
皇
・
三
代
阿
波
・
四
代
佐
渡
・
五
代
東

一
條
等
の
、
五
人
の
國
王
の
頂
に
は
す
み
給
は
す
、
諂
曲
の
人
の
頂
な
る
故
也
、
賴
朝
と
義
時
と
は
、
臣
下
な
れ
と
も
其
頂
に
は
や
と
り
給
ふ
、
正

直
な
る
故
歟
、
此
を
以
て
思
に
、
法
華
經
の
人
〻
は
、
正
直
の
法
に
つ
き
給
ふ
故
に
、
釋
迦
佛
猶
是
を
ま
ほ
り
給
ふ
、
況
や
垂
迹
の
八
幡
大
菩
薩
爭

か
是
を
ま
ほ
り
給
は
さ
る
へ
き
、【
中
略
】
さ
れ
は
、
八
幡
大
菩
薩
は
、
不
正
直
を
に
く
み
て
天
に
の
ほ
り
給
と
も
、
法
華
經
の
行
者
を
見
て
は
、
爭

か
其
影
を
は
を
し
み
給
へ
き
、我
一
門
は
深
く
此
心
を
信
せ
さ
せ
給
へ
し
、八
幡
大
菩
薩
は
此
に
わ
た
ら
せ
給
也
、疑
給
事
な
か
れ
、疑
給
事
な
か
れ
、」

（『
鎌
倉
遺
文
』
十
九
巻
一
三
二
頁　

文
書
番
号
一
四
二
一
七
）
と
言
う
。
そ
こ
で
は
釈
迦
如
来
を
本
地
と
し
て
、
八
幡
大
菩
薩
を
そ
の
垂
迹
と
す
る
。

八
幡
大
菩
薩
は
正
直
の
頂
に
宿
る
も
の
で
あ
り
、
最
近
、
社
殿
が
焼
け
て
八
幡
大
菩
薩
が
天
に
帰
っ
た
の
も
、
正
直
な
者
が
居
な
い
た
め
だ
と
す
る
。

し
か
し
、『
法
華
經
』
に
信
心
す
る
者
は
、
正
直
の
法
に
就
く
の
で
あ
る
か
ら
、
釋
迦
・
八
幡
大
菩
薩
の
擁
護
を
受
け
る
も
の
だ
と
し
て
、
神
仏
に
向

か
う
「
正
直
」
が
『
法
華
經
』
の
「
正
直
」
と
直
結
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

39 

「
第
六
可
存
忠
進
廉
直
旨　

事
」
の
末
尾
に
「
二
の
事
と
云
は
。
慈
悲
と
質
直
と
也
。
是
を
具
せ
ざ
れ
ば
。
何
の
行
を
つ
と
む
と
も
。
往
生
を
と
ぐ
る

事
き
は
め
て
か
た
し
と
の
た
ま
ふ
。
僧
掌
を
合
て
。
此
二
を
具
せ
ん
事
か
た
く
侍
り
。
い
か
ゞ
仕
ら
ん
と
申
け
れ
ば
。
二
つ
具
せ
ん
事
猶
か
た
く
ば
。

せ
め
て
慈
悲
は
お
ろ
そ
か
な
り
と
も
。
質
直
な
ら
ん
と
お
も
へ
る
心
う
る
は
し
か
ら
ず
し
て
。
淨
土
に
生
る
事
い
か
に
も
有
ま
じ
と
ぞ
仰
ら
れ
け
る
。

故
に
維
摩
經
に
は
。
質
直
是
淨
土
也
と
說
。
法
華
經
に
は
。
柔
和
質
直
者
共
。
又
質
直
意
柔
軟
共
の
べ
て
。
心
う
る
は
し
か
ら
ん
者
。
佛
を
見
奉
る

べ
き
よ
し
。
壽
量
品
の
い
く
ほ
ど
な
ら
ぬ
偈
の
内
に
。
二
所
ま
で
を
し
へ
給
へ
り
。
又
八
幡
大
菩
薩
。
忝
正
直
の
者
の
頭
に
や
ど
ら
ん
と
誓
は
せ
給

に
合
て
。
あ
り
き
つ
ゝ
き
つ
ゝ
み
れ
共
い
さ
ぎ
よ
き
人
の
心
を
わ
れ
忘
れ
め
や
」
と
よ
ま
せ
給
へ
る
た
の
も
し
さ
よ
。
か
ゝ
れ
ば
二
世
の
望
を
と
げ

む
事
。
直
し
き
心
に
は
志
く
べ
か
ら
ず
。」（『
校
正
十
訓
抄
』
上
巻　

青
山
堂　

六
六
頁
）
と
有
り
、
こ
と
の
ほ
か
「
質
直
」「
正
直
」
の
重
要
性
が

説
か
れ
る
。
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
仏
道
修
行
上
の
観
点
か
ら
述
べ
ら
れ
て
は
い
る
が
、『
十
訓
抄
』
が
説
話
集
で
あ
る
と
の
性
格
か
ら
、
世
俗
倫
理
と

隔
絶
さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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40 『
鎌
倉
遺
文
』
十
九
巻
三
三
五
頁　

文
書
番
号
補
一
四
六
六
一

41 『
鎌
倉
遺
文
』
二
二
巻
一
四
三
頁　

文
書
番
号
一
六
八
四
三

42 『
鎌
倉
遺
文
』
十
二
巻
一
一
八
頁　

文
書
番
号
補
八
七
三
〇

43 『
鎌
倉
遺
文
』
十
二
巻
一
二
〇
頁　

文
書
番
号
補
八
七
三
〇

44 『
鎌
倉
遺
文
』
十
二
巻
一
一
一
頁　

文
書
番
号
補
八
七
三
〇

45 『
鎌
倉
遺
文
』
二
巻
三
七
四
頁　

文
書
番
号
一
〇
九
九

46 

『
神
道
大
系
』
論
説
編
伊
勢
神
道
（
上
）
の
解
題
に
「
そ
の
成
立
時
期
は
、
後
述
の
よ
う
に
本
書
が
『
倭
姫
命
世
記
』
と
一
対
を
な
し
て
、
中
世
期
の

伊
勢
神
道
書
と
し
て
貴
重
視
さ
れ
た
「
太
神
宮
神
祗
本
記
」
の
上
下
巻
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、『
倭
姫
命
世
記
』
と
同
じ
時
期
、
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り

少
し
早
い
時
期
に
撰
述
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。」（
上
掲
書　

五
七
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、『
神
祇
譜
傳
圖
記
』
は
『
倭
姫
命
世
記
』
と
の

緊
密
な
関
係
が
知
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は「
夫
天
照
太
神
與
豐
受
太
神
、則
無
上
之
宗
神
、而
尊
無
與
二
。
故
異
於
天
下
諸
社
。
是
則
天
地
精
明
之
本
源
也
。

無
相
無
爲
之
大
祖
也
。
故
不
起
佛
見
法
見
、以
無
相
鏡
表
妙
體
也
。
和
其
光
同
其
塵
、現
五
濁
國
。
隨
順
群
生
、扶
持
萬
物
、使
終
其
性
命
。
誰
撓
其
神
、

豈
干
其
慮
乎
。」（
上
掲
書
一
二
六
頁
）
と
言
い
、「
天
照
太
神
」「
豐
受
太
神
」
に
「
佛
見
」「
法
見
」
を
起
こ
す
こ
と
が
無
い
の
は
、
そ
れ
が
「
無
相

無
爲
」
な
る
「
本
源
」
で
あ
る
か
ら
だ
と
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
仏
教
的
な
空
観
の
論
理
か
ら
「
天
照
太
神
」「
豐
受
太
神
」
に
於
て
「
佛
見
」「
法

見
」
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
仏
教
（
仏
教
用
語
）
に
対
す
る
禁
忌
を
語
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
又
た
佛
法
の
息
を
屏
し

神
祇
を
再
拜
し
奉
れ
。」
に
類
す
る
表
現
と
し
て
、『
御
鎭
座
傳
記
』
に
「
人
乃
天
下
之
神
物
也
。
莫
傷
心
神
。
神
垂
以
祈
禱
為
先
。
冥
加
以
正
直
為
本
。

任
其
本
心
。
皆
令
得
大
道
。
故
神
人
守
混
沌
之
始
。
屏
佛
法
之
息
。
崇
神
祇
。」
が
有
り
、
こ
こ
で
は
特
に
「
神
人
守
混
沌
之
始
」
が
付
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、「
混
沌
之
始
」
と
彼
の
「
天
地
精
明
之
本
源
」「
無
相
無
爲
之
大
祖
」
を
対
応
さ
せ
る
な
ら
、「
佛
法
の
息
を
屛
」
す
こ
と
の
意
味
を
『
神

祇
譜
傳
圖
記
』
に
引
き
寄
せ
て
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
と
は
言
え
、『
御
鎭
座
傳
記
』
で
は
明
ら
か
に
「
佛
法
言
忌
」
と
言
っ
て
お
り
、
仏
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教
（
仏
教
用
語
）
を
忌
避
す
る
態
度
に
疑
い
は
無
い
。
ま
し
て
『
倭
姫
命
世
記
』
に
於
て
は
「
神
人
守
混
沌
之
始
」
と
「
佛
法
の
息
を
屛
」
す
こ
と

は
直
接
に
結
び
つ
い
て
す
ら
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、『
神
祇
譜
傳
圖
記
』
と
の
関
わ
り
か
ら
の
解
釈
を
完
全
に
否
定
し
な
い
ま
で
も
、
内
七

言
に
よ
り
仏
教
（
仏
教
用
語
）
が
忌
ま
れ
て
い
る
点
と
呼
応
さ
せ
て
解
釈
す
る
方
に
重
心
が
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

47 『
中
世
神
道
論
』
日
本
思
想
大
系
十
九　

二
六
頁

48 『
中
世
神
道
論
』
日
本
思
想
大
系
十
九　

三
二
頁

49 

『
倭
姫
命
世
記
』
と
『
中
臣
祓
訓
解
』
が
親
し
く
表
現
を
共
有
す
る
箇
所
と
し
て
は
、『
倭
姫
命
世
記
』
の
「
天
地
開
闢
シ
初
、
神
宝
日
出
デ
マ
ス
時
、

御
饌
都
神
ト
大
日
孁
貴
と
、
予
メ
幽
契
ヲ
結
ビ
、
永
ニ
天
ガ
下
ヲ
治
メ
、
言
寿
宣
り
タ
マ
フ
。
肆
ニ
或
ハ
月
と
為
り
日
と
為
り
、
永
ク
懸
つ
て
落
ち
ず
。

或
ハ
神
ト
為
リ
皇
ト
為
ル
、常
ニ
以
テ
窮
り
無
し
。光
華
ノ
明
彩
ト
。六
合
ノ
内
ヲ
照
徹
ニ
シ
テ
」（『
中
世
神
道
論
』日
本
思
想
大
系
十
九　

八
頁
）と『
中

臣
祓
訓
解
』
の
「
所
以
ニ
嘗
天
地
開
闢
メ
シ
初
メ
、
神
宝
日
出
で
ま
す
時
、
法
界
法
身
心
王
大
日
、
無
縁
悪
業
ノ
衆
生
を
度
セ
ン
が
為
ニ
、
普
門
方

便
の
智
恵
ヲ
以
て
、
蓮
花
三
昧
の
道
場
ニ
入
り
、
大
清
浄
願
ヲ
発
シ
、
愛
愍
ノ
慈
悲
ヲ
垂
レ
、
権
化
の
姿
ヲ
現
じ
、
跡
を
閻
浮
提
に
垂
れ
、」（『
中
世

神
道
論
』
日
本
思
想
大
系
十
九　

四
〇
頁
）、「
承
和
二
年
丙
辰
二
月
八
日
、
大
仁
王
会
ノ
次
ニ
、
東
禅
仙
宮
寺
ノ
院
主
大
僧
都
、
吉
津
御
厨
の
執
行

の
神
主
河
継
に
授
ケ
給
フ
伝
記
に
曰
は
ク
、「
神
ハ
是
レ
天
然
不
動
の
理
、
即
ち
法
性
身
な
り
。
故
に
虚
空
神
ヲ
以
テ
実
相
ト
為
て
、
大
元
尊
神
ト
名

づ
ク
。
所
現
ヲ
照
皇
天
ト
曰
ふ
。
日
ト
為
り
月
ト
為
る
。
永
く
懸
リ
テ
落
チ
ず
。
神
ト
為
り
皇
ト
為
る
。
常
に
以
テ
不
変
ナ
リ
…
」（
上
掲
書　

五
三
頁
）

が
挙
げ
ら
れ
る
。
鎌
田
純
一
氏
は
『
中
世
伊
勢
神
道
の
研
究
』（
一
四
七
頁
～
）
で
、こ
の
両
者
の
関
係
を
考
察
し
、『
中
臣
祓
訓
解
』
が
『
倭
姫
命
世
記
』

に
先
行
す
る
も
の
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

50 『
中
世
神
道
論
』
日
本
思
想
大
系
十
九　

四
〇
～
一
頁

51 『
沙
石
集
』
日
本
古
典
文
学
大
系
八
五　

五
九
頁

52 

通
海
の
『
太
神
宮
參
詣
記
』
で
も
「
一
俗
云
。
佛
法
ヲ
忌
事
ハ
、
昔
伊
弉
諾
伊
弉
冉
ノ
尊
ノ
此
國
ヲ
建
立
セ
ン
ト
思
ヒ
給
テ
、
第
六
天
ノ
魔
王
ニ
コ
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イ
ウ
ケ
給
ヒ
シ
ニ
、
魔
王
ノ
申
テ
云
ク
、
南
閣
浮
提
ノ
内
此
所
ニ
佛
法
流
布
ス
へ
キ
地
也
、
我
佛
法
ノ
ア
タ
ナ
ル
ニ
依
テ
、
是
ヲ
不
可
許
卜
申
シ
シ

カ
ハ
、
伊
弉
諾
尊
然
ラ
ハ
佛
法
ヲ
可
忌
也
卜
乞
請
玉
ヒ
シ
ニ
依
テ
、
佛
法
ヲ
忌
也
卜
申
傳
タ
リ
。
一
僧
云
、
此
事
大
キ
ニ
信
シ
難
シ
。
吾
朝
ノ
建
立

ヲ
日
本
紀
ニ
註
セ
ル
ニ
ハ
、
淸(

ル)

物
ハ
天
ト
ナ
リ
、
濁
レ
ル
物
ハ
地
ト
ナ
リ
シ
始
メ
、
中
ニ
ア
シ
カ
イ
ノ
如
ク
ナ
ル
物
出
來
リ
テ
神
ト
ナ
ル
。
是

ヲ
忝
モ
國
常
立
ノ
尊
卜
申
ス
。
夫
ヨ
リ
天
神
七
代
卜
申
ス
ニ
、伊
弉
諾
尊
此
世
界
ノ
王
ト
シ
テ
相
爭
フ
人
ナ
ク
侍
リ
キ
。
此
下
ニ
國
ナ
カ
ラ
ン
ヤ
ト
テ
、

天
ノ
御
鉾
ヲ
サ
シ
ヲ
ロ
シ
テ
ウ
ナ
ハ
ラ
ヲ
カ
キ
給
シ
鉾
ノ
シ
ツ
ク
コ
リ
テ
一
嶋
ト
ナ
ル
。
是
吾
國
ノ
始
也
。
伊
佐
奈
岐
尊
此
國
ノ
王
ト
シ
テ
天
下
ヲ

シ
ロ
シ
メ
シ
テ
、
自
ラ
作
リ
出
シ
給
へ
ル
國
ソ
、
天
ニ
二
ツ
ノ
主
ナ
シ
、
何
ノ
故
ニ
第
六
天
ノ
魔
王
ニ
乞
請
給
フ
へ
キ
ヤ
。
モ
ト
ヨ
リ
他
人
ノ
國
ニ

非
ス
。
鉾
ノ
滴
ヨ
リ
始
テ
造
作
シ
給
へ
ル
神
國
也
。
魔
王
モ
イ
カ
テ
爭
侍
ル
へ
キ
。
況
ヤ
第
六
天
ノ
魔
王
卜
申
事
ハ
佛
法
ニ
コ
ソ
説
レ
タ
レ
、
其
誓

經
教
ニ
見
へ
ス
。
跡
形
チ
ナ
キ
事
ニ
ヤ
。」（『
神
宮
参
拝
記
大
成
』
大
神
宮
叢
書　

五
一
頁
）
と
言
い
、神
道
の
立
場
か
ら
語
る
「
俗
」
の
発
言
と
し
て
、

第
六
天
魔
王
説
話
が
示
さ
れ
て
い
る
。
但
し
こ
こ
で
は
、「
僧
」
の
立
場
か
ら
歴
史
的
批
判
を
加
え
、
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
。

53 『
新
訂
増
補
國
史
大
系
』
七　

三
一
頁

54 『
新
訂
増
補
國
史
大
系
』
七　

十
二
頁

55 『
新
訂
増
補
國
史
大
系
』
七　

十
四
頁

56 『
新
訂
増
補
國
史
大
系
』
七　

二
五
頁

57 『
新
訂
増
補
國
史
大
系
』
七　

三
八
頁

58 

平
安
期
に
は
「
臨
終
出
家
」
が
多
く
行
わ
れ
て
お
り
、
儀
礼
と
し
て
出
家
は
後
生
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
。『
三
代
實
錄
』
巻
二
貞
観
元
年
五
月

七
日
壬
戌
に
は
「
四
品
守
彈
正
尹
兼
行
常
陸
大
守
人
康
親
王
出
家
入
道
。
上
表
曰
。【
中
略
】
出
家
功
徳
。
免
三
途
苦
。
仍
先
請
二
師
。
已
受
十
戒
。

形
猶
禿
丁
。
服
是
僧
祇
。
豈
計
非
更
生
之
藥
。【
中
略
】
詔
。
人
康
親
王
。
辞
其
官
爵
。
歸
於
釋
侶
。
宜
准
國
康
親
王
收
其
品
封
。
但
本
封
舊
并
帳
内

資
人
准
无
品
例
充
之
。
人
康
親
王
者
。
仁
明
天
皇
之
第
四
子
也
。
承
和
十
五
年
正
月
叙
四
品
。
拜
上
総
太
守
。
仁
壽
二
年
遷
彈
正
尹
。
齊
衡
四
年
兼
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常
陸
太
守
。
親
王
自
少
年
時
。
有
歸
大
乘
道
之
意
。
今
謝
病
遂
本
懷
焉
。」、
ま
た
同
書
巻
十
三
貞
観
八
年
十
二
月
十
三
日
甲
申
に
は
「
右
大
臣
藤
原

朝
臣
良
相
重
抗
表
言
。
臣
前
後
表
誠
。
難
蒙
哀
許
。
病
中
慙
悚
。
精
守
罔
。
臣
聞
。
人
心
難
奪
。
物
性
好
偏
。
故
唐
尭
盛
徳
不
屈
頴
陽
之
高
。
漢
祖

中
興
猶
容
富
春
之
遯
。
臣
自
有
知
識
。
浪
思
能
仁
。
年
老
齒
衰
。
此
意
弥
切
。
雖
密
勿
在
公
。
而
身
俗
心
眞
。
刹
那
之
間
禪
念
無
怠
。
但
以
奕
代
承
恩
。

塵
涓
尚
淺
。
釋
迦
深
教
。
忠
孝
亦
存
。
故
勉
勵
駑
拙
。
久
濫
樞
要
。
見
天
使
之
頻
來
。
耻
出
家
之
尚
遲
。
而
痾
深
膏
肓
。
命
繋
絲
髮
。
冀
先
無
常
之
使
。

早
殖
出
世
之
因
。
伏
惟
。
先
皇
陛
下
。
慈
超
和
墨
。
徳
跨
飛
行
。
昔
滿
一
切
之
願
。
今
享
萬
乘
之
尊
。
何
使
臣
坐
罹
盈
滿
之
。
失
菩
提
之
願
。
儻
諸

佛
慈
悲
。
帝
釋
隨
喜
。
頽
齡
更
駐
。
法
衣
在
身
。
則
至
心
專
念
。
誓
護
聖
朝
。
聖
朝
得
其
利
益
。
决
定
勝
於
在
俗
之
時
。
又
縱
生
命
有
涯
。
不
可
更

延
。
則
臣
尚
得
志
於
眼
前
。
多
福
於
身
後
。
豈
同
懷
謗
而
終
生
。
尸
祿
而
空
死
。
伏
望
。
陛
下
更
入
知
實
印
門
。
新
廻
大
悲
璽
誥
。
除
爲
聖
朝
之
具
臣
。

聽
作
釋
迦
弟
子
。
然
則
恩
浹
始
終
。
徳
深
存
歿
。
豈
唯
梵
志
樹
提
随
女
人
之
欲
。
帝
釋
蘇
摩
救
衆
生
之
病
而
已
哉
。
不
勝
丹
款
之
至
。
謹
奉
表
以
聞
。」

と
あ
り
、
儀
礼
的
で
は
な
い
出
家
の
場
合
も
、
後
生
の
予
修
に
動
機
付
け
ら
れ
る
例
が
見
受
け
ら
れ
る
。

59 『
度
會
神
道
大
成
』
前
篇　

增
補
大
神
宮
叢
書
十
七　

二
四
二
頁

60 

通
海
の
『
太
神
宮
參
詣
記
』
で
は
「
一
俗
云
、
佛
法
ヲ
納
受
シ
給
フ
事
、
天
平
ノ
靈
託
實
ニ(

支)

證
ト
ス
ル
ニ
足
レ
リ
。
其
後
（
チ)

代
々
ノ
御
勅

願
又
信
セ
サ
ル
ニ
ハ
非
ス
。
然
而
當
宮
ニ
ハ
内
外
ノ
七
言
ト
テ
、
其
言
餘
社
ニ
異
也
。
所
謂
内
ノ
七
言
ト
ハ
、
佛
ヲ
ハ
中
子
卜
稱
シ
、
經
ヲ
ハ
染
紙

ト
稱
シ
、
塔
ヲ
ハ
阿
良
々
岐
卜
云
、
寺
ヲ
ハ
瓦
葺
卜
云
、
僧
ヲ
ハ
髪
長
、
尼
ヲ
ハ
女
髪
長
卜
云
、
齋
ヲ
ハ
片
膳
卜
云
。
外
ノ
七
言
ハ
、
死
ヲ
ハ
奈
保

留
卜
云
、
病
ヲ
ハ
夜
須
美
卜
稱
シ
、
哭
ヲ
ハ
鹽
垂
卜
云
、
血
ヲ
ハ
阿
世
ト
云
、
打
ヲ
ハ
撫
卜
云
、
宍
ヲ
ハ
菌
ト
云
、
墓
ヲ
壤
卜
稱
ス
。
是
則
式
ノ
文
也
。

名
字
ヲ
タ
ニ
モ
ア
ラ
ハ
ニ
ハ
謂
サ
ル
事
也
。
爭
カ
其
躰
ヲ
忌
サ
ラ
ン
ヤ
。」（『
神
宮
参
拝
記
大
成
』
大
神
宮
叢
書　

五
七
頁
）
と
言
い
、
忌
詞
を
用
い

て
直
接
に
言
う
こ
と
さ
え
避
け
て
お
れ
ば
、
そ
の
本
体
を
忌
む
こ
と
は
当
然
だ
と
す
る
「
俗
」
の
見
解
を
示
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、「
是
禰
宜
神
主
ニ

忌
メ
ト
ニ
ハ
ア
ラ
ス
。
只
詞
ヲ
申
シ
替
テ
精
進
ノ
シ
ル
シ
ト
ス
ル
計
也
。」（
上
掲
書　

五
八
頁
）
と
言
い
、
ま
た
「
第
五
ノ
佛
法
ヲ
不
可
行
ト
イ
へ

ル
モ
同
事
也
。
佛
法
ハ
歸
依
ノ
境
界
也
。
神
ヲ
仰
ク
心
ヲ
指
置
テ
、
釋
迦
彌
陀
ニ
可
歸
ニ
非
ス
。」（
上
掲
書　

六
〇
頁
）、「
第
五
ニ
モ
佛
法
ヲ
不
可
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行
ト
テ
、
佛
ヲ
モ
禮
シ
、
經
ヲ
モ
讀
事
ヲ
ハ
制
シ
侍
レ
ト
モ
、
僧
ヲ
忌
、
尼
ヲ
禁
セ
ヨ
ト
ハ
侍
ラ
ス
。」（
上
掲
書　

六
〇
頁
）
と
も
言
っ
て
、
神
の

祭
祀
に
際
し
て
は
神
に
専
注
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
際
に
仏
や
経
に
心
を
逸
ら
し
て
は
な
ら
な
い
と
の
意
か
ら
忌
詞
を
解
す
べ
き
だ
と
反
論
す

る
。
し
か
し
彼
の
主
張
は
、
忌
避
の
規
定
が
既
に
仏
教
と
の
習
合
を
前
提
と
す
る
論
理
構
成
で
あ
り
、
あ
ま
り
に
仏
教
側
に
引
き
つ
け
た
解
釈
で
あ

る
た
め
、
本
来
の
神
道
的
意
図
と
合
致
す
る
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
と
は
い
え
、
通
海
が
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
示
す
の
も
、
そ
れ
が
仏
教
忌
避
の

不
当
を
言
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
徹
底
し
た
仏
教
排
除
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
祭
祀
儀
礼
上
の
忌
避
は
根
強
く
保
た
れ
て
い
た
と
見
る
の
が

宜
し
い
だ
ろ
う
。
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『
東
大
寺
衆
徒
参
詣
伊
勢
大
神
宮
記
』
に
よ
る
と
、
文
治
二
年
二
月
中
旬
、
東
大
寺
勧
進
聖
人
重
源
が
天
照
太
神
の
「
吾
近
年
身
疲
力
衰
雖
成
大
事
、

若
欲
遂
此
願
、
汝
早
令
肥
我
身
」
な
る
託
宣
を
受
け
、
同
年
四
月
に
『
大
般
若
經
』
転
読
、
及
び
論
議
の
法
楽
を
神
宮
で
捧
げ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
の
際
「
先
陣
御
經
御
幣
神
馬
等
、
行
列
次
第
如
一
昨
日
、
當
宮
一
禰
宜
成
長
從
未
刻
參
宮
待
諸
僧
、
申
刻
僧
都
以
下
人
々
參
著
一
烏
居
之
邊
、
僧

徒
群
參
依
有
其
憚
、
成
長
先
誘
引
兩
三
令
參
詣
寶
前
、
禮
拜
退
歸
之
後
、
殘
人
々
漸
又
參
向
」（『
神
宮
参
拝
記
大
成
』
大
神
宮
叢
書　

十
二
頁
）
と

あ
る
よ
う
に
、
僧
侶
の
一
団
の
参
拝
は
「
憚
」
が
有
る
と
し
て
、
二
三
人
を
一
組
に
交
替
で
参
拝
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
僧
侶

ら
は
「
寶
前
」
に
ま
で
達
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
特
例
で
あ
る
に
せ
よ
、
完
全
に
「
寶
前
」
で
の
参
拝
が
拒
絶
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

に
注
意
を
要
す
る
。
こ
の
こ
と
は
他
に
も『
笠
置
寺
緣
起
』に「
般
若
臺
院
六
角
堂
御
造
立
御

年

四
十
歳
建
久
五
年
甲寅
八
月
三
日
辛卯
上
棟
也
、彼
堂
供
養
之
前
日
、

伊
勢
太
神
宮
御
參
詣
之
處
、
親
於
内
宮
神
前
、
忝
御
神
御
姿
御
感
得
云
々
」（『
大
日
本
佛
教
全
書
』 

第
百
十
八
巻 

寺
誌
叢
書
第
二　

九
〇
頁
）
と
有
り
、

笠
置
貞
慶
は
神
前
で
神
の
姿
を
感
得
し
た
と
あ
る
し
、『
西
大
勅
諡
興
正
菩
薩
行
實
年
譜
』
弘
安
三
年
条
に
は
「
又
一
日
菩
薩
詣
參
内
宮
、
籠
居
神
殿
、

念
誦
稍
〻
久
、
于
時
寶
扉
忽
開
、
神
躰
出
現
而
請
菩
薩
、
乞
受
三
聚
淨
戒
」（『
西
大
寺
叡
尊
伝
記
集
成
』 

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編　

一
七
二
頁
）

と
有
り
、
西
大
寺
叡
尊
も
や
は
り
宝
前
で
の
参
詣
に
あ
ず
か
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
僧
侶
の
神
殿
で
の
参
拝
は
必
ず
し
も
特
異
な
事
例
で
あ
っ
た

と
は
言
い
難
い
。
ま
た
僧
侶
の
参
詣
に
際
し
て
は
、『
東
大
寺
衆
徒
参
詣
伊
勢
大
神
宮
記
』
に
「
卽
此
伽
藍
之
側
、
今
度
新
造
數
宇
僧
房
、
其
中
三
間



中世伊勢神道に於ける「正直」（その１）

183

四
面
屋
一
宇
、導
師

宿
料
、
又
五
間
屋
三
宇
、
經
衆
六
十
人
料
、

一
宇
各
宿
廿
人

、
又
有
三
間
之
溫
室
、
有
從
料
之
假
屋
、
皆
敷
設
窮
善
、
莊
嚴
耀
目
、
况
毎
屋
湛
珍
菓
旨
酒
、

毎
宿
滿
垸
飯
肴
膳
」（
上
掲
書　

十
二
頁
）
と
有
り
、
過
分
な
ま
で
の
接
待
が
供
さ
れ
て
お
っ
た
し
、
一
方
『
金
剛
佛
子
叡
尊
感
身
學
正
記
』
下
巻
文

永
八
年
条
で
は
「
今
年
秋
比
、
内
宮
権
禰
宜
荒
木
田
親
倫
来
曰
、
先
年
承
雖
有
大
神
宮
參
詣
志
、
心
事
不
合
期
故
、
空
送
年
月
之
由
、
以
此
趣
相
語

傍
官
之
處
、
官
長
以
下
正
員
權
宮
、
同
心
與
力
、
爲
壇
主
可
相
助
云
云
、
早
企
参
宮
、
可
被
遂
宿
願
之
由
云
云
。
任
僧
評
定
、
粗
以
領
狀
、
親
倫
聞

此
由
、
悅
以
下
向
畢
」（『
西
大
寺
叡
尊
伝
記
集
成
』 

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編　

三
八
頁
）
と
言
い
、
内
宮
権
祢
宜
荒
木
田
親
倫
が
叡
尊
の
要
望

を
受
け
て
祠
官
ら
に
壇
主
と
な
る
よ
う
働
き
掛
け
る
な
ど
し
て
お
り
、
僧
侶
と
祠
官
の
間
に
良
好
な
関
係
が
保
た
れ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。

こ
れ
よ
り
や
や
時
代
が
下
が
り
、
度
会
行
忠
在
世
中
の
出
家
者
参
詣
の
様
子
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
、
久
我
雅
忠
女
の
『
と
は
ず
が
た
り
』
が
見
出

さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

四
月
の
初
め
つ
方
の
こ
と
な
れ
ば
、
何
と
な
く
青
み
わ
た
り
た
る
梢
も
、
様
変
り
て
お
も
し
ろ
し
。
ま
づ
新
宮
に
参
り
た
れ
ば
、
山
田
の
原
の
杉

の
群
立
ち
、
時
鳥
の
初
音
を
待
た
ん
た
よ
り
も
、
こ
こ
を
瀬
に
せ
ん
と
語
ら
は
ま
ほ
し
げ
な
り
。
神
館
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
、
一
二
の
禰
宜
よ
り
宮

人
ど
も
祇
侯
し
た
る
。
墨
染
の
袂
は
憚
り
あ
る
こ
と
と
聞
け
ば
、
い
づ
く
に
て
い
か
に
と
参
る
べ
き
こ
と
と
も
知
ら
ね
ば
、「
二
の
御
鳥
居
、
み
に

は
所
と
い
ふ
辺
ま
で
は
苦
し
か
ら
じ
」
と
い
ふ
。
所
の
さ
ま
い
と
神
々
し
げ
な
り
。
館
の
辺
に
た
た
ず
み
た
る
に
、
男
二
三
人
、
宮
人
と
お
ぼ
し

く
て
出
で
き
て
、「
い
づ
く
よ
り
ぞ
」
と
尋
ぬ
。「
都
の
方
よ
り
結
縁
し
に
参
り
た
る
」
と
い
へ
ば
、「
う
ち
ま
か
せ
て
は
、
そ
の
御
姿
は
憚
り
申
せ

ど
も
、
く
た
び
れ
給
ひ
た
る
気
色
も
神
も
許
し
給
ふ
ら
ん
」
と
て
、
内
へ
入
れ
て
や
う
や
う
に
も
て
な
し
て
、「
し
る
べ
し
奉
る
べ
し
。
宮
の
内
へ

は
か
な
ふ
ま
じ
け
れ
ば
、
よ
そ
よ
り
」
な
ど
い
ふ
。
千
枝
の
杉
の
下
、
御
池
の
は
た
ま
で
参
り
て
、
宮
人
、
祓
神
々
し
く
し
て
、
幣
を
さ
し
て
出

づ
る
に
も
、
心
の
う
ち
の
濁
り
深
さ
は
、
か
か
る
祓
に
も
清
く
は
い
か
が
と
あ
さ
ま
し
。
帰
さ
に
は
、
そ
の
わ
た
り
近
き
小
家
を
借
り
て
宿
る
に
、

さ
て
も
情
あ
り
て
、
し
る
べ
さ
へ
し
つ
る
人
、
誰
な
ら
ん
と
聞
け
ば
、「
三
の
禰
宜
、
行
忠
と
い
ふ
も
の
な
り
。
こ
れ
は
館
の
あ
る
じ
な
り
。
し
る

べ
し
つ
る
は
、
当
時
の
一
の
禰
宜
は
、
二
郎
七
郎
大
夫
常
良
と
い
ふ
」
な
ど
語
り
申
せ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
の
情
け
も
忘
れ
が
た
く
て
、
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お
し
な
べ
て
塵
に
ま
じ
は
る
末
と
て
や
苔
の
袂
に
情
か
く
ら
ん　
　

木
綿
四
手
の
切
に
書
き
て
、
榊
の
枝
に
つ
け
て
遣
は
し
侍
り
し
か
ば
、

　
　

影
や
ど
す
山
田
の
杉
の
末
葉
さ
へ
人
を
も
わ
か
ぬ
近
ひ
と
を
知
れ　
　

こ
れ
に
ま
づ
七
日
籠
り
て
、
生
死
の
一
大
事
を
も
祈
誓
申
さ
ん
と
思
ひ
て
侍
る
ほ
ど
、
め
ん
め
ん
に
宮
人
ど
も
歌
よ
み
て
お
こ
せ
、
連
歌
い
し
い

し
に
て
明
か
し
暮
ら
す
も
、
情
あ
る
心
地
す
る
に
、
う
ち
ま
か
せ
て
の
社
な
ど
の
や
う
に
、
経
を
よ
む
こ
と
は
宮
の
中
に
は
な
く
て
、
法
楽
舎
と

い
ひ
て
、
宮
の
う
ち
よ
り
四
五
町
退
き
た
る
と
こ
ろ
な
れ
ば
、
日
暮
し
念
誦
な
ど
し
て
、
暮
る
る
ほ
ど
に
、
そ
れ
近
く
観
音
堂
と
申
し
て
、
尼
の

行
ひ
た
る
と
こ
ろ
へ
ま
か
り
て
宿
を
借
れ
ば
、「
か
な
は
じ
」
と
固
く
申
し
て
、
情
け
な
く
追
ひ
出
で
侍
り
し
か
ば
、

　
　

世
を
い
と
ふ
同
じ
袂
の
墨
染
を
い
か
な
る
色
と
思
ひ
捨
つ
ら
ん　
　

前
な
る
南
天
竺
の
枝
を
折
り
て
、
四
手
に
書
き
て
遣
は
し
侍
り
し
か
ば
、
返
し
な
ど
は
せ
で
宿
を
貸
し
て
、
そ
れ
よ
り
知
る
人
に
な
り
て
侍
り
き
。

（『
と
は
ず
が
た
り
』
下　

次
田
香
澄
訳
注　

岩
波
文
庫　

二
九
五
～
七
頁
）

右
に
よ
る
と
、
出
家
者
は
「
二
の
鳥
居
」
あ
た
り
ま
で
し
か
進
入
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
確
か
に
、
出
家
者
の
姿
で
は
神
殿
に
至
る
ま
で
は

許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
仏
寺
よ
り
ず
っ
と
神
宮
の
方
で
歓
待
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
出
家
者
と
祠
官
の
間
に
感
情

的
な
対
立
は
存
在
し
て
い
な
い
と
見
て
良
い
。
そ
も
そ
も
、
朝
熊
山
・
伊
勢
市
小
町
塚
よ
り
出
土
し
た
経
筒
・
瓦
経
な
ど
は
平
安
末
期
に
祠
官
ら
が

願
主
と
な
っ
て
奉
納
さ
れ
た
埋
経
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
ら
も
末
法
思
想
を
受
け
入
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
ま
た
『
古
老
口
實
傳
』
の
「
一
常

明
寺
勤
役
ノ
事
」（『
度
會
神
道
大
成
』
前
篇　

增
補
大
神
宮
叢
書
十
七　

二
二
八
頁
）、『
東
大
寺
衆
徒
参
詣
伊
勢
大
神
宮
記
』
の
「
外
宮
一
禰
宜
光

忠
申
送
云
、常
明
寺
者
、是
神
官
崇
重
氏
寺
也
。」（『
神
宮
参
拝
記
大
成
』
大
神
宮
叢
書　

八
頁
）
を
参
照
す
る
な
ら
、そ
の
仏
教
信
仰
も
代
々
に
わ
た
っ

て
継
承
さ
れ
た
こ
と
に
相
違
な
く
、
彼
の
姿
（「
墨
染
の
袂
」）
を
忌
む
と
い
う
こ
と
も
、
あ
く
ま
で
祭
神
の
意
向
に
応
じ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
解

さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
続
け
て
「
内
宮
に
は
、
こ
と
さ
ら
す
き
者
ど
も
も
あ
り
て
、
か
か
る
人
の
外
宮
に
籠
り
た
る
と
聞
き
て
、
い
つ
か
内
宮
の
神
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拝
に
参
る
べ
き
、
な
ど
待
た
る
と
聞
く
も
そ
ぞ
ろ
は
し
け
れ
ど
も
、
さ
て
あ
る
べ
き
な
ら
ね
ば
参
り
ぬ
」（
上
掲
書　

三
〇
一
～
二
）、「
待
た
れ
て
出

づ
る
短
か
夜
の
、
月
な
き
ほ
ど
に
宮
中
へ
参
る
に
、
こ
れ
も
憚
る
姿
な
れ
ば
、
御
裳
濯
川
の
川
上
よ
り
御
殿
を
拝
み
奉
れ
ば
」（
上
掲
書　

三
〇
二
頁
）

と
も
述
べ
て
お
れ
ば
、
内
宮
祠
官
の
態
度
は
先
の
外
宮
祠
官
の
そ
れ
と
大
き
く
隔
た
り
は
無
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
通
海
の
『
太
神
宮
參
詣
記
』
で
も
「
一
俗
云
。
本
來
眞
女
ヤ
カ
ニ
神
慮
ニ
佛
法
ヲ
忌
セ
給
ト
ハ
思
ヒ
給
ハ
ス
。
公
家
ノ
御
所
ニ
モ
法
施
ヲ
旨

ト
シ
侍
リ
、
是
愚
ナ
ル
御
ハ
カ
ラ
ヒ
ニ
ハ
侍
ラ
シ
。
又
神
宮
ニ
重
病
身
ニ
纏
ル
ヽ
時
ニ
ハ
信
讀
ノ
大
般
若
經
ヲ
、
何
ケ
日
ノ
中
ニ
法
樂
ニ
カ
サ
リ
奉

ル
へ
シ
ト
願
書
ヲ
書
テ
、
御
前
ニ
讀
申
セ
ハ
、
其
ノ
驗
シ
掲
焉
ナ
レ
ハ
、
今
ニ
此
事
サ
カ
リ
也
。
心
ニ
神
慮
ニ
背
ク
へ
シ
ト
存
セ
ハ
、
ア
ヤ
ウ
キ
病

席
ニ
此
願
書
ヲ
カ
キ
テ
、
御
前
ニ
テ
讀
申
サ
ン
ヤ
。
然
レ
ハ
内
ニ
ハ
佛
法
ニ
歸
シ
、
外
ニ
ハ
禁
制
ノ
式
ヲ
タ
カ
へ
給
フ
事
ナ
シ
。
物
ニ
内
外
有
リ
、

豈
謹
愼
ヲ
存
セ
サ
ラ
ン
ヤ
。」（『
神
宮
参
拝
記
大
成
』
大
神
宮
叢
書　

五
三
頁
）
と
し
て
、
神
道
の
立
場
か
ら
、
内
的
に
仏
教
を
帰
依
し
て
い
て
も
、

外
見
上
は
仏
教
を
忌
む
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
内
外
の
峻
別
は
明
確
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。
同
書
は
こ
れ
に
対
し
て
、「
一
僧
云
、

内
ニ
ハ
佛
法
ニ
歸
シ
、外
ニ
ハ
三
寶
ヲ
忌
給
フ
由
證
據
ナ
シ
。
傳
記
ニ
モ
載
ラ
ス
、託
宣
ニ
モ
告
給
事
ナ
シ
。
就
中
神
宮
ノ
御
事
ハ
殿
ニ
赤
キ
事(

ヲ)

加
へ
ス
シ
テ
、
殿
舎
ニ
モ
丹
ヲ
ヌ
ル
事
ナ
シ
。
壁
ニ
白
キ
事
ヲ
交
ス
シ
テ
、
土
上
ニ
石
灰
ヌ
ル
事
ナ
シ
。
是
併
無
表
裏
御
誓
卜
承
ル
。
若
シ
内
ニ
ハ

崇
メ
、
外
ニ
ハ
忌
セ
給
ハ
ヽ
、
有
表
裏
御
神
ニ
コ
ソ
。
千
木
ノ
片
ソ
キ
モ
ソ
ラ
ス
。
高
欄
ノ
ホ
コ
木
モ
ス
ク
ナ
リ
。
是
正
直
ヲ
表
シ
テ
餘
社
ニ
異
ナ

リ
。
爭
カ
内
外
ヒ
ト
シ
カ
ラ
ス
ト
ユ
カ
メ
ル
御
心
有
ン
ヤ
。
佛
法
ヲ
忌
事
習
ア
リ
ヌ
ル
ニ
ハ
、垂
仁
天
皇
ノ
御
宇
ニ
、大
和
姫
ノ
内
親
王
御
躰
ヲ
奉
戴
、

五
十
鈴
河
ノ
河
上
ニ
宮
柱
ヲ
ヒ
ロ
シ
キ
タ
テ
シ
ヨ
リ
、
四
百
八
十
四
年
ヲ
へ
テ
、
豐
受
太
神
宮
ノ
山
田
原
ニ
宮
作
リ
シ
給
ヒ
シ
マ
テ
、
我
朝
ニ
佛
法

ノ
名
字
ヲ
シ
ラ
ス
。
蘋
蘩
薀
藻
ノ
禮
奠
、
一
陰
一
陽
ノ
神
ワ
サ
計
ニ
テ
、
左
ノ
物
ヲ
右
ニ
渡
サ
ス
ト
申
テ
、
左
ノ
手
ニ
モ
ツ
御
玉
串
ア
カ
ラ
サ
マ
ニ

モ
右
ニ
移
ス
事
ナ
シ
。
カ
ヽ
ル
宮
ノ
習
ナ
レ
ハ
ナ
リ
。
世
ク
タ
リ
テ
人
王
卅
代
年
記
一
千
二
百
餘
歳
ヲ
へ
テ
ノ
チ
、
欽
明
天
皇
ノ
御
畤
コ
ソ
佛
法
始

テ
吾
朝
ニ
渡
リ
シ
カ
ハ
、
神
代
ヨ
リ
佛
法
ヲ
忌
セ
給
フ
由
承
リ
ツ
ル
モ
ヒ
カ
事　

用
明
天
皇
ノ
太
子
聖
德
ノ
儲
君
、
守
屋
ノ
逆
臣
ヲ
誅
シ
テ
、
始
テ

四
天
王
寺
ヲ
立
給
ヒ
シ
カ
ト
モ
、
天
下
ニ
普
ク
弘
マ
ル
事
ナ
シ
。
況
ヤ
太
神
宮
ノ
宮
中
ニ
佛
法
ヲ
行
ス
へ
カ
ラ
ス
ヤ
「
否
ヤ
」
沙
汰
二
モ
不
及
事
也
。
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但
シ
納
受
ノ
由
示
現
ノ
事
ハ
明
ニ
傳
レ
リ
。」（
上
掲
書　

五
三
頁
）
と
言
い
、「
僧
」
の
立
場
か
ら
、
神
に
は
表
裏
な
ど
無
く
、
正
直
を
宗
と
す
る
の

が
神
慮
で
あ
る
か
ら
、
内
外
の
相
違
は
有
る
は
ず
も
な
い
と
し
て
、
仏
教
の
伝
来
は
神
代
よ
り
下
っ
て
の
こ
と
で
、
神
宮
で
の
仏
教
祭
祀
の
如
何
も

伝
来
直
後
に
は
議
論
さ
れ
て
お
ら
ず
、
た
だ
仏
教
納
受
の
態
度
は
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
外
見
上
は
仏
教
を
忌
む
と
い
う
考
え
方
は
誤
り

だ
と
主
張
す
る
。
更
に
「
又
文
治
ニ
ハ
、
春
乘
房
ノ
上
人
ニ
ヤ
セ
タ
ル
御
胸
ヲ
カ
キ
出
シ
給
テ
、
我
近
來
身
疲
レ
力
衰
へ
テ
大
事
ヲ
成
シ
カ
タ
シ
、

若
シ
大
願
ヲ
成
ン
ト
思
ハ
ヽ
、
先
我
身
ヲ
コ
ヤ
ス
へ
シ
ト
仰
ラ
ル
。
法
味
ヲ
ロ
ソ
カ
ナ
ル
神
ニ
テ
カ
ク
示
シ
給
ニ
コ
ソ
ト
テ
、
公
家
ニ
奏
聞
シ
テ
法

味
ヲ
賁
リ
給
シ
カ
ハ
、甲
斐
々
々
シ
ク
二
果
ノ
寶
珠
ヲ
給
ハ
リ
、思
ノ
如
ク
ニ
願
ヲ
成
シ
給
ニ
キ
。
今
モ
法
味
ノ
外
ハ
何
事
ヲ
カ
不
足
ト
思
シ
食
へ
キ
、

奉
願
主
君
ノ
ヤ
セ
タ
ル
御
胸
ヲ
カ
キ
出
シ
テ
、
自
力
衰
へ
タ
リ
ト
被
仰
、
ハ
ヾ
カ
リ
マ
サ
セ
給
ハ
サ
ラ
ン
ヤ
。
般
若
ノ
法
味
幷
秘
密
ノ
行
法
、
內
外

宮
ノ
法
樂
舎
二
百
十
六
人
ノ
供
僧
ノ
勤
、
不
法
ナ
リ
ト
云
へ
ト
モ
御
納
受
ナ
カ
ラ
ン
ヤ
。
此
經
難
持
、
若
暫
持
者
、
我
則
歡
喜
、
諸
怫
亦
然
ト
コ
ソ

請
喜
ヒ
給
ラ
メ
。
サ
レ
ハ
神
拜
解
除
ノ
次
ニ
モ
心
經
等
ノ
法
味
ヲ
奉
ル
祠
官
多
ク
侍
ル
由
承
ナ
リ
。」（
上
掲
書　

七
六
頁
）
と
言
い
、
託
宣
か
ら
し

て
、
天
照
太
神
は
法
味
を
求
め
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
仏
法
を
憚
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、「
祠
官
モ
僧
侶
モ
敢
テ
名
聞

利
養
ノ
塵
ニ
ケ
カ
サ
レ
ス
シ
テ
、與
力
同
心
シ
テ
勇
猛
精
進
ノ
思
ヒ
ニ
住
シ
テ
、神
明
ノ
威
光
ヲ
奉
餝
給
フ
へ
シ
。」（
上
掲
書　

七
七
頁
）
と
言
っ
て
、

祠
官
と
僧
侶
は
神
明
の
威
光
を
飾
る
た
め
に
協
調
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
た
し
か
に
「
一
外
宮
ノ
砌
リ
於
世
義
寺
、
建
長
七
年
十
月
ノ
比
、

南
都
ノ
上
人
ア
マ
タ
内
外
宮
ノ
爲
御
法
樂
ニ
千
部
ノ
法
花
經
ヲ
轉
讀
セ
ン
ト
シ
侍
ケ
ル
ニ
、
外
宮
ノ
一
禰
宜
行
能
、
神
宮
近
キ
程
也
、
可
制
化
由
自

餘
ノ
禰
宜
ニ
賦
レ
申
ケ
ル
ニ
、
三
禰
宜
興
房
、
五
禰
宜
惟
房
、
六
禰
宜
朝
行
申
ケ
ル
ハ
、
其
レ
ハ
去
ル
年
既
ニ
無
爲
ニ
ト
ケ
畢
ヌ
、
今
制
止
ノ
條
、

若
シ
神
慮
ニ
背
カ
ハ
、
豈
不
可
然
、
同
シ
申
シ
難
キ
由
申
ケ
ル
程
ニ
、
評
定
ノ
後
第
三
日
ノ
夜
、
禰
宜
惟
房
ノ
神
主
カ
夢
ニ
、
一
首
ノ
歌
ニ
満
テ
キ

コ
へ
ケ
リ
。
染
紙
ヲ
千
々
ニ
手
向
ル
聲
聞
テ
イ
カ
ニ
ウ
レ
シ
ト
神
モ
聞
ラ
ン　

是
ハ
納
受
ノ
至
リ
イ
チ
シ
ル
ク
聞
エ
侍
リ
。
其
後
禰
宜
共
皆
信
心
ヲ

發
シ
テ
、
五
ケ
日
ニ
テ
結
願
ス
へ
カ
リ
ケ
ル
ヲ
、
七
ケ
日
ニ
延
行
ヒ
侍
リ
キ
。」（
上
掲
書　

六
四
頁
）、
ま
た
「
内
宮
一
禰
宜
延
季
ハ
殊
ニ
佛
法
ヲ
禁

忌
シ
ケ
ル
ニ
，
子
息
四
禰
宜
氏
忠
カ
夢
ニ
、
件
上
人
相
具
ス
ル
聖
「
卜
」
二
人
、
馬
ニ
乘
テ
一
ノ
鳥
居
ヨ
リ
二
ノ
鳥
居
ニ
入
ケ
ル
ヲ
、
モ
ト
ヨ
リ
僧
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ハ
制
ア
ル
事
也
、
河
ソ
況
ヤ
馬
ニ
乘
ナ
カ
ラ
入
ル
へ
カ
ラ
サ
ル
由
、
制
セ
ン
卜
走
リ
行
ク
ニ
、
子
良
一
人
出
來
テ
、
神
ノ
御
納
受
ア
ル
事
也
、
制
ス

へ
カ
ラ
ス
ト
申
夢
ノ
告
ア
リ
ケ
レ
ハ
、
彼
神
勅
ノ
歌
モ
符
合
シ
テ
、
信
心
ヲ
至
シ
テ
、
父
一
禰
宜
モ
佛
法
ニ
歸
シ
侍
リ
シ
事
也
。」（
上
掲
書　

六
五
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、
天
照
太
神
の
仏
教
擁
護
の
託
宣
を
肯
ん
じ
る
袮
宜
の
存
在
も
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
書
の
主
張
が
仏
教
側
か
ら
展
開
さ
れ

た
意
味
を
思
え
ば
、
寧
ろ
外
形
上
の
忌
避
は
根
強
く
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
疑
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

62 『
新
訂
増
補
國
史
大
系
』
七　

十
四
頁

63 『
老
子
道
德
經
河
上
公
章
句
』
王
卡
點
校　

中
華
書
局　

一
一
八
～
九
頁     

64 『
新
訂
増
補
國
史
大
系
』
七　

二
五
頁

65 『
禮
記
正
義
（
十
三
經
注
疏
）』
北
京
大
学
出
版　

二
〇
〇
〇　

八
二
四
頁　

66 『
禮
記
正
義
（
十
三
經
注
疏
）』
北
京
大
学
出
版　

二
〇
〇
〇　

一
五
二
九
～
三
〇
頁　

67 『
新
訂
増
補
國
史
大
系
』
七　

三
一
頁

68 『
新
訂
増
補
國
史
大
系
』
七　

三
一
～
二
頁

69 『
老
子
道
德
經
河
上
公
章
句
』
王
卡
點
校　

中
華
書
局　

一
四
七
～
九
頁     

70 『
老
子
道
德
經
河
上
公
章
句
』
王
卡
點
校　

中
華
書
局　

一
四
九
～
五
〇
頁   

71 『
新
訂
増
補
國
史
大
系
』
七　

三
八
頁

72 

『
大
乘
起
信
論
』
で
は
「
復
次
、
依
不
覺
故
生
三
種
相
、
與
彼
不
覺
相
應
不
離
。
云
何
為
三
。
一
者
、
無
明
業
相
。
以
依
不
覺
故
心
動
、
說
名
為
業
。

覺
則
不
動
。
動
則
有
苦
。
果
不
離
因
故
。
二
者
、
能
見
相
。
以
依
動
故
能
見
。
不
動
則
無
見
。
三
者
、
境
界
相
。
以
依
能
見
故
境
界
妄
現
。
離
見
則

無
境
界
。」（『
大
正
藏
』
巻
三
二　

五
七
七
下
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
本
来
的
な
る
真
理
そ
の
ま
ま
の
普
遍
性
・
全
一
性
か
ら
乖
離
す
る
形
で
（
無

明
業
相
）、
主
観
（
能
見
相
）
と
客
観
（
境
界
相
）
が
構
成
さ
れ
る
と
し
、
そ
れ
を
世
界
が
分
化
展
開
さ
れ
る
要
因
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
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73 『
神
道
大
系
』
論
説
編　

眞
言
神
道
（
上
）
八
八
頁

74 『
新
訂
増
補
國
史
大
系
』
七　

三
七
頁

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
中
世
伊
勢
神
道　

仏
教　

儒
学　

道
家　

如
来
蔵
思
想　
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一　

禅
僧
、
夢
野
久
作
と
日
中
の
古
典

近
代
日
本
が
生
ん
だ
異
形
の
作
家
、
夢
野
久
作
（
本
名
、
杉
山
泰
道
）
は
、
そ
の
作
品
に
含
ま
れ
る
独
特
の
価
値
観
や
ユ
ー
モ
ア
、

そ
し
て
エ
ロ
グ
ロ
的
な
描
写
か
ら
、
マ
ン
ガ
、
ア
ニ
メ
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
等
々
、
現
代
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
領
域
に
属
す
る
作
品
群
に

も
影
響
を
与
え
て
い
る
。

久
作
は
猟
奇
的
な
作
風
で
知
ら
れ
る
一
方
で
、
曹
洞
宗
の
得
度
を
受
け
た
禅
僧
・
萠
圓
と
い
う
一
面
を
持
ち
あ
わ
せ
る
人
物
で
も

あ
っ
た
。
ま
た
、
福
岡
と
い
う
、
黒
田
藩
士
と
博
多
町
人
の
文
化
が
入
り
混
じ
る
特
殊
な
土
地
に
根
差
し
、
そ
れ
を
糧
に
育
っ
た
作
家

で
も
あ
っ
た1

。

死
の
前
年
で
あ
る
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
に
出
版
さ
れ
た
代
表
作
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
は
、
幻
想
的
・
怪
奇
的
な
傾
向
の
強

い
長
編
探
偵
小
説
（
推
理
小
説
）
で
あ
る2

。
作
品
の
中
に
は
入
れ
子
構
造
に
、
メ
デ
ィ
ア
を
異
に
し
た
多
く
の
〝
劇
中
劇
〟
的
な
架
空

夢
野
久
作
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
に
お
け
る
日
中
〝
死
美
人
〟
説
話
の
摂
取

─
─
『
九
相
詩
絵
巻
』
か
ら
「
長
恨
歌
」
ま
で
─
─

今
井 

秀
和
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テ
ク
ス
ト
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
」
と
題
さ
れ
た
精
神
病
者
の
手
記
、
精
神
医
学
の
研
究
論
文
、

記
録
映
画
、
開
山
縁
起
、
阿
保
陀
羅
経
等
々
…
…
。
そ
し
て
、
作
中
で
事
件
の
引
き
金
と
な
る
重
要
な
テ
ク
ス
ト
が
、
腐
り
行
く
美
女

の
死
体
を
描
い
た
唐
代
の
絵
巻
物
な
の
で
あ
っ
た
。　

本
稿
で
は
、久
作
が
こ
の
絵
巻
を
発
想
す
る
に
至
っ
た
背
景
に
、こ
れ
ま
で
の
研
究
で
も
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
『
九
相
詩
絵
巻
』

な
ど
の
九
相
図
系
統
の
絵
画
作
品
（
腐
乱
し
て
つ
い
に
散
じ
る
美
女
の
死
体
を
描
く
）
や
、
九
相
図
に
共
通
す
る
仏
教
思
想
を
宿
し
た

『
玉
造
小
町
子
壮
衰
書
』
類
、あ
る
い
は
こ
れ
ら
の
影
響
下
に
あ
る
江
戸
文
芸
だ
け
で
な
く
、楊
貴
妃
の
死
を
扱
っ
た
白
居
易
（
白
楽
天
）

の
漢
詩
「
長
恨
歌
」
か
ら
の
影
響
が
あ
っ
た
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

ま
た
、『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
の
死
美
人
絵
巻
は
正
確
に
言
う
と
九
相
図
で
は
な
く
、
い
わ
ば
〝
六
相
図
〟
的
な
変
則
的
な
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
、
作
中
で
こ
の
よ
う
な
改
変
が
施
さ
れ
た
の
か
。
こ
こ
に
、
作
品
全
体
の
構
想
を
支
え
る
隠
避
学
的
な
謎
が
込
め

ら
れ
て
い
る
も
の
と
推
察
し
た
上
で
、
挑
戦
的
な
考
究
を
も
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

筆
者
は
す
で
に
、
江
戸
期
の
文
芸
作
品
、
と
く
に
妖
怪
画
集
に
お
け
る
地
獄
絵
・
九
相
図
の
摂
取
と
変
容
の
様
相
に
つ
い
て
論
じ

た
こ
と
が
あ
る3

。
本
稿
で
は
、
日
本
近
代
文
学
に
お
け
る
〝
死
美
人
〟
説
話
の
受
容
と
変
容
の
一
側
面
に
つ
い
て
多
角
的
な
視
野
か
ら

考
え
て
い
き
た
い
。

二　

日
本
近
代
文
学
と
九
相
図

近
代
は
、
昔
日
の
日
本
に
科
学
と
合
理
を
も
た
ら
し
た
…
…
は
ず
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
近
代
以
降
の
日
本
人
に
お
い
て
も
、
依

然
と
し
て
、
個
人
の
死
お
よ
び
死
後
の
世
界
の
存
否
は
無
視
し
難
く
も
答
え
の
出
な
い
問
題
で
あ
り
続
け
た
。
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そ
し
て
、
近
代
以
降
の
作
家
が
テ
ー
マ
化
す
る
際
に
も
、
前
近
代
の
宗
教
的
価
値
観
に
お
い
て
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
た
〝
地
獄
〟

〝
極
楽
〟〝
天
国
〟
な
ど
が
参
照
さ
れ
続
け
る
こ
と
と
な
る
。
地
獄
や
地
獄
絵
を
扱
っ
た
有
名
な
文
学
作
品
と
し
て
は
、
芥
川
龍
之
介

（
一
八
九
二
―
一
九
二
七
）
の
『
地
獄
変
』
や
『
蜘
蛛
の
糸
』
な
ど
が
あ
る
。
芥
川
は
、
今
回
扱
う
作
家
、
夢
野
久
作
（
一
八
八
九
―

一
九
三
六
）
と
ほ
ぼ
同
時
代
人
で
あ
る
。

ま
た
、
戦
後
を
代
表
す
る
漫
画
家
・
妖
怪
画
家
の
一
人
に
し
て
名
随
筆
家
の
水
木
し
げ
る
（
一
九
二
二
―
）
は
、
鳥
取
県
の
境
港

で
過
ご
し
た
幼
い
頃
、
在
地
の
妖
怪
伝
承
を
よ
く
知
る
民
間
宗
教
者
の
「
の
ん
の
ん
ば
あ
」
に
育
て
ら
れ
た
こ
と
を
、
自
身
が
妖
怪
へ

興
味
を
持
つ
に
至
っ
た
原
体
験
と
し
て
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る4

。
そ
れ
に
加
え
て
、
近
く
の
寺
（
曹
洞
宗
、
巨
嶽
山
正
福
寺
）
に
あ
っ

た
地
獄
極
楽
図
も
、〝
異
界
〟
へ
の
興
味
の
入
り
口
に
な
っ
た
と
い
う5

。
地
獄
絵
の
影
響
と
在
地
の
口
頭
伝
承
、
そ
し
て
、
南
方
の
楽

園
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
で
の
、
地
獄
の
よ
う
な
従
軍
体
験
に
よ
っ
て
強
く
〝
死
〟
を
意
識
し
た
こ
と
が
、
復
員
後
、
漫
画
家
と
し
て
活
躍
す

る
水
木
の
背
骨
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う6

。

仏
文
学
者
・
文
芸
評
論
家
の
村
松
剛
が
『
死
の
日
本
文
學
史
』
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
西
洋
、
そ
し
て
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
地
獄

の
イ
メ
ー
ジ
ソ
ー
ス
の
ひ
と
つ
に
は
、
墓
で
は
な
く
、
も
っ
と
原
始
的
な
方
法
で
死
体
を
遺
棄
し
て
い
た
土
地
の
存
在
が
あ
っ
た7

。
死

体
を
遺
棄
す
る
場
所
、
そ
こ
に
遺
棄
さ
れ
た
死
体
は
、
と
き
に
日
中
の
仏
教
思
想
に
お
い
て
、
た
だ
の
〝
死
体
〟
や
〝
死
体
遺
棄
場
〟

以
上
の
文
化
的
な
意
義
を
持
ち
併
せ
て
も
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
後
に
詳
述
す
る
不
浄
観
・
九
相
観
（
九
想
観
）
や
九
相
図
の
問

題
と
も
深
く
関
わ
っ
て
く
る
。

単
純
化
し
て
述
べ
れ
ば
、
地
獄
と
は
、
死
後
の
世
界
の
存
在
を
認
め
た
上
で
、
想
像
力
を
働
か
せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
九
相
観
と
呼
ば
れ
る
観
想
修
行
は
、
死
後
の
世
界
へ
と
想
像
力
を
向
け
ず
、
あ
く
ま
で
も
現
世
に
お
け
る
人
体
の
死
後
を
観
察
し
続

け
て
、
そ
こ
に
死
の
実
相
を
見
出
し
て
無
常
を
悟
ろ
う
と
す
る
修
行
で
あ
る
。
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た
だ
し
、
九
相
図
の
作
成
動
機
お
よ
び
鑑
賞
態
度
が
、
そ
の
成
立
か
ら
中
近
世
期
に
か
け
て
の
展
開
に
お
い
て
、
常
に
修
行
と
向

き
合
っ
た
仏
教
的
な
役
割
に
終
始
し
て
い
た
か
と
言
え
ば
、
大
い
に
疑
問
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
前
近
代
に
お
い
て
、
死
体
は
決
し
て
珍

し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
絵
画
作
品
と
し
て
描
か
れ
継
が
れ
て
き
た
の
は
、
い
か
な
る
動
機
に
よ
る
の
で

あ
ろ
う
。

と
き
に
は
そ
こ
に
、
怖
い
物
見
た
さ
の
グ
ロ
テ
ス
ク
趣
味
、
あ
る
い
は
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
興
味
が
働
い
て
い
な
か
っ
た
か
。
九
相

図
が
美
女
の
死
体
で
描
か
れ
続
け
て
き
た
と
い
う
事
実
に
は
、
美
醜
の
対
比
に
よ
る
視
覚
的
効
果
以
外
に
、
見
世
物
的
な
好
奇
の
視
点

が
関
与
し
て
も
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
も
、『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
が
重
要
な
意
味
を

持
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
て
、
近
代
以
降
の
文
芸
作
品
に
お
け
る
九
相
図
の
影
響
を
確
認
す
る
前
に
、
山
本
聡
美
に
よ
る
、

九
相
観
に
関
す
る
解
説
を
引
い
て
お
こ
う
。

　

九
相
観
を
説
く
経
典
の
伝
来
は
少
な
く
と
も
奈
良
時
代
に
遡
り
、
平
安
時
代
に
は
、
源
信
の
『
往
生
要
集
』
に
お
け
る
「
人
道

不
浄
相
」
や
空
海
に
仮
託
さ
れ
る
『
九
相
詩
』
な
ど
、
九
相
観
に
基
づ
く
和
製
テ
キ
ス
ト
が
相
次
い
で
成
立
し
た
。
ま
た
、
鎌

倉
時
代
初
頭
の
仏
教
説
話
集
で
あ
る
『
閑
居
友
』
や
『
発
心
集
』
に
は
、
身
体
や
死
体
の
不
浄
の
有
り
様
を
観
想
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
発
心
が
促
さ
れ
る
話
が
多
数
収
録
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
室
町
時
代
に
は
北
宋
の
詩
人
蘇
東
城
に
仮
託
さ
れ
る
新
た

な
『
九
相
詩
』
も
成
立
、
無
常
を
詠
ん
だ
和
歌
と
組
み
合
わ
せ
ら
れ
和
漢
朗
詠
の
形
式
で
広
が
っ
た
。
そ
し
て
近
世
初
頭
に
は
、

檀
林
皇
后
や
小
野
小
町
説
話
と
も
結
び
つ
き
、
絵
解
き
を
通
じ
て
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
一
気
に
大
衆
化
す
る
こ
と
と
な
る8

。

古
代
か
ら
江
戸
期
に
か
け
て
の
「
九
相
観
」
知
識
お
よ
び
モ
チ
ー
フ
は
、
お
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
展
開
を
遂
げ
て
広
ま
っ
た
の
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で
あ
る
。
一
方
、
近
代
以
降
の
文
学
で
九
相
図
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
し
た
モ
チ
ー
フ
を
と
り
あ
げ
た
作
品
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
黒
岩

涙
香
『
小
野
小
町
論
』
が
あ
る
（
一
九
二
二
年
初
出
）。
同
作
は
小
説
で
は
な
く
評
論
で
あ
り
、
ま
た
、
直
接
的
に
九
相
図
を
扱
っ
た

も
の
で
も
な
い
が
、
小
野
小
町
と
同
一
視
さ
れ
る
絶
世
の
美
女
、
玉
造
小
町
が
野
ざ
ら
し
の
髑
髏
と
な
る
説
話
に
触
れ
た
部
分
で
、『
玉

造
小
町
子
壮
衰
書
』
な
ど
に
関
す
る
考
証
を
行
っ
て
い
る9

。

ま
た
、
陰
陽
道
を
職
能
と
す
る
賀
茂
家
に
生
ま
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
地
位
を
捨
て
て
出
家
し
た
慶よ

し
し
げ
の
や
す
た
ね

滋
保
胤
を
主
人
公
と
し
た
幸
田

露
伴
「
連
環
記
」
に
も
、
九
相
図
が
登
場
す
る
（
一
九
四
〇
年
初
出
）。
さ
ら
に
、
谷
崎
純
一
郎
『
少

し
ょ
う
し
ょ
う
し
げ
も
と

将
滋
幹
の
母
』
に
は
、
滋
幹
の

父
が
、
自
ら
を
裏
切
っ
た
妻
へ
の
未
練
を
断
ち
切
る
為
に
「
不
浄
観
」
─
─
野
晒
し
の
死
体
を
観
察
し
続
け
た
後
、
実
物
を
前
に
せ
ず

と
も
そ
の
様
相
を
あ
り
あ
り
と
観
想
で
き
る
よ
う
に
修
行
し
、
無
常
を
体
得
す
る
─
─
を
行
う
場
面
が
あ
り
、
そ
の
様
子
は
小
倉
遊
亀

に
よ
る
連
載
時
の
挿
絵
に
も
描
か
れ
て
い
る
（
一
九
四
九
年
初
出
）。

　

近
代
以
降
は
マ
イ
ナ
ー
と
思
わ
れ
が
ち
な
九
相
図
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
、
探
せ
ば
、
た
び
た
び
著
名
な
文
学
作
品
の
中
に
も
登
場
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、九
相
図
が
作
品
全
体
の
テ
ー
マ
に
繋
が
る
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
作
品
と
言
え
ば
、夢
野
久
作
『
ド

グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
を
お
い
て
ほ
か
に
な
い
だ
ろ
う
。
同
作
は
複
雑
怪
奇
な
内
容
を
持
つ
長
編
小
説
だ
が
、
本
稿
の
論
点
に
合
わ
せ
、
ポ

イ
ン
ト
を
絞
っ
て
あ
ら
す
じ
を
整
理
す
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

三　
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
の
死
美
人
絵
巻

　

─
─
精
神
病
院
の
中
で
目
覚
め
た
記
憶
喪
失
の
青
年
。
青
年
は
若
林
博
士
・
正
木
博
士
と
い
う
二
人
の
医
師
か
ら
様
々
な
資
料
に
基

づ
く
説
明
を
受
け
る
内
に
、
日
本
で
起
こ
っ
た
殺
人
事
件
の
犯
人
が
、
自
分
で
あ
る
可
能
性
に
気
付
い
て
い
く
。
し
か
し
医
師
た
ち
は
、
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こ
れ
が
「
心
理
遺
伝
」
な
る
遺
伝
的
現
象
に
基
づ
い
た
「
犯
人
の
い
な
い
事
件
」
で
あ
る
と
い
う
。

事
件
の
発
端
は
、
唐
代
の
中
国
に
遡
る
。
こ
の
世
の
享
楽
を
欲
し
い
ま
ま
に
す
る
玄
宗
皇
帝
は
、
詩
人
の
李
白
の
ほ
か
に
、
若
き

天
才
絵
師
の
呉ご

青せ
い

秀し
ゅ
う（

作
中
の
み
に
登
場
す
る
架
空
の
人
物
）
を
抱
え
て
い
た
。
皇
帝
は
、
絶
世
の
美
女
で
あ
る
楊
貴
妃
と
い
う
寵

姫
に
か
ま
け
て
政
治
を
疎
か
に
し
て
お
り
、
呉
青
秀
は
主
君
を
諌
め
る
為
、
義
侠
心
か
ら
新
た
な
絵
巻
物
の
制
作
に
と
り
か
か
る
。
ど

ん
な
に
美
し
い
女
性
で
も
い
つ
か
必
ず
朽
ち
果
て
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
こ
の
世
の
真
理
を
伝
え
よ
う
と
、
呉
青
秀
は
妻
の
黛た

い

の
同
意
を
得
る
と
彼
女
を
絞
殺
し
て
、
若
く
美
し
い
女
性
の
死
体
が
腐
っ
て
い
く
様
を
六
段
階
に
分
け
て
写
し
取
り
始
め
た
。
と
こ
ろ

が
、
死
体
の
腐
敗
は
思
い
の
ほ
か
早
く
、
絵
巻
の
完
成
を
前
に
し
て
、
妻
の
死
体
は
朽
ち
て
し
ま
っ
た
。

狂
気
に
駆
ら
れ
た
青
秀
は
近
隣
の
墓
を
暴
い
て
若
い
女
の
死
体
を
奪
お
う
と
し
た
り
、
生
き
た
女
性
を
襲
お
う
と
し
た
り
と
い
っ

た
凶
行
に
走
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
青
秀
を
救
お
う
と
し
て
、
そ
の
前
に
現
れ
た
の
が
、
黛
に
生
き
写
し
の
双
子
の
妹
、
芬ふ

ん
で
あ

っ
た
。
芬
は
、
青
秀
が
絵
巻
物
の
制
作
に
と
り
か
か
っ
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
楊
貴
妃
が
殺
さ
れ
て
玄
宗
皇
帝
の
御
代
も
終
わ
り
を
告

げ
た
こ
と
を
説
き
、
す
で
に
絵
巻
物
は
無
用
の
長
物
と
な
っ
て
い
る
と
伝
え
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
青
秀
は
呆
然
自
失
の
体
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
。

世
間
に
追
わ
れ
る
青
秀
と
芬
は
夫
婦
と
な
り
、
絵
巻
物
を
持
っ
て
海
を
渡
り
、
日
本
に
逃
れ
よ
う
と
す
る
。
船
中
、
青
秀
は
海
に

落
ち
て
行
方
知
れ
ず
と
な
っ
て
し
ま
い
、
身
重
の
芬
の
み
が
遠
く
異
朝
に
流
れ
着
く
こ
と
と
な
っ
た
。
芬
の
子
孫
は
福
岡
県
に
定
着
し

た
が
、
そ
の
後
た
び
た
び
、
絵
巻
物
を
見
た
呉
家
の
男
子
は
狂
気
に
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
絵
巻
物
は
青
黛
山
如
月
寺
の
仏

像
の
中
に
隠
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
─
─

複
雑
な
構
成
を
持
つ
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
の
中
で
、
と
く
に
着
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
絵
巻
物
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
た
玄
宗

皇
帝
と
楊
貴
妃
の
間
の
史
的
・
詩
的
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ベ
ー
ス
に
、
そ
の
伏
流
と
し
て
、
架
空
の
絵
師
と
絵
巻
物
の
物
語
が
展
開
し
、
そ
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れ
が
、
後
世
の
日
本
で
起
こ
る
殺
人
事
件
の
原
因
た
る
「
心
理
遺
伝
」
の
ル
ー
ツ
だ
と
す
る
点
で
、『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
の
推
理
小

説
と
し
て
の
結
構
は
多
分
に
変
則
的
か
つ
、
実
は
極
め
て
江
戸
文
芸
的
あ
る
い
は
民
間
伝
承
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
下
、
宮
廷
お
抱
え
絵
師
の
呉
青
秀
と
、
そ
の
妻
と
な
っ
た
双
子
の
美
人
姉
妹
「
黛
・
芬
」、
さ
ら
に
黛
の
死
体
を
描
い
た
絵
巻
物

に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
を
読
み
解
い
て
い
き
た
い
。

四　
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
と
江
戸
文
芸

九
相
図
的
モ
チ
ー
フ
が
登
場
す
る
文
献
を
広
く
求
め
れ
ば
、
天
台
宗
の
論
書
の
一
つ
で
あ
る
『
摩
訶
止
観
』
な
ど
に
行
き
当
た
る
。

し
か
し
、
も
っ
と
も
多
く
世
に
出
回
っ
た
も
の
は
、
平
安
期
に
成
立
し
た
後
、
江
戸
期
に
は
版
本
と
し
て
普
及
し
、
地
獄
の
様
子
や
「
人

道
不
浄
相
」
な
ど
を
描
い
て
庶
民
に
広
く
読
ま
れ
て
い
た
源
信
『
往
生
要
集
』
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
民
間
伝
承
や
、
そ
れ
と
関
係
す
る
文
芸
作
品
と
し
て
は
、
絶
世
の
美
女
と
し
て
の
檀
林
皇
后
が
死
に
、
や
が
て
野
晒
し
の

白
骨
へ
と
至
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
広
く
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た10

。
小
野
小
町
（
あ
る
い
は
玉
造
小
町
）
を
め
ぐ
る
同
様
の
説
話
も
良
く
知

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た11

。

ま
た
、
中
国
明
代
の
馮ふ

う
む
り
ょ
う

夢
竜
撰
『
笑
府
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
笑
話
が
あ
る
。
あ
る
男
が
野
晒
し
と
な
っ
て
い
た
骸
骨
を
葬
っ
た

と
こ
ろ
、
夜
半
に
人
が
訪
れ
る
の
で
誰す

い
か何

す
る
と
「
妃ひ

」
と
応
え
た
。
骸
骨
の
主
で
あ
る
楊
貴
妃
が
回
向
の
礼
と
し
て
夜
伽
に
訪
れ
た

の
で
あ
る
。
隣
家
の
男
が
羨
ん
で
そ
れ
を
真
似
た
と
こ
ろ
、「
飛ひ

」
と
応
え
て
、
む
く
つ
け
き
武
将
の
張
飛
が
夜
伽
に
訪
れ
た
…
…
と

い
う
話
で
あ
る
。

上
方
落
語
「
骨こ

つ
つ
り
」
や
江
戸
落
語
「
野
ざ
ら
し
」
に
影
響
を
与
え
た
中
国
の
〝
枯こ

こ
つ
ほ
う
お
ん
た
ん

骨
報
恩
譚
〟
的
な
説
話
に
、
楊
貴
妃
の
死
骸
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や
幽
霊
が
登
場
し
て
お
り
、
な
お
か
つ
そ
れ
が
笑
話
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
九
相
図
と
は
異
な
る
想
像
力
の
発
露
で
あ
る
が
、
美
女

の
白
骨
化
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
共
通
点
は
興
味
深
い
も
の
で
あ
る12

。

さ
て
、
荒
俣
宏
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
山
東
京
伝
の
読
本
『
桜
姫
全
伝
曙
草
紙
』
に
は
、『
玉
造
小
町
子
壮
衰
図
』
に
類
す
る

題
材
や
、「
離
魂
病
」
─
─
「
影
の
病
」
と
も
。
西
洋
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
の
よ
う
に
、生
者
の
姿
が
二
つ
に
分
離
す
る
病
─
─
等
々
、

『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
に
共
通
す
る
多
く
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る13

。『
桜
姫
全
伝
曙
草
紙
』
物
語
末
尾
の
後
日
譚
で
は
「
源
宗
の
桜
」

と
呼
ば
れ
る
桜
の
木
が
、
唐
の
玄
宗
皇
帝
に
重
ね
て
「
楊
貴
妃
桜
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
り
、
楊
貴
妃
の
イ
メ
ー
ジ
を
宿

し
た
も
の
が
中
国
か
ら
日
本
へ
渡
る
と
い
う
題
材
も
、
す
で
に
こ
こ
に
あ
る
。
久
作
が
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
執
筆
に
際
し
て
、『
桜

姫
全
伝
曙
草
紙
』
を
参
照
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
西
山
美
香
は
、『
桜
姫
全
伝
曙
草
紙
』「
二
人
比
丘
尼
発
心
記
」
末
尾
の
本
文
に
、
鈴
木
正
三
の
仮
名
草
子
『
二
人
比
丘
尼
』

か
ら
の
影
響
が
忍
ば
せ
て
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た14

。
鈴
木
正
三
は
も
と
武
士
で
、
の
ち
に
禅
宗
の
僧
と
な
っ
た
仮
名
草
子
作
者
で
あ

る15

。正
三
の
『
二
人
比
丘
尼
』
は
、
─
─
夫
に
死
別
し
た
美
女
二
人
が
ひ
ょ
ん
な
縁
か
ら
仲
良
く
な
る
も
の
の
、
う
ち
一
人
が
病
み
着

い
て
死
ぬ
と
、
や
が
て
醜
い
骸
に
変
貌
し
て
い
く
。
そ
の
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
た
も
う
一
人
が
無
常
を
知
っ
て
出
家
す
る
─
─
と
い

う
筋
で
あ
り
、
作
中
に
一
休
宗
純
の
『
二
人
比
丘
尼
』『
骸
骨
』
や
蘇
東
坡
「
九
想
詩
」
の
構
想
を
取
り
込
ん
で
い
る
こ
と
で
知
ら
れ

る16

。鈴
木
正
三
『
二
人
比
丘
尼
』
は
す
で
に
〝
美
女
〟
と
〝
美
女
が
変
じ
た
醜
い
屍
〟
と
い
う
極
め
て
対
照
的
な
二
つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
、「
異

時
同
図
法
」
─
─
異
な
る
時
間
に
生
じ
た
現
象
を
同
一
の
図
に
描
き
こ
む
絵
画
技
法
─
─
に
も
似
た
手
法
で
同
一
場
面
・
同
一
画
面
に

落
と
し
込
む
と
い
う
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
凝
ら
し
て
い
た
（
同
書
に
は
挿
絵
も
備
わ
る
）。
こ
の
技
法
は
『
桜
姫
全
伝
曙
草
紙
』
に
も
継
承
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さ
れ
る
。

一
方
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
で
は
、
若
林
博
士
が
、
仮
死
状
態
の
〝
生
け
る
屍
〟
と
化
し
て
い
る
美
少
女
、
呉
モ
ヨ
子
に
似
せ
て
、

モ
ヨ
子
と
同
世
代
の
、
外
傷
で
醜
く
変
貌
し
た
少
女
の
死
体
を
切
り
刻
ん
で
加
工
す
る
と
、
モ
ヨ
子
に
擬
し
た
身
代
わ
り
を
造
り
出
す
。

大
正
十
五
年
四
月
二
十
七
日
夜
の
、
九
大
法
医
学
部
、
解
剖
室
に
は
、
か
く
し
て
二
個
の
少
女
の
肉
体
が
並
べ
ら
れ
た
事
に

な
り
ま
す
。
美
し
く
蘇
り
か
け
て
い
る
少
女
と
、
醜
く
く
強
直
し
て
い
る
少
女
と
…
…
中
に
も
解
剖
台
上
に
紅
友
禅
を
引
き
は

え
ま
し
た
少
女
の
肉
体
は
、
ほ
ん
の
暫
く
の
間
に
著
し
く
血
色
を
回
復
し
て
お
り
ま
し
て
、
麻
酔
を
か
け
ら
れ
た
ま
ま
に
細
々

と
呼
吸
し
は
じ
め
て
い
る
、
そ
の
ふ
く
よ
か
な
胸
の
高
低
が
見
え
る
位
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
異
常
な
平
和
さ
、
な
ま
め

か
し
さ
…
…
台
の
下
の
醜
い
少
女
の
顔
と
相
対
照
し
て
お
り
ま
す
せ
い
か
、
そ
の
美
し
さ
は
一
層
美
し
く
、
ほ
と
ん
ど
気
味
の

悪
い
く
ら
い
、
あ
で
や
か
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
（
三
〇
二
頁
）

こ
こ
に
お
い
て
の
呉
モ
ヨ
子
は
、
仮
死
状
態
に
な
っ
た
美
し
い
死
体
も
ど
き
で
あ
る
。
そ
の
す
ぐ
傍
に
は
、
醜
く
変
貌
し
た
少
女

の
死
体
が
置
か
れ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
呉
青
秀
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
次
第
に
腐
り
ゆ
く
死
美
人
の
絵
巻
に
お
け
る
、
第
一
の

図
（
最
初
の
図
）
と
第
六
の
図
（
最
終
図
）
を
想
起
さ
せ
る
仕
掛
け
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
と
同
時
に
、実
際
の
呉
モ
ヨ
子
は
意
識
を
失
っ
て
い
る
だ
け
で
、生
き
て
も
い
る
。
こ
れ
は
鈴
木
正
三『
二
人
比
丘
尼
』以
来
、『
桜

姫
全
伝
曙
草
紙
』
を
経
て
の
、
擬
似
的
な
異
時
同
図
法
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
る
と
評
価
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
久
作
が
ど
ち
ら
か
の

作
品
、
あ
る
い
は
双
方
を
参
考
に
し
て
い
た
も
の
か
、
ま
た
は
同
様
の
趣
向
を
持
つ
別
の
作
品
を
参
考
に
し
て
い
た
の
か
、
は
っ
き
り

と
し
た
断
定
を
下
す
の
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
が
、
な
ん
ら
か
の
有
機
的
な
回
路
を
経
由
し
て
、
江
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戸
期
の
文
芸
に
お
け
る
本
歌
取
り
的
な
説
話
的
要
素
の
バ
ト
ン
を
近
代
以
降
に
繋
げ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
に
は
、
和
漢
洋
古
今
の
文
芸
作
品
の
影
響
や
、
過
剰
に
も
思
わ
れ
る
程
の
言
葉
遊
び
、
作
品
発
表
当
時
の
世

相
を
反
映
し
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
な
ど
が
横
溢
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
奇
想
の
坩る

つ
ぼ堝

に
は
、
九
相
図
系
統
の
仏
教
画
だ
け
で
な
く
、
以
上
の

よ
う
な
江
戸
文
芸
の
構
想
も
流
入
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ほ
ん
の
一
例
だ
が
、
た
と
え
ば
、『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
に
は
次
の
よ
う
な

個
所
も
あ
る
。「
犬
山
道
節
、石
川
五
右
衛
門
、天
竺
徳
兵
衛
、自
来
也
以
上
の
幻
魔
術
が
現
代
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
は
し
ま
い
か
」

（
二
二
七
頁
）

説
明
す
る
ま
で
も
な
く
、
彼
ら
は
読
本
や
歌
舞
伎
な
ど
の
江
戸
文
芸
に
登
場
し
、
忍
術
・
妖
術
な
ど
を
操
る
人
気
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

た
ち
で
あ
る
。
こ
う
し
た
江
戸
文
芸
か
ら
の
影
響
は
、
恐
ら
く
、
そ
れ
が
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
と
い
う
作
品
を
モ
ザ
イ
ク
状
に
構
成

す
る
様
々
な
情
報
源
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
、
と
い
う
だ
け
の
意
味
に
留
ま
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
は
む
し
ろ
、
久
作
が
最
先
端
の
学
説
や
世
相
な
ど
を
反
映
し
た
複
雑
怪
奇
な
現
代
劇
を
描
き
出
す
に
当
た
っ
て
、
江
戸

の
戯
作
的
な
作
品
構
成
・
叙
述
の
ス
タ
イ
ル
を
も
、
無
意
識
の
内
に
摂
取
し
て
い
た
─
─
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
前
近
代
的
な
ス
タ
イ

ル
か
ら
脱
却
で
き
な
か
っ
た
─
─
と
い
う
事
実
を
看
取
す
べ
き
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
近
代
に
お
け
る
〝
読
本
〟
的
文
芸
作

品
と
し
て
の
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
と
い
う
観
点
で
あ
る
。

そ
う
し
た
意
味
で
、
夢
野
久
作
の
作
品
は
、
当
時
の
近
代
作
家
と
自
ず
か
ら
立
ち
位
置
を
異
に
し
て
い
た
、
と
も
言
え
よ
う
。
と

く
に
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
は
、
極
め
て
江
戸
の
読
本
的
な
特
徴
─
─
長
編
化
、
伏
線
の
多
用
、
名
詮
自
性
（「
名
は
体
を
表
す
」
式

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
命
名
法
）
─
─
等
々
を
宿
し
て
い
る
が
故
に
、
ど
こ
か
で
常
に
前
近
代
的
・
説
話
的
な
表
現
に
対
す
る
自
制
を
働
か

せ
て
い
る
近
代
小
説
を
読
み
な
れ
た
読
者
に
、
一
種
の
衝
撃
あ
る
い
は
拒
絶
反
応
を
齎も

た
らし

た
の
で
あ
る
。
強
い
拒
絶
反
応
を
起
こ
し
た

の
が
む
し
ろ
同
時
代
の
作
家
た
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
点
こ
そ
が
、
こ
の
事
実
を
補
強
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
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さ
て
、
江
戸
期
の
文
芸
に
は
、
中
国
文
学
か
ら
の
翻
案
が
多
か
っ
た
。
中
国
の
古
典
文
芸
を
典
拠
と
し
て
、
話
の
舞
台
を
日
本
に

変
え
る
と
い
う
こ
と
が
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
中
国
か
ら
日
本
に
舞
台
を
移
す
に
あ
た
っ
て
は
、
単
に
舞
台

を
日
本
に
変
え
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
と
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
物
語
内
の
時
空
間
に
お
い
て
も
、
中
国
か
ら
日
本
に
登
場
人

物
を
移
動
さ
せ
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
を
と
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
建
部
綾
足
に
よ
る
読
本
『
本
朝
水
滸
伝
』
後
編
に
は
、
馬
嵬
で
の
殺
害
を
免
れ
た
楊
貴
妃
が
九
州
・
筑
紫
に
渡
り
、
女

侠
客
と
し
て
活
躍
す
る
と
い
う
筋
が
含
ま
れ
て
い
る17

。
あ
る
い
は
、
近
代
以
降
の
民
間
伝
承
に
お
い
て
も
、
楊
貴
妃
が
海
を
渡
っ
て
山

口
県
な
ど
に
骨
を
埋
め
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
も
の
が
あ
る
。『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
が
直
接
こ
れ
ら
の
文
芸
作
品
や
伝
承
を
参

考
に
し
て
い
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
が
、
中
国
か
ら
日
本
へ
と
物
語
の
時
間
軸
・
空
間
軸
が
移
動
し
て
い
く
パ
タ
ー
ン
は
、
極
め
て
江

戸
文
芸
的
、
民
間
伝
承
的
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

久
作
は
、
こ
う
し
た
説
話
的
な
手
法
を
探
偵
小
説
に
潜
り
込
ま
せ
、
通
常
の
探
偵
小
説
で
は
事
件
と
し
て
立
件
不
可
能
と
な
る
悠

久
の
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
、
換
骨
奪
胎
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に
は
、
う
っ
か
り
す
る
と
読
み
飛
ば
し

て
し
ま
う
以
下
の
よ
う
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
も
動
員
さ
れ
て
い
た
。

あ
の
巻
物
は
、
向
う
に
屋
根
だ
け
見
え
て
お
り
ま
す
…
…
あ
の
如
月
寺
と
い
う
お
寺
様
の
、
御
本
尊
の
腹
の
中
に
納
っ
て
お
り

ま
し
た
も
の
だ
そ
う
で
（
三
八
九
頁
）

こ
こ
に
お
い
て
は
、
中
国
大
陸
由
来
の
文
物
（
作
中
で
は
絵
巻
物
）
の
、
日
本
へ
の
伝
来
と
寺
宝
化
と
い
う
、
日
本
の
伝
統
的
な

仏
教
寺
院
に
お
い
て
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
歴
史
的
現
象
を
隠
れ
蓑
と
し
て
、
物
語
の
中
で
の
整
合
性
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
大
陸
由
来
の
絵
巻
物
に
は
、
日
本
の
寺
院
で
作
ら
れ
た
縁
起
と
い
う
、
更
な
る
架
空
の
テ
ク
ス
ト
が
添
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

作
中
の
縁
起
「
青
黛
山
如
月
寺
縁
起
（
開
山
一
行
上
人
手
記
）」
が
そ
れ
で
あ
る
。

吾
家
に
祖
先
よ
り
伝
は
れ
る
一
軸
の
絵
巻
物
の
は
べ
り
。
中
に
美
婦
人
の
裸
像
を
描
き
止
め
た
り
。
承
り
及
び
た
る
処
に
よ
れ

ば
、
呉
家
の
祖
先
な
に
が
し
と
申
せ
し
人
、
最
愛
の
夫
人
に
死
別
せ
し
を
悲
し
み
、
そ
の
屍
の
姿
を
丹
青
（
─
─
引
用
者
注
：

絵
画
の
こ
と
）
に
写
し
止
め
、
電
光
朝
露
の
世
の
形
見
に
せ
む
と
、
心
を
尽
し
て
描
き
初
め
し
が
、
如
何
な
る
故
に
か
あ
り
け

む
、そ
の
亡
骸
み
る
く
う
ち
に
壊
乱
し
て
、い
ま
だ
そ
の
絵
の
半
に
も
及
ば
ざ
る
に
、早
く
も
一
片
の
白
骨
と
成
り
果
て
候
ひ
ぬ
。

（
三
九
三
頁
）

　
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
作
中
に
お
い
て
、
死
美
人
の
絵
巻
は
あ
く
ま
で
呉
青
秀
の
逆
説
的
な
忠
義
に
由
来
す
る
も
の
と
さ
れ
、
そ
こ

に
仏
教
的
な
無
常
観
の
介
在
が
あ
っ
た
と
は
記
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
日
本
に
渡
っ
た
死
美
人
の
絵
巻
が
寺
院
に
伝
わ
り
、
寺
宝
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
が
、
結
果
的
に
九
相
図
に
代
表
さ
れ
る
仏
教
思
想
の
反
映
と
し
て
の
仏
教
画
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
の

で
あ
る
。五　

「
長
恨
歌
」
の
影
響

『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
へ
の
古
典
文
芸
の
流
入
を
考
え
る
上
で
は
、
も
っ
と
具
体
的
な
影
響
関
係
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
。
白
居

易
の
漢
詩
「
長
恨
歌
」
で
あ
る
。『
玉
造
小
町
子
壮
衰
書
』
は
、「
書
」
と
は
言
い
な
が
ら
「
詩
」
の
体
裁
を
と
っ
て
お
り
、白
居
易
「
長
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恨
歌
」
の
影
響
下
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
に
お
け
る
玄
宗
皇
帝
と
楊
貴
妃
の
悲
劇
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、「
長

恨
歌
」
の
内
容
と
ま
さ
に
重
な
り
合
っ
て
く
る
。

一
読
で
は
読
み
飛
ば
し
が
ち
だ
が
、『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
作
中
に
も
「
涙
滂
沱
と
し
て
万
感
初
め
て
到
っ
た
呉
青
秀
は
、
長
恨

悲
泣
遂
に
及
ば
ず
。
几
帳
の
紐
を
取
っ
て
欄
間
に
か
け
、
妻
の
遺
物
を
懐
に
し
た
ま
ま
首
を
引
っ
か
け
よ
う
と
し
た
が
」（
四
八
八
―

四
八
九
頁
）
と
、「
長
恨
」
と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
。
む
し
ろ
、久
作
が
玄
宗
皇
帝
と
楊
貴
妃
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
記
す
に
際
し
、古
来
、

日
中
の
文
人
に
愛
さ
れ
続
け
て
き
た
「
長
恨
歌
」
を
念
頭
に
置
か
な
か
っ
た
と
考
え
る
方
に
無
理
が
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、玄
宗
皇
帝
と
楊
貴
妃
を
め
ぐ
る
物
語
は
、中
国
に
お
い
て「
長
恨
歌
」以
外
に
も『
長
生
殿
』な
ど
、様
々
な
形
で
展
開
し
、

日
本
に
も
そ
れ
が
伝
わ
っ
て
い
く18

。
た
と
え
ば
文
化
九
年
（
一
八
〇
四
）
刊
、
柳
亭
種
彦
の
読
本
『
浅
間
嶽
面
影
草
紙
』
後
編
の
副
題

は
「
本
朝
長
恨
歌
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
平
安
期
の
『
源
氏
物
語
』
へ
の
影
響
を
は
じ
め
と
し
て
、
基
本
的
な
知
識
・
教
養
の
核
と
し

て
は
、
い
つ
の
時
代
も
白
居
易
の
「
長
恨
歌
」
が
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
へ
の
、「
長
恨
歌
」
の
影
響
は
あ
ち
こ
ち
に
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
呉
青
秀
と
黛
と
が
、
絵
巻
物
の
制
作

で
心
を
一
つ
に
し
た
場
面
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
表
現
が
あ
る
。「
夫
婦
は
更
に
幽
界
で
め
ぐ
り
会
う
約
束
を
固
め
」（
四
八
三
頁
）。

こ
れ
は
、「
長
恨
歌
」
の
ラ
ス
ト
で
、
天
上
に
上
が
っ
た
玄
宗
皇
帝
と
楊
貴
妃
が
再
び
巡
り
会
う
、
神
仙
思
想
を
土
台
と
し
た
場
面
を

念
頭
に
置
い
た
表
現
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
も
っ
と
直
接
的
な
影
響
も
認
め
ら
れ
る
。『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
で
楊
貴
妃
の
侍
女
と
な
っ
た
双
子
の
美
人
姉
妹
、
黛
・
芬

の
ネ
ー
ミ
ン
グ
は
、
長
恨
歌
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
一
節
を
も
と
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

回
頭
一
笑
百
媚
生　
　

頭
を
回
ら
し
て
一
た
び
笑
め
ば
百
の
媚
生
ず
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六
宮
粉
黛
無
顔
色　
　

六
宮
の
粉
黛
、
顔
色
な
し19

　

楊
貴
妃
が
少
し
微
笑
む
だ
け
で
、
あ
ら
わ
し
よ
う
も
な
い
艶
め
か
し
さ
、
愛
ら
し
さ
が
生
じ
る
。
そ
の
前
で
は
、
宮
殿
に
住
ま
い
、

美
し
く
丁
寧
な
化
粧
を
施
し
た
宮
女
た
ち
も
顔
色
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
…
…
と
い
う
部
分
で
あ
る
。「
粉
黛
」
と
は
、
化
粧
の

こ
と
で
あ
る
。『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
の
黛
・
芬
は
楊
貴
妃
の
侍
女
な
わ
け
で
、「
長
恨
歌
」
に
お
い
て
「
粉
黛
」
を
施
し
た
宮
女
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
呉
青
秀
が
妻
と
し
た
双
子
の
名
前
は
、「
化
粧
」
転
じ
て
「
宮
女
」
を
示
す
二
字
熟
語
「
粉
黛
」
を
分
解
し
、
そ
こ
に

多
少
の
粉
飾
を
加
え
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
気
に
な
る
の
は
、
九
相
図
、「
長
恨
歌
」
の
い
ず
れ
も
が
、
日
本
に
お
い
て
絵
巻
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
う

し
た
意
味
で
は
、久
作
が
死
美
人
を
描
い
た
メ
デ
ィ
ア
の
ス
タ
イ
ル
を
〝
絵
巻
物
〟
と
し
た
こ
と
に
は
、日
本
に
お
い
て
作
ら
れ
た
『
九

相
詩
絵
巻
』
あ
る
い
は
『
長
恨
歌
絵
巻
』
か
ら
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
察
で
き
よ
う
。

『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
は
唐
代
の
中
国
を
事
件
の
発
端
と
し
て
い
な
が
ら
も
、
作
中
で
描
か
れ
、
日
本
に
漂
着
し
た
の
は
極
め
て
日

本
的
な
ス
タ
イ
ル
の
〝
絵
巻
物
〟
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
実
際
の
古
典
文
芸
の
影
響
関
係
を
巡
る
歴
史
か
ら
は
逸
れ
た
、
文
芸

的
な
ト
リ
ッ
ク
が
潜
ん
で
い
る
。

ま
た
、『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
に
お
け
る
楊
貴
妃
の
殺
害
や
、
心
理
遺
伝
に
よ
る
後
世
の
殺
人
事
件
に
お
け
る
殺
害
方
法
は
〝
絞
殺
〟

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
長
恨
歌
」
自
体
に
は
絞
殺
の
場
面
が
な
く
、
こ
う
し
た
殺
害
の
描
写
は
後
世
の
楊
貴
妃
説
話
に
お

い
て
加
味
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
は
「
長
恨
歌
」
お
よ
び
、
そ
の
他
の
楊
貴
妃
説
話
か
ら
も
エ
ピ

ソ
ー
ド
の
素
材
を
摂
取
し
て
探
偵
小
説
の
根
幹
を
為
す
犯
行
場
面
の
描
写
に
活
か
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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六　

九
相
図
か
ら
〝
六
相
図
〟
へ
─
─
隠
避
学
的
構
想
の
解
読

　

呉
青
秀
の
子
孫
で
あ
る
呉
一
郎
が
絵
巻
物
を
見
た
後
の
反
応
に
は
、「
心
理
遺
伝
」
現
象
の
誘
発
と
い
っ
た
作
中
テ
ー
マ
の
展
開
と

と
も
に
、
仏
教
に
お
け
る
「
不
浄
観
」
あ
る
い
は
「
九
相
観
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
二
重
写
し
で
投
影
さ
れ
て
い
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
不
浄
観
・
九
相
観
と
は
、
野
ざ
ら
し
の
屍
を
繰
り
返
し
集
中
し
て
眺
め
続
け
、
つ
い
に
現
物
を
見
る
こ
と

な
く
心
の
中
に
あ
り
あ
り
と
屍
の
姿
お
よ
び
変
容
の
過
程
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
を
可
能
と
し
、
女
性
へ
の
欲
情
を
捨
て
て
、
こ
の
世

の
理
を
我
が
物
と
す
る
為
の
修
行
方
法
で
あ
る
。
九
相
図
（
九
想
図
）
の
類
は
、
こ
う
し
た
観
想
行
の
補
助
的
な
道
具
と
し
て
作
ら
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
「
常
識
か
ら
考
え
れ
ば
天
子
を
驚
か
す
に
は
、
そ
こ
に
描
い
て
あ
る
六
ツ
の
死
美
人
像
だ
け
で
沢
山
な
ん
だ
。
大
抵
の
奴
は
そ
の

半
分
を
見
た
だ
け
で
も
参
っ
て
し
ま
う
ん
だ
。
そ
れ
に
呉
青
秀
が
、
な
お
も
新
し
い
女
の
屍
体
を
求
め
た
と
い
う
の
は
、
彼
が

病
的
の
心
理
に
堕
落
し
て
い
た
証
拠
だ
。
自
分
の
描
い
た
死
美
人
の
腐
敗
像
に
咀
わ
れ
て
精
神
に
異
状
を
来
た
し
た
ん
だ
。
そ

の
心
理
が
わ
か
る
か
ね
君
に
は
…
…
」

　
　
　

こ
う
し
た
言
葉
を
鼓
膜
に
ピ
ン
ピ
ン
と
受
け
付
け
な
が
ら
、
眼
を
シ
ッ
カ
リ
と
閉
じ
て
、
両
手
で
グ
ッ
と
押
え
付
け
て
い

る
、
瞼
の
内
側
の
薄
赤
い
暗
の
中
に
、
た
っ
た
今
見
た
ば
か
り
の
死
美
人
の
第
一
番
目
の
絵
像
が
、
白
い
光
を
帯
び
て
ウ
ッ
ス

リ
と
現
れ
た
。
…
…
と
思
う
間
も
な
く
第
二
図
、
第
三
図
と
左
か
ら
右
へ
順
々
に
辷
り
初
め
た
が
、
ち
ょ
う
ど
第
五
番
目
の
死

後
五
十
日
目
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
、
白
茶
気
た
笑
い
顔
の
と
こ
ろ
ま
で
来
る
と
、
ピ
タ
リ
と
眼
の
前
に
制
止
し
て
し
ま
っ
た
。

（
五
〇
六
―
五
〇
七
頁
）



蓮花寺佛教研究所紀要　第八号　共同研究

204

閉
じ
た
瞼
の
裏
側
に
次
々
と
死
美
人
の
姿
が
投
影
さ
れ
始
め
る
と
い
う
描
写
に
は
、
明
ら
か
に
、
仏
教
に
お
け
る
九
相
観
の
知
識

が
反
映
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
由
良
君
美
は
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
と
九
相
図
の
関
係
に
際
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
こ

こ
に
使
わ
れ
て
い
る
絵
巻
物
と
は
、
仏
教
で
観
禅
不
浄
観
と
い
わ
れ
る
観
想
修
行
の
た
め
の
「
九
相
図
」
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

り
、
夢
野
久
作
は
雲
水
と
し
て
修
行
中
に
、
ど
こ
か
で
こ
の
種
の
絵
巻
物
を
見
て
い
た
に
違
い
な
い
」20

　

久
作
は
、
曹
洞
宗
の
禅
僧
で
も
あ
っ
た
。
実
際
に
九
相
図
を
見
る
だ
け
で
な
く
、
九
相
観
の
実
践
を
試
み
て
い
た
可
能
性
も
皆
無
で

は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
証
明
不
可
能
な
事
象
に
深
入
り
す
る
よ
り
も
、
な
ぜ
、
屍
を
め
ぐ
る
九
つ
の
相
を
描
い
た
九
相
図

が
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
作
中
で
は
「
そ
こ
に
描
い
て
あ
る
六
ツ
の
死
美
人
像
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か
、
そ
ち
ら
の
方
に
考

察
の
矛
先
を
向
け
た
い
。
ま
ず
は
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
に
お
い
て
、
死
美
人
の
絵
巻
の
様
子
を
描
写
し
た
部
分
を
抜
き
だ
し
て
み
よ

う
。
全
て
を
掲
出
す
る
と
長
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
以
下
の
引
用
は
部
分
的
な
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
巻
頭
の
第
一
番
に
現
わ
れ
て
私
を
驚
か
し
た
絵
は
、
死
ん
で
か
ら
間
も
な
い
ら
し
い
雪
白
の
肌
で
、
頬
や
耳
に
は
臙

脂
の
色
が
な
ま
め
か
し
く
浮
か
ん
で
い
る
。（
五
〇
四
頁
）

然
る
に
第
二
番
目
の
絵
に
な
る
と
、
皮
膚
の
色
が
や
や
赤
味
が
か
っ
た
紫
色
に
変
じ
て
、
全
体
に
い
く
ら
か
腫
れ
ぼ
っ
た
く
見

え
る
上
に
、
眼
の
ふ
ち
の
ま
わ
り
に
暗
い
色
が
泛
み
漂
い
、
唇
も
稍
黒
ず
ん
で
、
全
体
の
感
じ
が
ど
こ
と
な
く
重
々
し
く
無
気

味
に
か
わ
っ
て
い
る
。（
五
〇
四
頁
）
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そ
の
次
の
第
三
番
目
の
像
で
は
、
も
う
顔
面
の
中
で
、
額
と
、
耳
の
背
後
と
、
腹
部
の
皮
膚
の
処
々
が
赤
く
、
又
は
白
く
欄
れ

は
じ
め
て
、
眼
は
ウ
ッ
ス
リ
と
輝
き
開
き
、
白
い
歯
が
す
こ
し
見
え
出
し
、
全
体
が
も
の
も
の
し
い
暗
紫
色
に
か
わ
っ
て
、
腹

が
太
鼓
の
よ
う
に
膨
ら
ん
で
ら
ん
で
光
っ
て
い
る
。（
五
〇
四
―
五
〇
五
頁
）

第
四
の
絵
は
総
身
が
青
黒
と
も
形
容
す
べ
き
深
刻
な
色
に
沈
み
か
わ
り
、
欄
れ
た
処
は
茶
褐
色
、
又
は
卵
白
色
が
入
り
交
り
、

乳
が
辷
り
流
れ
て
肋
骨
が
青
白
く
露
わ
れ
、
腹
は
下
側
の
腰
骨
の
近
く
か
ら
破
れ
綻
び
て
（
五
〇
五
頁
）

第
五
に
な
る
と
、
今
一
歩
進
ん
で
、
眼
球
が
潰
え
縮
み
、
歯
の
全
郁
が
耳
の
つ
け
根
ま
で
露
わ
れ
て
冷
笑
し
た
よ
う
な
表
情
を

し
て
い
る
。（
中
略
）
肋
骨
や
、
手
足
の
骨
が
白
々
と
露
わ
れ
て
、
毛
の
粘
り
付
い
た
恥
骨
の
み
が
高
や
か
に
、
男
女
の
区
別
さ

え
出
来
な
く
な
っ
て
い
る
。（
五
〇
五
頁
）

最
終
の
第
六
図
に
な
る
と
、
唯
、
青
茶
色
の
骨
格
に
、
黒
い
肉
が
海
藻
の
よ
う
に
固
ま
り
附
い
た
、
難
破
船
み
た
よ
う
な
ガ
ラ

ン
ド
ウ
に
な
っ
て
、
猿
と
も
人
と
も
つ
か
ぬ
頭
が
、
全
然
こ
っ
ち
向
き
に
傾
き
落
ち
て
い
る
の
に
、
歯
だ
け
が
白
く
、
ガ
ッ
ク

リ
と
開
い
た
ま
ま
く
っ
付
い
て
い
る
。（
五
〇
五
頁
）

　

さ
て
、
諸
書
に
よ
っ
て
各
相
（
想
）
の
名
称
に
異
同
は
あ
る
も
の
の
、
九
相
図
は
、
次
の
九
つ
の
相
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
文
化

九
年（
一
八
一
〇
）刊『
九
想
詩
絵
抄
』に
載
る
九
つ
の
想
を
参
考
に
し
て
順
番
に
並
べ
て
み
よ
う
。
第
一「
新
死
想
」、第
二「
肪
脹
想
」、

第
三
「
血
塗
想
」、第
四
「
蓬
乱
想
」、第
五
「
噉
食
想
」、第
六
「
青
瘀
想
」、第
七
「
白
骨
連
想
」、第
八
「
骨
散
想
」、第
九
「
古
墳
想
」。
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各
相
の
細
か
い
描
写
は
省
く
が
、
要
は
、
生
者
と
見
紛
う
ば
か
り
の
死
し
て
間
も
な
い
状
態
か
ら
、
腐
敗
に
よ
る
膨
脹
、
腐
乱
、
禽

獣
に
よ
る
破
壊
な
ど
を
経
て
白
骨
と
化
し
、
つ
い
に
は
そ
の
骨
す
ら
散
じ
て
実
体
を
失
い
、
墳
墓
を
建
て
ら
れ
て
供
養
さ
れ
る
ま
で
の

様
子
を
九
つ
の
段
階
に
写
し
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。

『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
の
死
美
人
絵
巻
に
関
す
る
描
写
を
読
ん
だ
上
で
九
相
図
の
第
一
「
新
死
想
」
か
ら
第
九
「
古
墳
想
」
ま
で
を

通
観
す
る
と
、
あ
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
一
言
で
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
九
相
図
の
九
つ
の
相
の
う
ち
、
肉
の
付
い
た
屍
の

様
子
を
描
い
た
も
の
が
第
一
図
か
ら
第
六
図
ま
で
の
六
つ
な
の
で
あ
る
。
そ
の
あ
と
は
、
白
骨
と
化
し
て
、
そ
れ
が
散
じ
て
行
く
過
程

を
描
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
肉
体
と
し
て
の
屍
を
描
い
た
図
は
、
全
部
で
六
図
し
か
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

あ
く
ま
で
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
は
、
肉
体
と
し
て
の
屍
を
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
は
何
故
か
。
ひ
と
た
び
美
女
と
白

骨
の
対
比
を
描
写
し
て
し
ま
え
ば
、
す
ぐ
さ
ま
そ
こ
に
枯
骨
報
恩
譚
的
な
〝
成
仏
〟
の
文
脈
や
、
観
想
行
に
よ
る
〝
悟
り
〟
の
文
脈
が

呼
び
起
こ
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
死
美
人
の
絵
巻
は
第
六
図
で
終
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。そ

し
て
、
恐
ら
く
は
こ
の
制
約
が
、
久
作
を
次
な
る
構
想
に
向
か
わ
せ
た
。
す
な
わ
ち
、『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
の
中
に
ガ
ジ
ェ
ッ

ト
的
な
意
味
で
「
六
」
と
い
う
数
字
を
散
り
ば
め
る
、
と
い
う
構
想
で
あ
る
。
具
体
例
を
挙
げ
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
一
応
の
主
人
公
で

あ
る
記
憶
喪
失
の
青
年
（
呉
一
郎
と
お
ぼ
し
い
）
の
病
室
の
隣
に
位
置
し
、
頻
繁
に
登
場
す
る
呉
モ
ヨ
子
の
病
室
は
六
号
室
で
あ
る
。

作
中
で
は
し
き
り
に
「
六
号
室
の
美
少
女
」、「
六
号
室
の
令
嬢
」
と
い
う
言
葉
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
ま
た
、
呉
一
郎
は
「
六
本
松
」（
福

岡
の
地
名
）
に
あ
る
高
校
に
通
っ
て
い
た
。

さ
ら
に
、青
黛
山
如
月
寺
の
縁
起
に
は
、呉
家
の
一
人
娘
で
あ
る
「
六
美
女
」（
む
つ
み
じ
ょ
）
が
登
場
し
、六
美
女
は
、「
六
道
輪
廻
」

に
関
す
る
歌
を
詠
ん
だ
り
、「
六
字
の
名
号
」（「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
六
字
を
指
す
）
を
書
写
し
た
り
す
る
。
縁
起
に
は
「
六
塵
即
浄
土
」
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の
語
も
出
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
も
そ
も
仏
教
思
想
の
中
に
た
び
た
び
「
六
」
と
い
う
数
字
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
久
作

は
そ
れ
を
能
動
的
に
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ほ
か
に
も
、『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
に
は
執
拗
に
「
六
」
と
い
う
数
字
が
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
る
が
、
例
を
挙
げ
始
め
る
と
際
限
が

な
い
の
で
省
略
す
る
。
し
か
し
、
ひ
と
ま
ず
、『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
が
あ
る
一
定
の
意
図
を
持
っ
て
「
六
」
と
い
う
数
字
を
作
中
に

散
り
ば
め
て
い
る
こ
と
は
確
認
で
き
た
と
思
う
。

だ
が
、
話
は
こ
こ
で
終
わ
ら
な
い
。
ど
う
や
ら
「
六
」
と
い
う
数
字
は
、『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
作
中
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
た
隠
避

学
的
な
謎
を
解
く
鍵
で
も
あ
っ
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。
同
作
は
時
間
の
循
環
を
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
と
し
て
お
り
、
冒
頭
と
末
尾
で
重
要

な
役
割
を
果
た
す
も
の
に
、
ボ
ン
ボ
ン
時
計
の
存
在
が
あ
る
。

時
計
は
、十
二
進
法
と
六
十
進
法
で
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る21

。十
二
と
六
十
は
、と
も
に
六
で
割
り
切
れ
る
数
字
で
も
あ
る
。さ
ら
に
、

東
洋
の
十
干
十
二
支
も
六
十
で
暦
が
還
り
、
い
わ
ゆ
る
還
暦
と
な
る
。
従
っ
て
、
人
間
の
年
齢
も
六
十
才
を
「
還
暦
」
と
称
し
、
赤
い

チ
ャ
ン
チ
ャ
ン
コ
を
着
て
擬
似
的
に
赤
子
に
還
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
六
」
と
は
、
六
道
輪
廻
と
い
う
仏
教
思
想
的
な
循
環
構
造

だ
け
で
な
く
、
洋
の
東
西
で
そ
れ
ぞ
れ
発
達
し
て
き
た
数
学
的
な
発
想
に
お
い
て
も
、
間
接
的
な
循
環
構
造
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
こ
こ
で
、『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
の
巻
頭
歌
を
思
い
出
し
て
欲
し
い
。

　

胎
児
よ
／
胎
児
よ
／
何
故
踊
る
／
母
親
の
心
が
わ
か
っ
て
／
お
そ
ろ
し
い
の
か

時
計
の
秒
針
は
、
六
十
回
の
移
動
を
経
て
始
点
へ
と
還
る
。
十
干
十
二
支
も
然
り
。
お
そ
ら
く
、
夢
野
久
作
は
こ
こ
ま
で
の
隠
避

学
的
構
想
を
意
図
的
に
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
内
に
配
置
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ヒ
ン
ト
が
、
第
六
図
ま
で
し
か
存
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在
し
な
い
九
相
図
も
ど
き
の
死
美
人
絵
巻
、
い
わ
ば
〝
六
相
図
〟
に
隠
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
カ
ラ
ク
リ
を
も
っ
て
、『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
そ
れ
自
体
も
、
生
と
死
を
循
環
さ
せ
る
時
計
仕
掛
け

の
〝
六
相
図
〟
と
化
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
仕
掛
け
人
で
あ
る
作
家
・
夢
野
久
作
は
、
円
環
構
造
を
示
す
絵
画
モ
チ
ー
フ
に
好
ん

で
仏
教
思
想
の
理
を
託
そ
う
と
す
る
禅
宗
の
得
度
を
受
け
た
僧
・
杉
山
萠
圓
な
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
こ
で
、
萠
圓
の
サ
イ
ン
が
「
ホ8
」

─
─
す
な
わ
ち
「
ホ
ー
円
」
─
─
と
い
う
、洒
落
を
効
か
せ
た
記
号
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
て
も
、あ
な
が
ち
場
違
い
で
は
な
か
ろ
う
。

　

さ
て
、
本
稿
で
は
、
夢
野
久
作
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
へ
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
日
中
の
〝
死
美
人
〟
説
話
を
と
り
あ
げ
、

そ
の
影
響
関
係
お
よ
び
、
近
代
文
学
に
お
い
て
〝
死
美
人
〟
説
話
が
持
つ
意
味
合
い
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
と
く
に
、『
ド
グ
ラ
・

マ
グ
ラ
』
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
絵
巻
物
の
由
来
で
あ
る
玄
宗
皇
帝
と
楊
貴
妃
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
記
し
た
早
い
時
期
の
漢
詩
「
長
恨

歌
」
か
ら
の
直
接
的
影
響
に
着
目
し
た
。
ま
た
、『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
に
お
け
る
九
相
図
が
い
わ
ば
〝
六
相
図
〟
に
変
貌
を
遂
げ
て

し
ま
っ
た
理
由
と
、
そ
こ
か
ら
発
生
し
た
と
お
ぼ
し
い
隠
避
学
的
構
想
に
つ
い
て
も
分
析
の
手
を
加
え
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
の
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
と
い
う
作
品
の
読
解
に
関
し
て
は
、
ま
だ
ま
だ
突
き
詰
め

て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
が
多
々
あ
る
。
た
と
え
ば
、
呉
一
郎
の
ル
ー
ツ
が
呉
青
秀
、
呉
モ
ヨ
子
の
ル
ー
ツ
が
芬
で
あ
る
と
い
う
、

中
国
大
陸
と
の
意
識
的
な
接
続
の
背
景
に
は
、
さ
き
に
指
摘
し
た
江
戸
文
芸
（
と
く
に
後
期
読
本
や
歌
舞
伎
）
的
な
構
造
の
ほ
か
に
、

久
作
の
周
辺
に
い
た
筑
前
玄
洋
社
の
頭
山
満
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
〈
大
ア
ジ
ア
主
義
〉
を
掲
げ
て
い
た
人
々
と
の
思
想
的
な
接
続
性
が
認

め
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

ま
た
、
呉
青
秀
が
抱
い
て
い
た
計
画
を
正
木
博
士
か
ら
聞
か
さ
れ
た
呉
一
郎
の
台
詞
「
ウ
ワ
ア
…
…
ト
テ
モ
物
騒
な
忠
君
愛
国
で

す
ね
」（
四
八
六
頁
）
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
は
、
歴
史
的
に
有
名
な
安
禄
山
の
乱
（
安
史
の
乱
）
と
い
う
〝
革
命
〟
を

焦
点
化
せ
ず
、
家
臣
に
よ
る
〝
諫
言
〟
を
焦
点
化
し
た
上
で
、
そ
こ
に
「
忠
君
愛
国
」
の
思
想
を
見
出
し
て
い
る
。
呉
青
秀
が
行
お
う
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と
し
て
い
た
玄
宗
皇
帝
へ
の
諫
言
的
行
為
は
、
旧
幕
藩
体
制
に
お
い
て
た
び
た
び
見
ら
れ
、
語
り
継
が
れ
た
、
主
君
を
命
が
け
で
諌
め

る
家
臣
と
い
う
伝
承
─
─
久
作
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
黒
田
藩
に
も
あ
っ
た
─
─
の
変
奏
と
い
う
側
面
を
持
ち
併
せ
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
。さ

ら
に
、
呉
青
秀
が
行
お
う
と
し
て
い
た
諫
言
的
行
為
を
、
視
点
を
変
え
て
見
て
み
よ
う
。
す
る
と
、
恵
ま
れ
た
経
済
状
況
に
あ

る
為
政
者
が
、
統
治
者
と
し
て
の
政
治
的
視
点
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
そ
し
て
、『
ド

グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
外
側
か
ら
言
え
ば
、
呉
青
秀
が
豪
奢
な
生
活
の
対
立
概
念
と
し
て
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
た
の

は
、
九
相
図
に
込
め
ら
れ
た
、
仏
教
思
想
に
お
け
る
無
常
の
観
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

自
己
の
経
済
的
繁
栄
に
溺
れ
て
他
者
へ
の
ま
な
ざ
し
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
為
政
者
に
対
し
て
宮
廷
絵
師
が
と
っ
た
行
動
は
、
猟
奇

的
か
つ
反
社
会
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
行
動
自
体
の
善
悪
は
と
も
か
く
と
し
て
、
経
済
的
繁
栄
に
対
す
る
カ
ウ
ン
タ
ー
と
し

て
の
〝
死
美
人
の
絵
巻
〟
と
い
う
発
想
の
根
幹
に
は
、
九
相
図
に
基
づ
く
仏
教
的
な
無
常
の
観
念
が
あ
っ
た
。
夢
野
久
作
『
ド
グ
ラ
・

マ
グ
ラ
』
に
は
意
外
な
か
た
ち
で
「
仏
教
と
経
済
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
内
包
さ
れ
て
も
い
た
の
で
あ
る
。

註
１ 

夢
野
久
作
と
福
岡
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
拙
稿
「『
犬
神
博
士
』
と
幻
魔
術
空
間
〈
福
岡
〉」『
文
藝
別
冊　

夢
野
久
作
』
河
出
書
房
新
社
、

二
〇
一
四
年
二
月
、一
八
一
―
一
八
七
頁
。
な
お
本
稿
で
扱
う
全
て
の
情
報
は
、本
稿
執
筆
時
（
二
〇
一
五
年
一
月
三
十
一
日
）
現
在
の
も
の
で
あ
る
。

２ 

本
稿
で
の
本
文
引
用
は
西
原
和
海
編
『
夢
野
久
作
全
集
』
第
九
巻
（
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
）、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
二
年
に
よ
る
。
引
用
に
際
し
て
は
、
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読
み
や
す
さ
に
配
慮
し
て
一
部
の
旧
字
を
新
字
に
改
め
る
、
ル
ビ
を
省
く
な
ど
し
た
。
以
下
の
引
用
に
関
し
て
も
同
じ
。
ま
た
、『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』

に
関
し
て
は
す
で
に
以
下
拙
稿
な
ど
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
稿
「
夢
野
久
作
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
の
前
世　

─
─
方
言
「
ド
グ
ラ
マ
グ
ラ
」

と
古
語
「
て
ぐ
ら
ま
ぐ
ら
」
を
巡
っ
て
─
─
」『
日
本
文
学
研
究
』
四
九
号
、大
東
文
化
大
学
日
本
文
学
会
、二
〇
一
〇
年
二
月
、一
一
五
―
一
二
七
頁
。

３ 

拙
稿
「
妖
怪
図
像
の
変
遷　

｢

片
輪
車｣

を
中
心
に
」
小
松
和
彦
編
『
妖
怪
文
化
の
伝
統
と
創
造　

─
─
絵
巻
・
草
紙
か
ら
マ
ン
ガ
・
ラ
ノ
ベ
ま
で
』

せ
り
か
書
房
、
二
〇
一
〇
年
九
月
、
八
六
―
一
〇
三
頁
。
同
「
江
戸
期
の
妖
怪
図
像
に
見
ら
れ
る
地
獄
絵
・
九
相
図
の
影
響
」
小
松
和
彦
編
『
怪

異
・
妖
怪
文
化
の
伝
統
と
創
造　

─
─
ウ
チ
と
ソ
ト
の
視
点
か
ら
─
─
』（
国
際
研
究
集
会
報
告
書
第
四
五
号
）、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、

二
〇
一
五
年
一
月
、
一
六
三
―
一
七
三
頁
。

４ 

水
木
し
げ
る
『
の
ん
の
ん
ば
あ
と
オ
レ
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
七
年
。

５ 

極
楽
絵
一
枚
、
地
獄
絵
三
枚
で
形
成
さ
れ
る
。
現
存
。
以
下
の
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
閲
覧
可
能
。

「
曹
洞
宗 

巨
嶽
山 

正
福
寺 〔
鳥
取
県
境
港
市
〕　

／
寺
宝
紹
介
」、
二
〇
一
五
年
一
月
三
十
一
日
ア
ク
セ
ス
。

［http://w
w

w
.shofukuji.info/takara.htm

l
］

６ 

水
木
は
、
日
本
の
地
獄
か
ら
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』
に
至
る
ま
で
の
世
界
各
国
の
「
あ
の
世
」
観
を
絵
と
文
章
で
あ
ら
わ
し
た
書
に
お
い
て
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。「
ぼ
く
は
戦
争
中
、
毎
日
死
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
。（
中
略
）
毎
日
地
獄
の
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
る
と
、
そ
れ
こ
そ
な
に

も
な
い
現
地
人
の
生
活
が
天
国
に
み
え
て
く
る
」
水
木
し
げ
る
『
あ
の
世
の
事
典
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
三
年
。
筑
摩
書
房
（
ち
く
ま
文
庫
）、

一
九
八
九
年
。

７ 

村
松
剛
『
死
の
日
本
文
學
史
』
新
潮
社
、
一
九
七
五
年
。
中
央
公
論
社
（
中
公
文
庫
）、
一
九
九
四
年
。

８ 

山
本
聡
美「
序　

死
を
観
じ
て
生
を
想
う
─
─
境
界
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
」山
本
聡
美
・
西
山
美
香
編『
九
相
図
資
料
集
成
』岩
田
書
院
、二
〇
〇
九
年
、

三
頁
。
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９ 『
玉
造
小
町
子
壮
衰
書
』
に
関
し
て
は
以
下
を
参
照
。
栃
尾
武
校
注
『
玉
造
小
町
子
壮
衰
書
』
岩
波
書
店
（
岩
波
文
庫
）、
一
九
九
四
年
。

10 
檀
林
皇
后
の
「
帷
子
辻
」
伝
承
が
、
仏
教
的
な
訓
戒
を
薄
め
、
妖
怪
画
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
く
過
程
に
関
し
て
は
前
出
拙
稿
「「
江
戸
期
の
妖
怪
図
像

に
見
ら
れ
る
地
獄
絵
・
九
相
図
の
影
響
」」
で
分
析
し
た
。

11 

小
野
小
町
を
め
ぐ
る
説
話
の
展
開
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
高
木
信
「
小
宰
相
と
小
野
小
町
と
の
絆
、
あ
る
い
は
〈
引
用
〉
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス　

─
─
網
目
の
な
か
の
『
平
家
物
語
』、
謡
曲
、
御
伽
草
子
、
古
注
釈
─
─
」『
物
語
研
究
』
第
十
四
号
、
物
語
研
究
会
、
二
〇
一
四
年
三
月
。

12 

日
中
の
怪
談
と
笑
話
を
め
ぐ
る
モ
チ
ー
フ
の
相
同
性
に
つ
い
て
は
以
下
の
口
頭
発
表
で
も
論
じ
た
。
今
井
秀
和
「
日
中
の
怪
談
と
笑
話　

─
─
落
語

と
『
笑
府
』・『
剪
燈
新
話
』、
男
を
訪
ね
る
女
幽
霊
の
系
譜
─
─
」「
中
国
古
小
説
研
究
会
」
第
十
回
研
究
会
（
於
早
稲
田
大
学
）、
二
〇
一
四
年
六
月

二
十
一
日
。

13 

荒
俣
宏
「
架
空
の
パ
ラ
ノ
イ
ア
患
者
の
転
生
─
─
桜
姫　

離
婚
病
、
生
霊
、
渓
狗
、
九
相
図
、
罪
」『
パ
ラ
ノ
イ
ア
創
造
史
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
五
年
。

同
「
小
野
小
町
七
変
化
」『
本
朝
幻
想
文
学
縁
起
』
工
作
舎
、
一
九
八
五
年
。

14 

西
山
美
香
「
檀
林
皇
后
九
相
説
話
と
九
相
図　

禅
の
女
人
開
悟
譚
と
し
て
」
山
本
聡
美
・
西
山
美
香
編
『
九
相
図
資
料
集
成
』
岩
田
書
院
、二
〇
〇
九
年
、

二
二
五
―
二
三
七
頁
。

15 

近
年
の
鈴
木
正
三
研
究
と
し
て
以
下
の
論
文
を
あ
げ
て
お
く
。
遠
藤
純
一
郎
「
鈴
木
正
三
の
思
想　

―
「
正
直
」
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
の
基

礎
研
究
と
し
て
―
」『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
第
七
号
、
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
、
二
〇
一
四
年
、
二
九
―
七
六
頁
。

16 

ち
な
み
に
『
二
人
比
丘
尼
』
は
近
代
文
学
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
尾
崎
紅
葉
『
二
人
比
丘
尼
色
懺
悔
』（
一
八
八
九
）
が
そ
れ
で
あ
る
。

17 『
本
朝
水
滸
伝
』は
安
永
二
年（
一
七
七
三
）前
編
十
巻
刊
、後
編
十
五
巻
は
未
完
の
写
本
で
伝
わ
る
。
同
書
に
お
け
る
楊
貴
妃
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。

竹
村
則
行
「
筑
紫
に
移
り
住
ん
だ
楊
貴
妃　

―
『
本
朝
水
滸
伝
』
の
楊
貴
妃
故
事
に
つ
い
て
―
」『
文
學
研
究
』
第
一
〇
一
号
、九
州
大
学
、二
〇
〇
四
年
、

六
三
―
七
六
頁
。  
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18 

竹
村
則
行
「「
長
恨
歌
」
か
ら
『
長
生
殿
』
に
至
る
楊
貴
妃
故
事
の
変
遷
（
上
）」『
中
国
文
学
論
集
』
第
二
四
号
、
九
州
大
学
中
国
文
学
会
、

一
九
九
五
年
十
二
月
、
一
一
―
二
八
頁
。

19 

漢
詩
の
引
用
お
よ
び
訓
読
に
あ
た
っ
て
は
以
下
を
参
考
に
し
た
。
川
口
久
雄
編
『
長
恨
歌
絵
巻
』
大
修
館
書
店
、
一
九
八
二
年
。

20 

由
良
君
美
「N

ecrophagia

考
」『
夜
想
』
第
五
号
（
特
集
「
屍
体
」）、
ペ
ヨ
ト
ル
工
房
、
一
九
八
二
年
。

21 

『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
作
中
に
「
六
」
と
い
う
数
字
が
多
い
こ
と
と
、
時
計
が
六
十
進
法
を
含
ん
で
い
る
こ
と
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
乾
英
治
郎
氏

と
の
対
話
が
大
き
な
ヒ
ン
ト
と
な
っ
た
。

付
記　

本
稿
は
、
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
例
会
に
お
け
る
、
以
下
の
口
頭
発
表
を
基
に
し
て
い
る
。
執
筆
に
際
し
て
は
、
研
究
所
内
外
の
参
加
者

か
ら
得
た
多
く
の
貴
重
な
意
見
を
参
考
に
し
た
。「
夢
野
久
作
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
と
日
中
〝
死
美
人
〟
説
話　

─
─
九
相
詩
絵
巻
、

玉
造
小
町
子
壮
衰
書
、
長
恨
歌
か
ら
の
影
響
─
─
」
二
〇
一
四
年
九
月
十
五
日
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉　

夢
野
久
作
、
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
、
長
恨
歌
、
九
相
図
、
九
相
詩
絵
巻
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は
じ
め
に

　

明
治
以
降
、
僧
侶
が
妻
帯
し
家
族
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
寺
院
の
継
承
は
世
襲
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

現
在
の
世
襲
寺
院
に
お
い
て
は
、
寺
院
の
子
息
は
幼
少
期
か
ら
地
元
の
檀
信
徒
に
見
守
ら
れ
成
長
す
る
過
程
で
、
檀
信
徒
と
の
信
頼

関
係
が
築
か
れ
、
将
来
の
跡
継
ぎ
を
期
待
さ
れ
る
。
檀
信
徒
に
と
っ
て
は
、
将
来
に
お
い
て
自
家
の
墓
を
守
り
、
先
祖
を
供
養
す
る
者

が
、
幼
い
頃
か
ら
見
知
っ
て
い
る
寺
院
の
子
息
で
あ
れ
ば
、
い
く
ぶ
ん
か
の
安
心
感
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
寺
院
の
子
息
は
結
婚
の
相
手

も
決
ま
ら
な
い
頃
か
ら
、
寺
院
の
継
承
、
結
婚
、
さ
ら
に
は
将
来
の
跡
継
ぎ
ま
で
も
檀
信
徒
に
嘱
望
さ
れ
、
過
分
の
期
待
に
辟
易
し
て

い
る
よ
う
な
話
も
耳
に
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
僧
侶
が
良
き
妻
を
持
ち
、
良
き
家
庭
を
築
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
一
方
で
、
多
く
の
人
は
僧
侶
に
対
し
て
、
不
殺
生
に
ま

つ
わ
る
肉
食
の
禁
忌
、
不
飲
酒
、
脱
淫
欲
の
梵
行
の
実
践
な
ど
、
戒
と
律
に
よ
っ
て
自
ら
を
規
制
し
、
孤
高
に
精
進
修
行
す
る
よ
う
な

結
婚
す
る
僧
侶

　
　
　

    　
　

─
近
代
に
お
け
る
僧
侶
妻
帯
論
─

伊
藤　

尚
徳
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禁
欲
的
で
脱
世
俗
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
少
な
か
ら
ず
抱
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
僧
侶
が
女
性
と
生
活
を
共
に
す
る
こ
と
、
或

い
は
妻
帯
し
て
家
庭
を
持
つ
こ
と
は
、
禁
欲
的
で
脱
世
俗
な
在
り
方
と
は
相
反
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
矛
盾
に
つ
い
て
多
く

の
人
は
追
求
す
る
こ
と
な
く
、
結
婚
す
る
当
の
僧
侶
自
身
で
あ
っ
て
も
深
く
反
省
さ
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。　

　

も
ち
ろ
ん
著
者
の
周
辺
に
も
日
々
に
潔
斎
生
活
を
送
る
僧
侶
も
い
る
が
、
お
よ
そ
現
代
日
本
の
僧
侶
の
多
く
は
そ
う
で
は
な
い
。
ま

た
僧
侶
が
一
定
の
修
行
期
間
を
設
け
て
、
脱
世
俗
的
な
生
活
を
送
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
修
行
期
間
を
終
え
れ
ば
、
ま
た
世
俗
の
生
活

に
戻
っ
て
い
く
。
僧
侶
達
は
ふ
つ
う
に
結
婚
し
、
家
庭
を
持
ち
、
ふ
つ
う
に
食
事
を
し
、
酒
を
飲
む
。
現
代
日
本
の
僧
侶
は
、
世
俗
と

脱
世
俗
の
境
界
を
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
に
往
復
し
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　
　
　
　

一　

世
俗
と
脱
世
俗
の
懸
隔　

―
恋
愛
す
る
僧
侶
―　

　

今
期
テ
レ
ビ
朝
日
で
放
送
さ
れ
て
い
る
『
お
坊
さ
ん
バ
ラ
エ
テ
ィ　

ぶ
っ
ち
ゃ
け
寺
』1

は
、
一
般
視
聴
者
が
普
段
あ
ま
り
知
る
こ
と

の
無
い
僧
侶
の
日
常
に
つ
い
て
、
毎
回
異
な
っ
た
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
僧
侶
た
ち
が
回
答
し
、
そ
れ
を
司
会
が
コ
ミ
カ
ル
に
拾
い
上
げ
る

ト
ー
ク
バ
ラ
エ
テ
ィ
番
組
で
あ
る
が
、
僧
侶
が
回
答
す
る
内
容
が
、
世
俗
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
き
、
司
会
は
「
お
坊
さ
ん
な
の
に
」

と
言
っ
て
視
聴
者
の
笑
い
を
誘
う
。
脱
世
俗
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
僧
侶
が
、
世
間
的
な
知
識
や
感
情
を
持
ち
合
わ
せ
、
一
般
の
人
と
何
ら

変
わ
ら
な
い
生
活
を
し
て
い
る
こ
と
が
露
わ
に
な
る
時
、
視
聴
者
は
そ
の
意
外
性
に
驚
く
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
数
年
前
か
ら
「
美
坊
主
」
な
る
も
の
も
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
近
年
出
版
さ
れ
た
『
美
坊
主

図
鑑
』2

に
は
、
頭
を
丸
め
た
端
正
な
顔
立
ち
の
僧
侶
が
四
十
人
ほ
ど
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
多
彩
な
趣
味
や
特
技
を
持
ち
、

中
に
は
パ
テ
ィ
シ
エ
や
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
な
ど
の
肩
書
き
が
あ
る
僧
侶
も
い
る
。
こ
ち
ら
も
脱
世
俗
的
な
僧
侶
が
、
世
俗
的
な
一
面
を
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持
つ
こ
と
の
意
外
性
が
読
者
の
興
味
を
促
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

ま
た
、「
美
坊
主
」
の
語
源
は
、
僧
侶
を
主
人
公
と
し
た
コ
ミ
ッ
ク
で
あ
る
『
び
ぼ
う
ず
』3

に
由
来
す
る
と
も
思
わ
れ
る
が
、
仏
教

や
僧
侶
の
生
活
を
テ
ー
マ
と
し
た
コ
ミ
ッ
ク
や
映
画
は
少
な
く
な
い
。
特
に
、
恋
愛
す
る
僧
侶
を
題
材
と
し
た
作
品
も
多
く
、『
フ
ァ

ン
シ
ィ
ダ
ン
ス
』4

を
は
じ
め
と
し
て
、
最
近
で
は
『
読
経
し
ち
ゃ
う
ぞ
！
』5

、『
５
時
か
ら
９
時
ま
で
』6

、『
お
慕
い
申
し
上
げ
ま
す
』7

な

ど
の
コ
ミ
ッ
ク
は
、
脱
世
俗
的
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
の
僧
侶
が
、
世
俗
的
な
恋
愛
に
悩
み
葛
藤
す
る
様
を
描
く
。

　

し
か
し
、
現
代
の
僧
侶
は
自
由
に
恋
愛
し
結
婚
す
る
。
そ
こ
に
矛
盾
や
葛
藤
を
抱
え
る
脱
世
俗
的
な
僧
侶
は
お
そ
ら
く
多
く
は
い
な

い
。
コ
ミ
ッ
ク
に
描
か
れ
る
よ
う
な
僧
侶
を
と
り
ま
く
世
俗
と
脱
世
俗
の
懸
隔
は
、
現
代
に
お
い
て
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
域
を
出
な
い

と
も
い
え
る
。

　

一
方
で
近
代
以
前
は
、
僧
侶
が
世
俗
か
ら
離
れ
た
存
在
で
あ
り
、
戒
に
よ
っ
て
女
性
と
の
関
係
を
持
つ
こ
と
が
赦
さ
れ
な
い
、
世
俗

と
脱
世
俗
の
境
界
が
現
在
よ
り
も
明
確
に
存
在
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
特
に
江
戸
時
代
に
な
る
と
浄
土
真
宗
を
除
く
諸
宗
派
は
法
令
に

よ
っ
て
妻
帯
が
禁
じ
ら
れ
、
戒
・
律
に
基
づ
く
禁
欲
的
な
僧
侶
の
品
行
が
重
視
さ
れ
、
女
犯
す
る
者
は
法
度
に
よ
っ
て
厳
し
く
罰
せ
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
環
境
も
あ
っ
て
か
、
僧
侶
の
妻
帯
が
赦
さ
れ
な
か
っ
た
近
代
以
前
の
仏
教
説
話
や
各
地
の
伝
承
の
中
に

は
、
僧
侶
の
悲
恋
物
語
が
多
く
散
見
さ
れ
る
。
高
山
寺
明
恵
（
一
一
七
三-

一
二
三
二
）
の
発
案
で
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る
『
華
厳
宗
祖

師
絵
伝
』8

に
は
新
羅
の
高
僧
、
義
湘
に
恋
心
を
懐
い
た
善
明
と
い
う
名
の
娘
が
、
龍
に
化
身
し
て
義
湘
を
外
護
す
る
物
語
で
あ
る
。
長

久
年
間
（
一
〇
四
〇-

一
〇
四
四
）
に
著
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
『
法
華
験
記
』9

に
は
、
道
成
寺
に
ま
つ
わ
る
安
珍
・
清
姫
伝
説
の
原

形
と
な
っ
た
説
話
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
は
義
湘
の
物
語
と
は
対
照
的
に
、
行
者
に
失
恋
し
た
女
性
の
怨
恨
を
描
い
た
も
の
で

あ
る
。
北
陸
の
観
光
名
所
で
あ
る
東
尋
坊
は
、
在
所
の
美
し
い
娘
に
心
を
奪
わ
れ
、
恋
敵
に
よ
っ
て
崖
か
ら
突
き
落
と
さ
れ
た
僧
の
名

に
由
来
し
て
い
る
し
、
高
知
の
民
謡
よ
さ
こ
い
節
の
「
坊
さ
ん
か
ん
ざ
し
」
の
歌
は
、
幕
末
に
土
佐
の
竹
林
寺
の
僧
純
信
が
、
は
り
ま
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や
橋
の
鋳
掛
屋
の
娘
お
馬
に
か
ん
ざ
し
を
買
っ
た
こ
と
を
囃
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
明
治
時
代
に
な
る
と
こ
う
し
た
悲
恋
物
語
が
生
み
出
さ
れ
る
環
境
は
消
失
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の

は
、
明
治
五
年
四
月
二
十
五
日
に
公
布
さ
れ
た
「
今
よ
り
僧
侶
の
肉
食
妻
帯
蓄
髪
等
、
勝
手
た
る
べ
き
事
」10

を
示
し
た
太
政
官
布
告

百
三
十
三
号
で
あ
る
。

　

こ
の
太
政
官
布
告
は
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
国
法
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
た
僧
侶
妻
帯
の
禁
令
を
解
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
太
政

官
布
告
に
よ
っ
て
、
僧
侶
は
妻
帯
し
、
家
族
を
持
つ
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
同
時
に
身
分
と
し
て
の
「
僧
侶
」
か
ら
職
業

と
し
て
の
「
僧
職
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
百
四
十
年
を
経
た
現
代
に
お
い
て
、
僧
侶
が
妻
帯
す

る
こ
と
は
当
た
り
前
の
風
景
に
な
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
現
代
の
コ
ミ
ッ
ク
に
描
か
れ
る
よ
う
な
僧
侶
の
脱

世
俗
的
イ
メ
ー
ジ
は
未
だ
に
根
強
く
残
っ
て
い
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
か
つ
て
僧
侶
は
戒
律
を
保
持
す
る
脱
世
俗
の
存
在
で
あ
っ
た
。
仏
教
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
出
世
間
の
存
在
で
あ
っ

た
。
現
代
に
お
い
て
も
僧
侶
が
そ
の
よ
う
な
出
世
間
的
な
印
象
を
持
た
れ
る
な
ら
ば
、
で
は
、
そ
の
一
方
で
、
恋
愛
し
結
婚
す
る
僧
侶

が
一
般
化
し
て
い
る
状
況
は
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
整
合
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
代
に
い
た
る
ま
で
に
妻
帯
と
犯
戒
と
の
矛
盾

は
ど
の
よ
う
に
克
服
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
参
考
に
な
る
の
が
、
明
治
期
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
僧
侶
の
妻

帯
可
否
論
争
で
あ
る
。
明
治
五
年
の
太
政
官
布
告
の
公
布
以
降
、
仏
教
界
に
は
妻
帯
の
可
否
に
つ
い
て
の
議
論
が
度
々
起
こ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
当
時
の
有
識
者
の
中
に
は
、
僧
侶
の
妻
帯
に
つ
い
て
の
有
益
性
を
説
き
、
新
た
な
時
代
に
相
応
し
た
仏
教
の
在
り
方
を
模
索

す
る
者
も
あ
っ
た
。
小
稿
で
は
、
明
治
期
の
僧
侶
妻
帯
論
に
つ
い
て
概
観
し
、
当
時
の
有
識
者
が
ど
の
よ
う
な
展
望
を
も
っ
て
い
た
の

か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
戒
の
問
題
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
の
か
確
認
す
る
こ
と
に
す
る
。
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二　

明
治
時
代
に
お
け
る
僧
侶
妻
帯
論

　

明
治
期
に
著
さ
れ
た
僧
侶
の
妻
帯
に
関
す
る
論
書
の
う
ち
、
代
表
的
な
も
の
を
以
下
に
挙
げ
る
。

　
　

田
中
智
学
（
元
日
蓮
宗
僧
侶
）『
仏
教
夫
婦
論
』　　
　
　
　
　
　

 （
明
治
二
十
七
年
）　

　
　

井
上
円
了
（
哲
学
者
）　     『
雑
居
準
備　

僧
弊
改
良
論
』　　

 （
明
治
三
十
一
年
）　

　
　

中
里
日
勝
（
日
蓮
宗
僧
侶
） 『
僧
風
革
新
論　

一
名
蓄
妻
成
仏
義
』（
明
治
三
十
二
年
）

　
　

岸
本
能
武
太
（
宗
教
学
者
） 『
倫
理
宗
教
時
論
』　　
　
　
　
　

 （
明
治
三
十
三
年
）

　
　

田
邊
善
知
（
日
蓮
宗
僧
侶
） 『
肉
食
妻
帯
論
』　　
　
　
　
　
　

 （
明
治
三
十
四
年
）

　
　

栗
山
泰
音
（
曹
洞
宗
僧
侶
） 『
僧
侶
家
族
論
』　　
　
　
　
　
　

 （
大
正
六
年
）

　
　

　

こ
こ
で
は
田
中
智
学
の
『
仏
教
夫
婦
論
』
を
筆
頭
に
挙
げ
た
が
、
こ
れ
ら
の
論
書
は
鎌
倉
仏
教
系
の
著
者
に
よ
る
も
の
が
多
く
、
お

よ
そ
明
治
二
十
年
代
後
半
か
ら
、
三
十
年
代
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
栗
山
泰
音
『
僧
侶
家
族
論
』
は
大
正
六
年
に
出
版
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
真
宗
以
外
の
諸
宗
派
に
お
い
て
未
だ
僧
侶
妻
帯
の
問
題
が
解
決
し
て
い
な
い
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
か

ら
、
大
正
期
で
も
僧
侶
妻
帯
問
題
が
尾
を
引
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
明
治
の
妻
帯
論
が
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
経
た
か
に
つ
い
て
、

栗
山
は
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

尤
も
維
新
以
来
に
お
け
る
、敢
え
て
こ
の
問
題
の
等
閑
に
付
せ
ら
れ
た
る
と
に
は
あ
ら
ず
、有
志
の
間
に
は
相
応
に
討
究
せ
ら
れ
、
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當
路
者
に
在
り
て
も
亦
相
応
に
施
設
す
る
所
も
あ
っ
た
、
而
か
も
彼
の
解
禁
以
来
今
日
に
至
る
ま
で
に
は
、
こ
の
問
題
に
対
す

る
趣
向
自
ら
二
つ
の
時
代
に
分
れ
て
、
凡
そ
明
治
二
十
四
五
年
ま
で
の
約
二
十
年
間
は
、
初
め
は
禁
遏
の
一
方
に
傾
き
、
次
は

妻
帯
論
者
と
非
妻
帯
論
者
と
の
混
戦
時
代
と
為
り
、
そ
の
以
後
今
日
に
至
る
ま
で
の
約
二
十
餘
年
間
は
、
妻
帯
は
自
然
実
行
放

任
の
一
方
に
傾
き
つ
つ
、
非
妻
帯
の
趣
向
は
極
め
て
微
弱
と
な
り
た
れ
ど
も
、
猶
表
面
は
非
妻
帯
の
假
面
を
衒
う
て
、
沈
滞
暗

默
の
中
に
こ
の
時
代
を
瞞
過
せ
ん
と
し
つ
つ
あ
る
。11

こ
の
記
述
に
あ
る
明
治
二
十
四
五
年
以
降
の
妻
帯
論
者
と
非
妻
帯
論
者
の
混
戦
時
代
と
は
、
上
記
の
妻
帯
論
が
世
に
出
始
め
た
頃

と
重
な
る
。
そ
の
後
は
自
然
に
妻
帯
僧
侶
が
増
加
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
大
正
時
代
初
期
に
な
っ
て
も
妻
帯
を
公
に
せ
ず
に
、
表
面
上

は
非
妻
帯
を
装
う
僧
侶
は
少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
栗
山
泰
音
は
そ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
宗
制
と
し
て
妻
帯
を
公
許
し
な

い
宗
門
の
姿
勢
を
批
判
し
て
、
僧
侶
が
妻
帯
す
る
こ
と
の
妥
当
性
を
主
張
し
、
僧
侶
が
公
に
結
婚
で
き
る
よ
う
な
宗
制
の
改
善
と
、
世

間
一
般
の
見
識
の
改
革
を
意
図
し
て
論
を
著
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
栗
山
は
明
治
初
期
に
お
い
て
は
妻
帯
禁
遏
の
傾
向
が
あ
っ
た
と
述

べ
て
い
る
が
、
栗
山
が
所
属
し
た
曹
洞
宗
に
お
け
る
妻
帯
禁
遏
の
見
解
は
明
治
五
年
六
月
二
日
に
曹
洞
宗
教
導
職
に
下
付
さ
れ
た
「
教

導
職
須
知
略
」
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
肉
食
妻
帯
勝
手
の
布
告
か
ら
一
ヶ
月
あ
ま
り
後
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

佛
家
の
戒
律
は
天
下
不
率
の
公
法
に
非
ず
。
中
世
以
来
混
じ
て
王
制
の
如
く
相
成
り
。
僧
侶
の
佛
戒
を
犯
す
者
官
刑
に
處
せ
ら

れ
た
る
る
に
至
る
。
今
や
佛
戒
は
佛
氏
に
委
し
て
持
犯
と
も
勝
手
た
る
べ
き
の
儀
、誠
に
公
明
至
当
と
い
う
べ
し
。
然
り
と
雖
も
、

諸
部
の
法
各
戒
律
あ
り
。
戒
律
嚴
な
ら
ざ
れ
ば
教
法
行
わ
れ
難
し
。
況
ん
や
人
情
の
嶮
岨
な
る
こ
れ
を
戒
し
む
る
に
律
を
以
て

せ
ず
ん
ば
臧
否
を
辨
ぜ
ず
。
只
情
欲
を
恣
ま
ま
に
し
遂
に
善
性
を
損
す
る
に
至
ら
ん
憐
れ
む
べ
き
の
甚
だ
し
き
な
り
。
依
之
末
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派
の
僧
侶
を
教
ゆ
る
に
は
従
前
の
通
、
佛
祖
の
戒
律
を
以
て
急
度
教
諭
に
及
ぶ
べ
く
の
旨
、
伺
濟
に
相
成
候
段
寺
院
へ
可
申
諭

事
。12

　

こ
こ
で
は
、
冒
頭
で
戒
律
と
王
制
を
区
別
し
、
そ
も
そ
も
仏
戒
が
王
制
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
、「
肉

食
妻
帯
勝
手
」
の
法
令
を
以
て
、
犯
戒
が
国
法
に
お
け
る
罪
に
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
を
公
明
至
当
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
の
法
令
に
よ
っ
て
戒
律
が
守
ら
れ
な
く
な
れ
ば
、
僧
侶
が
情
欲
に
よ
っ
て
善
性
を
損
な
う
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
懸
念
し
て
、

こ
れ
ま
で
ど
お
り
、
仏
戒
を
重
ん
じ
る
べ
き
旨
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
わ
か
る
よ
う
に
「
肉
食
妻
帯
勝
手
」
の
法
令
は
、
そ
も
そ
も
江
戸
時
代
に
国
法
で
定
め
ら
れ
た
僧
侶
妻
帯
の
禁
を
解
く
も
の

で
あ
り
、
ま
た
、
女
犯
の
僧
を
刑
罰
に
処
し
て
い
た
も
の
を
、
こ
れ
以
降
は
国
法
に
与
ら
な
い
も
の
と
す
る
意
図
の
下
に
発
布
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。

　

ち
な
み
に
江
戸
時
代
に
お
け
る
僧
侶
の
罪
科
、
特
に
女
犯
の
罪
に
つ
い
て
、
栗
山
は
『
官
中
秘
策
』
を
引
い
て
次
の
よ
う
に
定
め
ら

れ
て
い
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。13

女
犯
僧
御
仕
置
之
事

一　

寺
持
之
僧　
　

元
文
四
年
極　
　
　

遠
島

一　

所
化
僧
之
類　

享
保
六
年
極　
　
　

晒
之
上
本
寺
触
頭
江
相
渡
寺
法
之
通
可
相
致

一　

密
夫
之
僧　
　

寛
保
二
年
極　
　
　

寺
持
所
化
之
僧
無
差
別
獄
門
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一　

遠
島　
　

江
戸
よ
り
流
罪
は
大
島
、
八
丈
島
、
三
宅
島
、
新
島
、
神
津
島
、
御
蔵
島
、
新
島
、
右
七
島
之
内
江
遣
す
。

　
　
　
　
　
　

京
、
大
阪
、
西
國
、
中
國
よ
り
流
罪
之
分
は
、
薩
摩
、
五
島
、
隠
岐
國
、
壱
岐
國
、
天
草
郡
江
遣
す

一　

晒　
　
　

日
本
橋
に
於
て
三
日
晒　

　
　
　
　
　
　

但
新
吉
原
之
も
の
所
之
儀
に
付
、
晒
に
可
成
悪
事
い
た
し
候
者
新
吉
原
大
門
口
に
て
晒
。

一　

獄
門　
　

浅
草
（
骨
ヶ
原
）
品
川
（
鈴
ヶ
森
）
に
遣
る
、
在
方
は
致
悪
事
候
所
へ
差
遣
候
儀
も
有
之
。

　
　
　
　
　
　

引
廻
捨
札
建
之
、
三
日
之
内
非
人
番
に
附
置
、
但
於
牢
内
首
を
刎
。

栗
山
は
江
戸
期
に
お
け
る
こ
う
し
た
女
犯
の
罪
科
に
つ
い
て
、「
日
本
橋
畔
に
お
け
る
僧
侶
の
晒
し
者
の
如
き
は
、
今
猶
古
老
の
実

話
に
聴
い
て
寒
毛
卓
立
、
冷
汗
三
斗
の
思
い
な
き
能
わ
ざ
る
の
悲
惨
事
で
あ
る
」
と
恐
懼
し
て
い
る
。

　　
　
　
　

三　

妻
帯
禁
遏
の
動
向

　

こ
う
し
た
僧
侶
の
肉
食
妻
帯
の
禁
が
、
明
治
時
代
に
な
っ
て
失
効
さ
れ
る
と
、
し
ば
ら
く
し
て
僧
侶
の
風
紀
の
乱
れ
る
こ
と
が
あ
り
、

宗
規
に
反
す
る
者
が
あ
っ
た
と
み
え
、
明
治
七
年
八
月
二
十
三
日
に
大
教
院
よ
り
末
派
寺
院
に
出
さ
れ
た
示
達
に
は
、

肉
食
妻
帯
等
は
國
法
上
に
お
い
て
禁
止
束
縛
す
べ
き
筋
、
こ
れ
無
き
を
以
て
寛
大
の
御
布
告
有
之
の
み
。
敢
え
て
宗
規
を
破
戒
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せ
し
む
る
の
義
に
非
ず
。
宜
く
僧
侶
身
上
を
反
省
し
深
く
注
意
可
有
之
事
。13

　

と
あ
り
、
肉
食
妻
帯
解
禁
が
あ
く
ま
で
国
法
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
宗
規
そ
の
も
の
を
改
変
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
弁
解
し
て

い
る
様
子
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
曹
洞
宗
に
お
け
る
明
治
八
年
の
番
外
説
喩
に
は
、
宗
議
会
に
お
け
る
一
議
員
の
意
見
陳

述
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
、

　

品
行
は
人
倫
の
要
義
に
し
て
古
今
得
失
の
因
て
起
る
所
な
り
。
嗚
呼
、
大
覚
世
尊
戒
法
を
末
世
に
垂
る
其
旨
深
い
哉
。
其
戒
た

る
嚴
且
整
な
り
と
雖
も
如
何
せ
ん
。
澆
季
の
際
、
こ
れ
を
持
す
る
者
、
幾
ん
ど
希
な
り
。
就
中
、
淫
肉
の
二
戒
に
至
て
は
陽
守

陰
犯
、
自
他
を
欺
き
、
天
鑑
を
蔑
如
し
、
抗
顔
宗
師
た
る
者
、
尠
し
と
せ
ず
是
れ
名
實
相
副
わ
ず
風
俗
を
汚
染
す
る
の
甚
だ
し

き
者
、
誠
に
慎
ま
ざ
る
可
け
ん
哉
。
嚮
に
は
官
制
の
保
護
あ
り
て
陽
守
す
る
者
あ
り
と
雖
も
、
一
旦
之
を
解
く
に
当
っ
て
陰
に

犯
す
所
、
断
然
こ
れ
を
陽
に
行
う
に
至
る
。
今
や
宗
制
こ
れ
を
釐
正
せ
ん
と
欲
す
と
雖
も
一
時
の
能
く
為
す
所
に
非
ず
。
況
や

匪
敎
蔓
延
、
我
敎
衰
耗
の
秋
、
こ
れ
が
備
を
為
す
日
も
亦
足
ら
ず
、
焉
ん
ぞ
毛
色
を
論
じ
て
相
質
に
失
う
可
ん
哉
。
要
す
る
所
、

唯
國
律
に
觸
れ
ず
檀
信
を
失
せ
ず
力
を
布
教
に
盡
し
、
以
て
今
日
の
急
務
に
勉
励
せ
ん
こ
と
を
四
來
の
議
員
、
此
意
を
體
し
、

宗
徒
を
し
て
誤
認
勿
ら
し
め
ん
こ
と
を
希
望
す
。14

　

と
あ
り
、
す
で
に
道
徳
が
衰
え
、
人
情
の
希
薄
に
な
っ
た
末
世
に
お
い
て
は
、
持
戒
す
る
者
が
少
な
く
、
殊
に
淫
肉
の
二
戒
に
つ
い

て
は
、
表
面
上
は
こ
れ
を
守
る
よ
う
装
い
な
が
ら
も
、
実
に
は
戒
を
犯
す
陽
守
陰
犯
の
者
が
あ
る
こ
と
、
し
か
も
肉
食
妻
帯
が
解
禁
さ

れ
た
後
に
は
、
そ
う
し
た
者
が
増
加
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
も
は
や
宗
規
を
以
て
し
て
も
、
肉
食
妻
帯
を
禁
じ
得
な
い
状
況
に
あ
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る
こ
と
も
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
国
法
の
有
無
に
拘
わ
ら
ず
、
僧
徒
が
自
主
的
に
品
行
を
保
ち
、
檀
信
徒
の
信
用
を
失
わ
ず
に
布
教
に
励

む
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
明
治
十
一
年
に
な
る
と
、
内
務
省
番
外
達
に
よ
り
再
び
肉
食
妻
帯
解
禁
の
本
旨
が
示
さ
れ
た
。

明
治
五
年
四
月
第
百
三
十
三
號
布
告
僧
侶
肉
食
妻
帯
等
可
為
勝
手
公
布
の
儀
は
従
前
右
等
の
所
業
を
禁
止
せ
し
國
法
を
廃
せ
ら

れ
候
旨
趣
に
止
ま
り
、
決
し
て
宗
規
に
関
係
無
之
譯
に
候
條
、
此
旨
為
心
得
知
相
達
候
事
。15

　

こ
の
内
務
省
番
外
達
を
受
け
て
、
各
宗
門
に
お
い
て
は
肉
食
妻
帯
禁
遏
の
態
度
を
強
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
明
治
十
一
年
に
日
蓮
宗

は
次
の
よ
う
な
通
達
を
出
し
て
い
る
。16

日
蓮
宗
録
事　

達
書
第
五
號　

明
治
一
一
年
二
月
一
三
日

別
紙
内
務
省
番
外
達
書
の
通
り
五
年
四
月
第
百
三
十
三
號
僧
侶
肉
食
妻
帯
可
爲
勝
手
の
公
布
は
啻
に
國
禁
を
解
き
候
迄
に
し
て

決
し
て
宗
規
に
關
係
な
き
儀
に
候
へ
は
深
く
茲
に
注
意
し
互
ひ
に
相
警
策
し
宗
規
抵
觸
の
者
之
な
き
樣
懇
篤
説
示
致
す
べ
く
依

て
告
諭
書
相
添
此
旨
相
達
候
事

　

こ
れ
に
続
く
よ
う
に
明
治
十
五
年
に
な
っ
て
浄
土
宗17

、
明
治
二
十
六
年
に
天
台
宗
が
妻
帯
禁
遏
の
通
達
を
発
し
て
い
る18

。
真
言
宗
に

お
い
て
は
、
明
治
三
十
年
に
宗
内
で
妻
帯
が
公
許
さ
れ
る
と
の
噂
が
流
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
世
人
を
惑
わ
す
風
聞
と
し
て
尚
一
層
、

僧
風
を
匡
正
せ
よ
と
の
訓
諭
が
出
さ
れ
て
い
る19

。

こ
う
し
た
訓
諭
か
ら
、
各
宗
派
に
お
け
る
妻
帯
禁
遏
の
傾
向
は
明
治
二
十
年
中
頃
ま
で
、
真
言
宗
に
お
い
て
は
明
治
三
十
年
に
至
っ



結婚する僧侶　─近代における僧侶妻帯論─

223

て
も
継
続
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

し
か
し
、
ど
の
宗
派
も
妻
帯
僧
の
増
加
を
食
い
止
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　

四　

妻
帯
論
者
の
出
現　
　

―
田
中
智
学
『
仏
教
夫
婦
論
』
か
ら
―

　

明
治
二
十
年
代
後
半
に
な
る
と
、
戒
を
陽
守
陰
犯
す
る
妻
帯
僧
に
対
し
て
、
多
く
の
批
判
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
か
え
っ

て
有
識
者
か
ら
は
、
時
代
に
相
応
し
た
僧
侶
の
あ
り
方
が
提
言
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
は
前
に
挙
げ
た
一
連
の
僧
侶
妻
帯
論
の

中
、
先
駆
と
な
っ
た
田
中
智
学
の
『
仏
教
夫
婦
論
』
か
ら
、
そ
の
特
徴
を
確
認
し
た
い
。 

田
中
智
学
（
一
八
六
一-

一
九
三
九
）
は
日
蓮
主
義
の
仏
教
思
想
を
展
開
し
、
そ
れ
を
基
本
と
し
た
国
体
主
義
を
唱
え
た
人
物
と

し
て
知
ら
れ
る
。
智
学
は
明
治
二
十
七
年
に
『
仏
教
夫
婦
論
』
と
題
し
た
論
著
を
、
智
学
本
人
が
創
設
し
た
在
家
仏
教
団
体
で
あ
る
立

正
安
国
会
か
ら
出
版
し
て
お
り
、
昭
和
五
年
に
な
っ
て
立
正
安
国
会
の
後
身
で
あ
る
国
柱
会
よ
り
『
明
治
天
皇
天
覧
紀
念　

仏
教
夫
婦

論
』
と
し
て
再
刊
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
は
も
と
も
と
智
学
が
宗
教
政
策
に
つ
い
て
講
演
し
た
も
の
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
明
治

二
十
七
年
の
明
治
天
皇
婚
礼
二
十
五
年
の
記
念
祝
典
の
際
に
、
天
皇
に
献
上
し
た
こ
と
か
ら
「
明
治
天
皇
天
覧
紀
念
」
と
題
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

　

本
論
は
去
る
明
治
十
九
年
十
二
月
、
東
京
立
正
閣
に
お
い
て
、
予
が
宗
教
策
の
一
案
と
し
て
開
論
せ
し
議
論
な
り
。
門
人
保
坂

麗
山
、
こ
れ
を
筆
受
し
て
一
二
の
訂
正
を
予
に
請
い
、
書
肆
某
に
与
え
て
出
版
せ
し
め
、
公
行
こ
こ
に
日
あ
り
、
今
茲
三
月
九
日
、

我　

両
陛
下
、大
婚
満
二
十
五
年
の
祝
典
を
挙
行
し
た
ま
う
に
際
し
、国
恩
の
万
分
を
報
ぜ
ん
が
為
め
虔
で　

閣
下
に
拝
請
し
て
、
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此
書
を
献
上
し
た
て
ま
つ
る
。
明
治
二
十
七
年
三
月　

智
学
居
士　

田
中
巴
之
助
虔
誌20

　
　

智
学
が
『
仏
教
夫
婦
論
』
を
明
治
天
皇
の
大
婚
に
合
わ
せ
て
献
上
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
智
学
は
庶
民
を
天
皇
の
民
と
し
て
、
庶

民
の
行
う
べ
き
夫
婦
の
道
が
そ
の
ま
ま
天
皇
の
道
で
あ
る
と
し
、
仏
教
に
よ
っ
て
夫
婦
の
道
を
教
化
す
る
こ
と
が
天
皇
に
対
す
る
忠
心

の
表
れ
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

仏
教
夫
婦
論
の
述
ぶ
る
所
、
仏
教
の
実
義
に
聿
遵
し
、
人
倫
の
常
経
を
覈
明
す
。
た
だ
顓
ら
庶
民
の
夫
婦
を
説
い
て
、
事
は
素

よ
り　

天
閤
に
関
ら
ず
。
然
と
い
え
ど
も
、
こ
の
民
は
す
な
わ
ち
こ
れ　

陛
下
の
民
な
り
。
こ
の
道
は
こ
れ　

陛
下
の
道
な
り
。

故
に
こ
の
民
を
し
て
此
の
道
に
篤
ら
し
め
、
此
敎
を
し
て
こ
の
民
に
洽
ね
か
ら
し
む
る
は
こ
れ
臣
等
が　

陛
下
に
忠
に
し
て
、

し
か
も
教
祖
に
孝
な
る
所
以
の
道
の
み21

。

こ
う
し
た
言
説
に
は
智
学
の
国
体
主
義
が
垣
間
見
れ
る
が
、智
学
は
『
仏
教
夫
婦
論
』
に
お
い
て
、仏
教
の
実
義
に
基
づ
き
な
が
ら
、

人
倫
の
道
を
明
ら
か
に
し
、
天
皇
の
民
を
導
く
こ
と
で
、
釈
尊
と
天
皇
へ
の
忠
心
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
で
は
智
学
に
と
っ
て

仏
教
の
実
義
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

智
学
は
『
仏
教
夫
婦
論
』
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
仏
教
は
出
世
間
の
道
を
示
す
敎
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
実
は
そ
れ
は
誤

解
で
あ
り
、
こ
の
誤
解
に
よ
っ
て
仏
教
徒
は
人
生
を
厭
う
も
の
と
考
え
て
し
ま
い
、
そ
の
た
め
に
国
家
の
道
を
誤
る
の
だ
と
い
う
。

臣
等
、
ひ
そ
か
に
以
ん
み
る
に
、
世
間
の
佛
を
斥
う
者
、
多
く
仏
教
を
以
て
世
外
の
道
と
為
す
、
是
れ
仏
教
を
誤
れ
る
な
り
。
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佛
を
奉
ず
る
者
も
、
間
ま
亦
た
人
生
を
以
て
厭
う
べ
き
の
地
と
な
す
。
こ
れ
国
家
を
誤
れ
る
な
り22

。

古
来
仏
を
奉
ず
る
者
、
或
い
は
俗
を
出
で
て
塵
を
脱
し
、
岸
然
自
ら
高
う
し
て
、
而
し
て
以
て
淨
し
と
為
す
者
あ
り
。
或
い
は

世
を
厭
い
生
に
倦
み
、
朦
然
自
ら
昧
ま
し
て
、
而
し
て
以
て
瞻
れ
り
と
為
す
者
あ
り
。
並
び
に
皆
法
山
の
妖
魔
、
ま
た
是
れ
敎

天
の
病
惑
な
り
。
是
を
以
て
正
気
、
日
に
耗
し
、
義
親
の
道
、
寝
く
漓
し
。
況
や
彼
の
男
女
婚
嫁
の
道
、
寧
ろ
獨
り
茲
の
敎
澤

に
頼
る
こ
と
を
得
ん
や
。
た
だ
、
策
然
、
国
家
を
抛
ち
て
、
徒
ら
に
空
閑
を
貪
り
、
昏
然
、
人
生
に
そ
む
い
て
、
空
し
く
来
世

を
趁
う
。
咸
く
是
れ
權
小
の
偏
見23

。
  

こ
の
よ
う
に
仏
教
を
出
世
間
の
教
え
と
し
な
い
智
学
に
と
っ
て
は
、
脱
世
俗
の
僧
侶
は
批
判
の
対
象
に
す
ぎ
な
い
。
い
た
ず
ら
に
空

閑
を
貪
り
、
人
生
に
そ
む
い
て
来
世
に
期
待
す
る
こ
と
は
、
権
小
の
偏
見
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
言
説
も
確
認
で
き
る
。
智
学
に
と
っ

て
、
世
俗
を
超
越
し
て
国
家
を
抛
つ
こ
と
は
仏
教
の
真
義
で
は
な
い
と
い
う
意
見
で
あ
る
。
こ
う
し
た
智
学
の
思
想
は
、
日
蓮
の
思
想

に
基
づ
い
て
い
る
。
日
蓮
『
立
正
安
国
論
』
の
所
説
に
は
、「
そ
れ
国
は
法
に
よ
っ
て
而
し
て
昌
へ
、
法
は
人
に
よ
っ
て
而
し
て
貴
し
。

国
亡
び
人
滅
せ
ば
、
仏
は
誰
が
崇
む
べ
き
。
法
を
ば
誰
が
信
ず
べ
き
や
。
先
ず
国
家
を
祈
り
て
、
須
て
仏
法
を
立
つ
べ
し
。」24

と
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
仏
教
に
よ
っ
て
国
家
は
昌
え
る
が
、
国
家
が
な
け
れ
ば
、
仏
教
を
奉
ず
る
人
も
な
く
、
敎
が
立
つ
と
こ
ろ
が
無
い
と
い
う
。

し
た
が
っ
て
、
ま
ず
重
ん
ず
る
の
は
国
家
で
あ
る
と
い
う
の
が
日
蓮
の
主
張
で
あ
り
、
智
学
は
こ
の
日
蓮
の
思
想
に
基
づ
き
な
が
ら
国

家
を
奉
じ
、
国
家
を
導
く
た
め
の
仏
教
を
出
世
間
の
敎
で
は
な
く
、
世
間
の
敎
と
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
智
学
は
完
全
な
国

家
を
作
る
た
め
に
、
人
道
の
根
本
と
し
て
の
夫
婦
倫
道
を
正
し
く
規
律
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
説
い
て
お
り
、
夫
婦
倫
道
を
開
導

す
る
こ
と
に
仏
教
の
真
面
目
が
あ
る
と
い
う
。
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教
祖
（
日
蓮
）
の
敎
を
立
て
る
や
、
乃
ち
世
の
爲
に
す
、
宗
祖
の
敎
を
布
く
や
、
乃
ち
国
の
た
め
に
す
。
世
間
国
家
の
た
め
に

敎
法
、
宗
旨
の
設
あ
る
を
聞
く
。
未
だ
敎
法
、
宗
旨
の
た
め
に
世
間
国
家
あ
る
の
理
を
聞
か
ざ
る
な
り
。【
中
略
】
い
や
し
く
も

世
間
国
家
の
た
め
に
し
て
、
施
設
開
導
す
る
の
と
こ
ろ
の
教
法
な
り
と
せ
ば
、
必
ず
ま
さ
に
世
間
国
家
の
最
大
勢
力
あ
る
道
途

に
向
か
っ
て
、
そ
の
敎
導
の
力
用
を
示
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
換
言
す
れ
ば
人
事
の
最
大
要
説
と
し
て
而
か
も
道
義
の
根
源
た
る
、

夫
婦
倫
道
の
正
当
な
る
規
律
と
正
当
な
る
將
護
と
を
与
え
て
、
以
て
完
全
な
る
世
間
国
家
を
造
り
出
す
こ
と
を
開
導
の
第
一
義

と
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。【
中
略
】
世
ま
す
ま
す
進
み
、
時
い
よ
い
よ
改
ま
る
に
際
會
し
て
、
な
お
昔
時
の
風
習
を
固
守
し

仏
教
の
真
面
目
を
開
顕
せ
ざ
る
如
き
は
、
教
法
の
た
め
、
国
家
の
た
め
、
太
だ
宣
し
き
所
に
あ
ら
ず
。
故
に
餘
は
断
じ
て
仏
教

の
真
面
目
を
光
発
し
、男
女
お
よ
び
夫
婦
の
道
義
倫
常
を
保
護
奨
励
す
る
を
以
て
、今
日
に
處
す
る
仏
教
信
徒
の
国
家
に
つ
く
し
、

仏
祖
に
報
ず
る
唯
一
の
義
務
な
り
と
信
じ
る25

。

　

こ
の
よ
う
に
智
学
が
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
こ
れ
ま
で
の
出
世
間
的
仏
教
を
改
め
、
国
家
の
た
め
の
仏
教
と
し
て
世
間
忠
孝
の
教
と
し

て
の
意
義
を
発
揮
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
方
策
と
し
て
智
学
は
、
仏
教
を
葬
祭
な
ど
の
死
の
儀
礼
を
司
る
も
の
か
ら
、
結

婚
な
ど
の
生
の
儀
礼
を
司
る
よ
う
に
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。

宗
教
な
き
の
民
は
誓
い
な
き
の
民
な
り
。
精
神
眼
目
な
き
の
民
な
り
。
而
し
て
死
を
説
い
て
生
を
談
ぜ
ざ
る
の
宗
教
は
精
神
眼

目
を
奪
う
の
宗
教
な
り
。
そ
の
美
麗
百
万
の
堂
塔
は
、
人
の
元
気
命
根
を
奪
う
と
こ
ろ
の
屠
殺
場
に
過
ぎ
ず
。【
中
略
】
予
は
天

下
幾
十
万
の
堂
塔
を
挙
げ
て
葬
儀
場
と
な
さ
ず
し
て
、
国
家
の
た
め
唯
一
吉
祥
な
る
婚
礼
場
と
せ
し
め
ん
こ
と
を
欲
す
る
な
り26

。
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し
か
し
、
仏
教
は
も
と
も
と
出
世
間
の
教
で
あ
り
、
戒
律
が
男
女
の
関
係
を
制
し
て
い
る
こ
と
は
厳
然
と
し
て
い
る
。
こ
の
戒
律
を

会
通
し
な
い
限
り
は
、
仏
教
は
夫
婦
の
道
を
説
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
で
は
夫
婦
の
道
と
仏
教
の
戒
律
と
の
関
係
を
、
智
学
は
ど
の
よ

う
に
会
通
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
智
学
は
特
に
不
邪
淫
戒
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

五
戒
の
う
ち
、
不
邪
淫
戒
。
こ
れ
正
し
く
夫
婦
正
倫
。
男
女
徳
行
の
制
敎
な
り
。
こ
の
五
戒
は
在
家
の
特
性
に
止
ま
ら
ず
し
て
、

実
に
道
俗
諸
戒
の
根
本
な
り
。【
中
略
】女
人
を
排
斥
す
る
は
女
人
其
物
を
斥
ふ
に
非
ず
し
て
其
着
相
の
境
を
破
る
に
在
る
な
り
。

着
相
の
境
を
破
る
は
着
相
の
妄
心
を
破
る
な
り
。
ま
さ
に
知
る
べ
し
。
女
人
排
斥
の
言
は
、
即
ち
是
れ
男
子
の
妄
想
を
排
斥
す

る
諷
誡
詩
な
る
こ
と
を27

。

　

智
学
は
不
邪
淫
戒
に
よ
っ
て
女
人
を
遠
ざ
け
る
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
女
人
に
対
す
る
妄
想
著
相
の
み
を
排
斥
す
る
た
め
の
も
の
で
あ

り
、
現
実
に
女
人
を
遠
ざ
け
る
意
味
で
は
な
い
と
い
う
。
智
学
に
と
っ
て
戒
は
厳
密
に
保
持
す
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
諷
誡
詩
程
度

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
人
間
の
情
欲
は
仏
教
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
処
す
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
智
学
は
「
情
欲
は
人
生
の
天
賦
に

し
て
、
ま
た
こ
れ
仏
法
の
実
な
り
。
こ
れ
を
呵
責
し
て
醜
穢
邪
悪
な
り
と
斥
い
た
る
は
、
こ
れ
仏
教
の
方
便
な
り
。」28

と
し
て
、
あ
く

ま
で
情
欲
を
排
斥
し
よ
う
と
す
る
教
説
は
方
便
で
あ
り
、
実
義
で
は
な
い
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
世
の
仏
教
が
男
女

夫
婦
の
礼
敎
に
お
い
て
、
習
慣
し
来
れ
る
の
風
儀
は
概
し
て
誤
謬
な
り
と
判
定
せ
ざ
る
を
得
ず
。」29

と
述
べ
て
、
能
化
者
た
る
僧
侶
と
、

所
化
者
た
る
檀
信
徒
、
そ
れ
ぞ
れ
に
夫
婦
倫
理
に
つ
い
て
の
誤
謬
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
能
化
者
（
僧
侶
）
の
誤
謬



蓮花寺佛教研究所紀要　第八号　共同研究

228

に
つ
い
て
、
智
学
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

欲
を
斷
ち
、
聲
色
を
遠
ざ
け
て
以
て
境
界
を
別
に
す
、
著
欲
を
怖
れ
て
こ
れ
を
な
す
は
小
乗
の
行
人
な
り
。
そ
の
目
的
、
離
著

に
在
ら
ず
し
て
化
他
の
責
任
を
全
う
す
る
も
の
は
大
乗
の
行
者
な
り
。
そ
の
行
相
こ
れ
同
じ
と
い
え
ど
も
、
そ
の
用
意
は
る
か

に
異
な
る
。
以
て
辨
ぜ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
大
乗
諸
宗
の
行
制
、
單
に
離
著
の
た
め
に
妻
子
を
し
り
ぞ
く
に
非
ず
し
て
、
化
他
の

爲
に
一
身
の
繁
を
避
け
、
以
て
自
己
運
動
の
全
部
を
済
度
衆
生
の
犠
牲
と
な
す
も
の
な
り
と
す
れ
ば
、
所
謂
斷
女
的
の
制
度
な

る
も
の
は
、
特
に
能
化
者
の
別
行
に
し
て
更
に
ま
た
化
導
上
の
特
別
準
備
な
り
と
謂
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
果
た
し
て
然
ら
ば
斯

の
特
別
中
の
特
別
を
以
て
、
一
般
ふ
つ
う
の
人
類
に
擬
す
べ
き
も
の
に
非
ざ
る
こ
と
も
、
ま
た
自
ら
瞭
然
た
る
べ
し
。
し
か
る

に
往
々
在
家
即
ち
所
化
者
を
誘
う
に
あ
た
り
て
、
な
お
己
の
身
行
に
倣
わ
し
め
ん
と
す
る
形
跡
あ
る
が
如
き
は
、
む
し
ろ
誤
謬

な
ら
ざ
ら
ん
や
。
た
と
ひ
斯
の
如
き
に
至
ら
ず
と
す
る
も
、
所
化
に
向
か
っ
て
夫
婦
の
倫
道
男
女
の
道
義
を
説
く
に
淡
薄
不
親

切
な
り
し
こ
と
は
す
で
に
掩
う
べ
か
ら
ず
、
利
害
の
も
っ
と
も
伏
在
せ
る
男
女
の
道
義
を
度
外
視
し
て
、
毫
も
こ
れ
を
扶
正
せ

ざ
り
し
は
、
真
に
こ
れ
済
世
の
本
旨
を
失
え
る
も
の
、
な
お
薬
を
知
り
て
病
を
知
ら
ざ
る
盲
医
の
如
し
。
何
に
況
ん
や
自
身
高

潔
の
行
い
を
売
っ
て
、
以
て
世
間
の
信
貴
を
買
わ
ん
と
す
る
が
如
き
、
あ
に
誤
謬
の
更
に
甚
だ
し
き
も
の
に
あ
ら
ず
や30

。

　

こ
の
能
化
者
の
夫
婦
倫
道
に
対
す
る
誤
謬
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
一
つ
は
僧
侶
が
戒
律
に
基
づ
い
て
女
人
を
遠
ざ

け
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
智
学
は
、
女
人
を
遠
ざ
け
る
こ
と
は
小
乗
の
場
合
、
著
欲
を
恐
れ
て
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
大

乗
で
は
所
化
者
を
教
導
す
る
た
め
の
特
別
の
別
行
で
あ
り
、
こ
れ
を
大
乗
の
本
義
と
し
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
る
。
し
か
も
女

人
を
遠
ざ
け
て
、
所
化
者
に
自
ら
の
身
行
を
倣
わ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
大
き
な
誤
り
で
あ
り
、
む
し
ろ
能
化
者
が
夫
婦
男
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女
の
倫
理
道
徳
を
説
く
こ
と
こ
そ
が
済
世
の
本
旨
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
続
い
て
所
化
者
（
檀
信
徒
）
の
誤
謬
が
語
ら
れ
る
。 

以
為
ら
く
仏
教
深
廣
、
容
易
に
解
し
難
し
、
す
な
わ
ち
能
化
其
人
に
帰
依
し
て
、
以
て
供
養
を
展
ぶ
る
の
易
き
に
し
か
ず
と
【
中

略
】
仏
法
を
軽
ん
じ
て
、
而
し
て
僧
侶
を
重
ん
ず
る
の
弊
に
流
れ
た
る
も
の
な
り
。
す
で
に
人
、
法
を
顛
倒
す
。
な
ん
ぞ
信
教

の
実
を
全
う
せ
ん
。
釈
迦
佛
か
つ
て
之
を
憂
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
誡
示
す
ら
く
「
法
に
依
っ
て
人
に
依
ら
ず
。
智
に
依
っ
て
識

に
依
ら
ず
。
義
に
依
っ
て
語
に
依
ら
ず
。
了
義
経
に
よ
っ
て
不
了
義
経
に
依
ら
ず
」
こ
の
顛
倒
惑
乱
は
、
実
に
許
多
の
誤
謬
を

出
生
し
て
、つ
い
に
国
家
を
し
て
仏
教
な
く
人
生
な
き
の
原
野
た
ら
し
め
ん
と
す
。【
中
略
】こ
れ
ら
信
徒
の
蒙
昧
い
よ
い
よ
長
じ
、

つ
い
に
仏
教
の
真
を
失
し
、
苦
し
ん
で
淡
燥
無
味
の
世
界
を
作
り
、
徒
に
曠
野
に
走
せ
、
濫
り
に
山
谷
に
求
め
て
、
還
っ
て
爐

辺
三
尺
、
一
家
団
欒
の
中
に
お
け
る
、
真
正
の
佛
境
界
あ
る
を
知
ら
ず
。
恩
愛
呱
々
の
聲
、
こ
れ
諸
仏
慈
悲
の
音
聲
な
る
を
了

ら
ず
。
男
女
和
楽
の
美
は
、
即
ち
常
寂
光
の
春
な
る
こ
と
を
忘
れ
た
り
。
こ
れ
豈
に
信
教
の
誤
謬
に
あ
ら
ず
と
言
う
を
得
ん
や31

。

　

所
化
者
の
誤
謬
と
は
、
仏
法
そ
の
も
の
へ
の
帰
依
よ
り
も
、
能
化
者
た
る
僧
侶
へ
の
帰
依
に
重
き
を
置
い
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ

の
誤
謬
に
よ
っ
て
国
家
全
体
に
仏
教
の
真
実
義
が
失
わ
れ
、
い
た
ず
ら
に
出
世
間
的
な
風
潮
を
醸
成
し
て
い
る
と
い
う
。
一
家
団
欒
、

男
女
和
楽
に
こ
そ
諸
仏
の
境
界
が
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
智
学
は
「
す
べ
か
ら
く
如
上
の
誤
謬
を
一
掃
し
て
以
て
釈
迦
佛
真
正
の

宗
旨
を
さ
さ
げ
来
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。」32

と
述
べ
て
お
り
、
仏
教
の
實
義
は
こ
れ
ら
の
誤
謬
を
是
正
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
智
学
の
『
仏
教
夫
婦
論
』
は
、
明
治
三
十
年
代
に
盛
ん
に
出
さ
れ
た
僧
侶
妻
帯
論
の
先
駆
と
し
て
注

目
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
僧
侶
が
厭
世
的
仏
教
に
陥
る
こ
と
な
く
、
夫
婦
の
倫
理
道
徳
を
説
く
こ
と
こ
そ
が
済
世
の
本
旨
で
あ
る
と
説

か
れ
る
。
こ
の
点
は
智
学
以
降
の
妻
帯
論
者
に
お
い
て
も
同
様
の
意
見
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
日
蓮
の
『
立
正
安
国
論
』
の
思
想
に
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基
づ
き
な
が
ら
国
家
主
義
に
偏
る
特
徴
が
み
ら
れ
る
の
は
、
智
学
独
特
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
智
学
は
夫
婦
家
族
を
基
と
す
る

国
家
そ
の
も
の
を
教
導
す
る
こ
と
を
仏
教
の
「
真
面
目
」
と
し
て
開
示
し
、
近
代
以
前
の
仏
教
を
「
誤
謬
」
と
し
て
対
峙
さ
せ
る
こ
と

で
、
わ
か
り
や
す
く
新
時
代
の
仏
教
を
展
開
さ
せ
よ
う
と
す
る
構
造
を
持
つ
。
そ
の
際
、
戒
律
に
つ
い
て
は
、
小
乗
戒
に
よ
っ
て
女
人

を
遠
ざ
け
る
べ
き
で
は
な
く
、
大
乗
の
利
他
の
精
神
に
よ
っ
て
保
た
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
戒
律
は
諷
誡
詩
に
過
ぎ
な
い

と
断
じ
る
。

　

智
学
以
降
の
妻
帯
論
者
に
は
智
学
ほ
ど
の
国
家
主
義
を
見
る
こ
と
は
な
い
が
、
脱
戒
律
の
主
張
、
寺
院
に
お
け
る
妻
帯
の
有
益
性
、

そ
れ
に
よ
る
女
性
の
社
会
的
立
場
の
向
上
を
目
指
す
意
見
な
ど
が
よ
り
具
体
的
に
提
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
仏
教
側
か
ら
内

発
的
に
生
じ
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
対
抗
意
識
と
い
う
外
的
な
要
因
に
よ
っ
て
芽
生
え
た
も
の
と
も
窺
え
る
。
そ

の
契
機
と
な
っ
た
も
の
は
明
治
三
十
二
年
に
実
施
さ
れ
た
内
地
雑
居
で
あ
る
。 

　
　
　

　
　
　
　

五　

内
地
雑
居
の
影
響　
　

―
井
上
円
了
『
雑
居
準
備　

僧
弊
改
良
論
』
か
ら
―

　

さ
て
、
明
治
三
十
年
代
に
入
る
と
、
僧
侶
妻
帯
に
関
す
る
論
書
が
続
い
て
出
さ
れ
て
い
る
。
井
上
円
了
『
雑
居
準
備 

僧
弊
改
良
論
』、

日
蓮
宗
系
の
著
者
で
あ
る
中
里
日
勝
『
僧
風
革
新
論　

一
名
蓄
妻
成
仏
義
』、
田
邊
善
知
『
肉
食
妻
帯
論
』
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

旧
態
依
然
の
僧
界
を
革
新
す
る
こ
と
を
啓
蒙
す
る
論
書
で
あ
り
、
そ
の
中
で
主
に
妻
帯
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
明
治

三
十
年
代
に
こ
う
し
た
論
書
が
多
く
世
に
出
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、
明
治
三
十
二
年
に
実
施
さ
れ
た
外
国
人
居
留

地
の
廃
止
と
内
地
雑
居
の
実
施
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
も
と
も
と
安
政
の
五
カ
国
条
約
以
降
、
そ
れ
ま
で
禁
じ
ら
れ
て
い
た
外
国
人
の
居
留
地
以
外
へ
の
移
動
と
居
住
が
、
治
外
法
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権
と
領
事
裁
判
権
の
撤
廃
と
引
き
換
え
に
解
禁
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
外
国
人
の
内
地
雑
居
に
関
し
て
は
、
日
英
通
商
航

海
条
約
が
明
治
二
十
七
に
締
結
さ
れ
て
以
降
、
さ
ま
ざ
ま
に
議
論
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
明
治
三
十
二
年
の
発
効
に
と
も
な
い
実
施

さ
れ
た
。
こ
の
内
地
雑
居
を
目
前
に
控
え
、
国
内
で
は
宗
教
者
や
有
識
者
が
欧
米
文
化
や
キ
リ
ス
ト
教
の
国
内
布
教
力
に
対
抗
す
る
た

め
に
、
国
内
の
仏
教
教
団
を
啓
発
し
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
を
持
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　

井
上
円
了
も
そ
の
一
人
で
あ
り
、
そ
の
著
書
『
雑
居
準
備　

僧
弊
改
良
論
』
は
タ
イ
ト
ル
の
と
お
り
、
内
地
雑
居
に
よ
っ
て
キ
リ
ス

ト
教
が
広
ま
る
危
機
感
か
ら
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
翌
年
に
迫
っ
た
内
地
雑
居
に
対
し
て
、
こ
れ
を
「
我
邦
僅
僅
三
十
餘

年
の
歴
史
上
に
政
治
及
び
宗
教
の
三
大
變
あ
り
し
」33

と
し
て
、
明
治
三
大
変
革
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
を
相
撲
の
取

り
組
み
に
喩
え
て
い
る
。
三
大
変
革
の
一
つ
目
は
徳
川
幕
府
の
大
政
奉
還
で
あ
り
、
こ
れ
以
降
、
国
内
の
キ
リ
ス
ト
教
を
黙
許
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
仏
教
に
と
っ
て
相
撲
の
相
手
が
現
れ
出
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
二
番
目
の
変
革
は
、
明
治
二
十
二
年
の
憲
法

発
布
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
キ
リ
ス
ト
教
が
公
許
さ
れ
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
東
西
の
両
大
関
が
立
っ
た
と
い
う
。
三
番
目
の

変
革
が
明
治
三
十
二
年
の
内
地
雑
居
で
あ
り
、
い
よ
い
よ
仏
教
が
政
府
の
待
遇
と
監
督
を
得
た
キ
リ
ス
ト
教
と
、
布
教
実
践
に
お
い
て

真
剣
勝
負
す
る
段
階
に
入
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
、
仏
教
界
の
現
状
は
旧
態
依
然
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
現
状
に

つ
い
て
批
判
を
述
べ
て
い
る
。

我
、
明
治
維
新
の
革
命
は
政
治
上
前
代
未
聞
と
申
す
べ
き
大
変
遷
に
し
て
、
爾
来
三
十
年
間
の
文
運
は
、
ま
た
古
今
未
曾
有
の

進
歩
な
る
に
も
拘
ら
ず
、
宗
教
は
依
然
と
し
て
旧
態
を
存
し
、
雪
は
白
し
比
良
山
の
一
角
、
春
風
猶
ほ
未
だ
江
州
に
入
ら
ず
と

い
う
が
如
き
有
様
に
て
、
明
治
の
風
、
未
だ
佛
教
城
内
に
入
ら
ざ
る
は
實
に
奇
怪
千
萬
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
か34

。
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今
日
の
佛
教
は
徳
川
三
百
年
間
の
治
世
に
適
合
し
、
封
縣
時
代
、
厭
制
時
代
、
鎖
港
時
代
、
悠
長
時
代
、
ナ
マ
ケ
時
代
の
大
勢

に
順
応
し
た
り
し
其
儘
を
伝
え
居
る
こ
と
な
れ
ば
、
今
日
の
文
明
時
代
、
競
争
時
代
の
大
勢
に
適
合
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
は
、

火
を
観
る
よ
り
も
明
瞭
で
あ
り
ま
す35

。

　

円
了
は
、
仏
教
が
新
た
な
時
代
に
お
い
て
、
旧
態
依
然
の
体
質
を
革
新
し
な
け
れ
ば
、
社
会
活
動
や
慈
善
活
動
が
旺
盛
な
キ
リ
ス
ト

教
に
は
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
、「
佛
教
そ
の
も
の
は
二
束
三
文
の
古
着
や
破
れ
屋
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、

こ
れ
に
洗
濯
煤
払
を
施
さ
ば
今
俄
に
新
調
せ
る
も
の
よ
り
余
程
優
れ
た
る
も
の
と
な
る
樣
に
信
じ
て
居
ま
す
」36

と
述
べ
る
よ
う
に
、
仏

教
が
も
と
も
と
備
え
て
い
る
価
値
は
優
れ
た
も
の
で
あ
り
、
国
際
社
会
を
意
識
し
、
そ
れ
に
相
応
し
い
在
り
方
に
改
良
し
て
い
く
と
い

う
の
が
、
円
了
が
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
円
了
は
妻
帯
論
に
つ
い
て
も
改
良
の
一
つ
と
し
て
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。

或
は
僧
服
改
良
、
或
は
妻
帯
公
許
、
或
は
海
外
宣
教
、
或
は
各
宗
合
同
、
或
は
佛
事
禁
酒
等
の
改
革
論
は
も
と
よ
り
、
小
改
革

に
過
ぎ
ざ
る
も
、
若
手
連
中
が
世
界
の
大
勢
に
順
応
せ
ん
と
欲
し
て
、
自
然
に
護
法
の
心
底
よ
り
発
し
た
る
呼
聲
な
れ
ば
一
大

革
命
の
暁
を
報
す
る
鶏
鳴
の
一
聲
な
る
に
相
違
な
い37

。 

　

こ
の
よ
う
に
妻
帯
論
だ
け
で
な
く
、
僧
服
の
改
良
や
、
海
外
宣
教
な
ど
も
含
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
は
小
さ
な
改
革
で
は
あ
る
も
の
の
、

や
が
て
大
き
な
仏
教
改
革
に
至
る
鶏
鳴
の
一
聲
に
な
る
と
確
信
し
て
い
る
。
そ
し
て
円
了
自
身
は
教
義
・
寺
院
・
僧
侶
の
三
つ
の
観
点

か
ら
、
仏
教
の
改
良
論
を
説
い
て
い
く
。

　

ま
ず
教
義
の
改
良
に
つ
い
て
は
、
出
世
間
道
と
し
て
の
仏
教
を
、
世
間
道
の
教
え
と
し
て
広
め
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
を
説
い
て
い
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る
。

今
日
ま
で
各
宗
の
連
中
が
佛
教
中
に
世
間
門
、
出
世
間
門
の
二
道
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
ひ
と
り
出
世
間
道
を
説
き
て
、
世
間
道

を
勧
め
ざ
り
し
は
、
世
間
よ
り
厭
世
の
ハ
キ
溜
め
へ
捨
て
ら
れ
た
る
次
第
で
あ
り
ま
す
、
依
て
今
よ
り
後
は
世
間
道
を
先
峰
に

立
て
て
、
布
教
軍
を
進
め
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ぬ
。【
中
略
】
ま
た
、
世
間
道
を
講
ず
る
に
も
、
従
前
の
如
く
一
家
の
人
倫
、
一

個
人
の
道
徳
の
み
を
説
か
ず
し
て
、
殖
産
興
業
の
必
要
よ
り
国
家
の
独
立
、
国
際
の
関
係
に
至
る
ま
で
、
各
宗
の
教
義
を
当
て

は
め
て
説
く
様
に
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。【
中
略
】
今
よ
り
後
は
今
日
の
学
者
に
対
し
て
講
ず
る
道
を
開
き
、
佛
教
の
教
理
中
、

今
日
の
学
理
と
抵
触
す
る
點
何
程
あ
り
や
を
定
め
、
且
つ
此
點
は
如
何
様
に
会
通
し
て
可
な
る
や
を
議
し
、
何
時
如
何
な
る
疑

問
の
局
外
者
よ
り
提
出
せ
ら
る
る
も
、
容
易
く
答
弁
の
出
来
る
様
に
し
て
置
く
こ
と
は
更
に
必
要
で
あ
り
ま
す38

。

　

円
了
は
仏
教
を
出
世
間
教
と
し
て
で
は
な
く
、
現
実
社
会
に
即
し
た
教
え
と
し
て
教
義
を
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
の

よ
う
な
出
世
間
の
教
義
か
ら
世
間
教
と
し
て
の
転
換
を
主
張
す
る
こ
と
は
前
述
し
た
田
中
智
学
と
同
様
で
あ
る
。
智
学
が
仏
教
に
よ
っ

て
倫
理
道
徳
を
会
通
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
説
い
た
よ
う
に
、
円
了
の
場
合
は
、
国
際
社
会
を
意
識
し
て
、
政
治
方
策
や
国
際
関
係
の

構
築
に
い
た
る
ま
で
各
宗
の
教
義
を
会
通
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
智
学
も
円
了
も
、
出
世
間
法
と

し
て
の
仏
教
の
価
値
を
否
定
す
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
態
度
は
、
仏
教
本
来
の
教
義
か
ら
離
れ
て
、
あ
ら
ゆ
る
国
際
社
会
の
動
向
に

同
調
す
る
だ
け
の
教
義
に
な
り
か
ね
な
い
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る
だ
ろ
う39

。

　

す
で
に
、
こ
の
一
文
に
お
い
て
も
円
了
は
仏
教
中
に
「
世
間
門
」
と
「
出
世
間
門
」
と
が
あ
る
と
し
て
世
間
門
の
重
視
を
説
く
が
、

も
と
も
と
仏
教
が
説
く
こ
の
教
義
は
、『
大
乗
起
信
論
』
な
ど
に
説
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
出
世
間
門
に
真
を
置
き
な
が
ら
、
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俗
な
る
世
間
門
と
の
融
通
を
説
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
世
間
門
そ
の
も
の
は
、
出
世
間
門
に
対
し
て
措
定
さ
れ
た
も
の
に
過

ぎ
ず
、
仏
教
が
儒
教
の
よ
う
な
具
体
的
な
処
世
の
教
え
を
具
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
近
世
の
儒
学
者
の
ほ
と
ん
ど
が
、

仏
教
は
出
世
間
教
、
儒
教
は
世
間
教
と
い
う
区
別
を
以
て
仏
教
批
判
の
材
料
と
し
た
の
で
あ
る
。
円
了
の
言
説
は
、
あ
た
か
も
仏
教
が

も
と
も
と
世
間
の
教
え
を
具
え
て
い
る
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
が
、
自
ら
の
論
理
を
構
築
す
る
上
で
、
仏
教
の
本
来
の
教
義
か
ら
離
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　

続
い
て
円
了
は
、
教
義
の
改
良
論
と
同
じ
よ
う
に
寺
院
と
僧
侶
に
つ
い
て
も
世
間
教
を
意
識
し
た
改
良
の
方
策
を
提
示
し
て
い
る
。

ま
ず
寺
院
に
つ
い
て
は
、

現
今
世
間
の
者
は
寺
院
と
聞
け
ば
死
人
取
扱
所
の
如
く
に
思
ひ
、
寺
院
に
行
く
は
縁
起
の
悪
い
様
に
心
得
て
居
り
ま
す
け
れ
共
、

元
来
寺
院
は
安
心
立
命
の
場
處
に
し
て
、
あ
わ
せ
て
道
徳
練
習
所
な
れ
ば
、
な
る
べ
く
監
督
者
が
そ
の
心
得
に
て
寺
院
と
世
間

と
の
関
係
を
親
密
に
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ40

。

　

こ
の
寺
院
の
改
良
論
に
つ
い
て
も
、
死
の
儀
礼
を
司
る
葬
祭
場
と
し
て
で
は
な
く
、
生
の
儀
礼
を
司
る
婚
礼
場
と
し
て
の
寺
院
に
す

る
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
を
述
べ
た
智
学
と
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
葬
式
以
外
に
閉
じ
ら
れ
て
い
た
寺
院
を
、
世
間
に
対
し
て
開
い

て
い
く
こ
と
に
眼
目
を
置
い
て
い
る
。
現
代
の
日
本
仏
教
が
葬
式
仏
教
と
揶
揄
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
す
で
に
明
治
期
に
お
い
て
、

円
了
は
寺
院
を
道
徳
開
発
の
道
場
と
し
て
、
そ
の
役
割
を
葬
儀
よ
り
も
社
会
的
実
践
に
求
め
よ
う
と
す
る
考
え
を
提
示
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

　

で
は
、
寺
院
の
監
督
者
た
る
僧
侶
は
、
ど
の
よ
う
に
改
良
が
な
さ
れ
る
べ
き
か
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
円
了
は
僧
侶
の
妻
帯
に
つ
い
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て
若
干
触
れ
て
い
る
。

禁
妻
宗
の
今
日
の
弊
風
は
、
大
黒
と
か
辯
天
と
か
稱
し
て
、
秘
か
に
蓄
妻
す
る
こ
と
な
る
が
、
是
れ
は
宗
規
に
悖
る
に
も
せ
よ
、

公
然
妻
帯
を
許
す
宗
旨
さ
へ
あ
る
こ
と
な
れ
ば
、
差
支
え
な
し
と
し
て
も
、
猫
か
勺
子
か
身
元
も
系
圖
も
分
か
ら
ぬ
も
の
を
蓄

え
置
く
こ
と
は
、
大
い
に
不
利
益
と
考
え
ま
す
。
こ
れ
も
小
僧
を
貰
い
受
け
る
と
同
じ
く
家
筋
血
統
を
正
す
が
よ
ろ
し
い41

。

　

円
了
は
、
僧
侶
妻
帯
に
つ
い
て
の
有
益
性
や
、
戒
と
の
会
通
に
つ
い
て
も
詳
し
く
説
か
な
い
が
、「
公
然
妻
帯
を
許
す
宗
旨
さ
へ
あ

る
こ
と
な
れ
ば
、
差
支
え
な
し
」
と
述
べ
て
お
り
、
妻
の
家
筋
を
明
ら
か
に
し
て
、
僧
侶
が
隠
然
と
妻
帯
す
る
状
況
の
改
善
を
促
し
て

い
る
。
た
だ
し
、
円
了
は
僧
侶
の
妻
帯
を
積
極
的
に
勧
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
本
山
な
ど
に
関
し
て
は
、
宗
規
を
守
り
妻
帯
し
な

い
僧
侶
を
置
く
べ
き
と
の
意
見
も
見
ら
れ
る
。

今
日
何
れ
の
宗
に
て
も
固
く
宗
規
を
守
る
人
は
暁
天
の
星
は
愚
か
、
白
昼
の
星
を
数
ふ
る
程
な
れ
ば
、
僧
侶
に
清
僧
俗
僧
の
二

種
を
分
け
て
、
蓄
妻
噉
肉
す
る
も
の
を
俗
僧
と
し
て
は
如
何
、
そ
う
し
て
本
山
株
の
寺
丈
は
必
ず
清
僧
を
住
せ
し
む
る
樣
に
い

た
し
た
い
。
も
し
俗
僧
が
進
て
本
山
株
の
寺
へ
轉
住
す
る
場
合
に
は
、
必
ず
妻
子
に
永
久
の
離
別
を
告
ぐ
る
こ
と
に
す
る
が
宜

し
い42

。

　

こ
こ
で
円
了
が
提
案
し
て
い
る
清
俗
僧
の
区
別
は
、
曹
洞
宗
に
お
い
て
は
、
す
で
に
明
治
二
十
一
、二
十
二
年
の
段
階
で
僧
侶
二
階

級
制
度
を
以
て
妻
帯
問
題
を
解
決
を
試
み
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
。
こ
の
僧
侶
二
級
制
度
と
は
、
宗
門
僧
侶
を
辨
道
師
と
唱
道
師
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の
二
級
に
分
け
る
も
の
で
あ
り
、
辨
道
師
と
は
清
僧
に
相
当
す
る
非
妻
帯
僧
侶
を
指
し
、
唱
道
師
と
は
清
僧
に
対
す
る
俗
僧
の
こ
と
で

あ
り
妻
帯
僧
侶
を
指
し
て
い
る
。
辨
道
師
は
参
禅
辨
道
し
進
ん
で
本
山
貫
首
と
な
る
べ
き
者
と
さ
れ
、
唱
道
師
は
た
だ
布
教
を
専
ら
と

す
る
談
義
僧
で
あ
り
、
生
涯
通
常
の
寺
院
に
住
し
て
世
襲
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

栗
山
泰
音
は
「
こ
の
よ
う
な
二
級
制
度
が
実
施
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
辨
道
師
は
自
ら
を
高
く
嘯
き
、
唱
導
師
を
軽
蔑
し
て
止
ま
ず
、

唱
導
師
は
辨
道
師
の
脚
下
、
暗
黒
面
の
摘
発
の
み
に
腐
心
す
る
よ
う
な
一
宗
不
和
惑
乱
の
根
基
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、
二
級
制

度
を
妄
謬
と
し
て
退
け
て
い
る43

。

　

天
台
宗
に
お
い
て
も
、
後
に
天
台
座
主
と
な
っ
た
村
田
寂
順
（
一
八
三
八-

一
九
〇
五
）
が
、
二
級
制
度
に
類
似
し
た
説
を
述
べ
ら

れ
た
よ
う
で
あ
り
、
解
脱
僧
と
近
事
僧
と
に
別
け
る
説
、
妻
帯
僧
を
優
婆
塞
と
し
て
出
家
僧
と
の
斟
酌
を
は
か
る
説
な
ど
が
呈
示
さ
れ

た
よ
う
で
あ
る
が
、
ど
れ
も
実
施
さ
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

ま
た
、
明
治
五
年
の
段
階
で
真
言
宗
の
仁
和
寺
で
は
、
末
派
寺
院
の
僧
侶
に
対
し
て
持
戒
の
修
行
を
す
る
か
、
肉
食
妻
帯
蓄
髪
な
ど

を
す
る
か
に
つ
い
て
の
取
り
調
べ
を
実
行
し
よ
う
と
し
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
取
り
調
べ
は
、
仁
和
寺
側
が
末
寺
僧
侶
を
妻
帯

僧
と
清
僧
で
区
別
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
本
山
が
私
的
に
清
僧
と
妻
帯
僧
を
取
り
調
べ
て
区
別
し
よ
う
と
し
た
こ

と
が
、
妻
帯
を
個
人
の
自
由
と
す
る
勝
手
令
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
反
故
と
な
っ
て
い
る44

。　

　

さ
て
、
円
了
が
様
々
な
観
点
か
ら
述
べ
た
改
良
案
は
、
内
地
雑
居
に
伴
う
キ
リ
ス
ト
教
公
認
の
危
機
感
に
触
発
さ
れ
て
提
言
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
が
、
中
里
日
勝
『
僧
風
革
新
論　

一
名
蓄
妻
成
仏
義
』
で
も
冒
頭
で
「
外
学
の
刺
激
お
よ
び
異
教
の
侵
入
、
月
に
そ
の
鋭

を
逞
う
し
、
以
て
我
が
法
城
に
迫
る
之
加
な
ら
ず
内
地
雑
居
の
期
も
亦
目
睫
の
間
に
あ
り
」45

と
あ
っ
て
、
そ
の
後
に
僧
侶
妻
帯
に
つ
い

て
縷
々
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
明
治
三
十
年
代
の
妻
帯
論
の
出
来
は
、
内
地
雑
居
と
い
う
外
界
か
ら
の
刺
激
が
大
き
な
要
因
の
一

つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
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円
了
の
場
合
、
内
地
雑
居
を
目
前
に
、
現
今
の
寺
院
僧
侶
の
あ
り
か
た
を
見
直
し
、
欧
米
な
り
の
清
潔
さ
と
品
格
を
持
ち
合
わ
せ
る

よ
う
な
僧
侶
の
意
識
改
革
を
前
提
と
し
た
論
述
で
あ
り
、
出
世
間
教
と
し
て
の
仏
教
か
ら
、
国
際
問
題
や
政
治
問
題
に
も
通
ず
る
世
間

教
と
し
て
の
仏
教
に
転
換
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
僧
侶
妻
帯
に
つ
い
て
は
限
定
的
に
賛
成
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ

に
関
す
る
意
見
は
多
く
は
な
い
。
ま
た
、
戒
律
の
会
通
な
ど
に
関
す
る
詳
細
な
意
見
は
述
べ
ら
れ
な
い
。
戒
律
な
ど
に
関
し
て
言
説
を

要
さ
な
い
の
は
、
円
了
の
出
身
が
真
宗
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
由
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　

六　

仏
教
教
理
に
よ
る
犯
戒
の
克
服　

―
中
里
日
勝
『
僧
風
革
新
論
』
と
田
邊
善
知
『
肉
食
妻
帯
論
』
か
ら
―

　

明
治
三
十
年
代
に
は
、
知
識
人
に
よ
る
妻
帯
論
書
だ
け
で
な
く
、
各
宗
派
の
機
関
誌
に
お
い
て
も
様
々
に
妻
帯
可
否
に
つ
い
て
の
論

争
を
確
認
で
き
る
。
宗
派
系
機
関
誌
に
お
い
て
は
、
僧
侶
が
隠
然
と
妻
帯
す
る
状
況
を
解
決
す
る
べ
く
、
宗
派
に
対
し
て
妻
帯
の
「
公

許
」
を
求
め
る
投
書
な
ど
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
僧
侶
が
妻
帯
す
る
こ
と
に
よ
る
寺
院
世
襲
の
有
益
性
を
説
く
も
の
が
あ

る
が
、
田
中
智
学
や
井
上
円
了
と
同
様
に
、
仏
教
の
教
理
的
な
方
面
か
ら
妻
帯
を
論
じ
る
も
の
は
少
な
い
。
た
と
え
ば
真
言
宗
智
山
派

の
機
関
誌
で
あ
る
『
智
嶺
新
報
』
で
は
、
妻
帯
の
可
否
に
つ
い
て
紙
面
上
で
い
く
つ
か
の
論
争
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
が46

、
そ
の
中
で

「
寺
院
世
襲
論
」
と
し
て
読
者
が
投
稿
し
た
記
事
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
安
寧
秩
序
を
妨
げ
ず
、
臣
民
の
義
務
を
怠
ら
ざ
る
限
り
に
お
い
て
信
教
の
自
由
を
許
す
」
と
は
吾
が
帝
国
憲
法
第
二
十
七
條
の

規
定
な
り
。
慎
し
み
て
憲
法
上
秩
序
の
二
字
を
味
わ
う
に
能
く
孝
能
く
忠
あ
り
て
倫
理
整
然
た
る
以
上
は
秩
序
自
然
に
確
立
す

る
な
り
。【
中
略
】
い
う
ま
で
も
な
く
、
君
臣
父
子
夫
婦
兄
弟
朋
友
の
五
倫
、
即
ち
こ
れ
を
総
括
し
て
整
理
す
る
を
倫
理
と
い
う
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な
り
。
果
た
し
て
し
か
ら
ば
假
令
僧
侶
た
る
も
此
倫
理
以
外
に
屹
立
し
て
現
出
す
る
場
合
に
は
至
ら
ず47

。

　

す
な
わ
ち
国
法
の
上
か
ら
妻
帯
公
許
す
る
の
は
、
君
臣
父
子
夫
婦
兄
弟
朋
友
の
五
倫
を
倫
理
の
体
系
と
し
、
倫
理
か
ら
外
れ
な
い
こ

と
が
帝
国
憲
法
に
あ
る
安
寧
秩
序
の
確
立
で
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
信
教
の
自
由
が
保
障
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
僧
侶
も
こ
の
倫
理
を

外
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
な
意
見
は
、
仏
教
を
儒
教
的
倫
理
の
枠
組
み
の
中
に
入
れ
込
み
、
こ
れ
に
よ
っ
て
妻
帯
を
許
容
し
て
い
く
考
え
方
で
あ
る

か
ら
、
仏
教
の
教
理
面
か
ら
妻
帯
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
は
な
く
、
も
は
や
仏
教
の
出
世
間
法
と
し
て
の
側
面
は
度
外
視
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
こ
の
投
稿
で
は
、
続
い
て
国
法
、
民
法
、
壇
信
徒
の
信
仰
、
寺
院
財
産
保
護
の
四
点
か
ら
妻
帯
公
許
す
べ
き
こ
と
を
論
じ

る
が
、
仏
教
の
教
理
的
方
面
か
ら
妻
帯
を
許
容
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

戒
律
に
つ
い
て
は
、『
智
嶺
新
報
』48

に
真
言
宗
伝
灯
会
の
機
関
誌
『
傳
燈
』
か
ら
転
載
さ
れ
、
肉
食
妻
帯
、
絹
布
白
衣
の
着
用
に
つ

い
て
許
容
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
「
真
言
宗
の
戒
律
は
三
昧
耶
戒
が
正
行
で
あ
り
、
こ
れ
を
守
れ
ば
真
言
行
者
た

る
失
は
な
く
、
顕
教
の
戒
律
は
助
行
に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
を
守
る
か
否
か
は
重
要
で
は
な
い
」
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
当

時
、
教
理
の
面
か
ら
妻
帯
に
つ
い
て
会
通
し
た
意
見
は
決
し
て
多
く
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
若
干
で
は
あ
る
も
の
の
、
日
蓮
宗
の
中
里
日
勝
『
僧
風
革
新
論
』
や
、
田
邊
善
知
『
肉
食
妻
帯
論
』
に
は
、
経
証
を
以
て

教
理
面
か
ら
妻
帯
問
題
の
解
決
を
意
見
す
る
も
の
が
確
認
で
き
る
。
中
里
は
「
敎
釈
上
よ
り
妻
帯
の
可
否
を
論
ず
」
と
し
て
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

戒
媱
は
そ
の
目
的
修
行
の
妨
げ
て
防
止
す
る
に
外
な
ら
ず
。
而
し
て
女
子
を
貶
し
て
不
淨
な
り
魔
物
な
り
と
し
て
遠
ざ
く
る
所
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以
は
蓋
し
小
乗
四
諦
の
説
に
起
因
す
。
乃
ち
四
諦
修
道
の
目
的
は
三
界
の
生
死
を
出
離
し
て
寂
滅
無
為
の
涅
槃
に
帰
着
す
る
に

在
り
。
寂
滅
無
為
の
涅
槃
に
帰
着
せ
ん
と
欲
せ
ば
必
ず
先
づ
三
界
生
死
の
媒
酌
た
る
女
子
を
遠
ざ
け
ざ
る
べ
か
ら
ず
。【
中
略
】

佛
意
よ
り
こ
れ
を
観
れ
ば
、
生
滅
は
不
変
真
如
の
縁
に
随
っ
て
変
動
を
起
こ
す
者
に
し
て
猶
水
の
風
に
応
じ
て
波
を
起
こ
す
が

如
く
そ
の
関
係
隔
離
せ
ん
と
す
る
も
隔
離
す
べ
か
ら
ざ
る
者
な
り
。【
中
略
】
然
る
に
大
乗
諸
経
論
中
往
々
出
離
生
死
の
語
あ
る

を
見
る
、
且
く
之
れ
を
俗
解
せ
ば
、
十
方
法
界
の
中
、
畢
竟
生
死
を
出
離
す
る
能
は
ざ
る
者
と
暁
了
し
て
生
死
に
安
ん
じ
生
死

を
眼
中
に
置
か
ざ
る
の
謂
い
な
り
。【
中
略
】生
死
は
理
体
固
有
の
変
作
な
れ
ば
何
ん
人
か
生
死
を
脱
る
る
者
あ
ら
ん
や
。【
中
略
】

頑
陋
の
輩
、
権
乘
随
他
の
方
便
に
惑
う
て
あ
く
ま
で
女
人
を
擯
斥
す
る
を
以
て
佛
意
を
得
た
り
と
す
こ
れ
何
の
心
ぞ
や49

。

　

中
里
は
僧
侶
と
女
性
の
交
わ
り
が
戒
め
ら
れ
た
の
は
、
小
乗
の
戒
律
で
あ
り
、
小
乗
に
お
い
て
は
解
脱
涅
槃
を
求
め
る
た
め
に
、「
生

死
の
媒
酌
」
で
あ
る
女
性
を
遠
ざ
け
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、「
佛
意
よ
り
こ
れ
を
み
れ
ば
」
と
し
て
、
生
滅
変
化
す
る

世
界
は
す
べ
て
真
理
が
現
れ
て
い
る
も
の
で
、
生
死
即
真
如
で
あ
る
か
ら
、
現
実
に
は
生
死
す
る
身
で
は
あ
っ
て
も
、
精
神
的
に
生
死

に
と
ら
わ
れ
ず
生
き
る
こ
と
が
出
離
生
死
の
大
乗
的
な
意
味
で
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
小
乗
の
よ
う
な
権
乘
随
他
の
方
便
の
教
え

に
と
ら
わ
れ
て
女
性
と
交
わ
ら
な
い
と
い
う
の
は
大
乗
的
で
は
な
い
と
い
う
意
見
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
は
、
田
邊
も
同
様
で
あ
っ

て
、

肉
食
妻
帯
を
禁
ず
る
が
如
き
は
小
乗
仏
教
の
一
小
部
分
の
戒
律
に
属
す
る
小
問
題
に
し
て
大
乗
仏
教
の
本
旨
に
は
あ
ら
ず
、
何

ぞ
小
乗
律
戒
の
小
節
に
拘
わ
り
て
肉
食
妻
帯
を
云
云
す
る
は
吾
那
大
乗
仏
教
徒
の
所
為
な
ら
ん
や50

。
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と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
田
邊
は
『
説
妙
法
決
定
業
障
経
』
の
「
修
行
の
菩
薩
は
数
々
小
乗
の
経
論
を
覧
る
べ
か
ら
ず
、
何
を
以
て

の
故
に
、
仏
道
を
障
る
が
為
の
故
な
り
。
修
行
の
菩
薩
は
寧
ろ
身
命
を
捨
つ
る
と
も
菩
提
を
棄
て
て
声
聞
に
入
り
羅
漢
の
道
を
求
め
ざ

れ
。」51

と
い
う
経
説
を
あ
げ
て
、
大
乗
と
小
乗
と
を
明
確
に
区
別
し
て
小
乗
の
教
え
を
取
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。

　

ま
た
、
中
里
は
、『
五
分
律
』
か
ら
の
経
証
を
以
て
、
戒
律
を
時
と
処
と
に
随
っ
て
変
更
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　

一
国
の
中
に
在
り
て
僅
か
に
数
百
年
を
隔
つ
す
ら
尚
此
く
の
如
し
。
況
ん
や
國
を
去
る
こ
と
数
千
里
、
時
を
隔
つ
る
数
千
歳
。

人
情
風
俗
習
慣
を
異
に
す
る
者
に
向
て
釈
尊
当
時
の
戒
律
を
以
て
惟
翻
訳
の
儘
に
て
実
施
せ
ん
と
す
。
何
ぞ
無
分
別
の
甚
だ
し

き
や
。『
五
分
律
』
に
い
わ
く
、
こ
れ
我
が
語
な
り
と
い
え
ど
も
餘
方
に
お
い
て
清
浄
な
ら
ざ
る
者
は
行
ぜ
ざ
る
も
過
な
し
と
。

用
捨
の
旨
知
る
べ
き
な
り52

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
戒
律
の
受
容
に
対
す
る
寛
容
な
解
釈
が
見
受
け
ら
る
が
、
い
ず
れ
も
肉
食
妻
帯
を
大
乗
的
立
場
か
ら
許
容
す
る
こ

と
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
見
が
日
蓮
宗
系
の
論
者
に
見
ら
れ
る
の
は
、
日
蓮
宗
が
標
榜
す
る
一
乗
教
の
成
立
与
件
に
、
小

乗
を
権
教
と
し
て
、
大
乗
的
立
場
を
宣
揚
す
る
特
徴
が
具
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
日
蓮
宗
の
成
立
与
件
と
い

う
点
か
ら
す
れ
ば
、
末
法
思
想
に
よ
っ
て
妻
帯
を
許
容
す
る
意
見
も
見
ら
れ
る
。
中
里
は
「
妻
帯
成
仏
の
疑
問
を
決
す
」
と
し
て
『
大

悲
経
』
を
引
用
す
る
。

『
大
悲
經
』
に
い
わ
く
。
仏
阿
難
に
告
ぐ
。
後
の
末
世
に
於
い
て
法
滅
せ
ん
と
欲
す
る
時
、
ま
さ
に
比
丘
比
丘
尼
、
我
法
の
中
に

お
い
て
出
家
を
得
お
わ
っ
て
手
に
兒
臂
を
率
て
共
に
遊
行
し
酒
家
よ
り
酒
家
に
至
り
我
法
の
中
に
於
い
て
非
梵
行
を
な
す
。
彼
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ら
酒
色
の
因
縁
を
為
す
と
い
え
ど
も
、
此
の
賢
劫
の
な
か
に
於
い
て
一
切
皆
ま
さ
に
般
涅
槃
を
得
べ
し
と53

。

　
　

　

ま
た
、
こ
れ
に
続
い
て
『
賢
愚
経
』
を
引
い
て
、「
若
し
衆
生
あ
り
て
我
法
の
為
の
故
に
鬚
髮
を
剃
除
し
袈
裟
を
被
服
す
、
設
え
戒

を
持
た
ざ
る
も
彼
ら
悉
く
已
に
涅
槃
印
の
印
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
」54

と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
経
典
は
日
蓮
や
親
鸞
な
ど
が
、
最
澄
の
撰
と
し
て
自
宗
の
教
理
構
築
に
援
用
し
た
『
末
法
灯
明
記
』
に
引
用
さ
れ
る
経
典

で
あ
り
、
日
蓮
宗
に
お
い
て
は
比
較
的
扱
い
や
す
い
経
典
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
末
法
時
代
に
お
い
て
は
、
出
家
者
が
妻
帯
し
非
梵

行
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
或
い
は
剃
髪
し
て
衣
を
着
る
だ
け
の
形
ば
か
り
の
僧
侶
で
あ
っ
て
も
、
解
脱
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

経
証
で
あ
る
。
中
里
は
い
う
。

妻
帯
成
仏
の
義
炳
焉
と
し
て
火
の
如
く
明
ら
か
な
る
に
非
ず
や
。
蓋
し
陰
陽
相
待
の
理
は
之
を
天
地
に
貫
き
法
界
に
徹
し
て
万

古
不
動
の
天
則
た
り
。
元
よ
り
区
々
た
る
人
為
の
制
遮
し
得
べ
き
も
の
に
非
ず
、
然
る
を
徒
に
去
暦
の
文
、
昨
食
の
句
を
模
索

し
来
て
妻
帯
の
不
可
を
呶
呶
す
る
輩
は
未
だ
佛
意
に
達
し
て
真
理
を
了
せ
ざ
る
を
自
白
す
る
者
に
し
て
與
に
仏
教
を
議
す
る
に

足
ら
ざ
る
な
り55

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
経
証
を
以
て
妻
帯
の
許
容
を
示
し
つ
つ
、
中
里
は
こ
の
他
に
も
妻
帯
す
る
こ
と
の
得
失
に
つ
い
て
、
複
数
の
観
点

か
ら
章
節
を
立
て
て
論
じ
て
い
る
。「
布
教
上
よ
り
妻
帯
の
得
失
を
論
ず
」
で
は
、
僧
侶
の
妻
帯
を
宗
派
が
公
許
し
、
そ
の
妻
を
布
教

師
と
し
て
教
育
す
れ
ば
、
加
倍
の
勢
力
に
な
る
と
説
く
。「
慈
善
事
業
上
よ
り
妻
帯
す
る
の
得
失
を
論
ず
」
で
は
、
寺
院
で
営
ま
れ
る

小
学
校
、
幼
稚
園
等
の
教
育
、
あ
る
い
は
療
病
院
、
施
薬
院
、
悲
田
院
、
育
児
院
、
感
化
院
等
に
お
い
て
は
女
性
な
ら
で
は
の
精
細
、
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巧
緻
、
篤
実
の
手
腕
が
必
要
と
な
る
と
い
う
。「
寺
門
維
持
上
よ
り
妻
帯
の
得
失
を
論
ず
」
で
は
、
妻
子
を
寺
院
に
安
住
せ
し
め
れ
ば
、

隠
然
と
別
居
に
妻
子
を
置
い
て
財
産
を
二
分
す
る
必
要
が
な
い
と
い
い
、「
師
弟
の
関
係
上
よ
り
妻
帯
の
得
失
を
論
ず
」
で
は
、
僧
侶

が
妻
帯
し
、
世
襲
に
な
れ
ば
師
弟
の
関
係
が
親
子
と
な
り
、
親
子
で
あ
れ
ば
師
が
弟
子
の
教
育
を
冷
淡
に
し
て
、
弟
子
が
師
を
怨
む
よ

う
な
こ
と
も
防
げ
る
と
い
う
。「
僧
侶
の
道
徳
維
持
上
よ
り
妻
帯
の
得
失
を
論
ず
」
で
は
、
正
当
な
る
妻
を
有
す
れ
ば
僧
侶
の
品
位
も

自
ず
か
ら
上
達
し
、
信
仰
も
随
っ
て
増
え
る
と
い
う
。

　

僧
侶
が
妻
帯
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
妻
を
布
教
師
と
し
て
育
成
し
、
あ
る
い
は
慈
善
事
業
の
担
い
手
と
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
当

時
と
し
て
は
女
性
の
地
位
向
上
に
関
わ
る
言
説
で
も
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
意
見
に
関
し
て
も
僧
侶
の
品
格
、
寺
門
の
発
展
を
考
慮
し
た

も
の
と
な
っ
て
お
り
、
他
の
妻
帯
論
者
も
共
有
し
て
い
た
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
僧
侶
妻
帯
の
有
益
性
は
、
僧
侶
が
妻
帯
し
、

寺
院
を
世
襲
す
る
よ
う
に
な
っ
た
現
代
に
お
い
て
、
概
ね
実
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　

お
わ
り
に

　　

こ
れ
ま
で
、
明
治
二
十
年
代
か
ら
三
十
年
代
に
出
版
さ
れ
た
僧
侶
妻
帯
論
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
。
田
中
智
学
は
日
蓮
主
義
的
国

体
論
か
ら
僧
侶
が
家
族
を
持
つ
こ
と
の
有
益
性
を
説
き
、
井
上
円
了
は
内
地
雑
居
に
と
も
な
う
キ
リ
ス
ト
教
の
流
布
に
対
す
る
危
機
感

か
ら
、
教
義
・
寺
院
・
僧
侶
の
旧
弊
の
改
良
を
説
き
、
そ
の
中
で
僧
侶
の
妻
帯
を
是
認
す
る
。
国
法
に
お
け
る
妻
帯
公
許
と
宗
法
に
お

け
る
妻
帯
禁
遏
の
狭
間
で
、
明
治
期
の
僧
侶
や
思
想
家
た
ち
は
、
近
代
社
会
に
相
応
し
い
仏
教
の
在
り
方
を
模
索
し
た
。
そ
こ
で
は
出

世
間
法
と
し
て
の
仏
教
を
世
間
法
で
あ
る
仏
教
に
転
換
す
る
こ
と
や
、僧
侶
は
儒
教
的
な
人
倫
秩
序
の
中
で
生
き
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、

妻
帯
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
議
論
が
、
各
宗
派
に
お
け
る
「
妻
帯
公
許
」
と
い
う
形
で
実
を
結
ん
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だ
か
に
つ
い
て
は
、
ど
う
も
は
っ
き
り
と
し
な
い57

。

　

ま
た
、
戒
律
な
ど
の
教
理
的
な
方
面
か
ら
積
極
的
に
妻
帯
に
つ
い
て
解
釈
し
よ
う
と
い
う
例
は
多
く
は
見
ら
れ
な
い
。
本
文
で
示
し

た
よ
う
に
古
義
真
言
宗
に
お
い
て
は
、
密
教
の
三
昧
耶
戒
の
遵
守
を
重
ん
じ
、
顕
戒
の
違
犯
は
問
題
と
な
ら
な
い
と
い
う
解
釈
が
見
ら

れ
る
程
度
で
あ
る
。
日
蓮
宗
に
お
い
て
は
中
里
日
勝
が
、
女
犯
戒
は
小
乗
戒
で
あ
り
、
大
乗
仏
教
徒
が
こ
れ
を
守
る
必
要
は
な
い
こ
と

を
述
べ
、『
大
悲
経
』
や
『
賢
愚
経
』
を
引
証
と
し
て
末
法
時
代
の
僧
侶
の
破
戒
・
妻
帯
は
戒
律
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。

む
し
ろ
戒
律
は
時
と
場
所
に
よ
っ
て
変
化
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
真
言
宗
に
し
て
も
日
蓮
宗
に
し
て
も
戒

律
に
対
し
て
は
寛
容
な
理
解
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　

日
本
に
お
い
て
戒
律
は
古
来
よ
り
重
要
視
さ
れ
て
き
た
が
、
具
足
戒
が
厳
守
さ
れ
て
き
た
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
古
く
は
官

立
の
戒
壇
に
入
ら
ず
、
正
式
な
受
戒
の
手
続
き
を
取
ら
ず
し
て
自
誓
受
戒
な
ど
に
よ
っ
て
僧
と
な
っ
た
者
が
あ
る
。
古
代
に
お
い
て
は

租
税
を
免
れ
る
為
に
形
ば
か
り
の
私
度
僧
と
な
っ
た
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
僧
侶
と
し
て
の
修
行
・
活
動
が
き
ち
ん

と
行
わ
れ
て
い
る
も
の
に
関
し
て
は
後
に
得
度
を
認
め
る
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
。『
続
日
本
紀
』57

に
は
、
天
下
の
諸
国
で
山
林
な
ど
に
隠

れ
て
十
年
以
上
修
行
を
積
ん
で
い
る
「
清
行
逸
士
」
に
は
得
度
を
許
し
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
ま
た
、
私
度
僧
の
す
べ
て
が
当
て
は

ま
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
古
代
の
山
林
修
行
者
の
中
に
は
、
す
で
に
妻
帯
す
る
者
も
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

ま
た
最
澄
は
比
叡
山
に
戒
壇
を
設
立
す
る
に
あ
た
り
、
具
足
戒
の
二
百
五
十
条
を
用
い
ず
、『
梵
網
経
』
の
菩
薩
戒
で
あ
る
十
重
戒

と
四
十
八
軽
戒
を
採
用
し
た
。
以
来
、
天
台
で
は
菩
薩
戒
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
天
台
で
学
ん
だ
鎌
倉
仏
教
の
祖
師
た
ち
の
影

響
も
あ
っ
て
か
、
鎌
倉
仏
教
以
降
は
具
足
戒
や
律
を
あ
ま
り
重
視
し
な
い
傾
向
が
生
じ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

一
方
で
江
戸
末
期
ま
で
東
大
寺
の
戒
壇
院
は
機
能
し
て
お
り
、
具
足
戒
を
受
戒
す
る
僧
侶
は
存
在
し
た
。
戒
律
の
復
興
を
目
指
し
た

僧
侶
も
度
々
、
世
に
出
て
お
り
、
鎌
倉
期
の
叡
尊
（
一
二
〇
一-

一
二
九
〇
）、
江
戸
期
の
慈
雲
（
一
七
一
八-

一
八
〇
五
）
な
ど
は
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具
足
戒
や
正
法
律
に
基
づ
く
僧
侶
の
生
活
を
重
ん
じ
た
。
幕
末
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
釈
雲
照（
一
八
二
七-

一
九
〇
九
）も
、

十
善
戒
に
よ
る
戒
律
復
興
運
動
を
実
践
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
戒
律
復
興
運
動
は
、
ほ
ぼ
一
代
限
り
で
終
止
し
て
し
ま
っ
て

い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
日
本
仏
教
界
に
お
い
て
は
具
足
戒
の
よ
う
な
戒
律
は
根
付
き
に
く
く
、
戒
律
に
対
し
て
寛
容
な
土
壌
が
古

来
よ
り
続
い
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
国
法
に
よ
っ
て
真
宗
を
除
く
僧
侶
の
妻
帯
が
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
江
戸
時

代
だ
け
が
、
歴
史
の
上
か
ら
す
れ
ば
特
異
な
状
況
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

明
治
時
代
、
僧
侶
は
そ
う
し
た
特
異
な
江
戸
時
代
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
か
ら
放
た
れ
、
に
わ
か
に
近
代
と
い
う
新
た
な
コ
ー
ド
へ
の

変
換
を
迫
ら
れ
た
。
そ
の
初
期
に
お
い
て
宗
派
は
禁
遏
の
態
度
を
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
実
際
に
は
妻
帯
す
る
僧
侶
は
増
加
し

た
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
戒
律
に
関
し
て
そ
れ
を
寛
容
に
受
容
す
る
精
神
的
な
素
地
が
、
日
本
に
お
い
て
は
江
戸
時
代
以
前
に

す
で
に
具
わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
国
法
の
禁
が
解
か
れ
た
段
階
で
、
僧
侶
た
ち
は
精
神
的
に
は
再
び
江
戸
時
代
以

前
の
在
り
方
に
戻
る
だ
け
で
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
妻
帯
論
に
お
い
て
は
、
戒
律
そ
の
も
の
に
関
し
て
深
く
議
論
さ
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
現
実
と
し
て
は
明
治
時
代
の
社
会
の
変
容
に
合
わ
せ
て
、
仏
教
そ
の
も
の
を
時
代
に
相
応
し
た
在
り
方

に
改
良
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
中
で
、
戒
律
は
小
乗
的
な
も
の
と
さ
れ
、
大
乗
的
な
立
場
で
僧
侶
が
妻
帯
す
る
こ
と
の
有
益
性
が
説

か
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
現
代
に
至
っ
て
僧
侶
は
公
然
と
結
婚
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
明
治
時
代
、
盛
ん
に
求
め
ら
れ
て
い
た
宗
門
に
お
け
る
「
公

許
」
は
明
確
に
な
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
い
わ
ば
「
時
代
の
流
れ
」
の
中
で
ぼ
ん
や
り
と
し
た
ま
ま
社
会
的
認
知
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
た
と
い
う
の
が
実
状
で
あ
ろ
う
。そ
し
て
僧
侶
の
妻
帯
が
一
般
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
寺
院
は
世
襲
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

明
治
期
の
僧
侶
た
ち
が
主
張
し
て
い
た
僧
侶
妻
帯
に
よ
る
寺
院
世
襲
論
は
現
実
の
も
の
と
な
り
、
そ
の
有
益
性
も
実
証
さ
れ
た
と
い
え
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る
が
、
現
代
に
お
い
て
は
世
襲
化
に
よ
る
弊
害
も
し
ば
し
ば
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
。
現
代
の
僧
侶
も
ま
た
、
様
々
な
価
値
観
が
複
雑

に
混
在
す
る
現
代
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
中
で
僧
侶
の
在
り
方
や
、
そ
の
価
値
を
見
出
す
努
力
を
続
け
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
　
　
　

註
1　
『
お
坊
さ
ん
バ
ラ
エ
テ
ィ　

ぶ
っ
ち
ゃ
け
寺
』
テ
レ
ビ
朝
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二
〇
一
四
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週
火
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五
分
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下
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情
報
は
す
べ
て
二
〇
一
四
年
一
月
三
十
一
日
現
在
の
も
の
で
あ
る
）　
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美
坊
主
愛
好
会
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美
坊
主
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鑑
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桜
井
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『
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ぼ
う
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エ
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テ
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〇
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九
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年
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全
五
巻
）

4　

岡
野
玲
子
『
フ
ァ
ン
シ
ィ
ダ
ン
ス
』
小
学
館　

一
九
八
四
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〇
年　
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全
九
巻)
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絹
田
村
子
『
読
経
し
ち
ゃ
う
ぞ
！
』
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学
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フ
ラ
ワ
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コ
ミ
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二
〇
一
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年
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時
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ら
９
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で
』
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学
館　

フ
ラ
ワ
ー
コ
ミ
ッ
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中

7　
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キ
蔵
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お
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い
申
し
上
げ
ま
す
』
集
英
社　

ヤ
ン
グ
ジ
ャ
ン
プ
コ
ミ
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ク
ス　

二
〇
一
二
年-　

既
刊
五
巻　

刊
行
中

8　

小
松
茂
美
編
『
華
厳
宗
祖
師
絵
伝
』
中
央
公
論
社 　

一
九
九
〇
年

9　
『
大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
巻
下　

一
二
九
「
紀
伊
国
牟
婁
郡
の
悪
し
き
女
」『
日
本
思
想
大
系
七
』
岩
波
書
店　

一
九
七
四
年　

二
一
七
頁
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10　
『
法
令
全
書　

明
治
五
年
』
内
閣
官
報
局　

一
八
八
九
年　

九
三
頁

11　

栗
山
泰
音
『
僧
侶
家
族
論
』
一
九
一
七　

五
九
頁　

12　

栗
山
泰
音　

前
掲
六
九
頁

13　

栗
山
泰
音　

前
掲
六
三
頁

14　

栗
山
泰
音　

前
掲
六
三
頁

15　

栗
山
泰
音　

前
掲
六
二
頁

16　
『
明
教
新
誌
』　

五
九
二
号

17　

知
恩
院
録
事　

壬　

午
第
十
一
號　

末
派
僧
侶
中

　
　

本
月
十
五
日
よ
り
懲
罰
例
實
施
に
付
別
紙
御
告
諭
の
趣
き
厚
く
相
心
得
へ
く
候
素
よ
り
蓄
髪
肉
妻
等
緇
門
の
制
誡
に
候
處
方
今
流
弊
往
々
宗
侶
の

本
文
を
失
却
し
或
は
汚
職
の
嗤
笑
を
招
き
甚
敷
に
至
り
て
は
自
他
の
紛
紜
を
醸
生
し
終
に
法
衙
を
煩
す
者
之
あ
る
趣
甚
以
て
相
済
ざ
る
（
欠
字
）

に
付
既
往
は
論
ぜ
ず
自
今
堅
く
制
禁
候
條
右
等
心
得
違
ひ
の
者
は
速
か
に
改
悟
致
す
べ
く
此
段
副
達
候
事

　
　

明
治
十
五
年
四
月
一
日　

総
本
山
事
務
所　
『
明
教
新
誌
』
一
三
一
六
号

18　

天
台
宗
癸
巳
訓
諭
第
壹
號　

各
府
縣
宗
務
所

　
　

維
新
の
際
僧
侶
噉
肉
蓄
妻
の
禁
を
解
か
れ
た
る
は
從
來
の
國
禁
を
廢
せ
ら
れ
た
る
者
に
し
て
決
し
て
佛
制
の
律
儀
を
解
き
た
る
筋
に
無
之
既
に
公

布
も
有
候
間
依
然
宗
規
の
赦
さ
ざ
る
は
勿
論
に
候
處
一
朝
の
誤
解
よ
り
今
以
て
教
家
の
神
聖
を
懸
念
せ
ず
其
業
爲
に
於
け
る
世
間
在
俗
と
異
な
ら

ざ
る
者
も
有
之
や
に
相
聞
へ
右
は
貴
重
の
信
嚮
を
失
し
寺
門
の
廢
頽
を
招
く
基
因
に
有
之
候
條
各
今
後
宜
反
省
謹
誡
を
加
え
其
僧
家
た
る
の
本
文

業
爲
を
全
ふ
し
已
頽
の
道
徳
を
恢
復
す
る
の
精
意
を
竭
す
べ
し

　
　

右
訓
諭
す　

明
治
二
六
年
一
月
廿
日　

天
台
宗
務
廳　
『
明
教
新
誌
』
三
一
八
八
号
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19　

真
言
宗
録
事　

訓
諭　

宗
内
一
般

　
　

抑
本
宗
立
教
開
宗
の
本
意
は
如
来
の
金
言
祖
師
の
教
誡
に
明
晰
な
り
隨
か
っ
て
宗
制
法
規
亦
之
れ
に
準
し
て
其
行
為
を
懲
誡
し
新
宗
典
附
帯
の
法

規
第
八
號
懲
誡
條
例
第
六
条
第
一
項
第
八
条
第
一
項
に
瞭
か
に
之
を
規
程
せ
り
。
依
て
は
右
等
に
關
し
世
に
如
何
な
る
妄
説
を
流
布
す
る
も
宗
制

上
に
何
等
も
影
響
を
も
来
さ
ざ
る
は
勿
論
に
候
然
る
に
近
来
新
聞
紙
等
に
本
宗
に
は
瞰
畜
妻
を
公
許
せ
り
抔
と
喋
々
し
大
に
世
人
の
視
聴
を
惑
わ

す
之
れ
併
し
な
が
ら
僧
風
の
り
釐
正
僧
儀
の
完
全
致
さ
ざ
る
に
職
由
す
誠
に
慚
愧
に
堪
え
ず
候
條
自
今
一
層
各
自
に
反
省
し
堅
く
佛
祖
の
教
誡
を

守
り
僧
風
を
匡
正
す
べ
し

　
　

右
訓
諭
候
也　

明
治
三
十
年
七
月
十
二
日　

眞
言
宗
長
者
大
僧
正
鼎
龍
暁　
『
明
教
新
誌
』
三
九
七
二
号

20　

田
中
智
学
『
明
治
天
皇
天
覧
紀
念　

仏
教
夫
婦
論
』
国
柱
会　

一
九
三
〇
年　

後
付

21　

田
中
智
学　

前
掲　

奏
疏
四
頁

22　

田
中
智
学　

前
掲　

奏
疏
四
頁

23　

田
中
智
学　

前
掲　

奏
疏
九
頁

24　
『
立
正
安
国
論
』『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
二
二
〇
頁

25　

田
中
智
学　

前
掲　

総
論
二
頁-

六
頁

26　

田
中
智
学　

前
掲　

総
論
二
十
一
頁-

二
十
三
頁

27　

田
中
智
学　

前
掲　

総
論
三
十
三
頁-

三
十
四
頁

28　

田
中
智
学　

前
掲　

総
論
四
十
八
頁

29　

田
中
智
学　

前
掲　

総
論
三
十
九
頁

30　

田
中
智
学　

前
掲　

総
論
四
十
一
頁
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31　

田
中
智
学　

前
掲　

総
論
四
十
三
頁-

四
十
六
頁

32　

田
中
智
学　

前
掲　

総
論
四
十
九
頁

33　

井
上
円
了
『
雑
居
準
備　

僧
弊
改
良
論
』
一
八
九
八　

七
頁

34　

井
上
円
了　

前
掲　

十
七
頁

35　

井
上
円
了　

前
掲　

二
十
三
頁

36　

井
上
円
了　

前
掲　

二
十
九
頁

37　

井
上
円
了　

前
掲　

二
十
四
頁

38　

井
上
円
了　

前
掲　

三
六
頁-
三
七
頁

39　

伊
勢
弘
志
氏
は
、
田
中
智
学
が
自
ら
の
国
家
主
義
思
想
を
構
築
す
る
に
あ
た
り
、
も
と
も
と
の
仏
教
の
教
理
を
顛
倒
さ
せ
て
、
社
会
問
題
と
会
通

す
る
態
度
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
伊
勢
弘
志「
仏
教
と
現
代
社
会　

-

近
代
日
蓮
主
義
を
事
例
と
す
る「
顛
倒
の
論
理
」の
考
察-

」『
蓮

花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
七　

二
〇
一
四
年　
　
　
　

　
　

井
上
円
了
の
提
言
の
中
に
も
智
学
と
同
様
の
姿
勢
が
確
認
で
き
る
。

40　

井
上
円
了　

前
掲　

三
十
九
頁

41　

井
上
円
了　

前
掲　

四
十
五
頁

42　

井
上
円
了　

前
掲　

四
十
五
頁

43　

栗
山
泰
音　

前
掲　

七
十
四
頁

44　

森
岡
清
美
「
一
元
的
身
分
制
の
成
立　

-

明
治
維
新
期
に
お
け
る
僧
尼
身
分
の
解
体
に
つ
い
て-

」『
日
本
常
民
文
化
紀
要
』
十
二　

一
九
八
六
年

45　

中
里
日
勝
『
僧
風
革
新
論　

一
名
蓄
妻
成
仏
義
』　

一
八
九
九　

一
頁
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46　

奥
野
真
明
「
近
代
の
真
言
宗
智
山
派
に
お
け
る
女
性
の
受
容　

-

序
に
か
え
て-

」）『
現
代
密
教
』
二
〇
〇
四
年

47　
『
智
嶺
新
報
』
十
五
号　

明
治
三
十
五
年
五
月　

四
頁-

十
頁

48　
『
智
嶺
新
報
』
十
九
号　

明
治
三
十
五
年
九
月　

三
〇
頁-

三
十
一
頁

49　

中
里
日
勝　

前
掲
八
頁-

十
一
頁

50　

田
邊
善
知
『
肉
食
妻
帯
論
』
一
九
〇
一
年　

七
頁

51　
『
説
妙
法
決
定
業
障
経
』
大
正
蔵
十
七　

九
一
二
頁　

中
段
十
四
行
目　

　
　

復
次
修
行
菩
薩
不
應
數
覽
小
乘
經
論
。
何
以
故
。
為
障
佛
道
故
。
夫
人
當
知
。
修
行
菩
薩
。
寧
捨
身
命
。
不
棄
菩
提
而
入
聲
聞
求
羅
漢
道
。

52　

中
里
日
勝　

前
掲
七
十
二
頁

53　

中
里
日
勝　

前
掲
二
十
頁　
『
大
悲
経
』
の
該
当
箇
所
は
、
大
正
蔵
十
二　

九
五
八
頁　

上
段
八
行
目

　
　

阿
難
。
我
為
一
切
天
人
教
師
。
憐
愍
一
切
諸
眾
生
者
於
當
來
世
法
欲
滅
時
。
當
有
比
丘
比
丘
尼
於
我
法
中
得
出
家
已
。
手
牽
兒
臂
而
共
遊
行
。
從

酒
家
至
酒
家
。
於
我
法
中
作
非
梵
行
。
彼
等
雖
為
以
酒
因
緣
。
於
此
賢
劫
一
切
皆
當
得
般
涅
槃　
　
　
　

54　
『
賢
愚
経
』
の
該
当
箇
所
は
、
大
正
蔵
四　

四
三
八
頁　

上
段
十
八
行
目　

　
　

其
有
衆
生
。
剃
除
鬚
髮
。
著
染
衣
者
。
當
知
是
人
。
不
久
當
得
解
脫
一
切
諸
苦
。

55　

中
里
日
勝　

前
掲
二
十
一
頁

56　

奥
野
真
明
氏
は
、
前
掲
論
文
の
中
で
、
智
山
派
の
僧
侶
妻
帯
の
経
過
を
追
い
、
智
山
派
が
い
つ
妻
帯
公
許
し
た
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、『
智

嶺
新
報
』（
明
治
四
十
一
年
八
十
四
号
）
に
「
真
言
宗
智
山
派
に
て
は
大
多
数
を
以
て
妻
帯
公
認
を
宗
会
に
て
決
議
し
た
」
と
あ
り
、
ま
た
九
十
一

号
に
お
い
て
も
「
明
治
四
十
年
の
宗
会
に
て
妻
帯
論
者
の
説
大
多
数
の
賛
成
を
得
た
」
と
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ

と
か
ら
智
山
派
に
お
い
て
は
「
公
許
」
を
示
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
宗
会
に
お
け
る
「
公
認
」
に
と
ど
ま
っ
た
と
見
て
い
る
。
奥
野
氏
は
『
智
嶺
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新
報
』
の
そ
の
後
の
記
事
を
追
い
、
大
正
七
年
二
百
五
号
に
智
山
派
住
職
が
仏
前
結
婚
式
に
て
結
婚
し
た
記
事
が
あ
る
こ
と
、
昭
和
に
入
っ
て
か

ら
寺
族
の
登
録
保
護
に
つ
い
て
宗
内
で
議
論
が
開
始
さ
れ
、
昭
和
十
年
に
宗
内
に
寺
族
保
護
規
定
が
可
決
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
僧
侶
の
妻
、
子

供
の
存
在
が
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
智
山
派
に
お
け
る
僧
侶
の
妻
帯
は
「
公
許
」
を
得
な
い
ま
ま
に
、
時
代
の
変
化

に
と
も
な
っ
て
妻
帯
が
主
流
と
な
っ
た
現
状
を
受
け
入
れ
、
緩
や
か
に
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
実
状
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

57　
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
年
）
八
月
朔
日
条

　
　
　
　

　
　
　
　

参
考
文
献　
　
　

森
岡
清
美
「
一
元
的
身
分
制
の
成
立　

-
明
治
維
新
期
に
お
け
る
僧
尼
身
分
の
解
体
に
つ
い
て-

」『
日
本
常
民
文
化
紀
要
』
十
二　

一
九
八
六
年

奥
野
真
明
「
近
代
の
真
言
宗
智
山
派
に
お
け
る
女
性
の
受
容　

-

序
に
か
え
て-

」）『
現
代
密
教
』
二
〇
〇
四
年

中
村
生
雄
『
肉
食
妻
帯
考　

日
本
仏
教
の
発
生
』
青
土
社　

二
〇
一
一
年

島
薗
進
『
日
本
仏
教
の
社
会
倫
理
ー
正
法
の
理
念
か
ら
考
え
る
』　

岩
波
書
店　

二
〇
一
三
年

伊
勢
弘
志
「
仏
教
と
現
代
社
会　

-

近
代
日
蓮
主
義
を
事
例
と
す
る
「
顛
倒
の
論
理
」
の
考
察-

」『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
七　

二
〇
一
四
年

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
妻
帯　

戒
律　

近
代　

田
中
智
学　

井
上
円
了
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は
じ
め
に

　

勤
操(758-827)

は
、
奈
良
末
か
ら
平
安
初
期
の
日
本
仏
教
を
代
表
す
る
僧
侶
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
幼
く
し
て
大
安
寺
に
入
り
、
早

く
か
ら
三
論
の
碩
学
と
し
て
名
を
馳
せ
た
。
晩
年
は
僧
綱
に
列
せ
ら
れ
、
大
僧
都
ま
で
昇
進
し
て
い
る
。
遷
化
に
際
し
て
は
、
日
本
で

の
初
例
と
な
る
僧
正
位
の
追
贈
が
な
さ
れ
、
ま
た
多
く
の
人
々
が
そ
の
死
を
悼
む
な
ど
、
朝
廷
は
も
と
よ
り
民
衆
か
ら
も
篤
く
帰
依
を

得
た
。
ま
さ
し
く
当
時
の
仏
教
界
の
第
一
人
者
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
ま
た
後
世
に
至
る
ま
で
、
弘
法
大
師
空
海
の
師
匠
、
さ
ら

に
は
法
華
八
講
の
創
始
者
と
伝
承
さ
れ
た
先
徳
で
も
あ
る
。

　

以
前
に
筆
者
は
勤
操
の
前
半
生
、
そ
の
誕
生
か
ら
修
行
期
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
た1

。
若
か
り
し
勤
操
の
修
行
の
あ
り
方
を
端
的
に

言
え
ば
、
大
安
寺
に
止
住
し
て
の
学
問
と
、
吉
野
に
斗
薮
し
て
の
浄
行
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
同
時
期
の
法
相
学
僧
で
、
後
に
僧
正
と

勤
操
の
生
涯
（
二
） 

─
朝
廷
と
の
関
わ
り
─

   

小
林　

崇
仁
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な
る
護
命(750-834)

も
、
半
月
ご
と
に
本
寺
と
深
山
に
て
修
行
に
励
ん
だ
よ
う
に
、
寺
院
で
の
学
問
と
山
林
で
の
浄
行
は
、
対
概
念

と
し
て
認
識
さ
れ
、
若
き
仏
教
者
の
修
行
の
あ
り
方
と
し
て
、
い
ず
れ
も
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
そ
う
し
た
行

状
は
、
当
時
の
為
政
者
が
奨
励
し
た
僧
侶
の
あ
り
方
に
も
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
し
勤
操
は
、単
に
本
寺
と
山
林
に
て
自
利
行
に
励
む
だ
け
の
僧
侶
で
は
な
か
っ
た
。
勤
操
は
朝
廷
に
認
め
ら
れ
て
僧
綱
に
列
し
、

ま
た
東
寺
・
西
寺
な
ど
の
造
寺
所
別
当
に
任
ぜ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
積
極
的
に
人
々
と
関
わ
り
、
仏
道
の
布
教
と
諸
々
の
利
他
行
を
実

践
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
勤
操
は
「
群
品
の
耶
嬢
、
一
人
の
帰
馮
」2

と
称
さ
れ
る
よ
う
に
、
多
く
の
人
々
が
父
母
と
仰
ぎ
慕
い
、
さ

ら
に
は
嵯
峨
天
皇
や
淳
和
天
皇
も
深
く
帰
依
し
た
と
い
う
。

　

勤
操
の
事
績
そ
の
も
の
を
見
る
と
、
ひ
と
り
の
真
摯
な
仏
教
者
と
し
て
、
な
お
評
価
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
り
、
後
世
の
日
本
仏

教
に
与
え
た
影
響
も
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
点
も
多
い
。
古
代
に
お
け
る
仏
教
、
特
に
官
大
寺
僧
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
す
る
上

で
、
当
時
の
仏
教
界
の
中
枢
に
い
た
勤
操
そ
の
人
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
有
益
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
前
回
に
引
き
続
き
、
勤
操
に
関
す
る
基
礎
研
究
を
進
め
る
た
め
、
今
回
は
勤
操
と
朝
廷
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
そ
の
事
績
を

概
観
し
て
お
き
た
い
。

　

一
、
賜
度
者 

─
桓
武
天
皇
の
看
病
─

　

修
行
に
励
ん
だ
勤
操
の
名
声
は
次
第
に
高
ま
り
、
や
が
て
朝
廷
に
も
届
く
こ
と
と
な
っ
た
。
勤
操
の
名
が
初
め
て
正
史
に
見
ら
れ
る

の
は
、勤
操
が
四
十
八
歳
の
時
、桓
武
天
皇
の
最
晩
年
に
当
た
る
延
暦
二
十
四
年(805)

三
月
の
記
事
で
あ
る
。つ
ま
り『
日
本
後
紀
』に
、
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賜
傳
燈
法
師
位
勤
操
度
二
人
、
脩
行
満
位
僧
壽
全
一
人3

。

と
記
さ
れ
、
こ
の
時
に
勤
操
は
、
二
人
の
度
者
を
賜
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

当
時
の
国
史
で
あ
る
『
日
本
後
紀
』
や
、
九
世
紀
末
に
そ
の
内
容
を
分
類
し
て
編
纂
さ
れ
た
『
類
聚
国
史
』
に
は
、
朝
廷
が
僧
侶
や

官
人
に
対
し
て
度
者
を
下
賜
し
た
と
の
記
事
が
散
見
さ
れ
る
。
初
見
は
延
暦
十
四
年(795)

三
月
、
正
四
位
下
藤
原
朝
臣
産
子
（
光
仁

天
皇
夫
人
）
に
、
尼
僧
十
一
人
が
与
え
ら
れ
た
例
で
あ
り
、
以
後
、
桓
武
・
平
城
・
嵯
峨
期
に
、
約
九
十
五
名
の
人
物
に
対
し
て
、
お

よ
そ
一
人
か
ら
三
人
の
度
者
が
与
え
ら
れ
た4

。
桓
武
期
が
圧
倒
的
に
多
く
、
そ
の
中
で
も
天
皇
が
病
に
伏
し
た
最
晩
期
に
集
中
す
る
。

延
暦
二
十
三
年(804)
十
二
月
に
体
調
を
く
ず
し
た
桓
武
天
皇
は
、
大
同
元
年(806)

一
月
に
崩
御
す
る
が
、
こ
の
一
年
余
り
の
間
、

不
豫
平
癒
の
た
め
に
読
経
・
悔
過
・
修
法
・
放
生
・
造
塔
・
造
仏
像
な
ど
の
仏
事
、
あ
る
い
は
神
前
読
経
・
奉
幣
帛
な
ど
の
神
事
を
は

じ
め
、
恩
赦
な
ど
様
々
な
手
段
が
こ
う
じ
ら
れ
た
。

　

特
に
そ
の
遠
因
が
、
延
暦
四
年(785)
に
淡
路
国
へ
と
流
さ
れ
て
自
殺
し
た
早
良
親
王
の
祟
り
、
あ
る
い
は
宝
亀
四
年(773)

に
厭

魅
の
罪
に
て
大
和
国
宇
智
郡
へ
幽
閉
さ
れ
没
し
た
井
上
内
親
王
と
他
戸
親
王
の
祟
り
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
怨
霊
を
慰
撫
す
る
た

め
に
も
、
造
寺
・
供
養
・
改
葬
・
写
経
・
復
位
な
ど
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る5

。

　

当
時
は
修
行
者
を
出
家
得
度
さ
せ
る
こ
と
自
体
、
功
徳
あ
る
仏
教
的
作
善
行
と
信
仰
さ
れ
て
お
り
、
何
ら
か
の
功
績
や
徳
望
が
あ
る

人
物
、
あ
る
い
は
早
良
親
王
な
ど
と
関
わ
り
の
あ
っ
た
人
物
に
対
し
、
度
者
が
下
賜
さ
れ
た
。
特
に
桓
武
天
皇
の
晩
年
に
お
い
て
は
、

賜
度
僧
と
い
う
作
善
行
に
よ
り
、
不
豫
平
癒
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

勤
操
に
二
人
の
度
者
が
与
え
ら
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
期
間
の
三
月
十
日
に
当
た
る
。
勤
操
の
場
合
も
、
桓
武
天
皇
の
不
豫
平
癒

に
関
連
し
て
、
度
者
二
人
を
賜
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
果
た
し
て
こ
の
度
者
二
人
と
は
、
い
っ
た
い
誰
で
あ
っ
た
の
か
。
興
味
あ

る
問
題
で
は
あ
る
が
、
そ
の
実
際
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
勤
操
が
度
者
二
人
を
賜
っ
た
直
前
の
三
月
二
日
に
は
、
桓
武
天
皇
の
病
床
に
宿
直
し
、
看
病
の
こ
と
に
当
た
っ
た
宿
侍

の
僧
と
五
位
以
上
の
者
に
被
衣
が
施
与
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
四
日
に
は
少
僧
都
伝
燈
大
法
師
位
勝
虞
に
度
者
二
人
が
、
七
日
に
律
師

大
法
師
位
均
寵
と
脩
行
満
位
僧
勤
蓋
へ
各
度
者
二
人
が
、
同
日
に
脩
行
満
位
僧
常
江
と
寿
全
に
各
度
者
一
人
が
、
そ
し
て
十
日
に
伝
燈

法
師
位
勤
操
に
度
者
二
人
、
脩
行
満
位
僧
寿
全
に
度
者
一
人
が
与
え
ら
れ
て
い
る6

。

　

こ
の
内
、
勝
虞(732-811)

は
延
暦
十
六
年(797)

に
律
師
に
任
ぜ
ら
れ
、
同
二
十
四
年(795)

に
は
桓
武
天
皇
の
不
豫
に
際
し
て

放
生
を
行
っ
て
少
僧
都
に
昇
進
し
、
桓
武
天
皇
の
崩
御
後
の
大
同
四
年(809)

に
は
大
僧
都
に
任
ぜ
ら
れ
る
な
ど
、
桓
武
期
後
半
か
ら

嵯
峨
期
初
め
に
か
け
て
僧
綱
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
。
ま
た
均
寵
は
、
勝
虞
の
少
僧
都
昇
進
と
時
を
同
じ
く
し
て
律
師
に
任
ぜ
ら
れ
た

人
物
で
あ
る
。
ち
な
み
に
勤
操
は
、
後
の
弘
仁
四
年(813)

、
均
寵
の
後
任
と
し
て
律
師
に
補
さ
れ
て
い
る
。

　

延
暦
二
十
四
年
三
月
上
旬
に
お
け
る
僧
た
ち
へ
の
施
与
は
、
そ
の
前
後
の
『
日
本
後
紀
』
の
記
事
と
比
較
し
て
、
お
そ
ら
く
一
連
の

も
の
で
あ
っ
た
と
見
受
け
ら
れ
る
。
勝
虞
以
下
、
均
寵
・
勤
蓋
・
常
江
・
寿
全
ら
は
、
桓
武
天
皇
の
不
豫
に
際
し
て
、
お
そ
ら
く
看
病

の
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
勤
操
も
そ
の
内
の
一
人
で
あ
っ
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

二
、
御
斎
会

　

次
に
勤
操
の
名
が
出
る
の
は
、
嵯
峨
期
の
弘
仁
四
年(813)

正
月
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
日
本
後
紀
』
に
、

最
勝
王
經
講
畢
。
延
高
學
僧
十
一
人
於
殿
上
論
義
。
施
御
被
。
傳
燈
大
法
師
位
勤
操
爲
律
師7

。

と
あ
る
よ
う
に
、
宮
中
で
行
わ
れ
た
最
勝
会
に
高
学
の
僧
十
一
人
が
招
請
さ
れ
、
殿
上
に
て
初
め
て
論
義
が
行
わ
れ
た
が
、
勤
操
は
そ
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の
一
人
と
し
て
出
仕
し
、
こ
れ
を
契
機
に
律
師
に
補
任
さ
れ
て
い
る
。
五
十
六
歳
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

最
勝
会
と
は
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
を
講
説
す
る
法
会
で
あ
る
が
、
特
に
宮
中
大
極
殿
に
て
正
月
八
日
か
ら
十
四
日
の
七
日
間
に
行

わ
れ
た
恒
例
の
法
会
で
あ
る
。
宮
中
最
勝
会
と
呼
ば
れ
、
こ
の
時
に
僧
た
ち
に
斎
食
を
供
し
た
の
で
「
御
斎
会
」
と
も
称
さ
れ
る8

。
規

模
も
大
き
い
宮
中
の
重
儀
で
あ
り
、
後
に
興
福
寺
の
維
摩
会
、
薬
師
寺
の
最
勝
会
と
と
も
に
、
南
都
三
会
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
成
立
に
つ
い
て
概
観
す
る
と
、
す
で
に
天
武
期
に
は
当
経
の
講
説
が
宮
中
や
諸
寺
に
て
行
わ
れ9

、
天
平
九
年(737)

に
は
道
慈

(?-744)

ら
に
よ
っ
て
大
極
殿
に
て
行
わ
れ
た10

。
正
月
に
大
極
殿
で
吉
祥
悔
過
を
行
う
御
斎
会
が
成
立
す
る
の
は
、
道
鏡(?-772)

が

勢
威
を
ふ
る
っ
て
い
た
称
徳
期
の
神
護
景
雲
三
年(769)

と
さ
れ
る11

。

　

桓
武
期
の
延
暦
二
十
一
年(802)

に
は
、
三
論
・
法
相
の
均
衡
政
策
の
も
と
、
正
月
の
御
斎
会
と
十
月
の
維
摩
会
に
て
、
六
宗
の
僧

侶
を
均
し
く
請
じ
て
学
業
を
広
め
よ
と
の
詔
勅
が
出
さ
れ12

、
先
に
挙
げ
た
よ
う
に
嵯
峨
期
の
弘
仁
四
年(813)

に
は
、
御
斎
会
の
結
願

日
に
殿
上
に
て
初
め
て
論
義
が
行
わ
れ
、
内
論
義
と
称
さ
れ
て
以
後
恒
例
と
な
っ
た
。
た
と
え
ば
天
長
九
年(832)

に
は
、
僧
正
護
命
、

大
僧
都
空
海
、
少
僧
都
修
円
・
豊
安
、
律
師
明
福
な
ど
僧
綱
に
列
す
る
僧
侶
が
出
仕
し
、
大
覚
法
師
等
を
講
師
と
し
て
論
義
が
行
わ
れ

て
い
る13

。
そ
し
て
仁
明
期
の
承
和
六
年(839)
十
二
月
以
後
は
、
維
摩
会
の
講
師
が
御
斎
会
の
講
師
を
勤
め
る
こ
と
と
な
り14

、
さ
ら
に

薬
師
寺
最
勝
会
の
講
師
を
勤
め
已
っ
た
僧
は
已
講
と
称
し
、
律
師
に
補
任
さ
れ
て
僧
綱
に
入
る
こ
と
が
定
例
と
な
り
、
南
都
三
会
は
官

僧
の
登
竜
門
と
し
て
も
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

桓
武
期
に
は
、
得
度
や
国
講
師
の
制
度
が
整
備
さ
れ
、
僧
侶
の
学
業
研
鑚
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
嵯
峨
期
も
こ
の
潮
流
に

あ
っ
て
、
御
斎
会
で
の
内
論
義
が
開
始
さ
れ
た
。
勤
操
は
こ
の
時
に
招
請
さ
れ
た
高
学
僧
十
一
人
に
含
ま
れ
て
お
り
、
す
で
に
三
論
学

僧
と
し
て
の
誉
れ
が
高
か
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
さ
ら
に
そ
の
十
一
人
の
中
で
も
、
勤
操
ひ
と
り
が
律
師
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
特
に
そ
の
学
徳
が
評
価
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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さ
ら
に
勤
操
は
、
弘
仁
十
年(819)

正
月
の
御
斎
会
に
も
出
仕
し
て
い
る
。
そ
の
時
の
状
況
を
空
海
が
『
故
僧
正
勤
操
大
徳
影
讃
并

序
』（
以
下
『
勤
操
讃
』
と
略
す
）
に
、　

皇
帝
屈
法
師
於
大
極
殿
、
令
講
冣
勝
。
講
了
之
日
、
更
於
紫
宸
殿
、
集
諸
宗
大
徳
、
令
舉
旗
鼓
、
以
公
為
座
主
。
即
立
義
、
三
論

是
祖
君
之
宗
、
法
相
則
臣
子
之
教
。
何
者
、
阿
僧
釋
龍
猛
之
中
觀
、
護
法
註
提
婆
之
百
論
、
並
稱
歸
命
阿
闍
梨
故
。
時
敵
宗
名
将
、

刃
衂
旗
靡
。
皇
帝
歎
之
、
即
任
少
僧
都
、
兼
造
東
寺
別
當15

。

と
伝
え
る
よ
う
に
、
嵯
峨
天
皇
は
勤
操
を
大
極
殿
に
招
い
て
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
を
講
ぜ
し
め
、
講
経
が
終
わ
る
日
に
紫
宸
殿
に
て
、

諸
宗
の
大
徳
を
集
め
て
内
論
義
を
行
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
時
に
勤
操
は
一
座
の
上
首
を
勤
め
、三
論
は
法
相
に
対
し
て
祖
先
・

主
君
に
当
た
る
と
の
義
を
立
て
た
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
法
相
の
論
師
で
あ
る
無
着
が
、
三
論
の
祖
で
あ
る
龍
樹
の
『
中
論
』
を
釈
し

て
『
順
中
論
』
を
造
り
、
ま
た
『
成
唯
識
論
』
の
中
心
的
な
論
師
で
あ
る
護
法
が
、
三
論
の
聖
提
婆
の
『
広
百
論
本
』
を
註
し
て
『
広

百
論
釈
論
』
を
造
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

確
か
に
無
着
は
『
順
中
論
』
に
て16

、
龍
樹
を
「
阿
闍
梨
」
と
呼
び
、
二
諦
に
つ
い
て
注
釈
す
る
際
、
世
諦
と
第
一
義
諦
は
異
な
ら
ず

と
し
て
、
龍
樹
の
原
意
を
存
し
て
い
る
。
ま
た
護
法
も
『
広
百
論
釈
論
』
に
て17

、
造
論
の
意
図
を
「
邪
執
の
我
我
所
の
事
の
性
相
の
皆

空
な
る
こ
と
を
顕
し
、
方
便
し
て
三
解
脱
門
を
開
示
せ
ん
が
為
に
斯
の
論
を
造
る
」
と
す
る
よ
う
に
、
聖
提
婆
の
説
く
中
観
の
主
意
に

沿
っ
た
注
釈
を
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
瑜
伽
行
派
の
論
師
が
、
中
観
派
の
論
師
の
著
作
を
肯
定
的
に
注
釈
し
て
お
り
、
勤
操
は
こ
れ
に

着
目
し
て
、
三
論
の
法
相
に
対
す
る
優
位
性
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　

現
代
の
仏
教
学
に
お
い
て
も
、
瑜
伽
行
派
の
唯
識
思
想
は
、
先
行
す
る
中
観
派
の
空
思
想
を
受
け
つ
ぎ
、
発
展
さ
せ
た
も
の
す
る
見

解
は
定
説
と
な
っ
て
お
り18

、
三
論
が
法
相
の
祖
君
に
当
た
る
と
の
勤
操
の
主
張
は
、
仏
教
の
思
想
史
的
展
開
か
ら
す
れ
ば
、
史
実
の
一

面
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
弘
仁
十
年
の
内
論
義
に
お
い
て
、
勤
操
の
主
張
に
異
を
唱
え
る
者
は
な
く
、
嵯
峨
天
皇
は
こ
れ
を
称
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賛
し
て
い
る
。
ま
さ
に
勤
操
は
、
当
時
に
お
い
て
屈
指
の
学
僧
と
認
め
ら
れ
た
と
言
え
よ
う
。

　

ま
た
嵯
峨
天
皇
が
御
斎
会
の
結
願
日
に
論
義
を
催
し
、
勤
操
が
そ
こ
で
称
賛
を
得
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
歴
史
的
経
過
か
ら
見
て
も

重
要
な
契
機
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
そ
の
後
に
論
義
は
、
御
斎
会
の
み
な
ら
ず
、
季
御
読
経
を
は
じ
め
勅
会
で
も
行
わ
れ
、
ま
た
南
都
や

北
京
の
諸
大
寺
で
の
論
義
、
仙
洞
最
勝
講
に
お
け
る
仙
洞
論
義
、
鎌
倉
・
室
町
・
江
戸
幕
府
に
よ
る
幕
府
論
義
な
ど
、
長
き
に
亘
っ
て

盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
僧
侶
の
学
業
研
鑚
の
場
と
し
て
、
様
々
な
祈
願
や
回
向
の
場
と
し
て
、
さ
ら
に
は
為
政
者
の
好
学
娯
楽
の
場
と
し

て
、
多
様
な
展
開
を
遂
げ
た
論
義
で
あ
る
が
、
嵯
峨
天
皇
と
勤
操
は
そ
の
先
鞭
に
位
置
す
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

三
、
僧
綱 

─
律
師
・
少
僧
都
・
大
僧
都
─

　

勤
操
は
御
斎
会
内
論
義
に
て
学
識
が
認
め
ら
れ
、
僧
綱
に
列
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
弘
仁
四
年(813)

正
月
に
は
五
十
六
歳
に
し
て

律
師
に19

、弘
仁
十
年(819)

正
月
に
は
六
十
二
歳
に
し
て
少
僧
都
に
任
ぜ
ら
れ
た20

。
い
ず
れ
も
御
斎
会
へ
の
出
仕
を
契
機
と
し
て
い
る
。

　

称
徳
期
に
国
家
安
寧
を
祈
願
し
て
始
修
さ
れ
た
御
斎
会
は
、
桓
武
期
に
は
六
宗
の
学
僧
を
均
し
く
招
請
し
、
さ
ら
に
嵯
峨
期
に
は
内

論
義
が
恒
例
と
な
る
な
ど
、
僧
侶
の
学
業
研
鑚
の
意
味
合
い
が
付
加
さ
れ
て
い
っ
た
。
す
で
に
当
時
、
仏
法
が
興
隆
す
れ
ば
王
法
も
安

穏
で
あ
る
と
い
う
信
仰
が
芽
ば
え
て
お
り
、
朝
廷
は
仏
法
と
王
法
の
興
隆
を
願
い
、
得
度
や
国
講
師
の
規
定
を
整
備
す
る
な
ど
、
僧
侶

の
資
質
を
高
め
る
政
策
を
進
め
て
い
た
。
御
斎
会
を
学
業
研
鑚
の
場
と
す
る
政
策
も
そ
の
一
環
で
あ
り
、
勤
操
は
そ
う
し
た
朝
廷
の
意

図
に
応
え
た
好
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
先
述
し
た
よ
う
に
、
桓
武
期
を
通
じ
て
僧
綱
の
人
員
は
法
相
僧
が
大
半
を
占
め
、
三
論
僧
が
不
在
と
い
う
状
況
が
続
い
て
い
た
。
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三
論
・
法
相
の
均
衡
政
策
の
も
と
に
お
い
て
は
、
劣
勢
に
あ
る
三
論
僧
の
僧
綱
入
り
が
求
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味

か
ら
し
て
も
、
勤
操
が
弘
仁
十
年
の
内
論
義
に
て
三
論
の
優
位
性
を
主
張
し
た
こ
と
は
時
流
に
沿
う
も
の
で
あ
り
、
勤
操
は
ま
さ
に
待

望
の
三
論
学
僧
と
し
て
僧
綱
に
補
任
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　

中
で
も
少
僧
都
へ
の
昇
補
は
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
左
の
図
表
は
当
時
の
僧
綱
の
人
員
を
示
し
た
一
覧
で
あ
る
が
、
律
師

か
ら
少
僧
都
、
少
僧
都
か
ら
大
僧
都
へ
の
昇
補
は
、
基
本
的
に
序
列
を
越
え
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
弘
仁
十
年
に
、
勤
操
は
興
福
寺

別
当
の
修
円(771-835)
や
東
大
寺
別
当
の
修
哲(?-831)

よ
り
先
に
少
僧
都
に
就
い
て
お
り
、
こ
れ
は
異
例
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ

の
時
の
内
論
義
に
つ
い
て
空
海
は
、「
敵
宗
の
名
将
、刃
を
衄へ

か

り
旗
を
靡な

び

く
。皇
帝
こ
れ
を
歎
じ
て
即
ち
少
僧
都
に
任
ず
」と
述
べ
て
い
る
。

確
か
に
勤
操
は
他
宗
の
僧
を
越
え
て
昇
進
を
果
た
し
て
お
り
、
勤
操
が
当
代
随
一
の
学
僧
と
し
て
、
嵯
峨
天
皇
よ
り
特
別
に
信
任
さ
れ

た
様
子
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

図
表　

嵯
峨
・
淳
和
期
に
お
け
る
僧
綱
一
覧

元
号

西暦
僧
正 

大
僧
都

少
僧
都

律
師

権
律
師

大
同
四
年

809

永
忠
、
勝
虞
、
玄
賓
常
騰
、
如
宝
、
泰
信
恵
雲
、
均
寵
、
護
命

弘
仁
元
年

810

永
忠
、
勝
虞
、
玄
賓
常
騰
、
如
宝
、
泰
信
恵
雲
、
均
寵
、
護
命
、
長
恵
、
修
円
、
修
哲

弘
仁
二
年

811

永
忠
、
勝
虞
、
玄
賓
常
騰
、
如
宝
、
泰
信
均
寵
、
護
命
、
長
恵
、
修
円
、
修
哲

弘
仁
三
年

812

永
忠
、
玄
賓

常
騰
、
如
宝

均
寵
、
護
命
、
長
恵
、
修
円
、
修
哲

弘
仁
四
年

813

永
忠
、
玄
賓

常
騰
、
如
宝

均
寵
、
護
命
、
長
恵
、
修
円
、
修
哲
、
勤
操

弘
仁
五
年

814

永
忠
、
玄
賓

常
騰
、
如
宝

護
命
、
長
恵
、
修
円
、
修
哲
、
勤
操

弘
仁
六
年

815

永
忠

常
騰
、
如
宝
、
護
命
護
命
、
長
恵
、
修
円
、
修
哲
、
勤
操
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弘
仁
七
年

816

永
忠
、
護
命

護
命
、
長
恵

長
恵
、
修
円
、
修
哲
、
勤
操
、
施
平
、
豊
安

弘
仁
八
年

817

護
命

長
恵

修
円
、
修
哲
、
勤
操
、
施
平
、
豊
安

弘
仁
九
年

818

護
命

長
恵

修
円
、
修
哲
、
勤
操
、
施
平
、
豊
安

弘
仁
十
年

819

護
命

長
恵
、
勤
操

修
円
、
修
哲
、
勤
操
、
施
平
、
豊
安
、
泰
演

弘
仁
十
一
年820

護
命

長
恵
、
勤
操

修
円
、
修
哲
、
施
平
、
豊
安

弘
仁
十
二
年821

護
命

長
恵
、
勤
操

修
円
、
修
哲
、
施
平
、
豊
安

弘
仁
十
三
年822

護
命

長
恵
、
勤
操

修
円
、
修
哲
、
施
平
、
豊
安

弘
仁
十
四
年823
護
命
、
長
恵

長
恵
、
勤
操

修
円
、
修
哲
、
施
平
、
豊
安

天
長
元
年

824
長
恵

勤
操
、
空
海

修
円
、
修
哲
、
施
平
、
豊
安

天
長
二
年

825
長
恵

勤
操
、
空
海

修
円
、
修
哲
、
施
平
、
豊
安

天
長
三
年

826

長
恵
、
勤
操

勤
操
、
空
海

修
円
、
修
哲
、
施
平
、
豊
安

歳
栄
、
玄
叡

天
長
四
年

827

護
命
勤
操
、
空
海

空
海
、
修
円
、
豊
安
修
円
、
修
哲
、
施
平
、
豊
安
、
玄
叡
、
明
福

歳
栄
、
玄
叡

天
長
五
年

828

護
命
空
海

修
円
、
豊
安

修
哲
、
施
平
、
玄
叡
、
明
福

歳
栄

天
長
六
年

829

護
命
空
海

修
円
、
豊
安

修
哲
、
施
平
、
玄
叡
、
明
福

歳
栄

天
長
七
年

830

護
命
空
海

修
円
、
豊
安

修
哲
、
施
平
、
玄
叡
、
明
福

歳
栄

天
長
八
年

831

護
命
空
海

修
円
、
豊
安

修
哲
、
施
平
、
玄
叡
、
明
福

歳
栄

天
長
九
年

832

護
命
空
海

修
円
、
豊
安

施
平
、
玄
叡
、
明
福
、
仲
継
、
寿
豊

歳
栄

天
長
十
年

833

護
命
空
海

修
円
、
豊
安

玄
叡
、
明
福
、
仲
継
、
寿
豊

歳
栄

※
興
福
寺
本
『
僧
綱
補
任
』
一
（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
一
二
三
・
七
六
～
八
一
頁
）
に
よ
る
。
昇
補
し
た
場
合
は
、
例
え
ば
天
長

　

三
年
の
「
勤
操
」
の
よ
う
に
、
元
の
僧
階
と
昇
補
し
た
僧
階
、
両
方
の
欄
に
僧
名
を
記
し
て
あ
る
。

　

な
お
、
後
に
十
月
の
興
福
寺
維
摩
会
、
正
月
の
宮
中
御
斎
会
、
三
月
の
薬
師
寺
最
勝
会
の
い
わ
ゆ
る
南
都
三
会
に
て
講
師
を
勤
め
た

者
を
已
講
と
し
、
律
師
に
補
さ
れ
て
僧
綱
に
入
る
こ
と
が
定
例
と
な
る
が
、
御
斎
会
内
論
義
へ
の
出
仕
を
契
機
と
し
て
僧
綱
に
入
っ
た
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の
も
、
勤
操
が
初
例
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
勤
操
は
、
さ
ら
に
淳
和
期
の
天
長
三
年(826)

に
六
十
九
歳
に
し
て
大
僧
都
に
補
任
さ
れ
た21

。
同
年
に
は
大
僧
都
長
恵
が

入
滅
し
て
お
り
、
そ
の
後
任
と
し
て
少
僧
都
に
あ
っ
た
勤
操
が
昇
進
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
、
僧
正
位
に
就
い
て
い
る
者

は
お
ら
ず
、
ま
た
前
の
大
僧
都
護
命
は
山
田
寺
に
隠
棲
し
て
お
り
、
勤
操
は
実
質
的
に
僧
綱
の
上
首
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

勤
操
の
大
僧
都
補
任
に
関
し
て
、
空
海
は
『
勤
操
讃
』
に
て
、

今
上
膺
尭
之
揖
讓
、
扇
舜
之
南
風
。
以
公
、
智
而
辨
、
恭
而
謙
、
導
人
不
倦
、
濟
物
方
便
、
擢
之
大
僧
都
轉
造
西
寺22

。

と
伝
え
、
勤
操
が
智
慧
あ
っ
て
弁
舌
に
す
ぐ
れ
、
慎
み
深
く
謙
虚
で
、
懈
怠
な
く
方
便
を
も
っ
て
衆
生
を
教
導
し
済
度
し
た
こ
と
を
補

任
の
理
由
と
し
て
い
る
。
多
少
の
修
辞
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
学
徳
の
み
な
ら
ず
、
利
他
行
に
つ
い
て
も
称
賛
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
今
後
改
め
て
考
察
す
る
予
定
で
あ
る
が
、
勤
操
は
利
他
行
に
お
い
て
も
、
積
極
的
な

活
動
を
展
開
し
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
り
人
々
は
勤
操
を
篤
く
信
奉
し
、
そ
し
て
ま
た
嵯
峨
天
皇
や
淳
和
天
皇
も
こ
れ
を
称
賛
し
た
と
さ

れ
る
。
勤
操
が
優
れ
た
三
論
学
僧
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
で
あ
る
が
、
衆
生
の
教
導
・
済
度
に
関
し
て
も
様
々
な
活
動
を
行
っ
た
こ
と

は
よ
り
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

四
、
造
東
寺
所
別
当
・
造
西
寺
所
別
当

　

ま
た
、
す
で
に
挙
げ
た
よ
う
に
、『
勤
操
讃
』
に
よ
れ
ば
、
勤
操
は
弘
仁
十
年(819)

の
少
僧
都
補
任
に
併
せ
て
造
東
寺
所
別
当
に
、

天
長
三
年(826)

の
大
僧
都
補
任
に
併
せ
て
造
西
寺
所
別
当
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
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周
知
の
ご
と
く
東
寺
と
西
寺
は
、
延
暦
十
三
年(794)

の
平
安
遷
都
の
の
ち
、
王
城
鎮
護
の
た
め
に
羅
城
門
の
東
西
に
置
か
れ
た
官

寺
で
あ
る
。
当
時
の
国
史
に
は
、
そ
の
造
営
に
関
す
る
詔
勅
や
記
事
が
な
い
た
め
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
延
暦
十
六
年(797)

四
月

に
造
西
寺
司23

、
延
暦
二
十
三
年(804)

四
月
に
造
東
寺
司24

の
職
務
に
あ
っ
た
官
人
の
記
録
が
初
見
さ
れ25

、
弘
仁
六
年(815)

八
月
ま
で

造
寺
司
に
関
す
る
任
官
な
ど
の
記
事
が
散
見
さ
れ
る26

。

　

ま
た
当
時
は
王
臣
や
寺
院
に
よ
る
山
林
原
野
の
独
占
的
な
用
益
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が27

、
延
暦
十
九
年(800)

四
月
に
は
、
東
西
二

寺
の
建
造
の
た
め
で
あ
れ
ば
、
例
外
的
に
材
木
を
切
り
出
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
た28

。
さ
ら
に
弘
仁
三
年(812)

十
月
に
は
、
そ
れ
ま
で

東
大
寺
に
施
入
し
て
い
た
朝
廷
か
ら
の
封
戸
を
停
め
て
、
造
東
西
二
寺
の
諸
司
へ
収
め
る
こ
と
と
な
っ
た29

。
天
平
勝
宝
二
年(750)

に

東
大
寺
に
納
め
ら
れ
た
五
〇
〇
〇
戸
の
封
戸
は
、
天
平
宝
字
四
年(760)

の
勅
に
よ
り
、
造
営
修
理
塔
寺
精
舎
分
一
〇
〇
〇
戸
、
供

養
三
宝
并
常
住
僧
分
二
〇
〇
〇
戸
、
官
家
修
行
諸
仏
事
分
二
〇
〇
〇
戸
に
配
分
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
が30

、
東
西
二
寺
で
も
こ
れ

を
前
例
と
し
て
封
戸
が
配
分
さ
れ
た
と
見
ら
れ
て
い
る31

。
ま
た
弘
仁
三
年(812)

十
一
月
に
は
贈
四
品
布
勢
内
親
王
の
遺
領
の
墾
田

七
百
七
十
二
町
が
東
西
二
寺
に
施
入
さ
れ32

、
翌
年(813)

正
月
に
は
諸
大
寺
の
例
に
准
じ
た
布
施
・
供
養
に
よ
り
、
東
西
二
寺
に
て
初

め
て
夏
安
居
を
行
う
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
る33

。

　

よ
っ
て
東
西
二
寺
は
遷
都
後
し
ば
ら
く
し
て
造
東
寺
司
・
造
西
寺
司
の
も
と
に
造
営
が
始
ま
り
、
嵯
峨
期
の
弘
仁
三
年(812)

に
は

封
戸
や
寺
田
に
よ
る
経
済
基
盤
も
確
立
し
、
遅
く
と
も
弘
仁
四
年(813)

に
は
常
住
僧
た
ち
が
修
行
す
る
環
境
が
整
っ
た
と
見
え
る
。

ま
た
弘
仁
六
年(815)

以
降
は
、
造
寺
司
の
任
官
記
事
が
国
史
に
全
く
見
ら
れ
な
く
な
り
、
程
な
く
し
て
造
寺
司
は
廃
止
さ
れ
、
両
寺

の
造
営
は
造
寺
所
別
当
の
僧
侶
に
委
ね
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
両
寺
の
堂
塔
が
す
べ
て
完
成
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
後

も
造
営
事
業
は
進
め
ら
れ
た34

。
そ
し
て
弘
仁
十
四
年(823)

十
月
に
は
東
寺
に
真
言
宗
僧
五
十
人
を
住
ま
わ
せ
て
真
言
専
修
の
道
場
と

し35

、
天
長
元
年(824)

九
月
に
は
朝
廷
よ
り
東
西
二
寺
な
ら
び
に
七36

大
寺
お
よ
び
五
畿
内
諸
寺
の
常
住
僧
尼
に
綿
一
万
屯
が
施
さ
れ
て
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い
る37

。
ま
た
天
長
三
年(826)

三
月
に
は
桓
武
天
皇
追
善
の
た
め
、
西
寺
に
て
嵯
峨
太
上
天
皇
真
筆
の
『
法
華
経
』
に
よ
る
講
経
法
会

が
行
わ
れ38

、
天
長
九
年(832)

正
月
に
は
淳
和
天
皇
の
不
豫
に
際
し
て
東
西
二
寺
に
て
各
四
十
九
名
の
僧
を
招
請
し
て
薬
師
悔
過
が
修

さ
れ
る
な
ど39

、
お
よ
そ
淳
和
期
に
至
っ
て
平
安
新
京
に
お
け
る
官
寺
と
し
て
の
組
織
と
機
能
を
備
え
る
に
至
っ
た
と
言
え
よ
う40

。

　

こ
う
し
た
状
況
下
、
勤
操
は
弘
仁
十
年(819)

正
月
に
造
東
寺
所
別
当
、
天
長
三
年(826)

に
造
西
寺
所
別
当
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
で

あ
っ
た
。
な
お
勤
操
以
外
の
別
当
と
し
て
、
天
長
元
年(824)

六
月
に
は
造
東
寺
所
別
当
で
あ
っ
た
大
僧
都
長
恵
が
造
西
寺
所
別
当
と

な
り
、
替
わ
っ
て
空
海
を
造
東
寺
所
別
当
に
補
任
す
る
と
の
太
政
官
符
が
伝
え
ら
れ
る41

。
よ
っ
て
造
東
寺
所
別
当
は
勤
操
・
長
恵
・
空

海
、
造
西
寺
所
別
当
は
長
恵
・
勤
操
の
就
任
が
確
認
さ
れ
る42

。
そ
の
在
任
期
間
は
不
明
で
は
あ
る
が
、
長
恵
・
勤
操
・
空
海
の
三
者
は
、

嵯
峨
期
後
半
か
ら
淳
和
期
に
か
け
て
、
大
僧
都
・
少
僧
都
を
務
め
た
僧
綱
の
中
心
人
物
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
平
安
京
の
新
た
な
官
寺
の

造
営
に
も
深
く
関
わ
る
立
場
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
真
言
宗
の
伝
統
的
な
史
伝
と
し
て
、『
遺
告
二
十
五
箇
条
』（
以
下
『
御
遺
告
』
と
略
す
）
に
よ
れ
ば
、
弘
仁
十
四
年(823)

正

月
十
九
日
に
空
海
は
東
寺
を
給
預
さ
れ
た
と
伝
え
る43

。
し
か
し
武
内
孝
善
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に44

、
そ
の
確
証
は
得
ら
れ
ず
、
空
海
が

自
ら
の
意
志
を
東
寺
造
営
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
造
東
寺
所
別
当
に
任
ぜ
ら
れ
た
天
長
元
年(824)

六
月

以
降
と
見
な
さ
れ
る
。
一
般
的
に
東
寺
の
初
期
の
造
営
に
お
い
て
、
空
海
以
前
の
僧
侶
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
が
、
実
際
に
は

先
ん
じ
て
勤
操
や
長
恵
が
別
当
と
し
て
関
わ
っ
て
お
り
、
初
期
の
造
営
に
は
彼
ら
の
意
図
も
少
な
か
ら
ず
反
映
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　

五
、
川
原
寺
別
当
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造
東
寺
所
別
当
、
造
西
寺
所
別
当
に
任
ぜ
ら
れ
た
勤
操
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
間
に
川
原
寺
（
弘
福
寺
）
の
別
当
も
務
め
て
い
た
。
弘

仁
十
一
年(820)

十
月
十
七
日
付
の
「
大
和
国
川
原
寺
牒
」
に
、

    　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

都
維
那
入
位
僧
「
願
忠
」

別
當
少
僧
都
傳
燈
大
法
師
「
勤
操
」　   

上
座
伝
燈
住
位
僧
「
明
俊
」

    　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺
主
伝
燈
住
位
僧
「
安
連45

」

と
あ
り
、
三
綱
（
上
座
・
寺
主
・
都
維
那
）
の
自
著
の
上
に
、
勤
操
が
別
当
と
し
て
自
著
し
て
い
る
。
そ
の
在
任
期
間
は
定
か
で
は
な

い
が
、
こ
の
時
に
勤
操
は
川
原
寺
別
当
と
し
て
三
綱
を
従
え
寺
務
を
統
轄
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　

川
原
寺
は
、
弘
福
寺
と
も
い
い
、
大
和
国
高
市
郡
（
奈
良
県
高
市
郡
明
日
香
村
）、
つ
ま
り
古
京
飛
鳥
に
所
在
し
た
官
寺
で
あ
る
。

そ
の
創
建
に
は
諸
説
あ
る
が
、
発
掘
調
査
に
よ
り
明
ら
か
と
な
っ
た
伽
藍
配
置
や
出
土
品
か
ら
白
鳳
期
の
建
立
と
さ
れ
、
七
世
紀
中
期

に
飛
鳥
川
原
宮
を
営
ん
だ
母
斉
明
天
皇
追
善
の
た
め
、
天
智
天
皇
が
川
原
宮
を
改
め
て
当
寺
を
造
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る46

。
天
武
天

皇
二
年(673)

に
は
川
原
寺
で
一
切
経
を
写
し
始
め
る
な
ど47

、
朝
廷
か
ら
も
重
視
さ
れ
、
大
官
大
寺
・
飛
鳥
寺
・
薬
師
寺
と
と
も
に
、

飛
鳥
宮
・
藤
原
宮
期
に
お
け
る
四
大
寺
の
一
つ
と
な
っ
た
。
た
だ
し
平
城
京
遷
都
後
、
他
の
三
寺
は
新
京
に
移
さ
れ
た
が
、
川
原
寺
だ

け
は
飛
鳥
に
残
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
か
、
し
ば
ら
く
国
史
に
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。

　

そ
の
後
、
天
智
天
皇
の
孫
に
当
た
る
光
仁
天
皇
が
即
位
す
る
と
、
宝
亀
二
年(771)

に
は
亡
父
の
志
紀
親
王
の
忌
斎
を
川
原
寺
に
て

執
り
行
い48

、
以
降
元
慶
八
年(884)

ま
で
国
忌
が
続
け
ら
れ
た49

。
志
紀
親
王
は
天
智
天
皇
の
皇
子
で
あ
り
、
天
智
天
皇
ゆ
か
り
の
川
原

寺
が
選
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
後
、
延
暦
十
一
年(792)

二
月
に
は
川
原
寺
と
長
谷
寺
に
高
市
郡
の
水
田
一
町
が
施
入
さ
れ50

、
同

十
八
年(799)

七
月
に
は
三
河
国
に
漂
着
し
た
崑
崙
人
を
本
人
の
希
望
に
よ
り
川
原
寺
に
住
ま
わ
せ
て
い
る51

。
さ
ら
に
同
二
十
一
年

(802)

二
月
に
は
僧
綱
の
推
挙
に
よ
り
、
元
興
寺
・
薬
師
寺
・
東
大
寺
の
僧
ら
と
と
も
に
弘
福
寺
（
川
原
寺
）
の
僧
五
人
に
も
施
物
が
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な
さ
れ
る
な
ど52

、
光
仁
・
桓
武
期
を
通
じ
て
飛
鳥
の
地
に
あ
り
な
が
ら
も
一
目
置
か
れ
た
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
延
暦
二
十
五
年(806)

に
桓
武
天
皇
が
崩
御
し
て
平
城
天
皇
が
即
位
す
る
と
、
翌
年
に
政
変
が
起
こ
る
。
平
城
天
皇
の

異
母
弟
で
あ
る
伊
予
親
王
と
そ
の
母
藤
原
吉
子
が
、
謀
反
の
嫌
疑
に
よ
り
、
川
原
寺
に
幽
閉
さ
れ
、
絶
食
し
て
自
害
し
た
の
で
あ
る53

。

無
実
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
が
、
非
業
の
死
を
遂
げ
た
二
人
は
、
後
に
怨
霊
と
し
て
恐
れ
ら
れ
た
。

　

大
同
五
年(810)
七
月
に
は
嵯
峨
天
皇
の
不
豫
に
際
し
、
川
原
寺
と
長
岡
寺
に
て
誦
経
が
行
わ
れ
て
い
る54

。
さ
ら
に
嵯
峨
天
皇
は
早

良
親
王
・
伊
予
親
王
・
藤
原
吉
子
の
た
め
に
百
三
十
人
を
得
度
さ
せ
、
早
良
親
王
の
た
め
に
川
原
寺
に
て
『
法
華
経
』
一
部
を
奉
写
さ

せ55

、
ま
た
太
政
官
に
て
七
日
間
に
わ
た
り
僧
百
五
十
人
を
招
い
て
薬
師
法
を
行
わ
せ
て
い
る56

。

　

次
い
で
淳
和
天
皇
も
天
長
四
年(827)

正
月
の
不
豫
に
際
し
、
大
和
国
高
市
郡
に
あ
る
母
藤
原
旅
子
の
墾
田
十
町
を
一
代
に
限
り
、

川
原
寺
の
南
に
隣
接
す
る
橘
寺
に
施
入
し
て
春
秋
の
悔
過
料
と
し
、
綿
三
百
屯
を
も
っ
て
川
原
寺
に
て
誦
経
さ
せ
、
さ
ら
に
東
西
二
寺

に
お
い
て
七
日
間
に
わ
た
り
僧
四
十
九
人
に
薬
師
悔
過
を
行
ぜ
し
め
て
い
る57

。

　

桓
武
天
皇
が
晩
年
、
弟
の
早
良
親
王
の
怨
霊
に
悩
ま
さ
れ
、
そ
れ
を
慰
撫
す
る
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
尽
く
し
た
よ
う
に
、
桓
武

天
皇
の
子
で
あ
る
嵯
峨
天
皇
と
淳
和
天
皇
も
、
不
豫
や
天
変
な
ど
の
社
会
不
安
の
た
び
に
、
叔
父
の
早
良
親
王
さ
ら
に
は
異
母
兄
の
伊

予
親
王
と
そ
の
母
を
慰
撫
す
る
た
め
、
様
々
な
手
だ
て
を
こ
う
じ
て
い
た
。

　

川
原
寺
は
伊
予
親
王
ら
が
幽
閉
さ
れ
自
害
し
た
場
所
で
あ
り
、
嵯
峨
・
淳
和
天
皇
に
と
っ
て
看
過
し
得
な
い
寺
院
で
あ
っ
た
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
勤
操
は
そ
う
し
た
川
原
寺
の
別
当
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
を
推
察
す
る
と
、
勤
操
が
朝
廷
か
ら
の
信
頼

も
厚
く
、
当
時
を
代
表
す
る
高
僧
で
あ
っ
た
こ
と
は
も
と
よ
り
、
勤
操
が
高
市
郡
の
出
身
で
古
京
飛
鳥
と
関
係
が
深
か
っ
た
こ
と
も
一

つ
の
要
因
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
真
言
宗
の
伝
統
的
な
史
伝
と
し
て
、『
御
遺
告
』
に
よ
れ
ば
、
淳
和
天
皇
は
弘
福
寺
を
東
寺
に
加
え
、
空
海
が
高
野
山
へ
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往
来
す
る
際
の
宿
処
と
し
て
空
海
に
下
賜
し
、
さ
ら
に
空
海
が
実
弟
で
弟
子
の
真
雅(801-879)

に
弘
福
寺
を
付
嘱
し
た
と
伝
え
る58

。

た
だ
し
近
年
で
は
こ
の
説
は
、
貞
観
十
七
年
（875

）
に
真
雅
の
付
法
弟
子
で
あ
る
真
然(?-891)

が
弘
福
寺
検
校
に
任
ぜ
ら
れ
た
後
、

弘
福
寺
が
東
寺
末
に
な
っ
て
か
ら
付
会
さ
れ
た
と
す
る
見
解
が
あ
る59

。
こ
れ
に
対
し
て
武
内
孝
善
氏
は
、
す
で
に
承
和
二
年(835)

に

真
雅
が
勅
命
に
よ
っ
て
弘
福
寺
別
当
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、『
御
遺
告
』
の
記
述
は
そ
の
事
実
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
た
も
の

と
す
る60

。

　

真
雅
が
弘
福
寺
別
当
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
空
海
が
入
定
し
た
年
、
真
雅
が
三
十
五
歳
の
時
で
あ
っ
た61

。
そ
の
異
例
と
も
言
え
る
人

事
の
背
景
に
は
、
や
は
り
空
海
の
意
図
が
推
測
さ
れ
る
。
武
内
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
空
海
の
推
挙
に
よ
り
真
雅
が
弘
福
寺
別
当
に
補

任
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
も
、
十
分
に
考
え
得
る
こ
と
と
言
え
よ
う
。

　

ま
た
弘
福
寺
と
東
寺
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
真
言
僧
が
相
次
い
で
弘
福
寺
の
検
校
・
別
当
に
補
任
さ
れ
た
た
め
、
弘
福
寺
は
東
寺
末

と
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る62

。
た
だ
し
東
寺
と
弘
福
寺
は
、
す
で
に
ど
ち
ら
も
少
僧
都
の
勤
操
が
別
当
を
務
め
て
い
た
。
勤
操
は

弘
仁
十
年(819)

正
月
の
少
僧
都
昇
補
に
併
せ
て
造
東
寺
所
別
当
に
任
ぜ
ら
れ
、ま
た
同
十
一
年(820)

十
月
に
は
川
原
寺
別
当
で
あ
っ

た
。
こ
の
一
年
余
り
の
間
に
、
東
寺
別
当
か
ら
弘
福
寺
別
当
に
転
じ
た
の
か
、
あ
る
い
は
兼
任
で
あ
っ
た
の
か
不
詳
で
あ
る
が
、
少
な

く
と
も
両
寺
は
少
僧
都
が
別
当
に
任
ぜ
ら
れ
る
ほ
ど
、
当
時
の
朝
廷
が
重
視
し
て
い
た
官
寺
で
あ
っ
た
。
両
寺
が
密
接
な
関
係
と
な
る

契
機
と
し
て
、嵯
峨
・
淳
和
期
に
お
け
る
朝
廷
の
意
向
と
、両
寺
の
別
当
を
務
め
た
勤
操
の
存
在
が
想
定
さ
れ
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

ま
た
勤
操
は
、
天
長
三
年(826)

に
大
僧
都
に
任
ぜ
ら
れ
た
後
、
翌
年
の
天
長
四
年(827)

五
月
七
日
に
西
寺
北
院
に
お
い
て
遷
化

す
る63

。
そ
し
て
勤
操
の
後
任
と
し
て
大
僧
都
に
補
さ
れ
た
の
が
空
海
で
あ
っ
た64

。
ま
さ
に
空
海
は
勤
操
の
後
を
追
う
よ
う
に
、
造
東
寺

所
別
当
や
大
僧
都
な
ど
、
勤
操
が
歴
任
し
た
重
要
な
職
務
に
就
い
て
い
る
。
す
で
に
弘
仁
十
四
年(823)

十
二
月
に
は
、
淳
和
天
皇
が

大
僧
都
長
恵
・
少
僧
都
勤
操
・
大
法
師
空
海
ら
を
清
涼
殿
に
招
請
し
て
大
通
方
広
法
を
行
わ
せ
て
お
り65

、
空
海
は
僧
綱
に
補
任
さ
れ
る
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以
前
か
ら
、
長
恵
や
勤
操
の
後
進
と
も
言
う
べ
き
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

　

空
海
が
大
僧
都
と
な
っ
た
天
長
四
年(827)

、
淳
和
天
皇
は
不
豫
と
な
り
、
伊
与
親
王
追
善
の
た
め
に
橘
寺
へ
寺
田
を
施
入
し
た
。

そ
の
法
会
が
同
年
九
月
に
行
わ
れ
、
空
海
が
書
い
た
願
文
が
残
さ
れ
て
い
る66

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
法
会
に
は
大
僧
都
空
海
、
少
僧
都
豊

安
、
律
師
施
平
・
玄
叡
・
明
福
は
じ
め
、
法
相
の
仲
継
や
三
論
の
寿
遠
、
真
言
の
真
円
な
ど
、
空
海
を
筆
頭
に
僧
綱
や
諸
宗
の
学
僧
が

出
仕
し
て
い
る
。
勤
操
亡
き
後
、
ま
さ
に
空
海
は
仏
教
界
の
第
一
人
者
と
し
て
僧
た
ち
を
率
い
、
淳
和
天
皇
の
不
豫
平
癒
に
関
す
る
仏

事
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
併
せ
て
行
わ
れ
た
川
原
寺
で
の
誦
経
や
、
東
西
二
寺
で
の
薬
師
悔
過
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
空

海
が
主
導
し
て
行
わ
れ
た
可
能
性
は
高
い
。

　

あ
く
ま
で
推
測
の
域
は
出
な
い
が
、
川
原
寺
（
弘
福
寺
）
は
伊
与
親
王
の
幽
閉
先
と
し
て
淳
和
天
皇
に
と
っ
て
看
過
し
得
な
い
寺
院

で
あ
っ
た
こ
と
、
勤
操
が
東
寺
と
川
原
寺
の
別
当
を
勤
め
た
こ
と
、
空
海
は
い
わ
ば
勤
操
の
後
継
と
い
う
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
、
空
海

が
川
原
寺
で
の
仏
事
に
つ
い
て
も
主
導
し
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
、
空
海
の
推
挙
に
よ
り
真
雅
が
弘
福
寺
別
当
に
補
任
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
空
海
が
淳
和
天
皇
の
意
を
受
け
、
勤
操
の
後
継
と
し
て
弘
福
寺
に
も
影
響
力
を
有
し
て
い
た
可
能
性
は
十
分

に
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
先
に
挙
げ
た
『
御
遺
告
』
に
説
か
れ
る
弘
福
寺
の
縁
起
は
、
そ
う
し
た
経
緯
を
少
な
か
ら
ず
反
映
し
た
も
の
と

推
察
さ
れ
る
。

　

お
わ
り
に

　

延
暦
二
十
四(805)

三
月
、
伝
燈
法
師
位
に
あ
っ
た
四
十
八
歳
の
勤
操
は
、
朝
廷
よ
り
度
者
二
人
を
賜
っ
た
。
当
時
は
桓
武
天
皇
の
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最
晩
期
に
当
た
り
、
不
豫
の
平
癒
を
願
っ
て
あ
ら
ゆ
る
手
段
が
こ
う
じ
ら
れ
て
い
た
。
勤
操
が
度
者
を
賜
っ
た
直
前
に
は
、
桓
武
天
皇

の
病
床
に
宿
直
し
て
看
病
に
当
た
っ
た
宿
侍
の
僧
ら
に
被
衣
が
施
与
さ
れ
、
さ
ら
に
少
僧
都
勝
虞
や
律
師
均
寵
は
じ
め
、
数
名
の
僧
に

も
度
者
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
勤
操
は
、
勝
虞
や
均
寵
ら
の
も
と
に
、
桓
武
天
皇
の
不
豫
平
癒
の
こ
と
に
関
与
し
て
い
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
い
で
嵯
峨
期
の
弘
仁
四
年(813)

正
月
、
五
十
六
歳
の
勤
操
は
、
宮
中
で
の
御
斎
会
に
出
仕
し
た
。
桓
武
期
以
降
、
僧
侶
の
学
業

研
鑚
が
重
視
さ
れ
、
正
月
の
宮
中
御
斎
会
や
十
月
の
興
福
寺
維
摩
会
に
て
、
六
宗
の
僧
侶
を
均
し
く
招
請
す
る
こ
と
と
な
り
、
嵯
峨
期

に
は
御
斎
会
の
結
願
日
に
殿
上
に
て
論
義
が
行
わ
れ
、
内
論
義
と
称
さ
れ
て
以
後
恒
例
と
な
っ
た
。
勤
操
は
初
め
て
行
わ
れ
た
内
論
義

に
、
諸
宗
の
高
僧
十
一
人
と
と
も
に
招
請
さ
れ
た
。
す
で
に
三
論
を
代
表
す
る
学
僧
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
も

こ
の
時
、
勤
操
一
人
が
律
師
に
任
ぜ
ら
た
こ
と
は
、
そ
の
学
徳
が
高
く
評
価
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
勤
操
は
、
弘
仁
十
年(819)
正
月
の
御
斎
会
に
も
出
仕
し
た
。
勤
操
は
一
座
の
上
首
を
勤
め
、
三
論
が
法
相
に
対
し
て
祖
先
・

主
君
に
当
た
る
と
の
義
を
立
て
た
。
つ
ま
り
イ
ン
ド
の
唯
識
派
の
論
師
が
中
観
派
の
論
師
の
著
作
を
肯
定
的
に
注
釈
し
て
い
る
こ
と
に

着
目
し
、
三
論
の
法
相
に
対
す
る
優
位
性
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
勤
操
の
主
張
は
反
論
さ
れ
ず
、
嵯
峨
天
皇
の
称
賛
を
得
た
と
い
う
。

そ
し
て
こ
れ
を
契
機
に
、
勤
操
は
少
僧
都
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

　

そ
の
少
僧
都
昇
補
は
、
異
例
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
時
の
僧
綱
で
は
、
序
列
を
越
え
て
昇
進
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
し
か
し
勤

操
は
す
で
に
律
師
で
あ
っ
た
修
円
や
修
哲
よ
り
先
に
少
僧
都
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
勤
操
の
学
識
が
高
か
っ

た
こ
と
は
も
と
よ
り
、
当
時
の
朝
廷
が
僧
侶
の
学
業
を
重
ん
じ
、
三
論
・
法
相
の
均
衡
政
策
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
桓

武
期
以
来
、
僧
綱
の
大
半
は
法
相
僧
が
占
め
、
三
論
僧
が
不
在
と
い
う
状
況
が
続
い
て
い
た
。
勤
操
は
ま
さ
に
待
望
の
三
論
学
僧
と
し

て
僧
綱
に
入
り
、
異
例
の
昇
進
を
果
た
し
た
と
言
え
よ
う
。
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ま
た
後
世
、
南
都
三
会
（
維
摩
会
・
御
斎
会
・
最
勝
会
）
に
て
講
師
を
勤
め
た
者
を
已
講
と
し
、
僧
綱
に
補
任
す
る
こ
と
が
定
例
と

な
る
。
勤
操
の
頃
は
ま
だ
薬
師
寺
最
勝
会
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
三
会
は
成
立
し
て
い
な
い
が
、
御
斎
会
内
論
義
へ
の
出
仕
を
契
機
に

僧
綱
に
入
っ
た
の
は
勤
操
が
初
例
で
あ
っ
た
。67

ま
た
御
斎
会
に
お
け
る
内
論
義
の
よ
う
に
、
講
経
法
会
に
付
随
し
て
論
義
を
行
う
こ
と

は
、
季
御
読
経
な
ど
勅
会
の
論
義
、
南
都
北
京
な
ど
諸
寺
で
の
論
義
、
さ
ら
に
は
仙
洞
論
義
、
幕
府
論
義
な
ど
、
法
楽
・
勧
学
・
追
善
・

娯
楽
な
ど
を
目
的
と
し
て
、
の
ち
に
多
様
な
発
展
を
遂
げ
て
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
勤
操
が
出
仕
し
て
名
声
を
得
た
内
論
義
は
、
そ
う
し

た
各
種
論
義
の
先
駆
け
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
勤
操
は
僧
綱
に
あ
っ
た
晩
年
、
主
要
な
官
寺
の
別
当
を
兼
任
し
て
い
る
。
つ
ま
り
弘
仁
十
年(819)

正
月
に
は
少
僧
都
昇

補
に
併
せ
て
造
東
寺
所
別
当
に
、
天
長
三
年(826)

に
は
大
僧
都
昇
補
に
併
せ
て
造
西
寺
所
別
当
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
ま
た
弘
仁
十
一
年

(820)

十
月
に
は
川
原
寺
（
弘
福
寺
）
別
当
を
務
め
て
い
た
こ
と
も
確
認
さ
れ
る
。

　

平
安
遷
都
後
、
東
寺
と
西
寺
は
新
京
の
官
寺
と
し
て
造
寺
司
の
も
と
に
造
営
が
開
始
さ
れ
た
。
遅
く
と
も
弘
仁
四
年(813)

に
は
僧

侶
た
ち
が
仏
事
を
行
う
環
境
も
整
っ
た
と
見
え
る
。
同
六
年(815)

以
降
に
は
造
寺
司
が
廃
止
さ
れ
る
が
、
す
べ
て
の
堂
塔
が
完
成
し

た
わ
け
で
は
な
く
、
造
営
事
業
は
造
寺
所
別
当
の
僧
侶
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

当
時
の
造
東
寺
所
別
当
・
造
西
寺
所
別
当
に
つ
い
て
、
史
料
が
乏
し
く
不
明
確
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
東
寺
は
勤
操
・
長
恵
・

空
海
が
、
西
寺
は
長
恵
・
勤
操
が
そ
れ
ぞ
れ
就
任
し
て
い
る
。
そ
の
在
任
期
間
も
定
か
で
は
な
い
が
、
彼
ら
は
当
時
に
大
僧
都
・
少
僧

都
を
務
め
た
僧
綱
の
中
心
人
物
で
あ
り
、
新
京
に
お
け
る
官
寺
の
造
営
に
も
、
主
導
的
役
割
を
担
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
同
時
期
に
勤
操
は
、
古
京
飛
鳥
の
川
原
寺
（
弘
福
寺
）
の
別
当
を
務
め
て
い
た
。
川
原
寺
は
七
世
紀
中
期
に
創
建
さ
れ
た
官
寺

で
、
飛
鳥
宮
・
藤
原
宮
期
に
は
四
大
寺
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
光
仁
期
以
降
は
、
志
紀
親
王
の
国
忌
が
毎
年
行
わ
れ
る
な

ど
、
飛
鳥
に
あ
り
な
が
ら
も
一
目
置
か
れ
る
寺
院
で
あ
っ
た
。
し
か
し
大
同
二
年(807)

、
政
変
に
よ
り
伊
予
親
王
と
そ
の
母
が
、
川



勤操の生涯（二） ─朝廷との関わり─

269

原
寺
に
幽
閉
さ
れ
自
害
し
て
い
る
。
親
王
ら
は
後
に
怨
霊
と
し
て
恐
れ
ら
れ
、
異
母
弟
の
嵯
峨
天
皇
と
淳
和
天
皇
は
、
不
豫
や
天
変
に

際
し
、
怨
霊
を
慰
撫
す
る
様
々
な
手
段
を
こ
う
じ
、
川
原
寺
で
も
読
経
や
写
経
を
行
わ
せ
て
い
る
。
そ
う
し
た
川
原
寺
の
別
当
に
勤
操

が
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
勤
操
が
信
任
の
厚
い
高
僧
で
あ
る
と
と
も
に
、
高
市
郡
の
出
身
で
飛
鳥
と
関
係
が
深
か
っ
た
こ
と
も
要
因
の
一

つ
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
見
た
よ
う
に
、
勤
操
は
桓
武
天
皇
の
不
豫
に
関
連
し
て
度
者
を
賜
り
、
ま
た
嵯
峨
期
に
は
宮
中
御
斎
会
へ
の
出
仕
を
契
機
と
し

て
僧
綱
に
入
っ
た
。
三
論
学
僧
と
し
て
そ
の
学
徳
が
称
さ
れ
、
律
師
・
少
僧
都
・
大
僧
都
へ
と
補
任
さ
れ
た
。
さ
ら
に
平
安
新
京
の
官

寺
で
あ
る
東
寺
・
西
寺
の
造
寺
所
別
当
、
伊
予
親
王
が
幽
閉
さ
れ
た
川
原
寺
別
当
な
ど
、
当
時
の
朝
廷
が
重
視
し
た
寺
院
の
別
当
も
兼

任
し
て
い
る
。
ま
さ
に
当
時
の
仏
教
界
の
重
鎮
と
し
て
、
朝
廷
か
ら
厚
く
信
頼
を
得
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。

　

そ
し
て
勤
操
は
天
長
三
年(826)
、
六
十
九
歳
に
し
て
大
僧
都
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
そ
の
時
に
僧
正
は
空
位
で
あ
り
、
勤
操
は
僧
綱
の

上
首
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
翌
年
の
天
長
四
年(827)

五
月
七
日
、
勤
操
は
西
寺
北
院
に
お
い
て
、
に
わ
か
に
遷
化
し
て

し
ま
っ
た
。
三
日
後
に
は
荼
毘
に
付
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
に
は
僧
正
位
が
追
贈
さ
れ68

、
出
家
贈
官
の
先
例
と
な
っ
た
。
そ
れ
程
、
朝
廷

は
勤
操
に
重
き
を
置
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
勤
操
の
遷
化
に
よ
っ
て
、
大
僧
都
に
昇
補
し
た
の
が
空
海
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
空
海
は
勤
操
の
後
継
と
し
て
、
僧
綱
を
率
い
る

立
場
に
就
い
た
。
た
だ
し
空
海
は
わ
ず
か
三
年
前
、
極
め
て
異
例
の
こ
と
で
あ
る
が
、
律
師
を
経
ず
に
少
僧
都
に
任
ぜ
ら
れ
た
ば
か
り

で
あ
っ
た
。
勤
操
の
突
然
の
遷
化
と
、
空
海
の
異
例
の
昇
進
に
、
少
な
か
ら
ず
動
揺
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
年
の
十
一
月
、
山
田

寺
に
隠
棲
し
て
い
た
前
の
大
僧
都
護
命
が
、
特
例
と
し
て
宣
命
を
も
っ
て
僧
正
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
が69

、
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。

　

本
論
攷
で
は
、
勤
操
が
待
望
の
三
論
学
僧
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
、
朝
廷
か
ら
重
用
さ
れ
た
経
緯
を
見
て
き
た
。
特
に
初
め
て
行
わ
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れ
た
御
斎
会
内
論
義
に
出
仕
し
た
こ
と
、
論
義
に
て
称
賛
を
得
て
僧
綱
に
入
っ
た
こ
と
、
東
寺
・
西
寺
の
初
期
の
造
営
に
関
わ
っ
た
こ

と
、
遷
化
の
後
に
僧
正
位
を
追
贈
さ
れ
た
こ
と
な
ど
は
、
そ
の
後
の
歴
史
に
お
い
て
先
駆
的
な
事
例
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
し
勤
操
は
、
単
に
朝
廷
に
奉
仕
す
る
だ
け
の
学
僧
で
は
な
か
っ
た
。
勤
操
は
「
智
あ
っ
て
弁
な
り
、
恭
に
し
て
謙
な
り
、
人
を

導
く
に
倦
ま
ず
、
物
を
済
ふ
に
方
便
あ
る
」
と
称
さ
れ
た
よ
う
に
、
学
徳
の
み
な
ら
ず
、
様
々
な
利
他
行
の
実
践
に
お
い
て
も
名
声
を

得
て
い
た
。
法
華
八
講
、
仏
名
会
、
文
殊
会
、
築
池
な
ど
、
勤
操
が
人
々
を
教
導
・
済
度
し
た
と
さ
れ
る
諸
々
の
活
動
に
つ
い
て
は
、

ま
た
改
め
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　

注1 

拙
論
「
勤
操
の
生
涯
─
誕
生
か
ら
修
行
期
に
か
け
て
─
」（『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
五
・
二
〇
一
二
年
）。
勤
操
は
天
平
宝
字
二
年(758)

、
大
和

国
高
市
郡
に
生
ま
れ
た
。
幼
く
し
て
父
親
を
亡
く
し
、
母
親
の
出
身
で
あ
る
嶋
史
ゆ
か
り
の
嶋
宮
（
現
：
高
市
郡
明
日
香
村
島
庄
）
付
近
で
成
長
し

た
可
能
性
が
高
い
。
神
護
景
雲
三
年(769)

、
勤
操
は
十
二
歳
に
し
て
大
安
寺
の
信
霊
に
就
い
て
出
家
し
た
。
さ
ら
に
翌
年(770)

の
秋
、
宮
中
お
よ

び
山
階
寺
に
て
千
人
の
得
度
が
許
さ
れ
た
が
、
勤
操
も
そ
の
内
の
一
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
に
山
階
寺
（
興
福
寺
）
に
て
称
徳
天
皇
の
七
七
日
忌
が
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行
わ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
は
こ
れ
に
関
連
し
て
の
得
度
で
あ
っ
た
。
宝
亀
四
年(773)

に
十
六
歳
と
な
っ
た
勤
操
は
、
南
嶽
の
窟
に
躋
っ
て
浄
行

に
励
ん
だ
。「
南
嶽
」
と
は
平
城
京
か
ら
見
た
南
方
の
山
岳
、
つ
ま
り
吉
野
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
「
窟
に
躋
る
」
と
は
勝
道
や
空
海
な
ど
が
行
っ
た
斗

薮
に
通
ず
る
修
行
形
態
と
推
察
さ
れ
る
。
つ
ま
り
若
か
り
し
勤
操
も
、
当
時
の
山
林
斗
薮
者
と
同
様
に
、
世
俗
を
離
れ
、
神
仙
や
明
神
を
含
め
た
仏

菩
薩
の
境
界
を
求
め
て
、
吉
野
の
深
山
に
踏
み
入
っ
て
修
行
を
重
ね
た
の
で
あ
ろ
う
。
天
応
元
年(781)

、
二
十
四
歳
に
な
っ
た
勤
操
は
、
東
大
寺
に

て
具
足
戒
を
受
け
た
。
さ
ら
に
大
安
寺
の
善
議
に
師
事
し
、
十
数
年
か
け
て
三
論
の
奥
旨
を
学
ん
で
い
る
。
当
時
の
三
論
は
、
法
相
に
比
べ
て
劣
勢

に
あ
り
、
指
導
者
も
学
生
も
少
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
勤
操
が
学
ん
だ
大
安
寺
は
官
寺
の
筆
頭
と
さ
れ
、
渡
来
僧
も
よ
く
止
住
し
、
す
ぐ
れ
た
道
俗

に
よ
る
人
的
交
流
に
支
え
ら
れ
、
幅
広
い
学
問
・
文
学
が
醸
成
さ
れ
て
い
た
。
勤
操
の
師
で
あ
る
善
議
は
当
時
の
大
安
寺
に
お
け
る
三
論
の
碩
学
で
、

文
学
的
素
養
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。
勤
操
が
三
論
と
と
も
に
一
乗
に
も
通
じ
て
い
た
の
は
、
大
安
寺
の
学
風
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

2 『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
』
八
「
為
先
師
講
釈
梵
網
経
表
白
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
八
・
一
五
〇
～
一
頁
）

3 『
日
本
後
紀
』
十
二
「
延
暦
二
十
四
年
三
月
己
卯
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
・
四
〇
頁
）

4 

桓
武
か
ら
嵯
峨
期
に
お
け
る
賜
度
者
に
つ
い
て
は
、拙
論「
聴
福
法
師
考
─
奈
良
末
・
平
安
初
期
の
山
林
修
行
者
─
」（『
智
山
学
報
』五
五
・
二
〇
〇
六
年
）

に
一
覧
表
を
掲
載
し
て
あ
る
。

5 『
日
本
後
紀
』
十
二
・
十
三
（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
・
三
七
～
五
四
頁
）

6 『
日
本
後
紀
』
十
二
「
延
暦
二
十
四
年
三
月
辛
未
条
、
癸
酉
条
、
丙
子
条
、
己
卯
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
・
四
〇
頁
）

7 『
日
本
後
紀
』
二
二
「
弘
仁
四
年
正
月
戊
辰
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
・
一
二
一
頁
）

8 

中
川
善
教
「
御
斎
会
」（『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
四
三
・
一
九
七
七
年
）

9 『
日
本
書
紀
』
二
九
「
天
武
天
皇
九
年
五
月
乙
亥
朔
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
一
下
・
三
五
三
頁
）

10 『
続
日
本
紀
』
十
二
「
天
平
九
年
十
月
丙
寅
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
一
四
七
～
八
頁
）
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11 

堅
田
修
「
御
斎
会
の
成
立
」（
角
田
文
衛
先
生
傘
寿
記
念
会
編
『
古
代
世
界
の
諸
相
』
晃
洋
書
房
・
一
九
九
三
年
）

12 『
類
聚
国
史
』
一
七
七
「
仏
道
部
四
御
斎
会
・
延
暦
二
十
一
年
正
月
庚
午
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
六
・
二
〇
九
頁
）

13 『
類
聚
国
史
』
一
七
七
「
仏
道
部
四
御
斎
会
・
天
長
九
年
正
月
戊
申
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
六
・
二
〇
九
頁
）

14 『
続
日
本
後
紀
』
八
「
承
和
六
年
十
二
月
癸
亥
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
・
九
五
頁
）

15 『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
』
十
「
故
僧
正
勤
操
大
徳
影
讃
并
序
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
八
・
一
九
二
頁
）

16 『
順
中
論
義
入
大
般
若
波
羅
蜜
経
初
品
法
門
』
下
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
三
〇
・
四
五
頁
上
）

17 『
大
乗
広
百
論
釈
論
』
一
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
三
〇
・
一
八
七
頁
上
）

18 

高
崎
直
道
『
仏
教
入
門
』（
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
八
三
年
・
一
七
九
頁
）

19 『
日
本
後
紀
』
二
二
「
弘
仁
四
年
正
月
戊
辰
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
・
一
二
一
頁
）

20 『
日
本
紀
略
』
前
十
四
「
弘
仁
十
年
正
月
癸
巳
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
一
〇
・
三
〇
八
頁
）

21 

興
福
寺
本
『
僧
綱
補
任
』
一
（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
一
二
三
・
七
九
頁
）

22 『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
』
十
「
故
僧
正
勤
操
大
徳
影
讃
并
序
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
八
・
一
九
二
頁
）

23 『
類
聚
国
史
』
一
〇
七
「
職
官
部
十
二
左
右
京
職
・
延
暦
十
六
年
夏
四
月
己
未
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
六
・
七
七
頁
）

24 『
日
本
後
紀
』
十
二
「
延
暦
二
十
三
年
四
月
壬
子
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
・
三
二
頁
）

25 

真
言
宗
の
史
伝
と
し
て
は
、『
東
宝
記
』
一
「
東
寺
草
創
事
」（『
続
々
群
書
類
従
』
一
二
・
一
頁
）
に
、
遷
都
が
あ
っ
た
延
暦
十
三
年(794)

に
、
大
納

言
伊
勢
人
を
造
寺
長
官
と
し
て
東
西
両
寺
を
建
て
た
と
す
る
が
、
当
時
の
大
納
言
は
藤
原
小
黒
麻
呂
で
、
事
実
の
ほ
ど
は
判
明
し
な
い
。
ま
た
『
日

本
後
紀
』
八
「
延
暦
十
八
年
三
月
甲
寅
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
・
一
九
頁
）
に
、
入
間
宿
禰
広
成
の
造
東
大
寺
次
官
補
任
を
伝
え
る
が
、
す

で
に
延
暦
八
年(789)

に
は
造
東
大
寺
司
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
造
東
寺
次
官
の
誤
り
と
す
る
見
解
も
あ
り
（
福
山
敏
男
「
初
期
天
台
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真
言
寺
院
の
建
築
」（
同
『
寺
院
建
築
の
研
究
』
下
・
中
央
公
論
美
術
出
版
・
一
九
八
三
年
））、こ
れ
に
従
え
ば
造
東
寺
司
の
初
見
は
延
暦
十
八
年(799)

と
な
る
。
た
だ
し
造
東
大
寺
司
は
同
十
年
代
に
は
再
置
さ
れ
、
大
同
年
間
に
再
廃
止
さ
れ
、
格
下
げ
さ
れ
た
造
寺
所
が
置
か
れ
る
と
の
見
解
も
あ
り

（
黒
板
伸
夫
・
森
田
悌
『〈
註
釈
日
本
史
料
〉
日
本
後
紀
』（
集
英
社
・
二
〇
〇
三
年
・
一
一
一
頁
））、
判
然
と
し
な
い
。
よ
っ
て
こ
こ
で
は
、
延
暦

二
十
四
年(805)

の
記
事
を
造
東
寺
司
の
初
見
と
し
た
が
、
実
際
に
は
西
寺
と
同
じ
頃
に
造
東
寺
司
が
置
か
れ
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

26 『
日
本
後
紀
』
二
四
「
弘
仁
六
年
正
月
甲
申
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
・
一
三
〇
頁
）、
同
「
弘
仁
六
年
八
月
戊
申
条
」（
同
・
一
三
五
頁
）

27 『
類
集
三
代
格
』
十
六
「
延
暦
十
七
年
十
二
月
八
日
官
符
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
五
・
四
九
七
頁
）

28 『
類
聚
国
史
』
一
八
〇
「
仏
道
部
七
諸
寺
・
延
暦
十
九
年
四
月
丁
丑
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
六
・
二
五
七
頁
）

29 『
日
本
後
紀
』
二
二
「
弘
仁
三
年
十
月
癸
丑
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
・
一
一
九
頁
）

30 「
淳
仁
天
皇
東
大
寺
封
戸
勅
」（『
大
日
本
古
文
書
』
編
年
四
・
四
二
六
頁
）

31 

黒
板
伸
夫
・
森
田
悌
『〈
註
釈
日
本
史
料
〉
日
本
後
紀
』（
集
英
社
・
二
〇
〇
三
年
・
一
二
六
一
頁
）

32 『
日
本
後
紀
』
二
二
「
弘
仁
三
年
十
一
月
壬
午
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
・
一
二
〇
頁
）

33 『
日
本
後
紀
』
二
二
「
弘
仁
四
年
正
月
癸
酉
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
・
一
二
二
頁
）

34 『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
』
九
「
奉
造
東
寺
塔
材
木
曳
運
勧
進
表
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
八
・
一
九
二
頁
）
に
よ
れ
ば
、
造
東
寺
所
別
当
と
し

て
東
寺
の
造
営
事
業
を
引
き
継
い
だ
空
海
は
、
天
長
三
年(826)

に
五
重
塔
を
建
立
す
る
た
め
、
太
政
官
以
下
の
諸
司
や
右
大
臣
・
親
王
ら
に
、
東

山
よ
り
材
木
を
運
搬
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
ま
た
『
日
本
紀
略
』
前
十
四
「
天
長
九
年
七
月
乙
未
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
一
〇
・
三
三
三
頁
）

に
よ
れ
ば
、
天
長
九
年(832)

に
西
寺
の
講
堂
に
天
皇
発
願
の
新
造
仏
が
完
成
し
て
い
る
。

35 『
類
集
三
代
格
』
二
「
弘
仁
十
四
年
十
月
十
日
付
太
政
官
符
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
五
・
五
五
～
六
頁
）

36 

次
註
の
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
本
で
は
「
□
大
寺
」
と
す
る
が
、
黒
板
伸
夫
・
森
田
悌
『〈
註
釈
日
本
史
料
〉
日
本
後
紀
』（
集
英
社
・
二
〇
〇
三
年
・
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八
七
九
頁
）
の
頭
注
に
従
い
「
七
大
寺
」
と
し
た
。

37 『
類
聚
国
史
』
一
八
六
「
仏
道
部
十
三
施
物
僧
・
天
長
元
年
九
月
壬
申
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』・
六
・
三
〇
六
頁
）

38 『
日
本
紀
略
』
前
十
四
「
天
長
三
年
三
月
丁
丑
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
一
〇
・
三
二
二
頁
）

39 『
類
聚
国
史
』
一
八
二
「
仏
道
部
九
寺
田
地
・
天
長
四
年
正
月
丁
卯
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
六
・
二
七
七
頁
）

40 

西
寺
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
追
塩
千
尋
「
西
寺
の
沿
革
と
そ
の
特
質
」（『
北
海
学
園
大
学
人
文
論
集
』
二
三
、二
四
・
二
〇
〇
三
年
）
に
詳
し
い
。

41 

「
天
長
元
年
六
月
十
六
日
付
太
政
官
符
」（
三
浦
章
夫
編
『
増
補
改
訂
版
弘
法
大
師
伝
記
集
覧
』
高
野
山
大
学
密
教
文
化
研
究
所
・
一
九
七
〇
年
・

五
四
四
～
五
頁
）

42 

こ
の
他
、『
東
宝
記
』
一
（『
続
々
群
書
類
従
』
十
二
・
一
〇
頁
）
に
は
、
天
長
二
年(825)

四
月
二
十
日
に
勅
使
が
定
め
た
東
西
二
寺
に
新
築
の
講
堂

図
を
載
せ
、「
使
参
議
左
大
弁
直
世
王
、
東
寺
別
当
少
僧
都
伝
燈
大
法
師
位
空
海
、
西
寺
別
当
律
師
伝
燈
大
法
師
位
歳
栄
、
東
西
寺
検
校
参
議
右
大
弁

伴
宿
禰
国
道
」
と
の
連
署
が
あ
り
、
天
長
二
年
に
律
師
歳
栄
が
西
寺
別
当
で
あ
っ
た
と
す
る
。
た
だ
し
興
福
寺
本
『
僧
綱
補
任
』
一
（『
大
日
本
仏
教

全
書
』
一
二
三
・
八
〇
頁
）
に
よ
れ
ば
、
歳
栄
は
三
論
宗
・
元
興
寺
僧
で
、
天
長
三
年(826)

よ
り
権
律
師
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
『
高
野
春
秋

編
年
輯
録
』
一
（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
一
三
一
・
一
一
頁
）
は
、弘
仁
十
四
年(823)

に
空
海
が
東
寺
を
、守
敏
が
西
寺
を
賜
っ
た
と
の
伝
を
挙
げ
る
。

守
敏
は
勤
操
の
弟
子
と
伝
え
、
神
泉
苑
に
て
空
海
と
祈
雨
を
競
っ
た
と
い
い
、
ま
た
一
説
に
は
法
相
の
修
円
の
こ
と
と
も
さ
れ
る
。
何
ら
か
の
史
実

を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
実
際
は
不
明
で
あ
る
。

43 『
御
遺
告
』「
初
示
成
立
由
縁
起
第
一
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
七
・
三
五
六
頁
）

44 

武
内
孝
善
「
空
海
と
東
寺
―
東
寺
勅
賜
説
を
め
ぐ
っ
て
─
」（『
高
野
山
大
学
大
学
院
紀
要
』
一
三
・
二
〇
一
三
年
）

45 「
大
和
国
川
原
寺
牒
（
安
藤
文
書
）」（『
平
安
遺
文
』
古
文
書
編
一
・
三
一
頁
）

46 

福
山
敏
男
『
奈
良
朝
寺
院
の
研
究
』（
高
桐
書
院
・
一
九
四
八
年
・
九
二
頁
）。
さ
ら
に
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
『
川
原
寺
発
掘
調
査
報
告
〈
学
報
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第
九
冊
〉』（
文
化
庁
・
一
九
七
二
年
（
再
版
））
は
発
掘
調
査
に
よ
り
、
そ
の
創
建
は
天
智
天
皇
元
年(662)

以
降
、
近
江
遷
都(667)

以
前
と
推
定
し
、

福
山
説
を
支
持
し
て
い
る
。

47 『
日
本
書
紀
』
二
九
「
天
武
天
皇
二
年
三
月
是
月
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
一
下
・
三
三
二
頁
）

48 『
続
日
本
紀
』
三
一
「
宝
亀
二
年
五
月
甲
寅
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
二
・
三
九
二
頁
）

49 『
日
本
三
代
実
録
』
四
六
「
元
慶
八
年
六
月
十
九
日
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
四
・
五
六
六
頁
）

50 『
類
聚
国
史
』
一
八
二
「
仏
道
部
九
寺
田
地
・
延
暦
十
一
年
二
月
甲
辰
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
六
・
二
七
六
頁
）

51 『
日
本
後
紀
』
八
「
延
暦
十
八
年
七
月
是
月
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
三
・
二
三
頁
）

52 『
類
聚
国
史
』
一
八
六
「
仏
道
部
十
三
施
物
僧
・
延
暦
二
十
一
年
二
月
庚
寅
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
六
・
三
〇
四
頁
）

53 

『
日
本
紀
略
』
前
十
三
「
大
同
二
年
十
一
月
乙
酉
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
一
〇
・
二
八
六
頁
）。
た
だ
し
黒
板
伸
夫
・
森
田
悌
『〈
註
釈
日
本
史

料
〉
日
本
後
紀
』（
集
英
社
・
二
〇
〇
三
年
・
一
二
一
九
頁
）
は
、
伊
与
親
王
ら
が
幽
閉
さ
れ
た
本
条
の
「
川
原
寺
」
に
つ
い
て
、
享
保
十
九
年(1734)

成
立
の
地
誌
『
山
城
志
』
三
「
乙
訓
郡
・
廃
河
原
寺
」（『
大
日
本
地
誌
大
系
』
一
八
・
六
〇
～
一
頁
）
に
従
い
、
長
岡
京
の
左
京
四
条
三
坊
（
京
都
市

伏
見
区
羽
束
師
菱
川
町
）
に
所
在
し
た
と
い
う
「
廃
河
原
寺
」
に
比
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
現
奈
良
県
高
市
郡
明
日
香
村
の
川
原
寺
（
弘
福
寺
）

の
可
能
性
も
あ
る
が
、
藤
原
吉
子
・
伊
予
親
王
の
幽
閉
を
考
慮
す
る
と
、
長
岡
京
内
の
寺
院
が
ふ
さ
わ
し
い
」
と
す
る
。
た
だ
し
そ
の
理
由
は
示
し

て
い
な
い
。
ま
た
本
条
の
「
川
原
寺
」
を
長
岡
京
所
在
と
す
る
た
め
、
大
同
五
年
に
嵯
峨
天
皇
の
不
豫
に
際
し
て
誦
経
が
行
わ
れ
た
「
川
原
寺
」（
後

掲
註
54
）、『
法
華
経
』
を
奉
写
し
た
「
川
原
寺
」（
後
掲
註
55
）
も
、
長
岡
京
の
川
原
寺
と
す
る
。
た
だ
し
天
長
四
年
に
淳
和
天
皇
の
不
豫
に
て
綿

三
百
屯
を
も
っ
て
誦
経
さ
せ
た
「
川
原
寺
」（
後
掲
註
57
）
は
、「
大
和
国
の
川
原
寺
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。

   　

ま
た
『
長
岡
京
跡
発
掘
調
査
報
告
』（
財
団
法
人
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
・
一
九
七
七
年
）
も
、
伊
予
親
王
の
幽
閉
場
所
を
長
岡
京
の
川
原
寺

と
す
る
。
そ
の
第
一
の
理
由
と
し
て
「
伊
予
親
王
は
近
く
の
桃
山
丘
陵
に
葬
ら
れ
て
大
和
に
は
葬
ら
れ
て
い
な
い
」
か
ら
と
い
う
。
確
か
に
伊
予
親
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王
の
墓
所
は
現
在
、
京
都
市
伏
見
区
桃
山
遠
山
町
の
丘
陵
尾
根
上
に
あ
る
「
巨
幡
墓
」
に
治
定
さ
れ
、
宮
内
庁
が
管
理
し
て
い
る
が
、
学
術
上
は
「
遠

山
黄
金
塚
二
号
墳
」
と
い
い
、
実
際
に
は
古
墳
時
代
中
期
の
前
方
後
円
墳
の
一
部
で
あ
る
（
京
都
府
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
『
京
都
府
埋

蔵
文
化
財
情
報
』
三
・
一
九
八
二
年
）。
こ
の
古
墳
が
伊
与
親
王
墓
所
に
治
定
さ
れ
た
の
は
明
治
十
七
年(1884)

の
こ
と
で
あ
り
、
実
際
に
伊
与
親
王

墓
所
で
あ
る
か
定
か
で
は
な
い
。
ま
た
第
二
の
理
由
と
し
て
、
延
暦
十
八
年(799)

に
崑
崙
人
を
住
ま
わ
せ
た
「
川
原
寺
」（
前
掲
註
51
）
も
長
岡
京

の
川
原
寺
で
あ
る
と
し
、
彼
が
將
し
た
綿
種
を
川
原
寺
で
栽
培
さ
せ
た
こ
と
か
ら
、
現
在
で
も
小
字
東
川
原
寺
の
近
く
に
「
綿
貫
」
と
い
う
小
字
が

あ
り
、
土
地
の
人
は
「
わ
た
の
木
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
崑
崙
人
が
將
し
た
綿
種
は
、
紀
伊
・
淡
路
・
阿
波
・
讃
岐
・
伊
予
・

土
佐
お
よ
び
太
宰
府
に
て
栽
培
さ
れ
て
お
り
（『
類
聚
国
史
』
一
九
九
「
殊
俗
部
崑
崙
・
延
暦
十
九
年
四
月
庚
辰
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
六
・

三
七
七
頁
））、
川
原
寺
で
栽
培
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

    　

な
お
長
岡
京
の
川
原
寺
に
つ
い
て
は
、
考
古
学
の
研
究
成
果
が
ま
と
め
ら
れ
る
。
中
島
信
親
「
平
安
京
遷
都
後
の
長
岡
宮
・
京
─
９
世
紀
の
長
岡

京
城
─
」（『
都
城
制
研
究
』
六
・
二
〇
一
二
年
）
も
、
伊
予
親
王
幽
閉
の
場
所
を
長
岡
京
左
京
五
条
三
坊
一
町
に
位
置
し
た
川
原
寺
と
す
る
が
、
発
掘

調
査
に
よ
り
平
安
時
代
初
期
の
軒
瓦
や
土
器
類
は
あ
ま
り
出
土
し
て
い
な
い
と
い
う
。
長
岡
京
に
川
原
寺
（
廃
河
原
寺
）
と
称
さ
れ
る
寺
院
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
伊
与
親
王
幽
閉
の
川
原
寺
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
考
察
さ
れ
て
お
ら
ず
疑
問
が
残
る
。

    　

い
ず
れ
に
せ
よ
、本
条
の「
川
原
寺
」を
長
岡
京
の
川
原
寺（
廃
河
原
寺
）と
す
る
に
は
根
拠
と
し
て
不
十
分
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
方
、福
山
敏
男『
奈

良
朝
寺
院
の
研
究
』（
高
桐
書
院
・
一
九
四
八
年
・
九
九
頁
）、
堀
池
春
峰
「
弘
法
大
師
と
南
都
仏
教
」（
中
野
義
照
編
『
弘
法
大
師
研
究
』
吉
川
弘
文
館
・

一
九
七
八
年
）、
武
内
孝
善
「
弘
福
寺
別
当
攷
」（
皆
川
完
一
編
『
古
代
中
世
史
料
学
研
究
下
巻
』
吉
川
弘
文
館
・
一
九
九
八
年
）、
大
江
篤
「
川
原
寺

と
怨
霊
─
伊
与
親
王
の
霊
を
め
ぐ
っ
て
─
」（
東
ア
ジ
ア
恠
異
学
会
編
『
怪
異
学
の
技
法
』
臨
川
書
店
・
二
〇
〇
三
年
）
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
特

に
言
及
し
て
い
な
い
が
、
本
条
の
「
川
原
寺
」
が
大
和
国
高
市
郡
の
川
原
寺
（
弘
福
寺
）
で
あ
る
と
の
前
提
よ
り
論
を
進
め
て
い
る
。

    　

本
条
の
「
川
原
寺
」
を
長
岡
京
の
川
原
寺
（
廃
河
原
寺
）
と
見
な
す
に
は
積
極
的
な
根
拠
に
乏
し
い
こ
と
、
ま
た
六
国
史
の
記
載
は
一
貫
し
て
「
川
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原
寺
」
ま
た
は
「
弘
福
寺
」
と
表
記
し
、場
所
に
関
す
る
記
載
が
な
い
こ
と
か
ら
、「
川
原
寺
」
を
あ
え
て
長
岡
京
所
在
と
す
る
説
に
は
賛
同
し
か
ね
る
。

ま
た
大
和
国
高
市
郡
の
川
原
寺
の
別
当
を
、
少
僧
都
の
勤
操
が
兼
任
し
て
い
る
こ
と
は
、
何
か
特
別
な
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
嵯
峨
・

淳
和
期
に
お
い
て
朝
廷
が
川
原
寺
を
重
視
し
た
と
す
れ
ば
、
や
は
り
伊
与
親
王
と
の
関
連
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
弘
仁
二
年(811)

年
に
朝
廷
は

空
海
に
命
じ
、
早
良
親
王
幽
閉
先
の
乙
訓
寺
を
別
当
し
て
修
造
に
当
た
ら
せ
た
よ
う
に
、
当
時
の
朝
廷
は
怨
霊
を
恐
れ
、
飛
鳥
に
ゆ
か
り
あ
る
勤
操

に
弘
福
寺
を
任
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
よ
っ
て
本
論
攷
で
は
、
福
山
氏
・
堀
池
氏
・
武
内
氏
・
大
江
氏
と
同
じ
く
、
本
条
の
「
弘
福
寺
」
を
大

和
国
高
市
郡
の
川
原
寺
（
弘
福
寺
）
と
し
て
考
え
て
お
き
た
い
。

54 『
類
聚
国
史
』
三
四
「
帝
王
部
十
四
天
皇
不
豫
・
大
同
五
年
七
月
辛
亥
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
五
・
二
二
一
頁
）

55 『
類
聚
国
史
』
三
四
「
帝
王
部
十
四
天
皇
不
豫
・
大
同
五
年
七
月
丁
卯
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
五
・
二
二
一
頁
）

56 『
類
聚
国
史
』
三
四
「
帝
王
部
十
四
天
皇
不
豫
・
大
同
五
年
八
月
己
卯
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
五
・
二
二
一
～
二
頁
）

57 『
類
聚
国
史
』
一
八
二
「
仏
道
部
九
寺
田
地
・
天
長
四
年
正
月
丁
卯
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
六
・
二
七
七
頁
）

58 『
御
遺
告
』「
以
弘
福
寺
可
属
真
雅
法
師
縁
起
第
三
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
七
・
三
五
七
～
八
頁
）

59 

福
山
敏
男
『
奈
良
朝
寺
院
の
研
究
』（
高
桐
書
院
・
一
九
四
八
年
・
一
〇
〇
頁
）、
堀
池
春
峰
「
弘
法
大
師
と
南
都
仏
教
」（
中
野
義
照
編
『
弘
法
大
師

研
究
』
吉
川
弘
文
館
・
一
九
七
八
年
）、
石
上
英
一
「
弘
福
寺
文
書
の
基
礎
的
考
察
─
日
本
古
代
寺
院
文
書
の
一
事
例
─
」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』

一
〇
三
・
一
九
八
七
年
）

60 

武
内
孝
善
「
弘
福
寺
別
当
攷
」（
皆
川
完
一
編
『
古
代
中
世
史
料
学
研
究
下
巻
』
吉
川
弘
文
館
・
一
九
九
八
年
）

61 『
故
僧
正
法
印
大
和
尚
位
真
雅
伝
記
』（『
弘
法
大
師
伝
全
集
』
一
〇
・
附
録
・
一
一
頁
）

62 

前
掲
註
59
論
文
。

63 『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
』
十
「
故
僧
正
勤
操
大
徳
影
讃
并
序
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
八
・
一
九
三
頁
）
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64 

興
福
寺
本『
僧
綱
補
任
』一（『
大
日
本
仏
教
全
書
』一
二
三
・
八
〇
頁
）。
空
海
の
大
僧
都
補
任
の
年
は
、『
続
日
本
後
紀
』四「
承
和
二
年
三
月
庚
午
条
」（『
新

訂
増
補
国
史
大
系
』
三
・
三
八
頁
）
に
天
長
七
年(830)

と
あ
る
が
、
武
内
孝
善
『
弘
法
大
師
空
海
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
・
二
〇
〇
六
年
・
三
五
頁
）

と
同
様
に
、
天
長
四
年
が
正
し
い
と
考
え
る
。

65 『
類
聚
国
史
』
一
七
八
「
仏
道
部
五
仏
名
・
弘
仁
十
四
年
十
二
月
癸
卯
条
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
六
・
二
二
三
頁
）

66 『
遍
照
発
揮
性
霊
集
』
六
「
天
長
皇
帝
為
故
中
務
卿
親
王
捨
田
及
道
場
支
具
入
橘
寺
願
文
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
八
・
九
四
頁
）

67 

な
お
、『
三
会
定
一
記
』一（『
大
日
本
仏
教
全
書
』一
二
三
・
二
八
九
頁
）に
よ
れ
ば
、勤
操
は
弘
仁
四
年(813)

の
維
摩
会
に
て
講
師
を
勤
め
た
と
さ
れ
る
。

た
だ
し
割
注
に
「
異
本
に
こ
れ
無
し
云
云
」
と
あ
り
、
真
偽
の
程
は
不
明
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
勤
操
は
弘
仁
四
年
正
月
の
御
斎

会
内
論
義
に
出
仕
し
て
律
師
に
補
任
さ
れ
、
同
年
十
月
の
維
摩
会
に
て
講
師
を
勤
め
た
こ
と
に
な
る
。

68 『
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
』
十
「
故
僧
正
勤
操
大
徳
影
讃
并
序
」（『
定
本
弘
法
大
師
全
集
』
八
・
一
九
三
頁
）

69 

興
福
寺
本
『
僧
綱
補
任
』
一
（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
一
二
三
・
八
〇
頁
）

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
賜
度
者
、
御
斎
会
、
僧
綱
、
東
寺
、
西
寺
、
川
原
寺
、
弘
福
寺
、
別
当
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現
在
公
開
し
て
い
る
コ
ン
テ
ン
ツ
は
以
下
の
通
り
。

○
コ
ラ
ム

○
レ
ビ
ュ
ー

○
企
画

○
出
版

○
所
内
連
絡

○
研
究
会
報
告

○
論
文

○
資
料

　
共
同
研
究

研
究
テ
ー
マ
と
趣
旨

「
仏
教
と
経
済
」

近
年
、
行
き
過
ぎ
た
資
本
主
義
経
済
に
対
し
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
警
鐘

が
鳴
ら
さ
れ
て
い
る
。
仏
教
研
究
の
立
場
か
ら
も
こ
れ
ま
で
現
代
の
経
済

秩
序
に
対
し
、
な
に
が
し
か
の
提
言
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
、

そ
れ
ら
の
多
く
は
、
十
分
な
学
術
的
分
析
を
欠
い
た
ま
ま
、
一
般
的
な
道

徳
を
提
示
し
て
終
わ
る
も
の
が
多
く
、
ま
た
社
会
的
な
波
及
力
も
無
か
っ

た
。
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
で
は
、
こ
の
問
題
を
宗
教
と
い
う
人
間
の
活
動

の
根
本
か
ら
見
据
え
、
ま
た
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
役
割
を
学
問
的
に
分

析
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
二
〇
〇
七
年
度
に
「
仏
教
と
経
済
」
と
い
う
テ

ー
マ
を
掲
げ
た
。
こ
の
テ
ー
マ
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
歴
史
的
存
在
と
し
て

の
仏
教
が
、
各
時
代
・
各
地
域
の
中
で
、
如
何
に
社
会
関
係
の
連
鎖
の
上

に
定
位
さ
れ
、
ま
た
如
何
に
社
会
の
諸
要
素
と
関
係
し
あ
い
な
が
ら
展
開

し
た
の
か
、
と
い
う
研
究
所
の
研
究
課
題
に
も
併
せ
て
取
り
組
ん
で
い
る
。

蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
彙
報

二
〇
一
四
年
度
人
員
構
成

代
　
表

遠
藤　

祐
純

研
究
員

伊
藤
尚
徳
、
今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
小
林
崇
仁
、

松
本
紹
圭
、
山
野
千
恵
子

大
道
晴
香
、
小
島
教
寛
、
高
橋
秀
城

二
〇
一
四
年
度
事
業
報
告

出
版
事
業

『
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
』
第
七
号
を
全
国
の
研
究
所
、大
学
図
書
館
等
、

約
二
〇
〇
機
関
に
寄
贈
し
た
。
今
年
度
発
行
の
第
八
号
は
、
研
究
員
に
よ

る
論
文
に
加
え
、
共
同
研
究
協
力
者
二
名
、
外
部
研
究
者
二
名
に
よ
る
論

文
を
掲
載
し
た
。
版
下
作
成
は
、遠
藤
純
一
郎
、山
野
千
恵
子
が
担
当
し
た
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
運
営

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
今
井
秀
和
研
究
員
が
コ
ラ
ム
を
担
当
し
、
ま
た
研

究
会
の
案
内
、
報
告
な
ど
を
掲
載
し
、
研
究
紀
要
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
公

開
し
て
い
る
。

http://renbutsuken.org/w
p/
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し
、「
正
直
」
の
問
題
構
成
の
来
源
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
今
回
は
そ
の
基

礎
的
作
業
と
し
て
、
伊
勢
神
道
を
と
り
あ
げ
、「
正
直
」
が
ど
の
よ
う
に
語

ら
れ
て
き
た
の
か
を
検
証
す
る
。
こ
れ
ま
で
伊
勢
神
道
の
思
想
形
成
に
道

家
思
想
か
ら
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
伊
勢
神
道
は
、

道
家
思
想
、
と
く
に
『
老
子
河
上
公
章
句
』
か
ら
多
く
の
用
語
と
ア
イ
デ

ア
を
依
用
し
て
お
り
、
ま
た
「
肉
体
と
精
神
の
浄
化
」
に
関
す
る
意
識
を

共
有
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
こ
で
不
老
長
生
や
養
生
が
主
題
化
さ

れ
る
こ
と
は
な
く
、
伊
勢
神
道
は
あ
く
ま
で
こ
の
問
題
を
神
話
の
理
論
化

に
向
け
て
い
る
。
ま
た
「
正
直
」
を
「
作
為
な
く
道
に
法
る
」
あ
り
様
と

し
て
捉
え
て
い
る
も
の
の
、
本
源
性
の
喪
失
の
原
因
を
「
不
淨
妄
執
」
に

求
め
て
い
る
点
は
む
し
ろ
仏
教
の
如
来
蔵
思
想
に
近
い
と
い
え
る
。
こ
の

た
め
伊
勢
神
道
の
思
想
形
成
に
お
け
る
道
家
思
想
か
ら
の
影
響
を
一
義
的

と
捉
え
る
こ
と
に
は
、
注
意
を
要
す
る
と
い
え
る
。

大
道
晴
香

題
目
：
霊
場
恐
山
と
近
代
的
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
の
出
会
い

概
要
：
東
北
地
方
北
部
に
分
布
す
る
民
間
巫
者
、
イ
タ
コ
は1950

年
代

頃
か
ら
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、60

年
代
に

一
定
の
知
名
度
を
獲
得
し
た
。
イ
タ
コ
の
イ
メ
ー
ジ
の
普
及
と
と
も
に
霊

場
恐
山
の
来
訪
者
数
は
飛
躍
的
に
伸
び
、
こ
れ
に
よ
り
当
地
の
民
俗
文
化

の
あ
り
方
に
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
こ
の
現
象
を
後
押
し
し
た
の
が
、

近
代
的
な
ツ
ー
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
仮
説
を
検
証
す
る

た
め
に
、
恐
山
が
近
代
的
な
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
た
の
が
い

つ
ご
ろ
で
あ
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
今
回
は
近
世
か
ら
近
代

に
か
け
て
の
恐
山
詣
の
状
況
、
と
く
に
汽
船
の
就
航
、
鉄
道
の
開
通
を
経

て
、
恐
山
詣
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
を
調
査
し
た
。
戦
前

の
大
湊
線
の
敷
設
は
、
恐
山
詣
を
周
辺
地
域
の
住
民
に
拡
大
し
た
が
、
恐

山
は
い
ま
だ
地
方
の
観
光
地
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
紀
行
文
や
手
紙
か
ら

二
〇
一
四
年
度
共
同
研
究
活
動
報
告

本
年
度
は
、
二
名
の
研
究
協
力
者
及
び
三
名
の
参
加
者
を
迎
え
、
計
十
二

回
の
共
同
研
究
会
を
開
催
し
た
。
研
究
成
果
は
研
究
所
紀
要
に
掲
載
し
た
。

本
年
度
の
研
究
協
力
者
・
参
加
者
は
、
左
記
の
通
り
。

〔
協
力
者
〕

乾
英
治
郎
氏
（
立
教
大
学
・
大
東
文
化
大
学　

非
常
勤
講
師
）

的
場
匠
平
氏
（
慶
応
大
学
大
学
院　

博
士
課
程
）

〔
参
加
者
〕

小
塚
由
博
氏
（
大
東
文
化
大
学
助
教
）

西
村
周
浩
氏
（
京
都
大
学
助
教
）

森　

和
也
氏
（（
公
財
）
中
村
元
東
方
研
究
所
専
任
研
究
員
・
中
央
大
学

　
　
　
　
　
　

政
策
文
化
総
合
研
究
所
客
員
研
究
員
）

定
例
研
究
会
活
動
報
告

第
九
十
回
研
究
会
報
告

日
時
：
二
月
十
七
日
（
月
）
午
後
一
時
～
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

伊
藤
尚
徳
、
今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
大
道
晴
香
、
小
塚
由
博
、

西
村
周
浩
、
松
本
紹
圭
、
山
野
千
恵
子

遠
藤
純
一
郎

題
目
：
伊
勢
神
道
と
『
老
子
河
上
公
章
句
』　

─
「
正
直
」
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
の
基
礎
研
究
と
し
て
─

概
要
：
前
回
ま
で
の
研
究
で
は
鈴
木
正
三
の
思
想
を
「
正
直
」
の
問
題
を

中
心
に
論
じ
て
き
た
が
、
そ
も
そ
も
仏
者
で
あ
る
彼
が
何
故
「
正
直
」
を

そ
の
思
想
の
中
心
課
題
と
し
た
の
か
、
当
時
の
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
を
理
解
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い
て
、
そ
の
後
の
妻
帯
論
の
主
張
と
そ
の
正
当
性
の
論
拠
を
共
有
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。

小
林
崇
仁

題
目
：
奈
良
平
安
初
期
の
山
林
修
行
に
つ
い
て

概
要
：
こ
れ
ま
で
発
表
者
は
、
日
本
古
代
の
官
僧
に
よ
る
山
林
修
行
の
実

像
と
、
そ
の
社
会
的
な
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
修
行
者
自
身
の
目

的
意
識
や
信
仰
、
為
政
者
と
の
関
わ
り
、
民
間
へ
の
広
が
り
と
い
っ
た
視

点
か
ら
研
究
を
進
め
て
き
た
。
今
回
は
こ
れ
ら
の
個
々
の
研
究
の
全
体
像

を
一
度
、
俯
瞰
す
る
た
め
、
三
つ
の
視
点
、
一
、
朝
廷
に
よ
る
山
林
修
行

者
へ
の
信
仰
と
支
援
、
二
、
民
間
に
お
け
る
山
林
修
行
の
展
開
相
、
三
、

山
林
修
行
の
意
義
か
ら
、
奈
良
平
安
初
期
の
山
林
修
行
の
概
観
を
ま
と
め

た
。
当
時
の
朝
廷
は
、
僧
尼
の
清
淨
性
と
呪
術
性
に
大
い
に
期
待
し
、
優

れ
た
山
林
修
行
者
を
積
極
的
に
外
護
し
て
い
た
。
山
林
修
行
は
世
間
と
断

絶
し
た
形
で
は
存
続
し
え
ず
、
多
分
に
社
会
性
を
帯
び
た
も
の
で
あ
っ
た
。

僧
尼
令
に
お
い
て
こ
れ
が
規
制
さ
れ
た
の
も
、
僧
侶
の
活
動
が
政
変
に
結

び
つ
く
こ
と
が
危
惧
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
山
林
に
修
行
し
、
民
間
に
お

い
て
看
病
、
教
化
、
勧
進
を
行
っ
た
僧
尼
の
事
例
は
少
な
く
な
く
、
国
家

に
よ
る
仏
教
の
管
理
機
構
で
あ
っ
た
僧
綱
も
山
林
修
行
を
重
視
す
る
立
場

を
と
り
、
修
行
者
自
身
も
こ
れ
を
護
国
利
人
に
通
じ
る
利
他
行
の
基
盤
と

し
て
位
置
づ
け
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
最
澄
や
空
海
に
よ
っ
て
山
林
修
行

が
制
度
化
、
機
構
化
さ
れ
て
い
く
土
壌
が
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

第
九
十
二
回
研
究
会
報
告

日
時
：
四
月
二
十
八
日
（
月
）
午
後
一
時
～
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

窺
え
る
当
時
の
恐
山
詣
は
、
霊
場
参
詣
と
登
山
、
温
泉
と
が
組
み
合
わ
さ

っ
た
娯
楽
の
趣
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
い
ま
だ
近
代
的
な
ツ
ー
リ
ズ
ム
に

お
い
て
大
量
消
費
さ
れ
る
べ
き
「
イ
メ
ー
ジ
」
の
確
立
と
普
及
を
欠
い
て

い
る
。
恐
山
が
全
国
的
な
観
光
地
と
な
っ
て
い
く
に
は
、
イ
タ
コ
の
イ
メ

ー
ジ
の
普
及
と
、
近
代
的
な
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
の
関
連
が
予
想
さ
れ
る
。

第
九
十
一
回
研
究
会
報
告

日
時
：
三
月
三
十
一
日
（
月
）
午
後
一
時
～
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

伊
勢
弘
志
、
伊
藤
尚
徳
、
今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
小
塚
由
博
、

小
林
崇
仁
、
松
本
紹
圭
、
山
野
千
恵
子

伊
藤
尚
徳

題
目
：
結
婚
す
る
僧
侶　

─
近
代
に
お
け
る
妻
帯
の
論
理
─

概
要
：
明
治
五
年
の
太
政
官
符
以
降
、
そ
れ
ま
で
出
世
間
と
扱
わ
れ
て
き

た
僧
侶
の
身
分
は
職
業
と
し
て
の
「
僧
職
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に

な
り
、
僧
侶
の
妻
帯
が
世
間
的
に
許
容
さ
れ
る
土
壌
が
醸
成
さ
れ
て
い
っ

た
。
明
治
初
期
に
は
各
宗
派
に
お
い
て
妻
帯
禁
止
を
宗
規
と
し
て
保
持
す

る
努
力
が
な
さ
れ
た
が
、
明
治
三
十
年
代
に
な
る
と
僧
侶
の
妻
帯
に
関
す

る
議
論
が
盛
ん
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
妻
帯
論
の
先
駆
的
役
割
を
果
た
し

た
の
が
、
田
中
智
学
の
『
仏
教
夫
婦
論
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
僧
侶
の
妻
帯

に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
仏
教
の
教
え
に
基
づ
く
夫
婦
の
倫
理

を
教
導
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
後
の
僧
侶
の
妻
帯
論
に
理
論
的
基
盤
を

与
え
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
智
学
が
目
指
し
た
の
は
仏
教
を
世
間

の
教
と
し
て
社
会
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
国
家
に
寄
与
す
る
仏
教
の
あ
り

方
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
主
張
は
、
彼
独
自
の
国
体
論
と
日

蓮
主
義
に
基
づ
く
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
仏
教
の
社
会
化
と
い
う
点
に
お
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ガ
」
と
し
、
と
く
に
布
教
自
体
を
目
的
と
し
て
い
な
い
作
品
の
分
析
を
通

し
て
、
無
宗
教
を
自
認
す
る
多
く
の
日
本
人
の
宗
教
意
識
の
一
端
を
明
ら

か
に
す
る
。
今
回
も
前
稿
に
引
き
続
き
中
村
光
『
聖
☆
お
に
い
さ
ん
』
を

分
析
対
象
と
す
る
。『
聖
☆
お
に
い
さ
ん
』
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の

世
界
観
を
ミ
ッ
ク
ス
し
た
独
自
の
世
界
観
が
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

世
界
観
は
基
本
的
に
現
実
の
日
本
社
会
に
お
け
る
宗
教
観
や
カ
ミ
観
念
を

反
映
し
た
も
の
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
自
然
宗
教
と
し
て
の
日
本

の
民
間
信
仰
を
土
台
に
神
道
・
仏
教
・
キ
リ
ス
ト
教
が
共
存
し
て
い
る
世

界
観
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。『
聖
☆
お
に
い
さ
ん
』
に
登
場
す
る
日
本
の

神
は
、
神
社
に
祀
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
が
、
漠
然
と
し
た
位
置
を
有
し
て

お
り
、
む
し
ろ
立
川
と
い
う
土
地
の
神
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

ま
た
『
聖
☆
お
に
い
さ
ん
』
第
７
巻
で
は
〈
八
百
万
の
神
〉
と
い
う
観
念

を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
の
神
を
「
神
社
に
祀
ら
れ
る
特
定
の
祭

神
」
と
い
っ
た
神
社
神
道
的
な
観
念
か
ら
開
放
し
、
民
俗
信
仰
、
民
間
信

仰
の
神
々
を
包
括
し
た
広
義
の
カ
ミ
観
念
を
形
成
し
て
い
る
と
い
え
る
。

第
九
十
三
回
研
究
会
報
告

日
時
：
五
月
二
十
六
日
（
月
）
午
後
一
時
～
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

伊
藤
尚
徳
、
今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
大
道
晴
香
、
小
嶋
教
寛
、

小
林
崇
仁
、
山
野
千
恵
子

伊
藤
尚
徳

題
目
：
結
婚
す
る
僧
侶
２　

─
井
上
円
了
『
雑
居
準
備　

僧
弊
改
良
論
』
か
ら
─

概
要
：
明
治
27
年
に
外
国
人
の
居
留
地
以
外
の
移
動
と
居
住
が
認
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
の
「
内
地
雑
居
」
は
日
本
の
宗
教
界
に
キ
リ
ス
ト

今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
大
道
晴
香
、
小
林
崇
仁
、
山
野
千
恵
子
、

西
村
周
浩

山
野
千
恵
子

題
目
：
古
写
本
の
異
体
字　

─
校
訂
・
翻
刻
に
お
け
る
表
記
法
─

概
要
：
昨
年
度
に
発
表
し
た
『
テ
キ
ス
ト
校
訂
の
理
論　

─
仏
教
テ
キ
ス

ト
の
校
訂
─
』
に
お
い
て
、
校
訂
テ
キ
ス
ト
が
、
校
訂
者
の
知
識
や
志
向
、

あ
る
い
は
時
代
・
地
域
の
表
記
上
の
ル
ー
ル
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
規

制
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
今
回
は
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
技
術

的
な
環
境
が
テ
キ
ス
ト
の
表
記
法
に
与
え
る
影
響
を
考
察
す
る
。
最
初
に

校
訂
・
翻
刻
お
け
る
日
本
の
特
殊
事
情
に
つ
い
て
述
べ
、
次
に
、
校
訂
・

翻
刻
に
お
け
る
漢
字
体
の
表
記
法
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
と
く
に
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
上
で
漢
字
体
を
扱
う
上
で
の
こ
こ
二
十
年
間
の
環
境
の

変
化
と
、
翻
刻
に
お
け
る
漢
字
体
、
と
く
に
異
体
字
の
表
記
法
に
お
け
る

技
術
上
の
問
題
点
を
述
べ
る
。
漢
語
文
献
は
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
共
通
の
財

産
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
を
研
究
す
る
西
欧
の
研
究
者
も
少
な
か
ら

ず
存
在
す
る
。
写
本
の
翻
刻
や
校
訂
の
際
に
お
け
る
漢
字
体
の
表
記
に
つ

い
て
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
上
で
の
利
用
を
視
野
に
入
れ
、
そ
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
翻
刻
で
あ
る
の
か
、
校
訂

で
あ
る
の
か
、
国
内
向
け
か
、
国
外
向
け
か
と
い
っ
た
一
々
の
ケ
ー
ス
に

即
し
て
、
そ
れ
に
相
応
し
い
漢
字
体
の
取
り
扱
い
を
決
定
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

今
井
秀
和

題
目
：
〈
八
百
万
の
神
〉
と
い
う
観
念　

─
中
村
光
『
聖
☆
お
に
い
さ
ん
』
に
お
け
る
日
本
の
神
の
位
相
─

概
要
：
現
代
日
本
に
は
何
ら
か
の
形
で
宗
教
的
な
題
材
を
扱
っ
た
マ
ン
ガ

が
数
多
く
発
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
を
広
義
の
「
宗
教
マ
ン
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位
の
安
定
を
可
能
に
す
る
そ
の
出
自
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

第
九
十
四
回
研
究
会
報
告

日
時
：
六
月
二
十
三
日
（
月
）
午
後
一
時
～
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

伊
藤
尚
徳
、
今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
小
嶋
教
寛
、
松
本
紹
圭
、

山
野
千
恵
子

遠
藤
純
一
郎

題
目
：
中
世
神
道
に
於
け
る
「
正
直
」（
そ
の
１
）

─
神
道
五
部
書
に
見
ら
れ
る
「
正
直
」
を
め
ぐ
っ
て
─

概
要
：
「
正
直
」
が
我
が
国
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
き
た
の
か

と
い
う
問
題
を
歴
史
的
に
溯
っ
て
み
る
な
ら
、
ま
ず
「
神
道
五
部
書
」
に

行
き
当
た
る
。「
神
道
五
部
書
」
で
は
「
正
直
」
が
思
想
的
に
重
要
な
位

置
を
占
め
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
問
題
構
成
を
そ
れ
以
前
に
は
見
出
し
難

い
か
ら
で
あ
る
。「
神
道
五
部
書
」
中
、『
御
鎮
座
伝
記
』・『
宝
基
本
記
』・

『
倭
姫
命
世
記
』の
三
書
は
倭
姫
の
託
宣「
神
垂
は
祈
祷
を
以
て
先
と
為
し
、

冥
加
は
正
直
を
本
と
為
す
」
と
す
る
一
文
を
共
有
し
て
い
る
が
、
そ
の
思

想
的
な
記
述
方
法
、
構
成
は
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
。
三
書
は
儒
教
・

仏
教
・
道
教
の
各
思
想
か
ら
多
く
の
引
用
を
行
い
つ
つ
も
、
そ
の
強
調
の

加
減
が
思
想
構
成
の
相
違
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
。
三
教
を
多
用
し
て
い

る
こ
れ
ら
の
書
は
、
し
か
し
な
が
ら
「
正
直
」
を
三
教
に
還
元
し
よ
う
と

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
三
教
の
思
想
を
依
用
し
な
が
ら
も
、

神
道
の
「
体
系
」（
そ
れ
は
体
系
と
い
う
よ
り
も
話
者
の
中
で
の
「
一
定
性
」

程
度
の
も
の
で
あ
る
が
）
の
中
で
「
正
直
」
を
定
義
し
よ
う
と
し
て
お
り
、

神
道
祭
祀
の
独
自
性
、
優
位
性
を
確
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
え
る
。

教
の
教
宣
拡
大
と
い
う
危
機
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
社
会

状
況
の
も
と
、
仏
教
改
革
の
必
要
性
を
説
い
た
の
が
、
井
上
円
了
の
『
雑

居
準
備　

僧
弊
改
良
論
』
で
あ
る
。
こ
の
論
は
、
僧
侶
の
妻
帯
の
問
題
を

扱
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
仏
教
全
般
の
改
革
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ

る
が
、
明
治
31
年
と
い
う
成
立
時
期
を
鑑
み
れ
ば
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
盛
ん

に
な
る
僧
侶
の
妻
帯
論
と
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ

る
。
井
上
は
キ
リ
ス
ト
教
と
対
峙
し
う
る
僧
侶
の
意
識
改
革
と
、
教
育
や

慈
善
な
ど
の
社
会
活
動
の
展
開
の
必
要
性
を
こ
の
書
の
中
で
啓
発
し
、
仏

教
思
想
を
家
族
倫
理
や
道
徳
だ
け
で
な
く
、
広
く
国
際
関
係
な
ど
に
適
応

す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
井
上
の
説
く
仏
教
の
社
会
化
は
、
こ
の
点

に
お
い
て
対
外
的
な
問
題
が
強
く
意
識
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。

小
嶋
教
寛

題
目
：
鎌
倉
期
東
大
寺
東
南
院
の
成
立
と
確
立

概
要
：
鎌
倉
期
の
東
大
寺
で
は
、
寺
内
荘
園
の
預
所
職
な
ど
の
権
益
が
時

代
に
よ
り
寺
家
領
・
諸
院
家
領
・
別
当
領
な
ど
め
ま
ぐ
る
し
く
移
動
す
る
。

こ
の
た
め
、
そ
の
経
済
構
造
の
全
体
像
を
把
握
す
る
に
は
、
院
主
の
変
遷

過
程
と
そ
の
背
景
を
丁
寧
に
追
う
必
要
が
あ
る
。
こ
の
発
表
で
は
、
東
南

院
主
が
近
衛
・
鷹
司
流
藤
原
氏
の
子
弟
が
入
室
す
る
私
的
な
院
家
と
な
る

鎌
倉
前
期
を
、
鎌
倉
期
東
南
院
（
体
制
）
の
成
立
・
確
立
期
と
と
ら
え
、

そ
の
発
端
と
な
っ
た
東
南
院
道
快
の
院
主
継
承
の
背
景
を
考
察
す
る
。
こ

の
東
南
院
道
快
の
院
主
継
承
を
東
南
院
衆
徒
の
視
点
か
ら
見
る
な
ら
、
そ

こ
に
は
寺
領
の
流
失
に
対
す
る
危
機
感
、
北
白
河
院
と
の
膠
着
状
態
の
打

開
、
関
白
藤
原
家
実
や
宣
陽
門
院
と
の
関
係
の
確
立
な
ど
、
い
く
つ
か
の

思
惑
が
重
な
っ
た
選
択
で
あ
っ
た
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
寺
院
社
会
に
お

け
る
実
力
者
で
も
な
く
、
ま
た
幕
府
と
の
関
係
が
密
接
で
も
な
い
道
快
に
、

東
南
院
衆
徒
が
期
待
し
た
の
は
、
継
承
問
題
の
解
決
、
東
南
院
院
主
の
地
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小
林
崇
仁

題
目
：
諏
訪
の
神
宮
寺　

─
下
諏
訪
神
宮
寺
聖
教
文
書
を
も
と
に
─

概
要
：
諏
訪
神
社
に
は
か
つ
て
上
社
四
ヶ
寺
、
下
社
に
三
ヶ
寺
の
神
宮
寺

が
存
在
し
た
が
、
排
仏
毀
釈
に
よ
り
廃
寺
と
な
り
、
う
ち
法
華
寺
の
み
が

明
治
期
に
復
興
し
た
。
こ
れ
ら
の
寺
院
旧
蔵
の
仏
像
・
什
物
な
ど
の
一
部

は
諏
訪
の
関
係
寺
院
に
移
安
さ
れ
た
が
、
聖
教
・
文
書
は
そ
の
多
く
が
散

逸
し
た
。
こ
れ
ら
の
遺
品
に
つ
い
て
の
調
査
は
、
戦
前
、
戦
後
に
地
元
史

家
や
、
自
治
体
の
地
方
史
編
纂
事
業
に
よ
っ
て
す
す
め
ら
れ
て
き
た
が
、

い
ま
だ
未
整
理
の
も
の
も
多
い
。
こ
う
し
た
中
、
近
年
、
信
州
大
学
が
下

社
神
宮
寺
に
伝
わ
る
法
流
箱
を
購
入
し
、
発
表
者
は
こ
れ
を
調
査
す
る
機

会
を
得
た
。
こ
こ
に
そ
の
概
要
を
報
告
す
る
。
法
流
箱
に
収
め
ら
れ
た
文

書
は
、
印
信
、
御
遺
告
、
事
相
、
史
伝
、
諏
訪
社
、
大
師
御
衣
、
俳
諧
和

歌
に
関
す
る
も
の
で
、
こ
の
う
ち
印
信
の
調
査
か
ら
、
十
七
世
紀
中
頃
に

上
神
宮
寺
は
「
栄
範
→
尊
能
」、
下
神
宮
寺
は
「
栄
範
→
宥
幸
・
憲
瑜
」
の

付
法
に
よ
り
中
院
流
が
中
興
さ
れ
、
以
後
両
寺
は
金
剛
院
末
、
中
院
流
法

流
の
寺
院
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
、
十
八
世
紀
前
半
ま
で
は

伝
授
の
記
録
が
の
こ
る
が
、
江
戸
後
期
に
は
事
相
法
流
へ
の
意
識
が
低
下

し
て
い
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
こ
の
法
流
箱
に
は
「
宮
大
夫
死
時
位

牌
事
」
と
題
す
る
口
決
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
に
は
社
人
の
戒
名
、
位
号
の

付
け
方
に
関
す
る
伝
授
が
記
さ
れ
て
お
り
、
歴
史
資
料
と
し
て
興
味
深
い
。

西
村
周
浩

題
目
：
マ
ル
ス
神
は
ど
こ
で
祈
ら
れ
た
か

概
要
：
昨
年
の
発
表
で
は
マ
ル
ス
神
の
様
々
な
語
形
の
一
つ
、「M

āvort-

」

が
出
現
し
た
言
語
学
的
背
景
、
お
よ
び
古
代
ロ
ー
マ
社
会
に
お
け
る
文
化

的
・
宗
教
的
役
割
を
考
察
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
〈
擬
古
的
な
〉
語
形
が

祈
り
や
誓
願
な
ど
の
宗
教
的
行
為
の
権
威
づ
け
に
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
仮
説
を
た
て
た
。
こ
の
語
形
は
ロ
ー
マ
建
国
に
ま
つ
わ
る
表

松
本
紹
圭

題
目
：
お
寺
論
に
お
け
る
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
重
要
性
に
関
す
る
一
考
察

概
要
：
日
本
の
伝
統
仏
教
寺
院
（
以
下
、
お
寺
）
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

こ
れ
ま
で
経
営
学
的
な
視
点
か
ら
研
究
を
重
ね
て
き
た
が
、
そ
こ
で
明
ら

か
に
な
っ
て
き
た
こ
と
は
、
経
済
的
合
理
性
に
基
づ
い
た
経
営
学
的
ア
プ

ロ
ー
チ
は
寺
院
組
織
の
維
持
と
発
展
に
有
効
な
面
は
あ
る
が
、
そ
も
そ
も

仏
教
の
価
値
観
と
そ
ぐ
わ
な
い
面
が
あ
り
、
こ
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
は

限
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
「
お
寺
＝
仏
教
の
価

値
観
を
核
と
す
る
組
織
」
と
い
う
考
え
方
自
体
に
も
議
論
の
余
地
が
あ
る

と
い
え
る
。
お
寺
と
い
う
概
念
の
重
層
性
は
も
は
や
素
朴
に
仏
教
に
還
元

で
き
な
い
と
こ
ろ
ま
で
複
雑
化
し
て
い
る
。
個
々
の
お
寺
の
存
在
意
義
を

支
え
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
多
様
で
あ
り
、
一
般
化
さ
れ
た
モ
デ
ル
を
構
築

す
る
こ
と
は
難
し
く
、
ま
た
構
築
し
た
と
し
て
も
あ
ま
り
有
用
で
は
な
い
。

で
は
、
ど
の
よ
う
に
個
々
の
お
寺
の
運
営
の
モ
デ
ル
、
将
来
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

を
描
け
ば
良
い
の
か
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
「
お
寺
３
６
０
度
診
断
」

に
見
る
「
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
」
の
可
能
性
で
あ
る
。「
お
寺
３
６
０
度
診
断
」
の

分
析
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
か
ら
、

個
々
の
お
寺
の
具
体
的
な
像
が
描
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て

見
る
と
、
各
お
寺
に
お
け
る
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
か
ら
固
有
の
将
来
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

を
構
成
し
、
逆
に
そ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
集
合
が
、
メ
タ
レ
ベ
ル
の
お
寺
論

を
形
成
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
九
十
五
回
研
究
会
報
告

日
時
：
七
月
二
十
八
日
（
月
）
午
後
一
時
～
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
大
道
晴
花
、
小
塚
由
博
、
小
林
崇
仁
、

西
村
周
浩
、
松
本
紹
圭
、
山
野
千
恵
子
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あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
島
薗
の
文
脈
で
言
え
ば
、
こ
れ
ら
の
代
替
医
療

は
、
医
療
分
野
に
お
け
る
〈
近
代
的
な
知
〉
の
体
系
の
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー

ト
と
し
て
の
〈
癒
す
知
〉
の
体
系
と
見
な
し
え
る
。
医
療
が
地
域
文
化
や

伝
統
文
化
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
行
く
と
同
時
に
、
民
間
か
ら
切
り
離
さ
れ
、

専
門
化
し
て
い
く
中
で
、
対
抗
運
動
と
し
て
現
れ
て
く
る
の
が
こ
の
〈
癒

す
知
〉
の
系
譜
で
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
島
薗
の
ス
キ
ー
ム
と
は

異
な
っ
た
視
点
か
ら
、〈
近
代
的
な
知
〉
が
確
立
し
て
い
く
過
程
で
産
み
落

と
さ
れ
た
い
わ
ば
〈
失
敗
作
〉
の
数
々
が
、
再
利
用
さ
れ
て
現
代
社
会
に

普
及
し
て
い
っ
た
そ
の
受
容
過
程
と
、
受
容
す
る
主
体
の
思
考
様
式
を
探

っ
て
い
く
。

小
塚
由
博

題
目
：
張
潮
と
僧
と
の
交
遊
関
係　

─
書
簡
の
伝
達
者
と
し
て
の
僧
侶
─

概
要
：
明
清
時
代
の
文
人
た
ち
は
、
営
利
・
非
営
利
を
問
わ
ず
多
種
多
様

な
文
学
作
品
を
制
作
し
、
そ
れ
を
出
版
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う

に
編
集
さ
れ
出
版
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
流
通
・
伝

播
し
て
い
っ
た
の
か
。
発
表
者
は
、
清
初
の
文
人
張
潮
（
一
六
五
〇
―

一
七
〇
九
？
）
の
活
動
と
交
遊
関
係
を
事
例
に
、
こ
の
課
題
に
取
り
組
ん

で
い
る
。
昨
年
度
は
張
潮
と
僧
侶
た
ち
の
交
遊
関
係
に
つ
い
て
取
り
上
げ

た
が
、
今
回
は
こ
れ
に
関
連
し
て
、
張
潮
の
書
簡
の
記
述
か
ら
、
当
時
の

書
簡
の
伝
達
に
僧
侶
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
様
子
を
明
ら
か
に

し
た
い
。
現
在
の
よ
う
に
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
た
郵
便
伝
達
制
度
が
確
立
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
当
時
の
中
国
に
お
い
て
、
民
間
の
書
簡
の
伝
達
は
、
使

用
人
、
親
族
、
友
人
、
馴
染
み
の
商
人
な
ど
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
僧
侶
も

そ
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
。
張
潮
が
僧
侶
を
含
め
た
そ
の
幅
広
い
交
遊
関

係
を
う
ま
く
利
用
し
、
ま
た
僧
侶
も
張
潮
の
人
脈
を
巧
み
に
使
っ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
目
的
の
た
め
に
書
簡
の
伝
達
を
依
頼
し
、
ま
た
請
け
負
っ
て
い

た
事
例
を
紹
介
す
る
。

現
に
お
い
て
も
頻
繁
に
観
察
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
ロ
ー
マ
建
国
者
の
父
と

し
て
の
マ
ル
ス
神
の
権
威
の
発
揚
に
も
用
い
ら
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。
今

回
の
発
表
で
は
、
特
定
の
文
脈
に
見
ら
れ
る
発
話
者
の
心
理
と
、
言
語
学

的
表
象
と
の
間
の
相
互
作
用
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
韻
文
の
中

で
「M

āvort-
」
が
配
置
さ
れ
る
位
置
に
注
目
し
、
こ
れ
を
分
析
し
た
。

「M
āvort-

」
は
祈
り
、
誓
願
の
場
面
、
あ
る
い
は
ロ
ー
マ
の
建
国
譚
に
お

い
て
、
韻
律
上
目
立
つ
位
置
に
現
れ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
以
外
の
文
脈
で
も

同
様
の
位
置
を
占
め
る
傾
向
が
確
認
さ
れ
た
。「M

āvort-

」
の
語
形
は
当

初
よ
り
韻
文
中
の
特
別
な
位
置
を
占
め
、
そ
の
後
も
こ
の
位
置
か
ら
外
れ

る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
語
形
が
当
初
か
ら
特
殊
な
ス

テ
ー
タ
ス
・
機
能
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

第
九
十
六
回
研
究
会
報
告

日
時
：
八
月
十
八
日
（
月
）
午
後
一
時
～
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
伊
藤
尚
徳
、
今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
小
嶋
教
寛
、
小
塚
由
博
、

小
林
崇
仁
、
松
本
紹
圭
、
山
野
千
恵
子

山
野
千
恵
子

題
目
：
マ
ク
ロ
ビ
オ
テ
ィ
ッ
ク　

─
現
代
の
メ
デ
ィ
コ
・
マ
ジ
ッ
ク
─

概
要
：
発
表
者
は
こ
れ
ま
で
中
世
イ
ン
ド
の
タ
ン
ト
ラ
文
献
を
研
究
対
象

と
し
、
呪
術
の
役
割
と
構
造
を
考
察
し
て
き
た
。
今
回
は
呪
術
と
は
何
か

を
考
え
る
材
料
と
し
て
、現
代
の
文
化
事
象
で
あ
る「
代
替
医
療
」の
構
造
、

ま
た
、
そ
れ
を
成
立
さ
せ
る
論
理
や
思
考
様
式
を
分
析
す
る
こ
と
を
目
的

に
、「
マ
ク
ロ
ビ
オ
テ
ッ
ィ
ク
」
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
。
マ
ク
ロ
ビ

オ
テ
ィ
ッ
ク
を
文
化
的
、
社
会
的
事
象
と
し
て
分
析
し
た
先
行
研
究
と
し

て
、
島
薗
進
の
『〈
癒
す
知
〉
の
系
譜　

─
科
学
と
宗
教
の
は
ざ
ま
─
』
を
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概
要
：
明
治
五
年
の
太
政
官
符
に
よ
り
、
僧
侶
の
肉
食
妻
帯
の
禁
が
解
か

れ
る
と
、
各
宗
派
に
お
い
て
宗
規
と
し
て
妻
帯
禁
止
を
保
持
す
る
こ
と
が

宣
言
さ
れ
た
が
、
明
治
三
十
年
代
に
な
る
と
僧
侶
の
妻
帯
に
関
す
る
議
論

が
盛
ん
に
な
り
、
そ
の
後
、
次
第
に
妻
帯
が
事
実
上
認
知
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
く
。
そ
の
過
程
で
現
れ
た
妻
帯
支
持
の
論
理
を
中
里
日
勝
『
僧

風
革
新
論
』
と
、
田
邊
善
知
『
肉
食
妻
帯
論
』
を
事
例
に
紹
介
す
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
論
に
お
い
て
妻
帯
支
持
の
論
理
は
、
社
会
的
要
請
の
帰
結
と
し

て
導
か
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
布
教
や
慈
善
活
動
、
寺
院
の
維
持
、

人
材
の
確
保
、
僧
侶
の
品
位
な
ど
の
面
か
ら
見
た
利
点
が
主
張
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
二
論
は
こ
れ
ら
の
社
会
的
要
請
を
仏
教
の
教
理
、
具
体
的
に
は

大
乗
仏
教
の
理
念
か
ら
も
正
当
化
し
よ
う
と
試
み
お
り
、
そ
こ
か
ら
日
本

の
仏
教
界
に
お
け
る
倫
理
の
観
念
や
戒
律
に
対
す
る
態
度
な
ど
も
見
え
て

く
る
。
こ
れ
ら
は
後
付
け
の
論
理
で
は
あ
る
も
の
の
、
わ
ず
か
五
十
年
ば

か
り
の
間
に
妻
帯
が
普
及
し
て
い
っ
た
要
因
に
は
、
社
会
背
景
の
み
な
ら

ず
、
こ
う
し
た
日
本
仏
教
に
固
有
の
倫
理
観
、
戒
律
観
の
問
題
も
考
慮
に

入
れ
る
必
要
が
有
る
だ
ろ
う
。

第
九
十
八
回
研
究
会
報
告

日
時
：
十
月
十
四
日
（
月
）
午
後
一
時
～
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

伊
藤
尚
徳
、
今
井
秀
和
、
乾
英
治
郎
、
遠
藤
純
一
郎
、
森
和
也
、

山
野
千
恵
子

乾
英
治
郎

題
目
：
芥
川
龍
之
介
に
お
け
る
〈
地
獄
〉
表
象　

─
原
家
本
『
地
獄
草
紙
』
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
─

概
要
：
芥
川
龍
之
介
は
、
古
今
東
西
の
文
学
に
関
す
る
広
範
な
知
識
を
一

第
九
十
七
回
研
究
会
報
告

日
時
：
九
月
十
五
日
（
月
）
午
後
一
時
～
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

伊
藤
尚
徳
、
今
井
秀
和
、
乾
英
治
郎
、
遠
藤
純
一
郎
、
小
塚
由
博
、

西
村
周
浩
、
森
和
也
、
山
野
千
恵
子

今
井
秀
和

題
目
：
夢
野
久
作
『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
と
日
中

”
死
美
人
“
説
話

─
九
相
詩
絵
巻
、
玉
造
小
町
子
壮
衰
書
、
長
恨
歌
か
ら
の
影
響
─

概
要
：
近
代
日
本
が
生
ん
だ
異
形
の
作
家
、
夢
野
久
作
の
『
ド
グ
ラ
・
マ

グ
ラ
』
は
、
幻
想
的
・
怪
奇
的
な
傾
向
の
強
い
長
編
探
偵
小
説
で
あ
る
。

こ
の
作
品
で
は
、
死
美
人
を
描
い
た
唐
代
の
絵
巻
物
が
引
き
金
と
な
り
、

事
件
が
展
開
し
て
い
く
。
こ
こ
で
は
久
作
が
こ
の
絵
巻
を
発
想
す
る
に
至

っ
た
背
景
を
考
察
し
、『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
の
ル
ー
ツ
を
探
る
一
つ
の
手

が
か
り
と
し
た
い
。
こ
の「
唐
代
の
絵
巻
物
」に
関
し
て
は
、『
九
相
詩
絵
巻
』

な
ど
の
九
相
図
の
影
響
が
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
九

相
図
に
共
通
す
る
仏
教
思
想
を
宿
し
た
『
玉
造
小
町
子
壮
衰
書
』
や
、
さ

ら
に
は
白
居
易
の
『
長
恨
歌
』
な
ど
の
影
響
も
受
け
て
い
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。『
ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
は
、
山
東
京
伝
の
読
本
『
桜
姫
全
伝
曙
草
紙
』

と
多
く
の
モ
チ
ー
フ
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
が
荒
俣
宏
に
よ
っ
て
指
摘
さ

れ
て
い
る
が
、
モ
チ
ー
フ
だ
け
で
は
な
く
、
和
漢
洋
古
今
の
古
典
か
ら
の

踏
襲
、
過
剰
と
も
い
え
る
言
葉
遊
び
、
世
相
を
反
映
し
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
な

ど
、
江
戸
の
戯
作
的
な
作
品
構
成
・
叙
述
の
ス
タ
イ
ル
を
も
積
極
的
に
摂

取
、
あ
る
い
は
継
承
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

伊
藤
尚
徳

題
目
：
近
代
に
お
け
る
僧
侶
の
妻
帯
可
否
論
争



288

概
要
：
発
表
者
は
こ
れ
ま
で
「
お
寺360

度
診
断
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た

デ
ー
タ
の
分
析
を
通
し
て
、
現
代
日
本
の
仏
教
寺
院
が
抱
え
る
運
営
上
の

課
題
と
解
決
策
に
関
す
る
研
究
を
重
ね
て
き
た
。
今
回
の
研
究
で
は
、
と

く
に
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
視
点
に
焦
点
を
あ
て
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

が
ど
の
よ
う
な
評
価
軸
を
も
っ
て
寺
院
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
の
か
を

「
お
寺360

度
診
断
」
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
通
し
て
分
析
す
る
こ
と

に
し
た
。
こ
れ
ら
の
調
査
の
分
析
の
結
果
、「
住
職
・
寺
族
の
人
柄
」、「
仏

教
と
先
祖
教
の
バ
ラ
ン
ス
」、「
境
内
環
境
整
備
」
の
三
つ
の
要
素
に
つ
い

て
は
特
に
言
及
が
多
く
、
こ
れ
ら
が
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
主
要
な
評
価

軸
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
ま
た
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
か

ら
評
価
の
高
か
っ
た
「
優
れ
た
お
寺
」
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
か
ら
は
、

こ
れ
ら
に
加
え
て
寺
院
を
中
心
と
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
や
、
継
続

的
な
活
動
の
あ
り
方
な
ど
、
葬
儀
や
法
要
な
ど
以
外
の
寺
院
の
活
動
が
重

要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

的
場
匠
平

題
目
：
近
世
公
家
社
会
に
お
け
る
葬
祭
と
寺
院

概
要
：
公
家
社
会
に
お
け
る
葬
祭
実
践
に
寺
院
が
果
た
し
た
役
割
は
中
世

と
近
世
と
で
は
異
な
っ
て
い
る
。
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、「
家
の
祖
先
祭
祀
」

が
成
立
す
る
の
は
中
世
後
期
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
行
わ
れ
る
場
は
嫡

継
承
さ
れ
る
自
宅
の
祭
祀
空
間
で
あ
っ
た
。
寺
院
で
の
死
者
祭
祀
は
故
人

の
信
仰
に
左
右
さ
れ
、
必
ず
し
も
家
の
祖
先
祭
祀
と
は
一
致
し
て
い
な
い
。

一
方
、
近
世
の
公
家
は
、
特
定
の
寺
院
と
の
間
に
継
続
的
関
係
を
構
築
し

て
い
る
こ
と
が
多
い
。
中
世
か
ら
近
世
へ
か
け
て
の
こ
う
し
た
変
容
は
な

ぜ
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
公
家
や
そ
の
家
お
よ
び
葬
祭
に
関

わ
っ
た
寺
院
な
ど
が
作
成
し
た
史
料
の
分
析
を
通
し
て
、
近
世
公
家
社
会

に
見
ら
れ
る
寺
院
の
「
家
の
祭
祀
空
間
」
化
、
具
体
的
に
は
寺
院
と
家
の

葬
祭
を
介
し
た
関
係
の
「
固
定
化
」
が
生
じ
た
要
因
を
探
っ
た
。
近
世
公

つ
の
短
編
の
中
に
結
集
し
、
融
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
独
自
の
文
学

世
界
を
築
い
た
作
家
で
あ
る
。
芥
川
文
学
を
構
成
す
る
要
素
の
中
に
は
、

当
然
の
よ
う
に
仏
教
に
関
す
る
〈
知
〉
も
含
ま
れ
て
い
る
。
芥
川
の
仏
教

に
対
す
る
関
心
は
、〈
異
界
〉
に
対
す
る
興
味
と
紙
一
重
で
あ
り
、
そ
こ

に
浮
上
し
て
く
る
が
〈
地
獄
〉
と
い
う
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
新
聞
小
説
「
地

獄
変
」
お
よ
び
童
話
「
蜘
蛛
の
糸
」
は
、
い
ず
れ
も
仏
教
的
な
〈
地
獄
〉

が
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
晩
年
の
「
歯
車
」
に
は
「
日
常
生

活
に
お
け
る
現
実
認
識
と
し
て
の
地
獄
」
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
と
す
る

と
、
文
壇
メ
ジ
ャ
ー
デ
ビ
ュ
ー
の
頃
に
発
表
し
た
「
孤
独
地
獄
」
か
ら
、

最
晩
年
の
「
歯
車
」
に
到
る
ま
で
、
芥
川
は
〈
地
獄
〉
を
描
き
続
け
た
作

家
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
芥
川
が
仏
教
の
み
な
ら
ず
信

仰
全
般
に
対
し
て
冷
笑
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
定
説
化
し
て
お
り
、

夥
し
い
数
の
芥
川
関
連
の
書
籍
・
論
文
に
お
い
て
も
、〈
芥
川
龍
之
介
と
仏

教
〉
と
い
う
主
題
は
殆
ど
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
発
表
で
は
、〈
地
獄
〉

の
表
象
と
い
う
観
点
か
ら
、
芥
川
文
学
と
仏
教
と
を
接
続
す
る
こ
と
を
試

み
、
と
く
に
「
地
獄
変
」
と
「
蜘
蛛
の
糸
」
の
二
作
品
の
〈
地
獄
〉
イ
メ

ー
ジ
に
、
原
三
渓
所
蔵
の
地
獄
絵
図
が
影
響
を
与
え
た
可
能
性
を
指
摘
し

た
。

第
九
十
九
回
研
究
会
報
告

日
時
：
十
一
月
十
七
日
（
月
）
午
後
一
時
～
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
大
道
晴
香
、
小
嶋
教
寛
、
小
林
崇
仁
、

松
本
紹
圭
、
的
場
匠
平
、
山
野
千
恵
子

松
本
紹
圭

題
目
：
日
本
の
仏
教
寺
院
に
お
け
る
優
れ
た
運
営
管
理
の
あ
り
方
の
研
究
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許
容
度
が
増
し
て
い
く
ベ
ク
ト
ル
を
志
向
す
る
が
、
近
世
日
本
に
お
け
る

排
佛
論
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
ベ
ク
ト
ル
の
方
向
は
当
然
な
が
ら
想
定
さ

れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
蕃
山
・
徂
徠
・
春
台
に
見
ら
れ
る
、
上
位
の

政
治
思
想
と
し
て
の
儒
教
が
、
下
位
の
宗
教
と
し
て
の
神
道
、
佛
教
を
包

括
す
る
三
教
関
係
の
モ
デ
ル
が
、
近
代
に
お
け
る
国
家
神
道
体
制
の
モ
デ

ル
を
準
備
し
た
こ
と
を
読
み
解
い
て
い
く
。

遠
藤
純
一
郎

題
目
：
中
世
伊
勢
神
道
に
於
け
る
「
正
直
」（
そ
の
１
）

─
神
道
五
部
書
に
見
ら
れ
る
「
正
直
」
を
め
ぐ
っ
て
─

概
要
：
前
回
は
『
御
鎮
座
伝
記
』・『
宝
基
本
記
』・『
倭
姫
命
世
記
』
の
三

書
に
お
け
る
「
正
直
」
を
、
儒
教
・
仏
教
・
道
教
の
各
思
想
と
の
関
係
か

ら
考
察
し
た
が
、今
回
は
国
史
史
料
を
用
い
て
、日
本
の
文
脈
の
中
で
「
正

直
」
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
た
の
か
を
確
認
し
、
こ
れ
ら
の
語
り
が

中
世
伊
勢
神
道
に
於
け
る
「
正
直
」
の
思
想
構
成
に
ど
の
よ
う
に
関
係
し

て
い
る
の
か
を
考
察
し
た
い
。
我
が
国
に
於
け
る
「
正
直
」
の
用
例
は
、

古
く
は
「
日
本
書
紀
」
に
み
ら
れ
、
人
物
の
性
質
を
積
極
的
に
評
す
る
語

と
し
て
登
場
す
る
が
、
以
後
、
多
く
の
場
合
に
お
い
て
土
地
や
人
事
と
い

っ
た
利
害
に
関
わ
る
訴
訟
文
書
で
用
い
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
法
律
・

職
務
・
契
約
に
対
す
る
公
正
さ
が
い
わ
れ
、「
私
曲
の
無
さ
」
が
含
意
さ
れ

た
。
こ
う
し
た
「
正
直
」
の
用
例
は
、
天
皇
の
宣
命
に
も
見
ら
れ
、
最
終

的
に
は
『
朝
野
群
載
』
の
内
記
で
定
型
化
さ
れ
る
に
至
り
、
臣
下
に
と
っ

て
の
一
義
的
な
倫
理
と
し
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
鎌
倉
時
代
に
さ

し
か
か
る
と
、「
正
直
」
が
神
と
の
関
わ
り
か
ら
語
ら
れ
る
用
例
が
み
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
例
え
ば
「
宗
清
願
文
案
」
で
は
八
幡
大
菩
薩
の
御
託
宣

を
引
き
合
い
に
出
し
、
祠
官
が
何
よ
り
「
正
直
」
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
以
降
、「
正
直
」
は
祠
官
な
ど
の
特
定
の
階
層
に
限
ら
ず
、

人
間
一
般
に
要
求
さ
れ
る
徳
目
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
神
仏
が

家
社
会
に
お
い
て
、
家
と
寺
院
と
の
関
係
は
解
消
不
可
能
な
も
の
で
は
な

か
っ
た
が
、
基
本
的
に
は
檀
家
側
が
関
係
の
維
持
を
望
ん
だ
た
め
、
こ
の

関
係
が
定
着
し
て
い
っ
た
と
み
て
よ
い
。
地
位
・
身
分
に
応
じ
た
葬
儀
内

容
の
差
異
化
が
近
世
以
降
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
各
家
に
お
け
る
葬

儀
の
先
例
を
把
握
し
た
寺
院
が
、
葬
祭
の
際
に
不
可
欠
に
な
っ
た
こ
と
が

こ
の
変
容
の
一
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
百
回
研
究
会
報
告

日
時
：
十
二
月
二
十
二
日
（
月
）
午
後
一
時
～
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

伊
藤
尚
徳
、
今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
大
道
晴
香
、
小
塚
由
博
、

小
林
崇
仁
、
松
本
紹
圭
、
森
和
也
、
山
野
千
恵
子

森
和
也

題
目
：
近
世
日
本
に
お
け
る
神
儒
佛
三
教
関
係
の
再
検
討　

─
そ
の
排
他
と
共
存
の
構
造
─

概
要
：
こ
れ
ま
で
発
表
者
は
、
近
世
日
本
に
お
け
る
排
佛
論
と
そ
の
反
論

と
し
て
の
護
法
論
に
つ
い
て
の
研
究
を
続
け
て
き
た
。
排
佛
論
の
言
説
は

佛
教
の
完
全
否
定
と
い
う
単
純
な
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
様
々
な
傾
向
、

方
法
論
に
よ
っ
て
い
る
。
排
佛
論
と
一
言
で
い
っ
て
も
、
儒
教
、
神
道
、

佛
教
の
格
付
け
は
排
佛
を
論
じ
る
各
人
一
様
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ

こ
で
は
神
道
、
儒
教
、
佛
教
の
三
教
間
の
位
置
付
け
に
配
慮
し
た
排
佛
論

の
類
型
を
提
示
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
神
儒
佛
三
教
の
位
置
づ
け
を

検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
宗
教
多
元
主
義
の
議
論
で
使
用
さ
れ
る
他
宗
教

理
解
の
三
類
型
（
排
他
主
義
・
包
括
主
義
・
多
元
主
義
）
を
用
語
と
し
て

援
用
し
た
い
と
思
う
。
宗
教
多
元
主
義
は
諸
宗
教
の
共
存
を
目
指
し
て
い

る
た
め
、
排
他
主
義
→
包
括
主
義
→
多
元
主
義
へ
と
、
他
宗
教
に
対
す
る
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心
に
感
応
し
た
状
態
と
し
て
語
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
伊
勢
神
道

の
「
正
直
」
は
、
多
元
的
、
複
合
的
な
思
想
構
成
を
背
景
に
有
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

第
百
一
回
研
究
会
報
告

日
時
：
一
月
二
十
六
日
（
月
）
午
後
一
時
～
午
後
五
時

場
所
：
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

参
加
者
：
遠
藤
祐
純
代
表

伊
藤
尚
徳
、
今
井
秀
和
、
遠
藤
純
一
郎
、
大
道
晴
香
、
小
塚
由
博
、

小
林
崇
仁
、
的
場
匠
平
、
山
野
千
恵
子

山
野
千
恵
子

題
目
：
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
と
ヤ
ク
シ
ニ
ー

概
要
：
イ
ン
ド
、
中
国
、
チ
ベ
ッ
ト
に
伝
存
さ
れ
た
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ

伝
に
は
、
時
代
や
地
域
を
超
え
た
多
く
の
共
通
の
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
一
方
、

時
代
や
地
域
の
変
化
に
し
た
が
っ
て
、
付
加
さ
れ
、
削
除
さ
れ
て
い
く
要

素
が
あ
る
。
ヤ
ク
シ
ニ
ー
は
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
が
シ
ッ
ダ
と
し
て
の
名

声
を
獲
得
す
る
中
世
に
至
り
、
は
じ
め
て
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
伝
に
登
場

す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
る
。
シ
ッ
ダ
と
は
、
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
の
世
界
に

お
い
て
、
様
々
な
呪
法
を
「
達
成
し
た
者
（siddha

）」
を
意
味
す
る
言

葉
で
あ
り
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
魔
術
師
に
近
い
。
シ
ッ
ダ
た
ち
は
、
西
洋

に
お
け
る
魔
術
師
同
様
、
中
世
イ
ン
ド
の
文
学
作
品
や
民
間
伝
承
を
彩
る

モ
チ
ー
フ
の
一
つ
と
な
り
、
こ
こ
に
シ
ッ
ダ
・
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
伝

説
が
成
立
し
た
。
シ
ッ
ダ
・
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
伝
説
は
地
域
化
し
な

が
ら
、
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
派
生
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
ヤ
ク
シ

ニ
ー
の
信
仰
を
取
り
込
ん
だ
。
ヤ
ク
シ
ニ
ー
は
、
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
の
世
界

に
お
い
て
、
タ
ン
ト
ラ
行
者
を
守
護
し
、
財
福
を
も
た
ら
す
神
的
存
在
と

し
て
信
仰
さ
れ
、
ま
た
民
間
の
信
仰
の
中
で
在
地
の
神
と
し
て
祀
ら
れ
て

い
た
。
中
世
の
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
伝
説
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
ヤ
ク
シ

ニ
ー
た
ち
は
伝
説
が
土
地
の
縁
起
譚
と
し
て
地
域
化
し
て
い
く
指
標
と
し

て
現
れ
て
い
る
。

小
林
崇
仁

題
目
：
諏
訪
の
神
宮
寺

概
要
：
発
表
者
は
こ
れ
ま
で
排
仏
毀
釈
以
前
の
諏
訪
の
神
宮
寺
の
調
査
と

研
究
を
重
ね
て
き
た
が
、
今
回
は
こ
れ
ま
で
の
個
々
の
研
究
の
全
体
像
を

確
認
す
る
た
め
、
諏
訪
の
神
宮
寺
、
と
く
に
上
神
宮
寺
と
下
神
宮
寺
に
つ

い
て
、
一
、
通
史
と
歴
代
寺
務
、
二
、
境
内
地
と
伽
藍
、
三
、
年
中
行
事

の
三
つ
の
項
目
に
わ
け
て
概
観
す
る
。
諏
訪
神
宮
寺
の
寺
伝
の
な
か
で
史

実
と
し
て
確
認
で
き
る
端
緒
は
鎌
倉
期
に
溯
る
。
伊
那
郡
に
勢
力
を
持
っ

て
い
た
知
久
敦
幸
は
上
神
宮
寺
の
堂
塔
を
造
営
し
た
と
さ
れ
る
。
南
北
朝

期
に
は
盛
大
な
仏
事
が
行
わ
れ
て
い
た
様
子
が
『
諏
方
大
明
神
画
詞
』
か

ら
知
ら
れ
、
ま
た
戦
国
期
に
は
、
武
田
信
玄
・
勝
頼
が
下
神
宮
寺
の
復
興

を
命
じ
、
千
手
堂
が
完
成
、
さ
ら
に
三
重
塔
を
建
立
し
た
と
さ
れ
る
。
近

世
に
な
る
と
、
幕
府
か
ら
朱
印
地
が
認
め
ら
れ
、
歴
代
の
藩
主
の
信
仰
も

篤
く
、
数
多
の
堂
塔
が
建
ち
並
び
、
繁
栄
し
た
様
子
が
い
く
つ
か
の
絵
図

か
ら
知
ら
れ
る
。
戦
国
期
に
密
教
の
法
流
の
一
つ
、
中
院
流
が
伝
来
し
、

こ
れ
が
江
戸
期
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
。
上
社
・
下
社
の
数
々
の
堂
塔
お
い

て
、
社
僧
た
ち
は
年
間
に
様
々
な
仏
事
を
執
り
行
い
、
特
に
上
神
宮
寺
の

花
会
と
如
法
院
の
如
法
経
奉
納
、
下
神
宮
寺
の
涅
槃
会
と
瑜
祗
経
秘
文
奉

納
な
ど
は
、
諏
訪
仕
の
神
宮
寺
を
代
表
す
る
行
事
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は

毎
日
の
勤
行
と
し
て
、
各
寺
に
て
本
尊
供
や
護
摩
供
が
修
さ
れ
て
い
た
。
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第
二
回
能
満
寺
学
術
振
興
大
賞
報
告

「
能
満
寺
学
術
振
興
大
賞
」
は
、
龍
虎
山
能
滿
寺
（
栃
木
県
宇
都
宮
市
）
の

後
援
に
よ
り
、
若
手
研
究
者
の
学
術
活
動
支
援
を
目
指
し
て
企
画
さ
れ
ま

し
た
。
第
二
回
目
の
「
能
満
寺
学
術
振
興
大
賞
」
は
、
厳
正
な
る
選
考
の

結
果
、
該
当
者
無
し
と
い
た
し
ま
し
た
。

二
〇
一
四
年
度
　
交
換
雑
誌
・
図
書
一
覧

雑
誌黄

檗
文
華 

第
一
三
三
号　

黄
檗
山
万
福
寺
文
華
殿
黄
檗
文
化
研
究
所　

二
〇
一
四
年
七
月

元
興
寺
文
化
財
研
究
所
研
究
報
告
二
〇
一
三　
（
財
）
元
興
寺
文
化
財
研
究
所

　

二
〇
一
四
年
三
月

駒
沢
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要 

第
四
七
号　
駒
沢
女
子
短
期
大
学 

二
〇
一
四

年
三
月

駒
沢
女
子
大
学
研
究
紀
要 

第
二
〇
号　
駒
沢
女
子
短
期
大
学 

二
〇
一
三
年

十
二
月

時
宗
教
学
年
報 

第
四
十
二
輯　
時
宗
教
学
研
究
所　

二
〇
一
四
年
三
月

真
宗
綜
合
研
究
所
研
究
紀
要 

第
三
十
一
号　
大
谷
大
学
真
宗
綜
合
研
究
所

二
〇
一
四
年
三
月

禅
研
究
所
紀
要 

第
四
十
二
号　
愛
知
学
院
大
学
禅
研
究
所　
二
〇
一
四
年
三
月

大
正
大
学
綜
合
仏
教
研
究
所
年
報 

第
三
十
六
号　
大
正
大
学
綜
合
仏
教
研
究

所　

二
〇
一
四
年
三
月

大
東
文
化
大
學
漢
學
會
誌 

林
教
授
退
休
記
念
號 

第
五
十
三
號　
大
東
文
化

大
學
漢
學
會　

二
〇
一
四
年
三
月

中
華
佛
學
學
報 

第
二
十
七
期　
中
華
佛
學
研
究
所　

二
〇
一
四
年
七
月

中
華
佛
學
研
究 

第
十
五
期　
法
鼓
山
・
中
華
佛
學
研
究
所　

二
〇
一
四
年
十
二

月
筑
紫
女
学
園
大
学
・
筑
紫
女
学
園
大
学
短
期
大
学
部
紀
要 

第
九
号　

二
〇
一
四
年
一
月

筑
紫
女
学
園
大
学
・
筑
紫
女
学
園
大
学
短
期
大
学
部
紀
要 

第
十
号　

二
〇
一
五
年
一
月

東
方 

第
二
十
九
号　

財
団
法
人
東
方
研
究
会　
二
〇
一
四
年
三
月

日
蓮
教
學
研
究
所
紀
要 

第
四
十
号　

立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所　

二
〇
一
三
年
三
月

日
蓮
仏
教
研
究 

第
六
号　
常
円
寺
日
蓮
仏
教
研
究
所　

二
〇
一
四
年
三
月

長
谷
川
仏
教
文
化
研
究
所
年
報 

第
三
十
八
号　
淑
徳
大
学
長
谷
川
仏
教
文
化

研
究
所　

二
〇
一
四
年
三
月

佛
教
學
研
究 

宮
治
明
教
授
定
年
記
念　

第
七
十
号　

龍
谷
佛
教
學
會　

二
〇
一
四
年
三
月

佛
教
大
学
綜
合
研
究
所
紀
要 

第
二
十
一
号　

佛
教
大
学
綜
合
研
究
所　

二
〇
一
四
年
三
月

佛
教
文
化
研
究 

第
五
十
八
号　
浄
土
宗
教
學
院　

二
〇
一
四
年
三
月　
　

佛
教
論
叢 

第
五
十
八
号　
浄
土
宗　

二
〇
一
四
年
三
月

佛
立
研
究
学
報 

第
二
十
二
号　
佛
立
研
究
所　

二
〇
一
三
年
十
一
月

佛
立
研
究
学
報 

第
二
十
三
号　
佛
立
研
究
所　

二
〇
一
四
年
十
一
月

法
鼓
佛
學
學
報 

第
十
四
期　
法
鼓
佛
教
學
院　

二
〇
一
四
年
六
月

法
鼓
佛
學
學
報 

第
十
五
期　
法
鼓
佛
教
學
院　

二
〇
一
四
年
十
二
月

武
蔵
野
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要　

第
三
十
号　
武
蔵
野
大
学
仏
教
文
化

研
究
所　

二
〇
一
四
年
三
月

図
書

Chan M
aster Sheng Yen

『A Journey of Learning and Insight

』

D
harm

a D
rum

 Publishing Corporation　

二
〇
一
二
年
二
月

『
曹
洞
宗
檀
信
徒
意
識
調
査
報
告
書
２
０
１
２
年
』
曹
洞
宗
宗
勢
綜
合
調
査
委
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平
成
二
十
六
年
度
京
都
本
山
妙
覺
寺
歴
代
先
師
会
の
栞　

常
円
寺
日
蓮
仏
教

研
究
所　

二
〇
一
四
年
四
月

寄
贈
図
書

京
都
大
学 

白
眉
セ
ン
タ
ー
だ
よ
り　

第
6
号　

京
都
大
学 

白
眉
セ
ン
タ
ー

　

二
〇
一
三
年
九
月

松
長
有
慶
『
祈
り　

か
た
ち
と
こ
こ
ろ
』
春
秋
社　
二
〇
一
四
年
五
月

大
正
大
学
綜
合
佛
教
研
究
所
叢
書
第
27
巻 

『
頼
瑜
撰
『
真
俗
雑
記
問
答
』

の
研
究
』
ノ
ン
ブ
ル
社　

二
〇
一
二
年
二
月

在
家
佛
教 

二
〇
一
四
年　
１
月
号　

在
家
仏
教
教
会

在
家
佛
教 

二
〇
一
四
年　
２
月
号　

在
家
仏
教
教
会

在
家
佛
教 

二
〇
一
四
年　
３
月
号　

在
家
仏
教
教
会

在
家
佛
教 

二
〇
一
四
年　
４
月
号　

在
家
仏
教
教
会

在
家
佛
教 

二
〇
一
四
年　
５
月
号　

在
家
仏
教
教
会

在
家
佛
教 

二
〇
一
四
年　
６
月
号　

在
家
仏
教
教
会

川
崎
大
師
研
究
所
束
草
集
研
究
会
『『
束
草
集
』
訳
注
研
究
』
大
本
山
川
崎

大
師
平
間
寺2014

年

二
〇
一
四
年
度
　
寄
付

蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
へ
貴
重
な
ご
寄
付
の
ご
支
援
を
賜
り
ま
し
た
。
心
よ

り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
こ
に
感
謝
の
気
持
ち
と
と
も
に
お
名
前
を
掲

載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。（
五
十
音
順
）

上
村 
正
剛　

様

大
塚 
秀
高　

様

倉
松 

和
彦　

様

原 　

隆
政　

様

員
会　

二
〇
一
四
年
三
月

森
雅
秀
『Asian Iconographic Resources M

onograph Series 

７

鶴
見
大
学
図
書
館
所
蔵　

逸
見
梅
栄
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
画
像
史
料
３
』
ア

ジ
ア
図
像
集
成
研
究
会 

二
〇
一
三
年
十
一
月

森
雅
秀
『Asian Iconographic Resources M

onograph Series 

８

鶴
見
大
学
図
書
館
所
蔵　

逸
見
梅
栄
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
画
像
史
料
４
』
ア

ジ
ア
図
像
集
成
研
究
会 
二
〇
一
四
年
一
月

森
雅
秀
『Asian Iconographic Resources M

onograph Series 

９

鶴
見
大
学
図
書
館
所
蔵　

逸
見
梅
栄
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
画
像
史
料
４
』
ア

ジ
ア
図
像
集
成
研
究
会 

二
〇
一
四
年
三
月

森
雅
秀
『Asian Iconographic Resources M

onograph Series 

10 

KH
AJU

RAH
O

』
ア
ジ
ア
図
像
集
成
研
究
会 

二
〇
一
四
年
三
月

そ
の
他

大
谷
大
学
真
宗
綜
合
研
究
所 

研
究
所
報 

60　
大
谷
大
学
真
宗
綜
合
研
究
所　

二
〇
一
二
年
五
月

大
谷
大
学
真
宗
綜
合
研
究
所 

研
究
所
報 

64　
大
谷
大
学
真
宗
綜
合
研
究
所　

二
〇
一
四
年
六
月

大
谷
大
学
真
宗
綜
合
研
究
所 

研
究
所
報 

65　
大
谷
大
学
真
宗
綜
合
研
究
所　

二
〇
一
四
年
十
一
月

禅
研
だ
よ
り 

第
十
八
号　
愛
知
学
院
大
学
禅
研
究
所
参
禅
会　

二
〇
一
四
年
三

月
仏
研
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト 

ア
ッ
プ
・
ト
ゥ
ー
・
デ
ー
ト 

35　
淑
徳
大
学
長
谷
川

仏
教
文
化
研
究
所　

二
〇
一
三
年
十
月

仏
研
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト 

ア
ッ
プ
・
ト
ゥ
ー
・
デ
ー
ト 

36　

淑
徳
大
学
長
谷
川

仏
教
文
化
研
究
所　

二
〇
一
四
年
四
月

佛
教
大
学
綜
合
研
究
所
報 

第
三
十
五
号　

佛
教
大
学
綜
合
研
究
所　

二
〇
一
四
年
三
月
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蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要　

第
八
号

平
成
二
十
七
年
三
月
十
五
日
印
刷

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
発
行

編　

輯　
　
　

蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

製　

作　
　
　

株
式
会
社
ニ
ッ
ケ
イ
印
刷

発
行
者　
　
　

代
表　
　

遠
藤
祐
純

発
行
所　
　
　

蓮
花
寺
佛
教
研
究
所

　

〒
一
四
四
〇
〇
五
一
東
京
都
大
田
区
西
蒲
田
六
丁
目
十
三
番
十
四
号

　

℡
（
〇
三
）
三
七
三
四
｜
〇
七
八
五
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śālivāhana uvāca || 

suvarṇa-ratna-bhāṇḍāraṃ kumārī mama sundarī
8

 |

niveditaṃ
9

 mayātmā me ādeśo devi dīyatām || B98 || P93 ||

śrīvaṭayakṣiṇy uvāca ||

sādhu sādhu mahāprājña mamādeśa-prapālaka |

sādhayāmi na saṃdeho yuṣmat-satyena sādhaka || B99 || P94 ||

punar anyaṃ pravakṣyāmi māṇḍavyena yathā kṛtam |

rasoparasa-yogena siddhaṃ sūtaṃ susādhitam || B100 || P95 ||

viddha-śulvāyasaṃ
10

 nāgaṃ yathārtha-kāñcanaṃ kṛtam |

8 mama sundarī] P; manasudarī B, madasundarī R

9 niveditaṃ] P; nivedito R, navedita B 

10   viddhaśulvāyasaṃ] P; viddhaśulvāyanaṃ R, viddhaśulpāyasaṃ B
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śrīnāgārjuna uvāca | (R. p.827, P.14v)

sādhu sādhu mahāprajña tuṣṭo 'haṃ bhakti-vatsalaḥ | (B.15v)

kathayāmi na saṃdehas tat tvayā paripṛcchyatāṃ || B83 || P78 ||

valī-palita-nāśañ ca tathā kālasya vaṃcanam
3

 |

yathā lohe tathā dehe kramate nātra samśayaḥ || B84 || P79 || *pada c and d om. R

[sahasrāyuta-lakṣaḥ
4

] ca koṭivedhī bhaved rasaḥ |

tad ahaṃ saṃpravakṣyāmi sādhanaṃ ca yathā vidhiḥ || B85 || P80 || *whole verse om. R

sattvānāṃ bhojanārthāya sādhitā vaṭayakṣiṇī |

dvādaśāni ca varṣāṇi mahākleśaḥ kṛto mayā || B86 || P81 ||

tat-kāle
5

 dṛṣṭa-dravyāṇāṃ divyā vāṇī mayā śrutā |

adṛṣṭa-prārthitā paścāt dṛṣṭā tvaṃ bhava sāmpratam || B87 || P82 ||

śrīvaṭayakṣiṇy uvāca ||

sādhu sādhu mahāsiddha tvad-bhaktyā tu mahātmanaḥ |

yat-[kāryaṃ hvānitya]
6

 bhadrā tat-sarvaṃ pradadāmy ahaṃ || B88 || P83 || *pada b, c and d om. R

śrīnāgārjuna uvāca |

tuṣṭas tvaṃ yadi māṃ devi [kliṣṭa]
7

- dvādaśa-varṣakaṃ |

ātma-satyaṃ dade mahyaṃ tataḥ paścād dadāmy ahaṃ || B89 || P84 || *whole verse om. R

satyaṃ satyaṃ punaḥ satyaṃ aho vācā tridhā kṛtā |

kiñcit prārthaya me siddha tat-sarvaṃ pradadāmy aham || B90 || P85 || *pada a and b om. R

śrīnāgārjuna uvāca ||

yadi tuṣṭāsi me devi sarvadā bhakti-vatsale | 

durlabhaṃ triṣu lokeṣu rasa-bandhaṃ dadasva me || B91 || P86 ||

( 中略 )

3 vaṃcanam] B P; dhvaṃsanam R

4 sahasrāyuta-lakṣaḥ] conj. sahasrāyuta-lakṣa B, saha(…)āyuta la(…) P

5 kale] B P; kāla R

6 kāryaṃ hvānitya] em. kāryā (hv)ānitya B, kāryaṃ (hv)ānitā P

7 kliṣṭa] em. kliṣṭā B, kṛṣṇa P 
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Appendix

Prafulla Chandra Rāy, History of Chemistry in Ancient and Medieval India のテキストを底

本に、Bombey MS、Patna MS を校合した。Rāy のテキストに変更を加えた箇所を註に示した。

【略号】

R Prafulla Chandra Rāy, History of Chemistry in Ancient and Medieval India

B Bombey MS

P Patna MS 

[  ] uncertain word(s) 

conj. conjectured

em. emended

om. omitted in

r recto

v verso

Rasendramaṅgala, Chapter 4

(R. P.826, B.15r, P.14r)

śrīśaila-parvata-sthāyī siddho nāgārjuno mahān || B79 || P74 || 

sarva-sattvopakārī ca sarva-bhāgya-samanvitaḥ |

prārthito dadate śīghraṃ yaś ca paśyati yādṛśam || B80 || P75 ||

dṛṣṭvā tyāgañ ca bhogañ ca sūtakasya prasādataḥ |

sarva-satvāmayā-bodhī
1

 svarasena tathaiva ca || B81 || P76 ||

teṣāṃ madye pradhānaś
2

 ca ratnaghoṣaḥ pracārakaḥ |

kṛtāñjali-puṭo bhūtvā nāgārjuna-puraḥ sthitaḥ || B82 || P77 || 

pṛcchate rasa-karmāṇi vidyādānaṃ dadasva me ||

1 bodhī] B; vedhī R P

2 pradhānaś] em. pradhonaś P, pradhānañ R, pradhānaṃ B



ナーガールジュナとヤクシニー ─聖者伝説の展開と地域化─

297 (78)

言い表す名詞である。現在も続くナート（nāth）の伝統を形成している。

59 Rasaratnākara, Book 4 Rasāyanakhaṇḍa, Chapter 8, verse 1-185［Hellwig］

60 Ānaṇḍakanda, Chapter 12, verse 1-201［Hellwig］

61　Mañjuśrīmūlakalpa Chapter10, verse 12-13［Vaidya: 62］

śrīparvate mahāśaile dakṣiṇāpathasaṃjñike |

śrīdhānyakaṭake caitye jinadhātudhare bhuvi || 12 || 

siddhyante tatra mantrā vai kṣipraḥ sarvārthakarmasu |

62 Rasendramaṅgala, Chapter 1, verse 2［Śharmā: 2］ 

63　Prafulla Chandra Rāy は『History of Chemistry in Ancient and Medieval India』 の 中 で こ

の部分を『ラサラトナーカラ』として紹介している［Rāy 1956: 131-134, 316-320］。

Dominik Wujastyk は、Rāy が写本の混乱から『ラセーンドラマンガラ』を『ラサラト

ナーカラ』の一部として見做したことを明らかにしている［Wujastyk 1984: 75-76］。

第四章の前半までとは内容上、断絶があるものの、現在この部分は『ラセーンドラマ

ンガラ』の第四章の後半部分として認識されている［Meulenbeld 2000: 716］。実際、

Bombey 写本、Patna 写本は、Rāy が参照した Jammu 写本に記されていた第一偈の帰敬

頌を欠いており、第二偈以降が第四章の前半部分の偈頌から間断なく記されており、第

四章のコロフォンはこの後半の部分の後にくる。しかし『ラセーンドラマンガラ』のテ

キストを出版した Kavirāja Hari Śhankara Śharma は、この部分を別書と見做し、彼の

テキストには含めていない。なお Śharma はこの部分を『カクシャプタ・タントラ』と

見做しているようであるが［Śharma 2003: ⅻ］、現存する『カクシャプタ・タントラ』

の諸写本はこの部分を含んでいない。

64 Rasendramaṅgala, Chapter 4, verse 79-100 [Bombey MS: 15r-15v]、 verse 74-95 [Patna 

MS: 14r-14v]、[Rāy: 316-317]。テキストは Appendix を参照。

65 「ジョーティル・リンガ（Jyotirliṅga）」は「光り輝くリンガ」を意味する。シヴァがジ

ョーティル・リンガとなって三界を貫いたとする神話に基づく。十二のシヴァの巡礼地

に祀られている。

66 シヴァの化現の一つ。智慧を司るとされる。

〈キーワード〉　ラサ・ラサーヤナ（rasarasāyana）、シュリーシャイラ（Śrīśaila）、『ラセー

ンドラマンガラ（Rasendramaṅgala）』、『八十四成就者伝（Caturaśītisiddhapravṛtti ）』
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po'i sras po snga ma rnams kyang rgyal srid ma thob par 'das shing. bu dang tsa bo'i bar 

yang 'das zer bas zhin tu yid mi dga' ba la ma na re 'o na thabs yod. slob dpon byang 

chub sems dpa' yin pas dbu bslangs na ster bas. slob dpon 'da' bas khyd la rgyal srid 

'byung zer. rgyal bos dpal gyi rir phyin dbu bslangs pas. mtson chas ma chod par sngon 

rtzva sngon pos srog chags kyi ske bcad pa'i las gzigs nas ku shas bcad nas gnang. nga 

ni 'di nas bde ba can du gro. phyin nas lus 'di la yang 'jug par 'gyur. ces sgra byung. der 

sa gyos. mu ge lo bcu gnyis kyi bar du byung skad. 

rgyal bas slob dpon bcud len grub pas slar 'grig gis dogs nas dbu dpag tsad mang pos 

chod pa'i sar kher. der gnod sbyin mos phrogs. dbu pha bong gi khar bzhag pas pha bong 

gas pa'i sa der 'phags pa spyan ras gzigs lha lda'i rdo sku rang byon du byon. dbu dang 

sku lus gnyis la yon bdag gnod sbyin mos so sor lha khang brtzigs. de gnyis kyi bar du 

sngon dpag tsad bzhi tzam yod snang ba. da ltar rgyang grags gcig kyang bag mi snang 

gsung.

de ni bdag gi bla mas kyang mjal te. rdo'i rtzig pa rnams 'brel te brag lta bur song ba'i 

lha khang cho 'phrul dang gnyan cha che ba. sgo ni med. dkar khung nas bltas pa la. 

gnyis ka'ng khri'i steng na rdo sku'i dum bu 'dra ba re 'dug gsung.

55 ラサーヤナ（rasāyana）は、液体を意味する「ラサ（rasa）」と、道を意味する「アヤナ

（ayana）」との合成語である。本来、アーユルヴェーダにおいて、身体の構成要素（dhātu）

の一つである「体液（rasa）」を増強させる健康法を意味した。ラサシャーストラの時代

になると「ラサ＝シヴァの体液＝水銀」という解釈を生じ、ラサは水銀（pārada）の同

義語とされたり、様々な鉱物を用いて精製される錬金薬を意味するようになった。

56 拙稿［山野 2008］。

57 アンドラ・プラデーシュ州、ナラマライ（Nallamalai）山地に位置する現在のシュリー

シャイラム（Śrīśailam）。これまでナーガールジュナ伝の中から歴史的事実を抽出する

試みが幾度となく行われ、こうした試みの中でシュリー山はイクシュバーク（Ikṣuvāku）

朝の都城のあったヴィジャヤプリー（Vijayapurī）、現在のナーガールジュナコンダ

（Nāgārjunakoṇḍa）に同定されてきた。しかしながら、これらの歴史主義的な解釈は、

後代に成立した資料によりながらも、その史料的価値や文化的なコンテクストを省みて

いないことに問題があるといえる。拙稿［山野 2008］参照。

58　ナータ（nātha）の原意は「主」「守護者」。シッダと同様、タントラ世界における聖者を



ナーガールジュナとヤクシニー ─聖者伝説の展開と地域化─

299 (76)

bar byed do. de'i dus su slob dpon gyis dbu byin pa gzhan gan gis kyang ma chod pa na. 

rtza ku sha gcig gis rang gi dbu bcad nas tsangs pa la sbyin no. de nas shing thams cad 

kyang skams. mi thams cad kyai bsod nams kyang 'gribs so. sngar gyi gnod sbyin mo 

brgyad kyis slob dpon gyi sku lus bsrungs nas da lta yang yod do. 

bla ma'i gdung 'tsob tu klu'i byang chub bzhugs pa'i 'od nub mo 'bro ba zla re tzam da lta 

yang yod do.slob dpon gyi sku lus de rgyal ba byams pa'i bstan pa la slar bzhengs nas 

'gro ba'i don mdzad gsungs so. 

52 The Collected Works of Bu-ston vol.26 Ya: 100b

de'i tse rgyal po mthar 'gro zhon nam bde spyod bzang po la bu gzhon nu nus ldan zhes 

bya ba zhig la mas gos bzang srubs med pa zhig byin pas 'di ngas rgyal srid 'dzin dus su 

dgos zer ba la. mas khyod kyis rgyal srid 'dzin pa mi 'ong. yab dang slob dpon klu sgrud 

tse sgrub dang bcud len stabs su byas pas grub ste slob bpon dang srog gcig pa yin zer 

ba dang. 

des dpal gyi ri la slod dpon klu sgrub bzhegs sar phyin te dbu bslangs pas chod gsung 

ste ral gris bcad pas ma chod pa na. slob dpon na re. ngas rtzwa ku sha bcad pas srog 

chags shi ba'i rnam smin yod pas ku shas cgod gsungs nas bcad pas ske'i rtza ba nas. 

nga ni bde ba can gyi 'jig rten du. phyin nas lus 'di la yang 'jug par 'gyur. zhes tsigs bcad 

byung ngo. 

dbu de des khyer te phyin pas gnod sbyin mos 'phrogs te dpag tsad gcig tu dor ro. dbu 

dang sku lus gnyis ka ma nyams par lo re zhing nyer song nas mthar 'byar nas bstan pa 

dang 'gro don mdzad ces grag go.

53 人喰鬼としてのヤクシニーについては拙稿［山野 2012］を参照。

54 The Collected Works of Ta ra na tha, vol.16 Ma: 559-560

phyis dpal gyi rir lo nyis brgya tzam gnod sbyin mo rnams kyi 'khor dang bcad te 

sngags kyi spyod pas bzhugs. mtsan bzang po so gnyis kyang sku la 'grub. phyis dbu 

sbyin par btang ba'i rkyen gyis lo phyed lo'i lo drug brgyar bdun cu don gcig gis ma 

tsang skad de.〈中略〉

de yang rgyal po bde spyod kyi bu chung ngu su sha kti rgyal bu rab nus sam. rgyal 

bu nus ldan yang zer te de rgyal srid la dga' bas ma na re. yab slob dpon dang sku tso 

mnyam par byin gyis brlabs 'dug. slob dpon rdo rje'i sku yin pas 'grong ba med. rgyal 
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是身如泡、流轉四生、去來六趣。宿契弘誓、不違物欲。然王子、有一不可者、其將若何。

我身既終、汝父亦喪。顧斯為意、誰能濟之。

龍猛俳佪顧視、求所絕命、以乾茅葉自刎其頸。若利劍斷割、身首異處。王子見已、驚奔而去。

門者上白、具陳始末、王聞哀感、果亦命終。

44 Kathāsaritsāgara Book 7, Chapter 7, verse 29-60［Jagadīśalāla: 188-189］

『カターサリットサーガラ（Kathāsaritsāgara）』はグナーディヤ（Guṇādhya）『ブリハ

ットカター（Bṛhatkathā）』の改稿本の一つ。『ブリハットカター』の原典は現存せず、

現在伝わっているのは十一世紀以降に編述された改稿本のみである。『ブリハットカタ

ー』の成立は改稿本よりも数世紀さかのぼる。玄奘の『大唐西域記』は、この他にも『カ

ターサリットサーガラ』と共通する説話を土地の伝説として伝えている。

45 ［Granoff 1994:51-52］を参照。Prabandhacintāmaṇi［Vijaya: 119-120］

46 Rājaśekharasūri の年代は一般的に 880- 920 頃とされているが、この書の成立は 1349

年とされている。

47 ［Granoff 1994:49-51］を参照。Prabandhakośa［Vijaya : 85-86］

48 『大唐西域記』では「茅」、『八十四成就者伝』、『プトン仏教史』、『七口決付法伝』では「ク

シャ（tib. ku sha）」とされる。クシャ草とダルバ草はしばしば同一視される。正確には

クシャ草は Imperata cylindrica、ダルバ草は Desmostachya bipinnata を指すようである。

49 ジャイナ教の二十四聖者（tīrthāṅkara）の一人。

50 シュリー山（tib. dPal gyi ri）は、通常「Śrīparvata」と還梵されている。śrī（吉祥）と

parvata（山）の合成語であるこの語は普通名詞にもとれるが、インドの諸文献はこれを

固有名詞として扱っている。一方、śrī（吉祥）と śaila（山）の合成語である、「Śrīśaila」

もまたシュリー山の原語として想定し得る。固有名詞としてのシュリーシャイラ

（Śrīśaila）は、「Śrīparvata」と呼称されることもある。拙稿［山野 2008］参照。

51 Caturaśītisiddhapravṛtti, Peking no. 5091, rGyud-'grel Lu: 20b-21b

slob dpon gyis lho phyogs dpal gyi ril byon nas sgom sgrub mdzad kyin yun ring du 

bzhugs pa la. 〈中略〉

de nas slob dpon 'phags pas dngos po thams cad sbyin par btang ba la. lha tsangs pas 

bram ze gcig tu sprul nas dbu blangs pas. slob bpon gyis kyang ster bar zhal gyis bzhes 

pa dang. rgyal po sa' la bha ndhas slob dpon 'grongs pa'i sdug bsngal ma  bzod nas slob 

dpon gyi zhabs la spyi bos btugs te grongs so. mi thams cad kyang bram ze de la kha zer 
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いる。『カターサリットサーガラ』には、ナーガールジュナが不死薬（amṛta）を製造し

ていたところ、インドラがこれに気付き、神と人間との区別がなくなることを憂慮して、

これを阻止したとする物語を説いている。Kathāsaritsāgara Book 7, Chapter 7, verse 

12-28［Jagadīśalāla: 188-189］。不死薬と錬金術との相違があるものの、神的存在がナ

ーガールジュナを阻止するというモチーフがここに踏襲されている。

41 弘法大師と高野山の丹生都比売、狩場明神の伝説など。しかしながら、役行者と葛城山

の一言主のように、聖者と在地の神との関係が対立的なパターンもある。

42 慧超より約三十年前にインドを訪れた義浄（635-713 インド旅行 671-695）によると、

この頃インドには梵本にして十萬頌、漢訳にして三百卷ほどになる呪法のコレクション

「毘睇陀羅必棏家（vidyādhara-piṭaka）」が流行していたとされる。これは「天に昇り、

龍に乗り、百神を役使し、生を利する道」を説くもので、ナーガールジュナはこれらの

呪法に通じていたとされている。この表現は多分に中国的であり、当時のタントラの呪

法の内容を正確に伝えているとは言い難いが、義浄が道教の使役の法のカウンターパー

トとして認識し得たような呪法が当時のインドに存在していたことが窺える。『大唐西域

求法高僧傳』卷二（大正 no. 2066, 51:6c-7a）

43 『大唐西域記』巻第十（大正 no. 2087, 51:929a-c） 憍薩羅國

城南不遠有故伽藍、傍有窣堵波、無憂王之所建也。昔者如來曾於此處現大神通、摧伏外道。

後龍猛菩薩止此伽藍。時此國王號娑多婆訶（唐言引正）。珍敬龍猛、周衛門廬。〈中略〉

龍猛菩薩善閑藥術、餐餌養生、壽年數百、志貌不衰。引正王既得妙藥、壽亦數百。

王有稚子、謂其母曰。如我何時得嗣王位。母曰。以今觀之、未有期也。父王年壽已數百歲、

子孫老終者蓋亦多矣。斯皆龍猛福力所加、藥術所致。菩薩寂滅、王必殂落。夫龍猛菩薩

智慧弘遠、慈悲深厚、周給群有、身命若遺。汝宜往彼、試從乞頭。若遂此志、當果所願。

王子恭承母命、來至伽藍。門者敬懼故得入焉。時龍猛菩薩方讚誦經行、忽見王子、佇而

謂曰。今夕何因降跡僧坊、若危若懼、疾驅而至。對曰。我承慈母餘論、語及行捨之士。

以、為含生寶命。經語格言未有輕捨報身施諸求欲。我慈母曰。不然。十方善逝、三世如

來、在昔發心、逮乎證果。勤求佛道、修習戒忍、或投身𩚅獸、或割肌救鴿。月光王施婆

羅門頭、慈力王飲餓藥叉血。諸若此類、尤難備舉。求之先覺、何代無人。今龍猛菩薩篤

斯高志。我有所求、人頭為用。招募累歲、未之有捨。欲行暴劫殺、則罪累尤多。虐害無

辜、穢德彰顯。惟、菩薩修習聖道、遠期佛果。慈霑有識、惠及無邊。輕生若浮、賤身如

朽。不違本願、垂允所求。龍猛曰。兪、誠哉是言也。我求佛聖果、我學佛能捨。是身如響、
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たが、シルプル（Sirpur）に大規模な遺跡群が発見されて以降、当地をダクシナコーサ

ラ国の都城とする説が優勢である。

33 『大唐西域記』巻第十（大正 no.2087, 51:929c-930a）

國西南三百餘里至跋邏末羅耆釐山（唐言黑蜂）。岌然特起、峰巖峭險、既無崖谷、宛如

全石。引正王為龍猛菩薩鑿此山中、建立伽藍。去山十數里、鑿開孔道、當其山下仰鑿疏

石。其中則長廊・步簷・崇臺・重閣、閣有五層、層有四院、並建精舍、各鑄金像量等佛

身、妙窮工思。自餘莊嚴、唯飾金寶。從山高峰臨注飛泉、周流重閣、交帶廊廡。疏寮外

穴、明燭中宇。初引正王建此伽藍也、人力疲竭、府庫空虛、功猶未半、心甚憂慼。龍猛

謂曰、大王何故若有憂負。王曰、輒運大心、敢樹勝福、期之永固、待至慈氏。功績未成、

財用已竭。每懷此恨、坐而待旦。龍猛曰、勿憂。崇福勝善其利不窮、有興弘願、無憂不

濟。今日還宮、當極歡樂、後晨出遊、歷覽山野已、而至此、平議營建。王既受誨、奉以

周旋。龍猛菩薩以神妙藥、滴諸大石、並變為金。王遊見金、心口相賀、迴駕至龍猛所曰、

今日畋遊、神鬼所惑、山林之中時見金聚。龍猛曰、非鬼惑也。至誠所感、故有此金。宜

時取用、濟成勝業。遂以營建功畢有餘。於是五層之中各鑄四大金像、餘尚盈積、充諸帑藏。

招集千僧、居中禮誦。龍猛菩薩以釋迦佛所宣教法及諸菩薩所演述論、鳩集部別、藏在其

中。故上第一層唯置佛像及諸經論、下第五層居止淨人、資產、什物、中間三層僧徒所舍。

聞諸先志曰、引正王營建已畢、計工人所食鹽價、用九拘胝（拘胝者、唐言億）金錢。其

後僧徒忿諍、就王平議。時諸淨人更相謂曰、僧徒諍起、言議相乖、凶人伺隙、毀壞伽藍。

於是重閣反拒以擯僧徒。自爾已來、無復僧衆。遠矚山巖、莫知門徑。時引善醫方者入中

療疾、蒙面入出、不識其路。

34 「縁起」といえば日本では、僧侶や神官のような知識人が参与し、文字によって伝えら

れる寺社縁起が主となるため、口承の伝説と区別される場合もあるが、ここではなにか

の起源について語っている起源説話を縁起譚と呼んでいる。

35 弘法大師が錫杖で地面をついて湧水を得たという弘法の水、弘法の井戸の伝説などは日

本各地に見られる。

36 Caturaśītisiddhapravṛtti, Peking no. 5091, rGyud-'grel Lu: 20a

37 The Collected Works of Bu-ston, vol.26 Ya: 99b

38 The Collected Works of Ta ra na tha, vol.16 Ma: 558

39 ［Roșu 1992: 154］を参照。Navanāṭhacaritra［Ramakrishnaiye: 240-247］。

40 この伝説は、岩を金に変えるというモチーフに加え、もう一つ別のモチーフが介在して
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まれている。

25 ここで言及されているのは「夜叉神」であるので、正確には女性形の「ヤクシニー

（yakṣiṇī）」ではなく、男性形の「ヤクシャ（yakṣa）」を指すものと思われる。

26 『遊方記抄』「一 往五天竺國傳（新羅慧超記）」（大正 no.2089, 51: 976a）

於彼山中有一大寺。是龍樹菩薩使 * 夜叉神造、非人所作。並鑿山為柱、三重作樓。四面

方圓三百餘步。龍樹在日寺有三千僧。獨供養以十五石米、每日供三千僧、其米不竭、取

却還生元不減少。然今此寺廢、無僧也。龍樹壽年七百、方始亡也。* 使 ] or 便（大正蔵

の底本は敦煌遺書のみ）

27 「波羅越者天竺名鴿也」とあるので、ハトを意味する「pārāvata」が原語であると思われ

る。法顕はこの寺院の最上層がハトのレリーフで飾られていたと述べている。

28 現在のウッタル・プラデーシュ州、アラーハーバードよりヤムナ河沿いに南西約 55km

に位置したとされる。

29 由延（yojana）は一説に約 8km とされる。この計算でいくと 200yojana は 1600km に

なる。

30 「達嚫（Dakṣiṇa）」は南を意味する。いかなる王朝をさすのかは不明であるが、法顕の

時代にデカン高原に栄えていたのはヴァーカータカ（Vākāṭaka）朝である。

31 『高僧法顯傳』（大正 no.2085, 51: 864a-b）

從此南行二百由延、有國、名達嚫。是過去迦葉佛僧伽藍。穿大石山、作之。凡有五重。

最下重作象形、有五百間石室。第二層作師子形、有四百間。第三層作馬形、有三百間。

第四層作牛形、有二百間。第五層作鴿形、有一百間。最上有泉水、循石室前、繞房、而

流周圍迴曲、如是乃至下重、順房流、從戶而出。諸僧室中處處穿石、作窓牖、通明。室

中朗然、都無幽闇。其室四角穿石、作梯蹬上處。今人形小、緣梯上、正得至。昔人一腳

躡處。因名此寺為波羅越。波羅越者天竺名鴿也。其寺中常有羅漢住。此土丘荒、無人民居、

去山極遠、方有村。皆是邪見、不識佛法沙門婆羅門及諸異學。彼國人民常見飛人來入此寺。

于時諸國道人欲來禮此寺者、彼村人則言、汝何以不飛耶、我見此間道人皆飛。道人方便

答言、翅未成耳。達嚫國幽嶮、道路艱難難知處。欲往者要當齎錢貨、施彼國王。王然後

遣人送、展轉相付、示其逕路。法顯竟不得往。承彼土人言、故說之耳。

32 この「憍薩羅国」は、シュラーヴァスティー（Śrāvastī）を都城とするコーサラ国ではなく、

南インドと中インドの境に位置するマハーコーサラ（Mahākosala）あるいはダクシナコ

ーサラ（Dakṣiṇakosala）と呼ばれた国である。その場所は長らく議論の的となってい
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（Naṭikā）は木の枝をもち［Vaidya: 441］、ナラヴィーラー（Naravīrā）はアショカ樹

に住い［Vaidya: 443］、ヤクシャクマーリカー（Yakṣakumārikā）はシトロンの実とア

ショカ樹の枝をもつ［Vaidya: 443］。またマノージュニャー（Manojñā）のサーダナは

アショカ樹の下で行われることが指示されている［Vaidya: 444］。

17 ヴァタヤクシニー（Vaṭa-yakṣiṇī）のサーダナは、『ウッダーマレーシュヴァラ・タントラ』、

『カクシャプタ・タントラ』、『カーマラトナ・タントラ』、『ダーマラ・タントラ』に共通

して説かれている。また『マンジュシュリー・ ムーラカルパ』3 章には、説会に集まる

五十のヤクシニーの名が列挙される中、「ヴァタヴァーシニー（Vaṭavāsinī）」の名が見

える。「Vaṭavāsinī」は「ヴァタ樹に住む者」を意味し、ヴァタヤクシニーの異名である。

18 バリ供養は、ブータ（bhūta）等の霊的存在に捧げられる供養として規定されている。『マ

ヌ法典 （Manusmṛti）』では、このバリ供養が、ブラフマン、神々、祖霊への供養ととも

に、家長に課せられる義務とされている。Manusmṛti, Chapter 3, verse 70［Yano and 

Ikari］。 

19 古来の樹神やヤクシャの祭祀については、『ジャータカ（Jātaka）』がいくつかの情報を

提供してくれる。「バッダサーラ樹神本生 （Bhaddasāla-jātala）」Jātaka Ⅳ［PTS: 153-

154］、「豺本生 （Sigāla-jātaka）」Jātaka Ⅰ［PTS: 425］、「鉄槌本生（Ayakūta-jātaka）」

Jātaka Ⅲ［PTS: 145-146］など。

20 本尊を勧請し、供養する儀礼。

21 本尊を勧請し、聖火に供物を捧げる儀礼。焼供、護摩と漢訳される。

22 『ウッダーマレーシュヴァラ・タントラ』、『カクシャプタ・タントラ』、『カーマラトナ・

タントラ』、『ダーマラ・タントラ』、『マンジュシュリー・ムーラカルパ』、『佛說金剛手

菩薩降伏一切部多大教王經』におけるヤクシニー・サーダナでは、ヤクシニーが金貨

（dīnāra）や銀貨（rūpya）を一日に何枚恵むといった恩恵が細かに規定されている。

23 一例をあげると『カクシャプタ・タントラ』では、33 ヤクシニーのうち、スヴァーミー

シュヴァリー（Svāmīśvarī）、ヴァタヤクシニー（Vaṭayakṣiṇī）、ヴィシャーラー（Viśālā）、

マハーバヤー（Mahābhayā）の 4 ヤクシニーがラサあるいはラサーヤナの恩恵を授ける。

ヴィシャーラーはタマリンドを住居とするヤクシニーである。

24 二十四聖者（tīrthāṅkara）を守護するヤクシニーについては［Cort 1987: 240-243］を

参照。なおこれらのヤクシニーにはカーリー（Kālī）やガウリー（Gaurī）、チャームン

ダー（Cāmuṇḍā）、アンビカー（Ambikā）等、本来はヤクシニーではない女神たちも含
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lokālokāntarālokaṃ darśayaty avicārataḥ || 84 ||

auṣadhīś ca tadā divyā-rasāṃś ca vividhān api |

śāstrāṇi vividhāny āśu sādhayec chānti-siddhaye || 85 ||

dadāti samyak siddhā sā susiddhīr jananī yathā |

8  菩提流志譯『不空羂索神變真言經』卷第十八（大正 no. 1092, 20: 323c） 

若治地作壇以瞿摩夷如法泥塗。當壇心上以赤土 * 畫藥叉女。以粳米紛界壇四面、以粳米

麨壇中供養。用前炭香如是一真言一呼藥叉女。燒已。復以白芥子一真言一打藥叉女像。

得真藥叉女現前而來。任諸命使隨真言者意。若請作母、 常逐擁護如護赤子、供給所須一

切財寶。若請作姉妹、隨日供給衣服財錢而不乏少。* 土 ]（宋元明）; 二（麗）

9  Mañjuśrīmūlakalpa, Chapter 52［Vaidya: 440-447］。『マンジュシュリー・ ムーラカル

パ』52 章には、8 ヤクシニー、6 ヤクシニー、5 ヤクシニー、合計 19 ヤクシニーのサ

ーダナが説かれている。『マンジュシュリー・ ムーラカルパ』の漢訳『大方廣菩薩藏文

殊師利根本儀軌經』（大正 no.1191）にはこの箇所はない。

10 法天訳『佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經』巻中、下（大正 no.1129, 20: 558-

559）に「八大夜叉女成就法」が説かれている。

11 法天訳『佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經』巻上、下（大正 no.1283, 20: 346-347）に 13

夜叉女の真言が説かれている。ただしこれはヤクシニー・サーダナではなく、曼荼羅儀

軌の中に説かれるものである。

12 Uḍḍāmareśvaratantra, Chapter 9［Zadoo: 36–43］

13 『カクシャプタ・タントラ』には 33 ヤクシニーのサーダナが説かれている。この

うち 13 ヤクシニーが『ウッダーマレーシュヴァラ・タントラ』と共通している。

Kakṣapuṭatantra, Chapter 14［Yamano: 80-117］

14 『カーマラトナ・タントラ』には 29 ヤクシニーのサーダナが説かれている。このうち

14 ヤクシニーが『ウッダーマレーシュヴァラ・タントラ』と、18 ヤクシニーが『カク

シャプタ・タントラ』と共通している。Kāmaratnatantra, Chapter15［Vidyābhūṣaṇa 

and Vidyāratna: 122-128］

15 『ダーマラ・タントラ』には 6 ヤクシニーのサーダナが説かれている。このうち 3 ヤク

シニーが『ウッダーマレーシュヴァラ・タントラ』と、6 ヤクシニー全てが『カクシャ

プタ・タントラ』と共通している。Dāmaratantra, Chapter 6［Rai: 77-81］

16 『マンジュシュリー・ ムーラカルパ』52 章に説かれるヤクシニーのうち、ナティカー
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ラを唱えることは、中心的な実践であるので、ここでは「呪法」という用語を使用した。

2  しかしながら、西洋の魔術師がキリスト教の埒外に置かれ、正統に対立するものとして

現れるのに対して、インドのシッダは各宗教の伝統の内部にある。

3  『龍樹菩薩伝』（大正 no.2047a、2047b）、『付法蔵因縁伝』（大正 no. 2058）など。初期

の龍樹伝については拙稿［山野 2009］を参照。

4  古代においては「ヤクシニー（yakṣiṇī）」よりも「ヤクシー（yakṣī）」、パーリ語で「ヤ

ッキー（yakkhī）」の名称が一般的に用いられている。

5  仏教では「チャイトヤ（caitya）」といえば仏塔や祠堂を意味するが、この語は本来、神

的存在の依代となる塚、壇、聖樹などを意味した。ヤクシャは、チャイトヤに宿る神的

存在であり、人々はチャイトヤに供養を捧げることによって、目に見えない神的存在の

恩恵を期待した。 

6  一般的にヴィシュヌ派のパンチャラートラ聖典はシヴァ派のタントラ文献より成立が早

いと見なされている［Padoux 1990: 67］。『ジャヤーキャ・サンヒター』の成立時期に

ついては、Embar Krishnamacharya が本書中に言及される字体に関する所見から、450 

A.D. としているが［Krishnamacharya 1967: 30–34］、議論の余地はあるだろう。

7  Jayākhyasaṃhitā, Chapter 26, verse 77–86［Krishnamacharya: 294-295］

kauśeya-vastram ānīya likhet tatra ca yakṣiṇīm || 77 ||

sarvābharaṇa-saṃyuktāṃ surūpāṃ manasepsitām |

yathoktena vidhānena mantraṃ saṃpūjya pūrvavat || 78 ||

upoṣitaś cārdharātre dadyād dhūpaṃ saguggulum |

saptāham evaṃ kurvīta japec cāpy ayutaṃ sadā || 79 ||

saptame hy ardharātre tu saśabdaḥ kampate paṭaḥ |

pratyakṣam āste viprendra-rūpaiś varyeṇa saṃyutā || 80 ||

yadā tu na kṣubhen mantrī tadā siddhā 'sya sā bhavet |

mātā vā bhaginī bhāryā kā bhavāmīti bhāṣate || 81 ||

tasyā yatheṣṭaṃ vaktavyaṃ nirvikalpena cetasā |

sā siddhā sarvakāryāṇi sādhayaty āśu mantriṇaḥ || 82 ||

kāmaṃ dadāti vividhaṃ nānārūpair yathepsitam |

jāyātvena dvijaśreṣṭha yadā cāṅgīkṛtā purā || 83 ||

nidhīn athākṣayān śaśvad bhaginī-tve prayacchati |
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註

1  タントラには「サーダナ（sādhana）」と呼ばれる宗教実践が説かれている。sādhana と

は動詞 sādh（達成する）から派生した名詞であり、漢訳仏典では「成就法」等と翻訳さ

れる。達成される所のものは、財産や愛といった世俗的なものから、悟りや解脱といっ

た超俗的なものまでが含まれる。この宗教実践には、本尊を供養し、マントラ（mantra）

を唱え、ホーマ（homa）やヨーガ（yoga）を行うこと等が含まれる。なかでもマント
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Kakṣapuṭatantra [Yamano]
Chieko Yamano,‘Yakṣinī-sādhana in the Kakṣapuṭa-tantra: Critical Text, Translation and 
Introduction’『国際仏教学大学院大学研究紀要』第 17 号 2013

Kāmaratnatantra [Vidyābhūṣaṇa and Vidyāratna]
Indrajālavidyāsaṃgrahaḥ; tatra indrajālaśāstram, kāmaratnam, dattātreyatantram, 
saṭkarmmadīpikā, siddhanāgārjunakakṣapuṭam, Śrīāśubodha Vidyābhūṣaṇa and 
Śrīnityabodha Vidyāratna (ed.) (Calcutta:Vacaspatyayantra, 1915)

Mañjuśrīmūlakalpa [Vaidya]
Mañjuśrīmūlakalpa, Mahayanasutrasamgraha partII, Buddhist Sanskrit Texts 18, 
Paraśurāma Lakshmaṇa Vaidya (ed.) (Darbhanga 1964) 

Manusmṛti [Yano and Ikari]
INDOLOGY's Virtual e-Text Manusmṛti, typed, analyzed and proofread by M.YANO and 
Y.IKARI

Navanādhacharitra [Ramakrishnaiye] 
Navanādhacharitra: A Dvipada Kavya by Gaurana, Madras University Telugu Series No.7, 
K. Ramakrishnaiye (ed.)（University of Madras 1937）

Prabandhacintāmaṇi [Vijaya]
Prabandha Cintāmaṇi of Merutuṅgācārya, Siṅghī Jaina granthamālā 1, Jina Vijaya (ed.) 
(Siṅghī Jaina Jñānapīṭha, 1933)

Prabandhakośa [Vijaya]
Prabandhakośa of Rājaśekharasūri, Singhi Jain granthamālā 6, Jina Vijaya (ed.) (Siṅghī 
Jaina Jñānapīṭha, 1935)

Rasaratnākara [Hellwig]
Electronic text Rasaratnākara, entered by Oliver Hellwig, Based on the ed.n by Vaidya 
Jadavji Tricumji Acarya (Caukhamba Sanskrit Office 1939)

Rasendramaṅgala  [Śharmā]
Rasendra Maṅgalam of Nāgārjuna, Kavirāja H.Ś.Śharmā (ed.) (Chukhambha Orientalia 
2003)

Rasendramaṅgala  [Rāy]
Prafulla Chandra Rāy, History of Chemistry in Ancient and Medieval India (Indian 
Chemical Society 1956）

Rasendramaṅgala  [Bombey MS]
Library of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society

Rasendramaṅgala  [Patna MS]
Hemacandracarya Jaina Jnanamandira MS 8930
Śrī Sāgara Gacchano JainaJñānabhaṃdāra collection, Patan

Uḍḍāmareśvaratantra [Zadoo]
Uddamareshvara Tantram, Kashmir Series of Texts & Studies LXX, Jagad Dhar Zadoo (ed.) 
(the normal Press 1947)
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成立した事例を紹介した。

 以上、タントラ世界におけるヤクシニー信仰に焦点を当て、伝説の地域化

を通してヤクシニー信仰がナーガールジュナ伝にとりこまれていった過程を

みてきた。また同時に、この伝説の展開を通して、伝説、民間信仰、呪法、

医術、錬金術が交差する文化的土壌としてのタントラ世界の一端を示すこと

ができたと思う。これまでナーガールジュナ伝の中から歴史的事実を抽出す

る試みが幾度となく行われてきたが、これら歴史主義的な解釈は後代に成立

した資料に依拠しながらも、その文化的なコンテクストを省みることがなか

った点に問題があったといえる。歴史的事実とは無縁とされ、あまり省みら

れることがなかった伝説の数々も、こうして文化的なコンテクストの中に置

き直すことによって、多くのことを語り出すのである。

参考文献
【一次資料】
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Electronic text Anandakanda, Input by Oliver Hellwig, Based on the ed. by S.V.Radhakrishna 
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bKa' babs bdun ldan gyi brgyud pa'i rnam thar ngo mtshar rmad du byung ba rin po che'i 
khungs lta bu'i gtam, The collected works of Ta ra na tha, Phun tshogs gling, vol.16 Ma
 
Bu ston chos ’byung [Collected works of Bu-ston]
bDe bar gshegs pa'i bstan pa'i gsal byed chos kyi 'byung gnas bsung rab rin po che'i mdzod,
The collected works of Bu-ston vol.26, edited by Lokesh Chandra, International Academy of 
Indian Culture 1971, Ya

Caturaśītisiddhapravṛtti [Peking]
Caturaśītisiddhapravṛtti, tib.Grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i lo rgyus, Peking ed. Otani no. 
5091, bsTan 'gyur: Lu

Dāmaratantra [Rai]
Damara Tantra, Tantra granthamala no. 13, Ram Kumar Rai (ed.) (Prachya Prakashan, 1988)

Jātaka [PTS]
Jātaka with Commentary, 7 volumes, V. Fausbøll (ed.) (Pali Text Society 1877-1896, 1990-1)
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Jayākhyasaṁhitā of Pāñcarātra Āgama, Gaekwad's oriental series no. 54, Embar 
Krishnamacharya (ed.) (Oriental Institute 1967)
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ヴァタ樹のもとに祀られている。ヴァタ樹はシヴァとの結びつきが密接であ

り、例えば、ダクシナームールティ（Dakṣiṇāmūrti）66 としてのシヴァは、

ヴァタ樹のもとに座った姿で造形化される。タントラ世界におけるヴァタヤ

クシニーの性格に加え、こうした当地におけるチャイトヤ樹としてのヴァタ

樹の信仰が、前述の設定に与えた影響を考えてもよいかもしれない。

まとめ
 

 ここでとりあげた三つの伝説の要点をまとめると以下の通りである。

 第一の「山中に眠るナーガールジュナの石窟寺院の伝説」では、中国から

の入竺僧たちによって南天竺の石窟寺院の伝説が語られていく中で、この伝

説がナーガールジュナと結びつき、そこから夜叉神がナーガールジュナのた

めにこの寺院を建立したとする伝説が派生していった過程を見てきた。ここ

では、在地の神である夜叉神がナーガールジュナに従ったことによって、伝

説の地域化が図られていることを指摘した。

 第二の「ナーガールジュナ復活の伝説」では、ナーガールジュナ入滅の伝

説が地域化しながらヴァリエーションを派生していく中で、「長生術」という

モチーフを媒介としてシュリー山と結びつき、ナーガールジュナの復活伝説

が成立した過程を確認した。このナーガールジュナの復活伝説は、ヤクシニ

ーたちが建立したとされる石窟寺院の縁起譚として語られており、ここでも

ヤクシニーたちが在地の神としてナーガールジュナの伝説を土地の縁起譚へ

と地域化させていく役割を果たしていたことを指摘した。

 第三の「錬金術師ナーガールジュナ」では、シュリー山におけるナーガー

ルジュナ伝説のさらなる展開の一例をあげた。ラサシャーストラの流行を背

景に、ラサシッダとしてのナーガールジュナの名声が確立していく中、シュ

リー山でナーガールジュナが錬金術を開説するという設定をもったラサシャ

ーストラが現れるに至った。ここでは生命力と不死の象徴である樹神、ヴァ

タヤクシニーが、「ラサ・ラサーヤナ」というモチーフを媒介として、シュリ

ー山、ナーガールジュナと結びつき、シュリー山においてヴァタヤクシニー

がナーガールジュナにラサ・ラサーヤナの教えを授けるという対話の設定が
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身に喜んで、満足したならば、三界において得難いラサの調合を
私に与え給え……〈中略〉」
シャーリヴァーハナは言った。「乙女よ、我が美しい女性よ、私は
金と宝石の宝庫を与えた。私のために、女神よ、教示を与えたまえ。」
ヴァタヤクシニーは言った。「善いかな、善いかな。大いなる智慧
のあるものよ。私の教えを守るものよ。汝の誠意によって私は〈サ
ーダナを〉成就させるだろう。それには疑いがない。修行者（sādhaka）
よ。私はさらにマーンダヴヤ（Māṇḍavya）によってなされた他の

〈教え〉も話そう。ラサと鉱石の結合によって水銀の完成がよく準
備される。銅、鉄と同様に、スズは、財と富をなす。……」

（『ラセーンドラマンガラ』4 章）64

 ここで、ナーガールジュナは、12 年にわたる苦行の末、ヴァタヤクシニー

よりラサの知識を授かったとされている。ここに登場するヴァタヤクシニー

は、ヴァタ（バンヤン）樹を住居とするヤクシニーである。ヴァタ樹はイン

ドで古来より聖樹とされ、精霊の宿る場所とされてきた。またその樹齢の長

さから不死の象徴とも考えられている。ヴァタヤクシニーは、ここで古来の

樹神としての高貴なイメージを保ちつつ、ナーガールジュナに教えを授ける

という役割を担っている。前節で確認したように、ヤクシニー・サーダナに

おけるヴァタヤクシニーの特徴として特筆すべきであるのは、彼女がラサ・

ラサーヤナの恩恵をもたらすという点である。このことは、並み居るヤクシ

ニーの中から 何故、彼女がナーガールジュナに錬金術を授ける役に抜擢され

たのかという理由を説明しているように思われる。『ラセーンドラマンガラ』

におけるこの対話の設定は、ラサシッダとしてのナーガールジュナと、生命

力や不死の象徴である樹神、ヴァタヤクシニーとが、「ラサ・ラサーヤナ」と

いうモチーフを媒介として結びついた結果、生み出されたものと見なすこと

ができる。

 現在のシュリーシャイラム（Śrīśailam）は、シヴァの十二ジョーティル・

リンガ（Jyotirliṅga）65 の一つ、マリカールジュナ・リンガ（Mallikārjunaliṅga）

が祀られる巡礼地である。当地に祀られるマリカールジュナ・リンガのうち、

オリジナルのマリカールジュナ・リンガと伝承されているリンガが、現在、
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いった登場人物など、仏教におけるナーガールジュナの伝承を色濃く反映し

ている。

シュリーシャイラの山（Śrīśaila-parvata）に住するシッダ・ナーガ
ールジュナは偉大であり、全ての有情を救済し、あらゆる福徳を
具えている。彼は誰であれ、望まれたものを速やかに与えるため
に観察する。「喜捨」と「享受」を観察して、不淨の浄化により（水
銀の精製により）、好みに従って（自らのラサによって）、全ての
有情の病いを知る。
彼らの中の上首、ラトナゴーシャは合掌し、ナーガールジュナの
前に立ち、前に進み、ラサの儀則について問い、「知識の教示を私
に授け給え」〈と述べた〉。
ナーガールジュナは言った。「善いかな、善いかな。大いなる智慧
のあるものよ。献身を愛する私は喜んで、汝によって問われたこ
とを語ろう。それには疑いがない。それは皺と白髪を取り除き、
時間を打ち破り、金属同様、身体に効果がある。それには疑いが
ない。［千、万、十万の ?］ラサは為し難いことをなすだろう。私
はその修法（sādhana）と同様に儀軌（vidhi）を説明しよう。」
有情たちを養うために、ヴァタヤクシニー〈のサーダナ〉が完成
された。十二年間、大いなる困難が私によってなされた。そのと
き諸々の資財が出現し、天の声が私によって聞かれた。「目に見え
ないことを望む汝よ、背後より今、現れよ。」
ヴァタヤクシニーは言った。「善いかな、善いかな、偉大なるシッ
ダよ、汝の献身によって、偉大なるアートマンにより［呼び出さ
れた？］私は喜んで、望みのもの全てを与えよう」
ナーガールジュナは言った。「もし汝が十二年間［困苦した？］わ
たしに満足したなら、女神よ、自らの真実を私に与えよ。その後に、
同様に私は〈汝に〉与える。」

「然り、然り、また然り。」おお、〈ヴァタヤクシニーは〉三度いった。
「私に何かを望めば、シッダよ、私はその全てを与えよう。」
ナーガールジュナは言った。「全てを与える女神よ、もし、私の献
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ールジュナの復活伝説を生み出し、さらに錬金術師ナーガールジュナの伝説

を生み出していく。

 ナーガールジュナは「ラサシッダ（Rasasiddha）」つまり錬金術（rasa）の

マスター（siddha）として知られるようになり、数々のラサシャーストラが

提示するラサシッダのリストの中に、必ずといっていいほどその名を連ねる

ようになった［White 1996: 81-82］。さらにラサシッダとしてのナーガール

ジュナの名声は、ナーガールジュナ作とされるラサシャーストラを成立させ

るに至る。ラサシャーストラの多くは、シヴァ教をその信仰的基盤としてい

るが、『ラセーンドラマンガラ（Rasendramaṅgala）』は、仏教的なエッセン

スが混入された珍しいラサシャーストラである。『ラセーンドラマンガラ』は

伝統的にナーガールジュナ作とされており、冒頭部においてこの書がナーガ

ールジュナによって著されたことが次のように述べられている。

『ラセーンドラマンガラ』を聞いて医術を行う医師 （cikitsaka）、彼の成

功（siddhi）には疑いがない。ナーガールジュナが自ら説いた〈から〉。

（『ラセーンドラマンガラ』1 章）62

『ラセーンドラマンガラ』はラサシャーストラの中でも比較的早い時期に成

立した書と考えられているが、その成立時期は明らかではない。ただし、他

書の引用状況より十四世紀以前には成立していたとみられる［Meulenbeld 

2000: 717-718］。『ラセーンドラマンガラ』自身の記述によれば、この書は

本来、八章で構成されていたが、現存する写本の多くは次の四章で構成され

ている［Wujastyk 1984: 77-78］。

1 水銀、鉱石、鉄のサーダナ Rasoparasalohasādhana

2 ダイヤモンドの焼成、金属の溶解 Vajramāraṇa-dhātudrāvaṇa

3 ラサの調合 Rasabandhana

4 丸薬の儀則 Guṭikāvidhi

『ラセーンドラマンガラ』一章から四章前半部分までは、仏教的な特徴が殆ど

見出せないが、四章の後半部分に、ナーガールジュナや、シャーリヴァーハ

ナ（Śālivāhana）王、ヴァタヤクシニー（Vaṭayakṣiṇī）が登場し、シュリー

シャイラを舞台に対話形式で錬金術を開説するという興味深い内容が織り込

まれている 63。シュリーシャイラという場所の設定、シャーリヴァーハナと
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シニーたちは、ナーガールジュナの亡骸を守護し、亡骸を祀る寺院を建立し

た在地の神として、ナーガールジュナの伝説を土地の縁起譚へと地域化させ

ていく役割を担っているといえる。

3 錬金術師としてのナーガールジュナ

 『八十四成就者伝』、『プトン仏教史』、『七口決付法伝』がナーガールジュナ復活

伝説の舞台とした「シュリー山（tib. dPal gyi ri）」は、タントラ世界の中で、錬金

術と長生術、サンスクリット語でいう「ラサ・ラサーヤナ（rasa-rasāyana）」55 と

密接な関わりを持つと考えられてきた場所である。すでに別の論考 56 で考察

したが、それはおそらく、七、八世紀頃から、シヴァ教の巡礼地として知ら

れるようになったシュリーシャイラ（Śrīśaila）57 であろうと思われる。

 西チャールキヤ（Cālukya 973–1189）の王たちの保護を受けて大きく発

展したシュリーシャイラは、中世を通じて、タントラ世界におけるシッダ

（siddha）やナータ（nātha）58 の伝統を育む土壌として機能し続けた。十一世

紀頃、ラサシャーストラ（Rasaśāstra）とよばれる文献群が世に現れて以降は、

ラサ・ラサーヤナとの結びつきが顕著になり、シュリーシャイラは、ラサシ

ャーストラの中でも言及されるようになってくる。

 ラサシャーストラとは、水銀をはじめとする鉱物、金属の処方を説く文献

群であり、その目指すところは、金属の成就（lohasiddhi）つまり錬金術の完

成と、身体の成就（dehasiddhi）つまり長生術の完成にある。『ラサラトナー

カラ（Rasaratnākara）』59、『アーナンダカンダ（Ānaṇḍakanda）』60 といった

ラサシャーストラは、シュリーシャイラをラサ・ラサーヤナの実践地として

言及しており、当地で行われる宗教実践について詳細に解説している。

 「シッダの霊場（siddha-kṣetra）」として知られたシュリー山は、シヴァ教

徒ばかりでなく、仏教徒からも信仰を集めていたことが『マンジュシュリー・

厶ーラカルパ（Mañjuśrīmūlakalpa）』の記述から知られる 61。ナーガールジ

ュナと長生術をめぐる伝説が、シュリー山に地域化されていった背景には、

当地におけるシッダの伝統とラサ・ラサーヤナの宗教実践が背景にあったこ

とが窺える。ナーガールジュナの霊験譚とシュリー山との出合いは、ナーガ
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そのため、非常に落胆していると、母は述べた。「しかし方法があります。

師は菩薩ですから、頭を請えば与えます。師が死んだ時、父も死ぬでし

ょう。そうすれば汝は王位を得ることができるでしょう」と。王子はシ

ュリー山に行き、頭を請うたが、武器で切ることができなかった。〈ナ

ーガールジュナは〉かつて緑の草で虫の首を切ってしまった業を観じて、

クシャ草で〈自分の首を〉切って与えた。「私は今から極楽に行きますが、

後にこの身体に再び戻ってきます」という声が聞こえた。その時、地面

は震動し、飢饉が十二年間続いたと言われている。

師は長生術を成就していたので、王子は再び〈首と身体が〉一緒になる

ことを恐れて、頭を数ヨジャーナ離れた場所に運んだ。そこでヤクシニ

ーたちが〈頭を〉奪って、頭を巌の頂上に置いて、その巌の裂け目に、

五尊の聖観自在の石の像を自然に出現させた。頭と身体の両者に、保護

者のヤクシニーはそれぞれ寺院を建立した。この二つの間は、以前は四

ヨジャーナあったが、今は一クローシャ（krośa）しかないと言われて

いる。

それは、私の師も見た。石の壁が接着して岩壁のようになった不思議で

威力ある〈その〉寺院は、入り口がなく、窓から見ると、台座の上に石

像の破片のようなものが両方にそれぞれ置いてあったと言う。

（ターラナータ『七口決付法伝』）54

 さて、ここではヤクシニーたちがナーガールジュナの亡骸を守護しただ

けではなく、当地に聖観自在の像を出現させ、そこに寺院を建立したとい

う情報が加わっている。そしてこれはターラナータが師のブッダグプタ

（Buddhagupta）から聞いた話であり、ブッダグプタは実際にその石窟寺院を

訪れたという。ここで伝説は世間話へと移行し、ナーガールジュナ復活の伝

説はブッダグプタが訪れた石窟寺院の縁起譚となって語られていることがわ

かる。

 ナーガールジュナ入滅の伝説は、特定の土地と結びつきながら、伝説のヴ

ァリエーションを派生していく中で、シュリー山と結びつき、ここにナーガ

ールジュナの復活伝説が成立した。そしてこの復活伝説はヤクシニーたちが

建立したとされる石窟寺院の縁起譚となって語られていった。ここで、ヤク
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ずに年々近づいて、遂に接合し、説法と有情の利益をなしたといわれて

いる。 

（プトン『プトン仏教史』）52

 ここでは、ヤクシニーがナーガールジュナの亡骸を守護したことについて

は述べられていない。また、「ヤクシニーが頭を奪って、一ヨジャーナのとこ

ろに捨て去った」とする表現からは、チベット人のプトンがこの伝説におけ

るヤクシニーの役割をあまりよく理解できていなかったことが伺える。仏教

におけるヤクシニーのイメージは両義的であり、アジアに広範囲に流布した

天馬本生 （Valāhassa-jātaka）や、鬼子母神（Hārītī）の物語にみられるように、

人喰鬼としてのイメージも強い 53。プトンはおそらくこうしたネガティブな

イメージを前提に、この伝説におけるヤクシニーを理解したのであろう。

 次いで、ターラナータ（Tāranātha, 1575–1634）の『七口決付法伝（tib. 

bKa' babs bdun ldan）』は、具名を『七口決付法伝、奇跡の宝の源のような

説話（tib. bKa' babs bdun ldan gyi brgyud pa'i rnam thar ngo mtshar rmad du 

byung ba rin po che'i khungs lta bu'i gtam）』といい、タントラの七つの法流

における主要なシッダたち、五十九人の行状をまとめている。この中でナー

ガールジュナはマハームドラー（Mahāmudrā）の法流のシッダの一人とし

て紹介されている。ターラナータは、『プトン仏教史』、『青史（tib. Deb-ther 

sngong-po）』など、これ以前に成立したチベットの資料を参照しつつ、さら

にターラナータの師であるインド僧ブッダグプタ（Buddhgupta）から直接聞

いた情報をこの中に織り込んでいる。その結果、ナーガールジュナ滅後のエ

ピソードは『八十四成就者伝』や『プトン仏教史』よりも詳細になっている。

その後、シュリー山に二百年、ヤクシニーたちに囲まれて、マントラの

行に専念し、身体に三十二相を成就した。その後、頭を布施して与えた

ために、〈寿齢は〉671 歳に半年満たなかったと言われている。〈中略〉

さて、デチェ（tib. bDe spyod）王の年若い息子にラブヌ（tib. Rab nus）

または ヌデン（tib. Nus ldan）王子という者がおり、王位を望んでいた。

母がいうには、「父は師と寿命が等しくなる恩恵を与えられています。

師は金剛身であるので、死ぬことはありません。以前の王子たちも王位

を得ずして死んで行きました。息子と孫までもが死んで行きました」と。
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（アバヤダッタ『八十四成就者伝』）51

ここでは「八人のヤクシニーたち」がナーガールジュナの亡骸を守護し続け

ていることが述べられている。そしてナーガールジュナの遺体は弥勒仏が現

れる時に再び起き上がり、有情の利益をなすという復活の伝説が、弟子のナ

ーガボーディの長寿伝説とともに付加されている。

 次いでプトン（Bu-ston rin-chen-grub, 1290-1364） の『プトン仏教史（tib. 

Bu ston chos ’byung）』は、インドにおいて仏教を広めた十二人の諸師の行状

を記すなか、第一番目にナーガールジュナについて述べている。『プトン仏

教史』は具名を『善逝の教えの解説、法の由来の大宝蔵（tib. bDe bar gshegs 

pa'i bstan pa'i gsal byed chos kyi 'byung gnas bsung rab rin po che'i mdzod）』

というが、この「法の由来」の具体的な内容とは、伝承による年代記に基づ

いた伝説や聖者伝の集成である。しばしば歴史書のように扱われるが、その

内容は近代的な歴史概念からは大きく隔たっている。この『プトン仏教史』

では、ナーガールジュナの滅後、ヤクシニーがナーガールジュナの頭を王子

から奪い去ったことが次のように記されている。

さて、タルドシュン（tib. mThar 'gro zhon）またはデチェサンポ（tib. 

bDe spyod bzang po）王に、ヌデン（tib. Nus ldan）という名の年若い子

供がいた。母がその子に、質の良いシルクの服を与えたので、〈その子

は〉「これは私が王位を得たときに、必要になることでしょう」と述べた。

すると母は「あなたが王位を得ることはないでしょう。父と師ナーガー

ルジュナは長生術と錬金術を共に行い、成就しました。〈そのため王は〉

師と寿命の長さが一緒なのです」と述べた。

そこで彼は、シュリー山の師ナーガールジュナの住所に赴いて、頭を求

めた。〈ナーガールジュナは〉「お切りなさい」といった〈が〉、刀で斬

っても斬れなかった。そのとき師は述べた。「私はクシャ草を切って、

虫を死なせた報いがあるので、クシャ草で切ることができるでしょう」

と。そして〈首を〉切られた。首の根元から「私は極楽世界に行って、

この身体に再び入るでしょう」という詩句が発せられた。

その頭は、彼（王子）によって持ち去られたが、ヤクシニーが奪って、

一ヨジャーナ（yojana）のところに捨て去った。頭と体の両者は、腐ら
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という名の山を舞台としており、全体としてはパールシュヴァナータ

（Pārśvanātha）49 の像が祀られていたスタンバナカ（Stambhanaka）とい

う巡礼地にまつわる霊験譚として語られている。

 最後にこの入滅のエピソードを「シュリー山（tib. dPal gyi ri）」50 と

関連付けているのは、『八十四成就者伝』や後のチベット文献である。こ

れらの文献では、興味深いことに入滅のエピソードに続き、ナーガール

ジュナ復活の伝説が付加されている。この復活伝説の中でナーガールジ

ュナの亡骸の守護者として登場するのがヤクシニーたちである。十二世

紀のインド僧、アバヤダッタ（Abhayadatta）が著した『八十四成就者伝

（Caturaśītisiddhapravṛtti, tib. Grub thob brgyad cu rtsa bzhi'i lo rgyus）』 は

八十四人のシッダたちの行状をまとめたもので、ナーガールジュナは第

十六番目のシッダとして登場する。サンスクリット原本は発見されておら

ず、現在チベット訳のみが存在している。ここでナーガールジュナの入滅

のエピソードに登場する王の名はサーラバンダ（Sālabhandha）であり、ナ

ーガールジュナの頭を請うのは王子ではなく、バラモンに姿を変えたブラ

フマンとなっている。

師（ナーガールジュナ）は南方のシュリー山に到着し、瞑想をしながら、

長い期間〈そこに〉留まっていた。〈中略〉

さて、聖なる師が、全ての財産を布施して与えていた時に、ブラフマン

が一人のバラモンに変身して、〈ナーガールジュナの〉頭を乞うたので、

師は「与えましょう」と約束した。サーラバンダ（Sālabhandha）王は

師が死ぬ苦痛に耐えられず、頭で師の御足に触れたまま死んでしまった。

全ての人たちもそのバラモンを誹謗したが、そのとき、師はすでに頭を

与えていた。他の者が誰も〈首を〉切らないので、クシャの葉で自分の

頭を切り落としてバラモンに与えてしまった。その後、全ての木が不毛

になり、すべての人の福徳が減少した。

前の八人のヤクシニーたちが師の御身体を守護し、今も存在している。

師の後継者にナーガボーディがいらっしゃるという〈希望の〉光は、闇

を追い遣る月光のようである。彼は今も健在である。師のその御身体は、

弥勒仏が現れる時に再び起き上がり、有情の利益をなすと言われている。
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十四世紀 Bu-ston (tib.) dPal gyi ri

（シュリー山）
(tib.) mThar 

'gro zhon/ 

bDe spyod 

bzang po

 (tib.) 

Nus ldan

クシャの葉で王
子が首を刎ねる

頭と体の両者は、腐
らずに年々近づいて、
遂に接合し、説法と
有情の利益をなした。

十六世紀 Tāranātha (tib.) dPal gyi ri

（シュリー山）
(tib.) 

bDe spyod

 (tib.) 

Rab nus/ 

Nus ldan

クシャの葉で自
ら首を刎ねる

頭と身体の両者のた
めに、ヤクシニーが
それぞれ寺院を建立
した。この二つの間
は、だんだん近づい
ている。

 このうちソーマデーヴァ（Somadeva, -1070-）によって編述された『カタ

ーサリットサーガラ（Kathāsaritsāgara）』44 は、架空の「チラーユス（Cirāyus）」

という名の都城をその舞台とし、王の名前も同じく「チラーユス」となって

いる。この名の意味する所は「長寿」であり、物語のモチーフがそのまま

名称となっている。『カターサリットサーガラ（Kathāsaritsāgara）』は、ヴ

ァツァ（Vatsa）王ウダヤナ（Udayana）とその王子ナラヴァーハナダッタ

（Naravāhanadatta）の物語を大枠とし、この物語の中で登場人物たちが語る

無数の小話を挿入して構成された物語集である。ナーガールジュナ入滅の物

語もこれら挿入話の一つとして語られている。ここでナーガールジュナの伝

説は、地域性が取り除かれ、架空の物語に変容している。そのため伝説の地

域化の事例からは外れているが、特定の地域や人物と関連を持つ伝説が、架

空の物語となっていく過程は、宗教、民間伝承、文学の相互関係を示すもの

であり、興味深い事例といえる。

 次にジャイナ教の聖人や王、在家信者などの伝説を集めたプラバンダ文

献であるメールトゥンガ（Merutuṅga, 13C-14C）『プラバンダチンターマ

ニ（Prabandhacintāmaṇi）』45、ラージャシェーカラスーリ（Rājaśekharasūri, 

14C）46『プラバンダコーシャ（Prabandhakośa）』47 が伝えるナーガールジ

ュナ伝では、シャータヴァーハナ（Śātavāhana）王の二人の王子がナーガー

ルジュナのラサを奪うために殺害を企て、ナーガールジュナの首を切ったと

するエピソードを伝えている。殺害の動機や過程が異なるものの、仏教の伝

承を踏襲し、ナーガールジュナは「ダルバ草の刃（darbhāṅkura）」48 で首を

切り落とされ入滅したとされている。この物語はダンカ（Ḍaṅka or Daṅka）
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つ叶わないことがあります。それをいかがいたしましょうか。我身が尽

きてしまえば、あなたの父君もまた亡くなられてしまうことでしょう。

これを顧みて心残りといたします。誰が父王を救うことができるでしょ

うか。」

龍猛は、徘徊し、まわりを見渡して、命を絶つ所を探した。乾いた茅葉

で自らその頸を刎ねると、鋭い剣でものが断ち切られるように、胴体と

首が切断された。王子はこれを見て驚き、走り去ってしまった。門衛は

王に上奏し、具さに事の顛末を述べた。王はこれを聞いて哀惜の念にか

られ、果して命を落としてしまった。

（玄奘『大唐西域記』卷 10）43

 ナーガールジュナが首を切り落として入滅したとするこの伝説は、登場人

物や、殺害の動機、方法など、ヴァリエーションがあるものの、インドに広

く流布したようであり、『大唐西域記』の他にも、『カターサリットサーガラ

（Kathāsaritsāgara）』、ジャイナ教のプラバンダ文献、『八十四成就者伝』や後

のチベット文献等に伝えられている。なお、玄奘はこの伝説の舞台を憍薩羅

国の城南から遠くない伽藍としているが、その他の文献は以下のようにそれ

ぞれ異なった舞台を設定している。

表 3 ナーガールジュナの入滅の伝説のヴァリエーション
時代 話者 場所 王の名 殺害者 死に方 復活

七世紀 玄奘 (Dakṣiṇa-)

kosala

Sātavāhana 王子 茅葉で自ら頸を
刎ねる

記載なし

十一世紀 Somadeva Cirāyus Cirāyus Jīvahara 粉を塗った刀で
王子が首を刎ね
る

記載なし

十二世紀 Abhayadatta (tib.) dPal gyi ri

（シュリー山）
Sālabhandha バラモン

に姿をか
えたブラ
フマン

クシャの葉で自
ら頸を刎ねる

弥勒仏が現れる時に、
再び起き上がり、有
情の利益をなす。

十四世紀 Merutuṅga Śātavāhana 二人の
王子

ダルバ草の刃で
王子が首を刎ね
る

記載なし

十四世紀 Rājaśekhra-

sūri

Daṇkaparvata Sātavāhana 二人の
王子

ダルバ草の刃で
王子が首を刎ね
る

記載なし
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は彼のもとを訪ね、試みにその頭を乞うてみなさい。もし、あなたがこ

の志を遂げることができれば、願いを果たすことが出来るでしょう」と。

王子は、恭しく母の命をうけたまわり、龍猛が止住する伽藍を訪れた。

門衛が王子を敬い憚ったので、王子は中に入ることができた。その時、

龍猛は讃誦・経行を行っていた。王子の姿を見て、立ち止まって言った。

「この夕刻に、なぜ何かを危ぶむかのように、また何かを恐れるかのよ

うに、僧坊に駆けつけていらっしゃったのですか」と。王子は答えた。「私

が、慈母の話を伺っておりましたところ、話が『行捨の士』に及びまし

た。『私が思うには、およそ生きているものは命を尊ぶものであり、経

語や格言にも、命を軽んじ、受けた身を捨てて、欲する者たちに施しす

るような例はありません』と申し上げたところ、慈母が言うには『そう

ではありません。十方の善逝、三世の如来は、昔に発心し、菩提を獲得

されました。仏道を求め、持戒・忍辱の行を修習し、自らの身を投じて

獸を養い、また肌を割いて鴿を救いました。月光王は婆羅門に頭を施し、

慈力王は飢えた藥叉に血を飲ませました。このような諸例は、具に挙げ

ることが難しいほどです。先例を過去の悟りを開いた方々に求めたなら

ば、何れの時代にそうした人が無かったことがありましょうか』と。今、

龍猛菩薩は、この高い志を篤くしております。私は求める所がございま

して、人頭を必要としております。求めて何年も経ちますが、未だこれ

を自ら喜捨する者はおりません。暴力によって殺害しようものなら、重

い罪を重ねることになります。罪のない者を虐殺すれば、徳を穢すこと

は明らかです。思うに菩薩は聖道を修習し、遠く仏果を実現されること

を決心されております。その慈しみは有情を潤し、その恵みは無辺に及

んでいます。自らの生を軽んずることはまるで浮のようであり、自らの

身を賎しむことはまるで朽ち木のようであります。本願に違うことがな

ければ、求める所を賜ることをお許しください」。龍猛は言った。「しか

り。この言はなんと誠であることでしょう。私は仏の聖果を求め、仏の

喜捨を学んでいます。この身は響のようであり、また泡のようでありま

す。四生を流転し、六趣を去来しています。私は前世に広大な誓いをた

て、人々の望む所に違わないようにしております。しかし、王子よ、一
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き及んだ石窟寺院の伝説に登場する「夜叉神」にも、当時のタントラ世界に

おけるヤクシャ・ヤクシニーの信仰が反映されていると見てよい 42。慧超の

記述は簡略ではあるが、そこには、民間信仰の中で保持されてきた在地の神

としての役割と、ヤクシニー・サーダナに見られるような行者の守護神、使

役神の役割とを併せ持ったヤクシャ・ヤクシニーのイメージを確認できるだ

ろう。

2 ナーガールジュナの復活伝説

 『大唐西域記』は、ナーガールジュナの霊験に関して、上述の岩を金に変え

る神妙薬のエピソードの他に、長生薬に関するエピソードを伝えている。そ

こでは、ナーガールジュナが薬術によって娑多婆訶（Sātavāhana）王ととも

に数百歳の寿齢を保っていたところ、王位を継げずにいた王子に疎まれる結

果となり、王子の願いに応じ、布施行のために自ら首を切り落として入滅し

たというエピソードが語られている。

憍薩羅国の城南から遠くない所に古い伽藍があり、傍らにストゥーパが

ある。無憂（Aśoka）王が建立したものである。昔、如来はこの地で大

神通を現し、外道を屈服させた。その後、龍猛菩薩がこの伽藍に止住した。

当時、この国を治めていたのは娑多婆訶（引正）王であり、龍猛を敬い、

住居の門を守衛させていた。〈中略〉

龍猛菩薩は薬術をよく習い、食事によって養生し、数百歳という寿齢を

保ち、その精神・容貌ともに衰えることがなかった。引正王も龍猛から

妙薬を得て、数百歳という寿齢を保っていた。王には年若い子供があっ

た。その王子が母に言った。「私はいつ、王位を継ぐことができるので

しょうか」と。母は言った。「今、状況を見るにまだその時期ではあり

ません。父王の年齢はすでに数百歳ですが、子孫たちには老いて終えて

しまった者もまた多いのです。これは全て龍猛の福徳の力によるもので

あり、薬術のお陰であるのです。龍猛菩薩が入寂なされば、王はきっと

命を落とすでしょう。龍猛菩薩の智慧は弘遠であり、慈悲は深厚であり

ます。自らの身命を与えるが如く、普く人々に施しを行います。あなた
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表２ 岩を金に変える伝説のヴァリエーション
時代 話者 場所 目的 結果 縁起

七世紀 玄奘 Bhramaragiri

（黒蜂山）
引正王の伽藍建立
を助けるため

成功

十二世紀 Abhayadatta Gha-nta-śi-la

（鈴山）
有情の利益のため 文殊師利に阻止される 銅色の岩肌

の由来
十四世紀 Bu-ston (tib.) dril bu lta bu'i brag

（鈴に似た岩）
神に阻止される

十六世紀 Tāranātha (tib.) dril bu brag

（鈴岩）
ターラに阻止される

十六世紀 Gauraṇa Śrīśaila

（シュリー山）
ヴィシュヌに阻止され
る

図２ 伝説の地域化と派生

 ナーガールジュナの霊験譚は特定の土地と結びつきながら、伝説のヴァリ

エーションを派生していった。こうして派生したヴァリエーションの一つの

中で、慧超は夜叉神が建立した石窟寺院の伝説について語っていた。在地の

神が聖者に従うことによって伝説の地域化が図られることは、我が国の聖者

伝説の中でもしばしば確認される 41。慧超が聞き及んだ夜叉神の伝説もまた、

在地の神がナーガールジュナに帰依し、彼を助けたことにより、ナーガール

ジュナの伝説が地域化されたことを示しているように見える。

 慧超が訪れた八世紀のインドはタントラの隆盛期にあり、この頃中国では

金剛智（Vajrabodhi, 669-741）や不空（Amoghavajra, 705-774）といった訳

経僧が多数の密教経典を翻訳していた。金剛智の弟子であった慧超自身も密

教、つまり仏教のタントラを学ぶためにインドの地を訪れていた。慧超が聞
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通りになったとする霊験を記している。なお、この石窟寺院の所在地につい

て知られるのは、南天竺国王の領土の山中であるということのみであり、寺

院や山の名称は特に記されていない。

 南天竺に存在したという石窟寺院の伝説を、法顕、玄奘、慧超はともに旅

の先々で見聞した土地の伝承として記している。人里離れた山中の石窟寺院

というモチーフを共有しているものの、その所在地は曖昧であり、寺院をめ

ぐる霊験についても三者三様であるため、彼らが伝えているのは異なる場所

の伝承であった可能性もある。しかしながら、玄奘が法顕の記事を踏襲し、

慧超が玄奘の記事を踏襲して、この伝説を記していることは間違いない。土

地の伝承の聞き手となった玄奘や慧超は、山中の石窟寺院というモチーフを

持つ既存の伝説を意識しつつ、その土地の伝承を伝える語り手となっている

といえる。

表 1 山中の石窟寺院の伝説のヴァリエーション
時代 話者 場所 寺院名 関連する人物 霊験 縁起

五世紀 法顕 達嚫國 波羅越 過去迦葉佛 寺院を訪れる道人たちは空中を飛来
して往来した。

波羅越の
名の由来

七世紀 玄奘 憍薩羅国  
跋邏末羅耆厘

龍猛、引正王 龍猛が神妙薬で岩を金に変えた。

八世紀 慧超 南天竺国 龍樹 龍樹が夜叉神を使役して寺院を建立
させた。食糧の米が枯渇しなかった。

 既存のモチーフをもとに特定の土地の縁起譚 34 が創作され、伝説が派生し

ていく現象は、我が国の弘法大師伝説のように民間伝承の中でしばしば確認

される 35。余談になるが、玄奘が語っていた岩を金に変えるモチーフを共有

する伝説は、後世の『八十四成就者伝』36、『プトン仏教史』37、『七口決付法

伝』38、『ナヴァナータ・チャリトラ（Navanāṭhacaritra）』39 などにも説かれ

ている。しかしながらこれらの伝説の舞台は、玄奘の伝える「跋邏末羅耆厘

（Bhramaragiri）」とは異なっており、また伝説の内容も相違している。例え

ば『八十四成就者伝』の所伝ではナーガールジュナが人々の利益のために岩

を金に変えようとしたところ、文殊菩薩が人々の争いの元にならないように

これを阻止したという。そしてこの山は金に変化する途中の銅色になったと

いう結末がこの山の縁起譚として語られている 40。
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かれていない。法顕はこの石窟寺院の名を「波羅越（Pārāvata）」27 とし、「過

去迦葉仏の僧伽藍」であると述べている。法顕によれば、この石窟寺院は、

拘睒弥（Kauśāmbi）28 から南へ二百由延（yojana）29 行った達嚫（Dakṣiṇa）

國 30 に存在し、五階建てからなるその重閣には水が巡らされ、僧坊には窓が

穿たれて外光がとりいれられていたという。31

 デカン高原には紀元前後から多くの石窟寺院が建設されており、これらの

石窟寺院の中には、カーンヘリー（Kānherī）のように雨水を貯水するための

水路とタンクの遺構を有しているものもある。法顕はこうした石窟寺院につ

いての情報を聞き及んだのであろう。しかし、この見聞は、法顕が実地に赴

いて得たものではなく、その土地出身の人から聞いた話であるという。達嚫

國は道が険しく、国王に金銭を払いガイドを雇わなければならず、法顕は訪

問を断念したようである。この寺院は人里離れた山中にあり、寺院を訪れる

道人たちは空中を飛来して往来するという霊験が語られていたという。31

 次いで、玄奘は『大唐西域記』の中で、憍薩羅（Kosala）国 32 から西南

三百余里の黒蜂山または音写で跋邏末羅耆厘（Bhramaragiri）にまつわる伝

説として、この寺院の存在を伝えている。五階建ての石窟寺院には水が巡ら

され、僧坊には窓が穿たれて外光がとりいれたとする寺院の描写は、法顕の

記述と酷似している。しかしながら、玄奘と法顕の伝える伝説には相違点も

多くある。玄奘はこの寺院を引正王または音写で娑多婆訶（Sātavāhana）が

龍猛（Nāgārjuna）のために建立した伽藍としており、引正王がこの壮麗な

伽藍を建立するにあたり、労働力が枯渇し、国庫が尽きてしまったところ、

龍猛が神妙薬を大きな岩にたらし、これらを金に変えて引正王の伽藍建立を

助けたとする霊験譚を伝えている。金像や仏典、什物に満ちた伽藍は、しか

しながら僧衆の争いにより廃れてしまい、次第にそこへ至るための道もわか

らなくなってしまったという。33

 玄奘が帰国して約八十年後にインドの地を訪れた慧超は、この石窟寺院は

人間が作ったものではなく、龍樹菩薩が夜叉神を使役して建立させたものと

している。引正王との関係や、岩を金に変える神妙薬の霊験は語られていな

い。この寺は、今は廃れて僧もいないが、龍樹の在世には寺僧が三千人あり、

十五石の米で毎日三千僧を供養しても、米が枯渇することなく、自然に元の
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は使役神として現れる。ここでは、ヤクシャ・ヤクシニーが登場する三つの

伝説、

1 慧超「往五天竺国伝」に説かれる

  「山中に眠るナーガールジュナの石窟寺院の伝説」

2 『八十四成就者伝』とチベット文献に説かれる

  「ナーガールジュナの復活伝説」

3 『ラセーンドラマンガラ』に説かれる

  「錬金術師としてのナーガールジュナ」

をとりあげて、これらの伝説がどのように成立していったのかを考察する。

特に、ナーガールジュナの伝説が地域化しながらヴァリエーションを派生し

ていった過程に焦点をあて、これらの伝説の中でヤクシニーがどのような役

割を果たしたのかを以下に考察していくことにしよう。

１ 山中に眠るナーガールジュナの石窟寺院の伝説

 八世紀にインドを訪れた慧超（703-780, インド旅行 722-727）は、龍樹

（Nāgārjuna）が「夜叉神」25 に建立させたという南天竺の山中に眠る石窟寺

院について記している。これはナーガールジュナとヤクシャ・ヤクシニーと

の関係に言及した最も古い伝説である。

その山中に一大寺がある。これは龍樹菩薩が夜叉神を使って造らせたも

のであり、人の造ったものではない。掘った山が連なって柱となり、三

階の建物となっている。四面の周囲は三百餘歩である。龍樹在りし日に

は寺に三千僧がいた。なお十五石の米を供養し每日三千僧に配給しても、

その米が枯渇することはなく、取っても元通りに還り、減ることが無か

った。今、この寺は廃れて僧はない。龍樹は寿齢七百にしてようやく入

滅した。

（『遊方記抄』「一　往五天竺國傳（新羅慧超記）」）26

 南天竺の石窟寺院の伝説については、慧超より以前にインドを旅した法顕

（337-422, インド旅行 399-413）や玄奘（602-664, インド旅行 629-645）も

伝えているが、法顕の時代にはこの石窟寺院とナーガールジュナの関係は説
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たちは土地の守護神というよりも、行者や聖者といった個人の守護神、使役

神としての性格が顕著である。中世には諸宗教において聖者たちに従うヤク

シニーのイメージが確立し、ジャイナ教では二十四聖者（tīrthāṅkara）を守

護するヤクシャとヤクシニーのグループが成立した 24。一方、後に確認する

ように、中世のナーガールジュナ伝に登場するヤクシニーたちは、ナーガー

ルジュナの守護神、使役神であると同時に、在地の神としての役割を依然、

保持しているように見える。この事例から見ると、聖者を守護するヤクシャ・

ヤクシニーのイメージは、在地の神としての性格から発展した面があるとも

考えられるが、これについては以下に詳しく検討することにしよう。

図 1 タントラ世界のヤクシニーのイメージ

二 ナーガールジュナとヤクシニーをめぐる伝説 

 インド、中国、チベットに伝存されたナーガールジュナ伝には、時代や地

域を超えた多くの共通のモチーフがある一方、時代や地域の変化にしたがっ

て、付加され、削除されていく要素もある。ヤクシニーはナーガールジュナ

がシッダとしての名声を獲得する中世に至り、はじめて登場するキャラクタ

ーである。ナーガールジュナ伝に登場するヤクシニーたちは、タントラ世界

におけるヤクシニーのイメージを反映し、ナーガールジュナの守護神あるい

古
代
か
ら
の
イ
メ
ー
ジ

中
世
か
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の
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ジ
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枝や果実を手にする者もあり 16、古代の樹神としての性格を受け継いでいる

ことを伺わせる。中でも聖樹であるヴァタ（バンヤン）樹に住むヴァタヤク

シニー（Vaṭayakṣiṇī）は、仏教、ヒンドゥー両タントラに登場し、広く知ら

れていたようである 17。

 行者はそれぞれのヤクシニーに応じた場所、樹下、三叉路、川岸、祠堂等

において、ヤクシニー・サーダナを行う。ヤクシニー・サーダナの内容は、

古代に行われていたヤクシャ・ヤクシニーへの供養とは異なっている。古代

におけるヤクシャ・ヤクシニーへの供養は「バリ（bali）供養」として言及さ

れていることが多く、その具体的な内容は、チャイトヤへの食物の供養、あ

るいは大地への食物の散布である 18。そこにはしばしば魚や肉、酒なども含

まれる。この供養は除災や招福を目的とし、地域の慣例あるいは家長の義務

として行われていた 19。

 一方、タントラに説かれるヤクシニー・サーダナは、ヤクシニーを本尊と

して行うプージャー（pūjā）20 の形式をとっており、上述の通り、像を造形し、

これを呪法の本尊とし、香華や飲食などを供養し、マントラを唱えながら行

う。この時ホーマ（homa）21 が行われる場合もある。召喚されたヤクシニー

は行者に様々な恩恵をもたらす。日々の食料、衣服や金銭を賄い、薬（oṣadhi）、

霊薬（rasa）、長生薬（rasāyana）を授け、あるいは過去や未来の出来事を告

げるとされる。

 ヤクシニー・サーダナがもたらす主要な恩恵は食物、衣服、金銭といった

日用の資財である。財福をもたらすヤクシニーたちは、古来の豊饒神として

の役割を保持しているが、経済や流通の変化を反映してであろうか、大地が

もたらす豊饒性よりも金銭との関わりが顕著になっている 22。また、これら

の日用の資財に加え、薬、霊薬、長生薬を授けるヤクシニーたちもいる。そ

の中には前述のヴァタヤクシニーをはじめ、樹神としての性格を明確にして

いる者が含まれている 23。薬、霊薬、長生薬を授けるという役割の中には、

生命力の象徴としての古来のヤクシニーのイメージが反映されているように

見える。

 ヤクシニー・サーダナにおけるヤクシニーたちは、古代のヤクシニーと比

較すると、しかしながら特定の土地との結びつきが希薄になっている。彼女
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速やかに成就させる。また同時に、女シッダである彼女は、母となった

時にすばらしい成就 （susiddhi）を与える。

（『ジャヤーキャ・サンヒター』26 章）7

 漢訳の仏教タントラにヤクシニー・サーダナについての記述が現れ始める

のは八世紀頃であり、私見では、菩提流志（-727）訳の『不空羂索神變真言經』

に現れるものが初出ではないかと思われる。その内容は次の通りである。

地をならして規定通りに牛糞を塗って壇をつくり、壇の中心に赤土で薬

叉女（yakṣiṇī）を描くべきである。界壇の四面に粳米紛を、壇中に粳米

麨を供養する。炭香を用いて規定通りに真言を一回唱えるごとに薬叉女

を呼ぶ。焼き終わったら、今度は真言を一回唱えるごとに白芥子で薬叉

女の像を打つ。すると本物の薬叉女が面前に現れる。〈彼女に〉命令を

して真言者（mantrin）の意のままに使うことができる。もし母となる

ように請えば、常に随って赤子を護るかのように〈真言者を〉擁護し、

必要な全ての財宝を供給するだろう。もし姉妹となるように請えば、毎

日、衣服と財銭を供給し、欠乏することはないだろう。

（菩提流志訳『不空羂索神變真言經』卷 18）8

 後世のタントラでは、召喚されるヤクシニーの固有名や、それぞれのヤク

シニーに捧げるマントラが明記されるのが通常である。ヤクシニー・サーダ

ナを説くタントラは多数あるが、仏教タントラでは『マンジュシュリー・ ム

ーラカルパ（Mañjuśrī-mūlakalpa）』9、法天訳『佛說金剛手菩薩降伏一切部

多大教王經』10、同じく法天訳『佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經』11 などに様々

なヤクシニーたちの固有名とマントラが詳述されている。ヒンドゥータント

ラでは『ウッダーマレーシュヴァラ・タントラ（Uḍḍāmareśvara-tantra）』12

の 36 ヤクシニーのサーダナがよく知られており、これと類似した内容を持

つヤクシニー・サーダナが『カクシャプタ・タントラ（Kakṣapuṭa-tantra）』13、

『カーマラトナ・タントラ（Kāmaratna-tantra）』14、『ダーマラ・タントラ

（Dāmara-tantra）』15 にも説かれている。

 ヤクシニー・サーダナでは、ヤクシニーの姿を描くことが規定されている

ことが多く、例えば『マンジュシュリー・ ムーラカルパ』にはその尊容が詳

しく記されている。これらのヤクシニーの中には樹下に佇み、あるいは樹の
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ニーの信仰自体は古代から引き継がれてきたものであるが、中世インドのタ

ントラ世界ではこのヤクシニーの恩恵を得るための呪法が新たに編み出され

た。

 仏教、ヒンドゥー教にはヤクシニーを召喚し、その恩恵を得るための呪法、

ヤクシニー・サーダナ（yakṣiṇī-sādhana）を説くタントラがいくつか存在する。

この呪法はタントリズムが流行し始めた最初期にすでに行われていたようで

あり、グプタ朝後期に成立したとされるヴィシュヌ派のパンチャラートラ聖

典、『ジャヤーキャ・サンヒター（Jayākhya-saṃhitā）』6 がこの呪法について

言及している。内容は簡潔ではあるものの、後世のヤクシニー・サーダナの

基本構成要素、つまり

• ヤクシニーの像を造形し、

• これに供養し、マントラを唱え、

• 召喚したヤクシニーに自分の母、姉妹、あるいは妻となり恩恵をも

たらすように請う、

という基本構成要素を具えている。『ジャヤーキャ・サンヒター』に説かれる

ヤクシニー・サーダナの内容は次の通りである。

シルクの布を用意し、そこにあらゆる装飾を身につけた、美しい、心に

望む所のヤクシニーの姿を描くべきである。まず規定通りにマントラを

称え、断食をし、夜中にグッグル（guggulu）の香を供えるべきである。

七日間、以上のように行い、マントラを一万回唱えるべきである。七日

目の晩に布が音をたてて震え、最上のバラモン王（viprendra）を伴った

彼女が現前に姿を現す。行者（mantrin）が動揺させないかぎりにおいて、

女シッダである彼女は彼のものとなるだろう。彼女は彼に「母、姉妹、妻、

何れになるべきか」を問いかける。心に思うことを躊躇いなく、思うが

まま彼女に告げるべきである。女シッダである彼女は、行者の全ての目

的を速やかに成就させるだろう。彼女は様々な姿で、様々な欲望を思い

のままに与える。再生族の最上の者（dvijaśreṣṭha）よ、彼女は妻として

同意をした時よりも、むしろ姉妹となった時に、速やかに、尽きること

のない蔵を絶えず与える。世界、他世界、見えない世界を区別なく見せ

る。息災の達成のために、様々な薬や神の霊薬（rasa）を、様々な教示を、
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マ（Āgama）、サンヒター（Saṃhitā）、スートラ（Sūtra）、カルパ（Kalpa）等々

と呼ばれる文献群とその註釈書類を含む宗教テキスト全般である。

 これらの宗教テキストの展開とともに形成された文化的土壌「タントラ世

界」において、シッダ・ナーガールジュナの伝説がいかに成立、展開してい

ったのかを明らかにすることを目的に、筆者はこれまでいくつかの研究を発

表してきた。本論はその研究の一環に位置づけられるものである。ここでは、

中世のナーガールジュナ伝の中にしばしば登場するヤクシニー（yakṣiṇī）た

ちに焦点を当て、ナーガールジュナの伝説が地域化（localize）されながら、

ヴァリエーションを派生していった過程を読み解いていきたい。

一 タントラ世界におけるヤクシニー

 中世のナーガールジュナ伝の中にしばしば登場するヤクシニーたちは、古

くに中国に伝えられたナーガールジュナ伝 3 には登場しない。彼女たちはナ

ーガールジュナがシッダとしての名声を獲得する中世に至り、はじめて登場

するようになる。ヤクシニー信仰は、タントラ世界を構成する一つの信仰形

態であり、仏教、ヒンドゥー教、ジャイナ教に共通して見られる。これらの

タントラでは、ヤクシニーが単独で、あるいはグループを形成して登場し、

行者を守護し、財福をもたらす神的存在として信仰されている。

 インドにおけるヤクシニー信仰の起源は古く、現存する最初期の仏教建築

には、ヤクシニー 4 たちの姿がすでに見出される。シュンガ（Śuṅga）朝の

時代（BC180-BC68）に建立されたバールフット（Bhārhut）の仏塔の欄楯に

は、樹木に手をかけるヤクシニーの姿が見られ、同様に仏塔の欄楯や門にヤ

クシニーを配する作例は、サーンチー（Sāñcī, 1C 頃）やマトゥラー（Mathurā, 

2C 頃）にも確認される。これらヤクシニーたちの豊満な肢体が示しているの

は豊饒性であり、また樹木の精霊とみなされる彼女たちは生命力の象徴であ

る。チャイトヤ樹 5 を依代とし、在地の人々に祀られる彼女たちは土地の守

護神でもある。

 中世インドのタントラ世界のヤクシニーは、古代の豊饒神としての性格を

引き継ぎ、行者を守護し、財福をもたらす神的存在として登場する。ヤクシ
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はじめに

 八宗の祖として知られる偉大な仏教学者、ナーガールジュナ（Nāgārjuna）は、

中世インドにおいて、それとはおよそイメージを異にする「シッダ（siddha）」

として崇拝されるに至った。シッダとは、タントリズムの世界において、様々

な呪法 1 を「達成した者（siddha）」を意味する言葉であり、そのイメージは

魔術師に近い 2。シッダたちは、西洋における魔術師同様、中世インドの文学

作品や民間伝承を彩るモチーフの一つとなり、ここに長生術や錬金術に熟達

したシッダ・ナーガールジュナの伝説が成立した。このシッダ・ナーガール

ジュナの伝説は仏教、ヒンドゥー教、ジャイナ教の宗教文学に現れ、また巡

礼地の霊験譚として語られるようになっていった。

 シッダたちの伝説が成立した中世インドには、仏教、ヒンドゥー教、ジャ

イナ教等、諸宗教の共通の地盤として機能していた一つの文化的土壌があっ

た。その文化的土壌とは、伝説、民間信仰、呪法、医術、錬金術が交差する

一つの文化の体系であり、筆者はこれを「タントラ世界」と呼んでいる。ア

ンドレ・パドゥ（André Padoux）が指摘しているように、宗教の正統から逸

脱した特異な現象として見なされがちであったタントリズムは、実際には中

世インドの諸宗教、ことにはヒンドゥー教、大乗仏教、さらにはジャイナ教

に広まった共有財産であったといえる［Padoux 1990: 32］。

 タントラやタントリズムといった用語の定義については様々な議論がある

が、筆者は「タントラ（tantra）」の語をより広い意味で理解している。それは、

ヴィシュヌ派、シヴァ派、シャークタ派、仏教、ジャイナ教等をその信仰的

基盤とし、グプタ（Gupta）朝後期（6C 頃）より近代に至るまでに作成され

た、マントラやヨーガを宗教実践の中心に置く、タントラ（Tantra）、アーガ

ナーガールジュナとヤクシニー
─聖者伝説の展開と地域化─

山 野 千 恵 子
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の種」となる。反対に、総合力の高い寺院においては、門徒にとって菩提寺

は「自分の居場所であり、コミュニティの場」となる。地域社会や家族の絆

が弱まる今、これからの住職にはお寺という縁を軸とした血縁に依らない新

たな「家族」を作る力が問われていることが、象徴されているのではないだ

ろうか。

　

Ⅳ　今後の課題

　本研究において、浄土真宗本願寺派寺院における、今日の門徒の菩提寺に

対する評価の視点と基準が一定程度明らかになった。今日の伝統仏教寺院が

抱える経営課題の解決に資する検討材料を提供するという当初の目的におい

て、ある程度の成果は達せられたものと考える。

　今後の課題としては、研究の対象を未来の住職塾の参加寺院以外の浄土真

宗本願寺派寺院にも拡大し、より広範な経営課題について検討を勧めること

が考えられる。また同様に、他宗の寺院についても研究を重ね、異なる宗派

間での経営課題の違いなども明らかになると意義が大きいであろう。
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続けることが評価されている。また、そのビジョンに基づいて世代や立場を

超えて参加できる多様なイベントを開催し、寺報やチラシ、メディアを効果

的に活用して広く参加を募り、お寺の打ち出す価値を伝えることが求められ

る。

　住職はリーダーとして謙虚で親しみやすく熱心であることが望ましい。そ

して、お寺に引きこもることなく積極的に地域社会に出て交流してほしい、

真宗僧侶の本分として、ありがたく分かりやすい法話、良い声で丁寧にお経

を読むことを大切にしてほしいと考えられている。また、仕組みの面でも組

織や会計の明確化を行ない、住職のみならず寺族や法務員による案内・対応・

接遇などの優れた業務力と、門徒をお寺のさまざまな活動に巻き込む住職・

寺族のリーダーシップが求められている。施設やサービス（飲食など）の充実、

境内の美化活動も、住職・寺族・門徒が一丸となって取り組むことが重要で

ある。

　門徒の満足度は、住職・スタッフへの信頼感と安心感と、自らの居場所・

役割を提供してくれる価値に対して置かれている。門徒は菩提寺が門徒以外

にも開かれた地域向けイベントを開催することや、地域社会と積極的につな

がろうとする姿勢を評価しており、そのことを誇りに思っている。住職・寺

族が門徒に対して直接奉仕することよりも、門徒の参画機会が明確に仕組み

化されて充実し、門徒も意見の言いやすい風通しの良い組織風土の中で、住職・

寺族・門徒が共に意義ある活動を行うことに喜びを感じるのであろう。

　門徒は仏教・浄土真宗の教えそのものに魅力を感じている者も少なくない

が、それも住職の宗教者としての魅力と具体的な活動が伴っているからこそ、

成り立つものであると言える。

　菩提寺の魅力や活動レベルが総合的に高まって初めて、門徒はより高い視

点から地域社会におけるお寺の役割を捉え「教育の場」「人と人との交流の場」

「心の拠り所」としてのお寺について実感をもって自ずと語り始める。その意

味で、門徒の抵抗によって自分の思い通りの寺院活動ができないと嘆く住職

は、門徒のことを言う前にまず自身のあり方を見直さねばならないだろう。

寺院変革は一朝一夕には成らない。

　魅力や活動が低調な寺院においては、門徒にとって菩提寺は「不安と心配
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組 織
資本

Q3 （ 組 織
としての）
お寺の業務
力

・	 施設やサービス、飲食の充実
・	 住職・寺族による接遇（笑顔・

丁寧さ・謙虚さ等）
・	 接遇に関する門徒の協力

・	 おもてなしの姿勢の欠如
・	 人手不足

Q4 環境整
備力

・	 常に清掃された境内と四季を
感じさせる環境作り

・	 境内清掃・整備に対する門徒
の協力

・	 境内清掃・整備に関する改善

人 的
資本

Q5 リ ー
ダーの顧客
志向

・	 リーダーの謙虚さ、親しみや
すさ、熱心さ

・	 リーダー自ら地域社会に出て
行く積極性

・	 住職の親しみやすさ・積極性の欠如
・	 門徒や地域社会との交流機会の不足

Q6 リ ー
ダーの寺業
推進力

・	 組織や会計の明確化・強化
・	 住職の門徒を巻き込むリー

ダーシップ

・	 門徒人材の活用不足
・	 コミュニケーションの改善余地

Q7 修行へ
の熱心さ

・	 ありがたく分かりやすい法話
・	 お経の声の良さと丁寧さ
・	 住職・寺族の親しみやすく誠

実な人柄

・	 法話やお経の稚拙さと説明不足

Q8 スタッ
フ業務力

・	 案内・対応・接遇・仕組みの
クオリティの高さ

・	 説明不足と人手不足

包 括
的 項
目

Q13 宗 教
の価値

・	 住職の宗教者としての魅力
・	 真宗・仏教の教えの魅力

・	 法話への不満

Q14 推 薦
意思

・	 活動（仏事・お墓・行事）の
視点

・	 宗派（浄土真宗）の視点
・	 住職・寺族の人柄の視点

・	 菩提寺と寺檀制度に対する不信感

Q15 地 域
社会におけ
るお寺の役
割

・	 教育の場
・	 人と人との交流の場
・	 心の拠り所

・	 脱・葬式仏教
・	 門徒を主体に

Q16 あ な
たにとって

「お寺」と
は？

・	 仏・先祖と出会う場所
・	 心の支え（法話・傾聴・自分

を見つめる空間、等）
・	 居場所・コミュニティの場

・	 先祖と出会う場所
・	 心の支え
・	 菩提寺の存在感が希薄で存続に不安

考察

　一覧表の全体から読み取れることとしては、門徒の菩提寺に対する評価視

点の大部分が住職・寺族の人柄や姿勢に関わるものであることである。

　理念においては、住職が寺院の明確なビジョンを打ち出し、一貫して伝え
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日が来て初めて、今日はお寺さんが来られる、と気付く程度。四六時中「お寺」

さんが意識されている必要はないのではないか。

・現段階では昔からの檀家つきあいとしか考えられない。

・私は、子供の時から祖母に連れられて、寺に行きました。現在のように、

法座にお参りが非常に少なく、今後お寺が存続出来るかと心配しています。

・先祖代々護持されてきた大きな敷地、大きな建物、施設設備などをこれか

ら子孫が背負っていけるかどうか難しいのでは。戸別に割り当てられる懇志

（寄付）に耐えられない門徒が多くなったらどうするかが気懸り。

【表：対象寺院における主なコメント言及内容　一覧表】

項目 Top15% 寺院における主なコメント
言及内容

Bottom15% 寺院における主なコメント言及
内容

理念 Q1 目指す
方向性

・	 明確なビジョンと一貫した熱
意ある姿勢

・	 直接・間接にビジョンを伝え
る多様な機会と方法

・	 ビジョンの不在と浸透不足

Q2 社会へ
の発信

・	 世代や立場を超えて参加でき
る多様なイベントの開催

・	 寺報やチラシ、メディアの効
果的な活用

・	 門徒や地域社会へのコミットメントの
低さ

・	 ツールやイベントの活用不足

関 係
資本

Q9 地域社
会との関係
性

・	 門徒以外にも開かれた地域向
けイベントの開催

・	 地域社会と積極的につながろ
うとする姿勢

・	 地域社会との交流機会の不在と期待の
低さ

Q10 知 名
度・ブラン
ド

・	 歴史と伝統の価値と活動の活
発さ

・	 寺院の特徴としての住職・寺
族の人柄・姿勢

・	 特になし

Q11 檀 信
徒の参画機
会

・	 門徒の参画機会と仕組みの明
確さ・充実

・	 前向きな議論を生む風通しの
よい文化

・	 情報不足と門徒の参画機会の不足
・	 参加者の高齢化、若年層へのアプロー

チ不足

Q12 檀 信
徒の満足度

・	 住職・スタッフへの信頼感と
安心感に対する満足

・	 自らの居場所・役割を提供し
てくれる価値

・	 多様な不満
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先祖と出会う場所

・葬式、法要、月忌参り等、人の死に拘わっている。仏様と向きあう場所。

・亡くなった家族の菩提寺として心のよりどころです。

・尊敬する父（故人）が代々、お世話になった寺院の庇護のもと、生かされ

ていることに感謝を忘れてはならない所です。

・地域が困ったときの相談役。ただし現状は、葬儀・法事の時にお願いする

のみとなっています。

・ご先祖を御護りする寄りどころ、それは自分の心の寄りどころとするもの

と自覚しています。

・現状においては分骨ではあるが納骨堂にお骨を安置させていただけること

で葬儀で法事の場として位置づけの感が強い。どう生きるかを学ぶ場所であ

るとの認識にはなかなか至らない。

・祖先がお世話になっているところ

・先祖（父母）に会える場所・そして仏になる、教えの場所・寺に行くとや

すらぎを感じます・子や孫が自然に寺にいける場

心の支え

・み教えを確信する所。自分、家族が安心してお世話になれるように。

・先人の偉大さを感じる

・心のよりどころ、安らぎの場所です。人生の終着駅とでもいいましょうか。

・仏法を開いていく寺、お寺としての祝い事もある。

・子供の時は「日曜学校」で歌ったり、お話しを聞いたり。成長してからは

仏教は人生の指針となり、本を読んだり。仏事の時に住職の訪問を受けて、

仏様、ご先祖様に思いをはせ、老いては死に方を考える、人生の終わり方を

考える、手助けをして頂くところです。

・心の拠り所

菩提寺の存在感が希薄で存続に不安

・空気のような存在。日頃、生活の中で「お寺」が意識される事はない。命
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じます。

・いつも開かれていてほっとする場所。日常に忙殺されている自分をリセッ

トできるところ。

・自分の存在を確認する為のもの

居場所・コミュニティの場

・お寺に、それも xx 寺に関わりをもてた縁をありがたくおもう。・お世話さ

せていただく身で、少しでも何かのお役にたつことの喜びがある。・過去のし

がらみが一切なく、人との出会いを楽しむ存在が私のお寺。

・人生の終着駅になっている感ですが、住職のはからいで、寺院のお手伝い

をさせて頂けるようになり、一種のよろこびのようなものを感じています。

また、住職の法話はもち論、お手伝の同僚や先輩のお話しを聞かせて頂くう

ちに、仏法への思いを強くいだくようになりました。中でも、先輩からフッ

と背中を押され「仏教壮年会」への入会させて頂き、自分を育てて頂ける場

としての寺院を自確しているところであります。

・私自身養父の死でお寺とのご縁ができました。それ以来少しずつ仏教につ

いて学びたいという気持ちで時間がある限りお寺の法要、入門講座等色々と

参加することによって、私にはたくさん寺朋が出来ました。寺族の方々も気

さくに声をかけて下さり、感謝しています。色々な場面でスタッフとして参

加さしていただき、必要とされる場所がある事に幸せを感じています。

・今までまったく面識のなかった方とのつながりができる「出会いの場」自

分を見つめなおす事が素直にできる場所。

・生きていくための御縁を頂ける場所。

・初めは父の為に「手をあわせたい」という気持ちだけでした。今は機会を

つくって足を運びたい場所。なんとなく苦痛ではないところなので、居心地

はよいと思っています。

・実家的存在 「おはよう、今日は、只今」と行ける処・寺朋のいる処 人と

人とのつながりで心の休まる場所

【スコア Bottom15% の寺院における定性コメント傾向】
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みつめるきっかけになるかもしれないところ。

・先祖があっての私です。先祖の元へ最終的に導いていただくところ。

・先祖の供養をして頂くところ。

・ご先祖様を敬う、なくてはならない場と思います。

・聞法や催しを通じて、少ないながら門信徒間のコミュニケーションが問わ

れる場でもあります。

・慌しく過ごしている自分を見つめ直すことが出来、阿弥陀様やご先祖を感

じ安らぎを覚えます。お参りすると気持ちが凛となります。

・お寺を媒介として、ご先祖の存在を感じ、感謝し、今の自分の存在を感じ

させてもらえるところです。

心の支え（法話・傾聴・自分を見つめる空間、等）

・何かあったら相談できること。

・心のよりどころになる存在です。

・若い頃は全くと言っていい程意識していませんでしたが、年を重ねる度、

また地域の中で生きていくのにとても必要な存在になってきました。今、色々

な機会に説法等をお聞きすると、心が穏やかになったり、ありがたい気持ち

になります。

・生きている以上死は避けては通れない事ですが、死をむかえる時に心おだ

やかに向えられる様、お寺が導いてくれる場所であってほしい。

・お寺では、お念仏の心を磨き研讃に励む場と考えています。

・昔からお仏壇のある家で、親類も皆お仏壇がありましたのでお彼岸やお盆

にはお墓参りに行っておりましたが、お寺様にご法話を聞きに行くとは知り

ませんでした。ご院家様からのおさそいで、お寺様にご縁ができ。ご法話や

勉強会等、他のお寺様の方とのご縁もいただきありがたいと思える様になり

ました。

・つい 6 〜 7 年前までは、やはり先祖供養のための仏教であり、お寺である

との認識が強かったと思います。でも 5 年前の入門講座受講以降、自分が少

しでも心豊かに生きるための浄土真宗であるとの認識にかわりました。いろ

んな行事毎にご案内をいただき、季節を通じて楽しめる「いこいの場」と感
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・お寺は葬式、法要、月忌参り等、人の死に拘わっているのでそんな暗いイメー

ジを取り払う事が大事（特に中高年）。広い敷地のお寺もありますから、お寺

の外回りにウォーキング、ランニングコースを作ったり、ラジオ体操を毎日

行えるような場を作ることで、地域社会の活性化を計る。

・「お寺」という枠組みにとらわれず、多くの人がよりどころとなれる場所。スー

パーマーケットや喫茶店のような気軽さとお寺ならではの雰囲気をうまく融

合させた「新しいお寺」像をみんなでつくっていく。

・葬式や法事だけのお寺でなくする。

門徒を主体に

・まずは寺院に門信徒が気軽に訪れ、参拝や談笑が出来るような機会を増や

し、そういう中から地域のサロン的な場として広く活用されていくような寺

院になればいいかなと考えます。また、災害時にも活用できるような施設に

なればいいと思いますが。ただしこれからの事業展開は寺院が行うのではな

く、門信徒や関わりを持つ人たちが主体となっていく事が良いのでは。

・お寺は現状をこなす事で余裕があると思えないので門徒も含めて行動を起

こす事が大事なのでは？ 気楽に過ごせる場所の設置。当番制により管理（門

徒）

・檀家と一つになって一人でも多く、お寺へ出入りしてほしい。明るいお寺

作りが必要である。

・住職と檀家が協力して、お寺の発展を考えていく。

問１６. あなたにとって、そもそも「お寺」とはどのような存在ですか？

【スコア Top15% の寺院における定性コメント傾向】

仏・先祖と出会う場所

・先祖がやすらいでいられる場所。私にとってお合出来る場所

・亡くなった両親と繋がる場所。将来、なにか地域との繋がりとか、自分を
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人の暮らし方に触れる機会は、自分の幸せを考えるとき大いに参考になりま

す。生前の家族の暮らしが伝承されることは、時代を超えて自分の生き方を

励まします。

・急速な社会現象の変化により、お寺に関する意識の希薄化が進む事も懸念

される。このような時こそお寺と門信徒の皆さんが悩んでいることなどを話

し合い、聞き合って問題を解決できるようなお寺であって欲しいと思ってい

る。

心の拠り所

・気軽に人生相談ができるところ

・地域の心の拠り所として「お寺様」の期待は高い。

・自身の場合、困った時の” 駆け込み寺” で本当に助けられました。日常、平

和に暮らしている時は余り考えませんが、常に心や気持ちが不安になった時、

短時間でもお寺に伺うと落ち着きますし、合掌することで、今抱える悩みが

小さな事だと思えることがあります。自分にとっては地域にある癒しと、自

分を見つめなおすことが出来る場となっています。

・経済が不安定な現状の中、精神的な病気なども増えている。悩みなど心の

ケアを相談できる寺院。教育・医療・介護分野などとの連携がとれていくと

良いと思う。

・いろんな事で心的に悩んでいる人も多くいると思います。さまざまな種類

のカウンセラーがおられますが、ほとんどが対症療法かなと思っています。

根本的には生きる価値観が変わる必要があるかと思いますが、浄土真宗の教

えこそ必要だと思います。人にやさしい教えだと思います。お寺は心的に悩

んでいる人の受け皿 ( 拠り所 ) にもなってほしいと思います。

【スコア Bottom15% の寺院における定性コメント傾向】

脱・葬式仏教

・法事の時だけでなく、気軽に人々が居れる場所になってほしい。
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問１５. これからの地域社会において、「お寺」にどのような役割を期待しま

すか？

【スコア Bottom15% の寺院における定性コメント傾向】

教育の場

・生に対する価値観が低下している中で、宗教心、道徳心を根付かせる場所

として必要。

・孤立化した人がふえつつあると思う。人は仕えながら生きている事をもっ

と伝えたらと思う。宗教界の大きな目的であろうと思う。昔の寺子屋文化が

かえってくればと思う。

・平和の根本も、争いの根本もすべて人の心にあると考えています。幼少期

から生涯を通してその心を正しい方向に導いていただくのがお寺の大きな役

割ではないでしょうか。

・日本文化的なイメージが強いので、それを活かしたいろんな行事を発信し

てほしい。勉強会などの場所を提供するなど。色んな人達が、行きやすい場

所になってほしい。

人と人との交流の場

・仏の前ではみな平等とおもうので、上下関係の繋がりではないことが、お

寺ではできると思う。行事等を通じて交流し、少し話し合えるような、お互

いのことがわかるようになれたらいいと思う。

・家族葬が結構な数出ているように、地域社会の横の繋がりが希薄になって

いるが、門徒を集め、次には地域住民の集会の場を目指し、昭和の良き時代

の復活のキーマンとなっていただくのを望む。

・いつの世になっても人の生死はつきものであります。尚更その存在は大き

くなるものと思います。昔のように地域の集会地であったようになくてはな

らない処と思います。

・血縁なき家族関係が構築できる場ではないかと思っています。さまざまな
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・住職のお人柄、坊守さんの暖かさ、包み込んでもらえる何かを常に感じて

います。

・ご院家様の人柄と、坊守様方の門徒に対する気遣い等、お寺にご縁のなかっ

た人に対しても安心してすすめられます。

・自信を持っておすすめしたいです。御住職は規則正しく真面目、熱心、気

さくなところもあります。

・私は、ぜひこの xx 寺様をおすすめします。お人柄の温かさ、優しさ、心の

広さは、その子供さん方にもすでに受け継がれていらっしゃる様です。

・何度か行事にお参りするうち、心のやすらぐものを感じ、ひき込まれてい

くところがある。古い小さなお寺様ですが、住職、総代の方々に好感をもち

ます。

・法話も毎月聴聞できるし、なにより住職はじめスタッフの方々が、親切で

あり、何事にも誠心誠意対応してくださっている。

【スコア Bottom15% の寺院における定性コメント傾向】

菩提寺と寺檀制度に対する不信感

・住職の各家庭における仏事の作法の指導がまちまちであったり、仏法の内

容などに難点があるなど、現状では積極的に薦める事はできない。

・以前は、積極的に薦めて、実際に宗派替えをした方もいた。しかし、今の

ままでは、自分自身も宗派替えをしたいくらいなので、決して薦めない。

・亡父のとき理由があって以前の寺から現在のお寺に変えたが、それが良かっ

たのかどうかは判らない。お寺の所属をいちど決めれば生涯にわたって関わ

ることになるので本人がご縁を得て決めるしかない。しかし、現在の社会状

況はお寺を自由に選択したりこれを変更したりすることは出来そうにもない

ので、知人などにご縁を勧めたりお誘いすることにはためらいがある。
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【スコア Top15% の寺院における定性コメント傾向】

活動（仏事・お墓・行事）の視点

・ぜひ薦めたい。私宅はご寺院の区域外であるが、必ずお参りしていただける。

・私の大好きなご住職様の話をして何人か一緒に来る人たちに話をするとお

経を読まれる声がとても良いといわれます。地方に住む両親も自分の行くお

寺よりもその方のお経が良いと言っておりました。心に残ります！！

・安心して紹介（案内）できる。お墓をお持ちの方でも責任をもって納骨堂

のおすすめをしている。

・知り合いの通夜・葬儀・年忌等にはできる限り参列し、お寺とのご縁を話

しかけている。

・法座開催の回数が他寺に比較しても非常に多いことでもわかるようにぜひ

すすめたいと思っている。

・仏の教えもきちんと伝えているし、行事も丁寧にきちんとしているのです

すめたい。お寺の境内がきれいなこともよい。

宗派（浄土真宗）の視点

・浄土真宗のみ教えを知ってもらいたいから

・宗派がその人にとって大切である。望まれるのならば推薦する

・お盆などの色々な難しい決まりごとがなくて、わかりやすくて良いよとよ

く話しています。

・教義のきちんとした宗派であるから迷わず進める。特に xx 寺は住職の前向

きな一生懸命さのお姿と自寺ばかりでなく、組・教区のお仕事もリーダー格。

本願寺派の正統寺院だと思ってます。また本堂の不思議な空間が魅力。私は

お寺に居場所があるのが嬉しい。

・他宗の人には無理ですが、ご縁を求められればぜひおすすめします。毎月

のようにお参りし、聴聞の機会がありますし、1 年を通じて予定が周知され

ていてお参りしやすいです。

住職・寺族の人柄の視点
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・他の宗派の方のお話も伺う事がありますが、あまり魅力を感じません。真

宗ほど簡単に自分にはいってきたものを感じたことがありませんでした。

・色々な法要や講座での法話では、十分納得して今後の人生に活かそうと心

から感じることが多いです。でも現実の世界では、それが十分には活かせて

いけない弱い自分であることにジレンマを感じています。しかし少しずつで

も仏道に沿った日常生活が送れるよう努力したいと思っています。

・それまでの自分がいかに迷信などにとらわれて、日常を送っていたか思い

知りました。今では心が解放され、自由になったと思っています。仏法特に

浄土真宗の教えのお蔭だと思っています。

・仏法を説いてもらった時、自分の気持ちが反対の方にむいていた事など修

正出来てよいと思う。

・仏教のことはよく知りませんでしたが、今ではいろいろなことを教えても

らい、様々な困難な出来事と向き合う時の支えだと感じています。

【スコア Bottom15% の寺院における定性コメント傾向】

法話への不満

・住職はもっと勉強してほしい。

・お聴聞の先生の話は、心にしみるが、ご住職の話で、心に残った事は余りない。

・本格的にお寺にかかわりを持って２年程度なので、よく理解しきれていない。

やさしいお寺にすべきだ。

・仏法の教えが十分理解できない。

・ご住職のお説教を聞く機会が少ない。

問１４. 地元のお知り合いやご友人がお寺とのご縁を求めていたら、あなたは

このご寺院をおすすめしますか？
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・当寺は、幼稚園・保育所を経営してる関係上、法務がおろそかになっている。

・亡父がお世話になったお寺をそのまま受け継いでいる。良い点や改善点な

どについては思い浮かばない。

・すべてにおいて少し理解しにくい。

・寺院にも、経済至上主義の害毒が蔓延しているように感じる。宗教とは、

人間が人間らしく生きるための哲学であり、思想信条でもある。「檀家が何と

かしてくれる」「檀家にねだれば金を出す」ではなく、真実の生き方を説く原

点に還ってほしい。

問１３. あなたは、このご寺院・ご住職の説く仏法こそが自身の心と人生の支

えだと感じていますか？

【スコア Top15% の寺院における定性コメント傾向】

住職の宗教者としての魅力

・ご住職の世の為、人の為と思う気持ちが伝わってまいります。

・住職は常に「浄土真宗のみ教え」にある人生そのものの問いを熱心に説かれ、

一番大切なのは「繰返し、繰返し仏法を聞いて、皆が同じ信心をいただいて、

念仏を申し、いのち終わった時には必ずお浄土に往生させていただくという

事こそが私の願いである」と聞かせていただきます。同朋の人生の支えとなっ

ている。

・私は住職が「親様」と思える時があります。

・住職、前住職お二人のされるご法話はこれこそが私達凡夫の支えだといつ

も感心しております。

・私達のぐちとか不満をきいて下さって、その答えからなるほどそういう考

え方をして行けば良いんだと納得する。

真宗・仏教の教えの魅力
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顔の見えるお寺と感じています。

・お寺の財務状況の説明は、門信徒との信頼関係を構築しています。

自らの居場所・役割を提供してくれる価値

・仏法について何も分らない状況であった私に、地区総代や法要世話人など

の大役を与えられ、その活動の中で同僚との共同作業をさせて頂くうちに、

法縁のありがたさを感じるようになり、ありがたく感謝致しているところで

す。最近では、会長より仏教壮年会への入会を進められ、大きな手で背中を

押されたような心境です。精進への道を示して頂き、感謝にたえません。

・これまで積み重ねた知識や経験が乏しいなか、身に余る門徒総代の委嘱を

受け、職責が果たせるか心配な面が多かったが、所属する教区や組の総代研

修を受けるとともに、お寺の各種行事への参画会議への参加及び、ご聴聞を

重ねることと、これまでのご住職や坊守さまの熱心な指導と支援により現在

に至っている。今後は他の総代の皆様と切磋琢磨し、責務を果たすべく、そ

してお念仏を申しつつ、心豊かに生きることのできる社会になるように努め

てゆきたい。

・何らかのお役をさせていただいている人は、お寺に出掛ける機会も多くあり、

お寺に親しみを持ち、又ご法務も 100% と評価するでしょう。私はお役を頂

いていなかったらお寺は単なる「法事の為のお寺」であったろうと思う。自

分が大きく変わった。お育て頂いていると感謝しています。

・私自身まだまだ、自分の人生をくいのないように生きて行きたいので、お

寺の行事等に、積極的にお手伝いや参加は出来ませんが、住職や副住職は、「無

理しないように、参加して下さい」と言って下さるので、とてもありがたい

です。

【スコア Bottom15% の寺院における定性コメント傾向】

多様な不満

・行事が多すぎるきらいがある。
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である。

参加者の高齢化、若年層へのアプローチ不足

・寺に門徒が集る場合（報恩講など）参列者は大部分が老年者で、若年層の

参加が少いのは遺憾であり今後若年者の参加を増やすのが課題である。

・年間行事の中での参加者の顔ぶれが同じそれも年配の女性の方々が多く、

今後男女を様に若い方々の参加を出来るような方策が必要だこれも一般社会

の現象であるが…

・総代集会時常々でるのは、護寺等。考えるのは我らの代までか。子の代ど

うなるだろうか？その心配ばかり。

問１２. あなたはご寺院との関係性やご法務に満足していますか？

【スコア Top15% の寺院における定性コメント傾向】

住職・スタッフへの信頼感と安心感に対する満足

・真心伝わるご法務に感謝であります。

・何度も言いますが信頼感と安心感には満足している。

・こちらの事を優先して考えていただけますので、十分に満足しています。

・ご住職が、苦労を厭わず、新しいことに意欲的で、何事にも目が行き届い

ており、ついてゆくだけで安心していられる。

・理解できる説明をしてくれます。

・公平さを感じます。

・ご住職様、坊守様はじめ、副住職様・若坊守様、その他ご寺院スタッフの

皆様には親しみやすく受け入れの姿があり安心できる。家族的な雰囲気や温

かい雰囲気は大変よい点だと思う。

・私たち門徒に対して、お寺という組織・団体で接しているという感じでは

なく、スタッフ一人一人が最善の対応をしていただいていると感じています。
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要の受付、ご接待も門徒が進んで参加します。

前向きな議論を生む風通しのよい文化

・檀信徒（門信徒）講座を皆さんで質問をし、回答をいただき、楽しく話す

機会があります。

・お寺をオープンにしようとする意がうかがえます。

・若い方（若院？新院？）が入ってからは特に前向きに参画の機会を開いて

います。

・講話に限らず、広報紙などを通して色々情報はいただいていると思います。

活躍や役割なども知ることができています。

・役員の方々が話し合いをされる機会が多いと聞いています。

・門徒推進員が積極的に参画し、お寺の法座の準備や後片づけなどを行われ

ている。また必ず反省会を持ち、住職さんや坊守さんも同席して、雑談の中で、

護持運営や将来作りに関しての意見を交わしている。

【スコア Bottom15% の寺院における定性コメント傾向】

情報不足と門徒の参画機会の不足

・年４回ご法座等、普通の行事は行われているが、目立った機会は開いてい

るとは思いません。

・とにかく檀家だけでなく、地域の者が集まって来るような催しのようなも

のが欲しい。

・年 1 回（12 月）総代、世話人会議を開催するのみ。短時間でも良いから、

法要の際に開催してほしい。（法要終了後、お茶を飲みながら「何か寺の運営

について意見をお聞かせ下さい」等）

・総代の一部の人が、将来に対して、心配しているが、他の人は、全く無関

心であり、参画する機会が無い。年に数回程度、門徒様と話し合いや、飲食

の会の機会を持って、本音の話しを聞き、今後の寺のあり方を話し合うべき
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特になし

・今までのお寺の記憶が強いですが今は新しいお寺と生まれかわりましたの

で、これからは新しいお寺をまもっていただき印象、特徴はこれから作って

もらいたい。

・檀家と云うだけで他の寺と比べて特徴なし。

・特に特徴は見当たりません。

・目玉になる行事が無いので、檀家の方々のお参りだけと思います。

・このお寺の歴史を檀家はどの程度ご存知なのでしょうか。詳しく知らない

と思います。

問１１. ご寺院は、お寺の護持運営及び将来作りに関して、檀信徒が積極的に

参画する機会を開いていますか？

【スコア Top15% の寺院における定性コメント傾向】

門徒の参画機会と仕組みの明確さ・充実

・役員の引き継ぎが丁寧にされ、檀家がいろいろな役割を体験できるように

なっている。

・総代制で運営されていたり、門徒推進員拡大に努力されたり積極的に参画

出来るようされていると思っている。

・総代会・仏壮・仏婦との連携もうまくいっており、その都度協議を進めている。

・地区世話人研修、意見交換会を行い、地区世話人や門徒の思いや悩みなど

を自由にだしてもらい、寺院活動に生かされている。

・例えば仏婦は報恩講のお斎の準備、仏壮はお寺の広報の発行、門徒推進員

として春の花まつりなどの催事に加わり、その取り組みがお寺の営みの充実

につながる事はよろこびです。事前に打ち合わせの会も開きます。

・花まつり、初参式、夏の子供のつどい等の企画、運営すべて仏壮・仏婦協

力して行います。年 6 回入門講座は門徒推進委員が中心に運営します。各法
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て江戸時代から伝っているようで、聖人さまのご遺徳を偲ばせいただくにふ

さわしい雰囲気で法座に参座できる。

・他のお寺と比べて開けたお寺であると思います。いろいろなクラブがあり、

楽しんでいる事。

・門徒交流等について、近隣の寺院には見られない催事があり際立っている

・xx 寺の特徴として、門徒が活動の企画・運営に積極的にかかわっているこ

とが挙げられる。特に仏教壮年会や仏教婦人会の活動が顕著で、例えば報恩

講のときに竹灯籠のイルミネーションを飾ることを発案し、必要な竹の材量

を門徒の方々が提供してくれる等、皆さんの連携した活躍の場が多くある。

またよりよいお寺にしようという意識を持ち、積極性を発揮しようとお寺側

からの呼びかけを待っているだけでなく、こちらから積極的に提案して各々

が寺務に挑戦している。

寺院の特徴としての住職・寺族の人柄・姿勢

・住職等の謙虚な態度は、檀家の一員として感銘を受ける。

・お布施に関して一度も金額を云った事がない。他の寺では戒名料、御布施

幾らですとハッキリ云うお寺が多い。

・お寺の方の気さくな対応、人柄が何より自慢の xx 寺です。

・月に一度はお寺を訪れられるようお聴聞の機会を作ってあり、他のお寺さ

んに感じる寂しさがなく、いつも人が集っているような暖かさを感じます。

・寺院、法務員が気軽に相談に乗っておられ、アンテナを高くかかげながら

運営をされており、他のお寺さんからのツアーもある。

・月期のおまいりは他寺院では時間が明確でなく、その日は一日家を空ける

事が出来ないと聞きます。xx 寺さんでは、○時〜○時の間と明確に時間を指

定していただけるので、これだけでも大変際立っています。又、お経もいつ

もていねいにあげていただき、感謝しています。

【スコア Bottom15% の寺院における定性コメント傾向】
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・住職はロータリークラブとして、地域社会とつながっています。

・地域の役等、特別な地位を表に出さないで引き受けている。

・山門脇には掲示板を設置しご住職様の御言葉が示されている。地域社会に

働きかける思いが伺える。

・ご院家は他地区まで法話等に行き、大変評判が良い。

【スコア Bottom15% の寺院における定性コメント傾向】

地域社会との交流機会の不在と期待の低さ

・地域社会側も寺院との関係をあまり求めていないので、やむを得ないと感

じます。

・寺の周辺の門徒様や町内会等の関係が、よろしくない。周辺の門徒様が、

法座や寺の会合には、皆無です。

・お寺の存在する町内会との関連が、皆無である。

・地域の方々と連携して行うようなものは今のところ何もない。

問１０. あなたの印象・記憶の中で、ご寺院の特徴は、他のお寺と比べて際立っ

ていますか？

【スコア Top15% の寺院における定性コメント傾向】

歴史と伝統の価値と活動の活発さ

・古い歴史と伝統を受け継いだお寺であり敷地の広さと言い、本堂の大きさ

と言い落ち着いた風格のあるたたずまいである。また本堂での種々の催しや

法話もありがたい事である。

・重厚な歴史を感じさせる「xx」（県指定文化財）などが経蔵におさめられて

いる。

・報恩講では全国的にも珍しい、「xx」のお勤めがある。xx 寺独自の伝統とし
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・住職は、通夜の際には、遺族との関わりや、法話等を話すべきであり、葬

場業者の一方的な進行で行なわれている。

・どこのお寺でも今では共通と思われるが、スタッフ不足（なり手が居ない）

と老齢化により定例行事の繰り返しでマンネリ化の感じがある。

・組織がそれぞれで対応している。住職を中心とした、スタッフが少ない。

組織の見直しが必要である。

問９. ご寺院は、地域社会と強い関係性を築いていますか？

【スコア Top15% の寺院における定性コメント傾向】

門徒以外にも開かれた地域向けイベントの開催

・子供から大人まで参加できる催事を行っているから

・除夜の鐘つきに、近所の人々が沢山集まっている。

・お寺の法要の他に初参式・花まつり・夏の子供のつどいが計画されますが、

ご門徒さん以外の子供さん、お孫さんも参加されます。

・法要が行われるときに門徒としてではなく、地域の人として、法話を聞き、

お参りしてくれている事は、「地域のお寺」としての存在があることだと思う。

・ご門徒はもちろんのこと、できるだけ多くの市民の方々にもお寺に足を運

んでいただくために月 2 回ヨガ教室公開講座を開いている。

地域社会と積極的につながろうとする姿勢

・地域自治会の役員等も引き受け又活動にも参加している

・住職自身、消防団（地域）に入団したり、坊守さん若坊守さんもそれぞれ

にみなさんと気さくにお話しされる

・地元の行事に、進んで参加して見える。

・礼節もよく、対応も温かにお盆には全地区活動もされコミュニケーション

を築かれている。
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問８. ご寺院のスタッフの業務の質は高いですか？ ( 例：檀家対応、葬祭、催事、

広報など )

【スコア Top15% の寺院における定性コメント傾向】

案内・対応・接遇・仕組みのクオリティの高さ

・事あるごとに案内状がきちんと送られてくること。細かいところにも大変

気配りをされていると感じます。

・受付等対応はしっかりしている。

・スタッフの方達の対応はすばらしく、ご門徒の方々も頼りにしているよう

に思います。

・年忌のお知らせなど、忘れそうなのですが助かります。

・言葉遣い、諸作など気持ち良さを感じます。広報も読みやすいと思います。

・どの様な時も声をかけてくださり、情報交換もしやすいのではないかと思う。

・スタッフのモチベーションも高く、十分に対応していただいています。

・どの方も非常に気持ち良く、丁寧に対応していただいている。仏壮などの

会議資料もお寺で作っていただいているので、有難いと思っています。

・住職・法務員の方々も丁寧に対応されており、門徒さんからの信頼は高い。

【スコア Bottom15% の寺院における定性コメント傾向】

説明不足と人手不足

・仏事の執行について一貫性がなく前回と違う事もあり、戸惑う事もありま

した。

・お寺の意味がわからないと難しいと思う。家で家族が亡くなって、初めて

お寺へ出向く型が多いから、今までの風習に準じているだけだと思う。
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しいと絶賛されている。母が亡くなって丁寧なお経をいただいて、お寺に興

味をもつようになりましたとの意見も多く寄せられている。何事も熱心な人

柄である。

住職・寺族の親しみやすく誠実な人柄

・ウソがない、てらいがない、そして同時に役職を超えて” 現世を生きる人

間同士” の親しみも感じます。坊守様も全く同様に心深くて、お二人のお人

柄には尊敬の念を抱いています。

・温厚で誠実感を有し、安心してお経や法話を聴聞することが出来る。

・誠実さが充満している。

・数年前よりお寺とのご縁をいただき、ご住職のご法話やお姿に接するたび

に自分自身の考え方、価値観を見直す機会となっております。

・自分で分からない事は調べて門徒に教えてくださいます。まっすぐな人柄

が伝わります。

・若き住職としては、その誠実できさくな人柄や真摯な態度、お経の素晴ら

しさなど申し分ありません。

【スコア Bottom15% の寺院における定性コメント傾向】

法話やお経の稚拙さと説明不足

・法話での伝えたいところ（テーマ）がぼけている時がある。

・儀礼の執行などから教養の見識も高いと思われますが、法話についてはそ

の時の話の趣旨がよくわからない時がある。

・説法、儀礼の話等は何の目的、等がわからない。

・少しは、理解できる部分もありますが、仏教用語ばかりでなく具体的に話

すべきで、たとえばお寺に参られる人たちの体験的のことを含めた法話等を

行うべきだ。やさしいお寺になるべきだ。

・住職の話しが、難しく、声が小さい。

・個性によりますが、法話が堅苦しい。
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ありがたく分かりやすい法話

・良く勉強され、法話等についてはありがたい。

・説法と儀礼が良い。

・ご住職様、若住職様、豊かさ、ありがたさ、足を運ぶたび感じています。

法話にしても、何時間聞いていてもいいなと思います。お経にしても、皆が

「阿弥陀経」「正信念仏偈」「讃仏偈」をいただく様になりました。これも住職

様のおかげと思っています。

・常に学び、分かりやすく説いている。

・分かりやすく熱意を込めた法話は時に面白くおかしく、時に涙を流す程感

激し、人を引き付ける話術は（法話）、まるで芝居（ひとり）を見ているよう

な時間を過ごすこともある。そして最後はきっちりと教義で締めくくられる。

年毎に私の心の豊かさ、ありがたさが増しているとつくづく感じている。

・私は毎月１度、婦人部の例会に参加しますが（お寺さんの組織の中に婦人

部というのがある）ご院家さんのご法話を楽しみにしてお寺さんに参ります。

・ご住職自ら講師役で三つの講座を毎月こなし深い知識を感じる。感心させ

られることが多々。最近とくにお話が上手になった。

お経の声の良さと丁寧さ

・まずお経がすばらしい。葬儀、法事などでいつも周囲の方たちが立派、上

手と言ってくれます。私もどこの他のそれに行っても、ピカイチと思います。

・お経は見事です。人柄はまじめで好感が持てるし、仏教に対する思いが強

いことも感じます。

・お経については申し分なし。住職のお経が始まると近隣と人々と路次で聞

いているとのこと。

・葬儀の時にご近所方が御参りにこられて住職のお経の声を聞いてビックリ

されてお寺の場所を尋ねられる程心に残る立派なお経でした。

・住職のお経は意味がわからなくても「いいなあ」と思うし、葬儀でのお話

しに心がこもっていると思われる。

・お経の意味などくわしく解説してくださる。

・お経は天下一品、はっきりした口調で声も大きく、わかりやすく、すばら
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築かれていると思います。不思議なくらいお寺の行事に参加することが苦に

なりません。

【スコア Bottom15% の寺院における定性コメント傾向】

門徒人材の活用不足

・運営するにあたって人集めは難しそう。周りから集まっていく態勢を整え

るべき。

・門信徒の中には腕に覚えの人が居ますので、運営に生かして活性したい。

・寺院役員を活用したほうが良いと思う。

・リーダーと寺役員の交流を増し、寺発展の為活躍がほしい。

・総代、仏壮の一部の人が活動的であるが、若い人や門徒様のほとんどの人が、

寺に関して無関心である。

コミュニケーションの改善余地

・それぞれの分野では、チームワークがあるが、横のつながりが薄い。各部

門合同で、協議する場を設けてお寺の改善等協議すべきだ。またそれぞれの

行事に各部門から参加すべき。

・檀家の代表役員に対しての相談の際に、お寺の考えが先になって進行され

ています点があった為にチームワークに多少難が生じ、その後の話し合いに

対しての推進力の低下がみられている様で反省が必要と思う。

問７. リーダー ( ご住職もしくはそれに準ずる人 ) の法話やお経、人柄・姿に、

仏教の豊かさやありがたさを感じますか？

【スコア Top15% の寺院における定性コメント傾向】
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・毎月例会をして、1 年に 1 回研修旅行などしてコミュニケーションを取って

いる。

・総代始め世話役及び婦人部（佛法婦人会）を設け、催事における切り盛り

に取り組んでいる。

・xx 寺役員 ( 門徒総代、仏教壮年会、仏教婦人会、門徒推進会 ) を確立し、そ

れぞれの役割を示して、それぞれが職責を達成できるよう指導されている。

とくに重要な行事の実施にあたっては、事前の打ち合わせ会議、準備運営会

議を開くなどリーダーシップを発揮されている。

・伝統が古いしきたりにも十分配慮しつつも、新しい考え方やニーズをよく

取り入れ、関係のあるお寺さんとの連携や門徒の婦人部や壮年部の協力も積

極的に取り入れて、円滑な運営に努めている。

・諸会議等で、お寺の運営をできるだけ全体化している。

住職の門徒を巻き込むリーダーシップ

・寺院総代とのコミュニケーションも上手くいっている

・寺族という言葉すら知らなかった自分ですが、各種行事への案内やボラン

ティア参加、その後年番や総代という仕事をやらせていただきました。 遠

い存在であった寺が、行事へ参加することにより身近になったとともに、門

徒の横の繋がりが住職を中心にして出来上がったと思います。 葬儀だけの

寺から、人が集まる寺への転換がスムースに出来たと感じています。

・お寺の運営だけでなく、地域の” 組” を含め、リーダーシップは十分に発

揮している。

・人を活かしつかうのがとても上手と、門徒さんでも評判。

・門徒さんの出費要請がまったくないので、現代感覚の門徒にあってありが

たい運営と思う。

・お話をしていてリーダーシップのとれる方だと感じているので期待してい

ます。

・前向きで積極的でありながら、決して自分の考えを押し付けないで、メンバー

の意見などに謙虚に耳を傾けながら実行されているので、総代会をはじめ仏

壮・仏婦などの組織がありますが、それぞれが活動しやすいし、信頼関係が
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住職の親しみやすさ・積極性の欠如

・知識人で近寄り難い印象がある。世俗の問題や悩みなど相談し難い。

・住職が、少し無口で愛想が悪い。法要の場でもお参りに来られた方と積極

的に話をしない。

・一つとして地区の集会に住職が参加されていない。

門徒や地域社会との交流機会の不足

・私達が子供のころは寺で遊んでいましたので大人もよくお寺により話がは

ずんでいましたが、なんといっても檀家が遠方などでお寺にいくのがむずか

しい

・定期行事以外に檀家と接する機会はなく、住職にも設問に沿う意欲は見ら

れない。

・勉強会などもう少し会合があっても思います。

・一般の門徒さんは相談に行きづらいという意見もある。

問６. リーダー ( ご住職もしくはそれに準ずる人 ) は、お寺運営の仕組みを整

え、チームワークを活かしてお寺を切り盛りしていますか？

【スコア Top15% の寺院における定性コメント傾向】

組織や会計の明確化・強化

・お寺の改革に積極的に取り組んでいる。特に寺院会計の明朗化は良い

・まだ住職になって年数がたっていないが、頑張っていると思う。お寺を良

くして行こう、布教していこうといろいろな行事を行い、総会で会計報告を

したり開かれたものにしようとする態度がわかる。

・総代長が協力し、役員の役割をはっきりさせて、お寺の行事がスムーズに

行われていると思う。
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・報恩講や法要、葬儀、お盆のお参りの都度相談させていただいています。

常に適切なご指導やご助言をいただき、感謝しております。

・面倒な質問をしても、いつもきちんと解答いただける。又こちらの悩みに

理解を示して、耳を傾けていただけます。

・檀家のみならず、地域の人の悩みに耳を傾け、アドバイスをなされている。

・気軽に話しかけてくださったり、飲み会を企画して下さり、寺内の人間関係・

つながりを大切にしておられる事が伝わります。

・ご住職が気軽な方で、研修会等に出席した後は必ず反省会と称して、飲み

会を企画させており、門徒とのつながりを大切にされている。

リーダー自ら地域社会に出て行く積極性

・地域の様々な行事にも積極的に参加されているから。

・教団や教区、組等の各種研修会や会合に積極的に参加して交流を深めると

ともに現代社会におけるお寺を取り巻く環境が大きく変化しつつある現況を

よく把握させて、これらを踏まえ、お寺と門徒がお互いの喜びや悩みを語り

合い、開きあって、課題を克服する機会を得て、自ら問いただす覚悟で活動

しておられる。

・現在の住職に代わられてから、寺と門徒を結ぶ新しい取り組みが始められ、

現在では敷居を低くして、気軽に入りやすい寺の雰囲気が醸成されている。

・本当にお忙しい中、時間をさいていろんな方との交流をなさっています。

頭が下がります。

・学生の子供さんがいらっしゃるので、PTA 活動にも積極的でいらっしゃる

ように感じる。

・門徒に限らず、人々との交流を非常に大切にされていると思います。浄土

真宗入門講座などには、門徒以外の方々も参加されています。又教区や組の

門徒の研修にも積極的に出席されているので、私達門徒もおのずから参加の

機会が増え、有意義だと思います。

【スコア Bottom15% の寺院における定性コメント傾向】
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【スコア Bottom15% の寺院における定性コメント傾向】

境内清掃・整備に関する改善

・四季おりおりの移り変わりが判りやすいように花の咲く樹木を境内に増や

してはどうかと思います。また、全体的に緑を増やして木陰を作ってもらい

たい。

・ゴミ置き場のゴミが時折いっぱいにあふれていることがあり、目に余ります。

分別されていないことがあるので、その点も気になります。

・駐車場の草刈りを檀家の皆さんの協力を頂いて、夏の間は月一度位は刈り

取った方がより清々しい環境になると思いますが一考して下さい。

・水道設備が入口に一か所しかないので奥の方のお墓では掃除などに不便を

感じる。

問５. リーダー ( ご住職もしくはそれに準ずる人 ) は、人々との交流を大切に

し、対応していますか？ 

【スコア Top15% の寺院における定性コメント傾向】

リーダーの謙虚さ、親しみやすさ、熱心さ

・礼儀正しく誰にでも対話される姿勢がある。

・謙虚な態度で人々と交流をしている。

・いつもみんなの中に入って一緒に行動するご住職は、門徒さんから親しみ

感をもたれている。

・意見はしっかり聞き、的確に対応していると思う。

・毎月命日に御参りにこられた時、いろんな事を伺うと、時間関係なく親身

になって耳を傾けてくれます。嬉しいです。
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・いつも清掃されていて気持ちが良い。

・毎朝、ほうきの跡がしっかりとついている。

・広い境内、お寺様の家族でいつ行っても清々しく、本当に心が洗われ、「ほっ

と」した気持ちになります。

・坊守の努力により、整備されている。整備されていくと手伝いの人も努力

する。これがポイントと考えている。

・毎朝通勤中に皆さんで掃除されているのを見ている。寺院内もいつもきれ

いにしている。

・これほど整備されているお寺を他に例を見ません。植木、雑草、砂の掃き目、

すばらしいものです。

・境内には雑草もなく、木々の手入れも良く、四季折々の花で訪れる人々を

気持ちよく迎えてくれています。

・季節を意識した飾り物等、気遣いが感じられる。

境内清掃・整備に対する門徒の協力

・毎朝の世話役さん方の境内のお掃除、毎月 1 日の門徒の方々の奉仕作業等、

いつもきれいに整備されています

・門徒が集まり、年一回くらい大掃除をするが、常に掃除をしているように

見受けられる。

・いつも庭師さんが入り、整備されています。年 2 回は私ども門徒も仏間・

納骨堂・本堂・門徒会館の清掃に参加しています。

・月に 1 度、お掃除の日があり。仏婦の方々がきれいにされています。他に、

お掃除の片をやとって、いつも綺麗です。坊守さん方も、常に清掃を心がけ

ていて、気持ちよく整えられています。

・年 2 回 ( 春・秋 ) には仏壮・仏婦による一斉清掃活動、報恩講の前には仏間・

仏器みがきを毎年実施している。普段はお手伝いの方がきれいに清掃されて

おります。

・境内にごみが落ちているのをほとんど見かけない。門徒の方も境内で催し

物をしたときなど後片付けをきちんとされていると思います。
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人会の皆さんがお茶の接待を行い、会話や質問にお答えしている。

・各種の行事では、坊守さんを筆頭に婦人部の方が丁寧な応接に努めておら

れる。

・法話・講座等催し物がある時は、寺院・総代会が一緒にお迎えをし、お帰

りの際もそろってお見送りしている。休憩時には仏婦を中心にお茶・お菓子

のおもてなしをやっている。

【スコア Bottom15% の寺院における定性コメント傾向】

おもてなしの姿勢の欠如

・おもてなしの行事、又は機会は殆ど無い。旧態依然の年行事のみ。

・おもてなしの心が充分に伝わっていない。

・改善要、休憩中にお茶等が頂ける様に

人手不足

・住職が一人ではむずかしいと思う

・住職、副住職、坊守さんの三人共外に出て、無人（不在）のこともあって、中々

本堂や納骨堂に入れないのではと思ってしまいます。

・お茶の接待とかまたはお寺の御家族の方の内、一人でも声を掛けて下さる

だけでもお寺へきたとの喜びを与えてほしい。

問４. ご寺院の境内は、いつも整えられ、清々しさを提供する環境になってい

ますか？

【スコア Top15% の寺院における定性コメント傾向】

常に清掃された境内と四季を感じさせる環境作り
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364(11)

住職・寺族による接遇（笑顔・丁寧さ・謙虚さ等）

・住職を始め、お寺の方の言葉づかいがとても丁寧で素晴らしい。「ようこそ

いらっしゃいました」と言う心が伝わってくる。

・「お寺は門徒のためにある」( 住職の考え ) が根底にあるので、門徒の立場に

たって、誠意をもって、対応されていると思います。お寺では気持ち良く過

ごさせていただいている。

・一人一人に気を配って頂き、常に丁寧に対応して下さっています。

・極めて謙虚な姿勢が常に保たれ人にやさしい応対は好感を与える。

・何時も来訪者に笑顔で接し、お茶の接待や法要時には昼食の接待をしており、

おもてなしの文化が充分に根付いている。

・いつお寺を訪問しても、気軽に、優しく応対してくれるという声をよく耳

にします。

・何度か足をはこびお寺に行くことがありますが、いやな思いをしたことは、

一度もありません。感謝です。

・用事や行事で訪れた時は必ずご挨拶に出てこられます。特別な用事がなく

ても、立ち寄れるような雰囲気があり、私達の寄りどころ的な存在でいらっ

しゃいます。

・来訪者にも住職だけでなく、若院、坊守、若坊守で対応してくれ、大変、

嬉しく思っている。

・坊守さん、若坊守さん、子どもさん、法務員さん、みんなが明るく気持ち

よい対応、気遣いをされ、違和感は全く感じたことはない。

・様々な機会に電話や直接お寺に行っての応対などご家族全員の方々がとて

も気持ちよく接して頂く中にその心が表れているように思います。

接遇に関する門徒の協力

・各種の行事、法要のときは必ず役員が山門の近くに出て、参拝者を挨拶と

笑顔でお迎え ( 主に門徒総代 ) して本堂に案内する。そして開催前には、本日

の進行について司会者が丁寧に説明するとともに資料等も確認して、来訪者

の不安を取り除くことも行い、休憩時間には坊守さん、前坊守さん、仏教婦
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ツールやイベントの活用不足

・門徒以外も含む広いエリア対象であれば、現状では発信されていないと思

います。寺院の方向性などについては、ホームページなどを設けて情報発信

するのも一つの方法ではないでしょうか。

・彼岸、盆等の法要のお知らせ、もう少し檀家の方々に発信した方が良いと

思われます。

・私が知らないだけかもしれませんが、あまりお寺から社会へ何かを発信し

ているようには思えない。xx 寺固有の催し物等が何かあると良いのではない

かと思います。

問３. ご寺院には、来訪者に気持ちよく過ごしてもらう、おもてなしの文化・

精神が根付いていますか？

【スコア Top15% の寺院における定性コメント傾向】

施設やサービスの充実

・不便な地域にマイクロバスの運行やトイレの挨拶、お参りに使用する椅子

を新調するなども積極的に行って気持ち良くお参りが出来る様に努めている。

・門徒会館や厨房等が充実整備されており、心安らぐ場所がある。

・坊守さんには何か行事のたびに接待頂き、感謝しています。たくさんのお

土産など子・孫にありがたいです。

・おもてなしの精神については毎回のご法座で湯茶の接待、アメ配りをした

りしています。

・お茶やお菓子など、いただきながら、ついつい、お寺で長話しをしてしま

うほど気持ちよく過ごさせてもらってます。

・xx 寺に代々伝わる「お斎」をいただくことが楽しみの一つ。（料理、配膳、

後片付けまですべて仏教婦人会が受け持つ）

・いつも気持ちの良い挨拶とお茶の用意が整っている。
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366(9)

世代や立場を超えて参加できる多様なイベントの開催

・何事も小さい子から年配の方までのことを考えられて、やられていると思う。

・新しい事をいろいろ取り入れて頑張っていると思います。

・コーラス、写経を門徒以外の方でも習う事が出来る。楽しむ事が出来ている。

・良い点は、二日間のおつとまりの中で娯楽的な事も取り入れて、距離を近

くしている。

・檀家行事の報恩講、永代経法要、春秋彼岸会、盂蘭盆会と、一般参加を含

めた除夜の鐘・元旦会、更に年 2 回発行の広報誌を通じて、仏事や本山行事

など分かり易く勉強させていただいております。

・仏教入門講座等や仏教子ども会を企画、開催されている。

寺報やチラシ、メディアの効果的な活用

・会報が届いたり、寺の様々な行事に参加されるよう誘っていただいています。

・ミニ新聞を発行したり、子供向けの行事を主催している。

・家に来るたびに今こんな事をやっている、とチラシを持ってきます。

・市報への掲載をはじめ、外部への発信が多岐にわたっている。

・パソコンを駆使し、様々な催し事を取り入れ、少しでもお寺を身近なもの

にしたいと行事（例年も行なわれているもの）のご案内のパンフレットも取

り付き易いものにしているところ等。

【スコア Bottom15% の寺院における定性コメント傾向】

門徒や地域社会へのコミットメントの低さ

・社会に対し…あまりにも大きな言葉で、寺院の中の事で精一杯です。

・もう少し積極的で良い気がします。

・寺と門徒の垣根を低くして親しみのある交流を持ってほしい。

・同宗派の寺至近にある。遠慮があるのか。
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367 (8)

・地区世話人会議で、お寺の理念、年間の行事の報告や計画、活動報告、方

針などを丁寧に説明されるので、良くわかります。

・毎月、月参りにみえて頂いた時にいろんなお話をしてくださいます。

・いままで行っていなかった総会を開いたり、住職が寺の行事の説明をしたり、

新たに仏のこころを広める行事を行ったりし、総代長がその気持ちを檀家に

説明したりしているので、お寺が親鸞の教えを伝えていこうとすることが分

かる

【スコア Bottom15% の寺院における定性コメント傾向】

ビジョンの不在と浸透不足

・今までの寺院との関わりの中では、寺院の方針や将来目標などについて知

りうる機会がなかったと思います。もし総代会などでそれらが示されている

とすれば、その内容を門信徒全体にしっかりと公表することが必要と思いま

す。

・お寺の未来像について聞いた事なし、自分も思った事なし、お葬式を行なっ

てくれる処 ( 人 ) としか思っていません。

・ご住職と話をする機会が少なく、「どのようなお寺になりたいか」等、話題

にならない。

・月経、読経後の雑談でも、どのようなお寺になりたいかという話はした事

がない

・分かりやすい言葉で説明してもらわないと理解できない

問２. ご寺院はその存在を、さまざまな催しや媒体を活用して、社会に対し発

信していますか？

【スコア Top15% の寺院における定性コメント傾向】
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368(7)

本研究対象に該当する寺院数は計 32（すべて浄土真宗本願寺派）、回答者数

は合計 299 である。項目毎にスコアを算出し、項目毎と全体（アベレージ）

において順位付けを行った。

その上で、質問項目１〜１５に関しては項目毎の順位、質問項目１６に関し

ては合計スコアの順位に従って、質問項目毎にスコア Top15% の寺院と Bot-

tom15% の寺院の定性コメント傾向分類を行なった。以下、質問項目毎にス

コア Top15% の寺院と Bottom15% の寺院における定性コメント傾向を抽出

し、門徒が寺院を評価する視点や基準を明らかにする。

問１.「どのようなお寺になりたいか」という、ご寺院が目指す方向性は伝わっ

ていますか？

【スコア Top15% の寺院における定性コメント傾向】

明確なビジョンと一貫した熱意ある姿勢

・「お寺にいってみよう」と思ってもらえるようなお寺へと作りかえて行きま

すという住職の目標方針をはっきりとお示しいただいている。

・地域に開けた場でありたいとの目的で、様々な取り組みをされている。

・気楽によって頂けるようなお寺にしたいとよく言ってくださり、いつも気

持ちよく迎えてくださる。

・住職さんが目指している、子供から年配者までが自由気ままに参拝できる

お寺が日頃の住職さんの言葉の端々から感じられる。

直接・間接にビジョンを伝える多様な機会と方法

・機関紙及びハガキ等で遠くてお参り出来ない方々を含め充分に色々と情報

が伝わっている

・直接住職から説明もある

・年間 6 回寺報発行により、寺の方向性を伝えている。

・月に 2 回総代会を行っている ( 内 1 回は婦人部代表 5 名も参加している )
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9 ご寺院は、地域社会と強
い関係性を築いています
か？

・地域社会との関係性を築いている
・地域社会との関係性をある程度築いている
・地域社会との関係性をあまり築いていない
・地域社会との関係性を築いていない
・いずれの選択肢にもあてはまらない・わからない

10 あなたの印象・記憶の中
で、ご寺院の特徴は、他
のお寺と比べて際立って
いますか？

・特徴は明確に際立っている
・特徴は比較的明確である
・特徴はあまり明確でない
・特徴は不明確である
・いずれの選択肢にもあてはまらない・わからない

11 ご寺院は、お寺の護持運
営及び将来作りに関し
て、檀信徒が積極的に参
画する機会を開いていま
すか？

・積極的に参画の機会を開いている
・比較的参画の機会を開いている
・あまり参画の機会を開いていない
・全く参画の機会を開いていない
・いずれの選択肢にもあてはまらない・わからない

12 あなたはご寺院との関係
性やご法務に満足してい
ますか？

・十分に満足している
・ある程度満足している
・あまり満足していない
・満足していない
・いずれの選択肢にもあてはまらない・わからない

13 あなたは、このご寺院・
ご住職の説く仏法こそが
自身の心と人生の支えだ
と感じていますか？

・十分に感じている
・比較的感じている
・あまり感じていない
・感じていない
・いずれの選択肢にもあてはまらない・わからない

14 地元のお知り合いやご友
人がお寺とのご縁を求め
ていたら、あなたはこの
ご寺院をおすすめします
か？

・ぜひおすすめしたい
・積極的に薦める意志はない
・あまり薦められない
・避けるようアドバイスする
・いずれの選択肢にもあてはまらない・わからない

15 これからの地域社会にお
いて、「お寺」にどのよ
うな役割を期待をします
か？

・期待は高い
・期待はある程度高い
・期待はやや低い
・期待は低い
・いずれの選択肢にもあてはまらない・わからない

16 あなたにとって、そもそ
も「お寺」とはどのよう
な存在ですか？

N/A

Ⅲ　分析と考察

分析

2013 〜 2014 年に実施された「お寺３６０度診断」アンケート結果の中で、
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2 ご寺院はその存在を、さ
まざまな催しや媒体を活
用して、社会に対し発信
していますか？

・積極的に発信している
・ある程度発信している
・あまり発信していない
・発信していない
・いずれの選択肢にもあてはまらない・わからない

3 ご寺院には、来訪者に気
持ちよく過ごしてもら
う、おもてなしの文化・
精神が根付いています
か？

・おもてなしの文化が極めてしっかりと根付いている
・おもてなしの文化は比較的根付いている
・おもてなしの文化が十分に根付いていない場面が時折見られる
・おもてなしの文化は弱い
・いずれの選択肢にもあてはまらない・わからない

4 ご寺院の境内は、いつも
整えられ、清々しさを提
供する環境になっていま
すか？

・境内はいつもしっかり整備され、清々しい環境を提供している
・境内は比較的整備されている
・境内がきれいに整備されていないことが時々ある
・境内がきれいに整備されていないことがしばしばある
・いずれの選択肢にもあてはまらない・わからない

5 リーダー ( ご住職もしく
はそれに準ずる人 ) は、
人々との交流を大切に
し、対応していますか？

（例：檀家の悩みに耳を
傾ける、人脈を広げるな
ど）

・人々と頻繁に会い、ニーズを把握し、必要な取り組み・対応を行なっ
ている
・人々と頻繁に会い、そのニーズを把握しているが十分な対応にいたっ
ていない
・人々には会おうとするが、表面的な対応に留まる
・極めて内向的であり、人々と会おうとしない
・いずれの選択肢にもあてはまらない・わからない

6 リーダー ( ご住職もしく
はそれに準ずる人 ) は、
お寺運営の仕組みを整
え、チームワークを活か
してお寺を切り盛りして
いますか？

・領域に関わらず、高い推進力がある
・領域に関わらず、推進力がある
・得意領域においては推進力がある
・推進力は低い
・いずれの選択肢にもあてはまらない・わからない

7 リーダー ( ご住職もしく
はそれに準ずる人 ) の法
話やお経、人柄・姿に、
仏教の豊かさやありがた
さを感じますか？

・教義への見識に基づき、説法・儀礼の巧みさは申し分ない
・説法・儀礼は比較的巧みである
・説法・儀礼は時折おぼつかない場面が見られる
・説法・儀礼はおぼつかない
・いずれの選択肢にもあてはまらない・わからない

8 ご寺院のスタッフの業務
の質は高いですか？ ( 例：
檀家対応、葬祭、催事、
広報など )

・業務の質は高い
・業務の質はやや高い
・業務の質はやや低い
・業務の質は低い
・いずれの選択肢にもあてはまらない・わからない
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人的資本 リーダー（住職等）の力 業界・市場変化への対応力／顧客志向／現場理解／意志決定
力／事業推進力／自坊内コミュニケーション／権限委譲／マ
ネジメント能力の向上／チームワーク／リーダーの徳／修行
への熱心さ

スタッフの力 目標達成意欲／変化へ挑戦する姿勢／顧客課題理解力／問題
解決力／業務推進力／能力のバラツキ／能力開発／生産性／
知識・スキル共有

理念 理念・経営方針 事業環境／使命の明確さ／ビジョンの明確さ／社会への発信
／経営方針の適切さ

 上記「寺院の知的資本分析項目」は、寺院の知的資本を分析する上で必要

となる項目を包括的に列挙したものだが、多様なステークホルダーから有効

な回答を得るために質問項目の内容とボリュームを最適化し、特に重要と思

われる要素を包含する１２の質問と１３〜１６の追加質問にまとめたのが「お

寺３６０度診断」のアンケートである。
アンケート質問項目（１〜１２）と「寺院の知的資本分析項目」の対応関係

項目 内容
関係資本 顧客関係性 11. 檀信徒の参画機会 

12. ステークホルダーの満足度
ブランド 10. 知名度・ブランド
ネットワーク／取引先 9. 地域社会との関係性

組織資本 知識・技術力 NA
プロセス（仕事力） 3. お寺の業務力

4. 環境整備力
人的資本 リーダー（住職等）の力 5. 顧客志向

6. 寺業推進力
7. 修行への熱心さ

スタッフの力 8. 業務力
理念・経営方針 1. お寺の方向性の明確さ 

2. 社会への発信

アンケート質問項目 16 の内容と選択肢

質問内容 選択肢

1 「どのようなお寺になり
たいか」という、ご寺院
が目指す方向性は伝わっ
ていますか？ 

・伝わっている
・ある程度伝わっている
・あまり伝わっていない
・伝わっていない
・いずれの選択肢にもあてはまらない・わからない
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未来の協力のもと、同法人が過去に実施した「お寺３６０度診断」アンケー

ト結果を用い、分析と考察を加える。

１）調査対象

 一般社団法人お寺の未来が主催する未来の住職塾本科において、希望者を

対象に実施された「お寺３６０度診断」アンケートの中から、2013 年度・

2014 年度の浄土真宗本願寺派の寺院に関するもので、かつ回答者属性が総

代と檀家に関わるもののみを抽出した。その結果、寺院数は 32、回答者数は

299 となった。

２）アンケートの方法論

 一般社団法人お寺の未来が開発・実施する「お寺３６０度診断」は、寺院

の本質的な経営課題を明らかにするため、寺院住職の主観的な認識によらず、

寺族・総代・檀家・地域住民・業者など、幅広いステークホルダーの視点か

ら包括的にアンケート対象寺院に対する人々の意識を明らかにすることを目

指して設計されたアンケートである。

 アンケートを作成するに当たり、まず今日的な寺院経営において重要と思

われる５９の検討項目「寺院の知的資本分析項目」をリスト化している。
「寺院の知的資本分析項目」における 59 の詳細項目

項目 内容

関係資本 顧客関係性 顧客の明確さ／顧客の満足度／顧客との信頼関係／顧客喪失
の可能性／新規顧客の獲得／評判／顧客との信頼関係の強化

ブランド 知名度／ブランドの競合との差別化／知名度や評判が下がる
リスク

ネットワーク／取引先 仕入先・調達先／販売・流通チャネル／地域社会／ NPO ／
宗派ネットワーク／その他事業パートナー

組織資本 知識・技術力 顧客獲得への貢献／急激な陳腐化／継続的な高度化
プロセス（仕事力） マーケティング業務／新サービス開発／葬祭業務／檀家対応

業務／催事イベント業務／広報業務／スタッフ開発能力／知
識・情報共有／人材採用／組織構成／経営方針や施策の共有
と PDCA ／スタッフのモチベーション・満足度／価値観、行
動規範の共有・理解・実践／業務手順の標準化／相互協力的
な文化
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Ⅰ　問題と目的

 地域社会に根差した寺檀関係を基盤に運営される一般寺院（檀家寺）の住

職が、過疎化や少子高齢化といった外部環境の大きな変化を前にして、これ

からの寺院運営の方向性を見失っている。それに呼応するように、経営学的

視点から現代の寺院運営について考察し議論を深める「未来の住職塾」が

2012 年に誕生し、全国におよそ 250 名（2012 年度〜 2014 年度の３年間）

の卒業生を輩出している。

 今日の伝統仏教寺院が抱える課題が論じられる際、代表的な課題として「寺

院側が檀家側の意識を理解していないこと」が挙げられる。しかしながら、

伝統仏教界においては檀家側の実際の声を拾い上げる有効な方策が講じられ

ていない。詳細な調査を行っている浄土真宗本願寺派においても、調査対象

となるステークホルダーは立場上極めて寺院側に近い檀家総代に限られてお

り、檀家全体の意識が包括的に明らかにされているとは言い難い。

 本研究の目的は、未来の住職塾において実施されている「お寺３６０度診断」

のデータを活用し、筆者が僧籍を置く浄土真宗本願寺派に対象を絞り、今日

の門徒（浄土真宗におけるいわゆる檀家の呼称）の菩提寺に対する評価の分

析を行なう。高いスコアを獲得している寺院に対する門徒の評価視点をコメ

ントから浮かび上がらせることにより、今日の伝統仏教寺院が抱える経営課

題の解決に資する検討材料を提供することを目的とする。

Ⅱ　方法

 本稿では今日の浄土真宗本願寺派寺院における門徒による菩提寺に対する

評価の分析を行う素材として、筆者が代表理事を勤める一般社団法人お寺の
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